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は
じ
め
に

　

正
倉
院
文
書
研
究
で
は
、
文
書
論
、
組
織
論
、
個
別
写
経
事
業
な
ど
に
つ
い
て

研
究
が
進
ん
で
い
る
。
写
経
生
に
関
し
て
も
、
月
借
銭
、
請
暇
に
つ
い
て
の
研
究

が
あ
る
。
し
か
し
、
写
経
所
と
は
ど
の
よ
う
な
環
境
で
あ
っ
た
か
、
具
体
的
に
ど

の
よ
う
に
作
業
を
し
て
い
た
か
、
ま
だ
わ
か
っ
て
い
な
い
点
が
多
い
。

　

正
倉
院
文
書
の
大
半
を
占
め
る
「
写
経
所
文
書
」
は
、
写
経
所
に
お
け
る
写
経

事
業
に
関
す
る
文
書
・
帳
簿
類
で
あ
り
、
人
や
物
品
の
や
り
取
り
や
状
況
が
記
載

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
私
は
、
こ
れ
ら
の
文
書
や
帳
簿
類
を
詳
細
に
検
討
す
る

こ
と
に
よ
り
、
い
く
つ
か
の
物
品
に
焦
点
を
当
て
て
そ
の
機
能
を
考
え
て
き
た
。

本
論
で
は
、
物
品
の
申
請
・
収
納
・
支
給
・
使
用
状
況
・
返
却
な
ど
に
つ
い
て
、

写
経
事
業
ご
と
に
整
理
し
な
が
ら
具
体
的
に
検
討
し
、
誰
が
・
い
つ
・
ど
こ
で
・

何
を
・
何
の
た
め
に
・
ど
の
よ
う
に
使
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
写
経
所
の
空
間
構
造
を
見
通
し
た
い
。

　

律
令
制
下
の
役
所
に
つ
い
て
、
組
織
の
具
体
的
な
運
用
ま
で
わ
か
る
史
料
は
、

　
　
　
　

写
経
所
文
書
以
外
に
な
い
。
木
簡
は
貴
重
な
一
次
史
料
だ
が
、
断
片
的
な
情
報
し

か
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
写
経
所
文
書
も
、
全
て
の
文
書
や
帳
簿
群
が
現
存
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
江
戸
末
期
か
ら
明
治
時
代
に
行
わ
れ
た
「
整

理
」
に
よ
っ
て
ば
ら
ば
ら
に
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
原
本
調
査
や
、
史
料
内

容
の
丹
念
な
研
究
成
果
に
よ
り
、
多
く
の
情
報
を
体
系
的
に
得
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

造
東
大
寺
司
管
下
の
写
経
所
は
、
写
経
と
い
う
宗
教
行
為
を
行
う
場
で
あ
る
と

同
時
に
、
分
業
体
制
に
よ
る
組
織
運
営
を
行
う
工
房
的
な
性
格
を
も
つ
役
所
で
も

あ
る
。
写
経
所
文
書
を
使
っ
て
写
経
所
の
内
部
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
図
書
寮
な
ど
他
の
一
般
官
司
に
つ
い
て
も
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

表
１
は
写
経
所
の
構
成
員
と
そ
の
役
割
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
論
で
は
、

正
倉
院
文
書
に
み
え
る
物
品
が
、
写
経
事
業
の
中
で
ど
の
よ
う
に
機
能
し
運
用
さ

れ
て
い
た
か
を
総
合
的
に
考
え
た
い
。
ま
ず
、
用
度
文
（
用
度
申
請
）・
用
残
報
告
や

帳
簿
類
に
よ
り
、
写
経
事
業
に
お
け
る
物
品
の
申
請
・
使
用
状
況
を
検
討
す
る
。

次
に
、
個
別
写
経
事
業
で
使
わ
れ
る
物
品

を
、
そ
の
性
質
ご
と
に
分
別
し
、
職
掌
ご

と
に
整
理
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
奈
良

時
代
の
写
経
所
が
ど
の
よ
う
な
空
間
だ
っ

た
の
か
、
内
部
構
造
を
立
体
的
に
解
明
す

る
た
め
の
見
通
し
を
た
て
た
い
。
な
お
、

広
義
の
写
経
所
と
は
、
写
経
に
関
す
る
作

業
を
行
う
写
経
堂
に
加
え
、
経
師
等
が
生

活
す
る
食
堂
（
料
理
供
養
所
）
、
宿
所
な
ど

も
含
ま
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
様
々
な

物
品
が
使
用
さ
れ
る
が
、
本
論
の
検
討
対
象
は
、
写
経
堂
に
限
定
す
る
。

　
　
一
　
用
度
文
に
み
え
る
物
品

（
１
）
用
度
文

　

個
別
写
経
事
業
を
始
め
る
に
あ
た
り
、
写
経
所
の
事
務
官
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ

た
予
算
案
（
見
積
書
兼
請
求
書
）
が
用
度
文
（
用
度
申
請
）
で
あ
る
。
用
度
文
の
書
き
出

し
は
「
写
経
所
解
」「
写
書
所
解
」
ま
た
は
「
造
東
大
寺
司
解
」
な
ど
と
な
っ
て
お

り
、
写
経
所
の
案
主
が
下
書
き
を
作
成
し
、
造
東
大
寺
司
政
所
で
清
書
さ
れ
、
太
政

官
も
し
く
は
写
経
事
業
の
発
願
主
に
提
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
用
度
文
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
写
経
事
業
を
遂
行
す
る
に
あ
た
っ
て
必
要
と
判
断
さ
れ
た
物
品

が
列
挙
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
典
型
的
な
用
度
文
の
例
と
し
て
、
長
く
な
る
が
【
史

料
一
】
を
あ
げ
る
（
「　

」
は
追
記
、
＊
は
朱
書
き
、
文
字
は
抹
消
、
勾
点
は
省
略
、
波

線
は
筆
者
に
よ
る
）
。

【
史
料
１
】

﹇
東
寺
写
経
所
解
（
案
）
﹈
（
続
修
後
集
五
、
一
四
ノ
二
九
二
〜
三
〇
〇
）

東
寺
写
経
所
解　

申
請
応
奉
写
経
用
度
物
事

合
経
壱
伯
参
拾
伍
部
四
百
五
十
巻　
　
　

　

法
花
経
卌
五
部
三
百
六
十
巻　

 

「
請
随
求
陀
羅
尼
壇
□
」

　

金
剛
般
若
経
卌
五
部
卌
五
巻

　

理
趣
経
卌
五
部
卌
五
巻

応
用
紙
壱
万
玖
伯
参
張

　

経
紙
一
万
三
百
十
張

　
　

九
千
五
百
八
十
五
張
見
写
料

　
　
　

八
千
□
百
張
法
花
経
□
五
部
料
部
別
百
八
十
張

　
　
　

五
百
八
十
五
□
□
剛
般
若
経
卌
五
巻
料
巻
別
十
三
張

　
　
　

九
百
張
理
□
経
卌
五
巻
料
巻
別
廿
張

　
　

二
百
廿
五
張
表
紙
料　
以
一
張
着
二
巻

　

五
百
張
破
料

凡
紙
伍
佰
玖
拾
参
張

　

二
百
五
十
八
張
一
万
三
百
十
張
端
料　
以
一
張
着
卌
張

　

一
百
卅
五
張
敷
紙
并
下
纏
式
料

　

一
百
張
裹
紙
料　
以
一
裹
打
紙
百
張

　

一
百
張
雑
用
料

菟
毛
筆
玖
拾
壱
管　
以
一
管
写
紙
百
五
十
張

墨
参
拾
弐
挺　
以
一
挺
写
紙
三
百
張

界
料
鹿
毛
筆
拾
管

綺
漆
拾
陸
丈
伍
寸 

　

六
十
八
丈
八
尺
五
寸
法
花
経
三
百
六
十
巻
理
趣
経
卌
五
巻
料
巻
別
一
尺
七
寸

　

七
丈
二
尺
金
剛
般
若
経
卌
五
巻
料
巻
別
一
尺
六
寸

扶
壱
佰
参
拾
伍
枚 

各
長
一
尺
七
寸

軸
肆
佰
伍
拾
枚

黄
蘗
弐
佰
肆
拾
伍
斤 

以
一
斤
染
紙
卌
張

橡
壱
斗
伍
升 

以
一
升
染
表
紙
十
五
張

（
以
下
省
略
･
･
･
荒
炭
、
薪
、
銭
（
菟
毛
筆
、
墨
、
鹿
毛
筆
、
生
菜
、
荒
炭
、
薪
）
、

浄
衣
料
（
絁
・
綿
・
細
布
・
調
布
・
祖
布
）
、
木
履
、
菲
）

経
師
肆
拾
伍
人　

装
潢
参
人　

校
生
陸
人　

雑
使
伍
人　

優
婆
夷
壱
人

　

合
陸
拾
人
単
功
弐
仟
伍
拾
陸
人

　

一
千
三
百
六
十
九
人
経
師 

人
別
写
紙
七
張

　

一
百
九
十
一
人
装
潢 

人
別
作
紙
五
十
張

　

二
百
十
六
人
校
生 

人
別
校
紙
六
十
張

　

一
百
五
十
人
雑
使  

卅
日
単

　

卅
人
優
婆
夷  

卅
日
単

米
肆
拾
斛
肆
升

（
以
下
食
料
省
略
…
糯
米
、
塩
、
醤
、
滓
醤
、
末
醤
、
酢
、
海
藻
、
滑
海
藻
、
心
太
、
芥

子
、
胡
麻
油
、
小
麦
、
大
豆
、
小
豆
、
漬
菜
、
漬
薑
）

　　
　

砥
壱
顆

　
　

刀
子
参
柄　

　
　

仕
丁
壱
拾
伍
人

「
不
」
折
薦
畳
玖
拾
枚

　　

以
前
、
応
奉
写
一
百
卅
五
部
之
経
用
度
之
物
、
所
請
如

　

件
、
謹
解

　
　
　
　
　
　

天
平
宝
字
四
年
正
月
十
五
日
主
典
正
八
位
上
安
都
宿
祢「
雄
足
」

　

次
官
従
五
位
下
高
麗
朝
臣
「
大
山
」

　　

【
史
料
一
】
は
天
平
宝
字
四
年
（
七
六
〇
）
に
行
わ
れ
た
法
花
経
四
十
五
部
三
百

六
十
巻
・
金
剛
般
若
経
四
十
五
部
四
十
五
巻
・
理
趣
経
四
十
五
部
四
十
五
巻
（
い
わ

ゆ
る
百
三
十
五
部
経
）
の
用
度
文
で
あ
る
。
こ
の
写
経
事
業
は
光
明
皇
太
后
が
母
の

県
犬
養
三
千
代
の
追
福
の
た
め
に
発
願
し
た
も
の
で
、
天
平
宝
字
四
年
正
月
十
一

日
の
太
師
（
藤
原
仲
麻
呂
）
宣
（
一
四
ノ
三
六
七
）
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

【
史
料
一
】
を
み
て
み
る
と
、
ま
ず
経
典
名
と
巻
数
を
書
き
上
げ
、
写
経
に
必
要

な
紙
（
経
紙
・
凡
紙
）
、
筆
・
墨
、
経
典
の
体
裁
に
関
わ
る
綺
・
帙
・
軸
・
染
料
、

燃
料
、
銭
、
浄
衣
、
人
功
、
食
料
、
仕
丁
、
そ
の
他
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
【
史
料

一
】
は
写
経
所
か
ら
造
東
大
寺
司
に
提
出
さ
れ
、
次
官
の
署
名
を
も
ら
っ
た
が
、

物
品
の
数
量
変
更
の
た
め
写
経
所
に
差
し
戻
さ
れ
、
数
量
の
訂
正
を
朱
で
書
き
込

み
、
そ
れ
を
も
と
に
正
文
を
書
き
直
し
て
提
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
【
史
料

一
】
は
控
え
と
し
て
写
経
所
政
所
に
残
し
、
物
品
の
収
納
時
に
そ
の
日
付
等
に
つ

い
て
追
記
し
、
勾
点
等
を
付
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

写
経
所
文
書
に
み
え
る
用
度
文
の
記
載
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
２
で
あ

る
。
「
写
経
所
文
書
」
に
お
け
る
写
経
関
係
の
現
存
最
古
の
文
書
は
、
藤
原
光
明

子
家
の
神
亀
四
〜
五
年
（
七
二
七
〜
八
）
の
も
の
だ
が
（
一
ノ
三
八
一
〜
三
八
三
）
、

表
２
の
よ
う
に
、
現
存
す
る
用
度
文
は
天
平
二
十
年
（
七
四
八
）
の
も
の
が
初
見
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
天
平
末
年
頃
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、
用
度
文
の
形
式
が
あ

る
程
度
確
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
用
度
文
の
多
く
に
は
、
筆
墨
等
に
つ
い
て
、

申
請
物
品
を
列
挙
し
た
項
と
、
申
請
す
る
銭
の
用
途
を
列
挙
し
た
部
分
の
両
方
に

記
載
が
み
え
る
。
二
カ
所
の
筆
墨
の
数
量
は
同
じ
で
あ
り
、
な
ぜ
重
複
し
て
記
載

し
て
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
書
き
方
は
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
他
の
項
目

や
物
品
の
書
き
方
で
も
、
順
序
が
入
れ
替
わ
っ
た
り
物
品
の
種
類
が
増
減
し
た
り

す
る
も
の
の
、
一
定
の
形
式
が
み
ら
れ
る
。
題
籤
軸
が
つ
け
ら
れ
て
写
経
事
業
終

了
後
も
保
管
さ
れ
た
用
度
文
も
あ
る
の
で
、
案
主
が
次
の
写
経
事
業
の
用
度
文
を

作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
見
本
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

【
史
料
一
】
は
表
２
№
15
に
あ
た
る
が
、
記
載
さ
れ
た
物
品
の
種
類
を
比
較
す

る
と
、
典
型
的
な
用
度
文
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
用
度
文
に
記
載
さ
れ
た

内
容
に
は
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
特
に
食
料
・
雑
器
な
ど
数
多
く
の
物
品
を
請
求
し
た

も
の
と
、
経
典
の
書
写
に
必
要
最
低
限
の
物
品
で
あ
る
紙
筆
墨
の
み
の
請
求
に
と

ど
ま
る
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
前
者
は
表
２
№
24
大
般
若
経
二
部
千
二
百
巻
、
後

者
は
№
13
心
経
百
巻
や
№
28
仁
王
経
疏
一
部
五
巻
の
写
経
事
業
の
用
度
文
に
み
ら

れ
る
。
案
主
に
は
、
経
典
何
巻
・
経
紙
何
張
の
写
経
な
ら
ば
、
ど
の
物
品
・
人
員

が
ど
れ
だ
け
必
要
か
と
い
う
目
安
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
用
度
文

で
何
を
ど
れ
だ
け
申
請
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
請
求
先
で
あ
る
発
願
者
の
意

向
、
写
経
の
重
要
度
や
緊
急
度
な
ど
に
よ
り
、
調
整
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

管
見
の
限
り
奈
良
時
代
に
は
四
百
以
上
の
写
経
事
業
が
行
わ
れ
な
が
ら
、
用
度

文
が
三
十
四
例
し
か
現
存
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
全
て
の
写
経
事
業
に
お
い
て

用
度
文
が
作
成
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

用
度
文
が
現
存
し
な
い
写
経
事
業
で
も
、
造
東
大
寺
司
や
内
裏
な
ど
か
ら
写
経
に

必
要
な
物
品
が
収
納
さ
れ
て
い
る
例
は
多
い
。
総
合
的
な
用
度
文
が
作
成
さ
れ
な

く
て
も
、
「
筆
墨
申
請
」
な
ど
個
別
に
物
品
の
申
請
文
書
を
作
成
し
、
写
経
所
に

必
要
な
物
品
が
収
納
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
写
経
事
業
終
了
後
、
決
算
と
し
て
物
品
の
用
残
報
告
が
作
成
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
。
用
度
文
と
用
残
報
告
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
申
請
さ
れ
た
物
品
が
、

実
際
は
ど
れ
だ
け
収
納
さ
れ
て
使
用
さ
れ
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

用
度
文
と
用
残
報
告
が
共
に
現
存
す
る
の
は
、
前
述
の
天
平
宝
字
四
年
の
百
三

十
五
部
経
と
、
天
平
宝
字
六
〜
七
年
（
七
六
二
〜
三
）
の
大
般
若
経
二
部
千
二
百
巻
の

写
経
事
業
で
あ
る
。
表
３
に
あ
げ
た
百
三
十
五
部
経
に
よ
る
と
、
用
度
文
と
用
残

報
告
の
数
量
が
一
致
す
る
の
は
わ
ず
か
六
品
目
だ
け
で
あ
る
。
用
度
文
は
あ
く
ま

で
計
画
で
あ
り
、
実
際
に
収
納
さ
れ
た
物
品
の
量
や
種
類
が
か
な
り
異
な
る
こ
と

が
わ
か
る
。
特
に
銭
の
場
合
、
収
納
さ
れ
た
銭
の
用
途
は
、
あ
る
程
度
案
主
の
采

配
に
任
せ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
食
料
、
食
膳
・
調
理
用
具
な
ど
は
、
食

　
　
　

　
　
　

事
の
メ
ニ
ュ
ー
や
備
品
の
不
足
具
合
に
応
じ
て
、
変
更
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
２
）
個
別
の
物
品

　

写
経
事
業
に
お
い
て
は
、
様
々
な
文
書
が
や
り
と
り
さ
れ
、
帳
簿
類
が
活
用
さ

れ
る
。
前
述
の
百
三
十
五
部
経
で
は
、
表
４
に
あ
げ
た
よ
う
な
関
係
史
料
が
残
っ

て
い
る
。
用
度
文
（
c
）
、
銭
用
帳
（
e
）
、
充
装
潢
帳
（
g
）
（
n
）
、
充
紙
筆
墨

帳
（
h
）
、
充
本
帳
（
i
）
、
校
帳
（
m
）
、
手
実
帳
（
l
）
、
布
施
申
請
（
o
）
、

用
残
報
告
（
x
）
と
い
っ
た
他
の
個
別
写
経
事
業
に
も
共
通
す
る
形
式
の
も
の
が
一

通
り
そ
ろ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
複
数
の
帳
簿
類
が
現
存
す
る
お
か
げ
で
、
ひ

と
つ
だ
け
の
史
料
で
は
判
明
し
な
い
物
品
の
動
き
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

た
と
え
ば
、
用
度
文
（
c
）
で
は
綺
八
十
丈
一
尺
、
軸
四
百
五
十
枚
が
現
物
で
請

求
さ
れ
て
い
る
が
、
書
写
が
終
了
し
布
施
申
請
（
o
）
も
提
出
さ
れ
た
後
に
よ
う
や

く
、
写
経
所
別
当
の
安
都
雄
足
か
ら
「
彼
一
百
三
十
五
部
経
綺
軸
、
以
其
残
、
令

買
市
頭
（
軸
朱
頂
）
」
と
指
示
が
出
た
（
r
）
。
写
経
所
で
は
そ
れ
ら
を
購
入
し
て

一
千
五
十
文
（
綺
七
十
丈
直
）
、
三
百
六
十
文
（
朱
頂
軸
四
百
五
十
枚
直
）
を
請
求
し

た
が
（
s
）
、
用
残
報
告
（
x
）
で
は
、
用
い
た
銭
の
内
訳
の
項
に
、
一
貫
五
十
文

（
綺
七
十
丈
直
）
、
二
百
八
十
八
文
（
朱
頂
軸
三
百
六
十
枚
直
）
と
あ
る
。
残
り
九
十

本
分
の
朱
頂
軸
の
銭
が
最
終
的
に
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
た
の
か
現
存
の
史
料
で

は
わ
か
ら
な
い
。
綺
緒
に
つ
い
て
は
、
用
度
文
（
c
）
で
は
法
花
経
と
理
趣
経
は
巻

別
一
丈
八
尺
、
金
剛
般
若
経
は
巻
別
一
丈
六
尺
と
し
て
、
合
計
八
十
丈
一
尺
が
計

上
さ
れ
た
。
緒
の
長
さ
の
差
は
、
一
巻
平
均
二
十
二
，
五
張
の
法
花
経
と
一
巻
二

十
張
の
理
趣
経
、
そ
し
て
一
巻
十
三
張
の
金
剛
般
若
経
と
い
う
、
一
巻
あ
た
り
の

経
紙
の
予
定
枚
数
か
ら
わ
か
る
巻
物
の
太
さ
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
。
綺
に
つ

い
て
も
七
十
丈
分
の
銭
し
か
支
出
さ
れ
ず
、
各
巻
に
は
予
定
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
少
し

短
い
緒
が
取
り
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
写
経
所
文
書
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
写
経
事
業
ご
と
に
整
理
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
用
度
文
・
収
納
帳
・
用
帳
・
充
帳
・
用
残
報
告
等
に
み
え
る
物
品

に
つ
い
て
、
一
連
の
運
用
状
況
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ど
の
よ
う
な
物
品

を
ど
れ
だ
け
請
求
す
る
予
定
だ
っ
た
の
か
、
実
際
に
は
ど
れ
だ
け
収
納
さ
れ
た
の

か
、
い
つ
誰
が
ど
の
よ
う
に
用
い
た
の
か
、
ど
れ
だ
け
使
用
し
て
ど
れ
だ
け
残

り
、
ど
れ
だ
け
返
上
し
た
の
か
、
ま
た
は
別
の
写
経
事
業
に
転
用
し
た
の
か
。
全

て
の
写
経
事
業
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
ま
だ
で
き
て
い
な
い
が
、
現
時
点
で

わ
か
る
範
囲
で
、
経
典
の
書
写
に
直
接
関
わ
る
物
品
の
特
徴
を
あ
げ
た
の
が
表
５

で
あ
る
。

　

常
写
や
間
写
の
①
経
紙
（
○
番
号
は
表
５
に
対
応
）
は
、
﹇
間
紙
検
定
并
便
用
帳
﹈

（
九
ノ
三
六
七
〜
三
七
〇
+
九
ノ
三
七
〇
〜
三
八
〇
+
三
ノ
四
八
五
〜
四
八
六
+
一
一
ノ
三

六
四
〜
三
六
六
）
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
紙
の
種
類
や
色
、
枚
数
が
細
か

く
記
載
さ
れ
、
あ
る
経
典
に
使
用
す
る
紙
が
ど
こ
か
ら
収
納
さ
れ
た
の

か
、
も
し
く
は
ど
の
写
経
事
業
の
紙
を
転
用
し
た
の
か
、
残
紙
を
ど
の
写

経
事
業
に
転
用
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
管
理
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て

②
凡
紙
は
、
す
べ
て
の
写
経
事
業
に
お
い
て
申
請
・
収
納
さ
れ
た
わ
け
で

は
な
く
、
写
経
所
内
で
臨
機
応
変
に
再
利
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ

る
。
③
筆
墨
は
、
支
給
・
返
上
記
録
が
細
か
く
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
て
い
た
も

の
の
、
ま
だ
ま
だ
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
多
い
。
筆
墨
の
請
求

や
支
給
は
現
物
と
銭
の
場
合
が
両
方
あ
る
が
、
銭
で
請
求
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
各
写
経
事
業
ご
と
の
財
政
と
使
用
実
態
と
を
、
効
率
的
に
調
整
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
⑦
櫃
に
は
、
カ
ギ
や
据
え
付
け
る
机
が
付
属
し

た
経
典
奉
請
用
の
櫃
、
経
紙
な
ど
の
物
品
を
移
動
す
る
た
め
の
櫃
、
写
経

所
内
で
物
品
を
保
管
す
る
た
め
の
櫃
な
ど
が
あ
る
。
な
か
で
も
小
明
櫃

は
、
各
経
師
が
写
経
中
の
経
巻
を
納
入
す
る
の
に
使
用
す
る
た
め
、
経
師

の
人
数
分
請
求
さ
れ
る
が
、
紙
筆
墨
と
違
っ

て
個
人
に
支
給
さ
れ
た
記
録
が
な
い
。
⑨
硯

も
ま
れ
に
用
度
文
で
請
求
さ
れ
る
場
合
は
、

経
師
一
人
に
つ
き
ひ
と
つ
と
い
う
意
識
が
あ

る
よ
う
だ
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
分
配

さ
れ
て
い
た
の
か
わ
か
ら
な
い
。

（
３
）
小
結

　

そ
れ
ぞ
れ
の
写
経
事
業
の
用
度
文
か
ら

は
、
ど
の
よ
う
な
物
品
が
写
経
事
業
に
必
要

で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
。
用
度
文
に
計
上
さ

れ
た
物
品
は
あ
く
ま
で
見
積
も
り
で
あ
り
、

帳
簿
類
と
比
較
検
討
す
る
と
、
実
際
に
納
入

さ
れ
て
写
経
所
で
使
用
さ
れ
た
数
量
や
種
類

は
異
な
る
。
し
か
し
そ
の
相
違
点
か
ら
、
物

品
運
用
の
計
画
と
実
態
が
浮
き
彫
り
と
な
る

の
で
あ
る
。

　

筆
墨
申
請
、
充
紙
筆
墨
、
充
本
、
手
実
、

行
事
、
上
日
、
布
施
申
請
な
ど
に
は
、
写
経

生
の
個
人
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
史
料
か
ら
、
各
写
経
生
が
ど
の
よ
う
な
物

品
を
使
用
し
て
写
経
事
業
を
行
っ
た
か
が
わ

か
る
が
、
基
本
的
に
手
本
と
す
る
本
経
と
紙

筆
墨
の
支
給
・
返
上
、
担
当
経
巻
の
用
紙
数
（
正
用
・
空
破
・
返
上
）
し
か
記
入
さ

れ
て
い
な
い
。

　

写
経
堂
で
使
わ
れ
る
物
品
の
な
か
で
、
経
紙
な
ど
新
写
経
典
に
使
用
さ
れ
る
も

の
は
、
写
経
事
業
ご
と
に
収
納
さ
れ
、
余
れ
ば
紙
一
枚
・
筆
一
本
単
位
で
細
か
く

チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
て
返
上
し
、
他
の
写
経
事
業
に
転
用
す
る
場
合
は
便
用
記
録
が
あ

る
。
し
か
し
、
机
や
小
明
櫃
な
ど
は
、
少
量
で
は
あ
る
が
写
経
所
に
収
納
さ
れ
て

い
る
の
に
、
写
経
生
の
個
人
あ
て
に
支
給
記
録
が
な
い
。
硯
や
そ
れ
に
類
す
る
も

の
、
装
潢
・
校
生
の
墨
な
ど
も
、
確
実
に
使
用
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
支
給

記
録
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
物
品
ご
と
の
運
用
状
況
の
違
い
に
注
目
し
て
検
討
す

る
こ
と
で
、
写
経
堂
の
内
部
構
造
が
み
え
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
二
　
写
経
所
に
お
け
る
物
品
の
運
用

　

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
各
写
経
事
業
ご
と
に
収
納
さ
れ
る
物
品
と
、
ま

れ
に
し
か
収
納
さ
れ
な
い
物
品
、
ま
た
個
々
の
写
経
生
あ
て
の
支
給
記
録
が
あ
る

物
品
と
支
給
記
録
が
な
い
物
品
が
あ
る
。

　

写
経
事
業
で
は
、
案
主
が
作
業
の
段
階
に

応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
帳
簿
を
作
成
し
管
理
す

る
。
経
紙
や
筆
墨
の
支
給
返
却
記
録
が
徹
底

し
て
い
る
の
は
、
最
後
に
手
実
と
照
ら
し
合

わ
せ
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
り
、
布
施
支
給

と
直
結
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に

対
し
て
、
耐
久
性
の
あ
る
硯
や
机
、
小
明
櫃

な
ど
は
、
写
経
事
業
ご
と
に
交
換
す
る
必
要
は
な
く
誰
が
使
っ
て
も
問
題
は
な

い
。

　

写
経
生
個
人
に
支
給
・
返
却
す
る
帳
簿
が
な
い
物
品
は
、
写
経
事
業
ご
と
に
メ

ン
バ
ー
が
入
れ
替
わ
る
写
経
生
個
人
に
支
給
す
る
の
で
は
な
く
、
経
師
・
校
生
・

装
潢
の
作
業
場
所
、
こ
れ
を
仮
に
〈
座
席
〉
と
呼
称
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
〈
座

席
〉
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
個
人
あ
て
の
支
給
記
録

が
な
い
の
は
、
写
経
生
個
人
に
支
給
し
た
の
で
は
な
く
、
案
主
が
管
理
す
る
写
経

堂
の
各
〈
座
席
〉
に
割
り
当
て
た
物
品
だ
か
ら
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
職
掌
ご
と

に
、
前
章
で
抽
出
し
た
物
品
の
性
質
を
整
理
し
、
〈
座
席
〉
で
運
用
さ
れ
た
物
品

を
検
討
し
て
み
た
い
（
表
６
）
。

（
１
）
案
主

　

案
主
は
、
常
写
・
間
写
・
私
願
経
書
写
、
経
典
の
確
保
や
出
納
な
ど
、
写
経
所

の
運
営
・
管
理
を
同
時
に
遂
行
す
る
。
写
経
事
業
別
、
用
途
別
に
多
数
の
帳
簿
や

報
告
書
を
作
成
し
、
写
経
生
や
物
品
を
効
率
的
に
管
理
し
て
い
た
。

　

写
経
所
は
堂
（
作
業
場
）
と
曹
司
（
事
務
局
）
か
ら
構
成
さ
れ
、
他
の
律
令
官

司
、
特
に
作
業
場
の
必
要
な
現
業
官
司
で
も
同
じ
よ
う
な
構
造
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
造
東
大
寺
司
か
ら
写
経
所
に
配
属
さ
れ
た
案
主
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
担

当
を
分
担
し
、
共
同
で
運
営
す
る
体
制
で
あ
っ
た
。
案
主
曹
司
（
案
主
曹
所
・
案
主

所
）
に
は
櫃
が
あ
り
、
櫃
記
等
に
記
載
す
る
こ
と
で
物
品
を
種
類
別
に
管
理
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
（
八
ノ
五
八
〇
、
一
〇
ノ
四
四
五
）
。
こ
の
櫃
に
は
内
裏
や
造
東
大

寺
司
か
ら
収
納
さ
れ
た
物
品
や
、
写
経
生
か
ら
返
上
さ
れ
た
物
品
が
納
め

ら
れ
て
い
た
。
金
字
経
の
時
に
瑩
生
（
校
生
が
兼
任
す
る
場
合
あ
り
）
が
使
用

す
る
猪
牙
な
ど
、
特
別
な
場
合
に
し
か
使
用
し
な
い
も
の
は
、
案
主
が
保

管
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
案
主
の
〈
座
席
〉
は
堂
と
曹
司
の
両
方

に
あ
り
、
適
宜
使
い
分
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

栄
原
永
遠
男
氏
は
、
写
経
所
の
事
務
局
に
設
置
さ
れ
た
〈
反
古
箱
〉
と

い
う
概
念
を
想
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
案
主
の
手
元
に
置
か
れ
た
櫃
や

〈
反
古
箱
〉
な
ど
に
整
理
さ
れ
た
凡
紙
、
反
古
紙
の
使
い
方
に
は
、
そ
の

残
存
状
況
か
ら
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
一
定
の
ル
ー
ル
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

白
紙
（
表
裏
と
も
未
使
用
）
の
凡
紙
は
、
「
公
文
料
」
と
し
て
提
出
文
書

や
帳
簿
作
成
に
使
用
さ
れ
た
。
ま
た
写
経
生
の
手
実
等
の
作
成
の
た
め
に

も
使
用
さ
れ
た
。
つ
ぎ
に
、
端
継
・
裹
紙
な
ど
に
使
用
さ
れ
た
あ
と
の
白

紙
の
反
古
紙
は
、
案
主
の
手
元
に
返
却
さ
れ
た
場
合
は
、
帳
簿
作
成
や
写

経
生
の
手
実
等
作
成
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た
。
紙
が
短
く
切
断
さ
れ
て
い

た
り
、
多
少
し
わ
に
な
っ
た
り
も
し
て
い
る
が
、
写
経
所
内
で
の
帳
簿
類

に
使
用
す
る
に
は
十
分
の
状
態
で
あ
ろ
う
。
一
次
利
用
さ
れ
、
背
面
の
み

空
白
の
反
古
紙
は
、
案
主
の
手
元
で
帳
簿
作
成
に
使
用
さ
れ
た
。
一
次
面
の
情
報

は
す
で
に
必
要
な
く
、
破
棄
さ
れ
た
と
は
い
え
、
表
裏
が
混
同
し
て
は
い
け
な
い

と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
た
め
か
、
写
経
生
に
配
布
し
て
手
実
等
を
書
か
せ
る
こ
と

は
な
く
、
案
主
の
責
任
の
も
と
で
新
た
に
貼
り
継
が
れ
、
二
次
利
用
さ
れ
た
よ
う
で

あ
る
。
つ
ま
り
、〈
反
古
箱
〉
の
中
は
、
そ
の
状
態
に
よ
っ
て
区
分
け
が
さ
れ
、
使

用
目
的
が
分
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
経
師
等
の
浄
衣
は
用
度
文
や
収
納
帳
等
に
散
見
さ
れ
る
が
、
案
主
の
浄
衣

に
つ
い
て
は
写
経
所
文
書
中
の
記
載
例
が
非
常
に
少
な
い
。
経
師
等
が
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
単
位
に
召
集
さ
れ
る
非
常
勤
職
員
だ
っ
た
の
に
対
し
、
案
主
は
造
東
大
寺
司
か

ら
定
期
的
に
浄
衣
を
受
け
取
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
用
度
文
の

人
功
の
部
分
に
も
、
経
師
・
装
潢
・
校
生
・
題
師
・
雑
使
・
膳
部
・
駆
使
丁
な
ど
は
あ

げ
ら
れ
る
が
、
案
主
は
計
上
さ
れ
な
い
。
案
主
は
、
写
経
事
業
を
管
理
す
る
側
の
ス

タ
ッ
フ
で
あ
り
、
個
別
写
経
事
業
の
予
算
に
は
組
み
込
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
。

（
２
）
経
師

　

経
師
の
中
核
を
占
め
る
の
は
い
く
つ
も
の
写
経
事
業
に
携
わ
る
経
験
者
だ
が
、

写
経
事
業
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
単
位
で
あ
り
、
作
業
が
な
い
と
き
は
も
と
の
所
属
に

戻
っ
た
り
、
別
の
写
経
所
に
出
向
し
た
り
す
る
。
大
量
の
写
経
事
業
の
時
は
、
あ

ち
こ
ち
に
招
集
が
か
け
ら
れ
、
写
経
生
が
か
き
集
め
ら
れ
た
。
同
時
期
に
常
写
と

間
写
を
掛
け
持
ち
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
経
師
忍
海
広
次
は
、
天
平
勝
宝
五
年

（
七
五
三
）
八
月
八
日
か
ら
二
十
七
日
ま
で
は
法
花
経
一
部
の
経
紙
を
支
給
さ
れ
、

そ
れ
が
終
わ
る
と
す
ぐ
に
八
月
二
十
九
日
か
ら
九
月
十
九
日
に
か
け
て
、
別
の
写

経
事
業
で
あ
る
八
十
花
厳
経
一
部
の
経
紙
を
支
給
さ
れ
て
い
る
（
一
〇
ノ
五
六

六
）
。
ベ
テ
ラ
ン
の
経
師
で
あ
る
忍
海
広
次
は
、
案
主
に
よ
っ
て
休
む
間
も
な
く
次

か
ら
次
へ
と
写
経
事
業
に
割
り
当
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

経
師
は
写
経
事
業
ご
と
に
〈
座
席
〉
に
振
り
分
け
ら
れ
、
小
明
櫃
に
本
経
と
新

写
経
典
を
入
れ
、
下
纏
に
筆
墨
な
ど
の
用
具
を
ま
と
め
て
保
管
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
経
師
は
、
各
〈
座
席
〉
に
備
え
付
け
ら
れ
た
硯
や
小
明
櫃
と
、
案
主
か
ら
配

布
さ
れ
た
式
・
敷
・
下
纏
を
使
い
、
写
経
事
業
ご
と
に
支
給
さ
れ
る
経
紙
と
筆
墨

を
用
い
て
書
写
し
た
の
で
あ
る
。

　

机
に
関
す
る
記
載
は
非
常
に
少
な
い
が
、
経
師
が
書
写
す
る
の
に
使
っ
た
机
と

し
て
は
、
「
書
机
」
が
あ
げ
ら
れ
る
（
六
ノ
三
八
六
）
。
宝
亀
三
年
（
七
七
二
）
、
始

二
部
一
切
経
が
奉
写
先
一
切
経
司
よ
り
奉
写
一
切
経
所
へ
移
管
さ
れ
る
に
あ
た
っ

て
、
使
い
か
け
の
物
品
が
ま
と
め
て
収
納
さ
れ
た
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
ひ
と

つ
の
経
巻
を
複
数
人
で
写
す
場
合
も
あ
り
、
写
経
事
業
ご
と
に
割
り
当
て
ら
れ
た

区
画
の
〈
座
席
〉
に
ま
と
ま
っ
て
座
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
３
）
装
潢

　

装
潢
と
は
、
天
平
か
ら
宝
亀
年
間
ま
で
約
三
十
年
も
写
経
所
文
書
に
み
え
る
能

登
忍
人
な
ど
、
比
較
的
特
定
の
者
が
長
期
間
務
め
る
専
門
技
術
職
で
あ
る
。
装
潢

作
業
の
四
工
程
と
し
て
、
経
を
書
写
す
る
前
に
行
う
継
・
打
・
界
と
、
書
写
後
に

行
う
装
書
が
あ
る
。
継
と
は
、
書
写
す
る
経
巻
の
張
数
に
合
わ
せ
て
大
豆
糊
で
経

紙
を
貼
り
継
い
で
、
巻
首
（
巻
尾
に
も
付
け
た
可
能
性
あ
り
）
に
端
継
紙
を
貼
り
継

ぎ
、〈
仮
軸
〉
を
付
け
る
。
打
と
は
、
経
巻
を
紙
打
石
な
ど
で
た
た
い
て
、
紙
の
緊

密
度
、
平
滑
度
を
高
め
、
滲
み
を
お
さ
え
る
。
界
と
は
、
縦
横
の
界
線
を
引
く
作

業
で
あ
る
。
書
写
・
校
正
終
了
後
、
端
継
紙
を
取
り
外
し
、
表
紙
付
け
、
端
切
、

軸
付
け
、
緒
付
け
を
す
る
の
が
装
書
で
あ
る
。

　

装
潢
に
は
何
千
張
の
紙
が
一
度
に
充
て
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
、
仕
事
内
容
が
多

岐
に
渡
る
た
め
用
具
も
多
く
、
あ
る
程
度
広
い
作
業
空
間
が
必
要
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
装
潢
の
指
示
の
も
と
、
仕
丁
が
紙
打
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
天
平
十
一

年
頃
〜
勝
宝
初
年
頃
に
は
「
装
潢
所
」
が
み
え
、
紙
打
を
行
う
「
紙
屋
」
が
天
平

十
七
年
後
半
〜
十
八
年
頃
設
置
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。

　

端
継
紙
や
仮
帙
、
〈
仮
軸
〉
な
ど
は
、
装
潢
が
写
経
開
始
に
あ
た
っ
て
取
り
付

け
た
も
の
を
、
書
写
終
了
後
に
取
り
外
す
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
再
利
用
す
る
と
い

う
、
装
潢
を
中
心
と
し
た
作
業
用
備
品
の
サ
イ
ク
ル
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
は
案
主
の
管
理
下
に
は
な
い
物
品
の
動
き
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
案
主
が
管

理
す
る
帳
簿
に
は
記
載
さ
れ
ず
、
写
経
所
文
書
に
は
残
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

（
４
）
校
生

　

校
正
は
、
基
本
的
に
別
々
の
校
生
が
二
回
行
う
。
案
主
や
経
師
、
装
潢
な
ど
が

兼
任
す
る
こ
と
も
あ
る
。

　

宝
亀
三
年
に
奉
写
先
一
切
経
司
よ
り
奉
写
一
切
経
所
へ
収
納
さ
れ
た
も
の
の
な

か
に
「
校
書
長
机
」
（
六
ノ
三
八
六
）
が
み
え
る
。
本
経
と
新
写
経
典
を
大
き
く
広

げ
て
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
い
く
た

め
か
、
「
長
机
」
と
い
う
か
ら

に
は
、
経
師
の
机
よ
り
長
い
形

状
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

（
５
）
小
結

　

以
上
の
よ
う
に
物
品
は
様
々

な
か
た
ち
で
運
用
さ
れ
る
。
表

６
で
示
し
た
ス
タ
ッ
フ
ご
と
に

取
り
扱
う
物
品
の
動
き
を
模
式

図
に
し
た
の
が
図
１
で
あ
る
。

写
経
堂
の
備
品
は
案
主
が
管
理

し
て
い
る
た
め
、
申
請
・
収
納
記
録
の
み
残
り
、
支
給
記
録
は
残
ら
な
い
。
机
な

ど
耐
久
性
の
あ
る
備
品
は
、
造
東
大
寺
司
管
下
の
写
経
所
に
な
る
前
、
光
明
・
皇

后
宮
職
の
写
経
所
時
代
か
ら
引
き
続
き
使
わ
れ
て
き
た
も
の
が
多
数
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
造
石
山
寺
写
経
所
、
始
二
部
一
切
経
が
奉
写
一
切
経
所
に
移
管
さ
れ
た

時
な
ど
、
写
経
す
る
場
や
写
経
所
自
体
の
場
所
が
移
転
す
る
場
合
は
、
多
数
の
備

品
が
準
備
さ
れ
た
り
移
動
し
た
り
す
る
。
こ
れ
ら
の
備
品
は
写
経
事
業
ご
と
に
準

備
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
必
要
に
応
じ
て
随
時
補
充
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
ま
と
め

　

写
経
事
業
に
必
要
な
物
品
は
、
用
度
文
で
見
積
も
り
が
作
成
さ
れ
、
収
納
さ
れ

た
。
写
経
堂
で
は
基
本
的
に
一
切
経
が
書
写
さ
れ
て
お
り
、
必
要
な
物
品
は
随
時

収
納
さ
れ
て
い
た
。
十
分
な
物
品
が
収
納
さ
れ
な
い
間
写
の
個
別
写
経
事
業
も
多

か
っ
た
が
、
案
主
の
采
配
に
よ
り
、
常
写
や
予
算
の
潤
沢
な
間
写
の
物
品
を
転
用

す
る
な
ど
し
て
対
処
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
新
写
経
典
の
材
料
と
な
る
物
品

（
経
紙
や
軸
な
ど
）
は
経
典
と
し
て
完
成
す
る
と
奉
請
さ
れ
る
が
、
写
経
生
た
ち

が
作
業
に
使
う
物
品
（
机
や
硯
、
櫃
な
ど
）
は
、
写
経
堂
の
備
品
と
し
て
長
く
使
用

さ
れ
た
。
筆
・
墨
な
ど
の
消
耗
品
は
写
経
用
紙
数
に
応
じ
て
収
納
さ
れ
る
が
、
一

定
の
使
用
限
度
を
超
え
て
も
、
様
々
な
用
途
に
使
い
続
け
ら
れ
た
。
案
主
は
納

帳
、
充
帳
、
用
帳
な
ど
多
く
の
帳
簿
を
使
っ
て
、
こ
れ
ら
の
物
品
を
管
理
し
た
の

で
あ
る
。

　

写
経
堂
内
は
、
案
主
、
経
師
、
校
生
、
装
潢
そ
れ
ぞ
れ
の
作
業
場
に
わ
か
れ
て

お
り
、
各
〈
座
席
〉
に
必
要
な
物
品
が
備
え
付
け
ら
れ
た
。
写
経
事
業
ご
と
に
写

経
生
の
メ
ン
バ
ー
が
入
れ
替
わ
る
た
び
、
〈
座
席
〉
に
振
り
分
け
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
正
倉
院
文
書
研
究
で
は
、
ど
の
よ
う
に
組
織
が
変
遷
し
て
き
た

か
、
個
別
写
経
事
業
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
な
ど
は
検
討
さ
れ
て
き
た
が
、

写
経
所
の
具
体
的
な
内
部
構
造
を
見
通
す
こ
と
は
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
。
物

品
の
運
用
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
堂
の
内
部
構
造
を
垣
間

見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

本
論
で
は
、
写
経
所
の
物
品
運
用
に
つ
い
て
、
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
を
提
示
し
た
に

す
ぎ
な
い
。
個
々
の
物
品
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
詳
細
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
ま
た
、
時
期
ご
と
の
変
遷
、
写
経
所
組
織
の
変
遷
に
即
し
て
考
え
る

必
要
が
あ
る
。

　

写
経
所
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
ご
と
に
分
業
体
制
を
整
え
た
、
き
わ
め
て
組

織
的
な
経
典
製
作
工
房
で
あ
る
。
造
東
大
寺
司
を
中
心
と
す
る
他
の
造
営
・
造
物

関
係
の
組
織
も
、
同
様
の
体
制
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
写
書
手
・
造
紙
手
・
造

筆
手
な
ど
を
抱
え
る
図
書
寮
は
、
写
経
所
と
よ
く
似
た
性
格
を
持
つ
官
司
と
考
え

ら
れ
、
写
経
所
の
運
営
と
類
似
す
る
点
も
多
い
と
思
わ
れ
る
。
令
外
官
で
あ
る
写

経
所
の
特
殊
性
も
あ
ろ
う
が
、
以
上
の
よ
う
な
堂
の
内
部
構
造
を
念
頭
に
お
い
て

一
般
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
古
代
に
お
け
る
手
工
業
的
な
組
織
の
あ
り
方

を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
事
務
的
な
官
司
と
の
相
違
点
は
今
後

検
討
し
た
い
が
、
奈
良
時
代
の
官
司
が
実
務
レ
ベ
ル
で
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
運

用
さ
れ
て
い
た
か
、
そ
の
一
端
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

【
注
】

（
１
）
栄
原
永
遠
男
ａ
『
奈
良
時
代
の
写
経
と
内
裏
』
（
塙
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
、
同
ｂ

『
奈
良
時
代
写
経
史
研
究
』
（
塙
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
、
同
ｃ
『
正
倉
院
文
書
入

門
』
（
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
一
年
）
、
杉
本
一
樹
『
日
本
古
代
文
書
の
研
究
』

（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）
、
山
下
有
美
『
正
倉
院
文
書
と
写
経
所
の
研
究
』

（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）
な
ど
多
数
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
い

る
。
桑
原
祐
子
「
正
倉
院
文
書
の
訓
読
と
注
釈
請
暇
不
参
解
編
」
（
一
）
（
二
）

（
奈
良
女
子
大
学
二
十
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
報
告
書V

ol.

四
・
九　

二
〇
〇
五

年
、
二
〇
〇
七
年
）
、
宮
川
久
美
「
正
倉
院
文
書
の
訓
読
と
注
釈
月
借
銭
解
編
」
第

一
〜
第
七
分
冊
（
『
奈
良
佐
保
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
十
六
〜
二
十
四
号
、
二
〇

〇
九
年
〜
二
〇
一
七
年
）
は
請
暇
不
参
解
・
月
借
銭
解
に
一
通
ず
つ
訓
読
と
注
釈
を

加
え
た
も
の
で
あ
る
。

（
２
）
奈
良
時
代
に
国
家
的
な
写
経
事
業
を
行
っ
た
機
関
は
、
内
裏
系
統
の
写
経
機
関
と
、

「
写
経
所
文
書
」
が
残
る
皇
后
宮
職
系
統
の
写
経
機
関
が
あ
る
。
組
織
も
名
称
も
さ

ま
ざ
ま
な
変
遷
を
た
ど
る
が
、
本
論
文
で
は
、
史
料
に
名
称
が
明
記
さ
れ
て
い
る
場

合
以
外
は
、
便
宜
的
に
「
写
経
所
」
で
統
一
す
る
。

（
３
）
渡
部
陽
子
ａ
「
正
倉
院
文
書
に
お
け
る
「
荒
紙
」
「
悪
紙
」
」
（
栄
原
永
遠
男
編

『
日
本
古
代
の
王
権
と
社
会
』
塙
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
、
同
ｂ
「
「
下
纏
」
と

「
式
」
「
敷
」
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
二
、
二
〇
一
一
年
）
、
同
ｃ
「
正
倉

院
文
書
に
み
え
る
帙
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
三
、
二
〇
一
三
年
）
、
同
ｄ

「
正
倉
院
文
書
に
み
え
る
浄
衣
」
（
栄
原
永
遠
男
編
『
正
倉
院
文
書
の
歴
史
学
・
国

語
学
的
研
究
│
解
移
牒
案
を
読
み
解
く
│
』
和
泉
書
院
、
二
〇
一
六
年
）
、
同
ｅ

「
正
倉
院
文
書
に
み
え
る
櫃
」
（
栄
原
永
遠
男
・
佐
藤
信
・
吉
川
真
司
編
『
東
大
寺

の
新
研
究
二　

歴
史
の
な
か
の
東
大
寺
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
七
年
）

（
４
）
吉
田
孝
氏
は
、
写
経
事
業
の
予
算
案
を
整
理
し
て
そ
の
形
式
を
提
示
し
た
（
吉
田
孝

「
律
令
時
代
の
交
易
」
（
『
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
三

年
）
）
。
こ
れ
ら
の
予
算
案
は
「
造
東
大
寺
司
解　

申
請
奉
写
経
用
度
物
事
」
と
書

き
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
端
裏
書
や
題
籤
に
は
「
用
度
文
」
と
書
か
れ
た
も
の

が
散
見
さ
れ
る
た
め
、
こ
の
形
式
の
文
書
は
当
時
「
用
度
文
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
な
お
本
論
で
は
、
写
経
事
業
開
始
に
あ
た
っ
て
必
要
な
物
品
類
を
書

き
だ
し
た
も
の
を
「
用
度
文
」
と
し
、
個
別
の
物
品
の
み
を
申
請
す
る
文
書
や
、
写

経
事
業
の
途
中
で
物
品
を
追
加
申
請
す
る
文
書
は
用
度
文
と
は
み
な
さ
な
い
。

（
５
）
『
大
日
本
古
文
書
（
編
年
）
』
一
四
巻
二
九
二
頁
〜
三
〇
〇
頁
。
以
下
『
大
日

古
』
、
一
四
ノ
二
九
二
〜
三
〇
〇
と
略
す
。
ま
た
本
論
文
に
お
い
て
「　

」
で
示
す

史
料
名
は
『
大
日
古
』
の
も
の
、
﹇　

﹈
で
示
す
の
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編

『
正
倉
院
文
書
目
録
』
の
も
の
で
あ
る
。

（
６
）
栄
原
永
遠
男
「
光
明
皇
太
后
没
前
の
写
経
事
業
群
」
（
前
掲
注
１
著
書
ｂ
）

（
７
）
表
５
に
あ
げ
た
物
品
の
う
ち
、
経
紙
・
凡
紙
に
つ
い
て
は
注
３
拙
稿
ａ
・
ｂ
、
帙
は

拙
稿
ｃ
、
浄
衣
は
拙
稿
ｄ
、
櫃
は
拙
稿
ｅ
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
た
。

（
８
）
桑
原
祐
子
「
墨
の
記
述
―
墨
頭
・
墨
端
と
助
数
詞
」
（
『
正
倉
院
文
書
の
国
語
学
的

研
究
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）
、
濱
道
孝
尚
「
写
経
所
に
お
け
る
「
私
書
」

の
書
写
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
三
、
二
〇
一
三
年
）

（
９
）
仁
王
経
疏
一
部
五
巻
の
用
度
文
で
は
、
経
紙
・
凡
紙
、
菟
毛
筆
一
管
半
と
墨
一
挺
を

買
う
た
め
の
銭
を
申
請
し
て
い
る
（
表
２
№
28
、
一
六
ノ
三
七
五
〜
三
七
六
）
。
筆

そ
の
も
の
を
一
管
と
半
分
だ
け
授
受
す
る
と
い
う
の
は
、
物
理
的
に
不
可
能
で
あ

る
。
同
じ
年
に
行
わ
れ
た
梵
網
経
四
十
巻
・
四
分
僧
戒
本
経
十
巻
・
四
分
尼
戒
本
経

十
巻
の
用
度
文
で
は
、
菟
毛
筆
一
管
（
四
十
文
）
を
も
っ
て
写
紙
百
五
十
張
、
墨
一

挺
（
三
十
文
）
を
も
っ
て
写
紙
三
百
張
と
あ
る
（
表
２
№
30
、
一
六
ノ
三
四
二
、
二

五
ノ
三
四
〇
）
。
筆
一
管
と
半
分
だ
と
、
二
百
二
十
五
張
を
写
す
こ
と
が
で
き
、
仁

王
経
疏
で
申
請
さ
れ
た
経
紙
は
百
九
十
一
張
で
あ
る
か
ら
、
十
分
で
あ
る
。
写
経
所

は
、
筆
墨
の
現
物
で
は
な
く
、
菟
毛
筆
一
管
半
の
銭
六
十
文
と
墨
一
挺
の
銭
三
十
文

と
い
う
よ
う
に
、
銭
を
申
請
す
る
こ
と
で
、
用
紙
数
に
応
じ
た
詳
細
な
計
画
を
た
て

る
こ
と
が
で
き
る
。
写
経
事
業
ご
と
に
筆
墨
そ
の
も
の
を
準
備
す
る
の
で
は
な
く
、

必
要
な
銭
を
収
納
し
て
、
写
経
所
の
在
庫
分
を
順
次
使
用
す
る
。
様
々
な
写
経
事
業

を
断
続
的
に
行
う
写
経
所
だ
か
ら
こ
そ
可
能
と
な
る
、
筆
墨
の
合
理
的
な
運
用
方
法

で
あ
る
。

（
10
）
山
下
有
美
「
写
経
機
構
の
内
部
構
造
と
運
営
」
（
前
掲
注
１
著
書
）

（
11
）
栄
原
永
遠
男
『
正
倉
院
文
書
入
門
』
（
前
掲
注
１
著
書
ｃ
）

（
12
）
端
継
に
つ
い
て
は
、
杉
本
一
樹
「
端
継
・
式
敷
・
裹
紙
」
（
前
掲
注
１
著
書
）
。
史

料
上
に
は
〈
仮
軸
〉
に
関
す
る
記
載
は
み
え
な
い
が
、
端
継
の
二
次
利
用
と
考
え
ら

れ
る
続
修
後
集
第
二
二
巻
が
、
軸
付
紙
の
形
状
を
な
す
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
仮
の
軸

が
取
り
付
け
ら
れ
た
と
す
る
。
書
写
中
は
、
巻
首
に
取
り
付
け
ら
れ
た
端
継
が
、
軸

付
紙
と
仮
表
紙
の
役
割
を
兼
ね
た
と
考
え
ら
れ
、
書
写
終
了
後
、
巻
首
に
は
正
式
な

表
紙
が
、
巻
尾
に
は
正
式
な
軸
が
取
り
付
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
13
）
大
隅
亜
希
子
「
装
潢
組
織
の
展
開
と
布
施
支
給
の
変
遷
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』

六
、
一
九
九
九
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

（
大
阪
市
立
大
学
都
市
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
）
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奈
良
時
代
写
経
所
の
空
間
構
造
│〈
座
席
論
〉の
試
み
│

渡
　
部
　
陽
　
子

（
１
）

（
２
）

（
３
）

【
論
文
】２
０
１
６
年
大
会
報
告



　
　
は
じ
め
に

　

正
倉
院
文
書
研
究
で
は
、
文
書
論
、
組
織
論
、
個
別
写
経
事
業
な
ど
に
つ
い
て

研
究
が
進
ん
で
い
る
。
写
経
生
に
関
し
て
も
、
月
借
銭
、
請
暇
に
つ
い
て
の
研
究

が
あ
る
。
し
か
し
、
写
経
所
と
は
ど
の
よ
う
な
環
境
で
あ
っ
た
か
、
具
体
的
に
ど

の
よ
う
に
作
業
を
し
て
い
た
か
、
ま
だ
わ
か
っ
て
い
な
い
点
が
多
い
。

　

正
倉
院
文
書
の
大
半
を
占
め
る
「
写
経
所
文
書
」
は
、
写
経
所
に
お
け
る
写
経

事
業
に
関
す
る
文
書
・
帳
簿
類
で
あ
り
、
人
や
物
品
の
や
り
取
り
や
状
況
が
記
載

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
私
は
、
こ
れ
ら
の
文
書
や
帳
簿
類
を
詳
細
に
検
討
す
る

こ
と
に
よ
り
、
い
く
つ
か
の
物
品
に
焦
点
を
当
て
て
そ
の
機
能
を
考
え
て
き
た
。

本
論
で
は
、
物
品
の
申
請
・
収
納
・
支
給
・
使
用
状
況
・
返
却
な
ど
に
つ
い
て
、

写
経
事
業
ご
と
に
整
理
し
な
が
ら
具
体
的
に
検
討
し
、
誰
が
・
い
つ
・
ど
こ
で
・

何
を
・
何
の
た
め
に
・
ど
の
よ
う
に
使
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
写
経
所
の
空
間
構
造
を
見
通
し
た
い
。

　

律
令
制
下
の
役
所
に
つ
い
て
、
組
織
の
具
体
的
な
運
用
ま
で
わ
か
る
史
料
は
、

　
　
　
　

写
経
所
文
書
以
外
に
な
い
。
木
簡
は
貴
重
な
一
次
史
料
だ
が
、
断
片
的
な
情
報
し

か
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
写
経
所
文
書
も
、
全
て
の
文
書
や
帳
簿
群
が
現
存
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
江
戸
末
期
か
ら
明
治
時
代
に
行
わ
れ
た
「
整

理
」
に
よ
っ
て
ば
ら
ば
ら
に
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
原
本
調
査
や
、
史
料
内

容
の
丹
念
な
研
究
成
果
に
よ
り
、
多
く
の
情
報
を
体
系
的
に
得
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

造
東
大
寺
司
管
下
の
写
経
所
は
、
写
経
と
い
う
宗
教
行
為
を
行
う
場
で
あ
る
と

同
時
に
、
分
業
体
制
に
よ
る
組
織
運
営
を
行
う
工
房
的
な
性
格
を
も
つ
役
所
で
も

あ
る
。
写
経
所
文
書
を
使
っ
て
写
経
所
の
内
部
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
図
書
寮
な
ど
他
の
一
般
官
司
に
つ
い
て
も
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

表
１
は
写
経
所
の
構
成
員
と
そ
の
役
割
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
論
で
は
、

正
倉
院
文
書
に
み
え
る
物
品
が
、
写
経
事
業
の
中
で
ど
の
よ
う
に
機
能
し
運
用
さ

れ
て
い
た
か
を
総
合
的
に
考
え
た
い
。
ま
ず
、
用
度
文
（
用
度
申
請
）・
用
残
報
告
や

帳
簿
類
に
よ
り
、
写
経
事
業
に
お
け
る
物
品
の
申
請
・
使
用
状
況
を
検
討
す
る
。

次
に
、
個
別
写
経
事
業
で
使
わ
れ
る
物
品

を
、
そ
の
性
質
ご
と
に
分
別
し
、
職
掌
ご

と
に
整
理
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
奈
良

時
代
の
写
経
所
が
ど
の
よ
う
な
空
間
だ
っ

た
の
か
、
内
部
構
造
を
立
体
的
に
解
明
す

る
た
め
の
見
通
し
を
た
て
た
い
。
な
お
、

広
義
の
写
経
所
と
は
、
写
経
に
関
す
る
作

業
を
行
う
写
経
堂
に
加
え
、
経
師
等
が
生

活
す
る
食
堂
（
料
理
供
養
所
）
、
宿
所
な
ど

も
含
ま
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
様
々
な

物
品
が
使
用
さ
れ
る
が
、
本
論
の
検
討
対
象
は
、
写
経
堂
に
限
定
す
る
。

　
　
一
　
用
度
文
に
み
え
る
物
品

（
１
）
用
度
文

　

個
別
写
経
事
業
を
始
め
る
に
あ
た
り
、
写
経
所
の
事
務
官
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ

た
予
算
案
（
見
積
書
兼
請
求
書
）
が
用
度
文
（
用
度
申
請
）
で
あ
る
。
用
度
文
の
書
き
出

し
は
「
写
経
所
解
」「
写
書
所
解
」
ま
た
は
「
造
東
大
寺
司
解
」
な
ど
と
な
っ
て
お

り
、
写
経
所
の
案
主
が
下
書
き
を
作
成
し
、
造
東
大
寺
司
政
所
で
清
書
さ
れ
、
太
政

官
も
し
く
は
写
経
事
業
の
発
願
主
に
提
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
用
度
文
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
写
経
事
業
を
遂
行
す
る
に
あ
た
っ
て
必
要
と
判
断
さ
れ
た
物
品

が
列
挙
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
典
型
的
な
用
度
文
の
例
と
し
て
、
長
く
な
る
が
【
史

料
一
】
を
あ
げ
る
（
「　

」
は
追
記
、
＊
は
朱
書
き
、
文
字
は
抹
消
、
勾
点
は
省
略
、
波

線
は
筆
者
に
よ
る
）
。

【
史
料
１
】

﹇
東
寺
写
経
所
解
（
案
）
﹈
（
続
修
後
集
五
、
一
四
ノ
二
九
二
〜
三
〇
〇
）

東
寺
写
経
所
解　

申
請
応
奉
写
経
用
度
物
事

合
経
壱
伯
参
拾
伍
部
四
百
五
十
巻　
　
　

　

法
花
経
卌
五
部
三
百
六
十
巻　

 

「
請
随
求
陀
羅
尼
壇
□
」

　

金
剛
般
若
経
卌
五
部
卌
五
巻

　

理
趣
経
卌
五
部
卌
五
巻

応
用
紙
壱
万
玖
伯
参
張

　

経
紙
一
万
三
百
十
張

　
　

九
千
五
百
八
十
五
張
見
写
料

　
　
　

八
千
□
百
張
法
花
経
□
五
部
料
部
別
百
八
十
張

　
　
　

五
百
八
十
五
□
□
剛
般
若
経
卌
五
巻
料
巻
別
十
三
張

　
　
　

九
百
張
理
□
経
卌
五
巻
料
巻
別
廿
張

　
　

二
百
廿
五
張
表
紙
料　
以
一
張
着
二
巻

　

五
百
張
破
料

凡
紙
伍
佰
玖
拾
参
張

　

二
百
五
十
八
張
一
万
三
百
十
張
端
料　
以
一
張
着
卌
張

　

一
百
卅
五
張
敷
紙
并
下
纏
式
料

　

一
百
張
裹
紙
料　
以
一
裹
打
紙
百
張

　

一
百
張
雑
用
料

菟
毛
筆
玖
拾
壱
管　
以
一
管
写
紙
百
五
十
張

墨
参
拾
弐
挺　
以
一
挺
写
紙
三
百
張

界
料
鹿
毛
筆
拾
管

綺
漆
拾
陸
丈
伍
寸 

　

六
十
八
丈
八
尺
五
寸
法
花
経
三
百
六
十
巻
理
趣
経
卌
五
巻
料
巻
別
一
尺
七
寸

　

七
丈
二
尺
金
剛
般
若
経
卌
五
巻
料
巻
別
一
尺
六
寸

扶
壱
佰
参
拾
伍
枚 

各
長
一
尺
七
寸

軸
肆
佰
伍
拾
枚

黄
蘗
弐
佰
肆
拾
伍
斤 

以
一
斤
染
紙
卌
張

橡
壱
斗
伍
升 

以
一
升
染
表
紙
十
五
張

（
以
下
省
略
･
･
･
荒
炭
、
薪
、
銭
（
菟
毛
筆
、
墨
、
鹿
毛
筆
、
生
菜
、
荒
炭
、
薪
）
、

浄
衣
料
（
絁
・
綿
・
細
布
・
調
布
・
祖
布
）
、
木
履
、
菲
）

経
師
肆
拾
伍
人　

装
潢
参
人　

校
生
陸
人　

雑
使
伍
人　

優
婆
夷
壱
人

　

合
陸
拾
人
単
功
弐
仟
伍
拾
陸
人

　

一
千
三
百
六
十
九
人
経
師 

人
別
写
紙
七
張

　

一
百
九
十
一
人
装
潢 

人
別
作
紙
五
十
張

　

二
百
十
六
人
校
生 

人
別
校
紙
六
十
張

　

一
百
五
十
人
雑
使  

卅
日
単

　

卅
人
優
婆
夷  

卅
日
単

米
肆
拾
斛
肆
升

（
以
下
食
料
省
略
…
糯
米
、
塩
、
醤
、
滓
醤
、
末
醤
、
酢
、
海
藻
、
滑
海
藻
、
心
太
、
芥

子
、
胡
麻
油
、
小
麦
、
大
豆
、
小
豆
、
漬
菜
、
漬
薑
）

　　
　

砥
壱
顆

　
　

刀
子
参
柄　

　
　

仕
丁
壱
拾
伍
人

「
不
」
折
薦
畳
玖
拾
枚

　　

以
前
、
応
奉
写
一
百
卅
五
部
之
経
用
度
之
物
、
所
請
如

　

件
、
謹
解

　
　
　
　
　
　

天
平
宝
字
四
年
正
月
十
五
日
主
典
正
八
位
上
安
都
宿
祢「
雄
足
」

　

次
官
従
五
位
下
高
麗
朝
臣
「
大
山
」

　　

【
史
料
一
】
は
天
平
宝
字
四
年
（
七
六
〇
）
に
行
わ
れ
た
法
花
経
四
十
五
部
三
百

六
十
巻
・
金
剛
般
若
経
四
十
五
部
四
十
五
巻
・
理
趣
経
四
十
五
部
四
十
五
巻
（
い
わ

ゆ
る
百
三
十
五
部
経
）
の
用
度
文
で
あ
る
。
こ
の
写
経
事
業
は
光
明
皇
太
后
が
母
の

県
犬
養
三
千
代
の
追
福
の
た
め
に
発
願
し
た
も
の
で
、
天
平
宝
字
四
年
正
月
十
一

日
の
太
師
（
藤
原
仲
麻
呂
）
宣
（
一
四
ノ
三
六
七
）
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

【
史
料
一
】
を
み
て
み
る
と
、
ま
ず
経
典
名
と
巻
数
を
書
き
上
げ
、
写
経
に
必
要

な
紙
（
経
紙
・
凡
紙
）
、
筆
・
墨
、
経
典
の
体
裁
に
関
わ
る
綺
・
帙
・
軸
・
染
料
、

燃
料
、
銭
、
浄
衣
、
人
功
、
食
料
、
仕
丁
、
そ
の
他
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
【
史
料

一
】
は
写
経
所
か
ら
造
東
大
寺
司
に
提
出
さ
れ
、
次
官
の
署
名
を
も
ら
っ
た
が
、

物
品
の
数
量
変
更
の
た
め
写
経
所
に
差
し
戻
さ
れ
、
数
量
の
訂
正
を
朱
で
書
き
込

み
、
そ
れ
を
も
と
に
正
文
を
書
き
直
し
て
提
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
【
史
料

一
】
は
控
え
と
し
て
写
経
所
政
所
に
残
し
、
物
品
の
収
納
時
に
そ
の
日
付
等
に
つ

い
て
追
記
し
、
勾
点
等
を
付
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

写
経
所
文
書
に
み
え
る
用
度
文
の
記
載
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
２
で
あ

る
。
「
写
経
所
文
書
」
に
お
け
る
写
経
関
係
の
現
存
最
古
の
文
書
は
、
藤
原
光
明

子
家
の
神
亀
四
〜
五
年
（
七
二
七
〜
八
）
の
も
の
だ
が
（
一
ノ
三
八
一
〜
三
八
三
）
、

表
２
の
よ
う
に
、
現
存
す
る
用
度
文
は
天
平
二
十
年
（
七
四
八
）
の
も
の
が
初
見
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
天
平
末
年
頃
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、
用
度
文
の
形
式
が
あ

る
程
度
確
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
用
度
文
の
多
く
に
は
、
筆
墨
等
に
つ
い
て
、

申
請
物
品
を
列
挙
し
た
項
と
、
申
請
す
る
銭
の
用
途
を
列
挙
し
た
部
分
の
両
方
に

記
載
が
み
え
る
。
二
カ
所
の
筆
墨
の
数
量
は
同
じ
で
あ
り
、
な
ぜ
重
複
し
て
記
載

し
て
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
書
き
方
は
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
他
の
項
目

や
物
品
の
書
き
方
で
も
、
順
序
が
入
れ
替
わ
っ
た
り
物
品
の
種
類
が
増
減
し
た
り

す
る
も
の
の
、
一
定
の
形
式
が
み
ら
れ
る
。
題
籤
軸
が
つ
け
ら
れ
て
写
経
事
業
終

了
後
も
保
管
さ
れ
た
用
度
文
も
あ
る
の
で
、
案
主
が
次
の
写
経
事
業
の
用
度
文
を

作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
見
本
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

【
史
料
一
】
は
表
２
№
15
に
あ
た
る
が
、
記
載
さ
れ
た
物
品
の
種
類
を
比
較
す

る
と
、
典
型
的
な
用
度
文
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
用
度
文
に
記
載
さ
れ
た

内
容
に
は
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
特
に
食
料
・
雑
器
な
ど
数
多
く
の
物
品
を
請
求
し
た

も
の
と
、
経
典
の
書
写
に
必
要
最
低
限
の
物
品
で
あ
る
紙
筆
墨
の
み
の
請
求
に
と

ど
ま
る
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
前
者
は
表
２
№
24
大
般
若
経
二
部
千
二
百
巻
、
後

者
は
№
13
心
経
百
巻
や
№
28
仁
王
経
疏
一
部
五
巻
の
写
経
事
業
の
用
度
文
に
み
ら

れ
る
。
案
主
に
は
、
経
典
何
巻
・
経
紙
何
張
の
写
経
な
ら
ば
、
ど
の
物
品
・
人
員

が
ど
れ
だ
け
必
要
か
と
い
う
目
安
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
用
度
文

で
何
を
ど
れ
だ
け
申
請
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
請
求
先
で
あ
る
発
願
者
の
意

向
、
写
経
の
重
要
度
や
緊
急
度
な
ど
に
よ
り
、
調
整
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

管
見
の
限
り
奈
良
時
代
に
は
四
百
以
上
の
写
経
事
業
が
行
わ
れ
な
が
ら
、
用
度

文
が
三
十
四
例
し
か
現
存
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
全
て
の
写
経
事
業
に
お
い
て

用
度
文
が
作
成
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

用
度
文
が
現
存
し
な
い
写
経
事
業
で
も
、
造
東
大
寺
司
や
内
裏
な
ど
か
ら
写
経
に

必
要
な
物
品
が
収
納
さ
れ
て
い
る
例
は
多
い
。
総
合
的
な
用
度
文
が
作
成
さ
れ
な

く
て
も
、
「
筆
墨
申
請
」
な
ど
個
別
に
物
品
の
申
請
文
書
を
作
成
し
、
写
経
所
に

必
要
な
物
品
が
収
納
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
写
経
事
業
終
了
後
、
決
算
と
し
て
物
品
の
用
残
報
告
が
作
成
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
。
用
度
文
と
用
残
報
告
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
申
請
さ
れ
た
物
品
が
、

実
際
は
ど
れ
だ
け
収
納
さ
れ
て
使
用
さ
れ
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

用
度
文
と
用
残
報
告
が
共
に
現
存
す
る
の
は
、
前
述
の
天
平
宝
字
四
年
の
百
三

十
五
部
経
と
、
天
平
宝
字
六
〜
七
年
（
七
六
二
〜
三
）
の
大
般
若
経
二
部
千
二
百
巻
の

写
経
事
業
で
あ
る
。
表
３
に
あ
げ
た
百
三
十
五
部
経
に
よ
る
と
、
用
度
文
と
用
残

報
告
の
数
量
が
一
致
す
る
の
は
わ
ず
か
六
品
目
だ
け
で
あ
る
。
用
度
文
は
あ
く
ま

で
計
画
で
あ
り
、
実
際
に
収
納
さ
れ
た
物
品
の
量
や
種
類
が
か
な
り
異
な
る
こ
と

が
わ
か
る
。
特
に
銭
の
場
合
、
収
納
さ
れ
た
銭
の
用
途
は
、
あ
る
程
度
案
主
の
采

配
に
任
せ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
食
料
、
食
膳
・
調
理
用
具
な
ど
は
、
食

　
　
　

　
　
　

事
の
メ
ニ
ュ
ー
や
備
品
の
不
足
具
合
に
応
じ
て
、
変
更
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
２
）
個
別
の
物
品

　

写
経
事
業
に
お
い
て
は
、
様
々
な
文
書
が
や
り
と
り
さ
れ
、
帳
簿
類
が
活
用
さ

れ
る
。
前
述
の
百
三
十
五
部
経
で
は
、
表
４
に
あ
げ
た
よ
う
な
関
係
史
料
が
残
っ

て
い
る
。
用
度
文
（
c
）
、
銭
用
帳
（
e
）
、
充
装
潢
帳
（
g
）
（
n
）
、
充
紙
筆
墨

帳
（
h
）
、
充
本
帳
（
i
）
、
校
帳
（
m
）
、
手
実
帳
（
l
）
、
布
施
申
請
（
o
）
、

用
残
報
告
（
x
）
と
い
っ
た
他
の
個
別
写
経
事
業
に
も
共
通
す
る
形
式
の
も
の
が
一

通
り
そ
ろ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
複
数
の
帳
簿
類
が
現
存
す
る
お
か
げ
で
、
ひ

と
つ
だ
け
の
史
料
で
は
判
明
し
な
い
物
品
の
動
き
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

た
と
え
ば
、
用
度
文
（
c
）
で
は
綺
八
十
丈
一
尺
、
軸
四
百
五
十
枚
が
現
物
で
請

求
さ
れ
て
い
る
が
、
書
写
が
終
了
し
布
施
申
請
（
o
）
も
提
出
さ
れ
た
後
に
よ
う
や

く
、
写
経
所
別
当
の
安
都
雄
足
か
ら
「
彼
一
百
三
十
五
部
経
綺
軸
、
以
其
残
、
令

買
市
頭
（
軸
朱
頂
）
」
と
指
示
が
出
た
（
r
）
。
写
経
所
で
は
そ
れ
ら
を
購
入
し
て

一
千
五
十
文
（
綺
七
十
丈
直
）
、
三
百
六
十
文
（
朱
頂
軸
四
百
五
十
枚
直
）
を
請
求
し

た
が
（
s
）
、
用
残
報
告
（
x
）
で
は
、
用
い
た
銭
の
内
訳
の
項
に
、
一
貫
五
十
文

（
綺
七
十
丈
直
）
、
二
百
八
十
八
文
（
朱
頂
軸
三
百
六
十
枚
直
）
と
あ
る
。
残
り
九
十

本
分
の
朱
頂
軸
の
銭
が
最
終
的
に
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
た
の
か
現
存
の
史
料
で

は
わ
か
ら
な
い
。
綺
緒
に
つ
い
て
は
、
用
度
文
（
c
）
で
は
法
花
経
と
理
趣
経
は
巻

別
一
丈
八
尺
、
金
剛
般
若
経
は
巻
別
一
丈
六
尺
と
し
て
、
合
計
八
十
丈
一
尺
が
計

上
さ
れ
た
。
緒
の
長
さ
の
差
は
、
一
巻
平
均
二
十
二
，
五
張
の
法
花
経
と
一
巻
二

十
張
の
理
趣
経
、
そ
し
て
一
巻
十
三
張
の
金
剛
般
若
経
と
い
う
、
一
巻
あ
た
り
の

経
紙
の
予
定
枚
数
か
ら
わ
か
る
巻
物
の
太
さ
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
。
綺
に
つ

い
て
も
七
十
丈
分
の
銭
し
か
支
出
さ
れ
ず
、
各
巻
に
は
予
定
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
少
し

短
い
緒
が
取
り
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
写
経
所
文
書
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
写
経
事
業
ご
と
に
整
理
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
用
度
文
・
収
納
帳
・
用
帳
・
充
帳
・
用
残
報
告
等
に
み
え
る
物
品

に
つ
い
て
、
一
連
の
運
用
状
況
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ど
の
よ
う
な
物
品

を
ど
れ
だ
け
請
求
す
る
予
定
だ
っ
た
の
か
、
実
際
に
は
ど
れ
だ
け
収
納
さ
れ
た
の

か
、
い
つ
誰
が
ど
の
よ
う
に
用
い
た
の
か
、
ど
れ
だ
け
使
用
し
て
ど
れ
だ
け
残

り
、
ど
れ
だ
け
返
上
し
た
の
か
、
ま
た
は
別
の
写
経
事
業
に
転
用
し
た
の
か
。
全

て
の
写
経
事
業
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
ま
だ
で
き
て
い
な
い
が
、
現
時
点
で

わ
か
る
範
囲
で
、
経
典
の
書
写
に
直
接
関
わ
る
物
品
の
特
徴
を
あ
げ
た
の
が
表
５

で
あ
る
。

　

常
写
や
間
写
の
①
経
紙
（
○
番
号
は
表
５
に
対
応
）
は
、
﹇
間
紙
検
定
并
便
用
帳
﹈

（
九
ノ
三
六
七
〜
三
七
〇
+
九
ノ
三
七
〇
〜
三
八
〇
+
三
ノ
四
八
五
〜
四
八
六
+
一
一
ノ
三

六
四
〜
三
六
六
）
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
紙
の
種
類
や
色
、
枚
数
が
細
か

く
記
載
さ
れ
、
あ
る
経
典
に
使
用
す
る
紙
が
ど
こ
か
ら
収
納
さ
れ
た
の

か
、
も
し
く
は
ど
の
写
経
事
業
の
紙
を
転
用
し
た
の
か
、
残
紙
を
ど
の
写

経
事
業
に
転
用
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
管
理
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て

②
凡
紙
は
、
す
べ
て
の
写
経
事
業
に
お
い
て
申
請
・
収
納
さ
れ
た
わ
け
で

は
な
く
、
写
経
所
内
で
臨
機
応
変
に
再
利
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ

る
。
③
筆
墨
は
、
支
給
・
返
上
記
録
が
細
か
く
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
て
い
た
も

の
の
、
ま
だ
ま
だ
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
多
い
。
筆
墨
の
請
求

や
支
給
は
現
物
と
銭
の
場
合
が
両
方
あ
る
が
、
銭
で
請
求
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
各
写
経
事
業
ご
と
の
財
政
と
使
用
実
態
と
を
、
効
率
的
に
調
整
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
⑦
櫃
に
は
、
カ
ギ
や
据
え
付
け
る
机
が
付
属
し

た
経
典
奉
請
用
の
櫃
、
経
紙
な
ど
の
物
品
を
移
動
す
る
た
め
の
櫃
、
写
経

所
内
で
物
品
を
保
管
す
る
た
め
の
櫃
な
ど
が
あ
る
。
な
か
で
も
小
明
櫃

は
、
各
経
師
が
写
経
中
の
経
巻
を
納
入
す
る
の
に
使
用
す
る
た
め
、
経
師

の
人
数
分
請
求
さ
れ
る
が
、
紙
筆
墨
と
違
っ

て
個
人
に
支
給
さ
れ
た
記
録
が
な
い
。
⑨
硯

も
ま
れ
に
用
度
文
で
請
求
さ
れ
る
場
合
は
、

経
師
一
人
に
つ
き
ひ
と
つ
と
い
う
意
識
が
あ

る
よ
う
だ
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
分
配

さ
れ
て
い
た
の
か
わ
か
ら
な
い
。

（
３
）
小
結

　

そ
れ
ぞ
れ
の
写
経
事
業
の
用
度
文
か
ら

は
、
ど
の
よ
う
な
物
品
が
写
経
事
業
に
必
要

で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
。
用
度
文
に
計
上
さ

れ
た
物
品
は
あ
く
ま
で
見
積
も
り
で
あ
り
、

帳
簿
類
と
比
較
検
討
す
る
と
、
実
際
に
納
入

さ
れ
て
写
経
所
で
使
用
さ
れ
た
数
量
や
種
類

は
異
な
る
。
し
か
し
そ
の
相
違
点
か
ら
、
物

品
運
用
の
計
画
と
実
態
が
浮
き
彫
り
と
な
る

の
で
あ
る
。

　

筆
墨
申
請
、
充
紙
筆
墨
、
充
本
、
手
実
、

行
事
、
上
日
、
布
施
申
請
な
ど
に
は
、
写
経

生
の
個
人
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
史
料
か
ら
、
各
写
経
生
が
ど
の
よ
う
な
物

品
を
使
用
し
て
写
経
事
業
を
行
っ
た
か
が
わ

か
る
が
、
基
本
的
に
手
本
と
す
る
本
経
と
紙

筆
墨
の
支
給
・
返
上
、
担
当
経
巻
の
用
紙
数
（
正
用
・
空
破
・
返
上
）
し
か
記
入
さ

れ
て
い
な
い
。

　

写
経
堂
で
使
わ
れ
る
物
品
の
な
か
で
、
経
紙
な
ど
新
写
経
典
に
使
用
さ
れ
る
も

の
は
、
写
経
事
業
ご
と
に
収
納
さ
れ
、
余
れ
ば
紙
一
枚
・
筆
一
本
単
位
で
細
か
く

チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
て
返
上
し
、
他
の
写
経
事
業
に
転
用
す
る
場
合
は
便
用
記
録
が
あ

る
。
し
か
し
、
机
や
小
明
櫃
な
ど
は
、
少
量
で
は
あ
る
が
写
経
所
に
収
納
さ
れ
て

い
る
の
に
、
写
経
生
の
個
人
あ
て
に
支
給
記
録
が
な
い
。
硯
や
そ
れ
に
類
す
る
も

の
、
装
潢
・
校
生
の
墨
な
ど
も
、
確
実
に
使
用
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
支
給

記
録
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
物
品
ご
と
の
運
用
状
況
の
違
い
に
注
目
し
て
検
討
す

る
こ
と
で
、
写
経
堂
の
内
部
構
造
が
み
え
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
二
　
写
経
所
に
お
け
る
物
品
の
運
用

　

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
各
写
経
事
業
ご
と
に
収
納
さ
れ
る
物
品
と
、
ま

れ
に
し
か
収
納
さ
れ
な
い
物
品
、
ま
た
個
々
の
写
経
生
あ
て
の
支
給
記
録
が
あ
る

物
品
と
支
給
記
録
が
な
い
物
品
が
あ
る
。

　

写
経
事
業
で
は
、
案
主
が
作
業
の
段
階
に

応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
帳
簿
を
作
成
し
管
理
す

る
。
経
紙
や
筆
墨
の
支
給
返
却
記
録
が
徹
底

し
て
い
る
の
は
、
最
後
に
手
実
と
照
ら
し
合

わ
せ
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
り
、
布
施
支
給

と
直
結
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に

対
し
て
、
耐
久
性
の
あ
る
硯
や
机
、
小
明
櫃

な
ど
は
、
写
経
事
業
ご
と
に
交
換
す
る
必
要
は
な
く
誰
が
使
っ
て
も
問
題
は
な

い
。

　

写
経
生
個
人
に
支
給
・
返
却
す
る
帳
簿
が
な
い
物
品
は
、
写
経
事
業
ご
と
に
メ

ン
バ
ー
が
入
れ
替
わ
る
写
経
生
個
人
に
支
給
す
る
の
で
は
な
く
、
経
師
・
校
生
・

装
潢
の
作
業
場
所
、
こ
れ
を
仮
に
〈
座
席
〉
と
呼
称
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
〈
座

席
〉
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
個
人
あ
て
の
支
給
記
録

が
な
い
の
は
、
写
経
生
個
人
に
支
給
し
た
の
で
は
な
く
、
案
主
が
管
理
す
る
写
経

堂
の
各
〈
座
席
〉
に
割
り
当
て
た
物
品
だ
か
ら
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
職
掌
ご
と

に
、
前
章
で
抽
出
し
た
物
品
の
性
質
を
整
理
し
、
〈
座
席
〉
で
運
用
さ
れ
た
物
品

を
検
討
し
て
み
た
い
（
表
６
）
。

（
１
）
案
主

　

案
主
は
、
常
写
・
間
写
・
私
願
経
書
写
、
経
典
の
確
保
や
出
納
な
ど
、
写
経
所

の
運
営
・
管
理
を
同
時
に
遂
行
す
る
。
写
経
事
業
別
、
用
途
別
に
多
数
の
帳
簿
や

報
告
書
を
作
成
し
、
写
経
生
や
物
品
を
効
率
的
に
管
理
し
て
い
た
。

　

写
経
所
は
堂
（
作
業
場
）
と
曹
司
（
事
務
局
）
か
ら
構
成
さ
れ
、
他
の
律
令
官

司
、
特
に
作
業
場
の
必
要
な
現
業
官
司
で
も
同
じ
よ
う
な
構
造
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
造
東
大
寺
司
か
ら
写
経
所
に
配
属
さ
れ
た
案
主
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
担

当
を
分
担
し
、
共
同
で
運
営
す
る
体
制
で
あ
っ
た
。
案
主
曹
司
（
案
主
曹
所
・
案
主

所
）
に
は
櫃
が
あ
り
、
櫃
記
等
に
記
載
す
る
こ
と
で
物
品
を
種
類
別
に
管
理
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
（
八
ノ
五
八
〇
、
一
〇
ノ
四
四
五
）
。
こ
の
櫃
に
は
内
裏
や
造
東
大

寺
司
か
ら
収
納
さ
れ
た
物
品
や
、
写
経
生
か
ら
返
上
さ
れ
た
物
品
が
納
め

ら
れ
て
い
た
。
金
字
経
の
時
に
瑩
生
（
校
生
が
兼
任
す
る
場
合
あ
り
）
が
使
用

す
る
猪
牙
な
ど
、
特
別
な
場
合
に
し
か
使
用
し
な
い
も
の
は
、
案
主
が
保

管
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
案
主
の
〈
座
席
〉
は
堂
と
曹
司
の
両
方

に
あ
り
、
適
宜
使
い
分
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

栄
原
永
遠
男
氏
は
、
写
経
所
の
事
務
局
に
設
置
さ
れ
た
〈
反
古
箱
〉
と

い
う
概
念
を
想
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
案
主
の
手
元
に
置
か
れ
た
櫃
や

〈
反
古
箱
〉
な
ど
に
整
理
さ
れ
た
凡
紙
、
反
古
紙
の
使
い
方
に
は
、
そ
の

残
存
状
況
か
ら
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
一
定
の
ル
ー
ル
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

白
紙
（
表
裏
と
も
未
使
用
）
の
凡
紙
は
、
「
公
文
料
」
と
し
て
提
出
文
書

や
帳
簿
作
成
に
使
用
さ
れ
た
。
ま
た
写
経
生
の
手
実
等
の
作
成
の
た
め
に

も
使
用
さ
れ
た
。
つ
ぎ
に
、
端
継
・
裹
紙
な
ど
に
使
用
さ
れ
た
あ
と
の
白

紙
の
反
古
紙
は
、
案
主
の
手
元
に
返
却
さ
れ
た
場
合
は
、
帳
簿
作
成
や
写

経
生
の
手
実
等
作
成
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た
。
紙
が
短
く
切
断
さ
れ
て
い

た
り
、
多
少
し
わ
に
な
っ
た
り
も
し
て
い
る
が
、
写
経
所
内
で
の
帳
簿
類

に
使
用
す
る
に
は
十
分
の
状
態
で
あ
ろ
う
。
一
次
利
用
さ
れ
、
背
面
の
み

空
白
の
反
古
紙
は
、
案
主
の
手
元
で
帳
簿
作
成
に
使
用
さ
れ
た
。
一
次
面
の
情
報

は
す
で
に
必
要
な
く
、
破
棄
さ
れ
た
と
は
い
え
、
表
裏
が
混
同
し
て
は
い
け
な
い

と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
た
め
か
、
写
経
生
に
配
布
し
て
手
実
等
を
書
か
せ
る
こ
と

は
な
く
、
案
主
の
責
任
の
も
と
で
新
た
に
貼
り
継
が
れ
、
二
次
利
用
さ
れ
た
よ
う
で

あ
る
。
つ
ま
り
、〈
反
古
箱
〉
の
中
は
、
そ
の
状
態
に
よ
っ
て
区
分
け
が
さ
れ
、
使

用
目
的
が
分
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
経
師
等
の
浄
衣
は
用
度
文
や
収
納
帳
等
に
散
見
さ
れ
る
が
、
案
主
の
浄
衣

に
つ
い
て
は
写
経
所
文
書
中
の
記
載
例
が
非
常
に
少
な
い
。
経
師
等
が
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
単
位
に
召
集
さ
れ
る
非
常
勤
職
員
だ
っ
た
の
に
対
し
、
案
主
は
造
東
大
寺
司
か

ら
定
期
的
に
浄
衣
を
受
け
取
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
用
度
文
の

人
功
の
部
分
に
も
、
経
師
・
装
潢
・
校
生
・
題
師
・
雑
使
・
膳
部
・
駆
使
丁
な
ど
は
あ

げ
ら
れ
る
が
、
案
主
は
計
上
さ
れ
な
い
。
案
主
は
、
写
経
事
業
を
管
理
す
る
側
の
ス

タ
ッ
フ
で
あ
り
、
個
別
写
経
事
業
の
予
算
に
は
組
み
込
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
。

（
２
）
経
師

　

経
師
の
中
核
を
占
め
る
の
は
い
く
つ
も
の
写
経
事
業
に
携
わ
る
経
験
者
だ
が
、

写
経
事
業
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
単
位
で
あ
り
、
作
業
が
な
い
と
き
は
も
と
の
所
属
に

戻
っ
た
り
、
別
の
写
経
所
に
出
向
し
た
り
す
る
。
大
量
の
写
経
事
業
の
時
は
、
あ

ち
こ
ち
に
招
集
が
か
け
ら
れ
、
写
経
生
が
か
き
集
め
ら
れ
た
。
同
時
期
に
常
写
と

間
写
を
掛
け
持
ち
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
経
師
忍
海
広
次
は
、
天
平
勝
宝
五
年

（
七
五
三
）
八
月
八
日
か
ら
二
十
七
日
ま
で
は
法
花
経
一
部
の
経
紙
を
支
給
さ
れ
、

そ
れ
が
終
わ
る
と
す
ぐ
に
八
月
二
十
九
日
か
ら
九
月
十
九
日
に
か
け
て
、
別
の
写

経
事
業
で
あ
る
八
十
花
厳
経
一
部
の
経
紙
を
支
給
さ
れ
て
い
る
（
一
〇
ノ
五
六

六
）
。
ベ
テ
ラ
ン
の
経
師
で
あ
る
忍
海
広
次
は
、
案
主
に
よ
っ
て
休
む
間
も
な
く
次

か
ら
次
へ
と
写
経
事
業
に
割
り
当
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

経
師
は
写
経
事
業
ご
と
に
〈
座
席
〉
に
振
り
分
け
ら
れ
、
小
明
櫃
に
本
経
と
新

写
経
典
を
入
れ
、
下
纏
に
筆
墨
な
ど
の
用
具
を
ま
と
め
て
保
管
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
経
師
は
、
各
〈
座
席
〉
に
備
え
付
け
ら
れ
た
硯
や
小
明
櫃
と
、
案
主
か
ら
配

布
さ
れ
た
式
・
敷
・
下
纏
を
使
い
、
写
経
事
業
ご
と
に
支
給
さ
れ
る
経
紙
と
筆
墨

を
用
い
て
書
写
し
た
の
で
あ
る
。

　

机
に
関
す
る
記
載
は
非
常
に
少
な
い
が
、
経
師
が
書
写
す
る
の
に
使
っ
た
机
と

し
て
は
、
「
書
机
」
が
あ
げ
ら
れ
る
（
六
ノ
三
八
六
）
。
宝
亀
三
年
（
七
七
二
）
、
始

二
部
一
切
経
が
奉
写
先
一
切
経
司
よ
り
奉
写
一
切
経
所
へ
移
管
さ
れ
る
に
あ
た
っ

て
、
使
い
か
け
の
物
品
が
ま
と
め
て
収
納
さ
れ
た
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
ひ
と

つ
の
経
巻
を
複
数
人
で
写
す
場
合
も
あ
り
、
写
経
事
業
ご
と
に
割
り
当
て
ら
れ
た

区
画
の
〈
座
席
〉
に
ま
と
ま
っ
て
座
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
３
）
装
潢

　

装
潢
と
は
、
天
平
か
ら
宝
亀
年
間
ま
で
約
三
十
年
も
写
経
所
文
書
に
み
え
る
能

登
忍
人
な
ど
、
比
較
的
特
定
の
者
が
長
期
間
務
め
る
専
門
技
術
職
で
あ
る
。
装
潢

作
業
の
四
工
程
と
し
て
、
経
を
書
写
す
る
前
に
行
う
継
・
打
・
界
と
、
書
写
後
に

行
う
装
書
が
あ
る
。
継
と
は
、
書
写
す
る
経
巻
の
張
数
に
合
わ
せ
て
大
豆
糊
で
経

紙
を
貼
り
継
い
で
、
巻
首
（
巻
尾
に
も
付
け
た
可
能
性
あ
り
）
に
端
継
紙
を
貼
り
継

ぎ
、〈
仮
軸
〉
を
付
け
る
。
打
と
は
、
経
巻
を
紙
打
石
な
ど
で
た
た
い
て
、
紙
の
緊

密
度
、
平
滑
度
を
高
め
、
滲
み
を
お
さ
え
る
。
界
と
は
、
縦
横
の
界
線
を
引
く
作

業
で
あ
る
。
書
写
・
校
正
終
了
後
、
端
継
紙
を
取
り
外
し
、
表
紙
付
け
、
端
切
、

軸
付
け
、
緒
付
け
を
す
る
の
が
装
書
で
あ
る
。

　

装
潢
に
は
何
千
張
の
紙
が
一
度
に
充
て
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
、
仕
事
内
容
が
多

岐
に
渡
る
た
め
用
具
も
多
く
、
あ
る
程
度
広
い
作
業
空
間
が
必
要
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
装
潢
の
指
示
の
も
と
、
仕
丁
が
紙
打
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
天
平
十
一

年
頃
〜
勝
宝
初
年
頃
に
は
「
装
潢
所
」
が
み
え
、
紙
打
を
行
う
「
紙
屋
」
が
天
平

十
七
年
後
半
〜
十
八
年
頃
設
置
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。

　

端
継
紙
や
仮
帙
、
〈
仮
軸
〉
な
ど
は
、
装
潢
が
写
経
開
始
に
あ
た
っ
て
取
り
付

け
た
も
の
を
、
書
写
終
了
後
に
取
り
外
す
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
再
利
用
す
る
と
い

う
、
装
潢
を
中
心
と
し
た
作
業
用
備
品
の
サ
イ
ク
ル
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
は
案
主
の
管
理
下
に
は
な
い
物
品
の
動
き
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
案
主
が
管

理
す
る
帳
簿
に
は
記
載
さ
れ
ず
、
写
経
所
文
書
に
は
残
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

（
４
）
校
生

　

校
正
は
、
基
本
的
に
別
々
の
校
生
が
二
回
行
う
。
案
主
や
経
師
、
装
潢
な
ど
が

兼
任
す
る
こ
と
も
あ
る
。

　

宝
亀
三
年
に
奉
写
先
一
切
経
司
よ
り
奉
写
一
切
経
所
へ
収
納
さ
れ
た
も
の
の
な

か
に
「
校
書
長
机
」
（
六
ノ
三
八
六
）
が
み
え
る
。
本
経
と
新
写
経
典
を
大
き
く
広

げ
て
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
い
く
た

め
か
、
「
長
机
」
と
い
う
か
ら

に
は
、
経
師
の
机
よ
り
長
い
形

状
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

（
５
）
小
結

　

以
上
の
よ
う
に
物
品
は
様
々

な
か
た
ち
で
運
用
さ
れ
る
。
表

６
で
示
し
た
ス
タ
ッ
フ
ご
と
に

取
り
扱
う
物
品
の
動
き
を
模
式

図
に
し
た
の
が
図
１
で
あ
る
。

写
経
堂
の
備
品
は
案
主
が
管
理

し
て
い
る
た
め
、
申
請
・
収
納
記
録
の
み
残
り
、
支
給
記
録
は
残
ら
な
い
。
机
な

ど
耐
久
性
の
あ
る
備
品
は
、
造
東
大
寺
司
管
下
の
写
経
所
に
な
る
前
、
光
明
・
皇

后
宮
職
の
写
経
所
時
代
か
ら
引
き
続
き
使
わ
れ
て
き
た
も
の
が
多
数
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
造
石
山
寺
写
経
所
、
始
二
部
一
切
経
が
奉
写
一
切
経
所
に
移
管
さ
れ
た

時
な
ど
、
写
経
す
る
場
や
写
経
所
自
体
の
場
所
が
移
転
す
る
場
合
は
、
多
数
の
備

品
が
準
備
さ
れ
た
り
移
動
し
た
り
す
る
。
こ
れ
ら
の
備
品
は
写
経
事
業
ご
と
に
準

備
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
必
要
に
応
じ
て
随
時
補
充
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
ま
と
め

　

写
経
事
業
に
必
要
な
物
品
は
、
用
度
文
で
見
積
も
り
が
作
成
さ
れ
、
収
納
さ
れ

た
。
写
経
堂
で
は
基
本
的
に
一
切
経
が
書
写
さ
れ
て
お
り
、
必
要
な
物
品
は
随
時

収
納
さ
れ
て
い
た
。
十
分
な
物
品
が
収
納
さ
れ
な
い
間
写
の
個
別
写
経
事
業
も
多

か
っ
た
が
、
案
主
の
采
配
に
よ
り
、
常
写
や
予
算
の
潤
沢
な
間
写
の
物
品
を
転
用

す
る
な
ど
し
て
対
処
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
新
写
経
典
の
材
料
と
な
る
物
品

（
経
紙
や
軸
な
ど
）
は
経
典
と
し
て
完
成
す
る
と
奉
請
さ
れ
る
が
、
写
経
生
た
ち

が
作
業
に
使
う
物
品
（
机
や
硯
、
櫃
な
ど
）
は
、
写
経
堂
の
備
品
と
し
て
長
く
使
用

さ
れ
た
。
筆
・
墨
な
ど
の
消
耗
品
は
写
経
用
紙
数
に
応
じ
て
収
納
さ
れ
る
が
、
一

定
の
使
用
限
度
を
超
え
て
も
、
様
々
な
用
途
に
使
い
続
け
ら
れ
た
。
案
主
は
納

帳
、
充
帳
、
用
帳
な
ど
多
く
の
帳
簿
を
使
っ
て
、
こ
れ
ら
の
物
品
を
管
理
し
た
の

で
あ
る
。

　

写
経
堂
内
は
、
案
主
、
経
師
、
校
生
、
装
潢
そ
れ
ぞ
れ
の
作
業
場
に
わ
か
れ
て

お
り
、
各
〈
座
席
〉
に
必
要
な
物
品
が
備
え
付
け
ら
れ
た
。
写
経
事
業
ご
と
に
写

経
生
の
メ
ン
バ
ー
が
入
れ
替
わ
る
た
び
、
〈
座
席
〉
に
振
り
分
け
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
正
倉
院
文
書
研
究
で
は
、
ど
の
よ
う
に
組
織
が
変
遷
し
て
き
た

か
、
個
別
写
経
事
業
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
な
ど
は
検
討
さ
れ
て
き
た
が
、

写
経
所
の
具
体
的
な
内
部
構
造
を
見
通
す
こ
と
は
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
。
物

品
の
運
用
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
堂
の
内
部
構
造
を
垣
間

見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

本
論
で
は
、
写
経
所
の
物
品
運
用
に
つ
い
て
、
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
を
提
示
し
た
に

す
ぎ
な
い
。
個
々
の
物
品
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
詳
細
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
ま
た
、
時
期
ご
と
の
変
遷
、
写
経
所
組
織
の
変
遷
に
即
し
て
考
え
る

必
要
が
あ
る
。

　

写
経
所
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
ご
と
に
分
業
体
制
を
整
え
た
、
き
わ
め
て
組

織
的
な
経
典
製
作
工
房
で
あ
る
。
造
東
大
寺
司
を
中
心
と
す
る
他
の
造
営
・
造
物

関
係
の
組
織
も
、
同
様
の
体
制
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
写
書
手
・
造
紙
手
・
造

筆
手
な
ど
を
抱
え
る
図
書
寮
は
、
写
経
所
と
よ
く
似
た
性
格
を
持
つ
官
司
と
考
え

ら
れ
、
写
経
所
の
運
営
と
類
似
す
る
点
も
多
い
と
思
わ
れ
る
。
令
外
官
で
あ
る
写

経
所
の
特
殊
性
も
あ
ろ
う
が
、
以
上
の
よ
う
な
堂
の
内
部
構
造
を
念
頭
に
お
い
て

一
般
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
古
代
に
お
け
る
手
工
業
的
な
組
織
の
あ
り
方

を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
事
務
的
な
官
司
と
の
相
違
点
は
今
後

検
討
し
た
い
が
、
奈
良
時
代
の
官
司
が
実
務
レ
ベ
ル
で
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
運

用
さ
れ
て
い
た
か
、
そ
の
一
端
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

【
注
】

（
１
）
栄
原
永
遠
男
ａ
『
奈
良
時
代
の
写
経
と
内
裏
』
（
塙
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
、
同
ｂ

『
奈
良
時
代
写
経
史
研
究
』
（
塙
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
、
同
ｃ
『
正
倉
院
文
書
入

門
』
（
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
一
年
）
、
杉
本
一
樹
『
日
本
古
代
文
書
の
研
究
』

（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）
、
山
下
有
美
『
正
倉
院
文
書
と
写
経
所
の
研
究
』

（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）
な
ど
多
数
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
い

る
。
桑
原
祐
子
「
正
倉
院
文
書
の
訓
読
と
注
釈
請
暇
不
参
解
編
」
（
一
）
（
二
）

（
奈
良
女
子
大
学
二
十
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
報
告
書V

ol.

四
・
九　

二
〇
〇
五

年
、
二
〇
〇
七
年
）
、
宮
川
久
美
「
正
倉
院
文
書
の
訓
読
と
注
釈
月
借
銭
解
編
」
第

一
〜
第
七
分
冊
（
『
奈
良
佐
保
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
十
六
〜
二
十
四
号
、
二
〇

〇
九
年
〜
二
〇
一
七
年
）
は
請
暇
不
参
解
・
月
借
銭
解
に
一
通
ず
つ
訓
読
と
注
釈
を

加
え
た
も
の
で
あ
る
。

（
２
）
奈
良
時
代
に
国
家
的
な
写
経
事
業
を
行
っ
た
機
関
は
、
内
裏
系
統
の
写
経
機
関
と
、

「
写
経
所
文
書
」
が
残
る
皇
后
宮
職
系
統
の
写
経
機
関
が
あ
る
。
組
織
も
名
称
も
さ

ま
ざ
ま
な
変
遷
を
た
ど
る
が
、
本
論
文
で
は
、
史
料
に
名
称
が
明
記
さ
れ
て
い
る
場

合
以
外
は
、
便
宜
的
に
「
写
経
所
」
で
統
一
す
る
。

（
３
）
渡
部
陽
子
ａ
「
正
倉
院
文
書
に
お
け
る
「
荒
紙
」
「
悪
紙
」
」
（
栄
原
永
遠
男
編

『
日
本
古
代
の
王
権
と
社
会
』
塙
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
、
同
ｂ
「
「
下
纏
」
と

「
式
」
「
敷
」
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
二
、
二
〇
一
一
年
）
、
同
ｃ
「
正
倉

院
文
書
に
み
え
る
帙
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
三
、
二
〇
一
三
年
）
、
同
ｄ

「
正
倉
院
文
書
に
み
え
る
浄
衣
」
（
栄
原
永
遠
男
編
『
正
倉
院
文
書
の
歴
史
学
・
国

語
学
的
研
究
│
解
移
牒
案
を
読
み
解
く
│
』
和
泉
書
院
、
二
〇
一
六
年
）
、
同
ｅ

「
正
倉
院
文
書
に
み
え
る
櫃
」
（
栄
原
永
遠
男
・
佐
藤
信
・
吉
川
真
司
編
『
東
大
寺

の
新
研
究
二　

歴
史
の
な
か
の
東
大
寺
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
七
年
）

（
４
）
吉
田
孝
氏
は
、
写
経
事
業
の
予
算
案
を
整
理
し
て
そ
の
形
式
を
提
示
し
た
（
吉
田
孝

「
律
令
時
代
の
交
易
」
（
『
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
三

年
）
）
。
こ
れ
ら
の
予
算
案
は
「
造
東
大
寺
司
解　

申
請
奉
写
経
用
度
物
事
」
と
書

き
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
端
裏
書
や
題
籤
に
は
「
用
度
文
」
と
書
か
れ
た
も
の

が
散
見
さ
れ
る
た
め
、
こ
の
形
式
の
文
書
は
当
時
「
用
度
文
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
な
お
本
論
で
は
、
写
経
事
業
開
始
に
あ
た
っ
て
必
要
な
物
品
類
を
書

き
だ
し
た
も
の
を
「
用
度
文
」
と
し
、
個
別
の
物
品
の
み
を
申
請
す
る
文
書
や
、
写

経
事
業
の
途
中
で
物
品
を
追
加
申
請
す
る
文
書
は
用
度
文
と
は
み
な
さ
な
い
。

（
５
）
『
大
日
本
古
文
書
（
編
年
）
』
一
四
巻
二
九
二
頁
〜
三
〇
〇
頁
。
以
下
『
大
日

古
』
、
一
四
ノ
二
九
二
〜
三
〇
〇
と
略
す
。
ま
た
本
論
文
に
お
い
て
「　

」
で
示
す

史
料
名
は
『
大
日
古
』
の
も
の
、
﹇　

﹈
で
示
す
の
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編

『
正
倉
院
文
書
目
録
』
の
も
の
で
あ
る
。

（
６
）
栄
原
永
遠
男
「
光
明
皇
太
后
没
前
の
写
経
事
業
群
」
（
前
掲
注
１
著
書
ｂ
）

（
７
）
表
５
に
あ
げ
た
物
品
の
う
ち
、
経
紙
・
凡
紙
に
つ
い
て
は
注
３
拙
稿
ａ
・
ｂ
、
帙
は

拙
稿
ｃ
、
浄
衣
は
拙
稿
ｄ
、
櫃
は
拙
稿
ｅ
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
た
。

（
８
）
桑
原
祐
子
「
墨
の
記
述
―
墨
頭
・
墨
端
と
助
数
詞
」
（
『
正
倉
院
文
書
の
国
語
学
的

研
究
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）
、
濱
道
孝
尚
「
写
経
所
に
お
け
る
「
私
書
」

の
書
写
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
三
、
二
〇
一
三
年
）

（
９
）
仁
王
経
疏
一
部
五
巻
の
用
度
文
で
は
、
経
紙
・
凡
紙
、
菟
毛
筆
一
管
半
と
墨
一
挺
を

買
う
た
め
の
銭
を
申
請
し
て
い
る
（
表
２
№
28
、
一
六
ノ
三
七
五
〜
三
七
六
）
。
筆

そ
の
も
の
を
一
管
と
半
分
だ
け
授
受
す
る
と
い
う
の
は
、
物
理
的
に
不
可
能
で
あ

る
。
同
じ
年
に
行
わ
れ
た
梵
網
経
四
十
巻
・
四
分
僧
戒
本
経
十
巻
・
四
分
尼
戒
本
経

十
巻
の
用
度
文
で
は
、
菟
毛
筆
一
管
（
四
十
文
）
を
も
っ
て
写
紙
百
五
十
張
、
墨
一

挺
（
三
十
文
）
を
も
っ
て
写
紙
三
百
張
と
あ
る
（
表
２
№
30
、
一
六
ノ
三
四
二
、
二

五
ノ
三
四
〇
）
。
筆
一
管
と
半
分
だ
と
、
二
百
二
十
五
張
を
写
す
こ
と
が
で
き
、
仁

王
経
疏
で
申
請
さ
れ
た
経
紙
は
百
九
十
一
張
で
あ
る
か
ら
、
十
分
で
あ
る
。
写
経
所

は
、
筆
墨
の
現
物
で
は
な
く
、
菟
毛
筆
一
管
半
の
銭
六
十
文
と
墨
一
挺
の
銭
三
十
文

と
い
う
よ
う
に
、
銭
を
申
請
す
る
こ
と
で
、
用
紙
数
に
応
じ
た
詳
細
な
計
画
を
た
て

る
こ
と
が
で
き
る
。
写
経
事
業
ご
と
に
筆
墨
そ
の
も
の
を
準
備
す
る
の
で
は
な
く
、

必
要
な
銭
を
収
納
し
て
、
写
経
所
の
在
庫
分
を
順
次
使
用
す
る
。
様
々
な
写
経
事
業

を
断
続
的
に
行
う
写
経
所
だ
か
ら
こ
そ
可
能
と
な
る
、
筆
墨
の
合
理
的
な
運
用
方
法

で
あ
る
。

（
10
）
山
下
有
美
「
写
経
機
構
の
内
部
構
造
と
運
営
」
（
前
掲
注
１
著
書
）

（
11
）
栄
原
永
遠
男
『
正
倉
院
文
書
入
門
』
（
前
掲
注
１
著
書
ｃ
）

（
12
）
端
継
に
つ
い
て
は
、
杉
本
一
樹
「
端
継
・
式
敷
・
裹
紙
」
（
前
掲
注
１
著
書
）
。
史

料
上
に
は
〈
仮
軸
〉
に
関
す
る
記
載
は
み
え
な
い
が
、
端
継
の
二
次
利
用
と
考
え
ら

れ
る
続
修
後
集
第
二
二
巻
が
、
軸
付
紙
の
形
状
を
な
す
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
仮
の
軸

が
取
り
付
け
ら
れ
た
と
す
る
。
書
写
中
は
、
巻
首
に
取
り
付
け
ら
れ
た
端
継
が
、
軸

付
紙
と
仮
表
紙
の
役
割
を
兼
ね
た
と
考
え
ら
れ
、
書
写
終
了
後
、
巻
首
に
は
正
式
な

表
紙
が
、
巻
尾
に
は
正
式
な
軸
が
取
り
付
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
13
）
大
隅
亜
希
子
「
装
潢
組
織
の
展
開
と
布
施
支
給
の
変
遷
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』

六
、
一
九
九
九
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

（
大
阪
市
立
大
学
都
市
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
）

─89─

（
４
）

（
５
）

奈良時代写経所の空間構造〔渡部〕

経　師
題　師
装　潢
校　生
瑩　生
史　生
案　主
雑　使
仕　丁
優婆塞
優婆夷

経典の書写
題経の書写（経師のうち能筆者）
経典の装丁
経典の校正
金・銀字の研磨（校生兼任の場合有）
造東大寺司政所との事務連絡
写経所の事務・運営
案主の補佐ほか
調理・紙打など雑務
労役ほか
裁縫ほか

写
経

事
務
局

写
経
生

運
営

雑
用

表１　写経所の構成員（太字：本論の検討対象者）

為
作

継



　
　
は
じ
め
に

　

正
倉
院
文
書
研
究
で
は
、
文
書
論
、
組
織
論
、
個
別
写
経
事
業
な
ど
に
つ
い
て

研
究
が
進
ん
で
い
る
。
写
経
生
に
関
し
て
も
、
月
借
銭
、
請
暇
に
つ
い
て
の
研
究

が
あ
る
。
し
か
し
、
写
経
所
と
は
ど
の
よ
う
な
環
境
で
あ
っ
た
か
、
具
体
的
に
ど

の
よ
う
に
作
業
を
し
て
い
た
か
、
ま
だ
わ
か
っ
て
い
な
い
点
が
多
い
。

　

正
倉
院
文
書
の
大
半
を
占
め
る
「
写
経
所
文
書
」
は
、
写
経
所
に
お
け
る
写
経

事
業
に
関
す
る
文
書
・
帳
簿
類
で
あ
り
、
人
や
物
品
の
や
り
取
り
や
状
況
が
記
載

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
私
は
、
こ
れ
ら
の
文
書
や
帳
簿
類
を
詳
細
に
検
討
す
る

こ
と
に
よ
り
、
い
く
つ
か
の
物
品
に
焦
点
を
当
て
て
そ
の
機
能
を
考
え
て
き
た
。

本
論
で
は
、
物
品
の
申
請
・
収
納
・
支
給
・
使
用
状
況
・
返
却
な
ど
に
つ
い
て
、

写
経
事
業
ご
と
に
整
理
し
な
が
ら
具
体
的
に
検
討
し
、
誰
が
・
い
つ
・
ど
こ
で
・

何
を
・
何
の
た
め
に
・
ど
の
よ
う
に
使
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
写
経
所
の
空
間
構
造
を
見
通
し
た
い
。

　

律
令
制
下
の
役
所
に
つ
い
て
、
組
織
の
具
体
的
な
運
用
ま
で
わ
か
る
史
料
は
、

　
　
　
　

写
経
所
文
書
以
外
に
な
い
。
木
簡
は
貴
重
な
一
次
史
料
だ
が
、
断
片
的
な
情
報
し

か
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
写
経
所
文
書
も
、
全
て
の
文
書
や
帳
簿
群
が
現
存
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
江
戸
末
期
か
ら
明
治
時
代
に
行
わ
れ
た
「
整

理
」
に
よ
っ
て
ば
ら
ば
ら
に
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
原
本
調
査
や
、
史
料
内

容
の
丹
念
な
研
究
成
果
に
よ
り
、
多
く
の
情
報
を
体
系
的
に
得
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

造
東
大
寺
司
管
下
の
写
経
所
は
、
写
経
と
い
う
宗
教
行
為
を
行
う
場
で
あ
る
と

同
時
に
、
分
業
体
制
に
よ
る
組
織
運
営
を
行
う
工
房
的
な
性
格
を
も
つ
役
所
で
も

あ
る
。
写
経
所
文
書
を
使
っ
て
写
経
所
の
内
部
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
図
書
寮
な
ど
他
の
一
般
官
司
に
つ
い
て
も
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

表
１
は
写
経
所
の
構
成
員
と
そ
の
役
割
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
論
で
は
、

正
倉
院
文
書
に
み
え
る
物
品
が
、
写
経
事
業
の
中
で
ど
の
よ
う
に
機
能
し
運
用
さ

れ
て
い
た
か
を
総
合
的
に
考
え
た
い
。
ま
ず
、
用
度
文
（
用
度
申
請
）・
用
残
報
告
や

帳
簿
類
に
よ
り
、
写
経
事
業
に
お
け
る
物
品
の
申
請
・
使
用
状
況
を
検
討
す
る
。

次
に
、
個
別
写
経
事
業
で
使
わ
れ
る
物
品

を
、
そ
の
性
質
ご
と
に
分
別
し
、
職
掌
ご

と
に
整
理
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
奈
良

時
代
の
写
経
所
が
ど
の
よ
う
な
空
間
だ
っ

た
の
か
、
内
部
構
造
を
立
体
的
に
解
明
す

る
た
め
の
見
通
し
を
た
て
た
い
。
な
お
、

広
義
の
写
経
所
と
は
、
写
経
に
関
す
る
作

業
を
行
う
写
経
堂
に
加
え
、
経
師
等
が
生

活
す
る
食
堂
（
料
理
供
養
所
）
、
宿
所
な
ど

も
含
ま
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
様
々
な

物
品
が
使
用
さ
れ
る
が
、
本
論
の
検
討
対
象
は
、
写
経
堂
に
限
定
す
る
。

　
　
一
　
用
度
文
に
み
え
る
物
品

（
１
）
用
度
文

　

個
別
写
経
事
業
を
始
め
る
に
あ
た
り
、
写
経
所
の
事
務
官
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ

た
予
算
案
（
見
積
書
兼
請
求
書
）
が
用
度
文
（
用
度
申
請
）
で
あ
る
。
用
度
文
の
書
き
出

し
は
「
写
経
所
解
」「
写
書
所
解
」
ま
た
は
「
造
東
大
寺
司
解
」
な
ど
と
な
っ
て
お

り
、
写
経
所
の
案
主
が
下
書
き
を
作
成
し
、
造
東
大
寺
司
政
所
で
清
書
さ
れ
、
太
政

官
も
し
く
は
写
経
事
業
の
発
願
主
に
提
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
用
度
文
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
写
経
事
業
を
遂
行
す
る
に
あ
た
っ
て
必
要
と
判
断
さ
れ
た
物
品

が
列
挙
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
典
型
的
な
用
度
文
の
例
と
し
て
、
長
く
な
る
が
【
史

料
一
】
を
あ
げ
る
（
「　

」
は
追
記
、
＊
は
朱
書
き
、
文
字
は
抹
消
、
勾
点
は
省
略
、
波

線
は
筆
者
に
よ
る
）
。

【
史
料
１
】

﹇
東
寺
写
経
所
解
（
案
）
﹈
（
続
修
後
集
五
、
一
四
ノ
二
九
二
〜
三
〇
〇
）

東
寺
写
経
所
解　

申
請
応
奉
写
経
用
度
物
事

合
経
壱
伯
参
拾
伍
部
四
百
五
十
巻　
　
　

　

法
花
経
卌
五
部
三
百
六
十
巻　

 

「
請
随
求
陀
羅
尼
壇
□
」

　

金
剛
般
若
経
卌
五
部
卌
五
巻

　

理
趣
経
卌
五
部
卌
五
巻

応
用
紙
壱
万
玖
伯
参
張

　

経
紙
一
万
三
百
十
張

　
　

九
千
五
百
八
十
五
張
見
写
料

　
　
　

八
千
□
百
張
法
花
経
□
五
部
料
部
別
百
八
十
張

　
　
　

五
百
八
十
五
□
□
剛
般
若
経
卌
五
巻
料
巻
別
十
三
張

　
　
　

九
百
張
理
□
経
卌
五
巻
料
巻
別
廿
張

　
　

二
百
廿
五
張
表
紙
料　
以
一
張
着
二
巻

　

五
百
張
破
料

凡
紙
伍
佰
玖
拾
参
張

　

二
百
五
十
八
張
一
万
三
百
十
張
端
料　
以
一
張
着
卌
張

　

一
百
卅
五
張
敷
紙
并
下
纏
式
料

　

一
百
張
裹
紙
料　
以
一
裹
打
紙
百
張

　

一
百
張
雑
用
料

菟
毛
筆
玖
拾
壱
管　
以
一
管
写
紙
百
五
十
張

墨
参
拾
弐
挺　
以
一
挺
写
紙
三
百
張

界
料
鹿
毛
筆
拾
管

綺
漆
拾
陸
丈
伍
寸 

　

六
十
八
丈
八
尺
五
寸
法
花
経
三
百
六
十
巻
理
趣
経
卌
五
巻
料
巻
別
一
尺
七
寸

　

七
丈
二
尺
金
剛
般
若
経
卌
五
巻
料
巻
別
一
尺
六
寸

扶
壱
佰
参
拾
伍
枚 

各
長
一
尺
七
寸

軸
肆
佰
伍
拾
枚

黄
蘗
弐
佰
肆
拾
伍
斤 

以
一
斤
染
紙
卌
張

橡
壱
斗
伍
升 

以
一
升
染
表
紙
十
五
張

（
以
下
省
略
･
･
･
荒
炭
、
薪
、
銭
（
菟
毛
筆
、
墨
、
鹿
毛
筆
、
生
菜
、
荒
炭
、
薪
）
、

浄
衣
料
（
絁
・
綿
・
細
布
・
調
布
・
祖
布
）
、
木
履
、
菲
）

経
師
肆
拾
伍
人　

装
潢
参
人　

校
生
陸
人　

雑
使
伍
人　

優
婆
夷
壱
人

　

合
陸
拾
人
単
功
弐
仟
伍
拾
陸
人

　

一
千
三
百
六
十
九
人
経
師 

人
別
写
紙
七
張

　

一
百
九
十
一
人
装
潢 

人
別
作
紙
五
十
張

　

二
百
十
六
人
校
生 

人
別
校
紙
六
十
張

　

一
百
五
十
人
雑
使  

卅
日
単

　

卅
人
優
婆
夷  

卅
日
単

米
肆
拾
斛
肆
升

（
以
下
食
料
省
略
…
糯
米
、
塩
、
醤
、
滓
醤
、
末
醤
、
酢
、
海
藻
、
滑
海
藻
、
心
太
、
芥

子
、
胡
麻
油
、
小
麦
、
大
豆
、
小
豆
、
漬
菜
、
漬
薑
）

　　
　

砥
壱
顆

　
　

刀
子
参
柄　

　
　

仕
丁
壱
拾
伍
人

「
不
」
折
薦
畳
玖
拾
枚

　　

以
前
、
応
奉
写
一
百
卅
五
部
之
経
用
度
之
物
、
所
請
如

　

件
、
謹
解

　
　
　
　
　
　

天
平
宝
字
四
年
正
月
十
五
日
主
典
正
八
位
上
安
都
宿
祢「
雄
足
」

　

次
官
従
五
位
下
高
麗
朝
臣
「
大
山
」

　　

【
史
料
一
】
は
天
平
宝
字
四
年
（
七
六
〇
）
に
行
わ
れ
た
法
花
経
四
十
五
部
三
百

六
十
巻
・
金
剛
般
若
経
四
十
五
部
四
十
五
巻
・
理
趣
経
四
十
五
部
四
十
五
巻
（
い
わ

ゆ
る
百
三
十
五
部
経
）
の
用
度
文
で
あ
る
。
こ
の
写
経
事
業
は
光
明
皇
太
后
が
母
の

県
犬
養
三
千
代
の
追
福
の
た
め
に
発
願
し
た
も
の
で
、
天
平
宝
字
四
年
正
月
十
一

日
の
太
師
（
藤
原
仲
麻
呂
）
宣
（
一
四
ノ
三
六
七
）
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

【
史
料
一
】
を
み
て
み
る
と
、
ま
ず
経
典
名
と
巻
数
を
書
き
上
げ
、
写
経
に
必
要

な
紙
（
経
紙
・
凡
紙
）
、
筆
・
墨
、
経
典
の
体
裁
に
関
わ
る
綺
・
帙
・
軸
・
染
料
、

燃
料
、
銭
、
浄
衣
、
人
功
、
食
料
、
仕
丁
、
そ
の
他
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
【
史
料

一
】
は
写
経
所
か
ら
造
東
大
寺
司
に
提
出
さ
れ
、
次
官
の
署
名
を
も
ら
っ
た
が
、

物
品
の
数
量
変
更
の
た
め
写
経
所
に
差
し
戻
さ
れ
、
数
量
の
訂
正
を
朱
で
書
き
込

み
、
そ
れ
を
も
と
に
正
文
を
書
き
直
し
て
提
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
【
史
料

一
】
は
控
え
と
し
て
写
経
所
政
所
に
残
し
、
物
品
の
収
納
時
に
そ
の
日
付
等
に
つ

い
て
追
記
し
、
勾
点
等
を
付
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

写
経
所
文
書
に
み
え
る
用
度
文
の
記
載
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
２
で
あ

る
。
「
写
経
所
文
書
」
に
お
け
る
写
経
関
係
の
現
存
最
古
の
文
書
は
、
藤
原
光
明

子
家
の
神
亀
四
〜
五
年
（
七
二
七
〜
八
）
の
も
の
だ
が
（
一
ノ
三
八
一
〜
三
八
三
）
、

表
２
の
よ
う
に
、
現
存
す
る
用
度
文
は
天
平
二
十
年
（
七
四
八
）
の
も
の
が
初
見
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
天
平
末
年
頃
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、
用
度
文
の
形
式
が
あ

る
程
度
確
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
用
度
文
の
多
く
に
は
、
筆
墨
等
に
つ
い
て
、

申
請
物
品
を
列
挙
し
た
項
と
、
申
請
す
る
銭
の
用
途
を
列
挙
し
た
部
分
の
両
方
に

記
載
が
み
え
る
。
二
カ
所
の
筆
墨
の
数
量
は
同
じ
で
あ
り
、
な
ぜ
重
複
し
て
記
載

し
て
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
書
き
方
は
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
他
の
項
目

や
物
品
の
書
き
方
で
も
、
順
序
が
入
れ
替
わ
っ
た
り
物
品
の
種
類
が
増
減
し
た
り

す
る
も
の
の
、
一
定
の
形
式
が
み
ら
れ
る
。
題
籤
軸
が
つ
け
ら
れ
て
写
経
事
業
終

了
後
も
保
管
さ
れ
た
用
度
文
も
あ
る
の
で
、
案
主
が
次
の
写
経
事
業
の
用
度
文
を

作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
見
本
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

【
史
料
一
】
は
表
２
№
15
に
あ
た
る
が
、
記
載
さ
れ
た
物
品
の
種
類
を
比
較
す

る
と
、
典
型
的
な
用
度
文
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
用
度
文
に
記
載
さ
れ
た

内
容
に
は
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
特
に
食
料
・
雑
器
な
ど
数
多
く
の
物
品
を
請
求
し
た

も
の
と
、
経
典
の
書
写
に
必
要
最
低
限
の
物
品
で
あ
る
紙
筆
墨
の
み
の
請
求
に
と

ど
ま
る
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
前
者
は
表
２
№
24
大
般
若
経
二
部
千
二
百
巻
、
後

者
は
№
13
心
経
百
巻
や
№
28
仁
王
経
疏
一
部
五
巻
の
写
経
事
業
の
用
度
文
に
み
ら

れ
る
。
案
主
に
は
、
経
典
何
巻
・
経
紙
何
張
の
写
経
な
ら
ば
、
ど
の
物
品
・
人
員

が
ど
れ
だ
け
必
要
か
と
い
う
目
安
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
用
度
文

で
何
を
ど
れ
だ
け
申
請
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
請
求
先
で
あ
る
発
願
者
の
意

向
、
写
経
の
重
要
度
や
緊
急
度
な
ど
に
よ
り
、
調
整
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

管
見
の
限
り
奈
良
時
代
に
は
四
百
以
上
の
写
経
事
業
が
行
わ
れ
な
が
ら
、
用
度

文
が
三
十
四
例
し
か
現
存
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
全
て
の
写
経
事
業
に
お
い
て

用
度
文
が
作
成
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

用
度
文
が
現
存
し
な
い
写
経
事
業
で
も
、
造
東
大
寺
司
や
内
裏
な
ど
か
ら
写
経
に

必
要
な
物
品
が
収
納
さ
れ
て
い
る
例
は
多
い
。
総
合
的
な
用
度
文
が
作
成
さ
れ
な

く
て
も
、
「
筆
墨
申
請
」
な
ど
個
別
に
物
品
の
申
請
文
書
を
作
成
し
、
写
経
所
に

必
要
な
物
品
が
収
納
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
写
経
事
業
終
了
後
、
決
算
と
し
て
物
品
の
用
残
報
告
が
作
成
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
。
用
度
文
と
用
残
報
告
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
申
請
さ
れ
た
物
品
が
、

実
際
は
ど
れ
だ
け
収
納
さ
れ
て
使
用
さ
れ
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

用
度
文
と
用
残
報
告
が
共
に
現
存
す
る
の
は
、
前
述
の
天
平
宝
字
四
年
の
百
三

十
五
部
経
と
、
天
平
宝
字
六
〜
七
年
（
七
六
二
〜
三
）
の
大
般
若
経
二
部
千
二
百
巻
の

写
経
事
業
で
あ
る
。
表
３
に
あ
げ
た
百
三
十
五
部
経
に
よ
る
と
、
用
度
文
と
用
残

報
告
の
数
量
が
一
致
す
る
の
は
わ
ず
か
六
品
目
だ
け
で
あ
る
。
用
度
文
は
あ
く
ま

で
計
画
で
あ
り
、
実
際
に
収
納
さ
れ
た
物
品
の
量
や
種
類
が
か
な
り
異
な
る
こ
と

が
わ
か
る
。
特
に
銭
の
場
合
、
収
納
さ
れ
た
銭
の
用
途
は
、
あ
る
程
度
案
主
の
采

配
に
任
せ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
食
料
、
食
膳
・
調
理
用
具
な
ど
は
、
食

　
　
　

　
　
　

事
の
メ
ニ
ュ
ー
や
備
品
の
不
足
具
合
に
応
じ
て
、
変
更
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
２
）
個
別
の
物
品

　

写
経
事
業
に
お
い
て
は
、
様
々
な
文
書
が
や
り
と
り
さ
れ
、
帳
簿
類
が
活
用
さ

れ
る
。
前
述
の
百
三
十
五
部
経
で
は
、
表
４
に
あ
げ
た
よ
う
な
関
係
史
料
が
残
っ

て
い
る
。
用
度
文
（
c
）
、
銭
用
帳
（
e
）
、
充
装
潢
帳
（
g
）
（
n
）
、
充
紙
筆
墨

帳
（
h
）
、
充
本
帳
（
i
）
、
校
帳
（
m
）
、
手
実
帳
（
l
）
、
布
施
申
請
（
o
）
、

用
残
報
告
（
x
）
と
い
っ
た
他
の
個
別
写
経
事
業
に
も
共
通
す
る
形
式
の
も
の
が
一

通
り
そ
ろ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
複
数
の
帳
簿
類
が
現
存
す
る
お
か
げ
で
、
ひ

と
つ
だ
け
の
史
料
で
は
判
明
し
な
い
物
品
の
動
き
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

た
と
え
ば
、
用
度
文
（
c
）
で
は
綺
八
十
丈
一
尺
、
軸
四
百
五
十
枚
が
現
物
で
請

求
さ
れ
て
い
る
が
、
書
写
が
終
了
し
布
施
申
請
（
o
）
も
提
出
さ
れ
た
後
に
よ
う
や

く
、
写
経
所
別
当
の
安
都
雄
足
か
ら
「
彼
一
百
三
十
五
部
経
綺
軸
、
以
其
残
、
令

買
市
頭
（
軸
朱
頂
）
」
と
指
示
が
出
た
（
r
）
。
写
経
所
で
は
そ
れ
ら
を
購
入
し
て

一
千
五
十
文
（
綺
七
十
丈
直
）
、
三
百
六
十
文
（
朱
頂
軸
四
百
五
十
枚
直
）
を
請
求
し

た
が
（
s
）
、
用
残
報
告
（
x
）
で
は
、
用
い
た
銭
の
内
訳
の
項
に
、
一
貫
五
十
文

（
綺
七
十
丈
直
）
、
二
百
八
十
八
文
（
朱
頂
軸
三
百
六
十
枚
直
）
と
あ
る
。
残
り
九
十

本
分
の
朱
頂
軸
の
銭
が
最
終
的
に
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
た
の
か
現
存
の
史
料
で

は
わ
か
ら
な
い
。
綺
緒
に
つ
い
て
は
、
用
度
文
（
c
）
で
は
法
花
経
と
理
趣
経
は
巻

別
一
丈
八
尺
、
金
剛
般
若
経
は
巻
別
一
丈
六
尺
と
し
て
、
合
計
八
十
丈
一
尺
が
計

上
さ
れ
た
。
緒
の
長
さ
の
差
は
、
一
巻
平
均
二
十
二
，
五
張
の
法
花
経
と
一
巻
二

十
張
の
理
趣
経
、
そ
し
て
一
巻
十
三
張
の
金
剛
般
若
経
と
い
う
、
一
巻
あ
た
り
の

経
紙
の
予
定
枚
数
か
ら
わ
か
る
巻
物
の
太
さ
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
。
綺
に
つ

い
て
も
七
十
丈
分
の
銭
し
か
支
出
さ
れ
ず
、
各
巻
に
は
予
定
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
少
し

短
い
緒
が
取
り
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
写
経
所
文
書
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
写
経
事
業
ご
と
に
整
理
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
用
度
文
・
収
納
帳
・
用
帳
・
充
帳
・
用
残
報
告
等
に
み
え
る
物
品

に
つ
い
て
、
一
連
の
運
用
状
況
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ど
の
よ
う
な
物
品

を
ど
れ
だ
け
請
求
す
る
予
定
だ
っ
た
の
か
、
実
際
に
は
ど
れ
だ
け
収
納
さ
れ
た
の

か
、
い
つ
誰
が
ど
の
よ
う
に
用
い
た
の
か
、
ど
れ
だ
け
使
用
し
て
ど
れ
だ
け
残

り
、
ど
れ
だ
け
返
上
し
た
の
か
、
ま
た
は
別
の
写
経
事
業
に
転
用
し
た
の
か
。
全

て
の
写
経
事
業
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
ま
だ
で
き
て
い
な
い
が
、
現
時
点
で

わ
か
る
範
囲
で
、
経
典
の
書
写
に
直
接
関
わ
る
物
品
の
特
徴
を
あ
げ
た
の
が
表
５

で
あ
る
。

　

常
写
や
間
写
の
①
経
紙
（
○
番
号
は
表
５
に
対
応
）
は
、
﹇
間
紙
検
定
并
便
用
帳
﹈

（
九
ノ
三
六
七
〜
三
七
〇
+
九
ノ
三
七
〇
〜
三
八
〇
+
三
ノ
四
八
五
〜
四
八
六
+
一
一
ノ
三

六
四
〜
三
六
六
）
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
紙
の
種
類
や
色
、
枚
数
が
細
か

く
記
載
さ
れ
、
あ
る
経
典
に
使
用
す
る
紙
が
ど
こ
か
ら
収
納
さ
れ
た
の

か
、
も
し
く
は
ど
の
写
経
事
業
の
紙
を
転
用
し
た
の
か
、
残
紙
を
ど
の
写

経
事
業
に
転
用
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
管
理
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て

②
凡
紙
は
、
す
べ
て
の
写
経
事
業
に
お
い
て
申
請
・
収
納
さ
れ
た
わ
け
で

は
な
く
、
写
経
所
内
で
臨
機
応
変
に
再
利
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ

る
。
③
筆
墨
は
、
支
給
・
返
上
記
録
が
細
か
く
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
て
い
た
も

の
の
、
ま
だ
ま
だ
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
多
い
。
筆
墨
の
請
求

や
支
給
は
現
物
と
銭
の
場
合
が
両
方
あ
る
が
、
銭
で
請
求
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
各
写
経
事
業
ご
と
の
財
政
と
使
用
実
態
と
を
、
効
率
的
に
調
整
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
⑦
櫃
に
は
、
カ
ギ
や
据
え
付
け
る
机
が
付
属
し

た
経
典
奉
請
用
の
櫃
、
経
紙
な
ど
の
物
品
を
移
動
す
る
た
め
の
櫃
、
写
経

所
内
で
物
品
を
保
管
す
る
た
め
の
櫃
な
ど
が
あ
る
。
な
か
で
も
小
明
櫃

は
、
各
経
師
が
写
経
中
の
経
巻
を
納
入
す
る
の
に
使
用
す
る
た
め
、
経
師

の
人
数
分
請
求
さ
れ
る
が
、
紙
筆
墨
と
違
っ

て
個
人
に
支
給
さ
れ
た
記
録
が
な
い
。
⑨
硯

も
ま
れ
に
用
度
文
で
請
求
さ
れ
る
場
合
は
、

経
師
一
人
に
つ
き
ひ
と
つ
と
い
う
意
識
が
あ

る
よ
う
だ
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
分
配

さ
れ
て
い
た
の
か
わ
か
ら
な
い
。

（
３
）
小
結

　

そ
れ
ぞ
れ
の
写
経
事
業
の
用
度
文
か
ら

は
、
ど
の
よ
う
な
物
品
が
写
経
事
業
に
必
要

で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
。
用
度
文
に
計
上
さ

れ
た
物
品
は
あ
く
ま
で
見
積
も
り
で
あ
り
、

帳
簿
類
と
比
較
検
討
す
る
と
、
実
際
に
納
入

さ
れ
て
写
経
所
で
使
用
さ
れ
た
数
量
や
種
類

は
異
な
る
。
し
か
し
そ
の
相
違
点
か
ら
、
物

品
運
用
の
計
画
と
実
態
が
浮
き
彫
り
と
な
る

の
で
あ
る
。

　

筆
墨
申
請
、
充
紙
筆
墨
、
充
本
、
手
実
、

行
事
、
上
日
、
布
施
申
請
な
ど
に
は
、
写
経

生
の
個
人
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
史
料
か
ら
、
各
写
経
生
が
ど
の
よ
う
な
物

品
を
使
用
し
て
写
経
事
業
を
行
っ
た
か
が
わ

か
る
が
、
基
本
的
に
手
本
と
す
る
本
経
と
紙

筆
墨
の
支
給
・
返
上
、
担
当
経
巻
の
用
紙
数
（
正
用
・
空
破
・
返
上
）
し
か
記
入
さ

れ
て
い
な
い
。

　

写
経
堂
で
使
わ
れ
る
物
品
の
な
か
で
、
経
紙
な
ど
新
写
経
典
に
使
用
さ
れ
る
も

の
は
、
写
経
事
業
ご
と
に
収
納
さ
れ
、
余
れ
ば
紙
一
枚
・
筆
一
本
単
位
で
細
か
く

チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
て
返
上
し
、
他
の
写
経
事
業
に
転
用
す
る
場
合
は
便
用
記
録
が
あ

る
。
し
か
し
、
机
や
小
明
櫃
な
ど
は
、
少
量
で
は
あ
る
が
写
経
所
に
収
納
さ
れ
て

い
る
の
に
、
写
経
生
の
個
人
あ
て
に
支
給
記
録
が
な
い
。
硯
や
そ
れ
に
類
す
る
も

の
、
装
潢
・
校
生
の
墨
な
ど
も
、
確
実
に
使
用
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
支
給

記
録
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
物
品
ご
と
の
運
用
状
況
の
違
い
に
注
目
し
て
検
討
す

る
こ
と
で
、
写
経
堂
の
内
部
構
造
が
み
え
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
二
　
写
経
所
に
お
け
る
物
品
の
運
用

　

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
各
写
経
事
業
ご
と
に
収
納
さ
れ
る
物
品
と
、
ま

れ
に
し
か
収
納
さ
れ
な
い
物
品
、
ま
た
個
々
の
写
経
生
あ
て
の
支
給
記
録
が
あ
る

物
品
と
支
給
記
録
が
な
い
物
品
が
あ
る
。

　

写
経
事
業
で
は
、
案
主
が
作
業
の
段
階
に

応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
帳
簿
を
作
成
し
管
理
す

る
。
経
紙
や
筆
墨
の
支
給
返
却
記
録
が
徹
底

し
て
い
る
の
は
、
最
後
に
手
実
と
照
ら
し
合

わ
せ
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
り
、
布
施
支
給

と
直
結
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に

対
し
て
、
耐
久
性
の
あ
る
硯
や
机
、
小
明
櫃

な
ど
は
、
写
経
事
業
ご
と
に
交
換
す
る
必
要
は
な
く
誰
が
使
っ
て
も
問
題
は
な

い
。

　

写
経
生
個
人
に
支
給
・
返
却
す
る
帳
簿
が
な
い
物
品
は
、
写
経
事
業
ご
と
に
メ

ン
バ
ー
が
入
れ
替
わ
る
写
経
生
個
人
に
支
給
す
る
の
で
は
な
く
、
経
師
・
校
生
・

装
潢
の
作
業
場
所
、
こ
れ
を
仮
に
〈
座
席
〉
と
呼
称
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
〈
座

席
〉
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
個
人
あ
て
の
支
給
記
録

が
な
い
の
は
、
写
経
生
個
人
に
支
給
し
た
の
で
は
な
く
、
案
主
が
管
理
す
る
写
経

堂
の
各
〈
座
席
〉
に
割
り
当
て
た
物
品
だ
か
ら
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
職
掌
ご
と

に
、
前
章
で
抽
出
し
た
物
品
の
性
質
を
整
理
し
、
〈
座
席
〉
で
運
用
さ
れ
た
物
品

を
検
討
し
て
み
た
い
（
表
６
）
。

（
１
）
案
主

　

案
主
は
、
常
写
・
間
写
・
私
願
経
書
写
、
経
典
の
確
保
や
出
納
な
ど
、
写
経
所

の
運
営
・
管
理
を
同
時
に
遂
行
す
る
。
写
経
事
業
別
、
用
途
別
に
多
数
の
帳
簿
や

報
告
書
を
作
成
し
、
写
経
生
や
物
品
を
効
率
的
に
管
理
し
て
い
た
。

　

写
経
所
は
堂
（
作
業
場
）
と
曹
司
（
事
務
局
）
か
ら
構
成
さ
れ
、
他
の
律
令
官

司
、
特
に
作
業
場
の
必
要
な
現
業
官
司
で
も
同
じ
よ
う
な
構
造
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
造
東
大
寺
司
か
ら
写
経
所
に
配
属
さ
れ
た
案
主
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
担

当
を
分
担
し
、
共
同
で
運
営
す
る
体
制
で
あ
っ
た
。
案
主
曹
司
（
案
主
曹
所
・
案
主

所
）
に
は
櫃
が
あ
り
、
櫃
記
等
に
記
載
す
る
こ
と
で
物
品
を
種
類
別
に
管
理
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
（
八
ノ
五
八
〇
、
一
〇
ノ
四
四
五
）
。
こ
の
櫃
に
は
内
裏
や
造
東
大

寺
司
か
ら
収
納
さ
れ
た
物
品
や
、
写
経
生
か
ら
返
上
さ
れ
た
物
品
が
納
め

ら
れ
て
い
た
。
金
字
経
の
時
に
瑩
生
（
校
生
が
兼
任
す
る
場
合
あ
り
）
が
使
用

す
る
猪
牙
な
ど
、
特
別
な
場
合
に
し
か
使
用
し
な
い
も
の
は
、
案
主
が
保

管
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
案
主
の
〈
座
席
〉
は
堂
と
曹
司
の
両
方

に
あ
り
、
適
宜
使
い
分
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

栄
原
永
遠
男
氏
は
、
写
経
所
の
事
務
局
に
設
置
さ
れ
た
〈
反
古
箱
〉
と

い
う
概
念
を
想
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
案
主
の
手
元
に
置
か
れ
た
櫃
や

〈
反
古
箱
〉
な
ど
に
整
理
さ
れ
た
凡
紙
、
反
古
紙
の
使
い
方
に
は
、
そ
の

残
存
状
況
か
ら
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
一
定
の
ル
ー
ル
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

白
紙
（
表
裏
と
も
未
使
用
）
の
凡
紙
は
、
「
公
文
料
」
と
し
て
提
出
文
書

や
帳
簿
作
成
に
使
用
さ
れ
た
。
ま
た
写
経
生
の
手
実
等
の
作
成
の
た
め
に

も
使
用
さ
れ
た
。
つ
ぎ
に
、
端
継
・
裹
紙
な
ど
に
使
用
さ
れ
た
あ
と
の
白

紙
の
反
古
紙
は
、
案
主
の
手
元
に
返
却
さ
れ
た
場
合
は
、
帳
簿
作
成
や
写

経
生
の
手
実
等
作
成
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た
。
紙
が
短
く
切
断
さ
れ
て
い

た
り
、
多
少
し
わ
に
な
っ
た
り
も
し
て
い
る
が
、
写
経
所
内
で
の
帳
簿
類

に
使
用
す
る
に
は
十
分
の
状
態
で
あ
ろ
う
。
一
次
利
用
さ
れ
、
背
面
の
み

空
白
の
反
古
紙
は
、
案
主
の
手
元
で
帳
簿
作
成
に
使
用
さ
れ
た
。
一
次
面
の
情
報

は
す
で
に
必
要
な
く
、
破
棄
さ
れ
た
と
は
い
え
、
表
裏
が
混
同
し
て
は
い
け
な
い

と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
た
め
か
、
写
経
生
に
配
布
し
て
手
実
等
を
書
か
せ
る
こ
と

は
な
く
、
案
主
の
責
任
の
も
と
で
新
た
に
貼
り
継
が
れ
、
二
次
利
用
さ
れ
た
よ
う
で

あ
る
。
つ
ま
り
、〈
反
古
箱
〉
の
中
は
、
そ
の
状
態
に
よ
っ
て
区
分
け
が
さ
れ
、
使

用
目
的
が
分
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
経
師
等
の
浄
衣
は
用
度
文
や
収
納
帳
等
に
散
見
さ
れ
る
が
、
案
主
の
浄
衣

に
つ
い
て
は
写
経
所
文
書
中
の
記
載
例
が
非
常
に
少
な
い
。
経
師
等
が
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
単
位
に
召
集
さ
れ
る
非
常
勤
職
員
だ
っ
た
の
に
対
し
、
案
主
は
造
東
大
寺
司
か

ら
定
期
的
に
浄
衣
を
受
け
取
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
用
度
文
の

人
功
の
部
分
に
も
、
経
師
・
装
潢
・
校
生
・
題
師
・
雑
使
・
膳
部
・
駆
使
丁
な
ど
は
あ

げ
ら
れ
る
が
、
案
主
は
計
上
さ
れ
な
い
。
案
主
は
、
写
経
事
業
を
管
理
す
る
側
の
ス

タ
ッ
フ
で
あ
り
、
個
別
写
経
事
業
の
予
算
に
は
組
み
込
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
。

（
２
）
経
師

　

経
師
の
中
核
を
占
め
る
の
は
い
く
つ
も
の
写
経
事
業
に
携
わ
る
経
験
者
だ
が
、

写
経
事
業
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
単
位
で
あ
り
、
作
業
が
な
い
と
き
は
も
と
の
所
属
に

戻
っ
た
り
、
別
の
写
経
所
に
出
向
し
た
り
す
る
。
大
量
の
写
経
事
業
の
時
は
、
あ

ち
こ
ち
に
招
集
が
か
け
ら
れ
、
写
経
生
が
か
き
集
め
ら
れ
た
。
同
時
期
に
常
写
と

間
写
を
掛
け
持
ち
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
経
師
忍
海
広
次
は
、
天
平
勝
宝
五
年

（
七
五
三
）
八
月
八
日
か
ら
二
十
七
日
ま
で
は
法
花
経
一
部
の
経
紙
を
支
給
さ
れ
、

そ
れ
が
終
わ
る
と
す
ぐ
に
八
月
二
十
九
日
か
ら
九
月
十
九
日
に
か
け
て
、
別
の
写

経
事
業
で
あ
る
八
十
花
厳
経
一
部
の
経
紙
を
支
給
さ
れ
て
い
る
（
一
〇
ノ
五
六

六
）
。
ベ
テ
ラ
ン
の
経
師
で
あ
る
忍
海
広
次
は
、
案
主
に
よ
っ
て
休
む
間
も
な
く
次

か
ら
次
へ
と
写
経
事
業
に
割
り
当
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

経
師
は
写
経
事
業
ご
と
に
〈
座
席
〉
に
振
り
分
け
ら
れ
、
小
明
櫃
に
本
経
と
新

写
経
典
を
入
れ
、
下
纏
に
筆
墨
な
ど
の
用
具
を
ま
と
め
て
保
管
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
経
師
は
、
各
〈
座
席
〉
に
備
え
付
け
ら
れ
た
硯
や
小
明
櫃
と
、
案
主
か
ら
配

布
さ
れ
た
式
・
敷
・
下
纏
を
使
い
、
写
経
事
業
ご
と
に
支
給
さ
れ
る
経
紙
と
筆
墨

を
用
い
て
書
写
し
た
の
で
あ
る
。

　

机
に
関
す
る
記
載
は
非
常
に
少
な
い
が
、
経
師
が
書
写
す
る
の
に
使
っ
た
机
と

し
て
は
、
「
書
机
」
が
あ
げ
ら
れ
る
（
六
ノ
三
八
六
）
。
宝
亀
三
年
（
七
七
二
）
、
始

二
部
一
切
経
が
奉
写
先
一
切
経
司
よ
り
奉
写
一
切
経
所
へ
移
管
さ
れ
る
に
あ
た
っ

て
、
使
い
か
け
の
物
品
が
ま
と
め
て
収
納
さ
れ
た
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
ひ
と

つ
の
経
巻
を
複
数
人
で
写
す
場
合
も
あ
り
、
写
経
事
業
ご
と
に
割
り
当
て
ら
れ
た

区
画
の
〈
座
席
〉
に
ま
と
ま
っ
て
座
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
３
）
装
潢

　

装
潢
と
は
、
天
平
か
ら
宝
亀
年
間
ま
で
約
三
十
年
も
写
経
所
文
書
に
み
え
る
能

登
忍
人
な
ど
、
比
較
的
特
定
の
者
が
長
期
間
務
め
る
専
門
技
術
職
で
あ
る
。
装
潢

作
業
の
四
工
程
と
し
て
、
経
を
書
写
す
る
前
に
行
う
継
・
打
・
界
と
、
書
写
後
に

行
う
装
書
が
あ
る
。
継
と
は
、
書
写
す
る
経
巻
の
張
数
に
合
わ
せ
て
大
豆
糊
で
経

紙
を
貼
り
継
い
で
、
巻
首
（
巻
尾
に
も
付
け
た
可
能
性
あ
り
）
に
端
継
紙
を
貼
り
継

ぎ
、〈
仮
軸
〉
を
付
け
る
。
打
と
は
、
経
巻
を
紙
打
石
な
ど
で
た
た
い
て
、
紙
の
緊

密
度
、
平
滑
度
を
高
め
、
滲
み
を
お
さ
え
る
。
界
と
は
、
縦
横
の
界
線
を
引
く
作

業
で
あ
る
。
書
写
・
校
正
終
了
後
、
端
継
紙
を
取
り
外
し
、
表
紙
付
け
、
端
切
、

軸
付
け
、
緒
付
け
を
す
る
の
が
装
書
で
あ
る
。

　

装
潢
に
は
何
千
張
の
紙
が
一
度
に
充
て
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
、
仕
事
内
容
が
多

岐
に
渡
る
た
め
用
具
も
多
く
、
あ
る
程
度
広
い
作
業
空
間
が
必
要
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
装
潢
の
指
示
の
も
と
、
仕
丁
が
紙
打
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
天
平
十
一

年
頃
〜
勝
宝
初
年
頃
に
は
「
装
潢
所
」
が
み
え
、
紙
打
を
行
う
「
紙
屋
」
が
天
平

十
七
年
後
半
〜
十
八
年
頃
設
置
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。

　

端
継
紙
や
仮
帙
、
〈
仮
軸
〉
な
ど
は
、
装
潢
が
写
経
開
始
に
あ
た
っ
て
取
り
付

け
た
も
の
を
、
書
写
終
了
後
に
取
り
外
す
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
再
利
用
す
る
と
い

う
、
装
潢
を
中
心
と
し
た
作
業
用
備
品
の
サ
イ
ク
ル
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
は
案
主
の
管
理
下
に
は
な
い
物
品
の
動
き
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
案
主
が
管

理
す
る
帳
簿
に
は
記
載
さ
れ
ず
、
写
経
所
文
書
に
は
残
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

（
４
）
校
生

　

校
正
は
、
基
本
的
に
別
々
の
校
生
が
二
回
行
う
。
案
主
や
経
師
、
装
潢
な
ど
が

兼
任
す
る
こ
と
も
あ
る
。

　

宝
亀
三
年
に
奉
写
先
一
切
経
司
よ
り
奉
写
一
切
経
所
へ
収
納
さ
れ
た
も
の
の
な

か
に
「
校
書
長
机
」
（
六
ノ
三
八
六
）
が
み
え
る
。
本
経
と
新
写
経
典
を
大
き
く
広

げ
て
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
い
く
た

め
か
、
「
長
机
」
と
い
う
か
ら

に
は
、
経
師
の
机
よ
り
長
い
形

状
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

（
５
）
小
結

　

以
上
の
よ
う
に
物
品
は
様
々

な
か
た
ち
で
運
用
さ
れ
る
。
表

６
で
示
し
た
ス
タ
ッ
フ
ご
と
に

取
り
扱
う
物
品
の
動
き
を
模
式

図
に
し
た
の
が
図
１
で
あ
る
。

写
経
堂
の
備
品
は
案
主
が
管
理

し
て
い
る
た
め
、
申
請
・
収
納
記
録
の
み
残
り
、
支
給
記
録
は
残
ら
な
い
。
机
な

ど
耐
久
性
の
あ
る
備
品
は
、
造
東
大
寺
司
管
下
の
写
経
所
に
な
る
前
、
光
明
・
皇

后
宮
職
の
写
経
所
時
代
か
ら
引
き
続
き
使
わ
れ
て
き
た
も
の
が
多
数
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
造
石
山
寺
写
経
所
、
始
二
部
一
切
経
が
奉
写
一
切
経
所
に
移
管
さ
れ
た

時
な
ど
、
写
経
す
る
場
や
写
経
所
自
体
の
場
所
が
移
転
す
る
場
合
は
、
多
数
の
備

品
が
準
備
さ
れ
た
り
移
動
し
た
り
す
る
。
こ
れ
ら
の
備
品
は
写
経
事
業
ご
と
に
準

備
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
必
要
に
応
じ
て
随
時
補
充
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
ま
と
め

　

写
経
事
業
に
必
要
な
物
品
は
、
用
度
文
で
見
積
も
り
が
作
成
さ
れ
、
収
納
さ
れ

た
。
写
経
堂
で
は
基
本
的
に
一
切
経
が
書
写
さ
れ
て
お
り
、
必
要
な
物
品
は
随
時

収
納
さ
れ
て
い
た
。
十
分
な
物
品
が
収
納
さ
れ
な
い
間
写
の
個
別
写
経
事
業
も
多

か
っ
た
が
、
案
主
の
采
配
に
よ
り
、
常
写
や
予
算
の
潤
沢
な
間
写
の
物
品
を
転
用

す
る
な
ど
し
て
対
処
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
新
写
経
典
の
材
料
と
な
る
物
品

（
経
紙
や
軸
な
ど
）
は
経
典
と
し
て
完
成
す
る
と
奉
請
さ
れ
る
が
、
写
経
生
た
ち

が
作
業
に
使
う
物
品
（
机
や
硯
、
櫃
な
ど
）
は
、
写
経
堂
の
備
品
と
し
て
長
く
使
用

さ
れ
た
。
筆
・
墨
な
ど
の
消
耗
品
は
写
経
用
紙
数
に
応
じ
て
収
納
さ
れ
る
が
、
一

定
の
使
用
限
度
を
超
え
て
も
、
様
々
な
用
途
に
使
い
続
け
ら
れ
た
。
案
主
は
納

帳
、
充
帳
、
用
帳
な
ど
多
く
の
帳
簿
を
使
っ
て
、
こ
れ
ら
の
物
品
を
管
理
し
た
の

で
あ
る
。

　

写
経
堂
内
は
、
案
主
、
経
師
、
校
生
、
装
潢
そ
れ
ぞ
れ
の
作
業
場
に
わ
か
れ
て

お
り
、
各
〈
座
席
〉
に
必
要
な
物
品
が
備
え
付
け
ら
れ
た
。
写
経
事
業
ご
と
に
写

経
生
の
メ
ン
バ
ー
が
入
れ
替
わ
る
た
び
、
〈
座
席
〉
に
振
り
分
け
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
正
倉
院
文
書
研
究
で
は
、
ど
の
よ
う
に
組
織
が
変
遷
し
て
き
た

か
、
個
別
写
経
事
業
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
な
ど
は
検
討
さ
れ
て
き
た
が
、

写
経
所
の
具
体
的
な
内
部
構
造
を
見
通
す
こ
と
は
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
。
物

品
の
運
用
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
堂
の
内
部
構
造
を
垣
間

見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

本
論
で
は
、
写
経
所
の
物
品
運
用
に
つ
い
て
、
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
を
提
示
し
た
に

す
ぎ
な
い
。
個
々
の
物
品
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
詳
細
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
ま
た
、
時
期
ご
と
の
変
遷
、
写
経
所
組
織
の
変
遷
に
即
し
て
考
え
る

必
要
が
あ
る
。

　

写
経
所
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
ご
と
に
分
業
体
制
を
整
え
た
、
き
わ
め
て
組

織
的
な
経
典
製
作
工
房
で
あ
る
。
造
東
大
寺
司
を
中
心
と
す
る
他
の
造
営
・
造
物

関
係
の
組
織
も
、
同
様
の
体
制
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
写
書
手
・
造
紙
手
・
造

筆
手
な
ど
を
抱
え
る
図
書
寮
は
、
写
経
所
と
よ
く
似
た
性
格
を
持
つ
官
司
と
考
え

ら
れ
、
写
経
所
の
運
営
と
類
似
す
る
点
も
多
い
と
思
わ
れ
る
。
令
外
官
で
あ
る
写

経
所
の
特
殊
性
も
あ
ろ
う
が
、
以
上
の
よ
う
な
堂
の
内
部
構
造
を
念
頭
に
お
い
て

一
般
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
古
代
に
お
け
る
手
工
業
的
な
組
織
の
あ
り
方

を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
事
務
的
な
官
司
と
の
相
違
点
は
今
後

検
討
し
た
い
が
、
奈
良
時
代
の
官
司
が
実
務
レ
ベ
ル
で
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
運

用
さ
れ
て
い
た
か
、
そ
の
一
端
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

【
注
】

（
１
）
栄
原
永
遠
男
ａ
『
奈
良
時
代
の
写
経
と
内
裏
』
（
塙
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
、
同
ｂ

『
奈
良
時
代
写
経
史
研
究
』
（
塙
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
、
同
ｃ
『
正
倉
院
文
書
入

門
』
（
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
一
年
）
、
杉
本
一
樹
『
日
本
古
代
文
書
の
研
究
』

（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）
、
山
下
有
美
『
正
倉
院
文
書
と
写
経
所
の
研
究
』

（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）
な
ど
多
数
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
い

る
。
桑
原
祐
子
「
正
倉
院
文
書
の
訓
読
と
注
釈
請
暇
不
参
解
編
」
（
一
）
（
二
）

（
奈
良
女
子
大
学
二
十
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
報
告
書V

ol.

四
・
九　

二
〇
〇
五

年
、
二
〇
〇
七
年
）
、
宮
川
久
美
「
正
倉
院
文
書
の
訓
読
と
注
釈
月
借
銭
解
編
」
第

一
〜
第
七
分
冊
（
『
奈
良
佐
保
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
十
六
〜
二
十
四
号
、
二
〇

〇
九
年
〜
二
〇
一
七
年
）
は
請
暇
不
参
解
・
月
借
銭
解
に
一
通
ず
つ
訓
読
と
注
釈
を

加
え
た
も
の
で
あ
る
。

（
２
）
奈
良
時
代
に
国
家
的
な
写
経
事
業
を
行
っ
た
機
関
は
、
内
裏
系
統
の
写
経
機
関
と
、

「
写
経
所
文
書
」
が
残
る
皇
后
宮
職
系
統
の
写
経
機
関
が
あ
る
。
組
織
も
名
称
も
さ

ま
ざ
ま
な
変
遷
を
た
ど
る
が
、
本
論
文
で
は
、
史
料
に
名
称
が
明
記
さ
れ
て
い
る
場

合
以
外
は
、
便
宜
的
に
「
写
経
所
」
で
統
一
す
る
。

（
３
）
渡
部
陽
子
ａ
「
正
倉
院
文
書
に
お
け
る
「
荒
紙
」
「
悪
紙
」
」
（
栄
原
永
遠
男
編

『
日
本
古
代
の
王
権
と
社
会
』
塙
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
、
同
ｂ
「
「
下
纏
」
と

「
式
」
「
敷
」
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
二
、
二
〇
一
一
年
）
、
同
ｃ
「
正
倉

院
文
書
に
み
え
る
帙
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
三
、
二
〇
一
三
年
）
、
同
ｄ

「
正
倉
院
文
書
に
み
え
る
浄
衣
」
（
栄
原
永
遠
男
編
『
正
倉
院
文
書
の
歴
史
学
・
国

語
学
的
研
究
│
解
移
牒
案
を
読
み
解
く
│
』
和
泉
書
院
、
二
〇
一
六
年
）
、
同
ｅ

「
正
倉
院
文
書
に
み
え
る
櫃
」
（
栄
原
永
遠
男
・
佐
藤
信
・
吉
川
真
司
編
『
東
大
寺

の
新
研
究
二　

歴
史
の
な
か
の
東
大
寺
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
七
年
）

（
４
）
吉
田
孝
氏
は
、
写
経
事
業
の
予
算
案
を
整
理
し
て
そ
の
形
式
を
提
示
し
た
（
吉
田
孝

「
律
令
時
代
の
交
易
」
（
『
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
三

年
）
）
。
こ
れ
ら
の
予
算
案
は
「
造
東
大
寺
司
解　

申
請
奉
写
経
用
度
物
事
」
と
書

き
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
端
裏
書
や
題
籤
に
は
「
用
度
文
」
と
書
か
れ
た
も
の

が
散
見
さ
れ
る
た
め
、
こ
の
形
式
の
文
書
は
当
時
「
用
度
文
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
な
お
本
論
で
は
、
写
経
事
業
開
始
に
あ
た
っ
て
必
要
な
物
品
類
を
書

き
だ
し
た
も
の
を
「
用
度
文
」
と
し
、
個
別
の
物
品
の
み
を
申
請
す
る
文
書
や
、
写

経
事
業
の
途
中
で
物
品
を
追
加
申
請
す
る
文
書
は
用
度
文
と
は
み
な
さ
な
い
。

（
５
）
『
大
日
本
古
文
書
（
編
年
）
』
一
四
巻
二
九
二
頁
〜
三
〇
〇
頁
。
以
下
『
大
日

古
』
、
一
四
ノ
二
九
二
〜
三
〇
〇
と
略
す
。
ま
た
本
論
文
に
お
い
て
「　

」
で
示
す

史
料
名
は
『
大
日
古
』
の
も
の
、
﹇　

﹈
で
示
す
の
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編

『
正
倉
院
文
書
目
録
』
の
も
の
で
あ
る
。

（
６
）
栄
原
永
遠
男
「
光
明
皇
太
后
没
前
の
写
経
事
業
群
」
（
前
掲
注
１
著
書
ｂ
）

（
７
）
表
５
に
あ
げ
た
物
品
の
う
ち
、
経
紙
・
凡
紙
に
つ
い
て
は
注
３
拙
稿
ａ
・
ｂ
、
帙
は

拙
稿
ｃ
、
浄
衣
は
拙
稿
ｄ
、
櫃
は
拙
稿
ｅ
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
た
。

（
８
）
桑
原
祐
子
「
墨
の
記
述
―
墨
頭
・
墨
端
と
助
数
詞
」
（
『
正
倉
院
文
書
の
国
語
学
的

研
究
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）
、
濱
道
孝
尚
「
写
経
所
に
お
け
る
「
私
書
」

の
書
写
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
三
、
二
〇
一
三
年
）

（
９
）
仁
王
経
疏
一
部
五
巻
の
用
度
文
で
は
、
経
紙
・
凡
紙
、
菟
毛
筆
一
管
半
と
墨
一
挺
を

買
う
た
め
の
銭
を
申
請
し
て
い
る
（
表
２
№
28
、
一
六
ノ
三
七
五
〜
三
七
六
）
。
筆

そ
の
も
の
を
一
管
と
半
分
だ
け
授
受
す
る
と
い
う
の
は
、
物
理
的
に
不
可
能
で
あ

る
。
同
じ
年
に
行
わ
れ
た
梵
網
経
四
十
巻
・
四
分
僧
戒
本
経
十
巻
・
四
分
尼
戒
本
経

十
巻
の
用
度
文
で
は
、
菟
毛
筆
一
管
（
四
十
文
）
を
も
っ
て
写
紙
百
五
十
張
、
墨
一

挺
（
三
十
文
）
を
も
っ
て
写
紙
三
百
張
と
あ
る
（
表
２
№
30
、
一
六
ノ
三
四
二
、
二

五
ノ
三
四
〇
）
。
筆
一
管
と
半
分
だ
と
、
二
百
二
十
五
張
を
写
す
こ
と
が
で
き
、
仁

王
経
疏
で
申
請
さ
れ
た
経
紙
は
百
九
十
一
張
で
あ
る
か
ら
、
十
分
で
あ
る
。
写
経
所

は
、
筆
墨
の
現
物
で
は
な
く
、
菟
毛
筆
一
管
半
の
銭
六
十
文
と
墨
一
挺
の
銭
三
十
文

と
い
う
よ
う
に
、
銭
を
申
請
す
る
こ
と
で
、
用
紙
数
に
応
じ
た
詳
細
な
計
画
を
た
て

る
こ
と
が
で
き
る
。
写
経
事
業
ご
と
に
筆
墨
そ
の
も
の
を
準
備
す
る
の
で
は
な
く
、

必
要
な
銭
を
収
納
し
て
、
写
経
所
の
在
庫
分
を
順
次
使
用
す
る
。
様
々
な
写
経
事
業

を
断
続
的
に
行
う
写
経
所
だ
か
ら
こ
そ
可
能
と
な
る
、
筆
墨
の
合
理
的
な
運
用
方
法

で
あ
る
。

（
10
）
山
下
有
美
「
写
経
機
構
の
内
部
構
造
と
運
営
」
（
前
掲
注
１
著
書
）

（
11
）
栄
原
永
遠
男
『
正
倉
院
文
書
入
門
』
（
前
掲
注
１
著
書
ｃ
）

（
12
）
端
継
に
つ
い
て
は
、
杉
本
一
樹
「
端
継
・
式
敷
・
裹
紙
」
（
前
掲
注
１
著
書
）
。
史

料
上
に
は
〈
仮
軸
〉
に
関
す
る
記
載
は
み
え
な
い
が
、
端
継
の
二
次
利
用
と
考
え
ら

れ
る
続
修
後
集
第
二
二
巻
が
、
軸
付
紙
の
形
状
を
な
す
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
仮
の
軸

が
取
り
付
け
ら
れ
た
と
す
る
。
書
写
中
は
、
巻
首
に
取
り
付
け
ら
れ
た
端
継
が
、
軸

付
紙
と
仮
表
紙
の
役
割
を
兼
ね
た
と
考
え
ら
れ
、
書
写
終
了
後
、
巻
首
に
は
正
式
な

表
紙
が
、
巻
尾
に
は
正
式
な
軸
が
取
り
付
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
13
）
大
隅
亜
希
子
「
装
潢
組
織
の
展
開
と
布
施
支
給
の
変
遷
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』

六
、
一
九
九
九
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

（
大
阪
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学
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は
じ
め
に

　

正
倉
院
文
書
研
究
で
は
、
文
書
論
、
組
織
論
、
個
別
写
経
事
業
な
ど
に
つ
い
て

研
究
が
進
ん
で
い
る
。
写
経
生
に
関
し
て
も
、
月
借
銭
、
請
暇
に
つ
い
て
の
研
究

が
あ
る
。
し
か
し
、
写
経
所
と
は
ど
の
よ
う
な
環
境
で
あ
っ
た
か
、
具
体
的
に
ど

の
よ
う
に
作
業
を
し
て
い
た
か
、
ま
だ
わ
か
っ
て
い
な
い
点
が
多
い
。

　

正
倉
院
文
書
の
大
半
を
占
め
る
「
写
経
所
文
書
」
は
、
写
経
所
に
お
け
る
写
経

事
業
に
関
す
る
文
書
・
帳
簿
類
で
あ
り
、
人
や
物
品
の
や
り
取
り
や
状
況
が
記
載

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
私
は
、
こ
れ
ら
の
文
書
や
帳
簿
類
を
詳
細
に
検
討
す
る

こ
と
に
よ
り
、
い
く
つ
か
の
物
品
に
焦
点
を
当
て
て
そ
の
機
能
を
考
え
て
き
た
。

本
論
で
は
、
物
品
の
申
請
・
収
納
・
支
給
・
使
用
状
況
・
返
却
な
ど
に
つ
い
て
、

写
経
事
業
ご
と
に
整
理
し
な
が
ら
具
体
的
に
検
討
し
、
誰
が
・
い
つ
・
ど
こ
で
・

何
を
・
何
の
た
め
に
・
ど
の
よ
う
に
使
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
写
経
所
の
空
間
構
造
を
見
通
し
た
い
。

　

律
令
制
下
の
役
所
に
つ
い
て
、
組
織
の
具
体
的
な
運
用
ま
で
わ
か
る
史
料
は
、

　
　
　
　

写
経
所
文
書
以
外
に
な
い
。
木
簡
は
貴
重
な
一
次
史
料
だ
が
、
断
片
的
な
情
報
し

か
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
写
経
所
文
書
も
、
全
て
の
文
書
や
帳
簿
群
が
現
存
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
江
戸
末
期
か
ら
明
治
時
代
に
行
わ
れ
た
「
整

理
」
に
よ
っ
て
ば
ら
ば
ら
に
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
原
本
調
査
や
、
史
料
内

容
の
丹
念
な
研
究
成
果
に
よ
り
、
多
く
の
情
報
を
体
系
的
に
得
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

造
東
大
寺
司
管
下
の
写
経
所
は
、
写
経
と
い
う
宗
教
行
為
を
行
う
場
で
あ
る
と

同
時
に
、
分
業
体
制
に
よ
る
組
織
運
営
を
行
う
工
房
的
な
性
格
を
も
つ
役
所
で
も

あ
る
。
写
経
所
文
書
を
使
っ
て
写
経
所
の
内
部
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
図
書
寮
な
ど
他
の
一
般
官
司
に
つ
い
て
も
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

表
１
は
写
経
所
の
構
成
員
と
そ
の
役
割
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
論
で
は
、

正
倉
院
文
書
に
み
え
る
物
品
が
、
写
経
事
業
の
中
で
ど
の
よ
う
に
機
能
し
運
用
さ

れ
て
い
た
か
を
総
合
的
に
考
え
た
い
。
ま
ず
、
用
度
文
（
用
度
申
請
）・
用
残
報
告
や

帳
簿
類
に
よ
り
、
写
経
事
業
に
お
け
る
物
品
の
申
請
・
使
用
状
況
を
検
討
す
る
。

次
に
、
個
別
写
経
事
業
で
使
わ
れ
る
物
品

を
、
そ
の
性
質
ご
と
に
分
別
し
、
職
掌
ご

と
に
整
理
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
奈
良

時
代
の
写
経
所
が
ど
の
よ
う
な
空
間
だ
っ

た
の
か
、
内
部
構
造
を
立
体
的
に
解
明
す

る
た
め
の
見
通
し
を
た
て
た
い
。
な
お
、

広
義
の
写
経
所
と
は
、
写
経
に
関
す
る
作

業
を
行
う
写
経
堂
に
加
え
、
経
師
等
が
生

活
す
る
食
堂
（
料
理
供
養
所
）
、
宿
所
な
ど

も
含
ま
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
様
々
な

物
品
が
使
用
さ
れ
る
が
、
本
論
の
検
討
対
象
は
、
写
経
堂
に
限
定
す
る
。

　
　
一
　
用
度
文
に
み
え
る
物
品

（
１
）
用
度
文

　

個
別
写
経
事
業
を
始
め
る
に
あ
た
り
、
写
経
所
の
事
務
官
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ

た
予
算
案
（
見
積
書
兼
請
求
書
）
が
用
度
文
（
用
度
申
請
）
で
あ
る
。
用
度
文
の
書
き
出

し
は
「
写
経
所
解
」「
写
書
所
解
」
ま
た
は
「
造
東
大
寺
司
解
」
な
ど
と
な
っ
て
お

り
、
写
経
所
の
案
主
が
下
書
き
を
作
成
し
、
造
東
大
寺
司
政
所
で
清
書
さ
れ
、
太
政

官
も
し
く
は
写
経
事
業
の
発
願
主
に
提
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
用
度
文
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
写
経
事
業
を
遂
行
す
る
に
あ
た
っ
て
必
要
と
判
断
さ
れ
た
物
品

が
列
挙
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
典
型
的
な
用
度
文
の
例
と
し
て
、
長
く
な
る
が
【
史

料
一
】
を
あ
げ
る
（
「　

」
は
追
記
、
＊
は
朱
書
き
、
文
字
は
抹
消
、
勾
点
は
省
略
、
波

線
は
筆
者
に
よ
る
）
。

【
史
料
１
】

﹇
東
寺
写
経
所
解
（
案
）
﹈
（
続
修
後
集
五
、
一
四
ノ
二
九
二
〜
三
〇
〇
）

東
寺
写
経
所
解　

申
請
応
奉
写
経
用
度
物
事

合
経
壱
伯
参
拾
伍
部
四
百
五
十
巻　
　
　

　

法
花
経
卌
五
部
三
百
六
十
巻　

 

「
請
随
求
陀
羅
尼
壇
□
」

　

金
剛
般
若
経
卌
五
部
卌
五
巻

　

理
趣
経
卌
五
部
卌
五
巻

応
用
紙
壱
万
玖
伯
参
張

　

経
紙
一
万
三
百
十
張

　
　

九
千
五
百
八
十
五
張
見
写
料

　
　
　

八
千
□
百
張
法
花
経
□
五
部
料
部
別
百
八
十
張

　
　
　

五
百
八
十
五
□
□
剛
般
若
経
卌
五
巻
料
巻
別
十
三
張

　
　
　

九
百
張
理
□
経
卌
五
巻
料
巻
別
廿
張

　
　

二
百
廿
五
張
表
紙
料　
以
一
張
着
二
巻

　

五
百
張
破
料

凡
紙
伍
佰
玖
拾
参
張

　

二
百
五
十
八
張
一
万
三
百
十
張
端
料　
以
一
張
着
卌
張

　

一
百
卅
五
張
敷
紙
并
下
纏
式
料

　

一
百
張
裹
紙
料　
以
一
裹
打
紙
百
張

　

一
百
張
雑
用
料

菟
毛
筆
玖
拾
壱
管　
以
一
管
写
紙
百
五
十
張

墨
参
拾
弐
挺　
以
一
挺
写
紙
三
百
張

界
料
鹿
毛
筆
拾
管

綺
漆
拾
陸
丈
伍
寸 

　

六
十
八
丈
八
尺
五
寸
法
花
経
三
百
六
十
巻
理
趣
経
卌
五
巻
料
巻
別
一
尺
七
寸

　

七
丈
二
尺
金
剛
般
若
経
卌
五
巻
料
巻
別
一
尺
六
寸

扶
壱
佰
参
拾
伍
枚 

各
長
一
尺
七
寸

軸
肆
佰
伍
拾
枚

黄
蘗
弐
佰
肆
拾
伍
斤 

以
一
斤
染
紙
卌
張

橡
壱
斗
伍
升 

以
一
升
染
表
紙
十
五
張

（
以
下
省
略
･
･
･
荒
炭
、
薪
、
銭
（
菟
毛
筆
、
墨
、
鹿
毛
筆
、
生
菜
、
荒
炭
、
薪
）
、

浄
衣
料
（
絁
・
綿
・
細
布
・
調
布
・
祖
布
）
、
木
履
、
菲
）

経
師
肆
拾
伍
人　

装
潢
参
人　

校
生
陸
人　

雑
使
伍
人　

優
婆
夷
壱
人

　

合
陸
拾
人
単
功
弐
仟
伍
拾
陸
人

　

一
千
三
百
六
十
九
人
経
師 

人
別
写
紙
七
張

　

一
百
九
十
一
人
装
潢 

人
別
作
紙
五
十
張

　

二
百
十
六
人
校
生 

人
別
校
紙
六
十
張

　

一
百
五
十
人
雑
使  

卅
日
単

　

卅
人
優
婆
夷  

卅
日
単

米
肆
拾
斛
肆
升

（
以
下
食
料
省
略
…
糯
米
、
塩
、
醤
、
滓
醤
、
末
醤
、
酢
、
海
藻
、
滑
海
藻
、
心
太
、
芥

子
、
胡
麻
油
、
小
麦
、
大
豆
、
小
豆
、
漬
菜
、
漬
薑
）

　　
　

砥
壱
顆

　
　

刀
子
参
柄　

　
　

仕
丁
壱
拾
伍
人

「
不
」
折
薦
畳
玖
拾
枚

　　

以
前
、
応
奉
写
一
百
卅
五
部
之
経
用
度
之
物
、
所
請
如

　

件
、
謹
解

　
　
　
　
　
　

天
平
宝
字
四
年
正
月
十
五
日
主
典
正
八
位
上
安
都
宿
祢「
雄
足
」

　

次
官
従
五
位
下
高
麗
朝
臣
「
大
山
」

　　

【
史
料
一
】
は
天
平
宝
字
四
年
（
七
六
〇
）
に
行
わ
れ
た
法
花
経
四
十
五
部
三
百

六
十
巻
・
金
剛
般
若
経
四
十
五
部
四
十
五
巻
・
理
趣
経
四
十
五
部
四
十
五
巻
（
い
わ

ゆ
る
百
三
十
五
部
経
）
の
用
度
文
で
あ
る
。
こ
の
写
経
事
業
は
光
明
皇
太
后
が
母
の

県
犬
養
三
千
代
の
追
福
の
た
め
に
発
願
し
た
も
の
で
、
天
平
宝
字
四
年
正
月
十
一

日
の
太
師
（
藤
原
仲
麻
呂
）
宣
（
一
四
ノ
三
六
七
）
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

【
史
料
一
】
を
み
て
み
る
と
、
ま
ず
経
典
名
と
巻
数
を
書
き
上
げ
、
写
経
に
必
要

な
紙
（
経
紙
・
凡
紙
）
、
筆
・
墨
、
経
典
の
体
裁
に
関
わ
る
綺
・
帙
・
軸
・
染
料
、

燃
料
、
銭
、
浄
衣
、
人
功
、
食
料
、
仕
丁
、
そ
の
他
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
【
史
料

一
】
は
写
経
所
か
ら
造
東
大
寺
司
に
提
出
さ
れ
、
次
官
の
署
名
を
も
ら
っ
た
が
、

物
品
の
数
量
変
更
の
た
め
写
経
所
に
差
し
戻
さ
れ
、
数
量
の
訂
正
を
朱
で
書
き
込

み
、
そ
れ
を
も
と
に
正
文
を
書
き
直
し
て
提
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
【
史
料

一
】
は
控
え
と
し
て
写
経
所
政
所
に
残
し
、
物
品
の
収
納
時
に
そ
の
日
付
等
に
つ

い
て
追
記
し
、
勾
点
等
を
付
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

写
経
所
文
書
に
み
え
る
用
度
文
の
記
載
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
２
で
あ

る
。
「
写
経
所
文
書
」
に
お
け
る
写
経
関
係
の
現
存
最
古
の
文
書
は
、
藤
原
光
明

子
家
の
神
亀
四
〜
五
年
（
七
二
七
〜
八
）
の
も
の
だ
が
（
一
ノ
三
八
一
〜
三
八
三
）
、

表
２
の
よ
う
に
、
現
存
す
る
用
度
文
は
天
平
二
十
年
（
七
四
八
）
の
も
の
が
初
見
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
天
平
末
年
頃
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、
用
度
文
の
形
式
が
あ

る
程
度
確
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
用
度
文
の
多
く
に
は
、
筆
墨
等
に
つ
い
て
、

申
請
物
品
を
列
挙
し
た
項
と
、
申
請
す
る
銭
の
用
途
を
列
挙
し
た
部
分
の
両
方
に

記
載
が
み
え
る
。
二
カ
所
の
筆
墨
の
数
量
は
同
じ
で
あ
り
、
な
ぜ
重
複
し
て
記
載

し
て
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
書
き
方
は
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
他
の
項
目

や
物
品
の
書
き
方
で
も
、
順
序
が
入
れ
替
わ
っ
た
り
物
品
の
種
類
が
増
減
し
た
り

す
る
も
の
の
、
一
定
の
形
式
が
み
ら
れ
る
。
題
籤
軸
が
つ
け
ら
れ
て
写
経
事
業
終

了
後
も
保
管
さ
れ
た
用
度
文
も
あ
る
の
で
、
案
主
が
次
の
写
経
事
業
の
用
度
文
を

作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
見
本
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

【
史
料
一
】
は
表
２
№
15
に
あ
た
る
が
、
記
載
さ
れ
た
物
品
の
種
類
を
比
較
す

る
と
、
典
型
的
な
用
度
文
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
用
度
文
に
記
載
さ
れ
た

内
容
に
は
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
特
に
食
料
・
雑
器
な
ど
数
多
く
の
物
品
を
請
求
し
た

も
の
と
、
経
典
の
書
写
に
必
要
最
低
限
の
物
品
で
あ
る
紙
筆
墨
の
み
の
請
求
に
と

ど
ま
る
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
前
者
は
表
２
№
24
大
般
若
経
二
部
千
二
百
巻
、
後

者
は
№
13
心
経
百
巻
や
№
28
仁
王
経
疏
一
部
五
巻
の
写
経
事
業
の
用
度
文
に
み
ら

れ
る
。
案
主
に
は
、
経
典
何
巻
・
経
紙
何
張
の
写
経
な
ら
ば
、
ど
の
物
品
・
人
員

が
ど
れ
だ
け
必
要
か
と
い
う
目
安
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
用
度
文

で
何
を
ど
れ
だ
け
申
請
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
請
求
先
で
あ
る
発
願
者
の
意

向
、
写
経
の
重
要
度
や
緊
急
度
な
ど
に
よ
り
、
調
整
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

管
見
の
限
り
奈
良
時
代
に
は
四
百
以
上
の
写
経
事
業
が
行
わ
れ
な
が
ら
、
用
度

文
が
三
十
四
例
し
か
現
存
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
全
て
の
写
経
事
業
に
お
い
て

用
度
文
が
作
成
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

用
度
文
が
現
存
し
な
い
写
経
事
業
で
も
、
造
東
大
寺
司
や
内
裏
な
ど
か
ら
写
経
に

必
要
な
物
品
が
収
納
さ
れ
て
い
る
例
は
多
い
。
総
合
的
な
用
度
文
が
作
成
さ
れ
な

く
て
も
、
「
筆
墨
申
請
」
な
ど
個
別
に
物
品
の
申
請
文
書
を
作
成
し
、
写
経
所
に

必
要
な
物
品
が
収
納
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
写
経
事
業
終
了
後
、
決
算
と
し
て
物
品
の
用
残
報
告
が
作
成
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
。
用
度
文
と
用
残
報
告
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
申
請
さ
れ
た
物
品
が
、

実
際
は
ど
れ
だ
け
収
納
さ
れ
て
使
用
さ
れ
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

用
度
文
と
用
残
報
告
が
共
に
現
存
す
る
の
は
、
前
述
の
天
平
宝
字
四
年
の
百
三

十
五
部
経
と
、
天
平
宝
字
六
〜
七
年
（
七
六
二
〜
三
）
の
大
般
若
経
二
部
千
二
百
巻
の

写
経
事
業
で
あ
る
。
表
３
に
あ
げ
た
百
三
十
五
部
経
に
よ
る
と
、
用
度
文
と
用
残

報
告
の
数
量
が
一
致
す
る
の
は
わ
ず
か
六
品
目
だ
け
で
あ
る
。
用
度
文
は
あ
く
ま

で
計
画
で
あ
り
、
実
際
に
収
納
さ
れ
た
物
品
の
量
や
種
類
が
か
な
り
異
な
る
こ
と

が
わ
か
る
。
特
に
銭
の
場
合
、
収
納
さ
れ
た
銭
の
用
途
は
、
あ
る
程
度
案
主
の
采

配
に
任
せ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
食
料
、
食
膳
・
調
理
用
具
な
ど
は
、
食

　
　
　

　
　
　

事
の
メ
ニ
ュ
ー
や
備
品
の
不
足
具
合
に
応
じ
て
、
変
更
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
２
）
個
別
の
物
品

　

写
経
事
業
に
お
い
て
は
、
様
々
な
文
書
が
や
り
と
り
さ
れ
、
帳
簿
類
が
活
用
さ

れ
る
。
前
述
の
百
三
十
五
部
経
で
は
、
表
４
に
あ
げ
た
よ
う
な
関
係
史
料
が
残
っ

て
い
る
。
用
度
文
（
c
）
、
銭
用
帳
（
e
）
、
充
装
潢
帳
（
g
）
（
n
）
、
充
紙
筆
墨

帳
（
h
）
、
充
本
帳
（
i
）
、
校
帳
（
m
）
、
手
実
帳
（
l
）
、
布
施
申
請
（
o
）
、

用
残
報
告
（
x
）
と
い
っ
た
他
の
個
別
写
経
事
業
に
も
共
通
す
る
形
式
の
も
の
が
一

通
り
そ
ろ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
複
数
の
帳
簿
類
が
現
存
す
る
お
か
げ
で
、
ひ

と
つ
だ
け
の
史
料
で
は
判
明
し
な
い
物
品
の
動
き
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

た
と
え
ば
、
用
度
文
（
c
）
で
は
綺
八
十
丈
一
尺
、
軸
四
百
五
十
枚
が
現
物
で
請

求
さ
れ
て
い
る
が
、
書
写
が
終
了
し
布
施
申
請
（
o
）
も
提
出
さ
れ
た
後
に
よ
う
や

く
、
写
経
所
別
当
の
安
都
雄
足
か
ら
「
彼
一
百
三
十
五
部
経
綺
軸
、
以
其
残
、
令

買
市
頭
（
軸
朱
頂
）
」
と
指
示
が
出
た
（
r
）
。
写
経
所
で
は
そ
れ
ら
を
購
入
し
て

一
千
五
十
文
（
綺
七
十
丈
直
）
、
三
百
六
十
文
（
朱
頂
軸
四
百
五
十
枚
直
）
を
請
求
し

た
が
（
s
）
、
用
残
報
告
（
x
）
で
は
、
用
い
た
銭
の
内
訳
の
項
に
、
一
貫
五
十
文

（
綺
七
十
丈
直
）
、
二
百
八
十
八
文
（
朱
頂
軸
三
百
六
十
枚
直
）
と
あ
る
。
残
り
九
十

本
分
の
朱
頂
軸
の
銭
が
最
終
的
に
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
た
の
か
現
存
の
史
料
で

は
わ
か
ら
な
い
。
綺
緒
に
つ
い
て
は
、
用
度
文
（
c
）
で
は
法
花
経
と
理
趣
経
は
巻

別
一
丈
八
尺
、
金
剛
般
若
経
は
巻
別
一
丈
六
尺
と
し
て
、
合
計
八
十
丈
一
尺
が
計

上
さ
れ
た
。
緒
の
長
さ
の
差
は
、
一
巻
平
均
二
十
二
，
五
張
の
法
花
経
と
一
巻
二

十
張
の
理
趣
経
、
そ
し
て
一
巻
十
三
張
の
金
剛
般
若
経
と
い
う
、
一
巻
あ
た
り
の

経
紙
の
予
定
枚
数
か
ら
わ
か
る
巻
物
の
太
さ
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
。
綺
に
つ

い
て
も
七
十
丈
分
の
銭
し
か
支
出
さ
れ
ず
、
各
巻
に
は
予
定
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
少
し

短
い
緒
が
取
り
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
写
経
所
文
書
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
写
経
事
業
ご
と
に
整
理
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
用
度
文
・
収
納
帳
・
用
帳
・
充
帳
・
用
残
報
告
等
に
み
え
る
物
品

に
つ
い
て
、
一
連
の
運
用
状
況
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ど
の
よ
う
な
物
品

を
ど
れ
だ
け
請
求
す
る
予
定
だ
っ
た
の
か
、
実
際
に
は
ど
れ
だ
け
収
納
さ
れ
た
の

か
、
い
つ
誰
が
ど
の
よ
う
に
用
い
た
の
か
、
ど
れ
だ
け
使
用
し
て
ど
れ
だ
け
残

り
、
ど
れ
だ
け
返
上
し
た
の
か
、
ま
た
は
別
の
写
経
事
業
に
転
用
し
た
の
か
。
全

て
の
写
経
事
業
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
ま
だ
で
き
て
い
な
い
が
、
現
時
点
で

わ
か
る
範
囲
で
、
経
典
の
書
写
に
直
接
関
わ
る
物
品
の
特
徴
を
あ
げ
た
の
が
表
５

で
あ
る
。

　

常
写
や
間
写
の
①
経
紙
（
○
番
号
は
表
５
に
対
応
）
は
、
﹇
間
紙
検
定
并
便
用
帳
﹈

（
九
ノ
三
六
七
〜
三
七
〇
+
九
ノ
三
七
〇
〜
三
八
〇
+
三
ノ
四
八
五
〜
四
八
六
+
一
一
ノ
三

六
四
〜
三
六
六
）
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
紙
の
種
類
や
色
、
枚
数
が
細
か

く
記
載
さ
れ
、
あ
る
経
典
に
使
用
す
る
紙
が
ど
こ
か
ら
収
納
さ
れ
た
の

か
、
も
し
く
は
ど
の
写
経
事
業
の
紙
を
転
用
し
た
の
か
、
残
紙
を
ど
の
写

経
事
業
に
転
用
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
管
理
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て

②
凡
紙
は
、
す
べ
て
の
写
経
事
業
に
お
い
て
申
請
・
収
納
さ
れ
た
わ
け
で

は
な
く
、
写
経
所
内
で
臨
機
応
変
に
再
利
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ

る
。
③
筆
墨
は
、
支
給
・
返
上
記
録
が
細
か
く
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
て
い
た
も

の
の
、
ま
だ
ま
だ
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
多
い
。
筆
墨
の
請
求

や
支
給
は
現
物
と
銭
の
場
合
が
両
方
あ
る
が
、
銭
で
請
求
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
各
写
経
事
業
ご
と
の
財
政
と
使
用
実
態
と
を
、
効
率
的
に
調
整
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
⑦
櫃
に
は
、
カ
ギ
や
据
え
付
け
る
机
が
付
属
し

た
経
典
奉
請
用
の
櫃
、
経
紙
な
ど
の
物
品
を
移
動
す
る
た
め
の
櫃
、
写
経

所
内
で
物
品
を
保
管
す
る
た
め
の
櫃
な
ど
が
あ
る
。
な
か
で
も
小
明
櫃

は
、
各
経
師
が
写
経
中
の
経
巻
を
納
入
す
る
の
に
使
用
す
る
た
め
、
経
師

の
人
数
分
請
求
さ
れ
る
が
、
紙
筆
墨
と
違
っ

て
個
人
に
支
給
さ
れ
た
記
録
が
な
い
。
⑨
硯

も
ま
れ
に
用
度
文
で
請
求
さ
れ
る
場
合
は
、

経
師
一
人
に
つ
き
ひ
と
つ
と
い
う
意
識
が
あ

る
よ
う
だ
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
分
配

さ
れ
て
い
た
の
か
わ
か
ら
な
い
。

（
３
）
小
結

　

そ
れ
ぞ
れ
の
写
経
事
業
の
用
度
文
か
ら

は
、
ど
の
よ
う
な
物
品
が
写
経
事
業
に
必
要

で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
。
用
度
文
に
計
上
さ

れ
た
物
品
は
あ
く
ま
で
見
積
も
り
で
あ
り
、

帳
簿
類
と
比
較
検
討
す
る
と
、
実
際
に
納
入

さ
れ
て
写
経
所
で
使
用
さ
れ
た
数
量
や
種
類

は
異
な
る
。
し
か
し
そ
の
相
違
点
か
ら
、
物

品
運
用
の
計
画
と
実
態
が
浮
き
彫
り
と
な
る

の
で
あ
る
。

　

筆
墨
申
請
、
充
紙
筆
墨
、
充
本
、
手
実
、

行
事
、
上
日
、
布
施
申
請
な
ど
に
は
、
写
経

生
の
個
人
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
史
料
か
ら
、
各
写
経
生
が
ど
の
よ
う
な
物

品
を
使
用
し
て
写
経
事
業
を
行
っ
た
か
が
わ

か
る
が
、
基
本
的
に
手
本
と
す
る
本
経
と
紙

筆
墨
の
支
給
・
返
上
、
担
当
経
巻
の
用
紙
数
（
正
用
・
空
破
・
返
上
）
し
か
記
入
さ

れ
て
い
な
い
。

　

写
経
堂
で
使
わ
れ
る
物
品
の
な
か
で
、
経
紙
な
ど
新
写
経
典
に
使
用
さ
れ
る
も

の
は
、
写
経
事
業
ご
と
に
収
納
さ
れ
、
余
れ
ば
紙
一
枚
・
筆
一
本
単
位
で
細
か
く

チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
て
返
上
し
、
他
の
写
経
事
業
に
転
用
す
る
場
合
は
便
用
記
録
が
あ

る
。
し
か
し
、
机
や
小
明
櫃
な
ど
は
、
少
量
で
は
あ
る
が
写
経
所
に
収
納
さ
れ
て

い
る
の
に
、
写
経
生
の
個
人
あ
て
に
支
給
記
録
が
な
い
。
硯
や
そ
れ
に
類
す
る
も

の
、
装
潢
・
校
生
の
墨
な
ど
も
、
確
実
に
使
用
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
支
給

記
録
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
物
品
ご
と
の
運
用
状
況
の
違
い
に
注
目
し
て
検
討
す

る
こ
と
で
、
写
経
堂
の
内
部
構
造
が
み
え
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
二
　
写
経
所
に
お
け
る
物
品
の
運
用

　

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
各
写
経
事
業
ご
と
に
収
納
さ
れ
る
物
品
と
、
ま

れ
に
し
か
収
納
さ
れ
な
い
物
品
、
ま
た
個
々
の
写
経
生
あ
て
の
支
給
記
録
が
あ
る

物
品
と
支
給
記
録
が
な
い
物
品
が
あ
る
。

　

写
経
事
業
で
は
、
案
主
が
作
業
の
段
階
に

応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
帳
簿
を
作
成
し
管
理
す

る
。
経
紙
や
筆
墨
の
支
給
返
却
記
録
が
徹
底

し
て
い
る
の
は
、
最
後
に
手
実
と
照
ら
し
合

わ
せ
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
り
、
布
施
支
給

と
直
結
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に

対
し
て
、
耐
久
性
の
あ
る
硯
や
机
、
小
明
櫃

な
ど
は
、
写
経
事
業
ご
と
に
交
換
す
る
必
要
は
な
く
誰
が
使
っ
て
も
問
題
は
な

い
。

　

写
経
生
個
人
に
支
給
・
返
却
す
る
帳
簿
が
な
い
物
品
は
、
写
経
事
業
ご
と
に
メ

ン
バ
ー
が
入
れ
替
わ
る
写
経
生
個
人
に
支
給
す
る
の
で
は
な
く
、
経
師
・
校
生
・

装
潢
の
作
業
場
所
、
こ
れ
を
仮
に
〈
座
席
〉
と
呼
称
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
〈
座

席
〉
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
個
人
あ
て
の
支
給
記
録

が
な
い
の
は
、
写
経
生
個
人
に
支
給
し
た
の
で
は
な
く
、
案
主
が
管
理
す
る
写
経

堂
の
各
〈
座
席
〉
に
割
り
当
て
た
物
品
だ
か
ら
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
職
掌
ご
と

に
、
前
章
で
抽
出
し
た
物
品
の
性
質
を
整
理
し
、
〈
座
席
〉
で
運
用
さ
れ
た
物
品

を
検
討
し
て
み
た
い
（
表
６
）
。

（
１
）
案
主

　

案
主
は
、
常
写
・
間
写
・
私
願
経
書
写
、
経
典
の
確
保
や
出
納
な
ど
、
写
経
所

の
運
営
・
管
理
を
同
時
に
遂
行
す
る
。
写
経
事
業
別
、
用
途
別
に
多
数
の
帳
簿
や

報
告
書
を
作
成
し
、
写
経
生
や
物
品
を
効
率
的
に
管
理
し
て
い
た
。

　

写
経
所
は
堂
（
作
業
場
）
と
曹
司
（
事
務
局
）
か
ら
構
成
さ
れ
、
他
の
律
令
官

司
、
特
に
作
業
場
の
必
要
な
現
業
官
司
で
も
同
じ
よ
う
な
構
造
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
造
東
大
寺
司
か
ら
写
経
所
に
配
属
さ
れ
た
案
主
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
担

当
を
分
担
し
、
共
同
で
運
営
す
る
体
制
で
あ
っ
た
。
案
主
曹
司
（
案
主
曹
所
・
案
主

所
）
に
は
櫃
が
あ
り
、
櫃
記
等
に
記
載
す
る
こ
と
で
物
品
を
種
類
別
に
管
理
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
（
八
ノ
五
八
〇
、
一
〇
ノ
四
四
五
）
。
こ
の
櫃
に
は
内
裏
や
造
東
大

寺
司
か
ら
収
納
さ
れ
た
物
品
や
、
写
経
生
か
ら
返
上
さ
れ
た
物
品
が
納
め

ら
れ
て
い
た
。
金
字
経
の
時
に
瑩
生
（
校
生
が
兼
任
す
る
場
合
あ
り
）
が
使
用

す
る
猪
牙
な
ど
、
特
別
な
場
合
に
し
か
使
用
し
な
い
も
の
は
、
案
主
が
保

管
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
案
主
の
〈
座
席
〉
は
堂
と
曹
司
の
両
方

に
あ
り
、
適
宜
使
い
分
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

栄
原
永
遠
男
氏
は
、
写
経
所
の
事
務
局
に
設
置
さ
れ
た
〈
反
古
箱
〉
と

い
う
概
念
を
想
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
案
主
の
手
元
に
置
か
れ
た
櫃
や

〈
反
古
箱
〉
な
ど
に
整
理
さ
れ
た
凡
紙
、
反
古
紙
の
使
い
方
に
は
、
そ
の

残
存
状
況
か
ら
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
一
定
の
ル
ー
ル
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

白
紙
（
表
裏
と
も
未
使
用
）
の
凡
紙
は
、
「
公
文
料
」
と
し
て
提
出
文
書

や
帳
簿
作
成
に
使
用
さ
れ
た
。
ま
た
写
経
生
の
手
実
等
の
作
成
の
た
め
に

も
使
用
さ
れ
た
。
つ
ぎ
に
、
端
継
・
裹
紙
な
ど
に
使
用
さ
れ
た
あ
と
の
白

紙
の
反
古
紙
は
、
案
主
の
手
元
に
返
却
さ
れ
た
場
合
は
、
帳
簿
作
成
や
写

経
生
の
手
実
等
作
成
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た
。
紙
が
短
く
切
断
さ
れ
て
い

た
り
、
多
少
し
わ
に
な
っ
た
り
も
し
て
い
る
が
、
写
経
所
内
で
の
帳
簿
類

に
使
用
す
る
に
は
十
分
の
状
態
で
あ
ろ
う
。
一
次
利
用
さ
れ
、
背
面
の
み

空
白
の
反
古
紙
は
、
案
主
の
手
元
で
帳
簿
作
成
に
使
用
さ
れ
た
。
一
次
面
の
情
報

は
す
で
に
必
要
な
く
、
破
棄
さ
れ
た
と
は
い
え
、
表
裏
が
混
同
し
て
は
い
け
な
い

と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
た
め
か
、
写
経
生
に
配
布
し
て
手
実
等
を
書
か
せ
る
こ
と

は
な
く
、
案
主
の
責
任
の
も
と
で
新
た
に
貼
り
継
が
れ
、
二
次
利
用
さ
れ
た
よ
う
で

あ
る
。
つ
ま
り
、〈
反
古
箱
〉
の
中
は
、
そ
の
状
態
に
よ
っ
て
区
分
け
が
さ
れ
、
使

用
目
的
が
分
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
経
師
等
の
浄
衣
は
用
度
文
や
収
納
帳
等
に
散
見
さ
れ
る
が
、
案
主
の
浄
衣

に
つ
い
て
は
写
経
所
文
書
中
の
記
載
例
が
非
常
に
少
な
い
。
経
師
等
が
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
単
位
に
召
集
さ
れ
る
非
常
勤
職
員
だ
っ
た
の
に
対
し
、
案
主
は
造
東
大
寺
司
か

ら
定
期
的
に
浄
衣
を
受
け
取
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
用
度
文
の

人
功
の
部
分
に
も
、
経
師
・
装
潢
・
校
生
・
題
師
・
雑
使
・
膳
部
・
駆
使
丁
な
ど
は
あ

げ
ら
れ
る
が
、
案
主
は
計
上
さ
れ
な
い
。
案
主
は
、
写
経
事
業
を
管
理
す
る
側
の
ス

タ
ッ
フ
で
あ
り
、
個
別
写
経
事
業
の
予
算
に
は
組
み
込
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
。

（
２
）
経
師

　

経
師
の
中
核
を
占
め
る
の
は
い
く
つ
も
の
写
経
事
業
に
携
わ
る
経
験
者
だ
が
、

写
経
事
業
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
単
位
で
あ
り
、
作
業
が
な
い
と
き
は
も
と
の
所
属
に

戻
っ
た
り
、
別
の
写
経
所
に
出
向
し
た
り
す
る
。
大
量
の
写
経
事
業
の
時
は
、
あ

ち
こ
ち
に
招
集
が
か
け
ら
れ
、
写
経
生
が
か
き
集
め
ら
れ
た
。
同
時
期
に
常
写
と

間
写
を
掛
け
持
ち
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
経
師
忍
海
広
次
は
、
天
平
勝
宝
五
年

（
七
五
三
）
八
月
八
日
か
ら
二
十
七
日
ま
で
は
法
花
経
一
部
の
経
紙
を
支
給
さ
れ
、

そ
れ
が
終
わ
る
と
す
ぐ
に
八
月
二
十
九
日
か
ら
九
月
十
九
日
に
か
け
て
、
別
の
写

経
事
業
で
あ
る
八
十
花
厳
経
一
部
の
経
紙
を
支
給
さ
れ
て
い
る
（
一
〇
ノ
五
六

六
）
。
ベ
テ
ラ
ン
の
経
師
で
あ
る
忍
海
広
次
は
、
案
主
に
よ
っ
て
休
む
間
も
な
く
次

か
ら
次
へ
と
写
経
事
業
に
割
り
当
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

経
師
は
写
経
事
業
ご
と
に
〈
座
席
〉
に
振
り
分
け
ら
れ
、
小
明
櫃
に
本
経
と
新

写
経
典
を
入
れ
、
下
纏
に
筆
墨
な
ど
の
用
具
を
ま
と
め
て
保
管
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
経
師
は
、
各
〈
座
席
〉
に
備
え
付
け
ら
れ
た
硯
や
小
明
櫃
と
、
案
主
か
ら
配

布
さ
れ
た
式
・
敷
・
下
纏
を
使
い
、
写
経
事
業
ご
と
に
支
給
さ
れ
る
経
紙
と
筆
墨

を
用
い
て
書
写
し
た
の
で
あ
る
。

　

机
に
関
す
る
記
載
は
非
常
に
少
な
い
が
、
経
師
が
書
写
す
る
の
に
使
っ
た
机
と

し
て
は
、
「
書
机
」
が
あ
げ
ら
れ
る
（
六
ノ
三
八
六
）
。
宝
亀
三
年
（
七
七
二
）
、
始

二
部
一
切
経
が
奉
写
先
一
切
経
司
よ
り
奉
写
一
切
経
所
へ
移
管
さ
れ
る
に
あ
た
っ

て
、
使
い
か
け
の
物
品
が
ま
と
め
て
収
納
さ
れ
た
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
ひ
と

つ
の
経
巻
を
複
数
人
で
写
す
場
合
も
あ
り
、
写
経
事
業
ご
と
に
割
り
当
て
ら
れ
た

区
画
の
〈
座
席
〉
に
ま
と
ま
っ
て
座
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
３
）
装
潢

　

装
潢
と
は
、
天
平
か
ら
宝
亀
年
間
ま
で
約
三
十
年
も
写
経
所
文
書
に
み
え
る
能

登
忍
人
な
ど
、
比
較
的
特
定
の
者
が
長
期
間
務
め
る
専
門
技
術
職
で
あ
る
。
装
潢

作
業
の
四
工
程
と
し
て
、
経
を
書
写
す
る
前
に
行
う
継
・
打
・
界
と
、
書
写
後
に

行
う
装
書
が
あ
る
。
継
と
は
、
書
写
す
る
経
巻
の
張
数
に
合
わ
せ
て
大
豆
糊
で
経

紙
を
貼
り
継
い
で
、
巻
首
（
巻
尾
に
も
付
け
た
可
能
性
あ
り
）
に
端
継
紙
を
貼
り
継

ぎ
、〈
仮
軸
〉
を
付
け
る
。
打
と
は
、
経
巻
を
紙
打
石
な
ど
で
た
た
い
て
、
紙
の
緊

密
度
、
平
滑
度
を
高
め
、
滲
み
を
お
さ
え
る
。
界
と
は
、
縦
横
の
界
線
を
引
く
作

業
で
あ
る
。
書
写
・
校
正
終
了
後
、
端
継
紙
を
取
り
外
し
、
表
紙
付
け
、
端
切
、

軸
付
け
、
緒
付
け
を
す
る
の
が
装
書
で
あ
る
。

　

装
潢
に
は
何
千
張
の
紙
が
一
度
に
充
て
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
、
仕
事
内
容
が
多

岐
に
渡
る
た
め
用
具
も
多
く
、
あ
る
程
度
広
い
作
業
空
間
が
必
要
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
装
潢
の
指
示
の
も
と
、
仕
丁
が
紙
打
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
天
平
十
一

年
頃
〜
勝
宝
初
年
頃
に
は
「
装
潢
所
」
が
み
え
、
紙
打
を
行
う
「
紙
屋
」
が
天
平

十
七
年
後
半
〜
十
八
年
頃
設
置
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。

　

端
継
紙
や
仮
帙
、
〈
仮
軸
〉
な
ど
は
、
装
潢
が
写
経
開
始
に
あ
た
っ
て
取
り
付

け
た
も
の
を
、
書
写
終
了
後
に
取
り
外
す
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
再
利
用
す
る
と
い

う
、
装
潢
を
中
心
と
し
た
作
業
用
備
品
の
サ
イ
ク
ル
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
は
案
主
の
管
理
下
に
は
な
い
物
品
の
動
き
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
案
主
が
管

理
す
る
帳
簿
に
は
記
載
さ
れ
ず
、
写
経
所
文
書
に
は
残
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

（
４
）
校
生

　

校
正
は
、
基
本
的
に
別
々
の
校
生
が
二
回
行
う
。
案
主
や
経
師
、
装
潢
な
ど
が

兼
任
す
る
こ
と
も
あ
る
。

　

宝
亀
三
年
に
奉
写
先
一
切
経
司
よ
り
奉
写
一
切
経
所
へ
収
納
さ
れ
た
も
の
の
な

か
に
「
校
書
長
机
」
（
六
ノ
三
八
六
）
が
み
え
る
。
本
経
と
新
写
経
典
を
大
き
く
広

げ
て
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
い
く
た

め
か
、
「
長
机
」
と
い
う
か
ら

に
は
、
経
師
の
机
よ
り
長
い
形

状
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

（
５
）
小
結

　

以
上
の
よ
う
に
物
品
は
様
々

な
か
た
ち
で
運
用
さ
れ
る
。
表

６
で
示
し
た
ス
タ
ッ
フ
ご
と
に

取
り
扱
う
物
品
の
動
き
を
模
式

図
に
し
た
の
が
図
１
で
あ
る
。

写
経
堂
の
備
品
は
案
主
が
管
理

し
て
い
る
た
め
、
申
請
・
収
納
記
録
の
み
残
り
、
支
給
記
録
は
残
ら
な
い
。
机
な

ど
耐
久
性
の
あ
る
備
品
は
、
造
東
大
寺
司
管
下
の
写
経
所
に
な
る
前
、
光
明
・
皇

后
宮
職
の
写
経
所
時
代
か
ら
引
き
続
き
使
わ
れ
て
き
た
も
の
が
多
数
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
造
石
山
寺
写
経
所
、
始
二
部
一
切
経
が
奉
写
一
切
経
所
に
移
管
さ
れ
た

時
な
ど
、
写
経
す
る
場
や
写
経
所
自
体
の
場
所
が
移
転
す
る
場
合
は
、
多
数
の
備

品
が
準
備
さ
れ
た
り
移
動
し
た
り
す
る
。
こ
れ
ら
の
備
品
は
写
経
事
業
ご
と
に
準

備
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
必
要
に
応
じ
て
随
時
補
充
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
ま
と
め

　

写
経
事
業
に
必
要
な
物
品
は
、
用
度
文
で
見
積
も
り
が
作
成
さ
れ
、
収
納
さ
れ

た
。
写
経
堂
で
は
基
本
的
に
一
切
経
が
書
写
さ
れ
て
お
り
、
必
要
な
物
品
は
随
時

収
納
さ
れ
て
い
た
。
十
分
な
物
品
が
収
納
さ
れ
な
い
間
写
の
個
別
写
経
事
業
も
多

か
っ
た
が
、
案
主
の
采
配
に
よ
り
、
常
写
や
予
算
の
潤
沢
な
間
写
の
物
品
を
転
用

す
る
な
ど
し
て
対
処
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
新
写
経
典
の
材
料
と
な
る
物
品

（
経
紙
や
軸
な
ど
）
は
経
典
と
し
て
完
成
す
る
と
奉
請
さ
れ
る
が
、
写
経
生
た
ち

が
作
業
に
使
う
物
品
（
机
や
硯
、
櫃
な
ど
）
は
、
写
経
堂
の
備
品
と
し
て
長
く
使
用

さ
れ
た
。
筆
・
墨
な
ど
の
消
耗
品
は
写
経
用
紙
数
に
応
じ
て
収
納
さ
れ
る
が
、
一

定
の
使
用
限
度
を
超
え
て
も
、
様
々
な
用
途
に
使
い
続
け
ら
れ
た
。
案
主
は
納

帳
、
充
帳
、
用
帳
な
ど
多
く
の
帳
簿
を
使
っ
て
、
こ
れ
ら
の
物
品
を
管
理
し
た
の

で
あ
る
。

　

写
経
堂
内
は
、
案
主
、
経
師
、
校
生
、
装
潢
そ
れ
ぞ
れ
の
作
業
場
に
わ
か
れ
て

お
り
、
各
〈
座
席
〉
に
必
要
な
物
品
が
備
え
付
け
ら
れ
た
。
写
経
事
業
ご
と
に
写

経
生
の
メ
ン
バ
ー
が
入
れ
替
わ
る
た
び
、
〈
座
席
〉
に
振
り
分
け
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
正
倉
院
文
書
研
究
で
は
、
ど
の
よ
う
に
組
織
が
変
遷
し
て
き
た

か
、
個
別
写
経
事
業
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
な
ど
は
検
討
さ
れ
て
き
た
が
、

写
経
所
の
具
体
的
な
内
部
構
造
を
見
通
す
こ
と
は
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
。
物

品
の
運
用
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
堂
の
内
部
構
造
を
垣
間

見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

本
論
で
は
、
写
経
所
の
物
品
運
用
に
つ
い
て
、
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
を
提
示
し
た
に

す
ぎ
な
い
。
個
々
の
物
品
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
詳
細
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
ま
た
、
時
期
ご
と
の
変
遷
、
写
経
所
組
織
の
変
遷
に
即
し
て
考
え
る

必
要
が
あ
る
。

　

写
経
所
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
ご
と
に
分
業
体
制
を
整
え
た
、
き
わ
め
て
組

織
的
な
経
典
製
作
工
房
で
あ
る
。
造
東
大
寺
司
を
中
心
と
す
る
他
の
造
営
・
造
物

関
係
の
組
織
も
、
同
様
の
体
制
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
写
書
手
・
造
紙
手
・
造

筆
手
な
ど
を
抱
え
る
図
書
寮
は
、
写
経
所
と
よ
く
似
た
性
格
を
持
つ
官
司
と
考
え

ら
れ
、
写
経
所
の
運
営
と
類
似
す
る
点
も
多
い
と
思
わ
れ
る
。
令
外
官
で
あ
る
写

経
所
の
特
殊
性
も
あ
ろ
う
が
、
以
上
の
よ
う
な
堂
の
内
部
構
造
を
念
頭
に
お
い
て

一
般
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
古
代
に
お
け
る
手
工
業
的
な
組
織
の
あ
り
方

を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
事
務
的
な
官
司
と
の
相
違
点
は
今
後

検
討
し
た
い
が
、
奈
良
時
代
の
官
司
が
実
務
レ
ベ
ル
で
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
運

用
さ
れ
て
い
た
か
、
そ
の
一
端
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

【
注
】

（
１
）
栄
原
永
遠
男
ａ
『
奈
良
時
代
の
写
経
と
内
裏
』
（
塙
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
、
同
ｂ

『
奈
良
時
代
写
経
史
研
究
』
（
塙
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
、
同
ｃ
『
正
倉
院
文
書
入

門
』
（
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
一
年
）
、
杉
本
一
樹
『
日
本
古
代
文
書
の
研
究
』

（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）
、
山
下
有
美
『
正
倉
院
文
書
と
写
経
所
の
研
究
』

（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）
な
ど
多
数
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
い

る
。
桑
原
祐
子
「
正
倉
院
文
書
の
訓
読
と
注
釈
請
暇
不
参
解
編
」
（
一
）
（
二
）

（
奈
良
女
子
大
学
二
十
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
報
告
書V

ol.

四
・
九　

二
〇
〇
五

年
、
二
〇
〇
七
年
）
、
宮
川
久
美
「
正
倉
院
文
書
の
訓
読
と
注
釈
月
借
銭
解
編
」
第

一
〜
第
七
分
冊
（
『
奈
良
佐
保
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
十
六
〜
二
十
四
号
、
二
〇

〇
九
年
〜
二
〇
一
七
年
）
は
請
暇
不
参
解
・
月
借
銭
解
に
一
通
ず
つ
訓
読
と
注
釈
を

加
え
た
も
の
で
あ
る
。

（
２
）
奈
良
時
代
に
国
家
的
な
写
経
事
業
を
行
っ
た
機
関
は
、
内
裏
系
統
の
写
経
機
関
と
、

「
写
経
所
文
書
」
が
残
る
皇
后
宮
職
系
統
の
写
経
機
関
が
あ
る
。
組
織
も
名
称
も
さ

ま
ざ
ま
な
変
遷
を
た
ど
る
が
、
本
論
文
で
は
、
史
料
に
名
称
が
明
記
さ
れ
て
い
る
場

合
以
外
は
、
便
宜
的
に
「
写
経
所
」
で
統
一
す
る
。

（
３
）
渡
部
陽
子
ａ
「
正
倉
院
文
書
に
お
け
る
「
荒
紙
」
「
悪
紙
」
」
（
栄
原
永
遠
男
編

『
日
本
古
代
の
王
権
と
社
会
』
塙
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
、
同
ｂ
「
「
下
纏
」
と

「
式
」
「
敷
」
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
二
、
二
〇
一
一
年
）
、
同
ｃ
「
正
倉

院
文
書
に
み
え
る
帙
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
三
、
二
〇
一
三
年
）
、
同
ｄ

「
正
倉
院
文
書
に
み
え
る
浄
衣
」
（
栄
原
永
遠
男
編
『
正
倉
院
文
書
の
歴
史
学
・
国

語
学
的
研
究
│
解
移
牒
案
を
読
み
解
く
│
』
和
泉
書
院
、
二
〇
一
六
年
）
、
同
ｅ

「
正
倉
院
文
書
に
み
え
る
櫃
」
（
栄
原
永
遠
男
・
佐
藤
信
・
吉
川
真
司
編
『
東
大
寺

の
新
研
究
二　

歴
史
の
な
か
の
東
大
寺
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
七
年
）

（
４
）
吉
田
孝
氏
は
、
写
経
事
業
の
予
算
案
を
整
理
し
て
そ
の
形
式
を
提
示
し
た
（
吉
田
孝

「
律
令
時
代
の
交
易
」
（
『
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
三

年
）
）
。
こ
れ
ら
の
予
算
案
は
「
造
東
大
寺
司
解　

申
請
奉
写
経
用
度
物
事
」
と
書

き
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
端
裏
書
や
題
籤
に
は
「
用
度
文
」
と
書
か
れ
た
も
の

が
散
見
さ
れ
る
た
め
、
こ
の
形
式
の
文
書
は
当
時
「
用
度
文
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
な
お
本
論
で
は
、
写
経
事
業
開
始
に
あ
た
っ
て
必
要
な
物
品
類
を
書

き
だ
し
た
も
の
を
「
用
度
文
」
と
し
、
個
別
の
物
品
の
み
を
申
請
す
る
文
書
や
、
写

経
事
業
の
途
中
で
物
品
を
追
加
申
請
す
る
文
書
は
用
度
文
と
は
み
な
さ
な
い
。

（
５
）
『
大
日
本
古
文
書
（
編
年
）
』
一
四
巻
二
九
二
頁
〜
三
〇
〇
頁
。
以
下
『
大
日

古
』
、
一
四
ノ
二
九
二
〜
三
〇
〇
と
略
す
。
ま
た
本
論
文
に
お
い
て
「　

」
で
示
す

史
料
名
は
『
大
日
古
』
の
も
の
、
﹇　

﹈
で
示
す
の
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編

『
正
倉
院
文
書
目
録
』
の
も
の
で
あ
る
。

（
６
）
栄
原
永
遠
男
「
光
明
皇
太
后
没
前
の
写
経
事
業
群
」
（
前
掲
注
１
著
書
ｂ
）

（
７
）
表
５
に
あ
げ
た
物
品
の
う
ち
、
経
紙
・
凡
紙
に
つ
い
て
は
注
３
拙
稿
ａ
・
ｂ
、
帙
は

拙
稿
ｃ
、
浄
衣
は
拙
稿
ｄ
、
櫃
は
拙
稿
ｅ
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
た
。

（
８
）
桑
原
祐
子
「
墨
の
記
述
―
墨
頭
・
墨
端
と
助
数
詞
」
（
『
正
倉
院
文
書
の
国
語
学
的

研
究
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）
、
濱
道
孝
尚
「
写
経
所
に
お
け
る
「
私
書
」

の
書
写
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
三
、
二
〇
一
三
年
）

（
９
）
仁
王
経
疏
一
部
五
巻
の
用
度
文
で
は
、
経
紙
・
凡
紙
、
菟
毛
筆
一
管
半
と
墨
一
挺
を

買
う
た
め
の
銭
を
申
請
し
て
い
る
（
表
２
№
28
、
一
六
ノ
三
七
五
〜
三
七
六
）
。
筆

そ
の
も
の
を
一
管
と
半
分
だ
け
授
受
す
る
と
い
う
の
は
、
物
理
的
に
不
可
能
で
あ

る
。
同
じ
年
に
行
わ
れ
た
梵
網
経
四
十
巻
・
四
分
僧
戒
本
経
十
巻
・
四
分
尼
戒
本
経

十
巻
の
用
度
文
で
は
、
菟
毛
筆
一
管
（
四
十
文
）
を
も
っ
て
写
紙
百
五
十
張
、
墨
一

挺
（
三
十
文
）
を
も
っ
て
写
紙
三
百
張
と
あ
る
（
表
２
№
30
、
一
六
ノ
三
四
二
、
二

五
ノ
三
四
〇
）
。
筆
一
管
と
半
分
だ
と
、
二
百
二
十
五
張
を
写
す
こ
と
が
で
き
、
仁

王
経
疏
で
申
請
さ
れ
た
経
紙
は
百
九
十
一
張
で
あ
る
か
ら
、
十
分
で
あ
る
。
写
経
所

は
、
筆
墨
の
現
物
で
は
な
く
、
菟
毛
筆
一
管
半
の
銭
六
十
文
と
墨
一
挺
の
銭
三
十
文

と
い
う
よ
う
に
、
銭
を
申
請
す
る
こ
と
で
、
用
紙
数
に
応
じ
た
詳
細
な
計
画
を
た
て

る
こ
と
が
で
き
る
。
写
経
事
業
ご
と
に
筆
墨
そ
の
も
の
を
準
備
す
る
の
で
は
な
く
、

必
要
な
銭
を
収
納
し
て
、
写
経
所
の
在
庫
分
を
順
次
使
用
す
る
。
様
々
な
写
経
事
業

を
断
続
的
に
行
う
写
経
所
だ
か
ら
こ
そ
可
能
と
な
る
、
筆
墨
の
合
理
的
な
運
用
方
法

で
あ
る
。

（
10
）
山
下
有
美
「
写
経
機
構
の
内
部
構
造
と
運
営
」
（
前
掲
注
１
著
書
）

（
11
）
栄
原
永
遠
男
『
正
倉
院
文
書
入
門
』
（
前
掲
注
１
著
書
ｃ
）

（
12
）
端
継
に
つ
い
て
は
、
杉
本
一
樹
「
端
継
・
式
敷
・
裹
紙
」
（
前
掲
注
１
著
書
）
。
史

料
上
に
は
〈
仮
軸
〉
に
関
す
る
記
載
は
み
え
な
い
が
、
端
継
の
二
次
利
用
と
考
え
ら

れ
る
続
修
後
集
第
二
二
巻
が
、
軸
付
紙
の
形
状
を
な
す
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
仮
の
軸

が
取
り
付
け
ら
れ
た
と
す
る
。
書
写
中
は
、
巻
首
に
取
り
付
け
ら
れ
た
端
継
が
、
軸

付
紙
と
仮
表
紙
の
役
割
を
兼
ね
た
と
考
え
ら
れ
、
書
写
終
了
後
、
巻
首
に
は
正
式
な

表
紙
が
、
巻
尾
に
は
正
式
な
軸
が
取
り
付
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
13
）
大
隅
亜
希
子
「
装
潢
組
織
の
展
開
と
布
施
支
給
の
変
遷
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』

六
、
一
九
九
九
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

（
大
阪
市
立
大
学
都
市
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
）
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は
じ
め
に

　

正
倉
院
文
書
研
究
で
は
、
文
書
論
、
組
織
論
、
個
別
写
経
事
業
な
ど
に
つ
い
て

研
究
が
進
ん
で
い
る
。
写
経
生
に
関
し
て
も
、
月
借
銭
、
請
暇
に
つ
い
て
の
研
究

が
あ
る
。
し
か
し
、
写
経
所
と
は
ど
の
よ
う
な
環
境
で
あ
っ
た
か
、
具
体
的
に
ど

の
よ
う
に
作
業
を
し
て
い
た
か
、
ま
だ
わ
か
っ
て
い
な
い
点
が
多
い
。

　

正
倉
院
文
書
の
大
半
を
占
め
る
「
写
経
所
文
書
」
は
、
写
経
所
に
お
け
る
写
経

事
業
に
関
す
る
文
書
・
帳
簿
類
で
あ
り
、
人
や
物
品
の
や
り
取
り
や
状
況
が
記
載

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
私
は
、
こ
れ
ら
の
文
書
や
帳
簿
類
を
詳
細
に
検
討
す
る

こ
と
に
よ
り
、
い
く
つ
か
の
物
品
に
焦
点
を
当
て
て
そ
の
機
能
を
考
え
て
き
た
。

本
論
で
は
、
物
品
の
申
請
・
収
納
・
支
給
・
使
用
状
況
・
返
却
な
ど
に
つ
い
て
、

写
経
事
業
ご
と
に
整
理
し
な
が
ら
具
体
的
に
検
討
し
、
誰
が
・
い
つ
・
ど
こ
で
・

何
を
・
何
の
た
め
に
・
ど
の
よ
う
に
使
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
写
経
所
の
空
間
構
造
を
見
通
し
た
い
。

　

律
令
制
下
の
役
所
に
つ
い
て
、
組
織
の
具
体
的
な
運
用
ま
で
わ
か
る
史
料
は
、

　
　
　
　

写
経
所
文
書
以
外
に
な
い
。
木
簡
は
貴
重
な
一
次
史
料
だ
が
、
断
片
的
な
情
報
し

か
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
写
経
所
文
書
も
、
全
て
の
文
書
や
帳
簿
群
が
現
存
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
江
戸
末
期
か
ら
明
治
時
代
に
行
わ
れ
た
「
整

理
」
に
よ
っ
て
ば
ら
ば
ら
に
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
原
本
調
査
や
、
史
料
内

容
の
丹
念
な
研
究
成
果
に
よ
り
、
多
く
の
情
報
を
体
系
的
に
得
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

造
東
大
寺
司
管
下
の
写
経
所
は
、
写
経
と
い
う
宗
教
行
為
を
行
う
場
で
あ
る
と

同
時
に
、
分
業
体
制
に
よ
る
組
織
運
営
を
行
う
工
房
的
な
性
格
を
も
つ
役
所
で
も

あ
る
。
写
経
所
文
書
を
使
っ
て
写
経
所
の
内
部
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
図
書
寮
な
ど
他
の
一
般
官
司
に
つ
い
て
も
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

表
１
は
写
経
所
の
構
成
員
と
そ
の
役
割
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
論
で
は
、

正
倉
院
文
書
に
み
え
る
物
品
が
、
写
経
事
業
の
中
で
ど
の
よ
う
に
機
能
し
運
用
さ

れ
て
い
た
か
を
総
合
的
に
考
え
た
い
。
ま
ず
、
用
度
文
（
用
度
申
請
）・
用
残
報
告
や

帳
簿
類
に
よ
り
、
写
経
事
業
に
お
け
る
物
品
の
申
請
・
使
用
状
況
を
検
討
す
る
。

次
に
、
個
別
写
経
事
業
で
使
わ
れ
る
物
品

を
、
そ
の
性
質
ご
と
に
分
別
し
、
職
掌
ご

と
に
整
理
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
奈
良

時
代
の
写
経
所
が
ど
の
よ
う
な
空
間
だ
っ

た
の
か
、
内
部
構
造
を
立
体
的
に
解
明
す

る
た
め
の
見
通
し
を
た
て
た
い
。
な
お
、

広
義
の
写
経
所
と
は
、
写
経
に
関
す
る
作

業
を
行
う
写
経
堂
に
加
え
、
経
師
等
が
生

活
す
る
食
堂
（
料
理
供
養
所
）
、
宿
所
な
ど

も
含
ま
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
様
々
な

物
品
が
使
用
さ
れ
る
が
、
本
論
の
検
討
対
象
は
、
写
経
堂
に
限
定
す
る
。

　
　
一
　
用
度
文
に
み
え
る
物
品

（
１
）
用
度
文

　

個
別
写
経
事
業
を
始
め
る
に
あ
た
り
、
写
経
所
の
事
務
官
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ

た
予
算
案
（
見
積
書
兼
請
求
書
）
が
用
度
文
（
用
度
申
請
）
で
あ
る
。
用
度
文
の
書
き
出

し
は
「
写
経
所
解
」「
写
書
所
解
」
ま
た
は
「
造
東
大
寺
司
解
」
な
ど
と
な
っ
て
お

り
、
写
経
所
の
案
主
が
下
書
き
を
作
成
し
、
造
東
大
寺
司
政
所
で
清
書
さ
れ
、
太
政

官
も
し
く
は
写
経
事
業
の
発
願
主
に
提
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
用
度
文
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
写
経
事
業
を
遂
行
す
る
に
あ
た
っ
て
必
要
と
判
断
さ
れ
た
物
品

が
列
挙
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
典
型
的
な
用
度
文
の
例
と
し
て
、
長
く
な
る
が
【
史

料
一
】
を
あ
げ
る
（
「　

」
は
追
記
、
＊
は
朱
書
き
、
文
字
は
抹
消
、
勾
点
は
省
略
、
波

線
は
筆
者
に
よ
る
）
。

【
史
料
１
】

﹇
東
寺
写
経
所
解
（
案
）
﹈
（
続
修
後
集
五
、
一
四
ノ
二
九
二
〜
三
〇
〇
）

東
寺
写
経
所
解　

申
請
応
奉
写
経
用
度
物
事

合
経
壱
伯
参
拾
伍
部
四
百
五
十
巻　
　
　

　

法
花
経
卌
五
部
三
百
六
十
巻　

 

「
請
随
求
陀
羅
尼
壇
□
」

　

金
剛
般
若
経
卌
五
部
卌
五
巻

　

理
趣
経
卌
五
部
卌
五
巻

応
用
紙
壱
万
玖
伯
参
張

　

経
紙
一
万
三
百
十
張

　
　

九
千
五
百
八
十
五
張
見
写
料

　
　
　

八
千
□
百
張
法
花
経
□
五
部
料
部
別
百
八
十
張

　
　
　

五
百
八
十
五
□
□
剛
般
若
経
卌
五
巻
料
巻
別
十
三
張

　
　
　

九
百
張
理
□
経
卌
五
巻
料
巻
別
廿
張

　
　

二
百
廿
五
張
表
紙
料　
以
一
張
着
二
巻

　

五
百
張
破
料

凡
紙
伍
佰
玖
拾
参
張

　

二
百
五
十
八
張
一
万
三
百
十
張
端
料　
以
一
張
着
卌
張

　

一
百
卅
五
張
敷
紙
并
下
纏
式
料

　

一
百
張
裹
紙
料　
以
一
裹
打
紙
百
張

　

一
百
張
雑
用
料

菟
毛
筆
玖
拾
壱
管　
以
一
管
写
紙
百
五
十
張

墨
参
拾
弐
挺　
以
一
挺
写
紙
三
百
張

界
料
鹿
毛
筆
拾
管

綺
漆
拾
陸
丈
伍
寸 

　

六
十
八
丈
八
尺
五
寸
法
花
経
三
百
六
十
巻
理
趣
経
卌
五
巻
料
巻
別
一
尺
七
寸

　

七
丈
二
尺
金
剛
般
若
経
卌
五
巻
料
巻
別
一
尺
六
寸

扶
壱
佰
参
拾
伍
枚 

各
長
一
尺
七
寸

軸
肆
佰
伍
拾
枚

黄
蘗
弐
佰
肆
拾
伍
斤 

以
一
斤
染
紙
卌
張

橡
壱
斗
伍
升 

以
一
升
染
表
紙
十
五
張

（
以
下
省
略
･
･
･
荒
炭
、
薪
、
銭
（
菟
毛
筆
、
墨
、
鹿
毛
筆
、
生
菜
、
荒
炭
、
薪
）
、

浄
衣
料
（
絁
・
綿
・
細
布
・
調
布
・
祖
布
）
、
木
履
、
菲
）

経
師
肆
拾
伍
人　

装
潢
参
人　

校
生
陸
人　

雑
使
伍
人　

優
婆
夷
壱
人

　

合
陸
拾
人
単
功
弐
仟
伍
拾
陸
人

　

一
千
三
百
六
十
九
人
経
師 

人
別
写
紙
七
張

　

一
百
九
十
一
人
装
潢 

人
別
作
紙
五
十
張

　

二
百
十
六
人
校
生 

人
別
校
紙
六
十
張

　

一
百
五
十
人
雑
使  

卅
日
単

　

卅
人
優
婆
夷  

卅
日
単

米
肆
拾
斛
肆
升

（
以
下
食
料
省
略
…
糯
米
、
塩
、
醤
、
滓
醤
、
末
醤
、
酢
、
海
藻
、
滑
海
藻
、
心
太
、
芥

子
、
胡
麻
油
、
小
麦
、
大
豆
、
小
豆
、
漬
菜
、
漬
薑
）

　　
　

砥
壱
顆

　
　

刀
子
参
柄　

　
　

仕
丁
壱
拾
伍
人

「
不
」
折
薦
畳
玖
拾
枚

　　

以
前
、
応
奉
写
一
百
卅
五
部
之
経
用
度
之
物
、
所
請
如

　

件
、
謹
解

　
　
　
　
　
　

天
平
宝
字
四
年
正
月
十
五
日
主
典
正
八
位
上
安
都
宿
祢「
雄
足
」

　

次
官
従
五
位
下
高
麗
朝
臣
「
大
山
」

　　

【
史
料
一
】
は
天
平
宝
字
四
年
（
七
六
〇
）
に
行
わ
れ
た
法
花
経
四
十
五
部
三
百

六
十
巻
・
金
剛
般
若
経
四
十
五
部
四
十
五
巻
・
理
趣
経
四
十
五
部
四
十
五
巻
（
い
わ

ゆ
る
百
三
十
五
部
経
）
の
用
度
文
で
あ
る
。
こ
の
写
経
事
業
は
光
明
皇
太
后
が
母
の

県
犬
養
三
千
代
の
追
福
の
た
め
に
発
願
し
た
も
の
で
、
天
平
宝
字
四
年
正
月
十
一

日
の
太
師
（
藤
原
仲
麻
呂
）
宣
（
一
四
ノ
三
六
七
）
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

【
史
料
一
】
を
み
て
み
る
と
、
ま
ず
経
典
名
と
巻
数
を
書
き
上
げ
、
写
経
に
必
要

な
紙
（
経
紙
・
凡
紙
）
、
筆
・
墨
、
経
典
の
体
裁
に
関
わ
る
綺
・
帙
・
軸
・
染
料
、

燃
料
、
銭
、
浄
衣
、
人
功
、
食
料
、
仕
丁
、
そ
の
他
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
【
史
料

一
】
は
写
経
所
か
ら
造
東
大
寺
司
に
提
出
さ
れ
、
次
官
の
署
名
を
も
ら
っ
た
が
、

物
品
の
数
量
変
更
の
た
め
写
経
所
に
差
し
戻
さ
れ
、
数
量
の
訂
正
を
朱
で
書
き
込

み
、
そ
れ
を
も
と
に
正
文
を
書
き
直
し
て
提
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
【
史
料

一
】
は
控
え
と
し
て
写
経
所
政
所
に
残
し
、
物
品
の
収
納
時
に
そ
の
日
付
等
に
つ

い
て
追
記
し
、
勾
点
等
を
付
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

写
経
所
文
書
に
み
え
る
用
度
文
の
記
載
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
２
で
あ

る
。
「
写
経
所
文
書
」
に
お
け
る
写
経
関
係
の
現
存
最
古
の
文
書
は
、
藤
原
光
明

子
家
の
神
亀
四
〜
五
年
（
七
二
七
〜
八
）
の
も
の
だ
が
（
一
ノ
三
八
一
〜
三
八
三
）
、

表
２
の
よ
う
に
、
現
存
す
る
用
度
文
は
天
平
二
十
年
（
七
四
八
）
の
も
の
が
初
見
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
天
平
末
年
頃
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、
用
度
文
の
形
式
が
あ

る
程
度
確
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
用
度
文
の
多
く
に
は
、
筆
墨
等
に
つ
い
て
、

申
請
物
品
を
列
挙
し
た
項
と
、
申
請
す
る
銭
の
用
途
を
列
挙
し
た
部
分
の
両
方
に

記
載
が
み
え
る
。
二
カ
所
の
筆
墨
の
数
量
は
同
じ
で
あ
り
、
な
ぜ
重
複
し
て
記
載

し
て
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
書
き
方
は
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
他
の
項
目

や
物
品
の
書
き
方
で
も
、
順
序
が
入
れ
替
わ
っ
た
り
物
品
の
種
類
が
増
減
し
た
り

す
る
も
の
の
、
一
定
の
形
式
が
み
ら
れ
る
。
題
籤
軸
が
つ
け
ら
れ
て
写
経
事
業
終

了
後
も
保
管
さ
れ
た
用
度
文
も
あ
る
の
で
、
案
主
が
次
の
写
経
事
業
の
用
度
文
を

作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
見
本
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

【
史
料
一
】
は
表
２
№
15
に
あ
た
る
が
、
記
載
さ
れ
た
物
品
の
種
類
を
比
較
す

る
と
、
典
型
的
な
用
度
文
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
用
度
文
に
記
載
さ
れ
た

内
容
に
は
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
特
に
食
料
・
雑
器
な
ど
数
多
く
の
物
品
を
請
求
し
た

も
の
と
、
経
典
の
書
写
に
必
要
最
低
限
の
物
品
で
あ
る
紙
筆
墨
の
み
の
請
求
に
と

ど
ま
る
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
前
者
は
表
２
№
24
大
般
若
経
二
部
千
二
百
巻
、
後

者
は
№
13
心
経
百
巻
や
№
28
仁
王
経
疏
一
部
五
巻
の
写
経
事
業
の
用
度
文
に
み
ら

れ
る
。
案
主
に
は
、
経
典
何
巻
・
経
紙
何
張
の
写
経
な
ら
ば
、
ど
の
物
品
・
人
員

が
ど
れ
だ
け
必
要
か
と
い
う
目
安
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
用
度
文

で
何
を
ど
れ
だ
け
申
請
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
請
求
先
で
あ
る
発
願
者
の
意

向
、
写
経
の
重
要
度
や
緊
急
度
な
ど
に
よ
り
、
調
整
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

管
見
の
限
り
奈
良
時
代
に
は
四
百
以
上
の
写
経
事
業
が
行
わ
れ
な
が
ら
、
用
度

文
が
三
十
四
例
し
か
現
存
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
全
て
の
写
経
事
業
に
お
い
て

用
度
文
が
作
成
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

用
度
文
が
現
存
し
な
い
写
経
事
業
で
も
、
造
東
大
寺
司
や
内
裏
な
ど
か
ら
写
経
に

必
要
な
物
品
が
収
納
さ
れ
て
い
る
例
は
多
い
。
総
合
的
な
用
度
文
が
作
成
さ
れ
な

く
て
も
、
「
筆
墨
申
請
」
な
ど
個
別
に
物
品
の
申
請
文
書
を
作
成
し
、
写
経
所
に

必
要
な
物
品
が
収
納
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
写
経
事
業
終
了
後
、
決
算
と
し
て
物
品
の
用
残
報
告
が
作
成
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
。
用
度
文
と
用
残
報
告
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
申
請
さ
れ
た
物
品
が
、

実
際
は
ど
れ
だ
け
収
納
さ
れ
て
使
用
さ
れ
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

用
度
文
と
用
残
報
告
が
共
に
現
存
す
る
の
は
、
前
述
の
天
平
宝
字
四
年
の
百
三

十
五
部
経
と
、
天
平
宝
字
六
〜
七
年
（
七
六
二
〜
三
）
の
大
般
若
経
二
部
千
二
百
巻
の

写
経
事
業
で
あ
る
。
表
３
に
あ
げ
た
百
三
十
五
部
経
に
よ
る
と
、
用
度
文
と
用
残

報
告
の
数
量
が
一
致
す
る
の
は
わ
ず
か
六
品
目
だ
け
で
あ
る
。
用
度
文
は
あ
く
ま

で
計
画
で
あ
り
、
実
際
に
収
納
さ
れ
た
物
品
の
量
や
種
類
が
か
な
り
異
な
る
こ
と

が
わ
か
る
。
特
に
銭
の
場
合
、
収
納
さ
れ
た
銭
の
用
途
は
、
あ
る
程
度
案
主
の
采

配
に
任
せ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
食
料
、
食
膳
・
調
理
用
具
な
ど
は
、
食

　
　
　

　
　
　

事
の
メ
ニ
ュ
ー
や
備
品
の
不
足
具
合
に
応
じ
て
、
変
更
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
２
）
個
別
の
物
品

　

写
経
事
業
に
お
い
て
は
、
様
々
な
文
書
が
や
り
と
り
さ
れ
、
帳
簿
類
が
活
用
さ

れ
る
。
前
述
の
百
三
十
五
部
経
で
は
、
表
４
に
あ
げ
た
よ
う
な
関
係
史
料
が
残
っ

て
い
る
。
用
度
文
（
c
）
、
銭
用
帳
（
e
）
、
充
装
潢
帳
（
g
）
（
n
）
、
充
紙
筆
墨

帳
（
h
）
、
充
本
帳
（
i
）
、
校
帳
（
m
）
、
手
実
帳
（
l
）
、
布
施
申
請
（
o
）
、

用
残
報
告
（
x
）
と
い
っ
た
他
の
個
別
写
経
事
業
に
も
共
通
す
る
形
式
の
も
の
が
一

通
り
そ
ろ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
複
数
の
帳
簿
類
が
現
存
す
る
お
か
げ
で
、
ひ

と
つ
だ
け
の
史
料
で
は
判
明
し
な
い
物
品
の
動
き
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

た
と
え
ば
、
用
度
文
（
c
）
で
は
綺
八
十
丈
一
尺
、
軸
四
百
五
十
枚
が
現
物
で
請

求
さ
れ
て
い
る
が
、
書
写
が
終
了
し
布
施
申
請
（
o
）
も
提
出
さ
れ
た
後
に
よ
う
や

く
、
写
経
所
別
当
の
安
都
雄
足
か
ら
「
彼
一
百
三
十
五
部
経
綺
軸
、
以
其
残
、
令

買
市
頭
（
軸
朱
頂
）
」
と
指
示
が
出
た
（
r
）
。
写
経
所
で
は
そ
れ
ら
を
購
入
し
て

一
千
五
十
文
（
綺
七
十
丈
直
）
、
三
百
六
十
文
（
朱
頂
軸
四
百
五
十
枚
直
）
を
請
求
し

た
が
（
s
）
、
用
残
報
告
（
x
）
で
は
、
用
い
た
銭
の
内
訳
の
項
に
、
一
貫
五
十
文

（
綺
七
十
丈
直
）
、
二
百
八
十
八
文
（
朱
頂
軸
三
百
六
十
枚
直
）
と
あ
る
。
残
り
九
十

本
分
の
朱
頂
軸
の
銭
が
最
終
的
に
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
た
の
か
現
存
の
史
料
で

は
わ
か
ら
な
い
。
綺
緒
に
つ
い
て
は
、
用
度
文
（
c
）
で
は
法
花
経
と
理
趣
経
は
巻

別
一
丈
八
尺
、
金
剛
般
若
経
は
巻
別
一
丈
六
尺
と
し
て
、
合
計
八
十
丈
一
尺
が
計

上
さ
れ
た
。
緒
の
長
さ
の
差
は
、
一
巻
平
均
二
十
二
，
五
張
の
法
花
経
と
一
巻
二

十
張
の
理
趣
経
、
そ
し
て
一
巻
十
三
張
の
金
剛
般
若
経
と
い
う
、
一
巻
あ
た
り
の

経
紙
の
予
定
枚
数
か
ら
わ
か
る
巻
物
の
太
さ
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
。
綺
に
つ

い
て
も
七
十
丈
分
の
銭
し
か
支
出
さ
れ
ず
、
各
巻
に
は
予
定
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
少
し

短
い
緒
が
取
り
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
写
経
所
文
書
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
写
経
事
業
ご
と
に
整
理
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
用
度
文
・
収
納
帳
・
用
帳
・
充
帳
・
用
残
報
告
等
に
み
え
る
物
品

に
つ
い
て
、
一
連
の
運
用
状
況
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ど
の
よ
う
な
物
品

を
ど
れ
だ
け
請
求
す
る
予
定
だ
っ
た
の
か
、
実
際
に
は
ど
れ
だ
け
収
納
さ
れ
た
の

か
、
い
つ
誰
が
ど
の
よ
う
に
用
い
た
の
か
、
ど
れ
だ
け
使
用
し
て
ど
れ
だ
け
残

り
、
ど
れ
だ
け
返
上
し
た
の
か
、
ま
た
は
別
の
写
経
事
業
に
転
用
し
た
の
か
。
全

て
の
写
経
事
業
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
ま
だ
で
き
て
い
な
い
が
、
現
時
点
で

わ
か
る
範
囲
で
、
経
典
の
書
写
に
直
接
関
わ
る
物
品
の
特
徴
を
あ
げ
た
の
が
表
５

で
あ
る
。

　

常
写
や
間
写
の
①
経
紙
（
○
番
号
は
表
５
に
対
応
）
は
、
﹇
間
紙
検
定
并
便
用
帳
﹈

（
九
ノ
三
六
七
〜
三
七
〇
+
九
ノ
三
七
〇
〜
三
八
〇
+
三
ノ
四
八
五
〜
四
八
六
+
一
一
ノ
三

六
四
〜
三
六
六
）
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
紙
の
種
類
や
色
、
枚
数
が
細
か

く
記
載
さ
れ
、
あ
る
経
典
に
使
用
す
る
紙
が
ど
こ
か
ら
収
納
さ
れ
た
の

か
、
も
し
く
は
ど
の
写
経
事
業
の
紙
を
転
用
し
た
の
か
、
残
紙
を
ど
の
写

経
事
業
に
転
用
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
管
理
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て

②
凡
紙
は
、
す
べ
て
の
写
経
事
業
に
お
い
て
申
請
・
収
納
さ
れ
た
わ
け
で

は
な
く
、
写
経
所
内
で
臨
機
応
変
に
再
利
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ

る
。
③
筆
墨
は
、
支
給
・
返
上
記
録
が
細
か
く
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
て
い
た
も

の
の
、
ま
だ
ま
だ
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
多
い
。
筆
墨
の
請
求

や
支
給
は
現
物
と
銭
の
場
合
が
両
方
あ
る
が
、
銭
で
請
求
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
各
写
経
事
業
ご
と
の
財
政
と
使
用
実
態
と
を
、
効
率
的
に
調
整
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
⑦
櫃
に
は
、
カ
ギ
や
据
え
付
け
る
机
が
付
属
し

た
経
典
奉
請
用
の
櫃
、
経
紙
な
ど
の
物
品
を
移
動
す
る
た
め
の
櫃
、
写
経

所
内
で
物
品
を
保
管
す
る
た
め
の
櫃
な
ど
が
あ
る
。
な
か
で
も
小
明
櫃

は
、
各
経
師
が
写
経
中
の
経
巻
を
納
入
す
る
の
に
使
用
す
る
た
め
、
経
師

の
人
数
分
請
求
さ
れ
る
が
、
紙
筆
墨
と
違
っ

て
個
人
に
支
給
さ
れ
た
記
録
が
な
い
。
⑨
硯

も
ま
れ
に
用
度
文
で
請
求
さ
れ
る
場
合
は
、

経
師
一
人
に
つ
き
ひ
と
つ
と
い
う
意
識
が
あ

る
よ
う
だ
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
分
配

さ
れ
て
い
た
の
か
わ
か
ら
な
い
。

（
３
）
小
結

　

そ
れ
ぞ
れ
の
写
経
事
業
の
用
度
文
か
ら

は
、
ど
の
よ
う
な
物
品
が
写
経
事
業
に
必
要

で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
。
用
度
文
に
計
上
さ

れ
た
物
品
は
あ
く
ま
で
見
積
も
り
で
あ
り
、

帳
簿
類
と
比
較
検
討
す
る
と
、
実
際
に
納
入

さ
れ
て
写
経
所
で
使
用
さ
れ
た
数
量
や
種
類

は
異
な
る
。
し
か
し
そ
の
相
違
点
か
ら
、
物

品
運
用
の
計
画
と
実
態
が
浮
き
彫
り
と
な
る

の
で
あ
る
。

　

筆
墨
申
請
、
充
紙
筆
墨
、
充
本
、
手
実
、

行
事
、
上
日
、
布
施
申
請
な
ど
に
は
、
写
経

生
の
個
人
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
史
料
か
ら
、
各
写
経
生
が
ど
の
よ
う
な
物

品
を
使
用
し
て
写
経
事
業
を
行
っ
た
か
が
わ

か
る
が
、
基
本
的
に
手
本
と
す
る
本
経
と
紙

筆
墨
の
支
給
・
返
上
、
担
当
経
巻
の
用
紙
数
（
正
用
・
空
破
・
返
上
）
し
か
記
入
さ

れ
て
い
な
い
。

　

写
経
堂
で
使
わ
れ
る
物
品
の
な
か
で
、
経
紙
な
ど
新
写
経
典
に
使
用
さ
れ
る
も

の
は
、
写
経
事
業
ご
と
に
収
納
さ
れ
、
余
れ
ば
紙
一
枚
・
筆
一
本
単
位
で
細
か
く

チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
て
返
上
し
、
他
の
写
経
事
業
に
転
用
す
る
場
合
は
便
用
記
録
が
あ

る
。
し
か
し
、
机
や
小
明
櫃
な
ど
は
、
少
量
で
は
あ
る
が
写
経
所
に
収
納
さ
れ
て

い
る
の
に
、
写
経
生
の
個
人
あ
て
に
支
給
記
録
が
な
い
。
硯
や
そ
れ
に
類
す
る
も

の
、
装
潢
・
校
生
の
墨
な
ど
も
、
確
実
に
使
用
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
支
給

記
録
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
物
品
ご
と
の
運
用
状
況
の
違
い
に
注
目
し
て
検
討
す

る
こ
と
で
、
写
経
堂
の
内
部
構
造
が
み
え
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
二
　
写
経
所
に
お
け
る
物
品
の
運
用

　

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
各
写
経
事
業
ご
と
に
収
納
さ
れ
る
物
品
と
、
ま

れ
に
し
か
収
納
さ
れ
な
い
物
品
、
ま
た
個
々
の
写
経
生
あ
て
の
支
給
記
録
が
あ
る

物
品
と
支
給
記
録
が
な
い
物
品
が
あ
る
。

　

写
経
事
業
で
は
、
案
主
が
作
業
の
段
階
に

応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
帳
簿
を
作
成
し
管
理
す

る
。
経
紙
や
筆
墨
の
支
給
返
却
記
録
が
徹
底

し
て
い
る
の
は
、
最
後
に
手
実
と
照
ら
し
合

わ
せ
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
り
、
布
施
支
給

と
直
結
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に

対
し
て
、
耐
久
性
の
あ
る
硯
や
机
、
小
明
櫃

な
ど
は
、
写
経
事
業
ご
と
に
交
換
す
る
必
要
は
な
く
誰
が
使
っ
て
も
問
題
は
な

い
。

　

写
経
生
個
人
に
支
給
・
返
却
す
る
帳
簿
が
な
い
物
品
は
、
写
経
事
業
ご
と
に
メ

ン
バ
ー
が
入
れ
替
わ
る
写
経
生
個
人
に
支
給
す
る
の
で
は
な
く
、
経
師
・
校
生
・

装
潢
の
作
業
場
所
、
こ
れ
を
仮
に
〈
座
席
〉
と
呼
称
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
〈
座

席
〉
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
個
人
あ
て
の
支
給
記
録

が
な
い
の
は
、
写
経
生
個
人
に
支
給
し
た
の
で
は
な
く
、
案
主
が
管
理
す
る
写
経

堂
の
各
〈
座
席
〉
に
割
り
当
て
た
物
品
だ
か
ら
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
職
掌
ご
と

に
、
前
章
で
抽
出
し
た
物
品
の
性
質
を
整
理
し
、
〈
座
席
〉
で
運
用
さ
れ
た
物
品

を
検
討
し
て
み
た
い
（
表
６
）
。

（
１
）
案
主

　

案
主
は
、
常
写
・
間
写
・
私
願
経
書
写
、
経
典
の
確
保
や
出
納
な
ど
、
写
経
所

の
運
営
・
管
理
を
同
時
に
遂
行
す
る
。
写
経
事
業
別
、
用
途
別
に
多
数
の
帳
簿
や

報
告
書
を
作
成
し
、
写
経
生
や
物
品
を
効
率
的
に
管
理
し
て
い
た
。

　

写
経
所
は
堂
（
作
業
場
）
と
曹
司
（
事
務
局
）
か
ら
構
成
さ
れ
、
他
の
律
令
官

司
、
特
に
作
業
場
の
必
要
な
現
業
官
司
で
も
同
じ
よ
う
な
構
造
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
造
東
大
寺
司
か
ら
写
経
所
に
配
属
さ
れ
た
案
主
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
担

当
を
分
担
し
、
共
同
で
運
営
す
る
体
制
で
あ
っ
た
。
案
主
曹
司
（
案
主
曹
所
・
案
主

所
）
に
は
櫃
が
あ
り
、
櫃
記
等
に
記
載
す
る
こ
と
で
物
品
を
種
類
別
に
管
理
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
（
八
ノ
五
八
〇
、
一
〇
ノ
四
四
五
）
。
こ
の
櫃
に
は
内
裏
や
造
東
大

寺
司
か
ら
収
納
さ
れ
た
物
品
や
、
写
経
生
か
ら
返
上
さ
れ
た
物
品
が
納
め

ら
れ
て
い
た
。
金
字
経
の
時
に
瑩
生
（
校
生
が
兼
任
す
る
場
合
あ
り
）
が
使
用

す
る
猪
牙
な
ど
、
特
別
な
場
合
に
し
か
使
用
し
な
い
も
の
は
、
案
主
が
保

管
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
案
主
の
〈
座
席
〉
は
堂
と
曹
司
の
両
方

に
あ
り
、
適
宜
使
い
分
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

栄
原
永
遠
男
氏
は
、
写
経
所
の
事
務
局
に
設
置
さ
れ
た
〈
反
古
箱
〉
と

い
う
概
念
を
想
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
案
主
の
手
元
に
置
か
れ
た
櫃
や

〈
反
古
箱
〉
な
ど
に
整
理
さ
れ
た
凡
紙
、
反
古
紙
の
使
い
方
に
は
、
そ
の

残
存
状
況
か
ら
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
一
定
の
ル
ー
ル
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

白
紙
（
表
裏
と
も
未
使
用
）
の
凡
紙
は
、
「
公
文
料
」
と
し
て
提
出
文
書

や
帳
簿
作
成
に
使
用
さ
れ
た
。
ま
た
写
経
生
の
手
実
等
の
作
成
の
た
め
に

も
使
用
さ
れ
た
。
つ
ぎ
に
、
端
継
・
裹
紙
な
ど
に
使
用
さ
れ
た
あ
と
の
白

紙
の
反
古
紙
は
、
案
主
の
手
元
に
返
却
さ
れ
た
場
合
は
、
帳
簿
作
成
や
写

経
生
の
手
実
等
作
成
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た
。
紙
が
短
く
切
断
さ
れ
て
い

た
り
、
多
少
し
わ
に
な
っ
た
り
も
し
て
い
る
が
、
写
経
所
内
で
の
帳
簿
類

に
使
用
す
る
に
は
十
分
の
状
態
で
あ
ろ
う
。
一
次
利
用
さ
れ
、
背
面
の
み

空
白
の
反
古
紙
は
、
案
主
の
手
元
で
帳
簿
作
成
に
使
用
さ
れ
た
。
一
次
面
の
情
報

は
す
で
に
必
要
な
く
、
破
棄
さ
れ
た
と
は
い
え
、
表
裏
が
混
同
し
て
は
い
け
な
い

と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
た
め
か
、
写
経
生
に
配
布
し
て
手
実
等
を
書
か
せ
る
こ
と

は
な
く
、
案
主
の
責
任
の
も
と
で
新
た
に
貼
り
継
が
れ
、
二
次
利
用
さ
れ
た
よ
う
で

あ
る
。
つ
ま
り
、〈
反
古
箱
〉
の
中
は
、
そ
の
状
態
に
よ
っ
て
区
分
け
が
さ
れ
、
使

用
目
的
が
分
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
経
師
等
の
浄
衣
は
用
度
文
や
収
納
帳
等
に
散
見
さ
れ
る
が
、
案
主
の
浄
衣

に
つ
い
て
は
写
経
所
文
書
中
の
記
載
例
が
非
常
に
少
な
い
。
経
師
等
が
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
単
位
に
召
集
さ
れ
る
非
常
勤
職
員
だ
っ
た
の
に
対
し
、
案
主
は
造
東
大
寺
司
か

ら
定
期
的
に
浄
衣
を
受
け
取
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
用
度
文
の

人
功
の
部
分
に
も
、
経
師
・
装
潢
・
校
生
・
題
師
・
雑
使
・
膳
部
・
駆
使
丁
な
ど
は
あ

げ
ら
れ
る
が
、
案
主
は
計
上
さ
れ
な
い
。
案
主
は
、
写
経
事
業
を
管
理
す
る
側
の
ス

タ
ッ
フ
で
あ
り
、
個
別
写
経
事
業
の
予
算
に
は
組
み
込
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
。

（
２
）
経
師

　

経
師
の
中
核
を
占
め
る
の
は
い
く
つ
も
の
写
経
事
業
に
携
わ
る
経
験
者
だ
が
、

写
経
事
業
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
単
位
で
あ
り
、
作
業
が
な
い
と
き
は
も
と
の
所
属
に

戻
っ
た
り
、
別
の
写
経
所
に
出
向
し
た
り
す
る
。
大
量
の
写
経
事
業
の
時
は
、
あ

ち
こ
ち
に
招
集
が
か
け
ら
れ
、
写
経
生
が
か
き
集
め
ら
れ
た
。
同
時
期
に
常
写
と

間
写
を
掛
け
持
ち
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
経
師
忍
海
広
次
は
、
天
平
勝
宝
五
年

（
七
五
三
）
八
月
八
日
か
ら
二
十
七
日
ま
で
は
法
花
経
一
部
の
経
紙
を
支
給
さ
れ
、

そ
れ
が
終
わ
る
と
す
ぐ
に
八
月
二
十
九
日
か
ら
九
月
十
九
日
に
か
け
て
、
別
の
写

経
事
業
で
あ
る
八
十
花
厳
経
一
部
の
経
紙
を
支
給
さ
れ
て
い
る
（
一
〇
ノ
五
六

六
）
。
ベ
テ
ラ
ン
の
経
師
で
あ
る
忍
海
広
次
は
、
案
主
に
よ
っ
て
休
む
間
も
な
く
次

か
ら
次
へ
と
写
経
事
業
に
割
り
当
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

経
師
は
写
経
事
業
ご
と
に
〈
座
席
〉
に
振
り
分
け
ら
れ
、
小
明
櫃
に
本
経
と
新

写
経
典
を
入
れ
、
下
纏
に
筆
墨
な
ど
の
用
具
を
ま
と
め
て
保
管
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
経
師
は
、
各
〈
座
席
〉
に
備
え
付
け
ら
れ
た
硯
や
小
明
櫃
と
、
案
主
か
ら
配

布
さ
れ
た
式
・
敷
・
下
纏
を
使
い
、
写
経
事
業
ご
と
に
支
給
さ
れ
る
経
紙
と
筆
墨

を
用
い
て
書
写
し
た
の
で
あ
る
。

　

机
に
関
す
る
記
載
は
非
常
に
少
な
い
が
、
経
師
が
書
写
す
る
の
に
使
っ
た
机
と

し
て
は
、
「
書
机
」
が
あ
げ
ら
れ
る
（
六
ノ
三
八
六
）
。
宝
亀
三
年
（
七
七
二
）
、
始

二
部
一
切
経
が
奉
写
先
一
切
経
司
よ
り
奉
写
一
切
経
所
へ
移
管
さ
れ
る
に
あ
た
っ

て
、
使
い
か
け
の
物
品
が
ま
と
め
て
収
納
さ
れ
た
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
ひ
と

つ
の
経
巻
を
複
数
人
で
写
す
場
合
も
あ
り
、
写
経
事
業
ご
と
に
割
り
当
て
ら
れ
た

区
画
の
〈
座
席
〉
に
ま
と
ま
っ
て
座
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
３
）
装
潢

　

装
潢
と
は
、
天
平
か
ら
宝
亀
年
間
ま
で
約
三
十
年
も
写
経
所
文
書
に
み
え
る
能

登
忍
人
な
ど
、
比
較
的
特
定
の
者
が
長
期
間
務
め
る
専
門
技
術
職
で
あ
る
。
装
潢

作
業
の
四
工
程
と
し
て
、
経
を
書
写
す
る
前
に
行
う
継
・
打
・
界
と
、
書
写
後
に

行
う
装
書
が
あ
る
。
継
と
は
、
書
写
す
る
経
巻
の
張
数
に
合
わ
せ
て
大
豆
糊
で
経

紙
を
貼
り
継
い
で
、
巻
首
（
巻
尾
に
も
付
け
た
可
能
性
あ
り
）
に
端
継
紙
を
貼
り
継

ぎ
、〈
仮
軸
〉
を
付
け
る
。
打
と
は
、
経
巻
を
紙
打
石
な
ど
で
た
た
い
て
、
紙
の
緊

密
度
、
平
滑
度
を
高
め
、
滲
み
を
お
さ
え
る
。
界
と
は
、
縦
横
の
界
線
を
引
く
作

業
で
あ
る
。
書
写
・
校
正
終
了
後
、
端
継
紙
を
取
り
外
し
、
表
紙
付
け
、
端
切
、

軸
付
け
、
緒
付
け
を
す
る
の
が
装
書
で
あ
る
。

　

装
潢
に
は
何
千
張
の
紙
が
一
度
に
充
て
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
、
仕
事
内
容
が
多

岐
に
渡
る
た
め
用
具
も
多
く
、
あ
る
程
度
広
い
作
業
空
間
が
必
要
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
装
潢
の
指
示
の
も
と
、
仕
丁
が
紙
打
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
天
平
十
一

年
頃
〜
勝
宝
初
年
頃
に
は
「
装
潢
所
」
が
み
え
、
紙
打
を
行
う
「
紙
屋
」
が
天
平

十
七
年
後
半
〜
十
八
年
頃
設
置
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。

　

端
継
紙
や
仮
帙
、
〈
仮
軸
〉
な
ど
は
、
装
潢
が
写
経
開
始
に
あ
た
っ
て
取
り
付

け
た
も
の
を
、
書
写
終
了
後
に
取
り
外
す
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
再
利
用
す
る
と
い

う
、
装
潢
を
中
心
と
し
た
作
業
用
備
品
の
サ
イ
ク
ル
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
は
案
主
の
管
理
下
に
は
な
い
物
品
の
動
き
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
案
主
が
管

理
す
る
帳
簿
に
は
記
載
さ
れ
ず
、
写
経
所
文
書
に
は
残
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

（
４
）
校
生

　

校
正
は
、
基
本
的
に
別
々
の
校
生
が
二
回
行
う
。
案
主
や
経
師
、
装
潢
な
ど
が

兼
任
す
る
こ
と
も
あ
る
。

　

宝
亀
三
年
に
奉
写
先
一
切
経
司
よ
り
奉
写
一
切
経
所
へ
収
納
さ
れ
た
も
の
の
な

か
に
「
校
書
長
机
」
（
六
ノ
三
八
六
）
が
み
え
る
。
本
経
と
新
写
経
典
を
大
き
く
広

げ
て
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
い
く
た

め
か
、
「
長
机
」
と
い
う
か
ら

に
は
、
経
師
の
机
よ
り
長
い
形

状
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

（
５
）
小
結

　

以
上
の
よ
う
に
物
品
は
様
々

な
か
た
ち
で
運
用
さ
れ
る
。
表

６
で
示
し
た
ス
タ
ッ
フ
ご
と
に

取
り
扱
う
物
品
の
動
き
を
模
式

図
に
し
た
の
が
図
１
で
あ
る
。

写
経
堂
の
備
品
は
案
主
が
管
理

し
て
い
る
た
め
、
申
請
・
収
納
記
録
の
み
残
り
、
支
給
記
録
は
残
ら
な
い
。
机
な

ど
耐
久
性
の
あ
る
備
品
は
、
造
東
大
寺
司
管
下
の
写
経
所
に
な
る
前
、
光
明
・
皇

后
宮
職
の
写
経
所
時
代
か
ら
引
き
続
き
使
わ
れ
て
き
た
も
の
が
多
数
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
造
石
山
寺
写
経
所
、
始
二
部
一
切
経
が
奉
写
一
切
経
所
に
移
管
さ
れ
た

時
な
ど
、
写
経
す
る
場
や
写
経
所
自
体
の
場
所
が
移
転
す
る
場
合
は
、
多
数
の
備

品
が
準
備
さ
れ
た
り
移
動
し
た
り
す
る
。
こ
れ
ら
の
備
品
は
写
経
事
業
ご
と
に
準

備
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
必
要
に
応
じ
て
随
時
補
充
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
ま
と
め

　

写
経
事
業
に
必
要
な
物
品
は
、
用
度
文
で
見
積
も
り
が
作
成
さ
れ
、
収
納
さ
れ

た
。
写
経
堂
で
は
基
本
的
に
一
切
経
が
書
写
さ
れ
て
お
り
、
必
要
な
物
品
は
随
時

収
納
さ
れ
て
い
た
。
十
分
な
物
品
が
収
納
さ
れ
な
い
間
写
の
個
別
写
経
事
業
も
多

か
っ
た
が
、
案
主
の
采
配
に
よ
り
、
常
写
や
予
算
の
潤
沢
な
間
写
の
物
品
を
転
用

す
る
な
ど
し
て
対
処
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
新
写
経
典
の
材
料
と
な
る
物
品

（
経
紙
や
軸
な
ど
）
は
経
典
と
し
て
完
成
す
る
と
奉
請
さ
れ
る
が
、
写
経
生
た
ち

が
作
業
に
使
う
物
品
（
机
や
硯
、
櫃
な
ど
）
は
、
写
経
堂
の
備
品
と
し
て
長
く
使
用

さ
れ
た
。
筆
・
墨
な
ど
の
消
耗
品
は
写
経
用
紙
数
に
応
じ
て
収
納
さ
れ
る
が
、
一

定
の
使
用
限
度
を
超
え
て
も
、
様
々
な
用
途
に
使
い
続
け
ら
れ
た
。
案
主
は
納

帳
、
充
帳
、
用
帳
な
ど
多
く
の
帳
簿
を
使
っ
て
、
こ
れ
ら
の
物
品
を
管
理
し
た
の

で
あ
る
。

　

写
経
堂
内
は
、
案
主
、
経
師
、
校
生
、
装
潢
そ
れ
ぞ
れ
の
作
業
場
に
わ
か
れ
て

お
り
、
各
〈
座
席
〉
に
必
要
な
物
品
が
備
え
付
け
ら
れ
た
。
写
経
事
業
ご
と
に
写

経
生
の
メ
ン
バ
ー
が
入
れ
替
わ
る
た
び
、
〈
座
席
〉
に
振
り
分
け
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
正
倉
院
文
書
研
究
で
は
、
ど
の
よ
う
に
組
織
が
変
遷
し
て
き
た

か
、
個
別
写
経
事
業
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
な
ど
は
検
討
さ
れ
て
き
た
が
、

写
経
所
の
具
体
的
な
内
部
構
造
を
見
通
す
こ
と
は
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
。
物

品
の
運
用
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
堂
の
内
部
構
造
を
垣
間

見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

本
論
で
は
、
写
経
所
の
物
品
運
用
に
つ
い
て
、
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
を
提
示
し
た
に

す
ぎ
な
い
。
個
々
の
物
品
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
詳
細
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
ま
た
、
時
期
ご
と
の
変
遷
、
写
経
所
組
織
の
変
遷
に
即
し
て
考
え
る

必
要
が
あ
る
。

　

写
経
所
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
ご
と
に
分
業
体
制
を
整
え
た
、
き
わ
め
て
組

織
的
な
経
典
製
作
工
房
で
あ
る
。
造
東
大
寺
司
を
中
心
と
す
る
他
の
造
営
・
造
物

関
係
の
組
織
も
、
同
様
の
体
制
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
写
書
手
・
造
紙
手
・
造

筆
手
な
ど
を
抱
え
る
図
書
寮
は
、
写
経
所
と
よ
く
似
た
性
格
を
持
つ
官
司
と
考
え

ら
れ
、
写
経
所
の
運
営
と
類
似
す
る
点
も
多
い
と
思
わ
れ
る
。
令
外
官
で
あ
る
写

経
所
の
特
殊
性
も
あ
ろ
う
が
、
以
上
の
よ
う
な
堂
の
内
部
構
造
を
念
頭
に
お
い
て

一
般
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
古
代
に
お
け
る
手
工
業
的
な
組
織
の
あ
り
方

を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
事
務
的
な
官
司
と
の
相
違
点
は
今
後

検
討
し
た
い
が
、
奈
良
時
代
の
官
司
が
実
務
レ
ベ
ル
で
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
運

用
さ
れ
て
い
た
か
、
そ
の
一
端
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

【
注
】

（
１
）
栄
原
永
遠
男
ａ
『
奈
良
時
代
の
写
経
と
内
裏
』
（
塙
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
、
同
ｂ

『
奈
良
時
代
写
経
史
研
究
』
（
塙
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
、
同
ｃ
『
正
倉
院
文
書
入

門
』
（
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
一
年
）
、
杉
本
一
樹
『
日
本
古
代
文
書
の
研
究
』

（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）
、
山
下
有
美
『
正
倉
院
文
書
と
写
経
所
の
研
究
』

（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）
な
ど
多
数
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
い

る
。
桑
原
祐
子
「
正
倉
院
文
書
の
訓
読
と
注
釈
請
暇
不
参
解
編
」
（
一
）
（
二
）

（
奈
良
女
子
大
学
二
十
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
報
告
書V

ol.

四
・
九　

二
〇
〇
五

年
、
二
〇
〇
七
年
）
、
宮
川
久
美
「
正
倉
院
文
書
の
訓
読
と
注
釈
月
借
銭
解
編
」
第

一
〜
第
七
分
冊
（
『
奈
良
佐
保
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
十
六
〜
二
十
四
号
、
二
〇

〇
九
年
〜
二
〇
一
七
年
）
は
請
暇
不
参
解
・
月
借
銭
解
に
一
通
ず
つ
訓
読
と
注
釈
を

加
え
た
も
の
で
あ
る
。

（
２
）
奈
良
時
代
に
国
家
的
な
写
経
事
業
を
行
っ
た
機
関
は
、
内
裏
系
統
の
写
経
機
関
と
、

「
写
経
所
文
書
」
が
残
る
皇
后
宮
職
系
統
の
写
経
機
関
が
あ
る
。
組
織
も
名
称
も
さ

ま
ざ
ま
な
変
遷
を
た
ど
る
が
、
本
論
文
で
は
、
史
料
に
名
称
が
明
記
さ
れ
て
い
る
場

合
以
外
は
、
便
宜
的
に
「
写
経
所
」
で
統
一
す
る
。

（
３
）
渡
部
陽
子
ａ
「
正
倉
院
文
書
に
お
け
る
「
荒
紙
」
「
悪
紙
」
」
（
栄
原
永
遠
男
編

『
日
本
古
代
の
王
権
と
社
会
』
塙
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
、
同
ｂ
「
「
下
纏
」
と

「
式
」
「
敷
」
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
二
、
二
〇
一
一
年
）
、
同
ｃ
「
正
倉

院
文
書
に
み
え
る
帙
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
三
、
二
〇
一
三
年
）
、
同
ｄ

「
正
倉
院
文
書
に
み
え
る
浄
衣
」
（
栄
原
永
遠
男
編
『
正
倉
院
文
書
の
歴
史
学
・
国

語
学
的
研
究
│
解
移
牒
案
を
読
み
解
く
│
』
和
泉
書
院
、
二
〇
一
六
年
）
、
同
ｅ

「
正
倉
院
文
書
に
み
え
る
櫃
」
（
栄
原
永
遠
男
・
佐
藤
信
・
吉
川
真
司
編
『
東
大
寺

の
新
研
究
二　

歴
史
の
な
か
の
東
大
寺
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
七
年
）

（
４
）
吉
田
孝
氏
は
、
写
経
事
業
の
予
算
案
を
整
理
し
て
そ
の
形
式
を
提
示
し
た
（
吉
田
孝

「
律
令
時
代
の
交
易
」
（
『
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
三

年
）
）
。
こ
れ
ら
の
予
算
案
は
「
造
東
大
寺
司
解　

申
請
奉
写
経
用
度
物
事
」
と
書

き
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
端
裏
書
や
題
籤
に
は
「
用
度
文
」
と
書
か
れ
た
も
の

が
散
見
さ
れ
る
た
め
、
こ
の
形
式
の
文
書
は
当
時
「
用
度
文
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
な
お
本
論
で
は
、
写
経
事
業
開
始
に
あ
た
っ
て
必
要
な
物
品
類
を
書

き
だ
し
た
も
の
を
「
用
度
文
」
と
し
、
個
別
の
物
品
の
み
を
申
請
す
る
文
書
や
、
写

経
事
業
の
途
中
で
物
品
を
追
加
申
請
す
る
文
書
は
用
度
文
と
は
み
な
さ
な
い
。

（
５
）
『
大
日
本
古
文
書
（
編
年
）
』
一
四
巻
二
九
二
頁
〜
三
〇
〇
頁
。
以
下
『
大
日

古
』
、
一
四
ノ
二
九
二
〜
三
〇
〇
と
略
す
。
ま
た
本
論
文
に
お
い
て
「　

」
で
示
す

史
料
名
は
『
大
日
古
』
の
も
の
、
﹇　

﹈
で
示
す
の
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編

『
正
倉
院
文
書
目
録
』
の
も
の
で
あ
る
。

（
６
）
栄
原
永
遠
男
「
光
明
皇
太
后
没
前
の
写
経
事
業
群
」
（
前
掲
注
１
著
書
ｂ
）

（
７
）
表
５
に
あ
げ
た
物
品
の
う
ち
、
経
紙
・
凡
紙
に
つ
い
て
は
注
３
拙
稿
ａ
・
ｂ
、
帙
は

拙
稿
ｃ
、
浄
衣
は
拙
稿
ｄ
、
櫃
は
拙
稿
ｅ
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
た
。

（
８
）
桑
原
祐
子
「
墨
の
記
述
―
墨
頭
・
墨
端
と
助
数
詞
」
（
『
正
倉
院
文
書
の
国
語
学
的

研
究
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）
、
濱
道
孝
尚
「
写
経
所
に
お
け
る
「
私
書
」

の
書
写
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
三
、
二
〇
一
三
年
）

（
９
）
仁
王
経
疏
一
部
五
巻
の
用
度
文
で
は
、
経
紙
・
凡
紙
、
菟
毛
筆
一
管
半
と
墨
一
挺
を

買
う
た
め
の
銭
を
申
請
し
て
い
る
（
表
２
№
28
、
一
六
ノ
三
七
五
〜
三
七
六
）
。
筆

そ
の
も
の
を
一
管
と
半
分
だ
け
授
受
す
る
と
い
う
の
は
、
物
理
的
に
不
可
能
で
あ

る
。
同
じ
年
に
行
わ
れ
た
梵
網
経
四
十
巻
・
四
分
僧
戒
本
経
十
巻
・
四
分
尼
戒
本
経

十
巻
の
用
度
文
で
は
、
菟
毛
筆
一
管
（
四
十
文
）
を
も
っ
て
写
紙
百
五
十
張
、
墨
一

挺
（
三
十
文
）
を
も
っ
て
写
紙
三
百
張
と
あ
る
（
表
２
№
30
、
一
六
ノ
三
四
二
、
二

五
ノ
三
四
〇
）
。
筆
一
管
と
半
分
だ
と
、
二
百
二
十
五
張
を
写
す
こ
と
が
で
き
、
仁

王
経
疏
で
申
請
さ
れ
た
経
紙
は
百
九
十
一
張
で
あ
る
か
ら
、
十
分
で
あ
る
。
写
経
所

は
、
筆
墨
の
現
物
で
は
な
く
、
菟
毛
筆
一
管
半
の
銭
六
十
文
と
墨
一
挺
の
銭
三
十
文

と
い
う
よ
う
に
、
銭
を
申
請
す
る
こ
と
で
、
用
紙
数
に
応
じ
た
詳
細
な
計
画
を
た
て

る
こ
と
が
で
き
る
。
写
経
事
業
ご
と
に
筆
墨
そ
の
も
の
を
準
備
す
る
の
で
は
な
く
、

必
要
な
銭
を
収
納
し
て
、
写
経
所
の
在
庫
分
を
順
次
使
用
す
る
。
様
々
な
写
経
事
業

を
断
続
的
に
行
う
写
経
所
だ
か
ら
こ
そ
可
能
と
な
る
、
筆
墨
の
合
理
的
な
運
用
方
法

で
あ
る
。

（
10
）
山
下
有
美
「
写
経
機
構
の
内
部
構
造
と
運
営
」
（
前
掲
注
１
著
書
）

（
11
）
栄
原
永
遠
男
『
正
倉
院
文
書
入
門
』
（
前
掲
注
１
著
書
ｃ
）

（
12
）
端
継
に
つ
い
て
は
、
杉
本
一
樹
「
端
継
・
式
敷
・
裹
紙
」
（
前
掲
注
１
著
書
）
。
史

料
上
に
は
〈
仮
軸
〉
に
関
す
る
記
載
は
み
え
な
い
が
、
端
継
の
二
次
利
用
と
考
え
ら

れ
る
続
修
後
集
第
二
二
巻
が
、
軸
付
紙
の
形
状
を
な
す
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
仮
の
軸

が
取
り
付
け
ら
れ
た
と
す
る
。
書
写
中
は
、
巻
首
に
取
り
付
け
ら
れ
た
端
継
が
、
軸

付
紙
と
仮
表
紙
の
役
割
を
兼
ね
た
と
考
え
ら
れ
、
書
写
終
了
後
、
巻
首
に
は
正
式
な

表
紙
が
、
巻
尾
に
は
正
式
な
軸
が
取
り
付
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
13
）
大
隅
亜
希
子
「
装
潢
組
織
の
展
開
と
布
施
支
給
の
変
遷
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』

六
、
一
九
九
九
年
）
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は
じ
め
に

　

正
倉
院
文
書
研
究
で
は
、
文
書
論
、
組
織
論
、
個
別
写
経
事
業
な
ど
に
つ
い
て

研
究
が
進
ん
で
い
る
。
写
経
生
に
関
し
て
も
、
月
借
銭
、
請
暇
に
つ
い
て
の
研
究

が
あ
る
。
し
か
し
、
写
経
所
と
は
ど
の
よ
う
な
環
境
で
あ
っ
た
か
、
具
体
的
に
ど

の
よ
う
に
作
業
を
し
て
い
た
か
、
ま
だ
わ
か
っ
て
い
な
い
点
が
多
い
。

　

正
倉
院
文
書
の
大
半
を
占
め
る
「
写
経
所
文
書
」
は
、
写
経
所
に
お
け
る
写
経

事
業
に
関
す
る
文
書
・
帳
簿
類
で
あ
り
、
人
や
物
品
の
や
り
取
り
や
状
況
が
記
載

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
私
は
、
こ
れ
ら
の
文
書
や
帳
簿
類
を
詳
細
に
検
討
す
る

こ
と
に
よ
り
、
い
く
つ
か
の
物
品
に
焦
点
を
当
て
て
そ
の
機
能
を
考
え
て
き
た
。

本
論
で
は
、
物
品
の
申
請
・
収
納
・
支
給
・
使
用
状
況
・
返
却
な
ど
に
つ
い
て
、

写
経
事
業
ご
と
に
整
理
し
な
が
ら
具
体
的
に
検
討
し
、
誰
が
・
い
つ
・
ど
こ
で
・

何
を
・
何
の
た
め
に
・
ど
の
よ
う
に
使
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
写
経
所
の
空
間
構
造
を
見
通
し
た
い
。

　

律
令
制
下
の
役
所
に
つ
い
て
、
組
織
の
具
体
的
な
運
用
ま
で
わ
か
る
史
料
は
、

　
　
　
　

写
経
所
文
書
以
外
に
な
い
。
木
簡
は
貴
重
な
一
次
史
料
だ
が
、
断
片
的
な
情
報
し

か
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
写
経
所
文
書
も
、
全
て
の
文
書
や
帳
簿
群
が
現
存
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
江
戸
末
期
か
ら
明
治
時
代
に
行
わ
れ
た
「
整

理
」
に
よ
っ
て
ば
ら
ば
ら
に
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
原
本
調
査
や
、
史
料
内

容
の
丹
念
な
研
究
成
果
に
よ
り
、
多
く
の
情
報
を
体
系
的
に
得
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

造
東
大
寺
司
管
下
の
写
経
所
は
、
写
経
と
い
う
宗
教
行
為
を
行
う
場
で
あ
る
と

同
時
に
、
分
業
体
制
に
よ
る
組
織
運
営
を
行
う
工
房
的
な
性
格
を
も
つ
役
所
で
も

あ
る
。
写
経
所
文
書
を
使
っ
て
写
経
所
の
内
部
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
図
書
寮
な
ど
他
の
一
般
官
司
に
つ
い
て
も
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

表
１
は
写
経
所
の
構
成
員
と
そ
の
役
割
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
論
で
は
、

正
倉
院
文
書
に
み
え
る
物
品
が
、
写
経
事
業
の
中
で
ど
の
よ
う
に
機
能
し
運
用
さ

れ
て
い
た
か
を
総
合
的
に
考
え
た
い
。
ま
ず
、
用
度
文
（
用
度
申
請
）・
用
残
報
告
や

帳
簿
類
に
よ
り
、
写
経
事
業
に
お
け
る
物
品
の
申
請
・
使
用
状
況
を
検
討
す
る
。

次
に
、
個
別
写
経
事
業
で
使
わ
れ
る
物
品

を
、
そ
の
性
質
ご
と
に
分
別
し
、
職
掌
ご

と
に
整
理
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
奈
良

時
代
の
写
経
所
が
ど
の
よ
う
な
空
間
だ
っ

た
の
か
、
内
部
構
造
を
立
体
的
に
解
明
す

る
た
め
の
見
通
し
を
た
て
た
い
。
な
お
、

広
義
の
写
経
所
と
は
、
写
経
に
関
す
る
作

業
を
行
う
写
経
堂
に
加
え
、
経
師
等
が
生

活
す
る
食
堂
（
料
理
供
養
所
）
、
宿
所
な
ど

も
含
ま
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
様
々
な

物
品
が
使
用
さ
れ
る
が
、
本
論
の
検
討
対
象
は
、
写
経
堂
に
限
定
す
る
。

　
　
一
　
用
度
文
に
み
え
る
物
品

（
１
）
用
度
文

　

個
別
写
経
事
業
を
始
め
る
に
あ
た
り
、
写
経
所
の
事
務
官
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ

た
予
算
案
（
見
積
書
兼
請
求
書
）
が
用
度
文
（
用
度
申
請
）
で
あ
る
。
用
度
文
の
書
き
出

し
は
「
写
経
所
解
」「
写
書
所
解
」
ま
た
は
「
造
東
大
寺
司
解
」
な
ど
と
な
っ
て
お

り
、
写
経
所
の
案
主
が
下
書
き
を
作
成
し
、
造
東
大
寺
司
政
所
で
清
書
さ
れ
、
太
政

官
も
し
く
は
写
経
事
業
の
発
願
主
に
提
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
用
度
文
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
写
経
事
業
を
遂
行
す
る
に
あ
た
っ
て
必
要
と
判
断
さ
れ
た
物
品

が
列
挙
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
典
型
的
な
用
度
文
の
例
と
し
て
、
長
く
な
る
が
【
史

料
一
】
を
あ
げ
る
（
「　

」
は
追
記
、
＊
は
朱
書
き
、
文
字
は
抹
消
、
勾
点
は
省
略
、
波

線
は
筆
者
に
よ
る
）
。

【
史
料
１
】

﹇
東
寺
写
経
所
解
（
案
）
﹈
（
続
修
後
集
五
、
一
四
ノ
二
九
二
〜
三
〇
〇
）

東
寺
写
経
所
解　

申
請
応
奉
写
経
用
度
物
事

合
経
壱
伯
参
拾
伍
部
四
百
五
十
巻　
　
　

　

法
花
経
卌
五
部
三
百
六
十
巻　

 

「
請
随
求
陀
羅
尼
壇
□
」

　

金
剛
般
若
経
卌
五
部
卌
五
巻

　

理
趣
経
卌
五
部
卌
五
巻

応
用
紙
壱
万
玖
伯
参
張

　

経
紙
一
万
三
百
十
張

　
　

九
千
五
百
八
十
五
張
見
写
料

　
　
　

八
千
□
百
張
法
花
経
□
五
部
料
部
別
百
八
十
張

　
　
　

五
百
八
十
五
□
□
剛
般
若
経
卌
五
巻
料
巻
別
十
三
張

　
　
　

九
百
張
理
□
経
卌
五
巻
料
巻
別
廿
張

　
　

二
百
廿
五
張
表
紙
料　
以
一
張
着
二
巻

　

五
百
張
破
料

凡
紙
伍
佰
玖
拾
参
張

　

二
百
五
十
八
張
一
万
三
百
十
張
端
料　
以
一
張
着
卌
張

　

一
百
卅
五
張
敷
紙
并
下
纏
式
料

　

一
百
張
裹
紙
料　
以
一
裹
打
紙
百
張

　

一
百
張
雑
用
料

菟
毛
筆
玖
拾
壱
管　
以
一
管
写
紙
百
五
十
張

墨
参
拾
弐
挺　
以
一
挺
写
紙
三
百
張

界
料
鹿
毛
筆
拾
管

綺
漆
拾
陸
丈
伍
寸 

　

六
十
八
丈
八
尺
五
寸
法
花
経
三
百
六
十
巻
理
趣
経
卌
五
巻
料
巻
別
一
尺
七
寸

　

七
丈
二
尺
金
剛
般
若
経
卌
五
巻
料
巻
別
一
尺
六
寸

扶
壱
佰
参
拾
伍
枚 

各
長
一
尺
七
寸

軸
肆
佰
伍
拾
枚

黄
蘗
弐
佰
肆
拾
伍
斤 

以
一
斤
染
紙
卌
張

橡
壱
斗
伍
升 

以
一
升
染
表
紙
十
五
張

（
以
下
省
略
･
･
･
荒
炭
、
薪
、
銭
（
菟
毛
筆
、
墨
、
鹿
毛
筆
、
生
菜
、
荒
炭
、
薪
）
、

浄
衣
料
（
絁
・
綿
・
細
布
・
調
布
・
祖
布
）
、
木
履
、
菲
）

経
師
肆
拾
伍
人　

装
潢
参
人　

校
生
陸
人　

雑
使
伍
人　

優
婆
夷
壱
人

　

合
陸
拾
人
単
功
弐
仟
伍
拾
陸
人

　

一
千
三
百
六
十
九
人
経
師 

人
別
写
紙
七
張

　

一
百
九
十
一
人
装
潢 

人
別
作
紙
五
十
張

　

二
百
十
六
人
校
生 

人
別
校
紙
六
十
張

　

一
百
五
十
人
雑
使  

卅
日
単

　

卅
人
優
婆
夷  

卅
日
単

米
肆
拾
斛
肆
升

（
以
下
食
料
省
略
…
糯
米
、
塩
、
醤
、
滓
醤
、
末
醤
、
酢
、
海
藻
、
滑
海
藻
、
心
太
、
芥

子
、
胡
麻
油
、
小
麦
、
大
豆
、
小
豆
、
漬
菜
、
漬
薑
）

　　
　

砥
壱
顆

　
　

刀
子
参
柄　

　
　

仕
丁
壱
拾
伍
人

「
不
」
折
薦
畳
玖
拾
枚

　　

以
前
、
応
奉
写
一
百
卅
五
部
之
経
用
度
之
物
、
所
請
如

　

件
、
謹
解

　
　
　
　
　
　

天
平
宝
字
四
年
正
月
十
五
日
主
典
正
八
位
上
安
都
宿
祢「
雄
足
」

　

次
官
従
五
位
下
高
麗
朝
臣
「
大
山
」

　　

【
史
料
一
】
は
天
平
宝
字
四
年
（
七
六
〇
）
に
行
わ
れ
た
法
花
経
四
十
五
部
三
百

六
十
巻
・
金
剛
般
若
経
四
十
五
部
四
十
五
巻
・
理
趣
経
四
十
五
部
四
十
五
巻
（
い
わ

ゆ
る
百
三
十
五
部
経
）
の
用
度
文
で
あ
る
。
こ
の
写
経
事
業
は
光
明
皇
太
后
が
母
の

県
犬
養
三
千
代
の
追
福
の
た
め
に
発
願
し
た
も
の
で
、
天
平
宝
字
四
年
正
月
十
一

日
の
太
師
（
藤
原
仲
麻
呂
）
宣
（
一
四
ノ
三
六
七
）
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

【
史
料
一
】
を
み
て
み
る
と
、
ま
ず
経
典
名
と
巻
数
を
書
き
上
げ
、
写
経
に
必
要

な
紙
（
経
紙
・
凡
紙
）
、
筆
・
墨
、
経
典
の
体
裁
に
関
わ
る
綺
・
帙
・
軸
・
染
料
、

燃
料
、
銭
、
浄
衣
、
人
功
、
食
料
、
仕
丁
、
そ
の
他
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
【
史
料

一
】
は
写
経
所
か
ら
造
東
大
寺
司
に
提
出
さ
れ
、
次
官
の
署
名
を
も
ら
っ
た
が
、

物
品
の
数
量
変
更
の
た
め
写
経
所
に
差
し
戻
さ
れ
、
数
量
の
訂
正
を
朱
で
書
き
込

み
、
そ
れ
を
も
と
に
正
文
を
書
き
直
し
て
提
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
【
史
料

一
】
は
控
え
と
し
て
写
経
所
政
所
に
残
し
、
物
品
の
収
納
時
に
そ
の
日
付
等
に
つ

い
て
追
記
し
、
勾
点
等
を
付
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

写
経
所
文
書
に
み
え
る
用
度
文
の
記
載
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
２
で
あ

る
。
「
写
経
所
文
書
」
に
お
け
る
写
経
関
係
の
現
存
最
古
の
文
書
は
、
藤
原
光
明

子
家
の
神
亀
四
〜
五
年
（
七
二
七
〜
八
）
の
も
の
だ
が
（
一
ノ
三
八
一
〜
三
八
三
）
、

表
２
の
よ
う
に
、
現
存
す
る
用
度
文
は
天
平
二
十
年
（
七
四
八
）
の
も
の
が
初
見
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
天
平
末
年
頃
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、
用
度
文
の
形
式
が
あ

る
程
度
確
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
用
度
文
の
多
く
に
は
、
筆
墨
等
に
つ
い
て
、

申
請
物
品
を
列
挙
し
た
項
と
、
申
請
す
る
銭
の
用
途
を
列
挙
し
た
部
分
の
両
方
に

記
載
が
み
え
る
。
二
カ
所
の
筆
墨
の
数
量
は
同
じ
で
あ
り
、
な
ぜ
重
複
し
て
記
載

し
て
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
書
き
方
は
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
他
の
項
目

や
物
品
の
書
き
方
で
も
、
順
序
が
入
れ
替
わ
っ
た
り
物
品
の
種
類
が
増
減
し
た
り

す
る
も
の
の
、
一
定
の
形
式
が
み
ら
れ
る
。
題
籤
軸
が
つ
け
ら
れ
て
写
経
事
業
終

了
後
も
保
管
さ
れ
た
用
度
文
も
あ
る
の
で
、
案
主
が
次
の
写
経
事
業
の
用
度
文
を

作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
見
本
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

【
史
料
一
】
は
表
２
№
15
に
あ
た
る
が
、
記
載
さ
れ
た
物
品
の
種
類
を
比
較
す

る
と
、
典
型
的
な
用
度
文
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
用
度
文
に
記
載
さ
れ
た

内
容
に
は
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
特
に
食
料
・
雑
器
な
ど
数
多
く
の
物
品
を
請
求
し
た

も
の
と
、
経
典
の
書
写
に
必
要
最
低
限
の
物
品
で
あ
る
紙
筆
墨
の
み
の
請
求
に
と

ど
ま
る
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
前
者
は
表
２
№
24
大
般
若
経
二
部
千
二
百
巻
、
後

者
は
№
13
心
経
百
巻
や
№
28
仁
王
経
疏
一
部
五
巻
の
写
経
事
業
の
用
度
文
に
み
ら

れ
る
。
案
主
に
は
、
経
典
何
巻
・
経
紙
何
張
の
写
経
な
ら
ば
、
ど
の
物
品
・
人
員

が
ど
れ
だ
け
必
要
か
と
い
う
目
安
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
用
度
文

で
何
を
ど
れ
だ
け
申
請
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
請
求
先
で
あ
る
発
願
者
の
意

向
、
写
経
の
重
要
度
や
緊
急
度
な
ど
に
よ
り
、
調
整
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

管
見
の
限
り
奈
良
時
代
に
は
四
百
以
上
の
写
経
事
業
が
行
わ
れ
な
が
ら
、
用
度

文
が
三
十
四
例
し
か
現
存
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
全
て
の
写
経
事
業
に
お
い
て

用
度
文
が
作
成
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

用
度
文
が
現
存
し
な
い
写
経
事
業
で
も
、
造
東
大
寺
司
や
内
裏
な
ど
か
ら
写
経
に

必
要
な
物
品
が
収
納
さ
れ
て
い
る
例
は
多
い
。
総
合
的
な
用
度
文
が
作
成
さ
れ
な

く
て
も
、
「
筆
墨
申
請
」
な
ど
個
別
に
物
品
の
申
請
文
書
を
作
成
し
、
写
経
所
に

必
要
な
物
品
が
収
納
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
写
経
事
業
終
了
後
、
決
算
と
し
て
物
品
の
用
残
報
告
が
作
成
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
。
用
度
文
と
用
残
報
告
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
申
請
さ
れ
た
物
品
が
、

実
際
は
ど
れ
だ
け
収
納
さ
れ
て
使
用
さ
れ
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

用
度
文
と
用
残
報
告
が
共
に
現
存
す
る
の
は
、
前
述
の
天
平
宝
字
四
年
の
百
三

十
五
部
経
と
、
天
平
宝
字
六
〜
七
年
（
七
六
二
〜
三
）
の
大
般
若
経
二
部
千
二
百
巻
の

写
経
事
業
で
あ
る
。
表
３
に
あ
げ
た
百
三
十
五
部
経
に
よ
る
と
、
用
度
文
と
用
残

報
告
の
数
量
が
一
致
す
る
の
は
わ
ず
か
六
品
目
だ
け
で
あ
る
。
用
度
文
は
あ
く
ま

で
計
画
で
あ
り
、
実
際
に
収
納
さ
れ
た
物
品
の
量
や
種
類
が
か
な
り
異
な
る
こ
と

が
わ
か
る
。
特
に
銭
の
場
合
、
収
納
さ
れ
た
銭
の
用
途
は
、
あ
る
程
度
案
主
の
采

配
に
任
せ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
食
料
、
食
膳
・
調
理
用
具
な
ど
は
、
食

　
　
　

　
　
　

事
の
メ
ニ
ュ
ー
や
備
品
の
不
足
具
合
に
応
じ
て
、
変
更
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
２
）
個
別
の
物
品

　

写
経
事
業
に
お
い
て
は
、
様
々
な
文
書
が
や
り
と
り
さ
れ
、
帳
簿
類
が
活
用
さ

れ
る
。
前
述
の
百
三
十
五
部
経
で
は
、
表
４
に
あ
げ
た
よ
う
な
関
係
史
料
が
残
っ

て
い
る
。
用
度
文
（
c
）
、
銭
用
帳
（
e
）
、
充
装
潢
帳
（
g
）
（
n
）
、
充
紙
筆
墨

帳
（
h
）
、
充
本
帳
（
i
）
、
校
帳
（
m
）
、
手
実
帳
（
l
）
、
布
施
申
請
（
o
）
、

用
残
報
告
（
x
）
と
い
っ
た
他
の
個
別
写
経
事
業
に
も
共
通
す
る
形
式
の
も
の
が
一

通
り
そ
ろ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
複
数
の
帳
簿
類
が
現
存
す
る
お
か
げ
で
、
ひ

と
つ
だ
け
の
史
料
で
は
判
明
し
な
い
物
品
の
動
き
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

た
と
え
ば
、
用
度
文
（
c
）
で
は
綺
八
十
丈
一
尺
、
軸
四
百
五
十
枚
が
現
物
で
請

求
さ
れ
て
い
る
が
、
書
写
が
終
了
し
布
施
申
請
（
o
）
も
提
出
さ
れ
た
後
に
よ
う
や

く
、
写
経
所
別
当
の
安
都
雄
足
か
ら
「
彼
一
百
三
十
五
部
経
綺
軸
、
以
其
残
、
令

買
市
頭
（
軸
朱
頂
）
」
と
指
示
が
出
た
（
r
）
。
写
経
所
で
は
そ
れ
ら
を
購
入
し
て

一
千
五
十
文
（
綺
七
十
丈
直
）
、
三
百
六
十
文
（
朱
頂
軸
四
百
五
十
枚
直
）
を
請
求
し

た
が
（
s
）
、
用
残
報
告
（
x
）
で
は
、
用
い
た
銭
の
内
訳
の
項
に
、
一
貫
五
十
文

（
綺
七
十
丈
直
）
、
二
百
八
十
八
文
（
朱
頂
軸
三
百
六
十
枚
直
）
と
あ
る
。
残
り
九
十

本
分
の
朱
頂
軸
の
銭
が
最
終
的
に
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
た
の
か
現
存
の
史
料
で

は
わ
か
ら
な
い
。
綺
緒
に
つ
い
て
は
、
用
度
文
（
c
）
で
は
法
花
経
と
理
趣
経
は
巻

別
一
丈
八
尺
、
金
剛
般
若
経
は
巻
別
一
丈
六
尺
と
し
て
、
合
計
八
十
丈
一
尺
が
計

上
さ
れ
た
。
緒
の
長
さ
の
差
は
、
一
巻
平
均
二
十
二
，
五
張
の
法
花
経
と
一
巻
二

十
張
の
理
趣
経
、
そ
し
て
一
巻
十
三
張
の
金
剛
般
若
経
と
い
う
、
一
巻
あ
た
り
の

経
紙
の
予
定
枚
数
か
ら
わ
か
る
巻
物
の
太
さ
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
。
綺
に
つ

い
て
も
七
十
丈
分
の
銭
し
か
支
出
さ
れ
ず
、
各
巻
に
は
予
定
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
少
し

短
い
緒
が
取
り
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
写
経
所
文
書
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
写
経
事
業
ご
と
に
整
理
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
用
度
文
・
収
納
帳
・
用
帳
・
充
帳
・
用
残
報
告
等
に
み
え
る
物
品

に
つ
い
て
、
一
連
の
運
用
状
況
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ど
の
よ
う
な
物
品

を
ど
れ
だ
け
請
求
す
る
予
定
だ
っ
た
の
か
、
実
際
に
は
ど
れ
だ
け
収
納
さ
れ
た
の

か
、
い
つ
誰
が
ど
の
よ
う
に
用
い
た
の
か
、
ど
れ
だ
け
使
用
し
て
ど
れ
だ
け
残

り
、
ど
れ
だ
け
返
上
し
た
の
か
、
ま
た
は
別
の
写
経
事
業
に
転
用
し
た
の
か
。
全

て
の
写
経
事
業
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
ま
だ
で
き
て
い
な
い
が
、
現
時
点
で

わ
か
る
範
囲
で
、
経
典
の
書
写
に
直
接
関
わ
る
物
品
の
特
徴
を
あ
げ
た
の
が
表
５

で
あ
る
。

　

常
写
や
間
写
の
①
経
紙
（
○
番
号
は
表
５
に
対
応
）
は
、
﹇
間
紙
検
定
并
便
用
帳
﹈

（
九
ノ
三
六
七
〜
三
七
〇
+
九
ノ
三
七
〇
〜
三
八
〇
+
三
ノ
四
八
五
〜
四
八
六
+
一
一
ノ
三

六
四
〜
三
六
六
）
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
紙
の
種
類
や
色
、
枚
数
が
細
か

く
記
載
さ
れ
、
あ
る
経
典
に
使
用
す
る
紙
が
ど
こ
か
ら
収
納
さ
れ
た
の

か
、
も
し
く
は
ど
の
写
経
事
業
の
紙
を
転
用
し
た
の
か
、
残
紙
を
ど
の
写

経
事
業
に
転
用
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
管
理
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て

②
凡
紙
は
、
す
べ
て
の
写
経
事
業
に
お
い
て
申
請
・
収
納
さ
れ
た
わ
け
で

は
な
く
、
写
経
所
内
で
臨
機
応
変
に
再
利
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ

る
。
③
筆
墨
は
、
支
給
・
返
上
記
録
が
細
か
く
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
て
い
た
も

の
の
、
ま
だ
ま
だ
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
多
い
。
筆
墨
の
請
求

や
支
給
は
現
物
と
銭
の
場
合
が
両
方
あ
る
が
、
銭
で
請
求
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
各
写
経
事
業
ご
と
の
財
政
と
使
用
実
態
と
を
、
効
率
的
に
調
整
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
⑦
櫃
に
は
、
カ
ギ
や
据
え
付
け
る
机
が
付
属
し

た
経
典
奉
請
用
の
櫃
、
経
紙
な
ど
の
物
品
を
移
動
す
る
た
め
の
櫃
、
写
経

所
内
で
物
品
を
保
管
す
る
た
め
の
櫃
な
ど
が
あ
る
。
な
か
で
も
小
明
櫃

は
、
各
経
師
が
写
経
中
の
経
巻
を
納
入
す
る
の
に
使
用
す
る
た
め
、
経
師

の
人
数
分
請
求
さ
れ
る
が
、
紙
筆
墨
と
違
っ

て
個
人
に
支
給
さ
れ
た
記
録
が
な
い
。
⑨
硯

も
ま
れ
に
用
度
文
で
請
求
さ
れ
る
場
合
は
、

経
師
一
人
に
つ
き
ひ
と
つ
と
い
う
意
識
が
あ

る
よ
う
だ
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
分
配

さ
れ
て
い
た
の
か
わ
か
ら
な
い
。

（
３
）
小
結

　

そ
れ
ぞ
れ
の
写
経
事
業
の
用
度
文
か
ら

は
、
ど
の
よ
う
な
物
品
が
写
経
事
業
に
必
要

で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
。
用
度
文
に
計
上
さ

れ
た
物
品
は
あ
く
ま
で
見
積
も
り
で
あ
り
、

帳
簿
類
と
比
較
検
討
す
る
と
、
実
際
に
納
入

さ
れ
て
写
経
所
で
使
用
さ
れ
た
数
量
や
種
類

は
異
な
る
。
し
か
し
そ
の
相
違
点
か
ら
、
物

品
運
用
の
計
画
と
実
態
が
浮
き
彫
り
と
な
る

の
で
あ
る
。

　

筆
墨
申
請
、
充
紙
筆
墨
、
充
本
、
手
実
、

行
事
、
上
日
、
布
施
申
請
な
ど
に
は
、
写
経

生
の
個
人
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
史
料
か
ら
、
各
写
経
生
が
ど
の
よ
う
な
物

品
を
使
用
し
て
写
経
事
業
を
行
っ
た
か
が
わ

か
る
が
、
基
本
的
に
手
本
と
す
る
本
経
と
紙

筆
墨
の
支
給
・
返
上
、
担
当
経
巻
の
用
紙
数
（
正
用
・
空
破
・
返
上
）
し
か
記
入
さ

れ
て
い
な
い
。

　

写
経
堂
で
使
わ
れ
る
物
品
の
な
か
で
、
経
紙
な
ど
新
写
経
典
に
使
用
さ
れ
る
も

の
は
、
写
経
事
業
ご
と
に
収
納
さ
れ
、
余
れ
ば
紙
一
枚
・
筆
一
本
単
位
で
細
か
く

チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
て
返
上
し
、
他
の
写
経
事
業
に
転
用
す
る
場
合
は
便
用
記
録
が
あ

る
。
し
か
し
、
机
や
小
明
櫃
な
ど
は
、
少
量
で
は
あ
る
が
写
経
所
に
収
納
さ
れ
て

い
る
の
に
、
写
経
生
の
個
人
あ
て
に
支
給
記
録
が
な
い
。
硯
や
そ
れ
に
類
す
る
も

の
、
装
潢
・
校
生
の
墨
な
ど
も
、
確
実
に
使
用
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
支
給

記
録
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
物
品
ご
と
の
運
用
状
況
の
違
い
に
注
目
し
て
検
討
す

る
こ
と
で
、
写
経
堂
の
内
部
構
造
が
み
え
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
二
　
写
経
所
に
お
け
る
物
品
の
運
用

　

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
各
写
経
事
業
ご
と
に
収
納
さ
れ
る
物
品
と
、
ま

れ
に
し
か
収
納
さ
れ
な
い
物
品
、
ま
た
個
々
の
写
経
生
あ
て
の
支
給
記
録
が
あ
る

物
品
と
支
給
記
録
が
な
い
物
品
が
あ
る
。

　

写
経
事
業
で
は
、
案
主
が
作
業
の
段
階
に

応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
帳
簿
を
作
成
し
管
理
す

る
。
経
紙
や
筆
墨
の
支
給
返
却
記
録
が
徹
底

し
て
い
る
の
は
、
最
後
に
手
実
と
照
ら
し
合

わ
せ
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
り
、
布
施
支
給

と
直
結
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に

対
し
て
、
耐
久
性
の
あ
る
硯
や
机
、
小
明
櫃

な
ど
は
、
写
経
事
業
ご
と
に
交
換
す
る
必
要
は
な
く
誰
が
使
っ
て
も
問
題
は
な

い
。

　

写
経
生
個
人
に
支
給
・
返
却
す
る
帳
簿
が
な
い
物
品
は
、
写
経
事
業
ご
と
に
メ

ン
バ
ー
が
入
れ
替
わ
る
写
経
生
個
人
に
支
給
す
る
の
で
は
な
く
、
経
師
・
校
生
・

装
潢
の
作
業
場
所
、
こ
れ
を
仮
に
〈
座
席
〉
と
呼
称
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
〈
座

席
〉
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
個
人
あ
て
の
支
給
記
録

が
な
い
の
は
、
写
経
生
個
人
に
支
給
し
た
の
で
は
な
く
、
案
主
が
管
理
す
る
写
経

堂
の
各
〈
座
席
〉
に
割
り
当
て
た
物
品
だ
か
ら
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
職
掌
ご
と

に
、
前
章
で
抽
出
し
た
物
品
の
性
質
を
整
理
し
、
〈
座
席
〉
で
運
用
さ
れ
た
物
品

を
検
討
し
て
み
た
い
（
表
６
）
。

（
１
）
案
主

　

案
主
は
、
常
写
・
間
写
・
私
願
経
書
写
、
経
典
の
確
保
や
出
納
な
ど
、
写
経
所

の
運
営
・
管
理
を
同
時
に
遂
行
す
る
。
写
経
事
業
別
、
用
途
別
に
多
数
の
帳
簿
や

報
告
書
を
作
成
し
、
写
経
生
や
物
品
を
効
率
的
に
管
理
し
て
い
た
。

　

写
経
所
は
堂
（
作
業
場
）
と
曹
司
（
事
務
局
）
か
ら
構
成
さ
れ
、
他
の
律
令
官

司
、
特
に
作
業
場
の
必
要
な
現
業
官
司
で
も
同
じ
よ
う
な
構
造
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
造
東
大
寺
司
か
ら
写
経
所
に
配
属
さ
れ
た
案
主
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
担

当
を
分
担
し
、
共
同
で
運
営
す
る
体
制
で
あ
っ
た
。
案
主
曹
司
（
案
主
曹
所
・
案
主

所
）
に
は
櫃
が
あ
り
、
櫃
記
等
に
記
載
す
る
こ
と
で
物
品
を
種
類
別
に
管
理
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
（
八
ノ
五
八
〇
、
一
〇
ノ
四
四
五
）
。
こ
の
櫃
に
は
内
裏
や
造
東
大

寺
司
か
ら
収
納
さ
れ
た
物
品
や
、
写
経
生
か
ら
返
上
さ
れ
た
物
品
が
納
め

ら
れ
て
い
た
。
金
字
経
の
時
に
瑩
生
（
校
生
が
兼
任
す
る
場
合
あ
り
）
が
使
用

す
る
猪
牙
な
ど
、
特
別
な
場
合
に
し
か
使
用
し
な
い
も
の
は
、
案
主
が
保

管
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
案
主
の
〈
座
席
〉
は
堂
と
曹
司
の
両
方

に
あ
り
、
適
宜
使
い
分
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

栄
原
永
遠
男
氏
は
、
写
経
所
の
事
務
局
に
設
置
さ
れ
た
〈
反
古
箱
〉
と

い
う
概
念
を
想
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
案
主
の
手
元
に
置
か
れ
た
櫃
や

〈
反
古
箱
〉
な
ど
に
整
理
さ
れ
た
凡
紙
、
反
古
紙
の
使
い
方
に
は
、
そ
の

残
存
状
況
か
ら
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
一
定
の
ル
ー
ル
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

白
紙
（
表
裏
と
も
未
使
用
）
の
凡
紙
は
、
「
公
文
料
」
と
し
て
提
出
文
書

や
帳
簿
作
成
に
使
用
さ
れ
た
。
ま
た
写
経
生
の
手
実
等
の
作
成
の
た
め
に

も
使
用
さ
れ
た
。
つ
ぎ
に
、
端
継
・
裹
紙
な
ど
に
使
用
さ
れ
た
あ
と
の
白

紙
の
反
古
紙
は
、
案
主
の
手
元
に
返
却
さ
れ
た
場
合
は
、
帳
簿
作
成
や
写

経
生
の
手
実
等
作
成
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た
。
紙
が
短
く
切
断
さ
れ
て
い

た
り
、
多
少
し
わ
に
な
っ
た
り
も
し
て
い
る
が
、
写
経
所
内
で
の
帳
簿
類

に
使
用
す
る
に
は
十
分
の
状
態
で
あ
ろ
う
。
一
次
利
用
さ
れ
、
背
面
の
み

空
白
の
反
古
紙
は
、
案
主
の
手
元
で
帳
簿
作
成
に
使
用
さ
れ
た
。
一
次
面
の
情
報

は
す
で
に
必
要
な
く
、
破
棄
さ
れ
た
と
は
い
え
、
表
裏
が
混
同
し
て
は
い
け
な
い

と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
た
め
か
、
写
経
生
に
配
布
し
て
手
実
等
を
書
か
せ
る
こ
と

は
な
く
、
案
主
の
責
任
の
も
と
で
新
た
に
貼
り
継
が
れ
、
二
次
利
用
さ
れ
た
よ
う
で

あ
る
。
つ
ま
り
、〈
反
古
箱
〉
の
中
は
、
そ
の
状
態
に
よ
っ
て
区
分
け
が
さ
れ
、
使

用
目
的
が
分
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
経
師
等
の
浄
衣
は
用
度
文
や
収
納
帳
等
に
散
見
さ
れ
る
が
、
案
主
の
浄
衣

に
つ
い
て
は
写
経
所
文
書
中
の
記
載
例
が
非
常
に
少
な
い
。
経
師
等
が
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
単
位
に
召
集
さ
れ
る
非
常
勤
職
員
だ
っ
た
の
に
対
し
、
案
主
は
造
東
大
寺
司
か

ら
定
期
的
に
浄
衣
を
受
け
取
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
用
度
文
の

人
功
の
部
分
に
も
、
経
師
・
装
潢
・
校
生
・
題
師
・
雑
使
・
膳
部
・
駆
使
丁
な
ど
は
あ

げ
ら
れ
る
が
、
案
主
は
計
上
さ
れ
な
い
。
案
主
は
、
写
経
事
業
を
管
理
す
る
側
の
ス

タ
ッ
フ
で
あ
り
、
個
別
写
経
事
業
の
予
算
に
は
組
み
込
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
。

（
２
）
経
師

　

経
師
の
中
核
を
占
め
る
の
は
い
く
つ
も
の
写
経
事
業
に
携
わ
る
経
験
者
だ
が
、

写
経
事
業
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
単
位
で
あ
り
、
作
業
が
な
い
と
き
は
も
と
の
所
属
に

戻
っ
た
り
、
別
の
写
経
所
に
出
向
し
た
り
す
る
。
大
量
の
写
経
事
業
の
時
は
、
あ

ち
こ
ち
に
招
集
が
か
け
ら
れ
、
写
経
生
が
か
き
集
め
ら
れ
た
。
同
時
期
に
常
写
と

間
写
を
掛
け
持
ち
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
経
師
忍
海
広
次
は
、
天
平
勝
宝
五
年

（
七
五
三
）
八
月
八
日
か
ら
二
十
七
日
ま
で
は
法
花
経
一
部
の
経
紙
を
支
給
さ
れ
、

そ
れ
が
終
わ
る
と
す
ぐ
に
八
月
二
十
九
日
か
ら
九
月
十
九
日
に
か
け
て
、
別
の
写

経
事
業
で
あ
る
八
十
花
厳
経
一
部
の
経
紙
を
支
給
さ
れ
て
い
る
（
一
〇
ノ
五
六

六
）
。
ベ
テ
ラ
ン
の
経
師
で
あ
る
忍
海
広
次
は
、
案
主
に
よ
っ
て
休
む
間
も
な
く
次

か
ら
次
へ
と
写
経
事
業
に
割
り
当
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

経
師
は
写
経
事
業
ご
と
に
〈
座
席
〉
に
振
り
分
け
ら
れ
、
小
明
櫃
に
本
経
と
新

写
経
典
を
入
れ
、
下
纏
に
筆
墨
な
ど
の
用
具
を
ま
と
め
て
保
管
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
経
師
は
、
各
〈
座
席
〉
に
備
え
付
け
ら
れ
た
硯
や
小
明
櫃
と
、
案
主
か
ら
配

布
さ
れ
た
式
・
敷
・
下
纏
を
使
い
、
写
経
事
業
ご
と
に
支
給
さ
れ
る
経
紙
と
筆
墨

を
用
い
て
書
写
し
た
の
で
あ
る
。

　

机
に
関
す
る
記
載
は
非
常
に
少
な
い
が
、
経
師
が
書
写
す
る
の
に
使
っ
た
机
と

し
て
は
、
「
書
机
」
が
あ
げ
ら
れ
る
（
六
ノ
三
八
六
）
。
宝
亀
三
年
（
七
七
二
）
、
始

二
部
一
切
経
が
奉
写
先
一
切
経
司
よ
り
奉
写
一
切
経
所
へ
移
管
さ
れ
る
に
あ
た
っ

て
、
使
い
か
け
の
物
品
が
ま
と
め
て
収
納
さ
れ
た
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
ひ
と

つ
の
経
巻
を
複
数
人
で
写
す
場
合
も
あ
り
、
写
経
事
業
ご
と
に
割
り
当
て
ら
れ
た

区
画
の
〈
座
席
〉
に
ま
と
ま
っ
て
座
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
３
）
装
潢

　

装
潢
と
は
、
天
平
か
ら
宝
亀
年
間
ま
で
約
三
十
年
も
写
経
所
文
書
に
み
え
る
能

登
忍
人
な
ど
、
比
較
的
特
定
の
者
が
長
期
間
務
め
る
専
門
技
術
職
で
あ
る
。
装
潢

作
業
の
四
工
程
と
し
て
、
経
を
書
写
す
る
前
に
行
う
継
・
打
・
界
と
、
書
写
後
に

行
う
装
書
が
あ
る
。
継
と
は
、
書
写
す
る
経
巻
の
張
数
に
合
わ
せ
て
大
豆
糊
で
経

紙
を
貼
り
継
い
で
、
巻
首
（
巻
尾
に
も
付
け
た
可
能
性
あ
り
）
に
端
継
紙
を
貼
り
継

ぎ
、〈
仮
軸
〉
を
付
け
る
。
打
と
は
、
経
巻
を
紙
打
石
な
ど
で
た
た
い
て
、
紙
の
緊

密
度
、
平
滑
度
を
高
め
、
滲
み
を
お
さ
え
る
。
界
と
は
、
縦
横
の
界
線
を
引
く
作

業
で
あ
る
。
書
写
・
校
正
終
了
後
、
端
継
紙
を
取
り
外
し
、
表
紙
付
け
、
端
切
、

軸
付
け
、
緒
付
け
を
す
る
の
が
装
書
で
あ
る
。

　

装
潢
に
は
何
千
張
の
紙
が
一
度
に
充
て
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
、
仕
事
内
容
が
多

岐
に
渡
る
た
め
用
具
も
多
く
、
あ
る
程
度
広
い
作
業
空
間
が
必
要
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
装
潢
の
指
示
の
も
と
、
仕
丁
が
紙
打
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
天
平
十
一

年
頃
〜
勝
宝
初
年
頃
に
は
「
装
潢
所
」
が
み
え
、
紙
打
を
行
う
「
紙
屋
」
が
天
平

十
七
年
後
半
〜
十
八
年
頃
設
置
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。

　

端
継
紙
や
仮
帙
、
〈
仮
軸
〉
な
ど
は
、
装
潢
が
写
経
開
始
に
あ
た
っ
て
取
り
付

け
た
も
の
を
、
書
写
終
了
後
に
取
り
外
す
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
再
利
用
す
る
と
い

う
、
装
潢
を
中
心
と
し
た
作
業
用
備
品
の
サ
イ
ク
ル
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
は
案
主
の
管
理
下
に
は
な
い
物
品
の
動
き
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
案
主
が
管

理
す
る
帳
簿
に
は
記
載
さ
れ
ず
、
写
経
所
文
書
に
は
残
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

（
４
）
校
生

　

校
正
は
、
基
本
的
に
別
々
の
校
生
が
二
回
行
う
。
案
主
や
経
師
、
装
潢
な
ど
が

兼
任
す
る
こ
と
も
あ
る
。

　

宝
亀
三
年
に
奉
写
先
一
切
経
司
よ
り
奉
写
一
切
経
所
へ
収
納
さ
れ
た
も
の
の
な

か
に
「
校
書
長
机
」
（
六
ノ
三
八
六
）
が
み
え
る
。
本
経
と
新
写
経
典
を
大
き
く
広

げ
て
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
い
く
た

め
か
、
「
長
机
」
と
い
う
か
ら

に
は
、
経
師
の
机
よ
り
長
い
形

状
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

（
５
）
小
結

　

以
上
の
よ
う
に
物
品
は
様
々

な
か
た
ち
で
運
用
さ
れ
る
。
表

６
で
示
し
た
ス
タ
ッ
フ
ご
と
に

取
り
扱
う
物
品
の
動
き
を
模
式

図
に
し
た
の
が
図
１
で
あ
る
。

写
経
堂
の
備
品
は
案
主
が
管
理

し
て
い
る
た
め
、
申
請
・
収
納
記
録
の
み
残
り
、
支
給
記
録
は
残
ら
な
い
。
机
な

ど
耐
久
性
の
あ
る
備
品
は
、
造
東
大
寺
司
管
下
の
写
経
所
に
な
る
前
、
光
明
・
皇

后
宮
職
の
写
経
所
時
代
か
ら
引
き
続
き
使
わ
れ
て
き
た
も
の
が
多
数
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
造
石
山
寺
写
経
所
、
始
二
部
一
切
経
が
奉
写
一
切
経
所
に
移
管
さ
れ
た

時
な
ど
、
写
経
す
る
場
や
写
経
所
自
体
の
場
所
が
移
転
す
る
場
合
は
、
多
数
の
備

品
が
準
備
さ
れ
た
り
移
動
し
た
り
す
る
。
こ
れ
ら
の
備
品
は
写
経
事
業
ご
と
に
準

備
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
必
要
に
応
じ
て
随
時
補
充
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
ま
と
め

　

写
経
事
業
に
必
要
な
物
品
は
、
用
度
文
で
見
積
も
り
が
作
成
さ
れ
、
収
納
さ
れ

た
。
写
経
堂
で
は
基
本
的
に
一
切
経
が
書
写
さ
れ
て
お
り
、
必
要
な
物
品
は
随
時

収
納
さ
れ
て
い
た
。
十
分
な
物
品
が
収
納
さ
れ
な
い
間
写
の
個
別
写
経
事
業
も
多

か
っ
た
が
、
案
主
の
采
配
に
よ
り
、
常
写
や
予
算
の
潤
沢
な
間
写
の
物
品
を
転
用

す
る
な
ど
し
て
対
処
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
新
写
経
典
の
材
料
と
な
る
物
品

（
経
紙
や
軸
な
ど
）
は
経
典
と
し
て
完
成
す
る
と
奉
請
さ
れ
る
が
、
写
経
生
た
ち

が
作
業
に
使
う
物
品
（
机
や
硯
、
櫃
な
ど
）
は
、
写
経
堂
の
備
品
と
し
て
長
く
使
用

さ
れ
た
。
筆
・
墨
な
ど
の
消
耗
品
は
写
経
用
紙
数
に
応
じ
て
収
納
さ
れ
る
が
、
一

定
の
使
用
限
度
を
超
え
て
も
、
様
々
な
用
途
に
使
い
続
け
ら
れ
た
。
案
主
は
納

帳
、
充
帳
、
用
帳
な
ど
多
く
の
帳
簿
を
使
っ
て
、
こ
れ
ら
の
物
品
を
管
理
し
た
の

で
あ
る
。

　

写
経
堂
内
は
、
案
主
、
経
師
、
校
生
、
装
潢
そ
れ
ぞ
れ
の
作
業
場
に
わ
か
れ
て

お
り
、
各
〈
座
席
〉
に
必
要
な
物
品
が
備
え
付
け
ら
れ
た
。
写
経
事
業
ご
と
に
写

経
生
の
メ
ン
バ
ー
が
入
れ
替
わ
る
た
び
、
〈
座
席
〉
に
振
り
分
け
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
正
倉
院
文
書
研
究
で
は
、
ど
の
よ
う
に
組
織
が
変
遷
し
て
き
た

か
、
個
別
写
経
事
業
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
な
ど
は
検
討
さ
れ
て
き
た
が
、

写
経
所
の
具
体
的
な
内
部
構
造
を
見
通
す
こ
と
は
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
。
物

品
の
運
用
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
堂
の
内
部
構
造
を
垣
間

見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

本
論
で
は
、
写
経
所
の
物
品
運
用
に
つ
い
て
、
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
を
提
示
し
た
に

す
ぎ
な
い
。
個
々
の
物
品
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
詳
細
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
ま
た
、
時
期
ご
と
の
変
遷
、
写
経
所
組
織
の
変
遷
に
即
し
て
考
え
る

必
要
が
あ
る
。

　

写
経
所
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
ご
と
に
分
業
体
制
を
整
え
た
、
き
わ
め
て
組

織
的
な
経
典
製
作
工
房
で
あ
る
。
造
東
大
寺
司
を
中
心
と
す
る
他
の
造
営
・
造
物

関
係
の
組
織
も
、
同
様
の
体
制
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
写
書
手
・
造
紙
手
・
造

筆
手
な
ど
を
抱
え
る
図
書
寮
は
、
写
経
所
と
よ
く
似
た
性
格
を
持
つ
官
司
と
考
え

ら
れ
、
写
経
所
の
運
営
と
類
似
す
る
点
も
多
い
と
思
わ
れ
る
。
令
外
官
で
あ
る
写

経
所
の
特
殊
性
も
あ
ろ
う
が
、
以
上
の
よ
う
な
堂
の
内
部
構
造
を
念
頭
に
お
い
て

一
般
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
古
代
に
お
け
る
手
工
業
的
な
組
織
の
あ
り
方

を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
事
務
的
な
官
司
と
の
相
違
点
は
今
後

検
討
し
た
い
が
、
奈
良
時
代
の
官
司
が
実
務
レ
ベ
ル
で
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
運

用
さ
れ
て
い
た
か
、
そ
の
一
端
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

【
注
】

（
１
）
栄
原
永
遠
男
ａ
『
奈
良
時
代
の
写
経
と
内
裏
』
（
塙
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
、
同
ｂ

『
奈
良
時
代
写
経
史
研
究
』
（
塙
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
、
同
ｃ
『
正
倉
院
文
書
入

門
』
（
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
一
年
）
、
杉
本
一
樹
『
日
本
古
代
文
書
の
研
究
』

（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）
、
山
下
有
美
『
正
倉
院
文
書
と
写
経
所
の
研
究
』

（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）
な
ど
多
数
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
い

る
。
桑
原
祐
子
「
正
倉
院
文
書
の
訓
読
と
注
釈
請
暇
不
参
解
編
」
（
一
）
（
二
）

（
奈
良
女
子
大
学
二
十
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
報
告
書V

ol.

四
・
九　

二
〇
〇
五

年
、
二
〇
〇
七
年
）
、
宮
川
久
美
「
正
倉
院
文
書
の
訓
読
と
注
釈
月
借
銭
解
編
」
第

一
〜
第
七
分
冊
（
『
奈
良
佐
保
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
十
六
〜
二
十
四
号
、
二
〇

〇
九
年
〜
二
〇
一
七
年
）
は
請
暇
不
参
解
・
月
借
銭
解
に
一
通
ず
つ
訓
読
と
注
釈
を

加
え
た
も
の
で
あ
る
。

（
２
）
奈
良
時
代
に
国
家
的
な
写
経
事
業
を
行
っ
た
機
関
は
、
内
裏
系
統
の
写
経
機
関
と
、

「
写
経
所
文
書
」
が
残
る
皇
后
宮
職
系
統
の
写
経
機
関
が
あ
る
。
組
織
も
名
称
も
さ

ま
ざ
ま
な
変
遷
を
た
ど
る
が
、
本
論
文
で
は
、
史
料
に
名
称
が
明
記
さ
れ
て
い
る
場

合
以
外
は
、
便
宜
的
に
「
写
経
所
」
で
統
一
す
る
。

（
３
）
渡
部
陽
子
ａ
「
正
倉
院
文
書
に
お
け
る
「
荒
紙
」
「
悪
紙
」
」
（
栄
原
永
遠
男
編

『
日
本
古
代
の
王
権
と
社
会
』
塙
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
、
同
ｂ
「
「
下
纏
」
と

「
式
」
「
敷
」
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
二
、
二
〇
一
一
年
）
、
同
ｃ
「
正
倉

院
文
書
に
み
え
る
帙
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
三
、
二
〇
一
三
年
）
、
同
ｄ

「
正
倉
院
文
書
に
み
え
る
浄
衣
」
（
栄
原
永
遠
男
編
『
正
倉
院
文
書
の
歴
史
学
・
国

語
学
的
研
究
│
解
移
牒
案
を
読
み
解
く
│
』
和
泉
書
院
、
二
〇
一
六
年
）
、
同
ｅ

「
正
倉
院
文
書
に
み
え
る
櫃
」
（
栄
原
永
遠
男
・
佐
藤
信
・
吉
川
真
司
編
『
東
大
寺

の
新
研
究
二　

歴
史
の
な
か
の
東
大
寺
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
七
年
）

（
４
）
吉
田
孝
氏
は
、
写
経
事
業
の
予
算
案
を
整
理
し
て
そ
の
形
式
を
提
示
し
た
（
吉
田
孝

「
律
令
時
代
の
交
易
」
（
『
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
三

年
）
）
。
こ
れ
ら
の
予
算
案
は
「
造
東
大
寺
司
解　

申
請
奉
写
経
用
度
物
事
」
と
書

き
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
端
裏
書
や
題
籤
に
は
「
用
度
文
」
と
書
か
れ
た
も
の

が
散
見
さ
れ
る
た
め
、
こ
の
形
式
の
文
書
は
当
時
「
用
度
文
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
な
お
本
論
で
は
、
写
経
事
業
開
始
に
あ
た
っ
て
必
要
な
物
品
類
を
書

き
だ
し
た
も
の
を
「
用
度
文
」
と
し
、
個
別
の
物
品
の
み
を
申
請
す
る
文
書
や
、
写

経
事
業
の
途
中
で
物
品
を
追
加
申
請
す
る
文
書
は
用
度
文
と
は
み
な
さ
な
い
。

（
５
）
『
大
日
本
古
文
書
（
編
年
）
』
一
四
巻
二
九
二
頁
〜
三
〇
〇
頁
。
以
下
『
大
日

古
』
、
一
四
ノ
二
九
二
〜
三
〇
〇
と
略
す
。
ま
た
本
論
文
に
お
い
て
「　

」
で
示
す

史
料
名
は
『
大
日
古
』
の
も
の
、
﹇　

﹈
で
示
す
の
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編

『
正
倉
院
文
書
目
録
』
の
も
の
で
あ
る
。

（
６
）
栄
原
永
遠
男
「
光
明
皇
太
后
没
前
の
写
経
事
業
群
」
（
前
掲
注
１
著
書
ｂ
）

（
７
）
表
５
に
あ
げ
た
物
品
の
う
ち
、
経
紙
・
凡
紙
に
つ
い
て
は
注
３
拙
稿
ａ
・
ｂ
、
帙
は

拙
稿
ｃ
、
浄
衣
は
拙
稿
ｄ
、
櫃
は
拙
稿
ｅ
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
た
。

（
８
）
桑
原
祐
子
「
墨
の
記
述
―
墨
頭
・
墨
端
と
助
数
詞
」
（
『
正
倉
院
文
書
の
国
語
学
的

研
究
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）
、
濱
道
孝
尚
「
写
経
所
に
お
け
る
「
私
書
」

の
書
写
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
三
、
二
〇
一
三
年
）

（
９
）
仁
王
経
疏
一
部
五
巻
の
用
度
文
で
は
、
経
紙
・
凡
紙
、
菟
毛
筆
一
管
半
と
墨
一
挺
を

買
う
た
め
の
銭
を
申
請
し
て
い
る
（
表
２
№
28
、
一
六
ノ
三
七
五
〜
三
七
六
）
。
筆

そ
の
も
の
を
一
管
と
半
分
だ
け
授
受
す
る
と
い
う
の
は
、
物
理
的
に
不
可
能
で
あ

る
。
同
じ
年
に
行
わ
れ
た
梵
網
経
四
十
巻
・
四
分
僧
戒
本
経
十
巻
・
四
分
尼
戒
本
経

十
巻
の
用
度
文
で
は
、
菟
毛
筆
一
管
（
四
十
文
）
を
も
っ
て
写
紙
百
五
十
張
、
墨
一

挺
（
三
十
文
）
を
も
っ
て
写
紙
三
百
張
と
あ
る
（
表
２
№
30
、
一
六
ノ
三
四
二
、
二

五
ノ
三
四
〇
）
。
筆
一
管
と
半
分
だ
と
、
二
百
二
十
五
張
を
写
す
こ
と
が
で
き
、
仁

王
経
疏
で
申
請
さ
れ
た
経
紙
は
百
九
十
一
張
で
あ
る
か
ら
、
十
分
で
あ
る
。
写
経
所

は
、
筆
墨
の
現
物
で
は
な
く
、
菟
毛
筆
一
管
半
の
銭
六
十
文
と
墨
一
挺
の
銭
三
十
文

と
い
う
よ
う
に
、
銭
を
申
請
す
る
こ
と
で
、
用
紙
数
に
応
じ
た
詳
細
な
計
画
を
た
て

る
こ
と
が
で
き
る
。
写
経
事
業
ご
と
に
筆
墨
そ
の
も
の
を
準
備
す
る
の
で
は
な
く
、

必
要
な
銭
を
収
納
し
て
、
写
経
所
の
在
庫
分
を
順
次
使
用
す
る
。
様
々
な
写
経
事
業

を
断
続
的
に
行
う
写
経
所
だ
か
ら
こ
そ
可
能
と
な
る
、
筆
墨
の
合
理
的
な
運
用
方
法

で
あ
る
。

（
10
）
山
下
有
美
「
写
経
機
構
の
内
部
構
造
と
運
営
」
（
前
掲
注
１
著
書
）

（
11
）
栄
原
永
遠
男
『
正
倉
院
文
書
入
門
』
（
前
掲
注
１
著
書
ｃ
）

（
12
）
端
継
に
つ
い
て
は
、
杉
本
一
樹
「
端
継
・
式
敷
・
裹
紙
」
（
前
掲
注
１
著
書
）
。
史

料
上
に
は
〈
仮
軸
〉
に
関
す
る
記
載
は
み
え
な
い
が
、
端
継
の
二
次
利
用
と
考
え
ら

れ
る
続
修
後
集
第
二
二
巻
が
、
軸
付
紙
の
形
状
を
な
す
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
仮
の
軸

が
取
り
付
け
ら
れ
た
と
す
る
。
書
写
中
は
、
巻
首
に
取
り
付
け
ら
れ
た
端
継
が
、
軸

付
紙
と
仮
表
紙
の
役
割
を
兼
ね
た
と
考
え
ら
れ
、
書
写
終
了
後
、
巻
首
に
は
正
式
な

表
紙
が
、
巻
尾
に
は
正
式
な
軸
が
取
り
付
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
13
）
大
隅
亜
希
子
「
装
潢
組
織
の
展
開
と
布
施
支
給
の
変
遷
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』

六
、
一
九
九
九
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

（
大
阪
市
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大
学
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奈良時代写経所の空間構造〔渡部〕

№

1

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
22
23
24
25

26

27

28

29

30

31

32
33

34

2
3
4-1

4-2

経 典 名 年月日 大日古
経典・付属品経典 写　経　用　具

その他 凡　紙 黄檗筆 墨 橡経軸 綺 帙
式敷下纏見写 表紙 端継 公文 菟毛 鹿毛 狸毛裹紙儲※ 経借帙

表２　用度文

法華経1部8巻
最勝王経1部10巻
金光明経1部8巻
十輪経1部10巻
弥勒経1部3巻
理趣経1巻
薬師経1巻

最勝王経1部10巻
仁王経1部2巻
六巻鈔1部6巻
梵網経疏1部2巻

大般若経1部600巻
華厳経1部60巻
華厳経1部80巻

千手千眼経1000巻
新羂索経10部280巻
薬師経120巻
法華経45部360巻
金剛般若経45巻
理趣経45巻

阿弥陀仏
法花経1部8巻

灌頂経1部12巻
梵網経1部2巻

法花経2部16巻
顕无辺仏土経1000部1000巻

法華経1部8巻
阿弥陀経10巻

十一面経31巻
孔雀王咒経7巻
陀羅尼集経（第4・9）2巻

梵網経20部40巻
四分律戒本20巻

一切経1部経律并3433巻
（中断一切経）

大仏頂首楞厳経陀羅尼10巻
随求即得陀羅尼10巻

弥勒経3巻
阿弥陀経1巻
寿延経1巻

大般若理趣分1巻
最勝王経（第2）1巻
金剛三昧本性清浄不壊不滅経1巻

法花経1部8巻
阿弥陀経10巻

16/341～343
25/339～340
15/81～82
15/79～81
16/419～420
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11/324～330

11/371～374

11/475～476

3/463～468

11/421～422

11/498～499

12/268～272

12/342～346

12/272～277

13/50～57

4/411～412

14/387～389

14/349～358

15/63～69（後欠）

16/375～376

16/407～410

16/410～412

16/423～427
16/505～514

20/225～227

16/59～68
5/388～395

5/403～411

続別9裏、13/221

13/373～380

14/292～300

14/334～336

14/365～366

12/221～222
　　　 （後欠）

13/60～61（後欠）
10/540～543（前欠）

天平20年7/16

天平21年2/15

勝宝2年7/16

勝宝2年8月

勝宝3年2/7

勝宝2年10/12

勝宝2年11/8

勝宝3年3/11

勝宝4年―

勝宝4年4/28

勝宝4年8/7

勝宝6年2/18

勝宝9歳6/15

宝字2年7/6

宝字4年1/15

宝字4年―

宝字4年2/19

宝字4年3/9

宝字4年ｳ4/2

宝字4年10/3

宝字5年―
宝字6年―？

宝字6年11/22

宝字6年12/16
宝字7年2/25

宝字7年3/11

宝字7年3/12

宝字7年4/17

宝字7年7/2

宝字7年8/28

宝字7年12/25
宝字8年7/29

宝亀3年8/17

―

―

25/345～246（後欠）
16/347～352（前欠）

16/114～117
16/14～16

18/587～589
　　　（前後欠）

法花経1部8巻
阿弥陀経2巻
最勝王経1部10巻
観世音経2巻
大般若経1部600巻
法華経100部800巻

大般若経1部600巻

花厳経1部80巻（金字）

華厳経1部60巻

花厳経10部800巻

心経100巻

仏頂経1巻

忌日御斎会一切経 5271巻
（経典名不明）
灌頂経12部144巻
大般若経2部1200巻

仁王経疏1部5巻

心経1000巻
大般若経1部600巻

法華経2部16巻
最勝王経11部110巻
宝星陀羅尼経1部10巻
七仏所説神呪経3部12巻
金剛般若経600巻



　
　
は
じ
め
に

　

正
倉
院
文
書
研
究
で
は
、
文
書
論
、
組
織
論
、
個
別
写
経
事
業
な
ど
に
つ
い
て

研
究
が
進
ん
で
い
る
。
写
経
生
に
関
し
て
も
、
月
借
銭
、
請
暇
に
つ
い
て
の
研
究

が
あ
る
。
し
か
し
、
写
経
所
と
は
ど
の
よ
う
な
環
境
で
あ
っ
た
か
、
具
体
的
に
ど

の
よ
う
に
作
業
を
し
て
い
た
か
、
ま
だ
わ
か
っ
て
い
な
い
点
が
多
い
。

　

正
倉
院
文
書
の
大
半
を
占
め
る
「
写
経
所
文
書
」
は
、
写
経
所
に
お
け
る
写
経

事
業
に
関
す
る
文
書
・
帳
簿
類
で
あ
り
、
人
や
物
品
の
や
り
取
り
や
状
況
が
記
載

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
私
は
、
こ
れ
ら
の
文
書
や
帳
簿
類
を
詳
細
に
検
討
す
る

こ
と
に
よ
り
、
い
く
つ
か
の
物
品
に
焦
点
を
当
て
て
そ
の
機
能
を
考
え
て
き
た
。

本
論
で
は
、
物
品
の
申
請
・
収
納
・
支
給
・
使
用
状
況
・
返
却
な
ど
に
つ
い
て
、

写
経
事
業
ご
と
に
整
理
し
な
が
ら
具
体
的
に
検
討
し
、
誰
が
・
い
つ
・
ど
こ
で
・

何
を
・
何
の
た
め
に
・
ど
の
よ
う
に
使
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
写
経
所
の
空
間
構
造
を
見
通
し
た
い
。

　

律
令
制
下
の
役
所
に
つ
い
て
、
組
織
の
具
体
的
な
運
用
ま
で
わ
か
る
史
料
は
、

　
　
　
　

写
経
所
文
書
以
外
に
な
い
。
木
簡
は
貴
重
な
一
次
史
料
だ
が
、
断
片
的
な
情
報
し

か
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
写
経
所
文
書
も
、
全
て
の
文
書
や
帳
簿
群
が
現
存
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
江
戸
末
期
か
ら
明
治
時
代
に
行
わ
れ
た
「
整

理
」
に
よ
っ
て
ば
ら
ば
ら
に
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
原
本
調
査
や
、
史
料
内

容
の
丹
念
な
研
究
成
果
に
よ
り
、
多
く
の
情
報
を
体
系
的
に
得
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

造
東
大
寺
司
管
下
の
写
経
所
は
、
写
経
と
い
う
宗
教
行
為
を
行
う
場
で
あ
る
と

同
時
に
、
分
業
体
制
に
よ
る
組
織
運
営
を
行
う
工
房
的
な
性
格
を
も
つ
役
所
で
も

あ
る
。
写
経
所
文
書
を
使
っ
て
写
経
所
の
内
部
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
図
書
寮
な
ど
他
の
一
般
官
司
に
つ
い
て
も
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

表
１
は
写
経
所
の
構
成
員
と
そ
の
役
割
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
論
で
は
、

正
倉
院
文
書
に
み
え
る
物
品
が
、
写
経
事
業
の
中
で
ど
の
よ
う
に
機
能
し
運
用
さ

れ
て
い
た
か
を
総
合
的
に
考
え
た
い
。
ま
ず
、
用
度
文
（
用
度
申
請
）・
用
残
報
告
や

帳
簿
類
に
よ
り
、
写
経
事
業
に
お
け
る
物
品
の
申
請
・
使
用
状
況
を
検
討
す
る
。

次
に
、
個
別
写
経
事
業
で
使
わ
れ
る
物
品

を
、
そ
の
性
質
ご
と
に
分
別
し
、
職
掌
ご

と
に
整
理
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
奈
良

時
代
の
写
経
所
が
ど
の
よ
う
な
空
間
だ
っ

た
の
か
、
内
部
構
造
を
立
体
的
に
解
明
す

る
た
め
の
見
通
し
を
た
て
た
い
。
な
お
、

広
義
の
写
経
所
と
は
、
写
経
に
関
す
る
作

業
を
行
う
写
経
堂
に
加
え
、
経
師
等
が
生

活
す
る
食
堂
（
料
理
供
養
所
）
、
宿
所
な
ど

も
含
ま
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
様
々
な

物
品
が
使
用
さ
れ
る
が
、
本
論
の
検
討
対
象
は
、
写
経
堂
に
限
定
す
る
。

　
　
一
　
用
度
文
に
み
え
る
物
品

（
１
）
用
度
文

　

個
別
写
経
事
業
を
始
め
る
に
あ
た
り
、
写
経
所
の
事
務
官
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ

た
予
算
案
（
見
積
書
兼
請
求
書
）
が
用
度
文
（
用
度
申
請
）
で
あ
る
。
用
度
文
の
書
き
出

し
は
「
写
経
所
解
」「
写
書
所
解
」
ま
た
は
「
造
東
大
寺
司
解
」
な
ど
と
な
っ
て
お

り
、
写
経
所
の
案
主
が
下
書
き
を
作
成
し
、
造
東
大
寺
司
政
所
で
清
書
さ
れ
、
太
政

官
も
し
く
は
写
経
事
業
の
発
願
主
に
提
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
用
度
文
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
写
経
事
業
を
遂
行
す
る
に
あ
た
っ
て
必
要
と
判
断
さ
れ
た
物
品

が
列
挙
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
典
型
的
な
用
度
文
の
例
と
し
て
、
長
く
な
る
が
【
史

料
一
】
を
あ
げ
る
（
「　

」
は
追
記
、
＊
は
朱
書
き
、
文
字
は
抹
消
、
勾
点
は
省
略
、
波

線
は
筆
者
に
よ
る
）
。

【
史
料
１
】

﹇
東
寺
写
経
所
解
（
案
）
﹈
（
続
修
後
集
五
、
一
四
ノ
二
九
二
〜
三
〇
〇
）

東
寺
写
経
所
解　

申
請
応
奉
写
経
用
度
物
事

合
経
壱
伯
参
拾
伍
部
四
百
五
十
巻　
　
　

　

法
花
経
卌
五
部
三
百
六
十
巻　

 

「
請
随
求
陀
羅
尼
壇
□
」

　

金
剛
般
若
経
卌
五
部
卌
五
巻

　

理
趣
経
卌
五
部
卌
五
巻

応
用
紙
壱
万
玖
伯
参
張

　

経
紙
一
万
三
百
十
張

　
　

九
千
五
百
八
十
五
張
見
写
料

　
　
　

八
千
□
百
張
法
花
経
□
五
部
料
部
別
百
八
十
張

　
　
　

五
百
八
十
五
□
□
剛
般
若
経
卌
五
巻
料
巻
別
十
三
張

　
　
　

九
百
張
理
□
経
卌
五
巻
料
巻
別
廿
張

　
　

二
百
廿
五
張
表
紙
料　
以
一
張
着
二
巻

　

五
百
張
破
料

凡
紙
伍
佰
玖
拾
参
張

　

二
百
五
十
八
張
一
万
三
百
十
張
端
料　
以
一
張
着
卌
張

　

一
百
卅
五
張
敷
紙
并
下
纏
式
料

　

一
百
張
裹
紙
料　
以
一
裹
打
紙
百
張

　

一
百
張
雑
用
料

菟
毛
筆
玖
拾
壱
管　
以
一
管
写
紙
百
五
十
張

墨
参
拾
弐
挺　
以
一
挺
写
紙
三
百
張

界
料
鹿
毛
筆
拾
管

綺
漆
拾
陸
丈
伍
寸 

　

六
十
八
丈
八
尺
五
寸
法
花
経
三
百
六
十
巻
理
趣
経
卌
五
巻
料
巻
別
一
尺
七
寸

　

七
丈
二
尺
金
剛
般
若
経
卌
五
巻
料
巻
別
一
尺
六
寸

扶
壱
佰
参
拾
伍
枚 

各
長
一
尺
七
寸

軸
肆
佰
伍
拾
枚

黄
蘗
弐
佰
肆
拾
伍
斤 

以
一
斤
染
紙
卌
張

橡
壱
斗
伍
升 

以
一
升
染
表
紙
十
五
張

（
以
下
省
略
･
･
･
荒
炭
、
薪
、
銭
（
菟
毛
筆
、
墨
、
鹿
毛
筆
、
生
菜
、
荒
炭
、
薪
）
、

浄
衣
料
（
絁
・
綿
・
細
布
・
調
布
・
祖
布
）
、
木
履
、
菲
）

経
師
肆
拾
伍
人　

装
潢
参
人　

校
生
陸
人　

雑
使
伍
人　

優
婆
夷
壱
人

　

合
陸
拾
人
単
功
弐
仟
伍
拾
陸
人

　

一
千
三
百
六
十
九
人
経
師 

人
別
写
紙
七
張

　

一
百
九
十
一
人
装
潢 

人
別
作
紙
五
十
張

　

二
百
十
六
人
校
生 

人
別
校
紙
六
十
張

　

一
百
五
十
人
雑
使  

卅
日
単

　

卅
人
優
婆
夷  

卅
日
単

米
肆
拾
斛
肆
升

（
以
下
食
料
省
略
…
糯
米
、
塩
、
醤
、
滓
醤
、
末
醤
、
酢
、
海
藻
、
滑
海
藻
、
心
太
、
芥

子
、
胡
麻
油
、
小
麦
、
大
豆
、
小
豆
、
漬
菜
、
漬
薑
）

　　
　

砥
壱
顆

　
　

刀
子
参
柄　

　
　

仕
丁
壱
拾
伍
人

「
不
」
折
薦
畳
玖
拾
枚

　　

以
前
、
応
奉
写
一
百
卅
五
部
之
経
用
度
之
物
、
所
請
如

　

件
、
謹
解

　
　
　
　
　
　

天
平
宝
字
四
年
正
月
十
五
日
主
典
正
八
位
上
安
都
宿
祢「
雄
足
」

　

次
官
従
五
位
下
高
麗
朝
臣
「
大
山
」

　　

【
史
料
一
】
は
天
平
宝
字
四
年
（
七
六
〇
）
に
行
わ
れ
た
法
花
経
四
十
五
部
三
百

六
十
巻
・
金
剛
般
若
経
四
十
五
部
四
十
五
巻
・
理
趣
経
四
十
五
部
四
十
五
巻
（
い
わ

ゆ
る
百
三
十
五
部
経
）
の
用
度
文
で
あ
る
。
こ
の
写
経
事
業
は
光
明
皇
太
后
が
母
の

県
犬
養
三
千
代
の
追
福
の
た
め
に
発
願
し
た
も
の
で
、
天
平
宝
字
四
年
正
月
十
一

日
の
太
師
（
藤
原
仲
麻
呂
）
宣
（
一
四
ノ
三
六
七
）
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

【
史
料
一
】
を
み
て
み
る
と
、
ま
ず
経
典
名
と
巻
数
を
書
き
上
げ
、
写
経
に
必
要

な
紙
（
経
紙
・
凡
紙
）
、
筆
・
墨
、
経
典
の
体
裁
に
関
わ
る
綺
・
帙
・
軸
・
染
料
、

燃
料
、
銭
、
浄
衣
、
人
功
、
食
料
、
仕
丁
、
そ
の
他
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
【
史
料

一
】
は
写
経
所
か
ら
造
東
大
寺
司
に
提
出
さ
れ
、
次
官
の
署
名
を
も
ら
っ
た
が
、

物
品
の
数
量
変
更
の
た
め
写
経
所
に
差
し
戻
さ
れ
、
数
量
の
訂
正
を
朱
で
書
き
込

み
、
そ
れ
を
も
と
に
正
文
を
書
き
直
し
て
提
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
【
史
料

一
】
は
控
え
と
し
て
写
経
所
政
所
に
残
し
、
物
品
の
収
納
時
に
そ
の
日
付
等
に
つ

い
て
追
記
し
、
勾
点
等
を
付
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

写
経
所
文
書
に
み
え
る
用
度
文
の
記
載
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
２
で
あ

る
。
「
写
経
所
文
書
」
に
お
け
る
写
経
関
係
の
現
存
最
古
の
文
書
は
、
藤
原
光
明

子
家
の
神
亀
四
〜
五
年
（
七
二
七
〜
八
）
の
も
の
だ
が
（
一
ノ
三
八
一
〜
三
八
三
）
、

表
２
の
よ
う
に
、
現
存
す
る
用
度
文
は
天
平
二
十
年
（
七
四
八
）
の
も
の
が
初
見
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
天
平
末
年
頃
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、
用
度
文
の
形
式
が
あ

る
程
度
確
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
用
度
文
の
多
く
に
は
、
筆
墨
等
に
つ
い
て
、

申
請
物
品
を
列
挙
し
た
項
と
、
申
請
す
る
銭
の
用
途
を
列
挙
し
た
部
分
の
両
方
に

記
載
が
み
え
る
。
二
カ
所
の
筆
墨
の
数
量
は
同
じ
で
あ
り
、
な
ぜ
重
複
し
て
記
載

し
て
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
書
き
方
は
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
他
の
項
目

や
物
品
の
書
き
方
で
も
、
順
序
が
入
れ
替
わ
っ
た
り
物
品
の
種
類
が
増
減
し
た
り

す
る
も
の
の
、
一
定
の
形
式
が
み
ら
れ
る
。
題
籤
軸
が
つ
け
ら
れ
て
写
経
事
業
終

了
後
も
保
管
さ
れ
た
用
度
文
も
あ
る
の
で
、
案
主
が
次
の
写
経
事
業
の
用
度
文
を

作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
見
本
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

【
史
料
一
】
は
表
２
№
15
に
あ
た
る
が
、
記
載
さ
れ
た
物
品
の
種
類
を
比
較
す

る
と
、
典
型
的
な
用
度
文
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
用
度
文
に
記
載
さ
れ
た

内
容
に
は
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
特
に
食
料
・
雑
器
な
ど
数
多
く
の
物
品
を
請
求
し
た

も
の
と
、
経
典
の
書
写
に
必
要
最
低
限
の
物
品
で
あ
る
紙
筆
墨
の
み
の
請
求
に
と

ど
ま
る
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
前
者
は
表
２
№
24
大
般
若
経
二
部
千
二
百
巻
、
後

者
は
№
13
心
経
百
巻
や
№
28
仁
王
経
疏
一
部
五
巻
の
写
経
事
業
の
用
度
文
に
み
ら

れ
る
。
案
主
に
は
、
経
典
何
巻
・
経
紙
何
張
の
写
経
な
ら
ば
、
ど
の
物
品
・
人
員

が
ど
れ
だ
け
必
要
か
と
い
う
目
安
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
用
度
文

で
何
を
ど
れ
だ
け
申
請
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
請
求
先
で
あ
る
発
願
者
の
意

向
、
写
経
の
重
要
度
や
緊
急
度
な
ど
に
よ
り
、
調
整
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

管
見
の
限
り
奈
良
時
代
に
は
四
百
以
上
の
写
経
事
業
が
行
わ
れ
な
が
ら
、
用
度

文
が
三
十
四
例
し
か
現
存
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
全
て
の
写
経
事
業
に
お
い
て

用
度
文
が
作
成
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

用
度
文
が
現
存
し
な
い
写
経
事
業
で
も
、
造
東
大
寺
司
や
内
裏
な
ど
か
ら
写
経
に

必
要
な
物
品
が
収
納
さ
れ
て
い
る
例
は
多
い
。
総
合
的
な
用
度
文
が
作
成
さ
れ
な

く
て
も
、
「
筆
墨
申
請
」
な
ど
個
別
に
物
品
の
申
請
文
書
を
作
成
し
、
写
経
所
に

必
要
な
物
品
が
収
納
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
写
経
事
業
終
了
後
、
決
算
と
し
て
物
品
の
用
残
報
告
が
作
成
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
。
用
度
文
と
用
残
報
告
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
申
請
さ
れ
た
物
品
が
、

実
際
は
ど
れ
だ
け
収
納
さ
れ
て
使
用
さ
れ
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

用
度
文
と
用
残
報
告
が
共
に
現
存
す
る
の
は
、
前
述
の
天
平
宝
字
四
年
の
百
三

十
五
部
経
と
、
天
平
宝
字
六
〜
七
年
（
七
六
二
〜
三
）
の
大
般
若
経
二
部
千
二
百
巻
の

写
経
事
業
で
あ
る
。
表
３
に
あ
げ
た
百
三
十
五
部
経
に
よ
る
と
、
用
度
文
と
用
残

報
告
の
数
量
が
一
致
す
る
の
は
わ
ず
か
六
品
目
だ
け
で
あ
る
。
用
度
文
は
あ
く
ま

で
計
画
で
あ
り
、
実
際
に
収
納
さ
れ
た
物
品
の
量
や
種
類
が
か
な
り
異
な
る
こ
と

が
わ
か
る
。
特
に
銭
の
場
合
、
収
納
さ
れ
た
銭
の
用
途
は
、
あ
る
程
度
案
主
の
采

配
に
任
せ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
食
料
、
食
膳
・
調
理
用
具
な
ど
は
、
食

　
　
　

　
　
　

事
の
メ
ニ
ュ
ー
や
備
品
の
不
足
具
合
に
応
じ
て
、
変
更
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
２
）
個
別
の
物
品

　

写
経
事
業
に
お
い
て
は
、
様
々
な
文
書
が
や
り
と
り
さ
れ
、
帳
簿
類
が
活
用
さ

れ
る
。
前
述
の
百
三
十
五
部
経
で
は
、
表
４
に
あ
げ
た
よ
う
な
関
係
史
料
が
残
っ

て
い
る
。
用
度
文
（
c
）
、
銭
用
帳
（
e
）
、
充
装
潢
帳
（
g
）
（
n
）
、
充
紙
筆
墨

帳
（
h
）
、
充
本
帳
（
i
）
、
校
帳
（
m
）
、
手
実
帳
（
l
）
、
布
施
申
請
（
o
）
、

用
残
報
告
（
x
）
と
い
っ
た
他
の
個
別
写
経
事
業
に
も
共
通
す
る
形
式
の
も
の
が
一

通
り
そ
ろ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
複
数
の
帳
簿
類
が
現
存
す
る
お
か
げ
で
、
ひ

と
つ
だ
け
の
史
料
で
は
判
明
し
な
い
物
品
の
動
き
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

た
と
え
ば
、
用
度
文
（
c
）
で
は
綺
八
十
丈
一
尺
、
軸
四
百
五
十
枚
が
現
物
で
請

求
さ
れ
て
い
る
が
、
書
写
が
終
了
し
布
施
申
請
（
o
）
も
提
出
さ
れ
た
後
に
よ
う
や

く
、
写
経
所
別
当
の
安
都
雄
足
か
ら
「
彼
一
百
三
十
五
部
経
綺
軸
、
以
其
残
、
令

買
市
頭
（
軸
朱
頂
）
」
と
指
示
が
出
た
（
r
）
。
写
経
所
で
は
そ
れ
ら
を
購
入
し
て

一
千
五
十
文
（
綺
七
十
丈
直
）
、
三
百
六
十
文
（
朱
頂
軸
四
百
五
十
枚
直
）
を
請
求
し

た
が
（
s
）
、
用
残
報
告
（
x
）
で
は
、
用
い
た
銭
の
内
訳
の
項
に
、
一
貫
五
十
文

（
綺
七
十
丈
直
）
、
二
百
八
十
八
文
（
朱
頂
軸
三
百
六
十
枚
直
）
と
あ
る
。
残
り
九
十

本
分
の
朱
頂
軸
の
銭
が
最
終
的
に
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
た
の
か
現
存
の
史
料
で

は
わ
か
ら
な
い
。
綺
緒
に
つ
い
て
は
、
用
度
文
（
c
）
で
は
法
花
経
と
理
趣
経
は
巻

別
一
丈
八
尺
、
金
剛
般
若
経
は
巻
別
一
丈
六
尺
と
し
て
、
合
計
八
十
丈
一
尺
が
計

上
さ
れ
た
。
緒
の
長
さ
の
差
は
、
一
巻
平
均
二
十
二
，
五
張
の
法
花
経
と
一
巻
二

十
張
の
理
趣
経
、
そ
し
て
一
巻
十
三
張
の
金
剛
般
若
経
と
い
う
、
一
巻
あ
た
り
の

経
紙
の
予
定
枚
数
か
ら
わ
か
る
巻
物
の
太
さ
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
。
綺
に
つ

い
て
も
七
十
丈
分
の
銭
し
か
支
出
さ
れ
ず
、
各
巻
に
は
予
定
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
少
し

短
い
緒
が
取
り
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
写
経
所
文
書
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
写
経
事
業
ご
と
に
整
理
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
用
度
文
・
収
納
帳
・
用
帳
・
充
帳
・
用
残
報
告
等
に
み
え
る
物
品

に
つ
い
て
、
一
連
の
運
用
状
況
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ど
の
よ
う
な
物
品

を
ど
れ
だ
け
請
求
す
る
予
定
だ
っ
た
の
か
、
実
際
に
は
ど
れ
だ
け
収
納
さ
れ
た
の

か
、
い
つ
誰
が
ど
の
よ
う
に
用
い
た
の
か
、
ど
れ
だ
け
使
用
し
て
ど
れ
だ
け
残

り
、
ど
れ
だ
け
返
上
し
た
の
か
、
ま
た
は
別
の
写
経
事
業
に
転
用
し
た
の
か
。
全

て
の
写
経
事
業
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
ま
だ
で
き
て
い
な
い
が
、
現
時
点
で

わ
か
る
範
囲
で
、
経
典
の
書
写
に
直
接
関
わ
る
物
品
の
特
徴
を
あ
げ
た
の
が
表
５

で
あ
る
。

　

常
写
や
間
写
の
①
経
紙
（
○
番
号
は
表
５
に
対
応
）
は
、
﹇
間
紙
検
定
并
便
用
帳
﹈

（
九
ノ
三
六
七
〜
三
七
〇
+
九
ノ
三
七
〇
〜
三
八
〇
+
三
ノ
四
八
五
〜
四
八
六
+
一
一
ノ
三

六
四
〜
三
六
六
）
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
紙
の
種
類
や
色
、
枚
数
が
細
か

く
記
載
さ
れ
、
あ
る
経
典
に
使
用
す
る
紙
が
ど
こ
か
ら
収
納
さ
れ
た
の

か
、
も
し
く
は
ど
の
写
経
事
業
の
紙
を
転
用
し
た
の
か
、
残
紙
を
ど
の
写

経
事
業
に
転
用
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
管
理
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て

②
凡
紙
は
、
す
べ
て
の
写
経
事
業
に
お
い
て
申
請
・
収
納
さ
れ
た
わ
け
で

は
な
く
、
写
経
所
内
で
臨
機
応
変
に
再
利
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ

る
。
③
筆
墨
は
、
支
給
・
返
上
記
録
が
細
か
く
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
て
い
た
も

の
の
、
ま
だ
ま
だ
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
多
い
。
筆
墨
の
請
求

や
支
給
は
現
物
と
銭
の
場
合
が
両
方
あ
る
が
、
銭
で
請
求
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
各
写
経
事
業
ご
と
の
財
政
と
使
用
実
態
と
を
、
効
率
的
に
調
整
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
⑦
櫃
に
は
、
カ
ギ
や
据
え
付
け
る
机
が
付
属
し

た
経
典
奉
請
用
の
櫃
、
経
紙
な
ど
の
物
品
を
移
動
す
る
た
め
の
櫃
、
写
経

所
内
で
物
品
を
保
管
す
る
た
め
の
櫃
な
ど
が
あ
る
。
な
か
で
も
小
明
櫃

は
、
各
経
師
が
写
経
中
の
経
巻
を
納
入
す
る
の
に
使
用
す
る
た
め
、
経
師

の
人
数
分
請
求
さ
れ
る
が
、
紙
筆
墨
と
違
っ

て
個
人
に
支
給
さ
れ
た
記
録
が
な
い
。
⑨
硯

も
ま
れ
に
用
度
文
で
請
求
さ
れ
る
場
合
は
、

経
師
一
人
に
つ
き
ひ
と
つ
と
い
う
意
識
が
あ

る
よ
う
だ
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
分
配

さ
れ
て
い
た
の
か
わ
か
ら
な
い
。

（
３
）
小
結

　

そ
れ
ぞ
れ
の
写
経
事
業
の
用
度
文
か
ら

は
、
ど
の
よ
う
な
物
品
が
写
経
事
業
に
必
要

で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
。
用
度
文
に
計
上
さ

れ
た
物
品
は
あ
く
ま
で
見
積
も
り
で
あ
り
、

帳
簿
類
と
比
較
検
討
す
る
と
、
実
際
に
納
入

さ
れ
て
写
経
所
で
使
用
さ
れ
た
数
量
や
種
類

は
異
な
る
。
し
か
し
そ
の
相
違
点
か
ら
、
物

品
運
用
の
計
画
と
実
態
が
浮
き
彫
り
と
な
る

の
で
あ
る
。

　

筆
墨
申
請
、
充
紙
筆
墨
、
充
本
、
手
実
、

行
事
、
上
日
、
布
施
申
請
な
ど
に
は
、
写
経

生
の
個
人
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
史
料
か
ら
、
各
写
経
生
が
ど
の
よ
う
な
物

品
を
使
用
し
て
写
経
事
業
を
行
っ
た
か
が
わ

か
る
が
、
基
本
的
に
手
本
と
す
る
本
経
と
紙

筆
墨
の
支
給
・
返
上
、
担
当
経
巻
の
用
紙
数
（
正
用
・
空
破
・
返
上
）
し
か
記
入
さ

れ
て
い
な
い
。

　

写
経
堂
で
使
わ
れ
る
物
品
の
な
か
で
、
経
紙
な
ど
新
写
経
典
に
使
用
さ
れ
る
も

の
は
、
写
経
事
業
ご
と
に
収
納
さ
れ
、
余
れ
ば
紙
一
枚
・
筆
一
本
単
位
で
細
か
く

チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
て
返
上
し
、
他
の
写
経
事
業
に
転
用
す
る
場
合
は
便
用
記
録
が
あ

る
。
し
か
し
、
机
や
小
明
櫃
な
ど
は
、
少
量
で
は
あ
る
が
写
経
所
に
収
納
さ
れ
て

い
る
の
に
、
写
経
生
の
個
人
あ
て
に
支
給
記
録
が
な
い
。
硯
や
そ
れ
に
類
す
る
も

の
、
装
潢
・
校
生
の
墨
な
ど
も
、
確
実
に
使
用
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
支
給

記
録
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
物
品
ご
と
の
運
用
状
況
の
違
い
に
注
目
し
て
検
討
す

る
こ
と
で
、
写
経
堂
の
内
部
構
造
が
み
え
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
二
　
写
経
所
に
お
け
る
物
品
の
運
用

　

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
各
写
経
事
業
ご
と
に
収
納
さ
れ
る
物
品
と
、
ま

れ
に
し
か
収
納
さ
れ
な
い
物
品
、
ま
た
個
々
の
写
経
生
あ
て
の
支
給
記
録
が
あ
る

物
品
と
支
給
記
録
が
な
い
物
品
が
あ
る
。

　

写
経
事
業
で
は
、
案
主
が
作
業
の
段
階
に

応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
帳
簿
を
作
成
し
管
理
す

る
。
経
紙
や
筆
墨
の
支
給
返
却
記
録
が
徹
底

し
て
い
る
の
は
、
最
後
に
手
実
と
照
ら
し
合

わ
せ
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
り
、
布
施
支
給

と
直
結
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に

対
し
て
、
耐
久
性
の
あ
る
硯
や
机
、
小
明
櫃

な
ど
は
、
写
経
事
業
ご
と
に
交
換
す
る
必
要
は
な
く
誰
が
使
っ
て
も
問
題
は
な

い
。

　

写
経
生
個
人
に
支
給
・
返
却
す
る
帳
簿
が
な
い
物
品
は
、
写
経
事
業
ご
と
に
メ

ン
バ
ー
が
入
れ
替
わ
る
写
経
生
個
人
に
支
給
す
る
の
で
は
な
く
、
経
師
・
校
生
・

装
潢
の
作
業
場
所
、
こ
れ
を
仮
に
〈
座
席
〉
と
呼
称
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
〈
座

席
〉
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
個
人
あ
て
の
支
給
記
録

が
な
い
の
は
、
写
経
生
個
人
に
支
給
し
た
の
で
は
な
く
、
案
主
が
管
理
す
る
写
経

堂
の
各
〈
座
席
〉
に
割
り
当
て
た
物
品
だ
か
ら
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
職
掌
ご
と

に
、
前
章
で
抽
出
し
た
物
品
の
性
質
を
整
理
し
、
〈
座
席
〉
で
運
用
さ
れ
た
物
品

を
検
討
し
て
み
た
い
（
表
６
）
。

（
１
）
案
主

　

案
主
は
、
常
写
・
間
写
・
私
願
経
書
写
、
経
典
の
確
保
や
出
納
な
ど
、
写
経
所

の
運
営
・
管
理
を
同
時
に
遂
行
す
る
。
写
経
事
業
別
、
用
途
別
に
多
数
の
帳
簿
や

報
告
書
を
作
成
し
、
写
経
生
や
物
品
を
効
率
的
に
管
理
し
て
い
た
。

　

写
経
所
は
堂
（
作
業
場
）
と
曹
司
（
事
務
局
）
か
ら
構
成
さ
れ
、
他
の
律
令
官

司
、
特
に
作
業
場
の
必
要
な
現
業
官
司
で
も
同
じ
よ
う
な
構
造
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
造
東
大
寺
司
か
ら
写
経
所
に
配
属
さ
れ
た
案
主
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
担

当
を
分
担
し
、
共
同
で
運
営
す
る
体
制
で
あ
っ
た
。
案
主
曹
司
（
案
主
曹
所
・
案
主

所
）
に
は
櫃
が
あ
り
、
櫃
記
等
に
記
載
す
る
こ
と
で
物
品
を
種
類
別
に
管
理
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
（
八
ノ
五
八
〇
、
一
〇
ノ
四
四
五
）
。
こ
の
櫃
に
は
内
裏
や
造
東
大

寺
司
か
ら
収
納
さ
れ
た
物
品
や
、
写
経
生
か
ら
返
上
さ
れ
た
物
品
が
納
め

ら
れ
て
い
た
。
金
字
経
の
時
に
瑩
生
（
校
生
が
兼
任
す
る
場
合
あ
り
）
が
使
用

す
る
猪
牙
な
ど
、
特
別
な
場
合
に
し
か
使
用
し
な
い
も
の
は
、
案
主
が
保

管
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
案
主
の
〈
座
席
〉
は
堂
と
曹
司
の
両
方

に
あ
り
、
適
宜
使
い
分
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

栄
原
永
遠
男
氏
は
、
写
経
所
の
事
務
局
に
設
置
さ
れ
た
〈
反
古
箱
〉
と

い
う
概
念
を
想
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
案
主
の
手
元
に
置
か
れ
た
櫃
や

〈
反
古
箱
〉
な
ど
に
整
理
さ
れ
た
凡
紙
、
反
古
紙
の
使
い
方
に
は
、
そ
の

残
存
状
況
か
ら
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
一
定
の
ル
ー
ル
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

白
紙
（
表
裏
と
も
未
使
用
）
の
凡
紙
は
、
「
公
文
料
」
と
し
て
提
出
文
書

や
帳
簿
作
成
に
使
用
さ
れ
た
。
ま
た
写
経
生
の
手
実
等
の
作
成
の
た
め
に

も
使
用
さ
れ
た
。
つ
ぎ
に
、
端
継
・
裹
紙
な
ど
に
使
用
さ
れ
た
あ
と
の
白

紙
の
反
古
紙
は
、
案
主
の
手
元
に
返
却
さ
れ
た
場
合
は
、
帳
簿
作
成
や
写

経
生
の
手
実
等
作
成
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た
。
紙
が
短
く
切
断
さ
れ
て
い

た
り
、
多
少
し
わ
に
な
っ
た
り
も
し
て
い
る
が
、
写
経
所
内
で
の
帳
簿
類

に
使
用
す
る
に
は
十
分
の
状
態
で
あ
ろ
う
。
一
次
利
用
さ
れ
、
背
面
の
み

空
白
の
反
古
紙
は
、
案
主
の
手
元
で
帳
簿
作
成
に
使
用
さ
れ
た
。
一
次
面
の
情
報

は
す
で
に
必
要
な
く
、
破
棄
さ
れ
た
と
は
い
え
、
表
裏
が
混
同
し
て
は
い
け
な
い

と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
た
め
か
、
写
経
生
に
配
布
し
て
手
実
等
を
書
か
せ
る
こ
と

は
な
く
、
案
主
の
責
任
の
も
と
で
新
た
に
貼
り
継
が
れ
、
二
次
利
用
さ
れ
た
よ
う
で

あ
る
。
つ
ま
り
、〈
反
古
箱
〉
の
中
は
、
そ
の
状
態
に
よ
っ
て
区
分
け
が
さ
れ
、
使

用
目
的
が
分
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
経
師
等
の
浄
衣
は
用
度
文
や
収
納
帳
等
に
散
見
さ
れ
る
が
、
案
主
の
浄
衣

に
つ
い
て
は
写
経
所
文
書
中
の
記
載
例
が
非
常
に
少
な
い
。
経
師
等
が
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
単
位
に
召
集
さ
れ
る
非
常
勤
職
員
だ
っ
た
の
に
対
し
、
案
主
は
造
東
大
寺
司
か

ら
定
期
的
に
浄
衣
を
受
け
取
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
用
度
文
の

人
功
の
部
分
に
も
、
経
師
・
装
潢
・
校
生
・
題
師
・
雑
使
・
膳
部
・
駆
使
丁
な
ど
は
あ

げ
ら
れ
る
が
、
案
主
は
計
上
さ
れ
な
い
。
案
主
は
、
写
経
事
業
を
管
理
す
る
側
の
ス

タ
ッ
フ
で
あ
り
、
個
別
写
経
事
業
の
予
算
に
は
組
み
込
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
。

（
２
）
経
師

　

経
師
の
中
核
を
占
め
る
の
は
い
く
つ
も
の
写
経
事
業
に
携
わ
る
経
験
者
だ
が
、

写
経
事
業
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
単
位
で
あ
り
、
作
業
が
な
い
と
き
は
も
と
の
所
属
に

戻
っ
た
り
、
別
の
写
経
所
に
出
向
し
た
り
す
る
。
大
量
の
写
経
事
業
の
時
は
、
あ

ち
こ
ち
に
招
集
が
か
け
ら
れ
、
写
経
生
が
か
き
集
め
ら
れ
た
。
同
時
期
に
常
写
と

間
写
を
掛
け
持
ち
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
経
師
忍
海
広
次
は
、
天
平
勝
宝
五
年

（
七
五
三
）
八
月
八
日
か
ら
二
十
七
日
ま
で
は
法
花
経
一
部
の
経
紙
を
支
給
さ
れ
、

そ
れ
が
終
わ
る
と
す
ぐ
に
八
月
二
十
九
日
か
ら
九
月
十
九
日
に
か
け
て
、
別
の
写

経
事
業
で
あ
る
八
十
花
厳
経
一
部
の
経
紙
を
支
給
さ
れ
て
い
る
（
一
〇
ノ
五
六

六
）
。
ベ
テ
ラ
ン
の
経
師
で
あ
る
忍
海
広
次
は
、
案
主
に
よ
っ
て
休
む
間
も
な
く
次

か
ら
次
へ
と
写
経
事
業
に
割
り
当
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

経
師
は
写
経
事
業
ご
と
に
〈
座
席
〉
に
振
り
分
け
ら
れ
、
小
明
櫃
に
本
経
と
新

写
経
典
を
入
れ
、
下
纏
に
筆
墨
な
ど
の
用
具
を
ま
と
め
て
保
管
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
経
師
は
、
各
〈
座
席
〉
に
備
え
付
け
ら
れ
た
硯
や
小
明
櫃
と
、
案
主
か
ら
配

布
さ
れ
た
式
・
敷
・
下
纏
を
使
い
、
写
経
事
業
ご
と
に
支
給
さ
れ
る
経
紙
と
筆
墨

を
用
い
て
書
写
し
た
の
で
あ
る
。

　

机
に
関
す
る
記
載
は
非
常
に
少
な
い
が
、
経
師
が
書
写
す
る
の
に
使
っ
た
机
と

し
て
は
、
「
書
机
」
が
あ
げ
ら
れ
る
（
六
ノ
三
八
六
）
。
宝
亀
三
年
（
七
七
二
）
、
始

二
部
一
切
経
が
奉
写
先
一
切
経
司
よ
り
奉
写
一
切
経
所
へ
移
管
さ
れ
る
に
あ
た
っ

て
、
使
い
か
け
の
物
品
が
ま
と
め
て
収
納
さ
れ
た
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
ひ
と

つ
の
経
巻
を
複
数
人
で
写
す
場
合
も
あ
り
、
写
経
事
業
ご
と
に
割
り
当
て
ら
れ
た

区
画
の
〈
座
席
〉
に
ま
と
ま
っ
て
座
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
３
）
装
潢

　

装
潢
と
は
、
天
平
か
ら
宝
亀
年
間
ま
で
約
三
十
年
も
写
経
所
文
書
に
み
え
る
能

登
忍
人
な
ど
、
比
較
的
特
定
の
者
が
長
期
間
務
め
る
専
門
技
術
職
で
あ
る
。
装
潢

作
業
の
四
工
程
と
し
て
、
経
を
書
写
す
る
前
に
行
う
継
・
打
・
界
と
、
書
写
後
に

行
う
装
書
が
あ
る
。
継
と
は
、
書
写
す
る
経
巻
の
張
数
に
合
わ
せ
て
大
豆
糊
で
経

紙
を
貼
り
継
い
で
、
巻
首
（
巻
尾
に
も
付
け
た
可
能
性
あ
り
）
に
端
継
紙
を
貼
り
継

ぎ
、〈
仮
軸
〉
を
付
け
る
。
打
と
は
、
経
巻
を
紙
打
石
な
ど
で
た
た
い
て
、
紙
の
緊

密
度
、
平
滑
度
を
高
め
、
滲
み
を
お
さ
え
る
。
界
と
は
、
縦
横
の
界
線
を
引
く
作

業
で
あ
る
。
書
写
・
校
正
終
了
後
、
端
継
紙
を
取
り
外
し
、
表
紙
付
け
、
端
切
、

軸
付
け
、
緒
付
け
を
す
る
の
が
装
書
で
あ
る
。

　

装
潢
に
は
何
千
張
の
紙
が
一
度
に
充
て
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
、
仕
事
内
容
が
多

岐
に
渡
る
た
め
用
具
も
多
く
、
あ
る
程
度
広
い
作
業
空
間
が
必
要
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
装
潢
の
指
示
の
も
と
、
仕
丁
が
紙
打
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
天
平
十
一

年
頃
〜
勝
宝
初
年
頃
に
は
「
装
潢
所
」
が
み
え
、
紙
打
を
行
う
「
紙
屋
」
が
天
平

十
七
年
後
半
〜
十
八
年
頃
設
置
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。

　

端
継
紙
や
仮
帙
、
〈
仮
軸
〉
な
ど
は
、
装
潢
が
写
経
開
始
に
あ
た
っ
て
取
り
付

け
た
も
の
を
、
書
写
終
了
後
に
取
り
外
す
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
再
利
用
す
る
と
い

う
、
装
潢
を
中
心
と
し
た
作
業
用
備
品
の
サ
イ
ク
ル
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
は
案
主
の
管
理
下
に
は
な
い
物
品
の
動
き
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
案
主
が
管

理
す
る
帳
簿
に
は
記
載
さ
れ
ず
、
写
経
所
文
書
に
は
残
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

（
４
）
校
生

　

校
正
は
、
基
本
的
に
別
々
の
校
生
が
二
回
行
う
。
案
主
や
経
師
、
装
潢
な
ど
が

兼
任
す
る
こ
と
も
あ
る
。

　

宝
亀
三
年
に
奉
写
先
一
切
経
司
よ
り
奉
写
一
切
経
所
へ
収
納
さ
れ
た
も
の
の
な

か
に
「
校
書
長
机
」
（
六
ノ
三
八
六
）
が
み
え
る
。
本
経
と
新
写
経
典
を
大
き
く
広

げ
て
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
い
く
た

め
か
、
「
長
机
」
と
い
う
か
ら

に
は
、
経
師
の
机
よ
り
長
い
形

状
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

（
５
）
小
結

　

以
上
の
よ
う
に
物
品
は
様
々

な
か
た
ち
で
運
用
さ
れ
る
。
表

６
で
示
し
た
ス
タ
ッ
フ
ご
と
に

取
り
扱
う
物
品
の
動
き
を
模
式

図
に
し
た
の
が
図
１
で
あ
る
。

写
経
堂
の
備
品
は
案
主
が
管
理

し
て
い
る
た
め
、
申
請
・
収
納
記
録
の
み
残
り
、
支
給
記
録
は
残
ら
な
い
。
机
な

ど
耐
久
性
の
あ
る
備
品
は
、
造
東
大
寺
司
管
下
の
写
経
所
に
な
る
前
、
光
明
・
皇

后
宮
職
の
写
経
所
時
代
か
ら
引
き
続
き
使
わ
れ
て
き
た
も
の
が
多
数
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
造
石
山
寺
写
経
所
、
始
二
部
一
切
経
が
奉
写
一
切
経
所
に
移
管
さ
れ
た

時
な
ど
、
写
経
す
る
場
や
写
経
所
自
体
の
場
所
が
移
転
す
る
場
合
は
、
多
数
の
備

品
が
準
備
さ
れ
た
り
移
動
し
た
り
す
る
。
こ
れ
ら
の
備
品
は
写
経
事
業
ご
と
に
準

備
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
必
要
に
応
じ
て
随
時
補
充
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
ま
と
め

　

写
経
事
業
に
必
要
な
物
品
は
、
用
度
文
で
見
積
も
り
が
作
成
さ
れ
、
収
納
さ
れ

た
。
写
経
堂
で
は
基
本
的
に
一
切
経
が
書
写
さ
れ
て
お
り
、
必
要
な
物
品
は
随
時

収
納
さ
れ
て
い
た
。
十
分
な
物
品
が
収
納
さ
れ
な
い
間
写
の
個
別
写
経
事
業
も
多

か
っ
た
が
、
案
主
の
采
配
に
よ
り
、
常
写
や
予
算
の
潤
沢
な
間
写
の
物
品
を
転
用

す
る
な
ど
し
て
対
処
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
新
写
経
典
の
材
料
と
な
る
物
品

（
経
紙
や
軸
な
ど
）
は
経
典
と
し
て
完
成
す
る
と
奉
請
さ
れ
る
が
、
写
経
生
た
ち

が
作
業
に
使
う
物
品
（
机
や
硯
、
櫃
な
ど
）
は
、
写
経
堂
の
備
品
と
し
て
長
く
使
用

さ
れ
た
。
筆
・
墨
な
ど
の
消
耗
品
は
写
経
用
紙
数
に
応
じ
て
収
納
さ
れ
る
が
、
一

定
の
使
用
限
度
を
超
え
て
も
、
様
々
な
用
途
に
使
い
続
け
ら
れ
た
。
案
主
は
納

帳
、
充
帳
、
用
帳
な
ど
多
く
の
帳
簿
を
使
っ
て
、
こ
れ
ら
の
物
品
を
管
理
し
た
の

で
あ
る
。

　

写
経
堂
内
は
、
案
主
、
経
師
、
校
生
、
装
潢
そ
れ
ぞ
れ
の
作
業
場
に
わ
か
れ
て

お
り
、
各
〈
座
席
〉
に
必
要
な
物
品
が
備
え
付
け
ら
れ
た
。
写
経
事
業
ご
と
に
写

経
生
の
メ
ン
バ
ー
が
入
れ
替
わ
る
た
び
、
〈
座
席
〉
に
振
り
分
け
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
正
倉
院
文
書
研
究
で
は
、
ど
の
よ
う
に
組
織
が
変
遷
し
て
き
た

か
、
個
別
写
経
事
業
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
な
ど
は
検
討
さ
れ
て
き
た
が
、

写
経
所
の
具
体
的
な
内
部
構
造
を
見
通
す
こ
と
は
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
。
物

品
の
運
用
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
堂
の
内
部
構
造
を
垣
間

見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

本
論
で
は
、
写
経
所
の
物
品
運
用
に
つ
い
て
、
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
を
提
示
し
た
に

す
ぎ
な
い
。
個
々
の
物
品
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
詳
細
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
ま
た
、
時
期
ご
と
の
変
遷
、
写
経
所
組
織
の
変
遷
に
即
し
て
考
え
る

必
要
が
あ
る
。

　

写
経
所
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
ご
と
に
分
業
体
制
を
整
え
た
、
き
わ
め
て
組

織
的
な
経
典
製
作
工
房
で
あ
る
。
造
東
大
寺
司
を
中
心
と
す
る
他
の
造
営
・
造
物

関
係
の
組
織
も
、
同
様
の
体
制
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
写
書
手
・
造
紙
手
・
造

筆
手
な
ど
を
抱
え
る
図
書
寮
は
、
写
経
所
と
よ
く
似
た
性
格
を
持
つ
官
司
と
考
え

ら
れ
、
写
経
所
の
運
営
と
類
似
す
る
点
も
多
い
と
思
わ
れ
る
。
令
外
官
で
あ
る
写

経
所
の
特
殊
性
も
あ
ろ
う
が
、
以
上
の
よ
う
な
堂
の
内
部
構
造
を
念
頭
に
お
い
て

一
般
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
古
代
に
お
け
る
手
工
業
的
な
組
織
の
あ
り
方

を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
事
務
的
な
官
司
と
の
相
違
点
は
今
後

検
討
し
た
い
が
、
奈
良
時
代
の
官
司
が
実
務
レ
ベ
ル
で
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
運

用
さ
れ
て
い
た
か
、
そ
の
一
端
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

【
注
】

（
１
）
栄
原
永
遠
男
ａ
『
奈
良
時
代
の
写
経
と
内
裏
』
（
塙
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
、
同
ｂ

『
奈
良
時
代
写
経
史
研
究
』
（
塙
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
、
同
ｃ
『
正
倉
院
文
書
入

門
』
（
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
一
年
）
、
杉
本
一
樹
『
日
本
古
代
文
書
の
研
究
』

（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）
、
山
下
有
美
『
正
倉
院
文
書
と
写
経
所
の
研
究
』

（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）
な
ど
多
数
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
い

る
。
桑
原
祐
子
「
正
倉
院
文
書
の
訓
読
と
注
釈
請
暇
不
参
解
編
」
（
一
）
（
二
）

（
奈
良
女
子
大
学
二
十
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
報
告
書V

ol.

四
・
九　

二
〇
〇
五

年
、
二
〇
〇
七
年
）
、
宮
川
久
美
「
正
倉
院
文
書
の
訓
読
と
注
釈
月
借
銭
解
編
」
第

一
〜
第
七
分
冊
（
『
奈
良
佐
保
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
十
六
〜
二
十
四
号
、
二
〇

〇
九
年
〜
二
〇
一
七
年
）
は
請
暇
不
参
解
・
月
借
銭
解
に
一
通
ず
つ
訓
読
と
注
釈
を

加
え
た
も
の
で
あ
る
。

（
２
）
奈
良
時
代
に
国
家
的
な
写
経
事
業
を
行
っ
た
機
関
は
、
内
裏
系
統
の
写
経
機
関
と
、

「
写
経
所
文
書
」
が
残
る
皇
后
宮
職
系
統
の
写
経
機
関
が
あ
る
。
組
織
も
名
称
も
さ

ま
ざ
ま
な
変
遷
を
た
ど
る
が
、
本
論
文
で
は
、
史
料
に
名
称
が
明
記
さ
れ
て
い
る
場

合
以
外
は
、
便
宜
的
に
「
写
経
所
」
で
統
一
す
る
。

（
３
）
渡
部
陽
子
ａ
「
正
倉
院
文
書
に
お
け
る
「
荒
紙
」
「
悪
紙
」
」
（
栄
原
永
遠
男
編

『
日
本
古
代
の
王
権
と
社
会
』
塙
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
、
同
ｂ
「
「
下
纏
」
と

「
式
」
「
敷
」
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
二
、
二
〇
一
一
年
）
、
同
ｃ
「
正
倉

院
文
書
に
み
え
る
帙
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
三
、
二
〇
一
三
年
）
、
同
ｄ

「
正
倉
院
文
書
に
み
え
る
浄
衣
」
（
栄
原
永
遠
男
編
『
正
倉
院
文
書
の
歴
史
学
・
国

語
学
的
研
究
│
解
移
牒
案
を
読
み
解
く
│
』
和
泉
書
院
、
二
〇
一
六
年
）
、
同
ｅ

「
正
倉
院
文
書
に
み
え
る
櫃
」
（
栄
原
永
遠
男
・
佐
藤
信
・
吉
川
真
司
編
『
東
大
寺

の
新
研
究
二　

歴
史
の
な
か
の
東
大
寺
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
七
年
）

（
４
）
吉
田
孝
氏
は
、
写
経
事
業
の
予
算
案
を
整
理
し
て
そ
の
形
式
を
提
示
し
た
（
吉
田
孝

「
律
令
時
代
の
交
易
」
（
『
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
三

年
）
）
。
こ
れ
ら
の
予
算
案
は
「
造
東
大
寺
司
解　

申
請
奉
写
経
用
度
物
事
」
と
書

き
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
端
裏
書
や
題
籤
に
は
「
用
度
文
」
と
書
か
れ
た
も
の

が
散
見
さ
れ
る
た
め
、
こ
の
形
式
の
文
書
は
当
時
「
用
度
文
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
な
お
本
論
で
は
、
写
経
事
業
開
始
に
あ
た
っ
て
必
要
な
物
品
類
を
書

き
だ
し
た
も
の
を
「
用
度
文
」
と
し
、
個
別
の
物
品
の
み
を
申
請
す
る
文
書
や
、
写

経
事
業
の
途
中
で
物
品
を
追
加
申
請
す
る
文
書
は
用
度
文
と
は
み
な
さ
な
い
。

（
５
）
『
大
日
本
古
文
書
（
編
年
）
』
一
四
巻
二
九
二
頁
〜
三
〇
〇
頁
。
以
下
『
大
日

古
』
、
一
四
ノ
二
九
二
〜
三
〇
〇
と
略
す
。
ま
た
本
論
文
に
お
い
て
「　

」
で
示
す

史
料
名
は
『
大
日
古
』
の
も
の
、
﹇　

﹈
で
示
す
の
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編

『
正
倉
院
文
書
目
録
』
の
も
の
で
あ
る
。

（
６
）
栄
原
永
遠
男
「
光
明
皇
太
后
没
前
の
写
経
事
業
群
」
（
前
掲
注
１
著
書
ｂ
）

（
７
）
表
５
に
あ
げ
た
物
品
の
う
ち
、
経
紙
・
凡
紙
に
つ
い
て
は
注
３
拙
稿
ａ
・
ｂ
、
帙
は

拙
稿
ｃ
、
浄
衣
は
拙
稿
ｄ
、
櫃
は
拙
稿
ｅ
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
た
。

（
８
）
桑
原
祐
子
「
墨
の
記
述
―
墨
頭
・
墨
端
と
助
数
詞
」
（
『
正
倉
院
文
書
の
国
語
学
的

研
究
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）
、
濱
道
孝
尚
「
写
経
所
に
お
け
る
「
私
書
」

の
書
写
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
三
、
二
〇
一
三
年
）

（
９
）
仁
王
経
疏
一
部
五
巻
の
用
度
文
で
は
、
経
紙
・
凡
紙
、
菟
毛
筆
一
管
半
と
墨
一
挺
を

買
う
た
め
の
銭
を
申
請
し
て
い
る
（
表
２
№
28
、
一
六
ノ
三
七
五
〜
三
七
六
）
。
筆

そ
の
も
の
を
一
管
と
半
分
だ
け
授
受
す
る
と
い
う
の
は
、
物
理
的
に
不
可
能
で
あ

る
。
同
じ
年
に
行
わ
れ
た
梵
網
経
四
十
巻
・
四
分
僧
戒
本
経
十
巻
・
四
分
尼
戒
本
経

十
巻
の
用
度
文
で
は
、
菟
毛
筆
一
管
（
四
十
文
）
を
も
っ
て
写
紙
百
五
十
張
、
墨
一

挺
（
三
十
文
）
を
も
っ
て
写
紙
三
百
張
と
あ
る
（
表
２
№
30
、
一
六
ノ
三
四
二
、
二

五
ノ
三
四
〇
）
。
筆
一
管
と
半
分
だ
と
、
二
百
二
十
五
張
を
写
す
こ
と
が
で
き
、
仁

王
経
疏
で
申
請
さ
れ
た
経
紙
は
百
九
十
一
張
で
あ
る
か
ら
、
十
分
で
あ
る
。
写
経
所

は
、
筆
墨
の
現
物
で
は
な
く
、
菟
毛
筆
一
管
半
の
銭
六
十
文
と
墨
一
挺
の
銭
三
十
文

と
い
う
よ
う
に
、
銭
を
申
請
す
る
こ
と
で
、
用
紙
数
に
応
じ
た
詳
細
な
計
画
を
た
て

る
こ
と
が
で
き
る
。
写
経
事
業
ご
と
に
筆
墨
そ
の
も
の
を
準
備
す
る
の
で
は
な
く
、

必
要
な
銭
を
収
納
し
て
、
写
経
所
の
在
庫
分
を
順
次
使
用
す
る
。
様
々
な
写
経
事
業

を
断
続
的
に
行
う
写
経
所
だ
か
ら
こ
そ
可
能
と
な
る
、
筆
墨
の
合
理
的
な
運
用
方
法

で
あ
る
。

（
10
）
山
下
有
美
「
写
経
機
構
の
内
部
構
造
と
運
営
」
（
前
掲
注
１
著
書
）

（
11
）
栄
原
永
遠
男
『
正
倉
院
文
書
入
門
』
（
前
掲
注
１
著
書
ｃ
）

（
12
）
端
継
に
つ
い
て
は
、
杉
本
一
樹
「
端
継
・
式
敷
・
裹
紙
」
（
前
掲
注
１
著
書
）
。
史

料
上
に
は
〈
仮
軸
〉
に
関
す
る
記
載
は
み
え
な
い
が
、
端
継
の
二
次
利
用
と
考
え
ら

れ
る
続
修
後
集
第
二
二
巻
が
、
軸
付
紙
の
形
状
を
な
す
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
仮
の
軸

が
取
り
付
け
ら
れ
た
と
す
る
。
書
写
中
は
、
巻
首
に
取
り
付
け
ら
れ
た
端
継
が
、
軸

付
紙
と
仮
表
紙
の
役
割
を
兼
ね
た
と
考
え
ら
れ
、
書
写
終
了
後
、
巻
首
に
は
正
式
な

表
紙
が
、
巻
尾
に
は
正
式
な
軸
が
取
り
付
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
13
）
大
隅
亜
希
子
「
装
潢
組
織
の
展
開
と
布
施
支
給
の
変
遷
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』

六
、
一
九
九
九
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

（
大
阪
市
立
大
学
都
市
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
）

─94─

論　文

★は用度と用残の数量が合致するもの

経
典
・
付
属
品

写
経
用
具

浄
衣

そ
の
他

食
料

布
施
他

人
員

堂
内
設
備
　
食
膳
・
調
理
用
具

用度文
年月日
大日古

表４の史料番号

宝字 4 年 1/15
14/292 ～ 300
史料ｃ
450 枚
80 丈 1 尺
54 枚

9585 張
225 張
500 張
258 張
100 張
135 張
100 張
2560 文（64 管）
10 文（10 管）
960 文（32 挺）
245 斤
1斗 5 升

絁 5 尺
1 顆
3 柄

26両
26両
4080文（340斤）
3060文（68石）

6876文
41石3斗6升8合
9斗9升2合4夕
1石8斗7升6合

2石1斗4升8合

9斗3升8合
2石1斗4升8合
268斤8両
268斤8両
3斗7升5合2夕
6石4斗4升4合
1876捄
9石3斗8升
3石7斗5升2合
1石8斗7升6合
9斗3升8合
9斗3升8合
117斤4両

44枚

20人
4人
2人
3人
仕丁13人
1人

宝字 4 年 4/26
14/336 ～ 342
史料ｘ　（※のみ史料ｑ）
288 文（360 枚）
1050 文（70 丈）

115 文（1具）
8505 張  　　※
225 張  　　※
480 張（空・破） 　　※

25 文（50 張）

2020 文（55 管）
10 文（10 管）
660 文（22 挺）
 
 
14 文（1合）

1000 文（布 4 端・他田之）

1 石 3 斗 7 升 8 合（用 1.278・残 0.1）
　うち115 文（2 斗 3 升）

★

★

★
★

★
★

254文（30両）
326文（31両）
1937文（161荷）
336文（56籠）
25文（9村）
1520文
43石1斗6升8合（用37.514・残6.714）
44果（用40・残4）
1石8斗7升6合（用1.576・残0.3）

9 斗 3 升 8 合（用 0.868・残 0.07）
2 石 1斗 4 升 8 合（用 1.848・残 0.3）
120 斤（用 96・残 24）
130 斤（用 40・残 100）
2 斗尽用

270 文（4 斗 5 升）
3 石 7斗 5 升 2 合（用 3.252・残 0.5）
1 石 8 斗 7 升 6 合（用 1.676・残 0.2）
60 文（1斗）尽用
2 斗（用 0.19・残 0.01）
50 斤（用 20・残 30）
366 文（1 石 5 斗 5 升）
40 文（5 籠）
75 文（3 斗）
559 文（7斗 3 升）
668 文（402 藁）
830 文（8 斗 9 升）
200 文（1 石）

14 文（14 口）
10 文（10 口）
24 文（24 口）
16 文（2 口）
4 文（2 口）
26 文（3 口）
12 文（6 口）
27 文（5 口）
1690 文
680 文（雇夫単 680人）
60 文
4159 文

絁51匹3丈4尺
綿117屯
細布3端3丈9尺
調布11端1丈8尺
祖布13段

軸
綺
帙
鏁子

見写
表紙
破
端継
裹紙
式敷下纏
雑用

菟毛筆
鹿毛筆
墨
黄檗
橡
小明櫃
篩
砥
刀子

菲
木履
薪
荒炭
松松
生菜
米
塩
醤

末醤

酢
滓醤
海藻
滑海藻
芥子
漬菜
漬薑
糯米
小麦
大豆
小豆
胡麻油
心太
布乃理
干栗子
芋
茂付
索餅
薬酒
菹
折薦
小赤坏
片佐良
水麻理
瓶
堝
水麻笥
𣏐
瓫
人々給料
功
作物所用
残銭
経師
校生
装潢
雑使
駆使
優婆夷

経紙

凡紙

浄衣（手巾含む）

用残報告

表３  135部経（法華経45部360巻・金剛般若経45巻・
　　　理趣経45巻）の用度文と用残報告



　
　
は
じ
め
に

　

正
倉
院
文
書
研
究
で
は
、
文
書
論
、
組
織
論
、
個
別
写
経
事
業
な
ど
に
つ
い
て

研
究
が
進
ん
で
い
る
。
写
経
生
に
関
し
て
も
、
月
借
銭
、
請
暇
に
つ
い
て
の
研
究

が
あ
る
。
し
か
し
、
写
経
所
と
は
ど
の
よ
う
な
環
境
で
あ
っ
た
か
、
具
体
的
に
ど

の
よ
う
に
作
業
を
し
て
い
た
か
、
ま
だ
わ
か
っ
て
い
な
い
点
が
多
い
。

　

正
倉
院
文
書
の
大
半
を
占
め
る
「
写
経
所
文
書
」
は
、
写
経
所
に
お
け
る
写
経

事
業
に
関
す
る
文
書
・
帳
簿
類
で
あ
り
、
人
や
物
品
の
や
り
取
り
や
状
況
が
記
載

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
私
は
、
こ
れ
ら
の
文
書
や
帳
簿
類
を
詳
細
に
検
討
す
る

こ
と
に
よ
り
、
い
く
つ
か
の
物
品
に
焦
点
を
当
て
て
そ
の
機
能
を
考
え
て
き
た
。

本
論
で
は
、
物
品
の
申
請
・
収
納
・
支
給
・
使
用
状
況
・
返
却
な
ど
に
つ
い
て
、

写
経
事
業
ご
と
に
整
理
し
な
が
ら
具
体
的
に
検
討
し
、
誰
が
・
い
つ
・
ど
こ
で
・

何
を
・
何
の
た
め
に
・
ど
の
よ
う
に
使
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
写
経
所
の
空
間
構
造
を
見
通
し
た
い
。

　

律
令
制
下
の
役
所
に
つ
い
て
、
組
織
の
具
体
的
な
運
用
ま
で
わ
か
る
史
料
は
、

　
　
　
　

写
経
所
文
書
以
外
に
な
い
。
木
簡
は
貴
重
な
一
次
史
料
だ
が
、
断
片
的
な
情
報
し

か
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
写
経
所
文
書
も
、
全
て
の
文
書
や
帳
簿
群
が
現
存
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
江
戸
末
期
か
ら
明
治
時
代
に
行
わ
れ
た
「
整

理
」
に
よ
っ
て
ば
ら
ば
ら
に
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
原
本
調
査
や
、
史
料
内

容
の
丹
念
な
研
究
成
果
に
よ
り
、
多
く
の
情
報
を
体
系
的
に
得
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

造
東
大
寺
司
管
下
の
写
経
所
は
、
写
経
と
い
う
宗
教
行
為
を
行
う
場
で
あ
る
と

同
時
に
、
分
業
体
制
に
よ
る
組
織
運
営
を
行
う
工
房
的
な
性
格
を
も
つ
役
所
で
も

あ
る
。
写
経
所
文
書
を
使
っ
て
写
経
所
の
内
部
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
図
書
寮
な
ど
他
の
一
般
官
司
に
つ
い
て
も
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

表
１
は
写
経
所
の
構
成
員
と
そ
の
役
割
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
論
で
は
、

正
倉
院
文
書
に
み
え
る
物
品
が
、
写
経
事
業
の
中
で
ど
の
よ
う
に
機
能
し
運
用
さ

れ
て
い
た
か
を
総
合
的
に
考
え
た
い
。
ま
ず
、
用
度
文
（
用
度
申
請
）・
用
残
報
告
や

帳
簿
類
に
よ
り
、
写
経
事
業
に
お
け
る
物
品
の
申
請
・
使
用
状
況
を
検
討
す
る
。

次
に
、
個
別
写
経
事
業
で
使
わ
れ
る
物
品

を
、
そ
の
性
質
ご
と
に
分
別
し
、
職
掌
ご

と
に
整
理
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
奈
良

時
代
の
写
経
所
が
ど
の
よ
う
な
空
間
だ
っ

た
の
か
、
内
部
構
造
を
立
体
的
に
解
明
す

る
た
め
の
見
通
し
を
た
て
た
い
。
な
お
、

広
義
の
写
経
所
と
は
、
写
経
に
関
す
る
作

業
を
行
う
写
経
堂
に
加
え
、
経
師
等
が
生

活
す
る
食
堂
（
料
理
供
養
所
）
、
宿
所
な
ど

も
含
ま
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
様
々
な

物
品
が
使
用
さ
れ
る
が
、
本
論
の
検
討
対
象
は
、
写
経
堂
に
限
定
す
る
。

　
　
一
　
用
度
文
に
み
え
る
物
品

（
１
）
用
度
文

　

個
別
写
経
事
業
を
始
め
る
に
あ
た
り
、
写
経
所
の
事
務
官
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ

た
予
算
案
（
見
積
書
兼
請
求
書
）
が
用
度
文
（
用
度
申
請
）
で
あ
る
。
用
度
文
の
書
き
出

し
は
「
写
経
所
解
」「
写
書
所
解
」
ま
た
は
「
造
東
大
寺
司
解
」
な
ど
と
な
っ
て
お

り
、
写
経
所
の
案
主
が
下
書
き
を
作
成
し
、
造
東
大
寺
司
政
所
で
清
書
さ
れ
、
太
政

官
も
し
く
は
写
経
事
業
の
発
願
主
に
提
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
用
度
文
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
写
経
事
業
を
遂
行
す
る
に
あ
た
っ
て
必
要
と
判
断
さ
れ
た
物
品

が
列
挙
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
典
型
的
な
用
度
文
の
例
と
し
て
、
長
く
な
る
が
【
史

料
一
】
を
あ
げ
る
（
「　

」
は
追
記
、
＊
は
朱
書
き
、
文
字
は
抹
消
、
勾
点
は
省
略
、
波

線
は
筆
者
に
よ
る
）
。

【
史
料
１
】

﹇
東
寺
写
経
所
解
（
案
）
﹈
（
続
修
後
集
五
、
一
四
ノ
二
九
二
〜
三
〇
〇
）

東
寺
写
経
所
解　

申
請
応
奉
写
経
用
度
物
事

合
経
壱
伯
参
拾
伍
部
四
百
五
十
巻　
　
　

　

法
花
経
卌
五
部
三
百
六
十
巻　

 

「
請
随
求
陀
羅
尼
壇
□
」

　

金
剛
般
若
経
卌
五
部
卌
五
巻

　

理
趣
経
卌
五
部
卌
五
巻

応
用
紙
壱
万
玖
伯
参
張

　

経
紙
一
万
三
百
十
張

　
　

九
千
五
百
八
十
五
張
見
写
料

　
　
　

八
千
□
百
張
法
花
経
□
五
部
料
部
別
百
八
十
張

　
　
　

五
百
八
十
五
□
□
剛
般
若
経
卌
五
巻
料
巻
別
十
三
張

　
　
　

九
百
張
理
□
経
卌
五
巻
料
巻
別
廿
張

　
　

二
百
廿
五
張
表
紙
料　
以
一
張
着
二
巻

　

五
百
張
破
料

凡
紙
伍
佰
玖
拾
参
張

　

二
百
五
十
八
張
一
万
三
百
十
張
端
料　
以
一
張
着
卌
張

　

一
百
卅
五
張
敷
紙
并
下
纏
式
料

　

一
百
張
裹
紙
料　
以
一
裹
打
紙
百
張

　

一
百
張
雑
用
料

菟
毛
筆
玖
拾
壱
管　
以
一
管
写
紙
百
五
十
張

墨
参
拾
弐
挺　
以
一
挺
写
紙
三
百
張

界
料
鹿
毛
筆
拾
管

綺
漆
拾
陸
丈
伍
寸 

　

六
十
八
丈
八
尺
五
寸
法
花
経
三
百
六
十
巻
理
趣
経
卌
五
巻
料
巻
別
一
尺
七
寸

　

七
丈
二
尺
金
剛
般
若
経
卌
五
巻
料
巻
別
一
尺
六
寸

扶
壱
佰
参
拾
伍
枚 

各
長
一
尺
七
寸

軸
肆
佰
伍
拾
枚

黄
蘗
弐
佰
肆
拾
伍
斤 

以
一
斤
染
紙
卌
張

橡
壱
斗
伍
升 

以
一
升
染
表
紙
十
五
張

（
以
下
省
略
･
･
･
荒
炭
、
薪
、
銭
（
菟
毛
筆
、
墨
、
鹿
毛
筆
、
生
菜
、
荒
炭
、
薪
）
、

浄
衣
料
（
絁
・
綿
・
細
布
・
調
布
・
祖
布
）
、
木
履
、
菲
）

経
師
肆
拾
伍
人　

装
潢
参
人　

校
生
陸
人　

雑
使
伍
人　

優
婆
夷
壱
人

　

合
陸
拾
人
単
功
弐
仟
伍
拾
陸
人

　

一
千
三
百
六
十
九
人
経
師 

人
別
写
紙
七
張

　

一
百
九
十
一
人
装
潢 

人
別
作
紙
五
十
張

　

二
百
十
六
人
校
生 

人
別
校
紙
六
十
張

　

一
百
五
十
人
雑
使  

卅
日
単

　

卅
人
優
婆
夷  

卅
日
単

米
肆
拾
斛
肆
升

（
以
下
食
料
省
略
…
糯
米
、
塩
、
醤
、
滓
醤
、
末
醤
、
酢
、
海
藻
、
滑
海
藻
、
心
太
、
芥

子
、
胡
麻
油
、
小
麦
、
大
豆
、
小
豆
、
漬
菜
、
漬
薑
）

　　
　

砥
壱
顆

　
　

刀
子
参
柄　

　
　

仕
丁
壱
拾
伍
人

「
不
」
折
薦
畳
玖
拾
枚

　　

以
前
、
応
奉
写
一
百
卅
五
部
之
経
用
度
之
物
、
所
請
如

　

件
、
謹
解

　
　
　
　
　
　

天
平
宝
字
四
年
正
月
十
五
日
主
典
正
八
位
上
安
都
宿
祢「
雄
足
」

　

次
官
従
五
位
下
高
麗
朝
臣
「
大
山
」

　　

【
史
料
一
】
は
天
平
宝
字
四
年
（
七
六
〇
）
に
行
わ
れ
た
法
花
経
四
十
五
部
三
百

六
十
巻
・
金
剛
般
若
経
四
十
五
部
四
十
五
巻
・
理
趣
経
四
十
五
部
四
十
五
巻
（
い
わ

ゆ
る
百
三
十
五
部
経
）
の
用
度
文
で
あ
る
。
こ
の
写
経
事
業
は
光
明
皇
太
后
が
母
の

県
犬
養
三
千
代
の
追
福
の
た
め
に
発
願
し
た
も
の
で
、
天
平
宝
字
四
年
正
月
十
一

日
の
太
師
（
藤
原
仲
麻
呂
）
宣
（
一
四
ノ
三
六
七
）
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

【
史
料
一
】
を
み
て
み
る
と
、
ま
ず
経
典
名
と
巻
数
を
書
き
上
げ
、
写
経
に
必
要

な
紙
（
経
紙
・
凡
紙
）
、
筆
・
墨
、
経
典
の
体
裁
に
関
わ
る
綺
・
帙
・
軸
・
染
料
、

燃
料
、
銭
、
浄
衣
、
人
功
、
食
料
、
仕
丁
、
そ
の
他
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
【
史
料

一
】
は
写
経
所
か
ら
造
東
大
寺
司
に
提
出
さ
れ
、
次
官
の
署
名
を
も
ら
っ
た
が
、

物
品
の
数
量
変
更
の
た
め
写
経
所
に
差
し
戻
さ
れ
、
数
量
の
訂
正
を
朱
で
書
き
込

み
、
そ
れ
を
も
と
に
正
文
を
書
き
直
し
て
提
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
【
史
料

一
】
は
控
え
と
し
て
写
経
所
政
所
に
残
し
、
物
品
の
収
納
時
に
そ
の
日
付
等
に
つ

い
て
追
記
し
、
勾
点
等
を
付
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

写
経
所
文
書
に
み
え
る
用
度
文
の
記
載
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
２
で
あ

る
。
「
写
経
所
文
書
」
に
お
け
る
写
経
関
係
の
現
存
最
古
の
文
書
は
、
藤
原
光
明

子
家
の
神
亀
四
〜
五
年
（
七
二
七
〜
八
）
の
も
の
だ
が
（
一
ノ
三
八
一
〜
三
八
三
）
、

表
２
の
よ
う
に
、
現
存
す
る
用
度
文
は
天
平
二
十
年
（
七
四
八
）
の
も
の
が
初
見
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
天
平
末
年
頃
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、
用
度
文
の
形
式
が
あ

る
程
度
確
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
用
度
文
の
多
く
に
は
、
筆
墨
等
に
つ
い
て
、

申
請
物
品
を
列
挙
し
た
項
と
、
申
請
す
る
銭
の
用
途
を
列
挙
し
た
部
分
の
両
方
に

記
載
が
み
え
る
。
二
カ
所
の
筆
墨
の
数
量
は
同
じ
で
あ
り
、
な
ぜ
重
複
し
て
記
載

し
て
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
書
き
方
は
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
他
の
項
目

や
物
品
の
書
き
方
で
も
、
順
序
が
入
れ
替
わ
っ
た
り
物
品
の
種
類
が
増
減
し
た
り

す
る
も
の
の
、
一
定
の
形
式
が
み
ら
れ
る
。
題
籤
軸
が
つ
け
ら
れ
て
写
経
事
業
終

了
後
も
保
管
さ
れ
た
用
度
文
も
あ
る
の
で
、
案
主
が
次
の
写
経
事
業
の
用
度
文
を

作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
見
本
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

【
史
料
一
】
は
表
２
№
15
に
あ
た
る
が
、
記
載
さ
れ
た
物
品
の
種
類
を
比
較
す

る
と
、
典
型
的
な
用
度
文
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
用
度
文
に
記
載
さ
れ
た

内
容
に
は
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
特
に
食
料
・
雑
器
な
ど
数
多
く
の
物
品
を
請
求
し
た

も
の
と
、
経
典
の
書
写
に
必
要
最
低
限
の
物
品
で
あ
る
紙
筆
墨
の
み
の
請
求
に
と

ど
ま
る
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
前
者
は
表
２
№
24
大
般
若
経
二
部
千
二
百
巻
、
後

者
は
№
13
心
経
百
巻
や
№
28
仁
王
経
疏
一
部
五
巻
の
写
経
事
業
の
用
度
文
に
み
ら

れ
る
。
案
主
に
は
、
経
典
何
巻
・
経
紙
何
張
の
写
経
な
ら
ば
、
ど
の
物
品
・
人
員

が
ど
れ
だ
け
必
要
か
と
い
う
目
安
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
用
度
文

で
何
を
ど
れ
だ
け
申
請
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
請
求
先
で
あ
る
発
願
者
の
意

向
、
写
経
の
重
要
度
や
緊
急
度
な
ど
に
よ
り
、
調
整
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

管
見
の
限
り
奈
良
時
代
に
は
四
百
以
上
の
写
経
事
業
が
行
わ
れ
な
が
ら
、
用
度

文
が
三
十
四
例
し
か
現
存
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
全
て
の
写
経
事
業
に
お
い
て

用
度
文
が
作
成
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

用
度
文
が
現
存
し
な
い
写
経
事
業
で
も
、
造
東
大
寺
司
や
内
裏
な
ど
か
ら
写
経
に

必
要
な
物
品
が
収
納
さ
れ
て
い
る
例
は
多
い
。
総
合
的
な
用
度
文
が
作
成
さ
れ
な

く
て
も
、
「
筆
墨
申
請
」
な
ど
個
別
に
物
品
の
申
請
文
書
を
作
成
し
、
写
経
所
に

必
要
な
物
品
が
収
納
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
写
経
事
業
終
了
後
、
決
算
と
し
て
物
品
の
用
残
報
告
が
作
成
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
。
用
度
文
と
用
残
報
告
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
申
請
さ
れ
た
物
品
が
、

実
際
は
ど
れ
だ
け
収
納
さ
れ
て
使
用
さ
れ
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

用
度
文
と
用
残
報
告
が
共
に
現
存
す
る
の
は
、
前
述
の
天
平
宝
字
四
年
の
百
三

十
五
部
経
と
、
天
平
宝
字
六
〜
七
年
（
七
六
二
〜
三
）
の
大
般
若
経
二
部
千
二
百
巻
の

写
経
事
業
で
あ
る
。
表
３
に
あ
げ
た
百
三
十
五
部
経
に
よ
る
と
、
用
度
文
と
用
残

報
告
の
数
量
が
一
致
す
る
の
は
わ
ず
か
六
品
目
だ
け
で
あ
る
。
用
度
文
は
あ
く
ま

で
計
画
で
あ
り
、
実
際
に
収
納
さ
れ
た
物
品
の
量
や
種
類
が
か
な
り
異
な
る
こ
と

が
わ
か
る
。
特
に
銭
の
場
合
、
収
納
さ
れ
た
銭
の
用
途
は
、
あ
る
程
度
案
主
の
采

配
に
任
せ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
食
料
、
食
膳
・
調
理
用
具
な
ど
は
、
食

　
　
　

　
　
　

事
の
メ
ニ
ュ
ー
や
備
品
の
不
足
具
合
に
応
じ
て
、
変
更
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
２
）
個
別
の
物
品

　

写
経
事
業
に
お
い
て
は
、
様
々
な
文
書
が
や
り
と
り
さ
れ
、
帳
簿
類
が
活
用
さ

れ
る
。
前
述
の
百
三
十
五
部
経
で
は
、
表
４
に
あ
げ
た
よ
う
な
関
係
史
料
が
残
っ

て
い
る
。
用
度
文
（
c
）
、
銭
用
帳
（
e
）
、
充
装
潢
帳
（
g
）
（
n
）
、
充
紙
筆
墨

帳
（
h
）
、
充
本
帳
（
i
）
、
校
帳
（
m
）
、
手
実
帳
（
l
）
、
布
施
申
請
（
o
）
、

用
残
報
告
（
x
）
と
い
っ
た
他
の
個
別
写
経
事
業
に
も
共
通
す
る
形
式
の
も
の
が
一

通
り
そ
ろ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
複
数
の
帳
簿
類
が
現
存
す
る
お
か
げ
で
、
ひ

と
つ
だ
け
の
史
料
で
は
判
明
し
な
い
物
品
の
動
き
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

た
と
え
ば
、
用
度
文
（
c
）
で
は
綺
八
十
丈
一
尺
、
軸
四
百
五
十
枚
が
現
物
で
請

求
さ
れ
て
い
る
が
、
書
写
が
終
了
し
布
施
申
請
（
o
）
も
提
出
さ
れ
た
後
に
よ
う
や

く
、
写
経
所
別
当
の
安
都
雄
足
か
ら
「
彼
一
百
三
十
五
部
経
綺
軸
、
以
其
残
、
令

買
市
頭
（
軸
朱
頂
）
」
と
指
示
が
出
た
（
r
）
。
写
経
所
で
は
そ
れ
ら
を
購
入
し
て

一
千
五
十
文
（
綺
七
十
丈
直
）
、
三
百
六
十
文
（
朱
頂
軸
四
百
五
十
枚
直
）
を
請
求
し

た
が
（
s
）
、
用
残
報
告
（
x
）
で
は
、
用
い
た
銭
の
内
訳
の
項
に
、
一
貫
五
十
文

（
綺
七
十
丈
直
）
、
二
百
八
十
八
文
（
朱
頂
軸
三
百
六
十
枚
直
）
と
あ
る
。
残
り
九
十

本
分
の
朱
頂
軸
の
銭
が
最
終
的
に
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
た
の
か
現
存
の
史
料
で

は
わ
か
ら
な
い
。
綺
緒
に
つ
い
て
は
、
用
度
文
（
c
）
で
は
法
花
経
と
理
趣
経
は
巻

別
一
丈
八
尺
、
金
剛
般
若
経
は
巻
別
一
丈
六
尺
と
し
て
、
合
計
八
十
丈
一
尺
が
計

上
さ
れ
た
。
緒
の
長
さ
の
差
は
、
一
巻
平
均
二
十
二
，
五
張
の
法
花
経
と
一
巻
二

十
張
の
理
趣
経
、
そ
し
て
一
巻
十
三
張
の
金
剛
般
若
経
と
い
う
、
一
巻
あ
た
り
の

経
紙
の
予
定
枚
数
か
ら
わ
か
る
巻
物
の
太
さ
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
。
綺
に
つ

い
て
も
七
十
丈
分
の
銭
し
か
支
出
さ
れ
ず
、
各
巻
に
は
予
定
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
少
し

短
い
緒
が
取
り
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
写
経
所
文
書
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
写
経
事
業
ご
と
に
整
理
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
用
度
文
・
収
納
帳
・
用
帳
・
充
帳
・
用
残
報
告
等
に
み
え
る
物
品

に
つ
い
て
、
一
連
の
運
用
状
況
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ど
の
よ
う
な
物
品

を
ど
れ
だ
け
請
求
す
る
予
定
だ
っ
た
の
か
、
実
際
に
は
ど
れ
だ
け
収
納
さ
れ
た
の

か
、
い
つ
誰
が
ど
の
よ
う
に
用
い
た
の
か
、
ど
れ
だ
け
使
用
し
て
ど
れ
だ
け
残

り
、
ど
れ
だ
け
返
上
し
た
の
か
、
ま
た
は
別
の
写
経
事
業
に
転
用
し
た
の
か
。
全

て
の
写
経
事
業
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
ま
だ
で
き
て
い
な
い
が
、
現
時
点
で

わ
か
る
範
囲
で
、
経
典
の
書
写
に
直
接
関
わ
る
物
品
の
特
徴
を
あ
げ
た
の
が
表
５

で
あ
る
。

　

常
写
や
間
写
の
①
経
紙
（
○
番
号
は
表
５
に
対
応
）
は
、
﹇
間
紙
検
定
并
便
用
帳
﹈

（
九
ノ
三
六
七
〜
三
七
〇
+
九
ノ
三
七
〇
〜
三
八
〇
+
三
ノ
四
八
五
〜
四
八
六
+
一
一
ノ
三

六
四
〜
三
六
六
）
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
紙
の
種
類
や
色
、
枚
数
が
細
か

く
記
載
さ
れ
、
あ
る
経
典
に
使
用
す
る
紙
が
ど
こ
か
ら
収
納
さ
れ
た
の

か
、
も
し
く
は
ど
の
写
経
事
業
の
紙
を
転
用
し
た
の
か
、
残
紙
を
ど
の
写

経
事
業
に
転
用
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
管
理
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て

②
凡
紙
は
、
す
べ
て
の
写
経
事
業
に
お
い
て
申
請
・
収
納
さ
れ
た
わ
け
で

は
な
く
、
写
経
所
内
で
臨
機
応
変
に
再
利
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ

る
。
③
筆
墨
は
、
支
給
・
返
上
記
録
が
細
か
く
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
て
い
た
も

の
の
、
ま
だ
ま
だ
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
多
い
。
筆
墨
の
請
求

や
支
給
は
現
物
と
銭
の
場
合
が
両
方
あ
る
が
、
銭
で
請
求
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
各
写
経
事
業
ご
と
の
財
政
と
使
用
実
態
と
を
、
効
率
的
に
調
整
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
⑦
櫃
に
は
、
カ
ギ
や
据
え
付
け
る
机
が
付
属
し

た
経
典
奉
請
用
の
櫃
、
経
紙
な
ど
の
物
品
を
移
動
す
る
た
め
の
櫃
、
写
経

所
内
で
物
品
を
保
管
す
る
た
め
の
櫃
な
ど
が
あ
る
。
な
か
で
も
小
明
櫃

は
、
各
経
師
が
写
経
中
の
経
巻
を
納
入
す
る
の
に
使
用
す
る
た
め
、
経
師

の
人
数
分
請
求
さ
れ
る
が
、
紙
筆
墨
と
違
っ

て
個
人
に
支
給
さ
れ
た
記
録
が
な
い
。
⑨
硯

も
ま
れ
に
用
度
文
で
請
求
さ
れ
る
場
合
は
、

経
師
一
人
に
つ
き
ひ
と
つ
と
い
う
意
識
が
あ

る
よ
う
だ
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
分
配

さ
れ
て
い
た
の
か
わ
か
ら
な
い
。

（
３
）
小
結

　

そ
れ
ぞ
れ
の
写
経
事
業
の
用
度
文
か
ら

は
、
ど
の
よ
う
な
物
品
が
写
経
事
業
に
必
要

で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
。
用
度
文
に
計
上
さ

れ
た
物
品
は
あ
く
ま
で
見
積
も
り
で
あ
り
、

帳
簿
類
と
比
較
検
討
す
る
と
、
実
際
に
納
入

さ
れ
て
写
経
所
で
使
用
さ
れ
た
数
量
や
種
類

は
異
な
る
。
し
か
し
そ
の
相
違
点
か
ら
、
物

品
運
用
の
計
画
と
実
態
が
浮
き
彫
り
と
な
る

の
で
あ
る
。

　

筆
墨
申
請
、
充
紙
筆
墨
、
充
本
、
手
実
、

行
事
、
上
日
、
布
施
申
請
な
ど
に
は
、
写
経

生
の
個
人
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
史
料
か
ら
、
各
写
経
生
が
ど
の
よ
う
な
物

品
を
使
用
し
て
写
経
事
業
を
行
っ
た
か
が
わ

か
る
が
、
基
本
的
に
手
本
と
す
る
本
経
と
紙

筆
墨
の
支
給
・
返
上
、
担
当
経
巻
の
用
紙
数
（
正
用
・
空
破
・
返
上
）
し
か
記
入
さ

れ
て
い
な
い
。

　

写
経
堂
で
使
わ
れ
る
物
品
の
な
か
で
、
経
紙
な
ど
新
写
経
典
に
使
用
さ
れ
る
も

の
は
、
写
経
事
業
ご
と
に
収
納
さ
れ
、
余
れ
ば
紙
一
枚
・
筆
一
本
単
位
で
細
か
く

チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
て
返
上
し
、
他
の
写
経
事
業
に
転
用
す
る
場
合
は
便
用
記
録
が
あ

る
。
し
か
し
、
机
や
小
明
櫃
な
ど
は
、
少
量
で
は
あ
る
が
写
経
所
に
収
納
さ
れ
て

い
る
の
に
、
写
経
生
の
個
人
あ
て
に
支
給
記
録
が
な
い
。
硯
や
そ
れ
に
類
す
る
も

の
、
装
潢
・
校
生
の
墨
な
ど
も
、
確
実
に
使
用
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
支
給

記
録
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
物
品
ご
と
の
運
用
状
況
の
違
い
に
注
目
し
て
検
討
す

る
こ
と
で
、
写
経
堂
の
内
部
構
造
が
み
え
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
二
　
写
経
所
に
お
け
る
物
品
の
運
用

　

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
各
写
経
事
業
ご
と
に
収
納
さ
れ
る
物
品
と
、
ま

れ
に
し
か
収
納
さ
れ
な
い
物
品
、
ま
た
個
々
の
写
経
生
あ
て
の
支
給
記
録
が
あ
る

物
品
と
支
給
記
録
が
な
い
物
品
が
あ
る
。

　

写
経
事
業
で
は
、
案
主
が
作
業
の
段
階
に

応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
帳
簿
を
作
成
し
管
理
す

る
。
経
紙
や
筆
墨
の
支
給
返
却
記
録
が
徹
底

し
て
い
る
の
は
、
最
後
に
手
実
と
照
ら
し
合

わ
せ
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
り
、
布
施
支
給

と
直
結
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に

対
し
て
、
耐
久
性
の
あ
る
硯
や
机
、
小
明
櫃

な
ど
は
、
写
経
事
業
ご
と
に
交
換
す
る
必
要
は
な
く
誰
が
使
っ
て
も
問
題
は
な

い
。

　

写
経
生
個
人
に
支
給
・
返
却
す
る
帳
簿
が
な
い
物
品
は
、
写
経
事
業
ご
と
に
メ

ン
バ
ー
が
入
れ
替
わ
る
写
経
生
個
人
に
支
給
す
る
の
で
は
な
く
、
経
師
・
校
生
・

装
潢
の
作
業
場
所
、
こ
れ
を
仮
に
〈
座
席
〉
と
呼
称
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
〈
座

席
〉
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
個
人
あ
て
の
支
給
記
録

が
な
い
の
は
、
写
経
生
個
人
に
支
給
し
た
の
で
は
な
く
、
案
主
が
管
理
す
る
写
経

堂
の
各
〈
座
席
〉
に
割
り
当
て
た
物
品
だ
か
ら
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
職
掌
ご
と

に
、
前
章
で
抽
出
し
た
物
品
の
性
質
を
整
理
し
、
〈
座
席
〉
で
運
用
さ
れ
た
物
品

を
検
討
し
て
み
た
い
（
表
６
）
。

（
１
）
案
主

　

案
主
は
、
常
写
・
間
写
・
私
願
経
書
写
、
経
典
の
確
保
や
出
納
な
ど
、
写
経
所

の
運
営
・
管
理
を
同
時
に
遂
行
す
る
。
写
経
事
業
別
、
用
途
別
に
多
数
の
帳
簿
や

報
告
書
を
作
成
し
、
写
経
生
や
物
品
を
効
率
的
に
管
理
し
て
い
た
。

　

写
経
所
は
堂
（
作
業
場
）
と
曹
司
（
事
務
局
）
か
ら
構
成
さ
れ
、
他
の
律
令
官

司
、
特
に
作
業
場
の
必
要
な
現
業
官
司
で
も
同
じ
よ
う
な
構
造
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
造
東
大
寺
司
か
ら
写
経
所
に
配
属
さ
れ
た
案
主
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
担

当
を
分
担
し
、
共
同
で
運
営
す
る
体
制
で
あ
っ
た
。
案
主
曹
司
（
案
主
曹
所
・
案
主

所
）
に
は
櫃
が
あ
り
、
櫃
記
等
に
記
載
す
る
こ
と
で
物
品
を
種
類
別
に
管
理
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
（
八
ノ
五
八
〇
、
一
〇
ノ
四
四
五
）
。
こ
の
櫃
に
は
内
裏
や
造
東
大

寺
司
か
ら
収
納
さ
れ
た
物
品
や
、
写
経
生
か
ら
返
上
さ
れ
た
物
品
が
納
め

ら
れ
て
い
た
。
金
字
経
の
時
に
瑩
生
（
校
生
が
兼
任
す
る
場
合
あ
り
）
が
使
用

す
る
猪
牙
な
ど
、
特
別
な
場
合
に
し
か
使
用
し
な
い
も
の
は
、
案
主
が
保

管
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
案
主
の
〈
座
席
〉
は
堂
と
曹
司
の
両
方

に
あ
り
、
適
宜
使
い
分
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

栄
原
永
遠
男
氏
は
、
写
経
所
の
事
務
局
に
設
置
さ
れ
た
〈
反
古
箱
〉
と

い
う
概
念
を
想
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
案
主
の
手
元
に
置
か
れ
た
櫃
や

〈
反
古
箱
〉
な
ど
に
整
理
さ
れ
た
凡
紙
、
反
古
紙
の
使
い
方
に
は
、
そ
の

残
存
状
況
か
ら
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
一
定
の
ル
ー
ル
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

白
紙
（
表
裏
と
も
未
使
用
）
の
凡
紙
は
、
「
公
文
料
」
と
し
て
提
出
文
書

や
帳
簿
作
成
に
使
用
さ
れ
た
。
ま
た
写
経
生
の
手
実
等
の
作
成
の
た
め
に

も
使
用
さ
れ
た
。
つ
ぎ
に
、
端
継
・
裹
紙
な
ど
に
使
用
さ
れ
た
あ
と
の
白

紙
の
反
古
紙
は
、
案
主
の
手
元
に
返
却
さ
れ
た
場
合
は
、
帳
簿
作
成
や
写

経
生
の
手
実
等
作
成
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た
。
紙
が
短
く
切
断
さ
れ
て
い

た
り
、
多
少
し
わ
に
な
っ
た
り
も
し
て
い
る
が
、
写
経
所
内
で
の
帳
簿
類

に
使
用
す
る
に
は
十
分
の
状
態
で
あ
ろ
う
。
一
次
利
用
さ
れ
、
背
面
の
み

空
白
の
反
古
紙
は
、
案
主
の
手
元
で
帳
簿
作
成
に
使
用
さ
れ
た
。
一
次
面
の
情
報

は
す
で
に
必
要
な
く
、
破
棄
さ
れ
た
と
は
い
え
、
表
裏
が
混
同
し
て
は
い
け
な
い

と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
た
め
か
、
写
経
生
に
配
布
し
て
手
実
等
を
書
か
せ
る
こ
と

は
な
く
、
案
主
の
責
任
の
も
と
で
新
た
に
貼
り
継
が
れ
、
二
次
利
用
さ
れ
た
よ
う
で

あ
る
。
つ
ま
り
、〈
反
古
箱
〉
の
中
は
、
そ
の
状
態
に
よ
っ
て
区
分
け
が
さ
れ
、
使

用
目
的
が
分
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
経
師
等
の
浄
衣
は
用
度
文
や
収
納
帳
等
に
散
見
さ
れ
る
が
、
案
主
の
浄
衣

に
つ
い
て
は
写
経
所
文
書
中
の
記
載
例
が
非
常
に
少
な
い
。
経
師
等
が
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
単
位
に
召
集
さ
れ
る
非
常
勤
職
員
だ
っ
た
の
に
対
し
、
案
主
は
造
東
大
寺
司
か

ら
定
期
的
に
浄
衣
を
受
け
取
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
用
度
文
の

人
功
の
部
分
に
も
、
経
師
・
装
潢
・
校
生
・
題
師
・
雑
使
・
膳
部
・
駆
使
丁
な
ど
は
あ

げ
ら
れ
る
が
、
案
主
は
計
上
さ
れ
な
い
。
案
主
は
、
写
経
事
業
を
管
理
す
る
側
の
ス

タ
ッ
フ
で
あ
り
、
個
別
写
経
事
業
の
予
算
に
は
組
み
込
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
。

（
２
）
経
師

　

経
師
の
中
核
を
占
め
る
の
は
い
く
つ
も
の
写
経
事
業
に
携
わ
る
経
験
者
だ
が
、

写
経
事
業
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
単
位
で
あ
り
、
作
業
が
な
い
と
き
は
も
と
の
所
属
に

戻
っ
た
り
、
別
の
写
経
所
に
出
向
し
た
り
す
る
。
大
量
の
写
経
事
業
の
時
は
、
あ

ち
こ
ち
に
招
集
が
か
け
ら
れ
、
写
経
生
が
か
き
集
め
ら
れ
た
。
同
時
期
に
常
写
と

間
写
を
掛
け
持
ち
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
経
師
忍
海
広
次
は
、
天
平
勝
宝
五
年

（
七
五
三
）
八
月
八
日
か
ら
二
十
七
日
ま
で
は
法
花
経
一
部
の
経
紙
を
支
給
さ
れ
、

そ
れ
が
終
わ
る
と
す
ぐ
に
八
月
二
十
九
日
か
ら
九
月
十
九
日
に
か
け
て
、
別
の
写

経
事
業
で
あ
る
八
十
花
厳
経
一
部
の
経
紙
を
支
給
さ
れ
て
い
る
（
一
〇
ノ
五
六

六
）
。
ベ
テ
ラ
ン
の
経
師
で
あ
る
忍
海
広
次
は
、
案
主
に
よ
っ
て
休
む
間
も
な
く
次

か
ら
次
へ
と
写
経
事
業
に
割
り
当
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

経
師
は
写
経
事
業
ご
と
に
〈
座
席
〉
に
振
り
分
け
ら
れ
、
小
明
櫃
に
本
経
と
新

写
経
典
を
入
れ
、
下
纏
に
筆
墨
な
ど
の
用
具
を
ま
と
め
て
保
管
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
経
師
は
、
各
〈
座
席
〉
に
備
え
付
け
ら
れ
た
硯
や
小
明
櫃
と
、
案
主
か
ら
配

布
さ
れ
た
式
・
敷
・
下
纏
を
使
い
、
写
経
事
業
ご
と
に
支
給
さ
れ
る
経
紙
と
筆
墨

を
用
い
て
書
写
し
た
の
で
あ
る
。

　

机
に
関
す
る
記
載
は
非
常
に
少
な
い
が
、
経
師
が
書
写
す
る
の
に
使
っ
た
机
と

し
て
は
、
「
書
机
」
が
あ
げ
ら
れ
る
（
六
ノ
三
八
六
）
。
宝
亀
三
年
（
七
七
二
）
、
始

二
部
一
切
経
が
奉
写
先
一
切
経
司
よ
り
奉
写
一
切
経
所
へ
移
管
さ
れ
る
に
あ
た
っ

て
、
使
い
か
け
の
物
品
が
ま
と
め
て
収
納
さ
れ
た
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
ひ
と

つ
の
経
巻
を
複
数
人
で
写
す
場
合
も
あ
り
、
写
経
事
業
ご
と
に
割
り
当
て
ら
れ
た

区
画
の
〈
座
席
〉
に
ま
と
ま
っ
て
座
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
３
）
装
潢

　

装
潢
と
は
、
天
平
か
ら
宝
亀
年
間
ま
で
約
三
十
年
も
写
経
所
文
書
に
み
え
る
能

登
忍
人
な
ど
、
比
較
的
特
定
の
者
が
長
期
間
務
め
る
専
門
技
術
職
で
あ
る
。
装
潢

作
業
の
四
工
程
と
し
て
、
経
を
書
写
す
る
前
に
行
う
継
・
打
・
界
と
、
書
写
後
に

行
う
装
書
が
あ
る
。
継
と
は
、
書
写
す
る
経
巻
の
張
数
に
合
わ
せ
て
大
豆
糊
で
経

紙
を
貼
り
継
い
で
、
巻
首
（
巻
尾
に
も
付
け
た
可
能
性
あ
り
）
に
端
継
紙
を
貼
り
継

ぎ
、〈
仮
軸
〉
を
付
け
る
。
打
と
は
、
経
巻
を
紙
打
石
な
ど
で
た
た
い
て
、
紙
の
緊

密
度
、
平
滑
度
を
高
め
、
滲
み
を
お
さ
え
る
。
界
と
は
、
縦
横
の
界
線
を
引
く
作

業
で
あ
る
。
書
写
・
校
正
終
了
後
、
端
継
紙
を
取
り
外
し
、
表
紙
付
け
、
端
切
、

軸
付
け
、
緒
付
け
を
す
る
の
が
装
書
で
あ
る
。

　

装
潢
に
は
何
千
張
の
紙
が
一
度
に
充
て
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
、
仕
事
内
容
が
多

岐
に
渡
る
た
め
用
具
も
多
く
、
あ
る
程
度
広
い
作
業
空
間
が
必
要
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
装
潢
の
指
示
の
も
と
、
仕
丁
が
紙
打
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
天
平
十
一

年
頃
〜
勝
宝
初
年
頃
に
は
「
装
潢
所
」
が
み
え
、
紙
打
を
行
う
「
紙
屋
」
が
天
平

十
七
年
後
半
〜
十
八
年
頃
設
置
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。

　

端
継
紙
や
仮
帙
、
〈
仮
軸
〉
な
ど
は
、
装
潢
が
写
経
開
始
に
あ
た
っ
て
取
り
付

け
た
も
の
を
、
書
写
終
了
後
に
取
り
外
す
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
再
利
用
す
る
と
い

う
、
装
潢
を
中
心
と
し
た
作
業
用
備
品
の
サ
イ
ク
ル
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
は
案
主
の
管
理
下
に
は
な
い
物
品
の
動
き
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
案
主
が
管

理
す
る
帳
簿
に
は
記
載
さ
れ
ず
、
写
経
所
文
書
に
は
残
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

（
４
）
校
生

　

校
正
は
、
基
本
的
に
別
々
の
校
生
が
二
回
行
う
。
案
主
や
経
師
、
装
潢
な
ど
が

兼
任
す
る
こ
と
も
あ
る
。

　

宝
亀
三
年
に
奉
写
先
一
切
経
司
よ
り
奉
写
一
切
経
所
へ
収
納
さ
れ
た
も
の
の
な

か
に
「
校
書
長
机
」
（
六
ノ
三
八
六
）
が
み
え
る
。
本
経
と
新
写
経
典
を
大
き
く
広

げ
て
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
い
く
た

め
か
、
「
長
机
」
と
い
う
か
ら

に
は
、
経
師
の
机
よ
り
長
い
形

状
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

（
５
）
小
結

　

以
上
の
よ
う
に
物
品
は
様
々

な
か
た
ち
で
運
用
さ
れ
る
。
表

６
で
示
し
た
ス
タ
ッ
フ
ご
と
に

取
り
扱
う
物
品
の
動
き
を
模
式

図
に
し
た
の
が
図
１
で
あ
る
。

写
経
堂
の
備
品
は
案
主
が
管
理

し
て
い
る
た
め
、
申
請
・
収
納
記
録
の
み
残
り
、
支
給
記
録
は
残
ら
な
い
。
机
な

ど
耐
久
性
の
あ
る
備
品
は
、
造
東
大
寺
司
管
下
の
写
経
所
に
な
る
前
、
光
明
・
皇

后
宮
職
の
写
経
所
時
代
か
ら
引
き
続
き
使
わ
れ
て
き
た
も
の
が
多
数
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
造
石
山
寺
写
経
所
、
始
二
部
一
切
経
が
奉
写
一
切
経
所
に
移
管
さ
れ
た

時
な
ど
、
写
経
す
る
場
や
写
経
所
自
体
の
場
所
が
移
転
す
る
場
合
は
、
多
数
の
備

品
が
準
備
さ
れ
た
り
移
動
し
た
り
す
る
。
こ
れ
ら
の
備
品
は
写
経
事
業
ご
と
に
準

備
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
必
要
に
応
じ
て
随
時
補
充
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
ま
と
め

　

写
経
事
業
に
必
要
な
物
品
は
、
用
度
文
で
見
積
も
り
が
作
成
さ
れ
、
収
納
さ
れ

た
。
写
経
堂
で
は
基
本
的
に
一
切
経
が
書
写
さ
れ
て
お
り
、
必
要
な
物
品
は
随
時

収
納
さ
れ
て
い
た
。
十
分
な
物
品
が
収
納
さ
れ
な
い
間
写
の
個
別
写
経
事
業
も
多

か
っ
た
が
、
案
主
の
采
配
に
よ
り
、
常
写
や
予
算
の
潤
沢
な
間
写
の
物
品
を
転
用

す
る
な
ど
し
て
対
処
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
新
写
経
典
の
材
料
と
な
る
物
品

（
経
紙
や
軸
な
ど
）
は
経
典
と
し
て
完
成
す
る
と
奉
請
さ
れ
る
が
、
写
経
生
た
ち

が
作
業
に
使
う
物
品
（
机
や
硯
、
櫃
な
ど
）
は
、
写
経
堂
の
備
品
と
し
て
長
く
使
用

さ
れ
た
。
筆
・
墨
な
ど
の
消
耗
品
は
写
経
用
紙
数
に
応
じ
て
収
納
さ
れ
る
が
、
一

定
の
使
用
限
度
を
超
え
て
も
、
様
々
な
用
途
に
使
い
続
け
ら
れ
た
。
案
主
は
納

帳
、
充
帳
、
用
帳
な
ど
多
く
の
帳
簿
を
使
っ
て
、
こ
れ
ら
の
物
品
を
管
理
し
た
の

で
あ
る
。

　

写
経
堂
内
は
、
案
主
、
経
師
、
校
生
、
装
潢
そ
れ
ぞ
れ
の
作
業
場
に
わ
か
れ
て

お
り
、
各
〈
座
席
〉
に
必
要
な
物
品
が
備
え
付
け
ら
れ
た
。
写
経
事
業
ご
と
に
写

経
生
の
メ
ン
バ
ー
が
入
れ
替
わ
る
た
び
、
〈
座
席
〉
に
振
り
分
け
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
正
倉
院
文
書
研
究
で
は
、
ど
の
よ
う
に
組
織
が
変
遷
し
て
き
た

か
、
個
別
写
経
事
業
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
な
ど
は
検
討
さ
れ
て
き
た
が
、

写
経
所
の
具
体
的
な
内
部
構
造
を
見
通
す
こ
と
は
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
。
物

品
の
運
用
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
堂
の
内
部
構
造
を
垣
間

見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

本
論
で
は
、
写
経
所
の
物
品
運
用
に
つ
い
て
、
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
を
提
示
し
た
に

す
ぎ
な
い
。
個
々
の
物
品
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
詳
細
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
ま
た
、
時
期
ご
と
の
変
遷
、
写
経
所
組
織
の
変
遷
に
即
し
て
考
え
る

必
要
が
あ
る
。

　

写
経
所
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
ご
と
に
分
業
体
制
を
整
え
た
、
き
わ
め
て
組

織
的
な
経
典
製
作
工
房
で
あ
る
。
造
東
大
寺
司
を
中
心
と
す
る
他
の
造
営
・
造
物

関
係
の
組
織
も
、
同
様
の
体
制
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
写
書
手
・
造
紙
手
・
造

筆
手
な
ど
を
抱
え
る
図
書
寮
は
、
写
経
所
と
よ
く
似
た
性
格
を
持
つ
官
司
と
考
え

ら
れ
、
写
経
所
の
運
営
と
類
似
す
る
点
も
多
い
と
思
わ
れ
る
。
令
外
官
で
あ
る
写

経
所
の
特
殊
性
も
あ
ろ
う
が
、
以
上
の
よ
う
な
堂
の
内
部
構
造
を
念
頭
に
お
い
て

一
般
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
古
代
に
お
け
る
手
工
業
的
な
組
織
の
あ
り
方

を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
事
務
的
な
官
司
と
の
相
違
点
は
今
後

検
討
し
た
い
が
、
奈
良
時
代
の
官
司
が
実
務
レ
ベ
ル
で
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
運

用
さ
れ
て
い
た
か
、
そ
の
一
端
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

【
注
】

（
１
）
栄
原
永
遠
男
ａ
『
奈
良
時
代
の
写
経
と
内
裏
』
（
塙
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
、
同
ｂ

『
奈
良
時
代
写
経
史
研
究
』
（
塙
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
、
同
ｃ
『
正
倉
院
文
書
入

門
』
（
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
一
年
）
、
杉
本
一
樹
『
日
本
古
代
文
書
の
研
究
』

（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）
、
山
下
有
美
『
正
倉
院
文
書
と
写
経
所
の
研
究
』

（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）
な
ど
多
数
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
い

る
。
桑
原
祐
子
「
正
倉
院
文
書
の
訓
読
と
注
釈
請
暇
不
参
解
編
」
（
一
）
（
二
）

（
奈
良
女
子
大
学
二
十
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
報
告
書V

ol.

四
・
九　

二
〇
〇
五

年
、
二
〇
〇
七
年
）
、
宮
川
久
美
「
正
倉
院
文
書
の
訓
読
と
注
釈
月
借
銭
解
編
」
第

一
〜
第
七
分
冊
（
『
奈
良
佐
保
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
十
六
〜
二
十
四
号
、
二
〇

〇
九
年
〜
二
〇
一
七
年
）
は
請
暇
不
参
解
・
月
借
銭
解
に
一
通
ず
つ
訓
読
と
注
釈
を

加
え
た
も
の
で
あ
る
。

（
２
）
奈
良
時
代
に
国
家
的
な
写
経
事
業
を
行
っ
た
機
関
は
、
内
裏
系
統
の
写
経
機
関
と
、

「
写
経
所
文
書
」
が
残
る
皇
后
宮
職
系
統
の
写
経
機
関
が
あ
る
。
組
織
も
名
称
も
さ

ま
ざ
ま
な
変
遷
を
た
ど
る
が
、
本
論
文
で
は
、
史
料
に
名
称
が
明
記
さ
れ
て
い
る
場

合
以
外
は
、
便
宜
的
に
「
写
経
所
」
で
統
一
す
る
。

（
３
）
渡
部
陽
子
ａ
「
正
倉
院
文
書
に
お
け
る
「
荒
紙
」
「
悪
紙
」
」
（
栄
原
永
遠
男
編

『
日
本
古
代
の
王
権
と
社
会
』
塙
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
、
同
ｂ
「
「
下
纏
」
と

「
式
」
「
敷
」
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
二
、
二
〇
一
一
年
）
、
同
ｃ
「
正
倉

院
文
書
に
み
え
る
帙
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
三
、
二
〇
一
三
年
）
、
同
ｄ

「
正
倉
院
文
書
に
み
え
る
浄
衣
」
（
栄
原
永
遠
男
編
『
正
倉
院
文
書
の
歴
史
学
・
国

語
学
的
研
究
│
解
移
牒
案
を
読
み
解
く
│
』
和
泉
書
院
、
二
〇
一
六
年
）
、
同
ｅ

「
正
倉
院
文
書
に
み
え
る
櫃
」
（
栄
原
永
遠
男
・
佐
藤
信
・
吉
川
真
司
編
『
東
大
寺

の
新
研
究
二　

歴
史
の
な
か
の
東
大
寺
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
七
年
）

（
４
）
吉
田
孝
氏
は
、
写
経
事
業
の
予
算
案
を
整
理
し
て
そ
の
形
式
を
提
示
し
た
（
吉
田
孝

「
律
令
時
代
の
交
易
」
（
『
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
三

年
）
）
。
こ
れ
ら
の
予
算
案
は
「
造
東
大
寺
司
解　

申
請
奉
写
経
用
度
物
事
」
と
書

き
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
端
裏
書
や
題
籤
に
は
「
用
度
文
」
と
書
か
れ
た
も
の

が
散
見
さ
れ
る
た
め
、
こ
の
形
式
の
文
書
は
当
時
「
用
度
文
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
な
お
本
論
で
は
、
写
経
事
業
開
始
に
あ
た
っ
て
必
要
な
物
品
類
を
書

き
だ
し
た
も
の
を
「
用
度
文
」
と
し
、
個
別
の
物
品
の
み
を
申
請
す
る
文
書
や
、
写

経
事
業
の
途
中
で
物
品
を
追
加
申
請
す
る
文
書
は
用
度
文
と
は
み
な
さ
な
い
。

（
５
）
『
大
日
本
古
文
書
（
編
年
）
』
一
四
巻
二
九
二
頁
〜
三
〇
〇
頁
。
以
下
『
大
日

古
』
、
一
四
ノ
二
九
二
〜
三
〇
〇
と
略
す
。
ま
た
本
論
文
に
お
い
て
「　

」
で
示
す

史
料
名
は
『
大
日
古
』
の
も
の
、
﹇　

﹈
で
示
す
の
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編

『
正
倉
院
文
書
目
録
』
の
も
の
で
あ
る
。

（
６
）
栄
原
永
遠
男
「
光
明
皇
太
后
没
前
の
写
経
事
業
群
」
（
前
掲
注
１
著
書
ｂ
）

（
７
）
表
５
に
あ
げ
た
物
品
の
う
ち
、
経
紙
・
凡
紙
に
つ
い
て
は
注
３
拙
稿
ａ
・
ｂ
、
帙
は

拙
稿
ｃ
、
浄
衣
は
拙
稿
ｄ
、
櫃
は
拙
稿
ｅ
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
た
。

（
８
）
桑
原
祐
子
「
墨
の
記
述
―
墨
頭
・
墨
端
と
助
数
詞
」
（
『
正
倉
院
文
書
の
国
語
学
的

研
究
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）
、
濱
道
孝
尚
「
写
経
所
に
お
け
る
「
私
書
」

の
書
写
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
三
、
二
〇
一
三
年
）

（
９
）
仁
王
経
疏
一
部
五
巻
の
用
度
文
で
は
、
経
紙
・
凡
紙
、
菟
毛
筆
一
管
半
と
墨
一
挺
を

買
う
た
め
の
銭
を
申
請
し
て
い
る
（
表
２
№
28
、
一
六
ノ
三
七
五
〜
三
七
六
）
。
筆

そ
の
も
の
を
一
管
と
半
分
だ
け
授
受
す
る
と
い
う
の
は
、
物
理
的
に
不
可
能
で
あ

る
。
同
じ
年
に
行
わ
れ
た
梵
網
経
四
十
巻
・
四
分
僧
戒
本
経
十
巻
・
四
分
尼
戒
本
経

十
巻
の
用
度
文
で
は
、
菟
毛
筆
一
管
（
四
十
文
）
を
も
っ
て
写
紙
百
五
十
張
、
墨
一

挺
（
三
十
文
）
を
も
っ
て
写
紙
三
百
張
と
あ
る
（
表
２
№
30
、
一
六
ノ
三
四
二
、
二

五
ノ
三
四
〇
）
。
筆
一
管
と
半
分
だ
と
、
二
百
二
十
五
張
を
写
す
こ
と
が
で
き
、
仁

王
経
疏
で
申
請
さ
れ
た
経
紙
は
百
九
十
一
張
で
あ
る
か
ら
、
十
分
で
あ
る
。
写
経
所

は
、
筆
墨
の
現
物
で
は
な
く
、
菟
毛
筆
一
管
半
の
銭
六
十
文
と
墨
一
挺
の
銭
三
十
文

と
い
う
よ
う
に
、
銭
を
申
請
す
る
こ
と
で
、
用
紙
数
に
応
じ
た
詳
細
な
計
画
を
た
て

る
こ
と
が
で
き
る
。
写
経
事
業
ご
と
に
筆
墨
そ
の
も
の
を
準
備
す
る
の
で
は
な
く
、

必
要
な
銭
を
収
納
し
て
、
写
経
所
の
在
庫
分
を
順
次
使
用
す
る
。
様
々
な
写
経
事
業

を
断
続
的
に
行
う
写
経
所
だ
か
ら
こ
そ
可
能
と
な
る
、
筆
墨
の
合
理
的
な
運
用
方
法

で
あ
る
。

（
10
）
山
下
有
美
「
写
経
機
構
の
内
部
構
造
と
運
営
」
（
前
掲
注
１
著
書
）

（
11
）
栄
原
永
遠
男
『
正
倉
院
文
書
入
門
』
（
前
掲
注
１
著
書
ｃ
）

（
12
）
端
継
に
つ
い
て
は
、
杉
本
一
樹
「
端
継
・
式
敷
・
裹
紙
」
（
前
掲
注
１
著
書
）
。
史

料
上
に
は
〈
仮
軸
〉
に
関
す
る
記
載
は
み
え
な
い
が
、
端
継
の
二
次
利
用
と
考
え
ら

れ
る
続
修
後
集
第
二
二
巻
が
、
軸
付
紙
の
形
状
を
な
す
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
仮
の
軸

が
取
り
付
け
ら
れ
た
と
す
る
。
書
写
中
は
、
巻
首
に
取
り
付
け
ら
れ
た
端
継
が
、
軸

付
紙
と
仮
表
紙
の
役
割
を
兼
ね
た
と
考
え
ら
れ
、
書
写
終
了
後
、
巻
首
に
は
正
式
な

表
紙
が
、
巻
尾
に
は
正
式
な
軸
が
取
り
付
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
13
）
大
隅
亜
希
子
「
装
潢
組
織
の
展
開
と
布
施
支
給
の
変
遷
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』

六
、
一
九
九
九
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

（
大
阪
市
立
大
学
都
市
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
）
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（
８
）

（
９
）

奈良時代写経所の空間構造〔渡部〕

（
７
）

大日古  巻頁 月　日 内　　　容文 書 名
a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

u

v

w

x

y

o

p

q

r

s

t

「法華金剛般若理趣経銭用帳」

［鴨蓑万呂解］
「東寺写経所解案」
［東寺写経所解（案）］
［池原禾守啓］

［奉写百卅五部経充本帳］
「造東大寺司移案」
「造東大寺司移案」

「校生装潢手実帳」

［奉写百卅五部経校帳］

「造東寺司布施奉請文案」

「経所見物注文案」

「経所見物注文案」

「写経所解案草」

「写経所解案」

「筆墨直充帳」

「東寺奉写経所解案」
「造東寺司経紙請用文案」
「安都雄足牒」
「東寺写経所請銭文案」

「僧万福所読経奉請文案」

「四十五部法華経
　　　　装潢充造物帳」

「写経所経紙雑用紙下充帳」
「装潢上紙帳」

「東寺写経所充紙帳」

阿弥陀仏并法花経1部料の用残
　　　（14/334～336）との合計

大師4/2宣により135部経を万福師
所で読経

充紙帳（『正倉院文書拾遺』史料69）
後欠帳簿

買進物
用度文の案文
用度文（提出後、差し戻し訂正）
校生上毛野名形麻呂推薦状
銭用帳（菟毛筆・墨ほか）
紙下充帳
装潢上紙帳

充本帳
散位寮への移（経師要請）
左大舎人寮への移（経師要請）

装潢2人の手実

校帳

充装潢帳（装書）

綺并朱頂軸の直銭申請

見物報告

布施申請
表紙料竹申請
経紙の用残
写経所案主への指示（緒・朱頂軸）

用残（請用雑物并残）
経師への筆墨直充帳

４/399
14/301～302
14/292～300
４/407
14/302～304
14/304～307
12/216～218

25/256～259

14/288～292
14/366～367
14/367

14/374～375
14/375
14/328
14/380～381

14/382

14/336～342

14/345～346

14/310～311
14/312～313
14/319～321

14/322～323

14/372～374

14/381

14/383～384

14/343～345

2/21～3/21?

2/21～3/18

3/20

4/26
潤4/11

4/3始

4/6

4/15

（後欠）

2/20
3/24

1/4
（後欠）
1/15
1/19
1/21～28
1/23～3/13
1/26～3/17

1/26～3/21?

？～3/3
2/？
？

3/20
3/25
4/1
4/?

見物報告（残物の一部は東塔所へ
　　　　  収納されたか）

表４  天平宝字４年  135部経（法華経45部360巻・金剛般若経45巻・
　　  理趣経45巻）の関係史料



　
　
は
じ
め
に

　

正
倉
院
文
書
研
究
で
は
、
文
書
論
、
組
織
論
、
個
別
写
経
事
業
な
ど
に
つ
い
て

研
究
が
進
ん
で
い
る
。
写
経
生
に
関
し
て
も
、
月
借
銭
、
請
暇
に
つ
い
て
の
研
究

が
あ
る
。
し
か
し
、
写
経
所
と
は
ど
の
よ
う
な
環
境
で
あ
っ
た
か
、
具
体
的
に
ど

の
よ
う
に
作
業
を
し
て
い
た
か
、
ま
だ
わ
か
っ
て
い
な
い
点
が
多
い
。

　

正
倉
院
文
書
の
大
半
を
占
め
る
「
写
経
所
文
書
」
は
、
写
経
所
に
お
け
る
写
経

事
業
に
関
す
る
文
書
・
帳
簿
類
で
あ
り
、
人
や
物
品
の
や
り
取
り
や
状
況
が
記
載

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
私
は
、
こ
れ
ら
の
文
書
や
帳
簿
類
を
詳
細
に
検
討
す
る

こ
と
に
よ
り
、
い
く
つ
か
の
物
品
に
焦
点
を
当
て
て
そ
の
機
能
を
考
え
て
き
た
。

本
論
で
は
、
物
品
の
申
請
・
収
納
・
支
給
・
使
用
状
況
・
返
却
な
ど
に
つ
い
て
、

写
経
事
業
ご
と
に
整
理
し
な
が
ら
具
体
的
に
検
討
し
、
誰
が
・
い
つ
・
ど
こ
で
・

何
を
・
何
の
た
め
に
・
ど
の
よ
う
に
使
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
写
経
所
の
空
間
構
造
を
見
通
し
た
い
。

　

律
令
制
下
の
役
所
に
つ
い
て
、
組
織
の
具
体
的
な
運
用
ま
で
わ
か
る
史
料
は
、

　
　
　
　

写
経
所
文
書
以
外
に
な
い
。
木
簡
は
貴
重
な
一
次
史
料
だ
が
、
断
片
的
な
情
報
し

か
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
写
経
所
文
書
も
、
全
て
の
文
書
や
帳
簿
群
が
現
存
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
江
戸
末
期
か
ら
明
治
時
代
に
行
わ
れ
た
「
整

理
」
に
よ
っ
て
ば
ら
ば
ら
に
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
原
本
調
査
や
、
史
料
内

容
の
丹
念
な
研
究
成
果
に
よ
り
、
多
く
の
情
報
を
体
系
的
に
得
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

造
東
大
寺
司
管
下
の
写
経
所
は
、
写
経
と
い
う
宗
教
行
為
を
行
う
場
で
あ
る
と

同
時
に
、
分
業
体
制
に
よ
る
組
織
運
営
を
行
う
工
房
的
な
性
格
を
も
つ
役
所
で
も

あ
る
。
写
経
所
文
書
を
使
っ
て
写
経
所
の
内
部
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
図
書
寮
な
ど
他
の
一
般
官
司
に
つ
い
て
も
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

表
１
は
写
経
所
の
構
成
員
と
そ
の
役
割
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
論
で
は
、

正
倉
院
文
書
に
み
え
る
物
品
が
、
写
経
事
業
の
中
で
ど
の
よ
う
に
機
能
し
運
用
さ

れ
て
い
た
か
を
総
合
的
に
考
え
た
い
。
ま
ず
、
用
度
文
（
用
度
申
請
）・
用
残
報
告
や

帳
簿
類
に
よ
り
、
写
経
事
業
に
お
け
る
物
品
の
申
請
・
使
用
状
況
を
検
討
す
る
。

次
に
、
個
別
写
経
事
業
で
使
わ
れ
る
物
品

を
、
そ
の
性
質
ご
と
に
分
別
し
、
職
掌
ご

と
に
整
理
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
奈
良

時
代
の
写
経
所
が
ど
の
よ
う
な
空
間
だ
っ

た
の
か
、
内
部
構
造
を
立
体
的
に
解
明
す

る
た
め
の
見
通
し
を
た
て
た
い
。
な
お
、

広
義
の
写
経
所
と
は
、
写
経
に
関
す
る
作

業
を
行
う
写
経
堂
に
加
え
、
経
師
等
が
生

活
す
る
食
堂
（
料
理
供
養
所
）
、
宿
所
な
ど

も
含
ま
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
様
々
な

物
品
が
使
用
さ
れ
る
が
、
本
論
の
検
討
対
象
は
、
写
経
堂
に
限
定
す
る
。

　
　
一
　
用
度
文
に
み
え
る
物
品

（
１
）
用
度
文

　

個
別
写
経
事
業
を
始
め
る
に
あ
た
り
、
写
経
所
の
事
務
官
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ

た
予
算
案
（
見
積
書
兼
請
求
書
）
が
用
度
文
（
用
度
申
請
）
で
あ
る
。
用
度
文
の
書
き
出

し
は
「
写
経
所
解
」「
写
書
所
解
」
ま
た
は
「
造
東
大
寺
司
解
」
な
ど
と
な
っ
て
お

り
、
写
経
所
の
案
主
が
下
書
き
を
作
成
し
、
造
東
大
寺
司
政
所
で
清
書
さ
れ
、
太
政

官
も
し
く
は
写
経
事
業
の
発
願
主
に
提
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
用
度
文
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
写
経
事
業
を
遂
行
す
る
に
あ
た
っ
て
必
要
と
判
断
さ
れ
た
物
品

が
列
挙
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
典
型
的
な
用
度
文
の
例
と
し
て
、
長
く
な
る
が
【
史

料
一
】
を
あ
げ
る
（
「　

」
は
追
記
、
＊
は
朱
書
き
、
文
字
は
抹
消
、
勾
点
は
省
略
、
波

線
は
筆
者
に
よ
る
）
。

【
史
料
１
】

﹇
東
寺
写
経
所
解
（
案
）
﹈
（
続
修
後
集
五
、
一
四
ノ
二
九
二
〜
三
〇
〇
）

東
寺
写
経
所
解　

申
請
応
奉
写
経
用
度
物
事

合
経
壱
伯
参
拾
伍
部
四
百
五
十
巻　
　
　

　

法
花
経
卌
五
部
三
百
六
十
巻　

 

「
請
随
求
陀
羅
尼
壇
□
」

　

金
剛
般
若
経
卌
五
部
卌
五
巻

　

理
趣
経
卌
五
部
卌
五
巻

応
用
紙
壱
万
玖
伯
参
張

　

経
紙
一
万
三
百
十
張

　
　

九
千
五
百
八
十
五
張
見
写
料

　
　
　

八
千
□
百
張
法
花
経
□
五
部
料
部
別
百
八
十
張

　
　
　

五
百
八
十
五
□
□
剛
般
若
経
卌
五
巻
料
巻
別
十
三
張

　
　
　

九
百
張
理
□
経
卌
五
巻
料
巻
別
廿
張

　
　

二
百
廿
五
張
表
紙
料　
以
一
張
着
二
巻

　

五
百
張
破
料

凡
紙
伍
佰
玖
拾
参
張

　

二
百
五
十
八
張
一
万
三
百
十
張
端
料　
以
一
張
着
卌
張

　

一
百
卅
五
張
敷
紙
并
下
纏
式
料

　

一
百
張
裹
紙
料　
以
一
裹
打
紙
百
張

　

一
百
張
雑
用
料

菟
毛
筆
玖
拾
壱
管　
以
一
管
写
紙
百
五
十
張

墨
参
拾
弐
挺　
以
一
挺
写
紙
三
百
張

界
料
鹿
毛
筆
拾
管

綺
漆
拾
陸
丈
伍
寸 

　

六
十
八
丈
八
尺
五
寸
法
花
経
三
百
六
十
巻
理
趣
経
卌
五
巻
料
巻
別
一
尺
七
寸

　

七
丈
二
尺
金
剛
般
若
経
卌
五
巻
料
巻
別
一
尺
六
寸

扶
壱
佰
参
拾
伍
枚 

各
長
一
尺
七
寸

軸
肆
佰
伍
拾
枚

黄
蘗
弐
佰
肆
拾
伍
斤 

以
一
斤
染
紙
卌
張

橡
壱
斗
伍
升 

以
一
升
染
表
紙
十
五
張

（
以
下
省
略
･
･
･
荒
炭
、
薪
、
銭
（
菟
毛
筆
、
墨
、
鹿
毛
筆
、
生
菜
、
荒
炭
、
薪
）
、

浄
衣
料
（
絁
・
綿
・
細
布
・
調
布
・
祖
布
）
、
木
履
、
菲
）

経
師
肆
拾
伍
人　

装
潢
参
人　

校
生
陸
人　

雑
使
伍
人　

優
婆
夷
壱
人

　

合
陸
拾
人
単
功
弐
仟
伍
拾
陸
人

　

一
千
三
百
六
十
九
人
経
師 

人
別
写
紙
七
張

　

一
百
九
十
一
人
装
潢 

人
別
作
紙
五
十
張

　

二
百
十
六
人
校
生 

人
別
校
紙
六
十
張

　

一
百
五
十
人
雑
使  

卅
日
単

　

卅
人
優
婆
夷  

卅
日
単

米
肆
拾
斛
肆
升

（
以
下
食
料
省
略
…
糯
米
、
塩
、
醤
、
滓
醤
、
末
醤
、
酢
、
海
藻
、
滑
海
藻
、
心
太
、
芥

子
、
胡
麻
油
、
小
麦
、
大
豆
、
小
豆
、
漬
菜
、
漬
薑
）

　　
　

砥
壱
顆

　
　

刀
子
参
柄　

　
　

仕
丁
壱
拾
伍
人

「
不
」
折
薦
畳
玖
拾
枚

　　

以
前
、
応
奉
写
一
百
卅
五
部
之
経
用
度
之
物
、
所
請
如

　

件
、
謹
解

　
　
　
　
　
　

天
平
宝
字
四
年
正
月
十
五
日
主
典
正
八
位
上
安
都
宿
祢「
雄
足
」

　

次
官
従
五
位
下
高
麗
朝
臣
「
大
山
」

　　

【
史
料
一
】
は
天
平
宝
字
四
年
（
七
六
〇
）
に
行
わ
れ
た
法
花
経
四
十
五
部
三
百

六
十
巻
・
金
剛
般
若
経
四
十
五
部
四
十
五
巻
・
理
趣
経
四
十
五
部
四
十
五
巻
（
い
わ

ゆ
る
百
三
十
五
部
経
）
の
用
度
文
で
あ
る
。
こ
の
写
経
事
業
は
光
明
皇
太
后
が
母
の

県
犬
養
三
千
代
の
追
福
の
た
め
に
発
願
し
た
も
の
で
、
天
平
宝
字
四
年
正
月
十
一

日
の
太
師
（
藤
原
仲
麻
呂
）
宣
（
一
四
ノ
三
六
七
）
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

【
史
料
一
】
を
み
て
み
る
と
、
ま
ず
経
典
名
と
巻
数
を
書
き
上
げ
、
写
経
に
必
要

な
紙
（
経
紙
・
凡
紙
）
、
筆
・
墨
、
経
典
の
体
裁
に
関
わ
る
綺
・
帙
・
軸
・
染
料
、

燃
料
、
銭
、
浄
衣
、
人
功
、
食
料
、
仕
丁
、
そ
の
他
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
【
史
料

一
】
は
写
経
所
か
ら
造
東
大
寺
司
に
提
出
さ
れ
、
次
官
の
署
名
を
も
ら
っ
た
が
、

物
品
の
数
量
変
更
の
た
め
写
経
所
に
差
し
戻
さ
れ
、
数
量
の
訂
正
を
朱
で
書
き
込

み
、
そ
れ
を
も
と
に
正
文
を
書
き
直
し
て
提
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
【
史
料

一
】
は
控
え
と
し
て
写
経
所
政
所
に
残
し
、
物
品
の
収
納
時
に
そ
の
日
付
等
に
つ

い
て
追
記
し
、
勾
点
等
を
付
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

写
経
所
文
書
に
み
え
る
用
度
文
の
記
載
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
２
で
あ

る
。
「
写
経
所
文
書
」
に
お
け
る
写
経
関
係
の
現
存
最
古
の
文
書
は
、
藤
原
光
明

子
家
の
神
亀
四
〜
五
年
（
七
二
七
〜
八
）
の
も
の
だ
が
（
一
ノ
三
八
一
〜
三
八
三
）
、

表
２
の
よ
う
に
、
現
存
す
る
用
度
文
は
天
平
二
十
年
（
七
四
八
）
の
も
の
が
初
見
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
天
平
末
年
頃
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、
用
度
文
の
形
式
が
あ

る
程
度
確
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
用
度
文
の
多
く
に
は
、
筆
墨
等
に
つ
い
て
、

申
請
物
品
を
列
挙
し
た
項
と
、
申
請
す
る
銭
の
用
途
を
列
挙
し
た
部
分
の
両
方
に

記
載
が
み
え
る
。
二
カ
所
の
筆
墨
の
数
量
は
同
じ
で
あ
り
、
な
ぜ
重
複
し
て
記
載

し
て
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
書
き
方
は
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
他
の
項
目

や
物
品
の
書
き
方
で
も
、
順
序
が
入
れ
替
わ
っ
た
り
物
品
の
種
類
が
増
減
し
た
り

す
る
も
の
の
、
一
定
の
形
式
が
み
ら
れ
る
。
題
籤
軸
が
つ
け
ら
れ
て
写
経
事
業
終

了
後
も
保
管
さ
れ
た
用
度
文
も
あ
る
の
で
、
案
主
が
次
の
写
経
事
業
の
用
度
文
を

作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
見
本
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

【
史
料
一
】
は
表
２
№
15
に
あ
た
る
が
、
記
載
さ
れ
た
物
品
の
種
類
を
比
較
す

る
と
、
典
型
的
な
用
度
文
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
用
度
文
に
記
載
さ
れ
た

内
容
に
は
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
特
に
食
料
・
雑
器
な
ど
数
多
く
の
物
品
を
請
求
し
た

も
の
と
、
経
典
の
書
写
に
必
要
最
低
限
の
物
品
で
あ
る
紙
筆
墨
の
み
の
請
求
に
と

ど
ま
る
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
前
者
は
表
２
№
24
大
般
若
経
二
部
千
二
百
巻
、
後

者
は
№
13
心
経
百
巻
や
№
28
仁
王
経
疏
一
部
五
巻
の
写
経
事
業
の
用
度
文
に
み
ら

れ
る
。
案
主
に
は
、
経
典
何
巻
・
経
紙
何
張
の
写
経
な
ら
ば
、
ど
の
物
品
・
人
員

が
ど
れ
だ
け
必
要
か
と
い
う
目
安
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
用
度
文

で
何
を
ど
れ
だ
け
申
請
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
請
求
先
で
あ
る
発
願
者
の
意

向
、
写
経
の
重
要
度
や
緊
急
度
な
ど
に
よ
り
、
調
整
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

管
見
の
限
り
奈
良
時
代
に
は
四
百
以
上
の
写
経
事
業
が
行
わ
れ
な
が
ら
、
用
度

文
が
三
十
四
例
し
か
現
存
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
全
て
の
写
経
事
業
に
お
い
て

用
度
文
が
作
成
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

用
度
文
が
現
存
し
な
い
写
経
事
業
で
も
、
造
東
大
寺
司
や
内
裏
な
ど
か
ら
写
経
に

必
要
な
物
品
が
収
納
さ
れ
て
い
る
例
は
多
い
。
総
合
的
な
用
度
文
が
作
成
さ
れ
な

く
て
も
、
「
筆
墨
申
請
」
な
ど
個
別
に
物
品
の
申
請
文
書
を
作
成
し
、
写
経
所
に

必
要
な
物
品
が
収
納
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
写
経
事
業
終
了
後
、
決
算
と
し
て
物
品
の
用
残
報
告
が
作
成
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
。
用
度
文
と
用
残
報
告
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
申
請
さ
れ
た
物
品
が
、

実
際
は
ど
れ
だ
け
収
納
さ
れ
て
使
用
さ
れ
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

用
度
文
と
用
残
報
告
が
共
に
現
存
す
る
の
は
、
前
述
の
天
平
宝
字
四
年
の
百
三

十
五
部
経
と
、
天
平
宝
字
六
〜
七
年
（
七
六
二
〜
三
）
の
大
般
若
経
二
部
千
二
百
巻
の

写
経
事
業
で
あ
る
。
表
３
に
あ
げ
た
百
三
十
五
部
経
に
よ
る
と
、
用
度
文
と
用
残

報
告
の
数
量
が
一
致
す
る
の
は
わ
ず
か
六
品
目
だ
け
で
あ
る
。
用
度
文
は
あ
く
ま

で
計
画
で
あ
り
、
実
際
に
収
納
さ
れ
た
物
品
の
量
や
種
類
が
か
な
り
異
な
る
こ
と

が
わ
か
る
。
特
に
銭
の
場
合
、
収
納
さ
れ
た
銭
の
用
途
は
、
あ
る
程
度
案
主
の
采

配
に
任
せ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
食
料
、
食
膳
・
調
理
用
具
な
ど
は
、
食

　
　
　

　
　
　

事
の
メ
ニ
ュ
ー
や
備
品
の
不
足
具
合
に
応
じ
て
、
変
更
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
２
）
個
別
の
物
品

　

写
経
事
業
に
お
い
て
は
、
様
々
な
文
書
が
や
り
と
り
さ
れ
、
帳
簿
類
が
活
用
さ

れ
る
。
前
述
の
百
三
十
五
部
経
で
は
、
表
４
に
あ
げ
た
よ
う
な
関
係
史
料
が
残
っ

て
い
る
。
用
度
文
（
c
）
、
銭
用
帳
（
e
）
、
充
装
潢
帳
（
g
）
（
n
）
、
充
紙
筆
墨

帳
（
h
）
、
充
本
帳
（
i
）
、
校
帳
（
m
）
、
手
実
帳
（
l
）
、
布
施
申
請
（
o
）
、

用
残
報
告
（
x
）
と
い
っ
た
他
の
個
別
写
経
事
業
に
も
共
通
す
る
形
式
の
も
の
が
一

通
り
そ
ろ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
複
数
の
帳
簿
類
が
現
存
す
る
お
か
げ
で
、
ひ

と
つ
だ
け
の
史
料
で
は
判
明
し
な
い
物
品
の
動
き
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

た
と
え
ば
、
用
度
文
（
c
）
で
は
綺
八
十
丈
一
尺
、
軸
四
百
五
十
枚
が
現
物
で
請

求
さ
れ
て
い
る
が
、
書
写
が
終
了
し
布
施
申
請
（
o
）
も
提
出
さ
れ
た
後
に
よ
う
や

く
、
写
経
所
別
当
の
安
都
雄
足
か
ら
「
彼
一
百
三
十
五
部
経
綺
軸
、
以
其
残
、
令

買
市
頭
（
軸
朱
頂
）
」
と
指
示
が
出
た
（
r
）
。
写
経
所
で
は
そ
れ
ら
を
購
入
し
て

一
千
五
十
文
（
綺
七
十
丈
直
）
、
三
百
六
十
文
（
朱
頂
軸
四
百
五
十
枚
直
）
を
請
求
し

た
が
（
s
）
、
用
残
報
告
（
x
）
で
は
、
用
い
た
銭
の
内
訳
の
項
に
、
一
貫
五
十
文

（
綺
七
十
丈
直
）
、
二
百
八
十
八
文
（
朱
頂
軸
三
百
六
十
枚
直
）
と
あ
る
。
残
り
九
十

本
分
の
朱
頂
軸
の
銭
が
最
終
的
に
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
た
の
か
現
存
の
史
料
で

は
わ
か
ら
な
い
。
綺
緒
に
つ
い
て
は
、
用
度
文
（
c
）
で
は
法
花
経
と
理
趣
経
は
巻

別
一
丈
八
尺
、
金
剛
般
若
経
は
巻
別
一
丈
六
尺
と
し
て
、
合
計
八
十
丈
一
尺
が
計

上
さ
れ
た
。
緒
の
長
さ
の
差
は
、
一
巻
平
均
二
十
二
，
五
張
の
法
花
経
と
一
巻
二

十
張
の
理
趣
経
、
そ
し
て
一
巻
十
三
張
の
金
剛
般
若
経
と
い
う
、
一
巻
あ
た
り
の

経
紙
の
予
定
枚
数
か
ら
わ
か
る
巻
物
の
太
さ
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
。
綺
に
つ

い
て
も
七
十
丈
分
の
銭
し
か
支
出
さ
れ
ず
、
各
巻
に
は
予
定
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
少
し

短
い
緒
が
取
り
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
写
経
所
文
書
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
写
経
事
業
ご
と
に
整
理
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
用
度
文
・
収
納
帳
・
用
帳
・
充
帳
・
用
残
報
告
等
に
み
え
る
物
品

に
つ
い
て
、
一
連
の
運
用
状
況
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ど
の
よ
う
な
物
品

を
ど
れ
だ
け
請
求
す
る
予
定
だ
っ
た
の
か
、
実
際
に
は
ど
れ
だ
け
収
納
さ
れ
た
の

か
、
い
つ
誰
が
ど
の
よ
う
に
用
い
た
の
か
、
ど
れ
だ
け
使
用
し
て
ど
れ
だ
け
残

り
、
ど
れ
だ
け
返
上
し
た
の
か
、
ま
た
は
別
の
写
経
事
業
に
転
用
し
た
の
か
。
全

て
の
写
経
事
業
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
ま
だ
で
き
て
い
な
い
が
、
現
時
点
で

わ
か
る
範
囲
で
、
経
典
の
書
写
に
直
接
関
わ
る
物
品
の
特
徴
を
あ
げ
た
の
が
表
５

で
あ
る
。

　

常
写
や
間
写
の
①
経
紙
（
○
番
号
は
表
５
に
対
応
）
は
、
﹇
間
紙
検
定
并
便
用
帳
﹈

（
九
ノ
三
六
七
〜
三
七
〇
+
九
ノ
三
七
〇
〜
三
八
〇
+
三
ノ
四
八
五
〜
四
八
六
+
一
一
ノ
三

六
四
〜
三
六
六
）
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
紙
の
種
類
や
色
、
枚
数
が
細
か

く
記
載
さ
れ
、
あ
る
経
典
に
使
用
す
る
紙
が
ど
こ
か
ら
収
納
さ
れ
た
の

か
、
も
し
く
は
ど
の
写
経
事
業
の
紙
を
転
用
し
た
の
か
、
残
紙
を
ど
の
写

経
事
業
に
転
用
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
管
理
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て

②
凡
紙
は
、
す
べ
て
の
写
経
事
業
に
お
い
て
申
請
・
収
納
さ
れ
た
わ
け
で

は
な
く
、
写
経
所
内
で
臨
機
応
変
に
再
利
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ

る
。
③
筆
墨
は
、
支
給
・
返
上
記
録
が
細
か
く
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
て
い
た
も

の
の
、
ま
だ
ま
だ
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
多
い
。
筆
墨
の
請
求

や
支
給
は
現
物
と
銭
の
場
合
が
両
方
あ
る
が
、
銭
で
請
求
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
各
写
経
事
業
ご
と
の
財
政
と
使
用
実
態
と
を
、
効
率
的
に
調
整
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
⑦
櫃
に
は
、
カ
ギ
や
据
え
付
け
る
机
が
付
属
し

た
経
典
奉
請
用
の
櫃
、
経
紙
な
ど
の
物
品
を
移
動
す
る
た
め
の
櫃
、
写
経

所
内
で
物
品
を
保
管
す
る
た
め
の
櫃
な
ど
が
あ
る
。
な
か
で
も
小
明
櫃

は
、
各
経
師
が
写
経
中
の
経
巻
を
納
入
す
る
の
に
使
用
す
る
た
め
、
経
師

の
人
数
分
請
求
さ
れ
る
が
、
紙
筆
墨
と
違
っ

て
個
人
に
支
給
さ
れ
た
記
録
が
な
い
。
⑨
硯

も
ま
れ
に
用
度
文
で
請
求
さ
れ
る
場
合
は
、

経
師
一
人
に
つ
き
ひ
と
つ
と
い
う
意
識
が
あ

る
よ
う
だ
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
分
配

さ
れ
て
い
た
の
か
わ
か
ら
な
い
。

（
３
）
小
結

　

そ
れ
ぞ
れ
の
写
経
事
業
の
用
度
文
か
ら

は
、
ど
の
よ
う
な
物
品
が
写
経
事
業
に
必
要

で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
。
用
度
文
に
計
上
さ

れ
た
物
品
は
あ
く
ま
で
見
積
も
り
で
あ
り
、

帳
簿
類
と
比
較
検
討
す
る
と
、
実
際
に
納
入

さ
れ
て
写
経
所
で
使
用
さ
れ
た
数
量
や
種
類

は
異
な
る
。
し
か
し
そ
の
相
違
点
か
ら
、
物

品
運
用
の
計
画
と
実
態
が
浮
き
彫
り
と
な
る

の
で
あ
る
。

　

筆
墨
申
請
、
充
紙
筆
墨
、
充
本
、
手
実
、

行
事
、
上
日
、
布
施
申
請
な
ど
に
は
、
写
経

生
の
個
人
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
史
料
か
ら
、
各
写
経
生
が
ど
の
よ
う
な
物

品
を
使
用
し
て
写
経
事
業
を
行
っ
た
か
が
わ

か
る
が
、
基
本
的
に
手
本
と
す
る
本
経
と
紙

筆
墨
の
支
給
・
返
上
、
担
当
経
巻
の
用
紙
数
（
正
用
・
空
破
・
返
上
）
し
か
記
入
さ

れ
て
い
な
い
。

　

写
経
堂
で
使
わ
れ
る
物
品
の
な
か
で
、
経
紙
な
ど
新
写
経
典
に
使
用
さ
れ
る
も

の
は
、
写
経
事
業
ご
と
に
収
納
さ
れ
、
余
れ
ば
紙
一
枚
・
筆
一
本
単
位
で
細
か
く

チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
て
返
上
し
、
他
の
写
経
事
業
に
転
用
す
る
場
合
は
便
用
記
録
が
あ

る
。
し
か
し
、
机
や
小
明
櫃
な
ど
は
、
少
量
で
は
あ
る
が
写
経
所
に
収
納
さ
れ
て

い
る
の
に
、
写
経
生
の
個
人
あ
て
に
支
給
記
録
が
な
い
。
硯
や
そ
れ
に
類
す
る
も

の
、
装
潢
・
校
生
の
墨
な
ど
も
、
確
実
に
使
用
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
支
給

記
録
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
物
品
ご
と
の
運
用
状
況
の
違
い
に
注
目
し
て
検
討
す

る
こ
と
で
、
写
経
堂
の
内
部
構
造
が
み
え
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
二
　
写
経
所
に
お
け
る
物
品
の
運
用

　

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
各
写
経
事
業
ご
と
に
収
納
さ
れ
る
物
品
と
、
ま

れ
に
し
か
収
納
さ
れ
な
い
物
品
、
ま
た
個
々
の
写
経
生
あ
て
の
支
給
記
録
が
あ
る

物
品
と
支
給
記
録
が
な
い
物
品
が
あ
る
。

　

写
経
事
業
で
は
、
案
主
が
作
業
の
段
階
に

応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
帳
簿
を
作
成
し
管
理
す

る
。
経
紙
や
筆
墨
の
支
給
返
却
記
録
が
徹
底

し
て
い
る
の
は
、
最
後
に
手
実
と
照
ら
し
合

わ
せ
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
り
、
布
施
支
給

と
直
結
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に

対
し
て
、
耐
久
性
の
あ
る
硯
や
机
、
小
明
櫃

な
ど
は
、
写
経
事
業
ご
と
に
交
換
す
る
必
要
は
な
く
誰
が
使
っ
て
も
問
題
は
な

い
。

　

写
経
生
個
人
に
支
給
・
返
却
す
る
帳
簿
が
な
い
物
品
は
、
写
経
事
業
ご
と
に
メ

ン
バ
ー
が
入
れ
替
わ
る
写
経
生
個
人
に
支
給
す
る
の
で
は
な
く
、
経
師
・
校
生
・

装
潢
の
作
業
場
所
、
こ
れ
を
仮
に
〈
座
席
〉
と
呼
称
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
〈
座

席
〉
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
個
人
あ
て
の
支
給
記
録

が
な
い
の
は
、
写
経
生
個
人
に
支
給
し
た
の
で
は
な
く
、
案
主
が
管
理
す
る
写
経

堂
の
各
〈
座
席
〉
に
割
り
当
て
た
物
品
だ
か
ら
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
職
掌
ご
と

に
、
前
章
で
抽
出
し
た
物
品
の
性
質
を
整
理
し
、
〈
座
席
〉
で
運
用
さ
れ
た
物
品

を
検
討
し
て
み
た
い
（
表
６
）
。

（
１
）
案
主

　

案
主
は
、
常
写
・
間
写
・
私
願
経
書
写
、
経
典
の
確
保
や
出
納
な
ど
、
写
経
所

の
運
営
・
管
理
を
同
時
に
遂
行
す
る
。
写
経
事
業
別
、
用
途
別
に
多
数
の
帳
簿
や

報
告
書
を
作
成
し
、
写
経
生
や
物
品
を
効
率
的
に
管
理
し
て
い
た
。

　

写
経
所
は
堂
（
作
業
場
）
と
曹
司
（
事
務
局
）
か
ら
構
成
さ
れ
、
他
の
律
令
官

司
、
特
に
作
業
場
の
必
要
な
現
業
官
司
で
も
同
じ
よ
う
な
構
造
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
造
東
大
寺
司
か
ら
写
経
所
に
配
属
さ
れ
た
案
主
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
担

当
を
分
担
し
、
共
同
で
運
営
す
る
体
制
で
あ
っ
た
。
案
主
曹
司
（
案
主
曹
所
・
案
主

所
）
に
は
櫃
が
あ
り
、
櫃
記
等
に
記
載
す
る
こ
と
で
物
品
を
種
類
別
に
管
理
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
（
八
ノ
五
八
〇
、
一
〇
ノ
四
四
五
）
。
こ
の
櫃
に
は
内
裏
や
造
東
大

寺
司
か
ら
収
納
さ
れ
た
物
品
や
、
写
経
生
か
ら
返
上
さ
れ
た
物
品
が
納
め

ら
れ
て
い
た
。
金
字
経
の
時
に
瑩
生
（
校
生
が
兼
任
す
る
場
合
あ
り
）
が
使
用

す
る
猪
牙
な
ど
、
特
別
な
場
合
に
し
か
使
用
し
な
い
も
の
は
、
案
主
が
保

管
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
案
主
の
〈
座
席
〉
は
堂
と
曹
司
の
両
方

に
あ
り
、
適
宜
使
い
分
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

栄
原
永
遠
男
氏
は
、
写
経
所
の
事
務
局
に
設
置
さ
れ
た
〈
反
古
箱
〉
と

い
う
概
念
を
想
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
案
主
の
手
元
に
置
か
れ
た
櫃
や

〈
反
古
箱
〉
な
ど
に
整
理
さ
れ
た
凡
紙
、
反
古
紙
の
使
い
方
に
は
、
そ
の

残
存
状
況
か
ら
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
一
定
の
ル
ー
ル
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

白
紙
（
表
裏
と
も
未
使
用
）
の
凡
紙
は
、
「
公
文
料
」
と
し
て
提
出
文
書

や
帳
簿
作
成
に
使
用
さ
れ
た
。
ま
た
写
経
生
の
手
実
等
の
作
成
の
た
め
に

も
使
用
さ
れ
た
。
つ
ぎ
に
、
端
継
・
裹
紙
な
ど
に
使
用
さ
れ
た
あ
と
の
白

紙
の
反
古
紙
は
、
案
主
の
手
元
に
返
却
さ
れ
た
場
合
は
、
帳
簿
作
成
や
写

経
生
の
手
実
等
作
成
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た
。
紙
が
短
く
切
断
さ
れ
て
い

た
り
、
多
少
し
わ
に
な
っ
た
り
も
し
て
い
る
が
、
写
経
所
内
で
の
帳
簿
類

に
使
用
す
る
に
は
十
分
の
状
態
で
あ
ろ
う
。
一
次
利
用
さ
れ
、
背
面
の
み

空
白
の
反
古
紙
は
、
案
主
の
手
元
で
帳
簿
作
成
に
使
用
さ
れ
た
。
一
次
面
の
情
報

は
す
で
に
必
要
な
く
、
破
棄
さ
れ
た
と
は
い
え
、
表
裏
が
混
同
し
て
は
い
け
な
い

と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
た
め
か
、
写
経
生
に
配
布
し
て
手
実
等
を
書
か
せ
る
こ
と

は
な
く
、
案
主
の
責
任
の
も
と
で
新
た
に
貼
り
継
が
れ
、
二
次
利
用
さ
れ
た
よ
う
で

あ
る
。
つ
ま
り
、〈
反
古
箱
〉
の
中
は
、
そ
の
状
態
に
よ
っ
て
区
分
け
が
さ
れ
、
使

用
目
的
が
分
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
経
師
等
の
浄
衣
は
用
度
文
や
収
納
帳
等
に
散
見
さ
れ
る
が
、
案
主
の
浄
衣

に
つ
い
て
は
写
経
所
文
書
中
の
記
載
例
が
非
常
に
少
な
い
。
経
師
等
が
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
単
位
に
召
集
さ
れ
る
非
常
勤
職
員
だ
っ
た
の
に
対
し
、
案
主
は
造
東
大
寺
司
か

ら
定
期
的
に
浄
衣
を
受
け
取
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
用
度
文
の

人
功
の
部
分
に
も
、
経
師
・
装
潢
・
校
生
・
題
師
・
雑
使
・
膳
部
・
駆
使
丁
な
ど
は
あ

げ
ら
れ
る
が
、
案
主
は
計
上
さ
れ
な
い
。
案
主
は
、
写
経
事
業
を
管
理
す
る
側
の
ス

タ
ッ
フ
で
あ
り
、
個
別
写
経
事
業
の
予
算
に
は
組
み
込
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
。

（
２
）
経
師

　

経
師
の
中
核
を
占
め
る
の
は
い
く
つ
も
の
写
経
事
業
に
携
わ
る
経
験
者
だ
が
、

写
経
事
業
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
単
位
で
あ
り
、
作
業
が
な
い
と
き
は
も
と
の
所
属
に

戻
っ
た
り
、
別
の
写
経
所
に
出
向
し
た
り
す
る
。
大
量
の
写
経
事
業
の
時
は
、
あ

ち
こ
ち
に
招
集
が
か
け
ら
れ
、
写
経
生
が
か
き
集
め
ら
れ
た
。
同
時
期
に
常
写
と

間
写
を
掛
け
持
ち
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
経
師
忍
海
広
次
は
、
天
平
勝
宝
五
年

（
七
五
三
）
八
月
八
日
か
ら
二
十
七
日
ま
で
は
法
花
経
一
部
の
経
紙
を
支
給
さ
れ
、

そ
れ
が
終
わ
る
と
す
ぐ
に
八
月
二
十
九
日
か
ら
九
月
十
九
日
に
か
け
て
、
別
の
写

経
事
業
で
あ
る
八
十
花
厳
経
一
部
の
経
紙
を
支
給
さ
れ
て
い
る
（
一
〇
ノ
五
六

六
）
。
ベ
テ
ラ
ン
の
経
師
で
あ
る
忍
海
広
次
は
、
案
主
に
よ
っ
て
休
む
間
も
な
く
次

か
ら
次
へ
と
写
経
事
業
に
割
り
当
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

経
師
は
写
経
事
業
ご
と
に
〈
座
席
〉
に
振
り
分
け
ら
れ
、
小
明
櫃
に
本
経
と
新

写
経
典
を
入
れ
、
下
纏
に
筆
墨
な
ど
の
用
具
を
ま
と
め
て
保
管
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
経
師
は
、
各
〈
座
席
〉
に
備
え
付
け
ら
れ
た
硯
や
小
明
櫃
と
、
案
主
か
ら
配

布
さ
れ
た
式
・
敷
・
下
纏
を
使
い
、
写
経
事
業
ご
と
に
支
給
さ
れ
る
経
紙
と
筆
墨

を
用
い
て
書
写
し
た
の
で
あ
る
。

　

机
に
関
す
る
記
載
は
非
常
に
少
な
い
が
、
経
師
が
書
写
す
る
の
に
使
っ
た
机
と

し
て
は
、
「
書
机
」
が
あ
げ
ら
れ
る
（
六
ノ
三
八
六
）
。
宝
亀
三
年
（
七
七
二
）
、
始

二
部
一
切
経
が
奉
写
先
一
切
経
司
よ
り
奉
写
一
切
経
所
へ
移
管
さ
れ
る
に
あ
た
っ

て
、
使
い
か
け
の
物
品
が
ま
と
め
て
収
納
さ
れ
た
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
ひ
と

つ
の
経
巻
を
複
数
人
で
写
す
場
合
も
あ
り
、
写
経
事
業
ご
と
に
割
り
当
て
ら
れ
た

区
画
の
〈
座
席
〉
に
ま
と
ま
っ
て
座
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
３
）
装
潢

　

装
潢
と
は
、
天
平
か
ら
宝
亀
年
間
ま
で
約
三
十
年
も
写
経
所
文
書
に
み
え
る
能

登
忍
人
な
ど
、
比
較
的
特
定
の
者
が
長
期
間
務
め
る
専
門
技
術
職
で
あ
る
。
装
潢

作
業
の
四
工
程
と
し
て
、
経
を
書
写
す
る
前
に
行
う
継
・
打
・
界
と
、
書
写
後
に

行
う
装
書
が
あ
る
。
継
と
は
、
書
写
す
る
経
巻
の
張
数
に
合
わ
せ
て
大
豆
糊
で
経

紙
を
貼
り
継
い
で
、
巻
首
（
巻
尾
に
も
付
け
た
可
能
性
あ
り
）
に
端
継
紙
を
貼
り
継

ぎ
、〈
仮
軸
〉
を
付
け
る
。
打
と
は
、
経
巻
を
紙
打
石
な
ど
で
た
た
い
て
、
紙
の
緊

密
度
、
平
滑
度
を
高
め
、
滲
み
を
お
さ
え
る
。
界
と
は
、
縦
横
の
界
線
を
引
く
作

業
で
あ
る
。
書
写
・
校
正
終
了
後
、
端
継
紙
を
取
り
外
し
、
表
紙
付
け
、
端
切
、

軸
付
け
、
緒
付
け
を
す
る
の
が
装
書
で
あ
る
。

　

装
潢
に
は
何
千
張
の
紙
が
一
度
に
充
て
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
、
仕
事
内
容
が
多

岐
に
渡
る
た
め
用
具
も
多
く
、
あ
る
程
度
広
い
作
業
空
間
が
必
要
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
装
潢
の
指
示
の
も
と
、
仕
丁
が
紙
打
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
天
平
十
一

年
頃
〜
勝
宝
初
年
頃
に
は
「
装
潢
所
」
が
み
え
、
紙
打
を
行
う
「
紙
屋
」
が
天
平

十
七
年
後
半
〜
十
八
年
頃
設
置
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。

　

端
継
紙
や
仮
帙
、
〈
仮
軸
〉
な
ど
は
、
装
潢
が
写
経
開
始
に
あ
た
っ
て
取
り
付

け
た
も
の
を
、
書
写
終
了
後
に
取
り
外
す
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
再
利
用
す
る
と
い

う
、
装
潢
を
中
心
と
し
た
作
業
用
備
品
の
サ
イ
ク
ル
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
は
案
主
の
管
理
下
に
は
な
い
物
品
の
動
き
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
案
主
が
管

理
す
る
帳
簿
に
は
記
載
さ
れ
ず
、
写
経
所
文
書
に
は
残
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

（
４
）
校
生

　

校
正
は
、
基
本
的
に
別
々
の
校
生
が
二
回
行
う
。
案
主
や
経
師
、
装
潢
な
ど
が

兼
任
す
る
こ
と
も
あ
る
。

　

宝
亀
三
年
に
奉
写
先
一
切
経
司
よ
り
奉
写
一
切
経
所
へ
収
納
さ
れ
た
も
の
の
な

か
に
「
校
書
長
机
」
（
六
ノ
三
八
六
）
が
み
え
る
。
本
経
と
新
写
経
典
を
大
き
く
広

げ
て
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
い
く
た

め
か
、
「
長
机
」
と
い
う
か
ら

に
は
、
経
師
の
机
よ
り
長
い
形

状
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

（
５
）
小
結

　

以
上
の
よ
う
に
物
品
は
様
々

な
か
た
ち
で
運
用
さ
れ
る
。
表

６
で
示
し
た
ス
タ
ッ
フ
ご
と
に

取
り
扱
う
物
品
の
動
き
を
模
式

図
に
し
た
の
が
図
１
で
あ
る
。

写
経
堂
の
備
品
は
案
主
が
管
理

し
て
い
る
た
め
、
申
請
・
収
納
記
録
の
み
残
り
、
支
給
記
録
は
残
ら
な
い
。
机
な

ど
耐
久
性
の
あ
る
備
品
は
、
造
東
大
寺
司
管
下
の
写
経
所
に
な
る
前
、
光
明
・
皇

后
宮
職
の
写
経
所
時
代
か
ら
引
き
続
き
使
わ
れ
て
き
た
も
の
が
多
数
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
造
石
山
寺
写
経
所
、
始
二
部
一
切
経
が
奉
写
一
切
経
所
に
移
管
さ
れ
た

時
な
ど
、
写
経
す
る
場
や
写
経
所
自
体
の
場
所
が
移
転
す
る
場
合
は
、
多
数
の
備

品
が
準
備
さ
れ
た
り
移
動
し
た
り
す
る
。
こ
れ
ら
の
備
品
は
写
経
事
業
ご
と
に
準

備
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
必
要
に
応
じ
て
随
時
補
充
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
ま
と
め

　

写
経
事
業
に
必
要
な
物
品
は
、
用
度
文
で
見
積
も
り
が
作
成
さ
れ
、
収
納
さ
れ

た
。
写
経
堂
で
は
基
本
的
に
一
切
経
が
書
写
さ
れ
て
お
り
、
必
要
な
物
品
は
随
時

収
納
さ
れ
て
い
た
。
十
分
な
物
品
が
収
納
さ
れ
な
い
間
写
の
個
別
写
経
事
業
も
多

か
っ
た
が
、
案
主
の
采
配
に
よ
り
、
常
写
や
予
算
の
潤
沢
な
間
写
の
物
品
を
転
用

す
る
な
ど
し
て
対
処
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
新
写
経
典
の
材
料
と
な
る
物
品

（
経
紙
や
軸
な
ど
）
は
経
典
と
し
て
完
成
す
る
と
奉
請
さ
れ
る
が
、
写
経
生
た
ち

が
作
業
に
使
う
物
品
（
机
や
硯
、
櫃
な
ど
）
は
、
写
経
堂
の
備
品
と
し
て
長
く
使
用

さ
れ
た
。
筆
・
墨
な
ど
の
消
耗
品
は
写
経
用
紙
数
に
応
じ
て
収
納
さ
れ
る
が
、
一

定
の
使
用
限
度
を
超
え
て
も
、
様
々
な
用
途
に
使
い
続
け
ら
れ
た
。
案
主
は
納

帳
、
充
帳
、
用
帳
な
ど
多
く
の
帳
簿
を
使
っ
て
、
こ
れ
ら
の
物
品
を
管
理
し
た
の

で
あ
る
。

　

写
経
堂
内
は
、
案
主
、
経
師
、
校
生
、
装
潢
そ
れ
ぞ
れ
の
作
業
場
に
わ
か
れ
て

お
り
、
各
〈
座
席
〉
に
必
要
な
物
品
が
備
え
付
け
ら
れ
た
。
写
経
事
業
ご
と
に
写

経
生
の
メ
ン
バ
ー
が
入
れ
替
わ
る
た
び
、
〈
座
席
〉
に
振
り
分
け
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
正
倉
院
文
書
研
究
で
は
、
ど
の
よ
う
に
組
織
が
変
遷
し
て
き
た

か
、
個
別
写
経
事
業
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
な
ど
は
検
討
さ
れ
て
き
た
が
、

写
経
所
の
具
体
的
な
内
部
構
造
を
見
通
す
こ
と
は
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
。
物

品
の
運
用
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
堂
の
内
部
構
造
を
垣
間

見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

本
論
で
は
、
写
経
所
の
物
品
運
用
に
つ
い
て
、
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
を
提
示
し
た
に

す
ぎ
な
い
。
個
々
の
物
品
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
詳
細
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
ま
た
、
時
期
ご
と
の
変
遷
、
写
経
所
組
織
の
変
遷
に
即
し
て
考
え
る

必
要
が
あ
る
。

　

写
経
所
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
ご
と
に
分
業
体
制
を
整
え
た
、
き
わ
め
て
組

織
的
な
経
典
製
作
工
房
で
あ
る
。
造
東
大
寺
司
を
中
心
と
す
る
他
の
造
営
・
造
物

関
係
の
組
織
も
、
同
様
の
体
制
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
写
書
手
・
造
紙
手
・
造

筆
手
な
ど
を
抱
え
る
図
書
寮
は
、
写
経
所
と
よ
く
似
た
性
格
を
持
つ
官
司
と
考
え

ら
れ
、
写
経
所
の
運
営
と
類
似
す
る
点
も
多
い
と
思
わ
れ
る
。
令
外
官
で
あ
る
写

経
所
の
特
殊
性
も
あ
ろ
う
が
、
以
上
の
よ
う
な
堂
の
内
部
構
造
を
念
頭
に
お
い
て

一
般
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
古
代
に
お
け
る
手
工
業
的
な
組
織
の
あ
り
方

を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
事
務
的
な
官
司
と
の
相
違
点
は
今
後

検
討
し
た
い
が
、
奈
良
時
代
の
官
司
が
実
務
レ
ベ
ル
で
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
運

用
さ
れ
て
い
た
か
、
そ
の
一
端
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

【
注
】

（
１
）
栄
原
永
遠
男
ａ
『
奈
良
時
代
の
写
経
と
内
裏
』
（
塙
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
、
同
ｂ

『
奈
良
時
代
写
経
史
研
究
』
（
塙
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
、
同
ｃ
『
正
倉
院
文
書
入

門
』
（
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
一
年
）
、
杉
本
一
樹
『
日
本
古
代
文
書
の
研
究
』

（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）
、
山
下
有
美
『
正
倉
院
文
書
と
写
経
所
の
研
究
』

（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）
な
ど
多
数
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
い

る
。
桑
原
祐
子
「
正
倉
院
文
書
の
訓
読
と
注
釈
請
暇
不
参
解
編
」
（
一
）
（
二
）

（
奈
良
女
子
大
学
二
十
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
報
告
書V

ol.

四
・
九　

二
〇
〇
五

年
、
二
〇
〇
七
年
）
、
宮
川
久
美
「
正
倉
院
文
書
の
訓
読
と
注
釈
月
借
銭
解
編
」
第

一
〜
第
七
分
冊
（
『
奈
良
佐
保
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
十
六
〜
二
十
四
号
、
二
〇

〇
九
年
〜
二
〇
一
七
年
）
は
請
暇
不
参
解
・
月
借
銭
解
に
一
通
ず
つ
訓
読
と
注
釈
を

加
え
た
も
の
で
あ
る
。

（
２
）
奈
良
時
代
に
国
家
的
な
写
経
事
業
を
行
っ
た
機
関
は
、
内
裏
系
統
の
写
経
機
関
と
、

「
写
経
所
文
書
」
が
残
る
皇
后
宮
職
系
統
の
写
経
機
関
が
あ
る
。
組
織
も
名
称
も
さ

ま
ざ
ま
な
変
遷
を
た
ど
る
が
、
本
論
文
で
は
、
史
料
に
名
称
が
明
記
さ
れ
て
い
る
場

合
以
外
は
、
便
宜
的
に
「
写
経
所
」
で
統
一
す
る
。

（
３
）
渡
部
陽
子
ａ
「
正
倉
院
文
書
に
お
け
る
「
荒
紙
」
「
悪
紙
」
」
（
栄
原
永
遠
男
編

『
日
本
古
代
の
王
権
と
社
会
』
塙
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
、
同
ｂ
「
「
下
纏
」
と

「
式
」
「
敷
」
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
二
、
二
〇
一
一
年
）
、
同
ｃ
「
正
倉

院
文
書
に
み
え
る
帙
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
三
、
二
〇
一
三
年
）
、
同
ｄ

「
正
倉
院
文
書
に
み
え
る
浄
衣
」
（
栄
原
永
遠
男
編
『
正
倉
院
文
書
の
歴
史
学
・
国

語
学
的
研
究
│
解
移
牒
案
を
読
み
解
く
│
』
和
泉
書
院
、
二
〇
一
六
年
）
、
同
ｅ

「
正
倉
院
文
書
に
み
え
る
櫃
」
（
栄
原
永
遠
男
・
佐
藤
信
・
吉
川
真
司
編
『
東
大
寺

の
新
研
究
二　

歴
史
の
な
か
の
東
大
寺
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
七
年
）

（
４
）
吉
田
孝
氏
は
、
写
経
事
業
の
予
算
案
を
整
理
し
て
そ
の
形
式
を
提
示
し
た
（
吉
田
孝

「
律
令
時
代
の
交
易
」
（
『
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
三

年
）
）
。
こ
れ
ら
の
予
算
案
は
「
造
東
大
寺
司
解　

申
請
奉
写
経
用
度
物
事
」
と
書

き
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
端
裏
書
や
題
籤
に
は
「
用
度
文
」
と
書
か
れ
た
も
の

が
散
見
さ
れ
る
た
め
、
こ
の
形
式
の
文
書
は
当
時
「
用
度
文
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
な
お
本
論
で
は
、
写
経
事
業
開
始
に
あ
た
っ
て
必
要
な
物
品
類
を
書

き
だ
し
た
も
の
を
「
用
度
文
」
と
し
、
個
別
の
物
品
の
み
を
申
請
す
る
文
書
や
、
写

経
事
業
の
途
中
で
物
品
を
追
加
申
請
す
る
文
書
は
用
度
文
と
は
み
な
さ
な
い
。

（
５
）
『
大
日
本
古
文
書
（
編
年
）
』
一
四
巻
二
九
二
頁
〜
三
〇
〇
頁
。
以
下
『
大
日

古
』
、
一
四
ノ
二
九
二
〜
三
〇
〇
と
略
す
。
ま
た
本
論
文
に
お
い
て
「　

」
で
示
す

史
料
名
は
『
大
日
古
』
の
も
の
、
﹇　

﹈
で
示
す
の
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編

『
正
倉
院
文
書
目
録
』
の
も
の
で
あ
る
。

（
６
）
栄
原
永
遠
男
「
光
明
皇
太
后
没
前
の
写
経
事
業
群
」
（
前
掲
注
１
著
書
ｂ
）

（
７
）
表
５
に
あ
げ
た
物
品
の
う
ち
、
経
紙
・
凡
紙
に
つ
い
て
は
注
３
拙
稿
ａ
・
ｂ
、
帙
は

拙
稿
ｃ
、
浄
衣
は
拙
稿
ｄ
、
櫃
は
拙
稿
ｅ
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
た
。

（
８
）
桑
原
祐
子
「
墨
の
記
述
―
墨
頭
・
墨
端
と
助
数
詞
」
（
『
正
倉
院
文
書
の
国
語
学
的

研
究
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）
、
濱
道
孝
尚
「
写
経
所
に
お
け
る
「
私
書
」

の
書
写
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
三
、
二
〇
一
三
年
）

（
９
）
仁
王
経
疏
一
部
五
巻
の
用
度
文
で
は
、
経
紙
・
凡
紙
、
菟
毛
筆
一
管
半
と
墨
一
挺
を

買
う
た
め
の
銭
を
申
請
し
て
い
る
（
表
２
№
28
、
一
六
ノ
三
七
五
〜
三
七
六
）
。
筆

そ
の
も
の
を
一
管
と
半
分
だ
け
授
受
す
る
と
い
う
の
は
、
物
理
的
に
不
可
能
で
あ

る
。
同
じ
年
に
行
わ
れ
た
梵
網
経
四
十
巻
・
四
分
僧
戒
本
経
十
巻
・
四
分
尼
戒
本
経

十
巻
の
用
度
文
で
は
、
菟
毛
筆
一
管
（
四
十
文
）
を
も
っ
て
写
紙
百
五
十
張
、
墨
一

挺
（
三
十
文
）
を
も
っ
て
写
紙
三
百
張
と
あ
る
（
表
２
№
30
、
一
六
ノ
三
四
二
、
二

五
ノ
三
四
〇
）
。
筆
一
管
と
半
分
だ
と
、
二
百
二
十
五
張
を
写
す
こ
と
が
で
き
、
仁

王
経
疏
で
申
請
さ
れ
た
経
紙
は
百
九
十
一
張
で
あ
る
か
ら
、
十
分
で
あ
る
。
写
経
所

は
、
筆
墨
の
現
物
で
は
な
く
、
菟
毛
筆
一
管
半
の
銭
六
十
文
と
墨
一
挺
の
銭
三
十
文

と
い
う
よ
う
に
、
銭
を
申
請
す
る
こ
と
で
、
用
紙
数
に
応
じ
た
詳
細
な
計
画
を
た
て

る
こ
と
が
で
き
る
。
写
経
事
業
ご
と
に
筆
墨
そ
の
も
の
を
準
備
す
る
の
で
は
な
く
、

必
要
な
銭
を
収
納
し
て
、
写
経
所
の
在
庫
分
を
順
次
使
用
す
る
。
様
々
な
写
経
事
業

を
断
続
的
に
行
う
写
経
所
だ
か
ら
こ
そ
可
能
と
な
る
、
筆
墨
の
合
理
的
な
運
用
方
法

で
あ
る
。

（
10
）
山
下
有
美
「
写
経
機
構
の
内
部
構
造
と
運
営
」
（
前
掲
注
１
著
書
）

（
11
）
栄
原
永
遠
男
『
正
倉
院
文
書
入
門
』
（
前
掲
注
１
著
書
ｃ
）

（
12
）
端
継
に
つ
い
て
は
、
杉
本
一
樹
「
端
継
・
式
敷
・
裹
紙
」
（
前
掲
注
１
著
書
）
。
史

料
上
に
は
〈
仮
軸
〉
に
関
す
る
記
載
は
み
え
な
い
が
、
端
継
の
二
次
利
用
と
考
え
ら

れ
る
続
修
後
集
第
二
二
巻
が
、
軸
付
紙
の
形
状
を
な
す
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
仮
の
軸

が
取
り
付
け
ら
れ
た
と
す
る
。
書
写
中
は
、
巻
首
に
取
り
付
け
ら
れ
た
端
継
が
、
軸

付
紙
と
仮
表
紙
の
役
割
を
兼
ね
た
と
考
え
ら
れ
、
書
写
終
了
後
、
巻
首
に
は
正
式
な

表
紙
が
、
巻
尾
に
は
正
式
な
軸
が
取
り
付
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
13
）
大
隅
亜
希
子
「
装
潢
組
織
の
展
開
と
布
施
支
給
の
変
遷
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』

六
、
一
九
九
九
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

（
大
阪
市
立
大
学
都
市
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
）
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論　文

例

正倉院宝物にあり

正倉院宝物にあり

正倉院宝物にあり

正倉院宝物にあり

【破紙】続別46①～⑧：表［写経破紙］（大日古未
収）。①裏［納本経第六櫃盛文］（3/38ℓ6～40）、②裏

［納本経第四櫃盛文］（3/36～38ℓ5）、⑤裏［間紙充
帳］（24/352～353）に再利用。③④⑥⑦⑧裏は空。

【手実】天平11年「経師手実帳」（7/301～378）、天平12
年「経師手実帳」（7/423～472）、天平11年4/9～10「百
部法華経経師手実」（7/240～247）、天平20年春季「後
写一切経経師手実」（10/133ℓ5～134ℓ7、24/482、
10/134ℓ8～153ℓ11、10/237、10/168ℓ11～172）など。

【請暇不参解】宝字～宝亀年間を中心に238通あり
【月借銭解】宝亀年間を中心に107通あり

正倉院宝物に「久米浄／衣返上」の墨書がある布袍
あり（中倉二〇二布袍　衣第二号（第一一一号櫃））

続々修36-1：紫色の表紙の経典の痕跡が色移りして残った
仮帙を、「経紙筆墨紙充帳」（10/384～435）の一部に転用。

【端継紙】続後22（2）裏：［請暇不参解］4通（6/330、20/73
～74、6/323～324、20/63）それぞれ奥の端継紙を使用。そ
の後、背面を［奉写一切経所食口案］（6/333ℓ3～335）に転
用。（3）は端継+写経料紙1行分を12組貼り継ぎ、［一切経
并千手経充紙帳］（24/151～160）として使用。（3）裏は空。

【界料の筆墨】千部法華経：天平20年11/10請刀子10・墨1
挺・鹿毛10箇装潢料（3/6）
金字華厳経1部80巻（紫紙金字経、界線銀墨）：勝宝3年
3/22納銀墨2分2朱（界料且所請）、5/15充銀墨1分（受能
登忍人）（11/497、555）

収納・支給 使用後

・現物収納、現物支給が多い。
・充装潢帳、充紙帳によって支給を管理。

・全ての写経事業で申請・収納されるわけではない。
・経師に1張ずつ支給（充紙筆墨帳などに記載あり）。

・造物所などで作成か。購入する場合もあり。
・必要な巻数分だけ収納され、余りはない。

・造帙所、造物所などで作成か
・必要な巻数分だけ収納され、余りはない。

・綺製のものが多い
・必要な巻数分だけ収納され、ほとんど余りはないか。

・請求・収納例が少なく、個人への支給例はない。

・提出文書…白紙に書く。
・帳簿…白紙・反古紙に書く。写経事業別、種類別
 に作成。

・現物収納、現物支給が多い。 ・返上記録が少ない。余れば次回以降に活用か。

・取り外し後、案主に戻され帳簿等に再利用か。
・装潢により、別の経の端継紙等に再利用か。

・書写後の経典を納めて奉請。
・経紙の残紙等を収納して返上。
・保管用の櫃は写経所内で長期間利用したか。

・何度も再利用か。

・経典に取り付けられて奉請。

・経典に取り付けられて奉請。

・経典に付属して奉請。

・何度も再利用か。

・返上記録みえず。
・一度収納されれば長期間利用したか。

・返上記録みえず。
・一度収納されれば長期間利用したか。

・返上記録みえず。
・一度収納されれば長期間利用したか。

・全ての写経事業で申請・収納されるわけではない。

・申請例は少ないため、裹紙などが再利用されたか。

・巻尾の“奥の端継紙”（続後22（2）裏）に天地横界の引き流
れが残るため、継の段階で取り付けたか。（ただし“奥の端継
紙”は史料上にみえず、特殊例だった可能性も高い。）

※仮軸も史料上にはみえず、実物も現存しない。

・残紙…案主に返上され、便用帳などで管理。発願主
の意向をくんだ案主の采配により、別の写経に転用。

・破紙（書写後、間違い等により差し替えられた経紙）…
案主に返上され、帳簿等に再利用されることもあり。

・使用済みの筆墨は案主に返上され（古筆・墨端）、次
回の写経事業や私願経の書写、帳簿作成等に使用。

・金字経で使用される金埿・銀埿（金墨・銀墨）は、残
れば返上される。

・金埿・銀埿以外は返上記録見えず。
・金字経の時のみしか使用されないため、案主の手元
などで保管されたか。

・手実・請暇不参解・月借銭解…1次文書として白
紙に書かれたものが多く、“手実帳”などとして貼り
継がれて案主に管理された後、事務処理終了後
に破棄され、ある程度貼り継がれたままひっくり返
されて、背面を別の帳簿に再利用。

・返上記録が少ない。消耗品とされ経師の手元
で再利用されたか。

・返上するのは、最後まで写経しなかった人のみ。

・請求・収納例が少ない。
・用度申請にみえるのは二部大般若と大般若経1部（宝字6・
8）のみ（経師の人数分申請）。

・硯を個人に充てたのは1例のみ（8/428）。
・天平18年に筆漬杯・筆洗杯もあり。

・請求・収納例が少ない。・装潢1人に刀子1～3本支給する場
合あり。

・用度申請される時も装潢の人数と合致するとは限らない。
・大小あり。紙刀（造紙料）と料理食物料の刀子を区別してい
ないので形状は同じか（15/67）。

・請求・支給は現物と銭の場合あり。
・筆１管半の銭の用度申請（16/376）。効率的に銭で管理。
・充筆墨帳によって管理。
・界料の墨…用度申請にない。書写用の墨に含まれるか。支
給記録も少ない。

・書写前の経紙等を入れて写経所に収納される場合あり。
・小明櫃は、各経師が書写中の経巻を入れるのに使用する
が、個人への支給記録はない。

・各写経生への支給記録は少ない（6/6～20など）。
・写経事業ごとに申請・収納されず、長期間着用するため、各
人が管理したか。（請暇解によると家に持ち帰る場合あり）

・金字経の場合のみ、金埿・銀埿（金墨・銀墨）、膠、白銅
小盤、炭などと共に申請・収納される。



　
　
は
じ
め
に

　

正
倉
院
文
書
研
究
で
は
、
文
書
論
、
組
織
論
、
個
別
写
経
事
業
な
ど
に
つ
い
て

研
究
が
進
ん
で
い
る
。
写
経
生
に
関
し
て
も
、
月
借
銭
、
請
暇
に
つ
い
て
の
研
究

が
あ
る
。
し
か
し
、
写
経
所
と
は
ど
の
よ
う
な
環
境
で
あ
っ
た
か
、
具
体
的
に
ど

の
よ
う
に
作
業
を
し
て
い
た
か
、
ま
だ
わ
か
っ
て
い
な
い
点
が
多
い
。

　

正
倉
院
文
書
の
大
半
を
占
め
る
「
写
経
所
文
書
」
は
、
写
経
所
に
お
け
る
写
経

事
業
に
関
す
る
文
書
・
帳
簿
類
で
あ
り
、
人
や
物
品
の
や
り
取
り
や
状
況
が
記
載

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
私
は
、
こ
れ
ら
の
文
書
や
帳
簿
類
を
詳
細
に
検
討
す
る

こ
と
に
よ
り
、
い
く
つ
か
の
物
品
に
焦
点
を
当
て
て
そ
の
機
能
を
考
え
て
き
た
。

本
論
で
は
、
物
品
の
申
請
・
収
納
・
支
給
・
使
用
状
況
・
返
却
な
ど
に
つ
い
て
、

写
経
事
業
ご
と
に
整
理
し
な
が
ら
具
体
的
に
検
討
し
、
誰
が
・
い
つ
・
ど
こ
で
・

何
を
・
何
の
た
め
に
・
ど
の
よ
う
に
使
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
写
経
所
の
空
間
構
造
を
見
通
し
た
い
。

　

律
令
制
下
の
役
所
に
つ
い
て
、
組
織
の
具
体
的
な
運
用
ま
で
わ
か
る
史
料
は
、

　
　
　
　

写
経
所
文
書
以
外
に
な
い
。
木
簡
は
貴
重
な
一
次
史
料
だ
が
、
断
片
的
な
情
報
し

か
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
写
経
所
文
書
も
、
全
て
の
文
書
や
帳
簿
群
が
現
存
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
江
戸
末
期
か
ら
明
治
時
代
に
行
わ
れ
た
「
整

理
」
に
よ
っ
て
ば
ら
ば
ら
に
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
原
本
調
査
や
、
史
料
内

容
の
丹
念
な
研
究
成
果
に
よ
り
、
多
く
の
情
報
を
体
系
的
に
得
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

造
東
大
寺
司
管
下
の
写
経
所
は
、
写
経
と
い
う
宗
教
行
為
を
行
う
場
で
あ
る
と

同
時
に
、
分
業
体
制
に
よ
る
組
織
運
営
を
行
う
工
房
的
な
性
格
を
も
つ
役
所
で
も

あ
る
。
写
経
所
文
書
を
使
っ
て
写
経
所
の
内
部
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
図
書
寮
な
ど
他
の
一
般
官
司
に
つ
い
て
も
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

表
１
は
写
経
所
の
構
成
員
と
そ
の
役
割
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
論
で
は
、

正
倉
院
文
書
に
み
え
る
物
品
が
、
写
経
事
業
の
中
で
ど
の
よ
う
に
機
能
し
運
用
さ

れ
て
い
た
か
を
総
合
的
に
考
え
た
い
。
ま
ず
、
用
度
文
（
用
度
申
請
）・
用
残
報
告
や

帳
簿
類
に
よ
り
、
写
経
事
業
に
お
け
る
物
品
の
申
請
・
使
用
状
況
を
検
討
す
る
。

次
に
、
個
別
写
経
事
業
で
使
わ
れ
る
物
品

を
、
そ
の
性
質
ご
と
に
分
別
し
、
職
掌
ご

と
に
整
理
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
奈
良

時
代
の
写
経
所
が
ど
の
よ
う
な
空
間
だ
っ

た
の
か
、
内
部
構
造
を
立
体
的
に
解
明
す

る
た
め
の
見
通
し
を
た
て
た
い
。
な
お
、

広
義
の
写
経
所
と
は
、
写
経
に
関
す
る
作

業
を
行
う
写
経
堂
に
加
え
、
経
師
等
が
生

活
す
る
食
堂
（
料
理
供
養
所
）
、
宿
所
な
ど

も
含
ま
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
様
々
な

物
品
が
使
用
さ
れ
る
が
、
本
論
の
検
討
対
象
は
、
写
経
堂
に
限
定
す
る
。

　
　
一
　
用
度
文
に
み
え
る
物
品

（
１
）
用
度
文

　

個
別
写
経
事
業
を
始
め
る
に
あ
た
り
、
写
経
所
の
事
務
官
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ

た
予
算
案
（
見
積
書
兼
請
求
書
）
が
用
度
文
（
用
度
申
請
）
で
あ
る
。
用
度
文
の
書
き
出

し
は
「
写
経
所
解
」「
写
書
所
解
」
ま
た
は
「
造
東
大
寺
司
解
」
な
ど
と
な
っ
て
お

り
、
写
経
所
の
案
主
が
下
書
き
を
作
成
し
、
造
東
大
寺
司
政
所
で
清
書
さ
れ
、
太
政

官
も
し
く
は
写
経
事
業
の
発
願
主
に
提
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
用
度
文
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
写
経
事
業
を
遂
行
す
る
に
あ
た
っ
て
必
要
と
判
断
さ
れ
た
物
品

が
列
挙
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
典
型
的
な
用
度
文
の
例
と
し
て
、
長
く
な
る
が
【
史

料
一
】
を
あ
げ
る
（
「　

」
は
追
記
、
＊
は
朱
書
き
、
文
字
は
抹
消
、
勾
点
は
省
略
、
波

線
は
筆
者
に
よ
る
）
。

【
史
料
１
】

﹇
東
寺
写
経
所
解
（
案
）
﹈
（
続
修
後
集
五
、
一
四
ノ
二
九
二
〜
三
〇
〇
）

東
寺
写
経
所
解　

申
請
応
奉
写
経
用
度
物
事

合
経
壱
伯
参
拾
伍
部
四
百
五
十
巻　
　
　

　

法
花
経
卌
五
部
三
百
六
十
巻　

 

「
請
随
求
陀
羅
尼
壇
□
」

　

金
剛
般
若
経
卌
五
部
卌
五
巻

　

理
趣
経
卌
五
部
卌
五
巻

応
用
紙
壱
万
玖
伯
参
張

　

経
紙
一
万
三
百
十
張

　
　

九
千
五
百
八
十
五
張
見
写
料

　
　
　

八
千
□
百
張
法
花
経
□
五
部
料
部
別
百
八
十
張

　
　
　

五
百
八
十
五
□
□
剛
般
若
経
卌
五
巻
料
巻
別
十
三
張

　
　
　

九
百
張
理
□
経
卌
五
巻
料
巻
別
廿
張

　
　

二
百
廿
五
張
表
紙
料　
以
一
張
着
二
巻

　

五
百
張
破
料

凡
紙
伍
佰
玖
拾
参
張

　

二
百
五
十
八
張
一
万
三
百
十
張
端
料　
以
一
張
着
卌
張

　

一
百
卅
五
張
敷
紙
并
下
纏
式
料

　

一
百
張
裹
紙
料　
以
一
裹
打
紙
百
張

　

一
百
張
雑
用
料

菟
毛
筆
玖
拾
壱
管　
以
一
管
写
紙
百
五
十
張

墨
参
拾
弐
挺　
以
一
挺
写
紙
三
百
張

界
料
鹿
毛
筆
拾
管

綺
漆
拾
陸
丈
伍
寸 

　

六
十
八
丈
八
尺
五
寸
法
花
経
三
百
六
十
巻
理
趣
経
卌
五
巻
料
巻
別
一
尺
七
寸

　

七
丈
二
尺
金
剛
般
若
経
卌
五
巻
料
巻
別
一
尺
六
寸

扶
壱
佰
参
拾
伍
枚 

各
長
一
尺
七
寸

軸
肆
佰
伍
拾
枚

黄
蘗
弐
佰
肆
拾
伍
斤 

以
一
斤
染
紙
卌
張

橡
壱
斗
伍
升 

以
一
升
染
表
紙
十
五
張

（
以
下
省
略
･
･
･
荒
炭
、
薪
、
銭
（
菟
毛
筆
、
墨
、
鹿
毛
筆
、
生
菜
、
荒
炭
、
薪
）
、

浄
衣
料
（
絁
・
綿
・
細
布
・
調
布
・
祖
布
）
、
木
履
、
菲
）

経
師
肆
拾
伍
人　

装
潢
参
人　

校
生
陸
人　

雑
使
伍
人　

優
婆
夷
壱
人

　

合
陸
拾
人
単
功
弐
仟
伍
拾
陸
人

　

一
千
三
百
六
十
九
人
経
師 

人
別
写
紙
七
張

　

一
百
九
十
一
人
装
潢 

人
別
作
紙
五
十
張

　

二
百
十
六
人
校
生 

人
別
校
紙
六
十
張

　

一
百
五
十
人
雑
使  

卅
日
単

　

卅
人
優
婆
夷  

卅
日
単

米
肆
拾
斛
肆
升

（
以
下
食
料
省
略
…
糯
米
、
塩
、
醤
、
滓
醤
、
末
醤
、
酢
、
海
藻
、
滑
海
藻
、
心
太
、
芥

子
、
胡
麻
油
、
小
麦
、
大
豆
、
小
豆
、
漬
菜
、
漬
薑
）

　　
　

砥
壱
顆

　
　

刀
子
参
柄　

　
　

仕
丁
壱
拾
伍
人

「
不
」
折
薦
畳
玖
拾
枚

　　

以
前
、
応
奉
写
一
百
卅
五
部
之
経
用
度
之
物
、
所
請
如

　

件
、
謹
解

　
　
　
　
　
　

天
平
宝
字
四
年
正
月
十
五
日
主
典
正
八
位
上
安
都
宿
祢「
雄
足
」

　

次
官
従
五
位
下
高
麗
朝
臣
「
大
山
」

　　

【
史
料
一
】
は
天
平
宝
字
四
年
（
七
六
〇
）
に
行
わ
れ
た
法
花
経
四
十
五
部
三
百

六
十
巻
・
金
剛
般
若
経
四
十
五
部
四
十
五
巻
・
理
趣
経
四
十
五
部
四
十
五
巻
（
い
わ

ゆ
る
百
三
十
五
部
経
）
の
用
度
文
で
あ
る
。
こ
の
写
経
事
業
は
光
明
皇
太
后
が
母
の

県
犬
養
三
千
代
の
追
福
の
た
め
に
発
願
し
た
も
の
で
、
天
平
宝
字
四
年
正
月
十
一

日
の
太
師
（
藤
原
仲
麻
呂
）
宣
（
一
四
ノ
三
六
七
）
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

【
史
料
一
】
を
み
て
み
る
と
、
ま
ず
経
典
名
と
巻
数
を
書
き
上
げ
、
写
経
に
必
要

な
紙
（
経
紙
・
凡
紙
）
、
筆
・
墨
、
経
典
の
体
裁
に
関
わ
る
綺
・
帙
・
軸
・
染
料
、

燃
料
、
銭
、
浄
衣
、
人
功
、
食
料
、
仕
丁
、
そ
の
他
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
【
史
料

一
】
は
写
経
所
か
ら
造
東
大
寺
司
に
提
出
さ
れ
、
次
官
の
署
名
を
も
ら
っ
た
が
、

物
品
の
数
量
変
更
の
た
め
写
経
所
に
差
し
戻
さ
れ
、
数
量
の
訂
正
を
朱
で
書
き
込

み
、
そ
れ
を
も
と
に
正
文
を
書
き
直
し
て
提
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
【
史
料

一
】
は
控
え
と
し
て
写
経
所
政
所
に
残
し
、
物
品
の
収
納
時
に
そ
の
日
付
等
に
つ

い
て
追
記
し
、
勾
点
等
を
付
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

写
経
所
文
書
に
み
え
る
用
度
文
の
記
載
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
２
で
あ

る
。
「
写
経
所
文
書
」
に
お
け
る
写
経
関
係
の
現
存
最
古
の
文
書
は
、
藤
原
光
明

子
家
の
神
亀
四
〜
五
年
（
七
二
七
〜
八
）
の
も
の
だ
が
（
一
ノ
三
八
一
〜
三
八
三
）
、

表
２
の
よ
う
に
、
現
存
す
る
用
度
文
は
天
平
二
十
年
（
七
四
八
）
の
も
の
が
初
見
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
天
平
末
年
頃
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、
用
度
文
の
形
式
が
あ

る
程
度
確
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
用
度
文
の
多
く
に
は
、
筆
墨
等
に
つ
い
て
、

申
請
物
品
を
列
挙
し
た
項
と
、
申
請
す
る
銭
の
用
途
を
列
挙
し
た
部
分
の
両
方
に

記
載
が
み
え
る
。
二
カ
所
の
筆
墨
の
数
量
は
同
じ
で
あ
り
、
な
ぜ
重
複
し
て
記
載

し
て
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
書
き
方
は
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
他
の
項
目

や
物
品
の
書
き
方
で
も
、
順
序
が
入
れ
替
わ
っ
た
り
物
品
の
種
類
が
増
減
し
た
り

す
る
も
の
の
、
一
定
の
形
式
が
み
ら
れ
る
。
題
籤
軸
が
つ
け
ら
れ
て
写
経
事
業
終

了
後
も
保
管
さ
れ
た
用
度
文
も
あ
る
の
で
、
案
主
が
次
の
写
経
事
業
の
用
度
文
を

作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
見
本
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

【
史
料
一
】
は
表
２
№
15
に
あ
た
る
が
、
記
載
さ
れ
た
物
品
の
種
類
を
比
較
す

る
と
、
典
型
的
な
用
度
文
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
用
度
文
に
記
載
さ
れ
た

内
容
に
は
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
特
に
食
料
・
雑
器
な
ど
数
多
く
の
物
品
を
請
求
し
た

も
の
と
、
経
典
の
書
写
に
必
要
最
低
限
の
物
品
で
あ
る
紙
筆
墨
の
み
の
請
求
に
と

ど
ま
る
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
前
者
は
表
２
№
24
大
般
若
経
二
部
千
二
百
巻
、
後

者
は
№
13
心
経
百
巻
や
№
28
仁
王
経
疏
一
部
五
巻
の
写
経
事
業
の
用
度
文
に
み
ら

れ
る
。
案
主
に
は
、
経
典
何
巻
・
経
紙
何
張
の
写
経
な
ら
ば
、
ど
の
物
品
・
人
員

が
ど
れ
だ
け
必
要
か
と
い
う
目
安
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
用
度
文

で
何
を
ど
れ
だ
け
申
請
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
請
求
先
で
あ
る
発
願
者
の
意

向
、
写
経
の
重
要
度
や
緊
急
度
な
ど
に
よ
り
、
調
整
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

管
見
の
限
り
奈
良
時
代
に
は
四
百
以
上
の
写
経
事
業
が
行
わ
れ
な
が
ら
、
用
度

文
が
三
十
四
例
し
か
現
存
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
全
て
の
写
経
事
業
に
お
い
て

用
度
文
が
作
成
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

用
度
文
が
現
存
し
な
い
写
経
事
業
で
も
、
造
東
大
寺
司
や
内
裏
な
ど
か
ら
写
経
に

必
要
な
物
品
が
収
納
さ
れ
て
い
る
例
は
多
い
。
総
合
的
な
用
度
文
が
作
成
さ
れ
な

く
て
も
、
「
筆
墨
申
請
」
な
ど
個
別
に
物
品
の
申
請
文
書
を
作
成
し
、
写
経
所
に

必
要
な
物
品
が
収
納
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
写
経
事
業
終
了
後
、
決
算
と
し
て
物
品
の
用
残
報
告
が
作
成
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
。
用
度
文
と
用
残
報
告
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
申
請
さ
れ
た
物
品
が
、

実
際
は
ど
れ
だ
け
収
納
さ
れ
て
使
用
さ
れ
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

用
度
文
と
用
残
報
告
が
共
に
現
存
す
る
の
は
、
前
述
の
天
平
宝
字
四
年
の
百
三

十
五
部
経
と
、
天
平
宝
字
六
〜
七
年
（
七
六
二
〜
三
）
の
大
般
若
経
二
部
千
二
百
巻
の

写
経
事
業
で
あ
る
。
表
３
に
あ
げ
た
百
三
十
五
部
経
に
よ
る
と
、
用
度
文
と
用
残

報
告
の
数
量
が
一
致
す
る
の
は
わ
ず
か
六
品
目
だ
け
で
あ
る
。
用
度
文
は
あ
く
ま

で
計
画
で
あ
り
、
実
際
に
収
納
さ
れ
た
物
品
の
量
や
種
類
が
か
な
り
異
な
る
こ
と

が
わ
か
る
。
特
に
銭
の
場
合
、
収
納
さ
れ
た
銭
の
用
途
は
、
あ
る
程
度
案
主
の
采

配
に
任
せ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
食
料
、
食
膳
・
調
理
用
具
な
ど
は
、
食

　
　
　

　
　
　

事
の
メ
ニ
ュ
ー
や
備
品
の
不
足
具
合
に
応
じ
て
、
変
更
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
２
）
個
別
の
物
品

　

写
経
事
業
に
お
い
て
は
、
様
々
な
文
書
が
や
り
と
り
さ
れ
、
帳
簿
類
が
活
用
さ

れ
る
。
前
述
の
百
三
十
五
部
経
で
は
、
表
４
に
あ
げ
た
よ
う
な
関
係
史
料
が
残
っ

て
い
る
。
用
度
文
（
c
）
、
銭
用
帳
（
e
）
、
充
装
潢
帳
（
g
）
（
n
）
、
充
紙
筆
墨

帳
（
h
）
、
充
本
帳
（
i
）
、
校
帳
（
m
）
、
手
実
帳
（
l
）
、
布
施
申
請
（
o
）
、

用
残
報
告
（
x
）
と
い
っ
た
他
の
個
別
写
経
事
業
に
も
共
通
す
る
形
式
の
も
の
が
一

通
り
そ
ろ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
複
数
の
帳
簿
類
が
現
存
す
る
お
か
げ
で
、
ひ

と
つ
だ
け
の
史
料
で
は
判
明
し
な
い
物
品
の
動
き
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

た
と
え
ば
、
用
度
文
（
c
）
で
は
綺
八
十
丈
一
尺
、
軸
四
百
五
十
枚
が
現
物
で
請

求
さ
れ
て
い
る
が
、
書
写
が
終
了
し
布
施
申
請
（
o
）
も
提
出
さ
れ
た
後
に
よ
う
や

く
、
写
経
所
別
当
の
安
都
雄
足
か
ら
「
彼
一
百
三
十
五
部
経
綺
軸
、
以
其
残
、
令

買
市
頭
（
軸
朱
頂
）
」
と
指
示
が
出
た
（
r
）
。
写
経
所
で
は
そ
れ
ら
を
購
入
し
て

一
千
五
十
文
（
綺
七
十
丈
直
）
、
三
百
六
十
文
（
朱
頂
軸
四
百
五
十
枚
直
）
を
請
求
し

た
が
（
s
）
、
用
残
報
告
（
x
）
で
は
、
用
い
た
銭
の
内
訳
の
項
に
、
一
貫
五
十
文

（
綺
七
十
丈
直
）
、
二
百
八
十
八
文
（
朱
頂
軸
三
百
六
十
枚
直
）
と
あ
る
。
残
り
九
十

本
分
の
朱
頂
軸
の
銭
が
最
終
的
に
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
た
の
か
現
存
の
史
料
で

は
わ
か
ら
な
い
。
綺
緒
に
つ
い
て
は
、
用
度
文
（
c
）
で
は
法
花
経
と
理
趣
経
は
巻

別
一
丈
八
尺
、
金
剛
般
若
経
は
巻
別
一
丈
六
尺
と
し
て
、
合
計
八
十
丈
一
尺
が
計

上
さ
れ
た
。
緒
の
長
さ
の
差
は
、
一
巻
平
均
二
十
二
，
五
張
の
法
花
経
と
一
巻
二

十
張
の
理
趣
経
、
そ
し
て
一
巻
十
三
張
の
金
剛
般
若
経
と
い
う
、
一
巻
あ
た
り
の

経
紙
の
予
定
枚
数
か
ら
わ
か
る
巻
物
の
太
さ
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
。
綺
に
つ

い
て
も
七
十
丈
分
の
銭
し
か
支
出
さ
れ
ず
、
各
巻
に
は
予
定
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
少
し

短
い
緒
が
取
り
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
写
経
所
文
書
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
写
経
事
業
ご
と
に
整
理
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
用
度
文
・
収
納
帳
・
用
帳
・
充
帳
・
用
残
報
告
等
に
み
え
る
物
品

に
つ
い
て
、
一
連
の
運
用
状
況
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ど
の
よ
う
な
物
品

を
ど
れ
だ
け
請
求
す
る
予
定
だ
っ
た
の
か
、
実
際
に
は
ど
れ
だ
け
収
納
さ
れ
た
の

か
、
い
つ
誰
が
ど
の
よ
う
に
用
い
た
の
か
、
ど
れ
だ
け
使
用
し
て
ど
れ
だ
け
残

り
、
ど
れ
だ
け
返
上
し
た
の
か
、
ま
た
は
別
の
写
経
事
業
に
転
用
し
た
の
か
。
全

て
の
写
経
事
業
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
ま
だ
で
き
て
い
な
い
が
、
現
時
点
で

わ
か
る
範
囲
で
、
経
典
の
書
写
に
直
接
関
わ
る
物
品
の
特
徴
を
あ
げ
た
の
が
表
５

で
あ
る
。

　

常
写
や
間
写
の
①
経
紙
（
○
番
号
は
表
５
に
対
応
）
は
、
﹇
間
紙
検
定
并
便
用
帳
﹈

（
九
ノ
三
六
七
〜
三
七
〇
+
九
ノ
三
七
〇
〜
三
八
〇
+
三
ノ
四
八
五
〜
四
八
六
+
一
一
ノ
三

六
四
〜
三
六
六
）
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
紙
の
種
類
や
色
、
枚
数
が
細
か

く
記
載
さ
れ
、
あ
る
経
典
に
使
用
す
る
紙
が
ど
こ
か
ら
収
納
さ
れ
た
の

か
、
も
し
く
は
ど
の
写
経
事
業
の
紙
を
転
用
し
た
の
か
、
残
紙
を
ど
の
写

経
事
業
に
転
用
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
管
理
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て

②
凡
紙
は
、
す
べ
て
の
写
経
事
業
に
お
い
て
申
請
・
収
納
さ
れ
た
わ
け
で

は
な
く
、
写
経
所
内
で
臨
機
応
変
に
再
利
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ

る
。
③
筆
墨
は
、
支
給
・
返
上
記
録
が
細
か
く
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
て
い
た
も

の
の
、
ま
だ
ま
だ
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
多
い
。
筆
墨
の
請
求

や
支
給
は
現
物
と
銭
の
場
合
が
両
方
あ
る
が
、
銭
で
請
求
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
各
写
経
事
業
ご
と
の
財
政
と
使
用
実
態
と
を
、
効
率
的
に
調
整
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
⑦
櫃
に
は
、
カ
ギ
や
据
え
付
け
る
机
が
付
属
し

た
経
典
奉
請
用
の
櫃
、
経
紙
な
ど
の
物
品
を
移
動
す
る
た
め
の
櫃
、
写
経

所
内
で
物
品
を
保
管
す
る
た
め
の
櫃
な
ど
が
あ
る
。
な
か
で
も
小
明
櫃

は
、
各
経
師
が
写
経
中
の
経
巻
を
納
入
す
る
の
に
使
用
す
る
た
め
、
経
師

の
人
数
分
請
求
さ
れ
る
が
、
紙
筆
墨
と
違
っ

て
個
人
に
支
給
さ
れ
た
記
録
が
な
い
。
⑨
硯

も
ま
れ
に
用
度
文
で
請
求
さ
れ
る
場
合
は
、

経
師
一
人
に
つ
き
ひ
と
つ
と
い
う
意
識
が
あ

る
よ
う
だ
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
分
配

さ
れ
て
い
た
の
か
わ
か
ら
な
い
。

（
３
）
小
結

　

そ
れ
ぞ
れ
の
写
経
事
業
の
用
度
文
か
ら

は
、
ど
の
よ
う
な
物
品
が
写
経
事
業
に
必
要

で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
。
用
度
文
に
計
上
さ

れ
た
物
品
は
あ
く
ま
で
見
積
も
り
で
あ
り
、

帳
簿
類
と
比
較
検
討
す
る
と
、
実
際
に
納
入

さ
れ
て
写
経
所
で
使
用
さ
れ
た
数
量
や
種
類

は
異
な
る
。
し
か
し
そ
の
相
違
点
か
ら
、
物

品
運
用
の
計
画
と
実
態
が
浮
き
彫
り
と
な
る

の
で
あ
る
。

　

筆
墨
申
請
、
充
紙
筆
墨
、
充
本
、
手
実
、

行
事
、
上
日
、
布
施
申
請
な
ど
に
は
、
写
経

生
の
個
人
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
史
料
か
ら
、
各
写
経
生
が
ど
の
よ
う
な
物

品
を
使
用
し
て
写
経
事
業
を
行
っ
た
か
が
わ

か
る
が
、
基
本
的
に
手
本
と
す
る
本
経
と
紙

筆
墨
の
支
給
・
返
上
、
担
当
経
巻
の
用
紙
数
（
正
用
・
空
破
・
返
上
）
し
か
記
入
さ

れ
て
い
な
い
。

　

写
経
堂
で
使
わ
れ
る
物
品
の
な
か
で
、
経
紙
な
ど
新
写
経
典
に
使
用
さ
れ
る
も

の
は
、
写
経
事
業
ご
と
に
収
納
さ
れ
、
余
れ
ば
紙
一
枚
・
筆
一
本
単
位
で
細
か
く

チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
て
返
上
し
、
他
の
写
経
事
業
に
転
用
す
る
場
合
は
便
用
記
録
が
あ

る
。
し
か
し
、
机
や
小
明
櫃
な
ど
は
、
少
量
で
は
あ
る
が
写
経
所
に
収
納
さ
れ
て

い
る
の
に
、
写
経
生
の
個
人
あ
て
に
支
給
記
録
が
な
い
。
硯
や
そ
れ
に
類
す
る
も

の
、
装
潢
・
校
生
の
墨
な
ど
も
、
確
実
に
使
用
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
支
給

記
録
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
物
品
ご
と
の
運
用
状
況
の
違
い
に
注
目
し
て
検
討
す

る
こ
と
で
、
写
経
堂
の
内
部
構
造
が
み
え
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
二
　
写
経
所
に
お
け
る
物
品
の
運
用

　

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
各
写
経
事
業
ご
と
に
収
納
さ
れ
る
物
品
と
、
ま

れ
に
し
か
収
納
さ
れ
な
い
物
品
、
ま
た
個
々
の
写
経
生
あ
て
の
支
給
記
録
が
あ
る

物
品
と
支
給
記
録
が
な
い
物
品
が
あ
る
。

　

写
経
事
業
で
は
、
案
主
が
作
業
の
段
階
に

応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
帳
簿
を
作
成
し
管
理
す

る
。
経
紙
や
筆
墨
の
支
給
返
却
記
録
が
徹
底

し
て
い
る
の
は
、
最
後
に
手
実
と
照
ら
し
合

わ
せ
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
り
、
布
施
支
給

と
直
結
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に

対
し
て
、
耐
久
性
の
あ
る
硯
や
机
、
小
明
櫃

な
ど
は
、
写
経
事
業
ご
と
に
交
換
す
る
必
要
は
な
く
誰
が
使
っ
て
も
問
題
は
な

い
。

　

写
経
生
個
人
に
支
給
・
返
却
す
る
帳
簿
が
な
い
物
品
は
、
写
経
事
業
ご
と
に
メ

ン
バ
ー
が
入
れ
替
わ
る
写
経
生
個
人
に
支
給
す
る
の
で
は
な
く
、
経
師
・
校
生
・

装
潢
の
作
業
場
所
、
こ
れ
を
仮
に
〈
座
席
〉
と
呼
称
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
〈
座

席
〉
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
個
人
あ
て
の
支
給
記
録

が
な
い
の
は
、
写
経
生
個
人
に
支
給
し
た
の
で
は
な
く
、
案
主
が
管
理
す
る
写
経

堂
の
各
〈
座
席
〉
に
割
り
当
て
た
物
品
だ
か
ら
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
職
掌
ご
と

に
、
前
章
で
抽
出
し
た
物
品
の
性
質
を
整
理
し
、
〈
座
席
〉
で
運
用
さ
れ
た
物
品

を
検
討
し
て
み
た
い
（
表
６
）
。

（
１
）
案
主

　

案
主
は
、
常
写
・
間
写
・
私
願
経
書
写
、
経
典
の
確
保
や
出
納
な
ど
、
写
経
所

の
運
営
・
管
理
を
同
時
に
遂
行
す
る
。
写
経
事
業
別
、
用
途
別
に
多
数
の
帳
簿
や

報
告
書
を
作
成
し
、
写
経
生
や
物
品
を
効
率
的
に
管
理
し
て
い
た
。

　

写
経
所
は
堂
（
作
業
場
）
と
曹
司
（
事
務
局
）
か
ら
構
成
さ
れ
、
他
の
律
令
官

司
、
特
に
作
業
場
の
必
要
な
現
業
官
司
で
も
同
じ
よ
う
な
構
造
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
造
東
大
寺
司
か
ら
写
経
所
に
配
属
さ
れ
た
案
主
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
担

当
を
分
担
し
、
共
同
で
運
営
す
る
体
制
で
あ
っ
た
。
案
主
曹
司
（
案
主
曹
所
・
案
主

所
）
に
は
櫃
が
あ
り
、
櫃
記
等
に
記
載
す
る
こ
と
で
物
品
を
種
類
別
に
管
理
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
（
八
ノ
五
八
〇
、
一
〇
ノ
四
四
五
）
。
こ
の
櫃
に
は
内
裏
や
造
東
大

寺
司
か
ら
収
納
さ
れ
た
物
品
や
、
写
経
生
か
ら
返
上
さ
れ
た
物
品
が
納
め

ら
れ
て
い
た
。
金
字
経
の
時
に
瑩
生
（
校
生
が
兼
任
す
る
場
合
あ
り
）
が
使
用

す
る
猪
牙
な
ど
、
特
別
な
場
合
に
し
か
使
用
し
な
い
も
の
は
、
案
主
が
保

管
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
案
主
の
〈
座
席
〉
は
堂
と
曹
司
の
両
方

に
あ
り
、
適
宜
使
い
分
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

栄
原
永
遠
男
氏
は
、
写
経
所
の
事
務
局
に
設
置
さ
れ
た
〈
反
古
箱
〉
と

い
う
概
念
を
想
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
案
主
の
手
元
に
置
か
れ
た
櫃
や

〈
反
古
箱
〉
な
ど
に
整
理
さ
れ
た
凡
紙
、
反
古
紙
の
使
い
方
に
は
、
そ
の

残
存
状
況
か
ら
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
一
定
の
ル
ー
ル
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

白
紙
（
表
裏
と
も
未
使
用
）
の
凡
紙
は
、
「
公
文
料
」
と
し
て
提
出
文
書

や
帳
簿
作
成
に
使
用
さ
れ
た
。
ま
た
写
経
生
の
手
実
等
の
作
成
の
た
め
に

も
使
用
さ
れ
た
。
つ
ぎ
に
、
端
継
・
裹
紙
な
ど
に
使
用
さ
れ
た
あ
と
の
白

紙
の
反
古
紙
は
、
案
主
の
手
元
に
返
却
さ
れ
た
場
合
は
、
帳
簿
作
成
や
写

経
生
の
手
実
等
作
成
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た
。
紙
が
短
く
切
断
さ
れ
て
い

た
り
、
多
少
し
わ
に
な
っ
た
り
も
し
て
い
る
が
、
写
経
所
内
で
の
帳
簿
類

に
使
用
す
る
に
は
十
分
の
状
態
で
あ
ろ
う
。
一
次
利
用
さ
れ
、
背
面
の
み

空
白
の
反
古
紙
は
、
案
主
の
手
元
で
帳
簿
作
成
に
使
用
さ
れ
た
。
一
次
面
の
情
報

は
す
で
に
必
要
な
く
、
破
棄
さ
れ
た
と
は
い
え
、
表
裏
が
混
同
し
て
は
い
け
な
い

と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
た
め
か
、
写
経
生
に
配
布
し
て
手
実
等
を
書
か
せ
る
こ
と

は
な
く
、
案
主
の
責
任
の
も
と
で
新
た
に
貼
り
継
が
れ
、
二
次
利
用
さ
れ
た
よ
う
で

あ
る
。
つ
ま
り
、〈
反
古
箱
〉
の
中
は
、
そ
の
状
態
に
よ
っ
て
区
分
け
が
さ
れ
、
使

用
目
的
が
分
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
経
師
等
の
浄
衣
は
用
度
文
や
収
納
帳
等
に
散
見
さ
れ
る
が
、
案
主
の
浄
衣

に
つ
い
て
は
写
経
所
文
書
中
の
記
載
例
が
非
常
に
少
な
い
。
経
師
等
が
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
単
位
に
召
集
さ
れ
る
非
常
勤
職
員
だ
っ
た
の
に
対
し
、
案
主
は
造
東
大
寺
司
か

ら
定
期
的
に
浄
衣
を
受
け
取
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
用
度
文
の

人
功
の
部
分
に
も
、
経
師
・
装
潢
・
校
生
・
題
師
・
雑
使
・
膳
部
・
駆
使
丁
な
ど
は
あ

げ
ら
れ
る
が
、
案
主
は
計
上
さ
れ
な
い
。
案
主
は
、
写
経
事
業
を
管
理
す
る
側
の
ス

タ
ッ
フ
で
あ
り
、
個
別
写
経
事
業
の
予
算
に
は
組
み
込
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
。

（
２
）
経
師

　

経
師
の
中
核
を
占
め
る
の
は
い
く
つ
も
の
写
経
事
業
に
携
わ
る
経
験
者
だ
が
、

写
経
事
業
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
単
位
で
あ
り
、
作
業
が
な
い
と
き
は
も
と
の
所
属
に

戻
っ
た
り
、
別
の
写
経
所
に
出
向
し
た
り
す
る
。
大
量
の
写
経
事
業
の
時
は
、
あ

ち
こ
ち
に
招
集
が
か
け
ら
れ
、
写
経
生
が
か
き
集
め
ら
れ
た
。
同
時
期
に
常
写
と

間
写
を
掛
け
持
ち
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
経
師
忍
海
広
次
は
、
天
平
勝
宝
五
年

（
七
五
三
）
八
月
八
日
か
ら
二
十
七
日
ま
で
は
法
花
経
一
部
の
経
紙
を
支
給
さ
れ
、

そ
れ
が
終
わ
る
と
す
ぐ
に
八
月
二
十
九
日
か
ら
九
月
十
九
日
に
か
け
て
、
別
の
写

経
事
業
で
あ
る
八
十
花
厳
経
一
部
の
経
紙
を
支
給
さ
れ
て
い
る
（
一
〇
ノ
五
六

六
）
。
ベ
テ
ラ
ン
の
経
師
で
あ
る
忍
海
広
次
は
、
案
主
に
よ
っ
て
休
む
間
も
な
く
次

か
ら
次
へ
と
写
経
事
業
に
割
り
当
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

経
師
は
写
経
事
業
ご
と
に
〈
座
席
〉
に
振
り
分
け
ら
れ
、
小
明
櫃
に
本
経
と
新

写
経
典
を
入
れ
、
下
纏
に
筆
墨
な
ど
の
用
具
を
ま
と
め
て
保
管
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
経
師
は
、
各
〈
座
席
〉
に
備
え
付
け
ら
れ
た
硯
や
小
明
櫃
と
、
案
主
か
ら
配

布
さ
れ
た
式
・
敷
・
下
纏
を
使
い
、
写
経
事
業
ご
と
に
支
給
さ
れ
る
経
紙
と
筆
墨

を
用
い
て
書
写
し
た
の
で
あ
る
。

　

机
に
関
す
る
記
載
は
非
常
に
少
な
い
が
、
経
師
が
書
写
す
る
の
に
使
っ
た
机
と

し
て
は
、
「
書
机
」
が
あ
げ
ら
れ
る
（
六
ノ
三
八
六
）
。
宝
亀
三
年
（
七
七
二
）
、
始

二
部
一
切
経
が
奉
写
先
一
切
経
司
よ
り
奉
写
一
切
経
所
へ
移
管
さ
れ
る
に
あ
た
っ

て
、
使
い
か
け
の
物
品
が
ま
と
め
て
収
納
さ
れ
た
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
ひ
と

つ
の
経
巻
を
複
数
人
で
写
す
場
合
も
あ
り
、
写
経
事
業
ご
と
に
割
り
当
て
ら
れ
た

区
画
の
〈
座
席
〉
に
ま
と
ま
っ
て
座
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
３
）
装
潢

　

装
潢
と
は
、
天
平
か
ら
宝
亀
年
間
ま
で
約
三
十
年
も
写
経
所
文
書
に
み
え
る
能

登
忍
人
な
ど
、
比
較
的
特
定
の
者
が
長
期
間
務
め
る
専
門
技
術
職
で
あ
る
。
装
潢

作
業
の
四
工
程
と
し
て
、
経
を
書
写
す
る
前
に
行
う
継
・
打
・
界
と
、
書
写
後
に

行
う
装
書
が
あ
る
。
継
と
は
、
書
写
す
る
経
巻
の
張
数
に
合
わ
せ
て
大
豆
糊
で
経

紙
を
貼
り
継
い
で
、
巻
首
（
巻
尾
に
も
付
け
た
可
能
性
あ
り
）
に
端
継
紙
を
貼
り
継

ぎ
、〈
仮
軸
〉
を
付
け
る
。
打
と
は
、
経
巻
を
紙
打
石
な
ど
で
た
た
い
て
、
紙
の
緊

密
度
、
平
滑
度
を
高
め
、
滲
み
を
お
さ
え
る
。
界
と
は
、
縦
横
の
界
線
を
引
く
作

業
で
あ
る
。
書
写
・
校
正
終
了
後
、
端
継
紙
を
取
り
外
し
、
表
紙
付
け
、
端
切
、

軸
付
け
、
緒
付
け
を
す
る
の
が
装
書
で
あ
る
。

　

装
潢
に
は
何
千
張
の
紙
が
一
度
に
充
て
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
、
仕
事
内
容
が
多

岐
に
渡
る
た
め
用
具
も
多
く
、
あ
る
程
度
広
い
作
業
空
間
が
必
要
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
装
潢
の
指
示
の
も
と
、
仕
丁
が
紙
打
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
天
平
十
一

年
頃
〜
勝
宝
初
年
頃
に
は
「
装
潢
所
」
が
み
え
、
紙
打
を
行
う
「
紙
屋
」
が
天
平

十
七
年
後
半
〜
十
八
年
頃
設
置
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。

　

端
継
紙
や
仮
帙
、
〈
仮
軸
〉
な
ど
は
、
装
潢
が
写
経
開
始
に
あ
た
っ
て
取
り
付

け
た
も
の
を
、
書
写
終
了
後
に
取
り
外
す
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
再
利
用
す
る
と
い

う
、
装
潢
を
中
心
と
し
た
作
業
用
備
品
の
サ
イ
ク
ル
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
は
案
主
の
管
理
下
に
は
な
い
物
品
の
動
き
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
案
主
が
管

理
す
る
帳
簿
に
は
記
載
さ
れ
ず
、
写
経
所
文
書
に
は
残
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

（
４
）
校
生

　

校
正
は
、
基
本
的
に
別
々
の
校
生
が
二
回
行
う
。
案
主
や
経
師
、
装
潢
な
ど
が

兼
任
す
る
こ
と
も
あ
る
。

　

宝
亀
三
年
に
奉
写
先
一
切
経
司
よ
り
奉
写
一
切
経
所
へ
収
納
さ
れ
た
も
の
の
な

か
に
「
校
書
長
机
」
（
六
ノ
三
八
六
）
が
み
え
る
。
本
経
と
新
写
経
典
を
大
き
く
広

げ
て
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
い
く
た

め
か
、
「
長
机
」
と
い
う
か
ら

に
は
、
経
師
の
机
よ
り
長
い
形

状
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

（
５
）
小
結

　

以
上
の
よ
う
に
物
品
は
様
々

な
か
た
ち
で
運
用
さ
れ
る
。
表

６
で
示
し
た
ス
タ
ッ
フ
ご
と
に

取
り
扱
う
物
品
の
動
き
を
模
式

図
に
し
た
の
が
図
１
で
あ
る
。

写
経
堂
の
備
品
は
案
主
が
管
理

し
て
い
る
た
め
、
申
請
・
収
納
記
録
の
み
残
り
、
支
給
記
録
は
残
ら
な
い
。
机
な

ど
耐
久
性
の
あ
る
備
品
は
、
造
東
大
寺
司
管
下
の
写
経
所
に
な
る
前
、
光
明
・
皇

后
宮
職
の
写
経
所
時
代
か
ら
引
き
続
き
使
わ
れ
て
き
た
も
の
が
多
数
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
造
石
山
寺
写
経
所
、
始
二
部
一
切
経
が
奉
写
一
切
経
所
に
移
管
さ
れ
た

時
な
ど
、
写
経
す
る
場
や
写
経
所
自
体
の
場
所
が
移
転
す
る
場
合
は
、
多
数
の
備

品
が
準
備
さ
れ
た
り
移
動
し
た
り
す
る
。
こ
れ
ら
の
備
品
は
写
経
事
業
ご
と
に
準

備
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
必
要
に
応
じ
て
随
時
補
充
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
ま
と
め

　

写
経
事
業
に
必
要
な
物
品
は
、
用
度
文
で
見
積
も
り
が
作
成
さ
れ
、
収
納
さ
れ

た
。
写
経
堂
で
は
基
本
的
に
一
切
経
が
書
写
さ
れ
て
お
り
、
必
要
な
物
品
は
随
時

収
納
さ
れ
て
い
た
。
十
分
な
物
品
が
収
納
さ
れ
な
い
間
写
の
個
別
写
経
事
業
も
多

か
っ
た
が
、
案
主
の
采
配
に
よ
り
、
常
写
や
予
算
の
潤
沢
な
間
写
の
物
品
を
転
用

す
る
な
ど
し
て
対
処
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
新
写
経
典
の
材
料
と
な
る
物
品

（
経
紙
や
軸
な
ど
）
は
経
典
と
し
て
完
成
す
る
と
奉
請
さ
れ
る
が
、
写
経
生
た
ち

が
作
業
に
使
う
物
品
（
机
や
硯
、
櫃
な
ど
）
は
、
写
経
堂
の
備
品
と
し
て
長
く
使
用

さ
れ
た
。
筆
・
墨
な
ど
の
消
耗
品
は
写
経
用
紙
数
に
応
じ
て
収
納
さ
れ
る
が
、
一

定
の
使
用
限
度
を
超
え
て
も
、
様
々
な
用
途
に
使
い
続
け
ら
れ
た
。
案
主
は
納

帳
、
充
帳
、
用
帳
な
ど
多
く
の
帳
簿
を
使
っ
て
、
こ
れ
ら
の
物
品
を
管
理
し
た
の

で
あ
る
。

　

写
経
堂
内
は
、
案
主
、
経
師
、
校
生
、
装
潢
そ
れ
ぞ
れ
の
作
業
場
に
わ
か
れ
て

お
り
、
各
〈
座
席
〉
に
必
要
な
物
品
が
備
え
付
け
ら
れ
た
。
写
経
事
業
ご
と
に
写

経
生
の
メ
ン
バ
ー
が
入
れ
替
わ
る
た
び
、
〈
座
席
〉
に
振
り
分
け
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
正
倉
院
文
書
研
究
で
は
、
ど
の
よ
う
に
組
織
が
変
遷
し
て
き
た

か
、
個
別
写
経
事
業
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
な
ど
は
検
討
さ
れ
て
き
た
が
、

写
経
所
の
具
体
的
な
内
部
構
造
を
見
通
す
こ
と
は
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
。
物

品
の
運
用
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
堂
の
内
部
構
造
を
垣
間

見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

本
論
で
は
、
写
経
所
の
物
品
運
用
に
つ
い
て
、
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
を
提
示
し
た
に

す
ぎ
な
い
。
個
々
の
物
品
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
詳
細
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
ま
た
、
時
期
ご
と
の
変
遷
、
写
経
所
組
織
の
変
遷
に
即
し
て
考
え
る

必
要
が
あ
る
。

　

写
経
所
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
ご
と
に
分
業
体
制
を
整
え
た
、
き
わ
め
て
組

織
的
な
経
典
製
作
工
房
で
あ
る
。
造
東
大
寺
司
を
中
心
と
す
る
他
の
造
営
・
造
物

関
係
の
組
織
も
、
同
様
の
体
制
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
写
書
手
・
造
紙
手
・
造

筆
手
な
ど
を
抱
え
る
図
書
寮
は
、
写
経
所
と
よ
く
似
た
性
格
を
持
つ
官
司
と
考
え

ら
れ
、
写
経
所
の
運
営
と
類
似
す
る
点
も
多
い
と
思
わ
れ
る
。
令
外
官
で
あ
る
写

経
所
の
特
殊
性
も
あ
ろ
う
が
、
以
上
の
よ
う
な
堂
の
内
部
構
造
を
念
頭
に
お
い
て

一
般
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
古
代
に
お
け
る
手
工
業
的
な
組
織
の
あ
り
方

を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
事
務
的
な
官
司
と
の
相
違
点
は
今
後

検
討
し
た
い
が
、
奈
良
時
代
の
官
司
が
実
務
レ
ベ
ル
で
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
運

用
さ
れ
て
い
た
か
、
そ
の
一
端
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

【
注
】

（
１
）
栄
原
永
遠
男
ａ
『
奈
良
時
代
の
写
経
と
内
裏
』
（
塙
書
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、
二
〇
〇
〇
年
）
、
同
ｂ

『
奈
良
時
代
写
経
史
研
究
』
（
塙
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
、
同
ｃ
『
正
倉
院
文
書
入

門
』
（
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
一
年
）
、
杉
本
一
樹
『
日
本
古
代
文
書
の
研
究
』

（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
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年
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、
山
下
有
美
『
正
倉
院
文
書
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写
経
所
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研
究
』

（
吉
川
弘
文
館
、
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）
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数
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究
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ら
れ
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い

る
。
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倉
院
文
書
の
訓
読
と
注
釈
請
暇
不
参
解
編
」
（
一
）
（
二
）

（
奈
良
女
子
大
学
二
十
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
報
告
書V

ol.

四
・
九　

二
〇
〇
五

年
、
二
〇
〇
七
年
）
、
宮
川
久
美
「
正
倉
院
文
書
の
訓
読
と
注
釈
月
借
銭
解
編
」
第

一
〜
第
七
分
冊
（
『
奈
良
佐
保
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
十
六
〜
二
十
四
号
、
二
〇

〇
九
年
〜
二
〇
一
七
年
）
は
請
暇
不
参
解
・
月
借
銭
解
に
一
通
ず
つ
訓
読
と
注
釈
を

加
え
た
も
の
で
あ
る
。

（
２
）
奈
良
時
代
に
国
家
的
な
写
経
事
業
を
行
っ
た
機
関
は
、
内
裏
系
統
の
写
経
機
関
と
、

「
写
経
所
文
書
」
が
残
る
皇
后
宮
職
系
統
の
写
経
機
関
が
あ
る
。
組
織
も
名
称
も
さ

ま
ざ
ま
な
変
遷
を
た
ど
る
が
、
本
論
文
で
は
、
史
料
に
名
称
が
明
記
さ
れ
て
い
る
場

合
以
外
は
、
便
宜
的
に
「
写
経
所
」
で
統
一
す
る
。

（
３
）
渡
部
陽
子
ａ
「
正
倉
院
文
書
に
お
け
る
「
荒
紙
」
「
悪
紙
」
」
（
栄
原
永
遠
男
編

『
日
本
古
代
の
王
権
と
社
会
』
塙
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
、
同
ｂ
「
「
下
纏
」
と

「
式
」
「
敷
」
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
二
、
二
〇
一
一
年
）
、
同
ｃ
「
正
倉

院
文
書
に
み
え
る
帙
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
三
、
二
〇
一
三
年
）
、
同
ｄ

「
正
倉
院
文
書
に
み
え
る
浄
衣
」
（
栄
原
永
遠
男
編
『
正
倉
院
文
書
の
歴
史
学
・
国

語
学
的
研
究
│
解
移
牒
案
を
読
み
解
く
│
』
和
泉
書
院
、
二
〇
一
六
年
）
、
同
ｅ

「
正
倉
院
文
書
に
み
え
る
櫃
」
（
栄
原
永
遠
男
・
佐
藤
信
・
吉
川
真
司
編
『
東
大
寺

の
新
研
究
二　

歴
史
の
な
か
の
東
大
寺
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
七
年
）

（
４
）
吉
田
孝
氏
は
、
写
経
事
業
の
予
算
案
を
整
理
し
て
そ
の
形
式
を
提
示
し
た
（
吉
田
孝

「
律
令
時
代
の
交
易
」
（
『
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
三

年
）
）
。
こ
れ
ら
の
予
算
案
は
「
造
東
大
寺
司
解　

申
請
奉
写
経
用
度
物
事
」
と
書

き
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
端
裏
書
や
題
籤
に
は
「
用
度
文
」
と
書
か
れ
た
も
の

が
散
見
さ
れ
る
た
め
、
こ
の
形
式
の
文
書
は
当
時
「
用
度
文
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
な
お
本
論
で
は
、
写
経
事
業
開
始
に
あ
た
っ
て
必
要
な
物
品
類
を
書

き
だ
し
た
も
の
を
「
用
度
文
」
と
し
、
個
別
の
物
品
の
み
を
申
請
す
る
文
書
や
、
写

経
事
業
の
途
中
で
物
品
を
追
加
申
請
す
る
文
書
は
用
度
文
と
は
み
な
さ
な
い
。

（
５
）
『
大
日
本
古
文
書
（
編
年
）
』
一
四
巻
二
九
二
頁
〜
三
〇
〇
頁
。
以
下
『
大
日

古
』
、
一
四
ノ
二
九
二
〜
三
〇
〇
と
略
す
。
ま
た
本
論
文
に
お
い
て
「　

」
で
示
す

史
料
名
は
『
大
日
古
』
の
も
の
、
﹇　

﹈
で
示
す
の
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編

『
正
倉
院
文
書
目
録
』
の
も
の
で
あ
る
。

（
６
）
栄
原
永
遠
男
「
光
明
皇
太
后
没
前
の
写
経
事
業
群
」
（
前
掲
注
１
著
書
ｂ
）

（
７
）
表
５
に
あ
げ
た
物
品
の
う
ち
、
経
紙
・
凡
紙
に
つ
い
て
は
注
３
拙
稿
ａ
・
ｂ
、
帙
は

拙
稿
ｃ
、
浄
衣
は
拙
稿
ｄ
、
櫃
は
拙
稿
ｅ
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
た
。

（
８
）
桑
原
祐
子
「
墨
の
記
述
―
墨
頭
・
墨
端
と
助
数
詞
」
（
『
正
倉
院
文
書
の
国
語
学
的

研
究
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）
、
濱
道
孝
尚
「
写
経
所
に
お
け
る
「
私
書
」

の
書
写
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
三
、
二
〇
一
三
年
）

（
９
）
仁
王
経
疏
一
部
五
巻
の
用
度
文
で
は
、
経
紙
・
凡
紙
、
菟
毛
筆
一
管
半
と
墨
一
挺
を

買
う
た
め
の
銭
を
申
請
し
て
い
る
（
表
２
№
28
、
一
六
ノ
三
七
五
〜
三
七
六
）
。
筆

そ
の
も
の
を
一
管
と
半
分
だ
け
授
受
す
る
と
い
う
の
は
、
物
理
的
に
不
可
能
で
あ

る
。
同
じ
年
に
行
わ
れ
た
梵
網
経
四
十
巻
・
四
分
僧
戒
本
経
十
巻
・
四
分
尼
戒
本
経

十
巻
の
用
度
文
で
は
、
菟
毛
筆
一
管
（
四
十
文
）
を
も
っ
て
写
紙
百
五
十
張
、
墨
一

挺
（
三
十
文
）
を
も
っ
て
写
紙
三
百
張
と
あ
る
（
表
２
№
30
、
一
六
ノ
三
四
二
、
二

五
ノ
三
四
〇
）
。
筆
一
管
と
半
分
だ
と
、
二
百
二
十
五
張
を
写
す
こ
と
が
で
き
、
仁

王
経
疏
で
申
請
さ
れ
た
経
紙
は
百
九
十
一
張
で
あ
る
か
ら
、
十
分
で
あ
る
。
写
経
所

は
、
筆
墨
の
現
物
で
は
な
く
、
菟
毛
筆
一
管
半
の
銭
六
十
文
と
墨
一
挺
の
銭
三
十
文

と
い
う
よ
う
に
、
銭
を
申
請
す
る
こ
と
で
、
用
紙
数
に
応
じ
た
詳
細
な
計
画
を
た
て

る
こ
と
が
で
き
る
。
写
経
事
業
ご
と
に
筆
墨
そ
の
も
の
を
準
備
す
る
の
で
は
な
く
、

必
要
な
銭
を
収
納
し
て
、
写
経
所
の
在
庫
分
を
順
次
使
用
す
る
。
様
々
な
写
経
事
業

を
断
続
的
に
行
う
写
経
所
だ
か
ら
こ
そ
可
能
と
な
る
、
筆
墨
の
合
理
的
な
運
用
方
法

で
あ
る
。

（
10
）
山
下
有
美
「
写
経
機
構
の
内
部
構
造
と
運
営
」
（
前
掲
注
１
著
書
）

（
11
）
栄
原
永
遠
男
『
正
倉
院
文
書
入
門
』
（
前
掲
注
１
著
書
ｃ
）

（
12
）
端
継
に
つ
い
て
は
、
杉
本
一
樹
「
端
継
・
式
敷
・
裹
紙
」
（
前
掲
注
１
著
書
）
。
史

料
上
に
は
〈
仮
軸
〉
に
関
す
る
記
載
は
み
え
な
い
が
、
端
継
の
二
次
利
用
と
考
え
ら

れ
る
続
修
後
集
第
二
二
巻
が
、
軸
付
紙
の
形
状
を
な
す
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
仮
の
軸

が
取
り
付
け
ら
れ
た
と
す
る
。
書
写
中
は
、
巻
首
に
取
り
付
け
ら
れ
た
端
継
が
、
軸

付
紙
と
仮
表
紙
の
役
割
を
兼
ね
た
と
考
え
ら
れ
、
書
写
終
了
後
、
巻
首
に
は
正
式
な

表
紙
が
、
巻
尾
に
は
正
式
な
軸
が
取
り
付
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
13
）
大
隅
亜
希
子
「
装
潢
組
織
の
展
開
と
布
施
支
給
の
変
遷
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』

六
、
一
九
九
九
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

（
大
阪
市
立
大
学
都
市
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
）

─97─

奈良時代写経所の空間構造〔渡部〕

用　途

経紙 平均は1巻20張継

1巻に1/2張
右端に付け、写経中の仮軸
の軸付紙と仮表紙を兼用

正式の帙に包むまで、
1張で10巻を包む

経巻の心とする丸棒。両端に
軸端をはめ込むものも多い
表紙右端に巻き込んだ発装
の竹に取り付ける
経典（帙1枚で10巻程度）を
包む

写経事業遂行時の衣
（夏料・冬料あり）

金字経の場合、瑩生が文字
を磨いて光らせる

陶碗（硯并筆漬用）を使用す
る場合あり
炭で硯を温める場合あり

経巻の装丁などに使用

写経堂・宿所・食堂などで使用

経典奉請用
経紙などの移動用
写経所での物品保管用

1巻に1/2張

文字配分の目安
下敷き
写経用具をまとめるもの

菟毛筆：書写用
鹿毛筆：界線用
狸毛筆：題書用

1枚で経紙100張を包んで打つ

表紙

凡紙

端継紙

公文雑用料

裹紙

仮帙

式
敷
下纏

筆・墨

軸

緒（帯）

帙

櫃

浄衣

硯

刀子・砥石

猪牙

机・座具

案主が提出文書、帳簿など
作成
写経生に配布し手実等を書
かせる

①
1

2

1

7

2

3

4
5
6

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

表５　個別の物品表５　個別の物品



　
　
は
じ
め
に

　

正
倉
院
文
書
研
究
で
は
、
文
書
論
、
組
織
論
、
個
別
写
経
事
業
な
ど
に
つ
い
て

研
究
が
進
ん
で
い
る
。
写
経
生
に
関
し
て
も
、
月
借
銭
、
請
暇
に
つ
い
て
の
研
究

が
あ
る
。
し
か
し
、
写
経
所
と
は
ど
の
よ
う
な
環
境
で
あ
っ
た
か
、
具
体
的
に
ど

の
よ
う
に
作
業
を
し
て
い
た
か
、
ま
だ
わ
か
っ
て
い
な
い
点
が
多
い
。

　

正
倉
院
文
書
の
大
半
を
占
め
る
「
写
経
所
文
書
」
は
、
写
経
所
に
お
け
る
写
経

事
業
に
関
す
る
文
書
・
帳
簿
類
で
あ
り
、
人
や
物
品
の
や
り
取
り
や
状
況
が
記
載

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
私
は
、
こ
れ
ら
の
文
書
や
帳
簿
類
を
詳
細
に
検
討
す
る

こ
と
に
よ
り
、
い
く
つ
か
の
物
品
に
焦
点
を
当
て
て
そ
の
機
能
を
考
え
て
き
た
。

本
論
で
は
、
物
品
の
申
請
・
収
納
・
支
給
・
使
用
状
況
・
返
却
な
ど
に
つ
い
て
、

写
経
事
業
ご
と
に
整
理
し
な
が
ら
具
体
的
に
検
討
し
、
誰
が
・
い
つ
・
ど
こ
で
・

何
を
・
何
の
た
め
に
・
ど
の
よ
う
に
使
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
写
経
所
の
空
間
構
造
を
見
通
し
た
い
。

　

律
令
制
下
の
役
所
に
つ
い
て
、
組
織
の
具
体
的
な
運
用
ま
で
わ
か
る
史
料
は
、

　
　
　
　

写
経
所
文
書
以
外
に
な
い
。
木
簡
は
貴
重
な
一
次
史
料
だ
が
、
断
片
的
な
情
報
し

か
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
写
経
所
文
書
も
、
全
て
の
文
書
や
帳
簿
群
が
現
存
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
江
戸
末
期
か
ら
明
治
時
代
に
行
わ
れ
た
「
整

理
」
に
よ
っ
て
ば
ら
ば
ら
に
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
原
本
調
査
や
、
史
料
内

容
の
丹
念
な
研
究
成
果
に
よ
り
、
多
く
の
情
報
を
体
系
的
に
得
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

造
東
大
寺
司
管
下
の
写
経
所
は
、
写
経
と
い
う
宗
教
行
為
を
行
う
場
で
あ
る
と

同
時
に
、
分
業
体
制
に
よ
る
組
織
運
営
を
行
う
工
房
的
な
性
格
を
も
つ
役
所
で
も

あ
る
。
写
経
所
文
書
を
使
っ
て
写
経
所
の
内
部
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
図
書
寮
な
ど
他
の
一
般
官
司
に
つ
い
て
も
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

表
１
は
写
経
所
の
構
成
員
と
そ
の
役
割
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
論
で
は
、

正
倉
院
文
書
に
み
え
る
物
品
が
、
写
経
事
業
の
中
で
ど
の
よ
う
に
機
能
し
運
用
さ

れ
て
い
た
か
を
総
合
的
に
考
え
た
い
。
ま
ず
、
用
度
文
（
用
度
申
請
）・
用
残
報
告
や

帳
簿
類
に
よ
り
、
写
経
事
業
に
お
け
る
物
品
の
申
請
・
使
用
状
況
を
検
討
す
る
。

次
に
、
個
別
写
経
事
業
で
使
わ
れ
る
物
品

を
、
そ
の
性
質
ご
と
に
分
別
し
、
職
掌
ご

と
に
整
理
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
奈
良

時
代
の
写
経
所
が
ど
の
よ
う
な
空
間
だ
っ

た
の
か
、
内
部
構
造
を
立
体
的
に
解
明
す

る
た
め
の
見
通
し
を
た
て
た
い
。
な
お
、

広
義
の
写
経
所
と
は
、
写
経
に
関
す
る
作

業
を
行
う
写
経
堂
に
加
え
、
経
師
等
が
生

活
す
る
食
堂
（
料
理
供
養
所
）
、
宿
所
な
ど

も
含
ま
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
様
々
な

物
品
が
使
用
さ
れ
る
が
、
本
論
の
検
討
対
象
は
、
写
経
堂
に
限
定
す
る
。

　
　
一
　
用
度
文
に
み
え
る
物
品

（
１
）
用
度
文

　

個
別
写
経
事
業
を
始
め
る
に
あ
た
り
、
写
経
所
の
事
務
官
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ

た
予
算
案
（
見
積
書
兼
請
求
書
）
が
用
度
文
（
用
度
申
請
）
で
あ
る
。
用
度
文
の
書
き
出

し
は
「
写
経
所
解
」「
写
書
所
解
」
ま
た
は
「
造
東
大
寺
司
解
」
な
ど
と
な
っ
て
お

り
、
写
経
所
の
案
主
が
下
書
き
を
作
成
し
、
造
東
大
寺
司
政
所
で
清
書
さ
れ
、
太
政

官
も
し
く
は
写
経
事
業
の
発
願
主
に
提
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
用
度
文
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
写
経
事
業
を
遂
行
す
る
に
あ
た
っ
て
必
要
と
判
断
さ
れ
た
物
品

が
列
挙
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
典
型
的
な
用
度
文
の
例
と
し
て
、
長
く
な
る
が
【
史

料
一
】
を
あ
げ
る
（
「　

」
は
追
記
、
＊
は
朱
書
き
、
文
字
は
抹
消
、
勾
点
は
省
略
、
波

線
は
筆
者
に
よ
る
）
。

【
史
料
１
】

﹇
東
寺
写
経
所
解
（
案
）
﹈
（
続
修
後
集
五
、
一
四
ノ
二
九
二
〜
三
〇
〇
）

東
寺
写
経
所
解　

申
請
応
奉
写
経
用
度
物
事

合
経
壱
伯
参
拾
伍
部
四
百
五
十
巻　
　
　

　

法
花
経
卌
五
部
三
百
六
十
巻　

 

「
請
随
求
陀
羅
尼
壇
□
」

　

金
剛
般
若
経
卌
五
部
卌
五
巻

　

理
趣
経
卌
五
部
卌
五
巻

応
用
紙
壱
万
玖
伯
参
張

　

経
紙
一
万
三
百
十
張

　
　

九
千
五
百
八
十
五
張
見
写
料

　
　
　

八
千
□
百
張
法
花
経
□
五
部
料
部
別
百
八
十
張

　
　
　

五
百
八
十
五
□
□
剛
般
若
経
卌
五
巻
料
巻
別
十
三
張

　
　
　

九
百
張
理
□
経
卌
五
巻
料
巻
別
廿
張

　
　

二
百
廿
五
張
表
紙
料　
以
一
張
着
二
巻

　

五
百
張
破
料

凡
紙
伍
佰
玖
拾
参
張

　

二
百
五
十
八
張
一
万
三
百
十
張
端
料　
以
一
張
着
卌
張

　

一
百
卅
五
張
敷
紙
并
下
纏
式
料

　

一
百
張
裹
紙
料　
以
一
裹
打
紙
百
張

　

一
百
張
雑
用
料

菟
毛
筆
玖
拾
壱
管　
以
一
管
写
紙
百
五
十
張

墨
参
拾
弐
挺　
以
一
挺
写
紙
三
百
張

界
料
鹿
毛
筆
拾
管

綺
漆
拾
陸
丈
伍
寸 

　

六
十
八
丈
八
尺
五
寸
法
花
経
三
百
六
十
巻
理
趣
経
卌
五
巻
料
巻
別
一
尺
七
寸

　

七
丈
二
尺
金
剛
般
若
経
卌
五
巻
料
巻
別
一
尺
六
寸

扶
壱
佰
参
拾
伍
枚 

各
長
一
尺
七
寸

軸
肆
佰
伍
拾
枚

黄
蘗
弐
佰
肆
拾
伍
斤 

以
一
斤
染
紙
卌
張

橡
壱
斗
伍
升 

以
一
升
染
表
紙
十
五
張

（
以
下
省
略
･
･
･
荒
炭
、
薪
、
銭
（
菟
毛
筆
、
墨
、
鹿
毛
筆
、
生
菜
、
荒
炭
、
薪
）
、

浄
衣
料
（
絁
・
綿
・
細
布
・
調
布
・
祖
布
）
、
木
履
、
菲
）

経
師
肆
拾
伍
人　

装
潢
参
人　

校
生
陸
人　

雑
使
伍
人　

優
婆
夷
壱
人

　

合
陸
拾
人
単
功
弐
仟
伍
拾
陸
人

　

一
千
三
百
六
十
九
人
経
師 

人
別
写
紙
七
張

　

一
百
九
十
一
人
装
潢 

人
別
作
紙
五
十
張

　

二
百
十
六
人
校
生 

人
別
校
紙
六
十
張

　

一
百
五
十
人
雑
使  

卅
日
単

　

卅
人
優
婆
夷  

卅
日
単

米
肆
拾
斛
肆
升

（
以
下
食
料
省
略
…
糯
米
、
塩
、
醤
、
滓
醤
、
末
醤
、
酢
、
海
藻
、
滑
海
藻
、
心
太
、
芥

子
、
胡
麻
油
、
小
麦
、
大
豆
、
小
豆
、
漬
菜
、
漬
薑
）

　　
　

砥
壱
顆

　
　

刀
子
参
柄　

　
　

仕
丁
壱
拾
伍
人

「
不
」
折
薦
畳
玖
拾
枚

　　

以
前
、
応
奉
写
一
百
卅
五
部
之
経
用
度
之
物
、
所
請
如

　

件
、
謹
解

　
　
　
　
　
　

天
平
宝
字
四
年
正
月
十
五
日
主
典
正
八
位
上
安
都
宿
祢「
雄
足
」

　

次
官
従
五
位
下
高
麗
朝
臣
「
大
山
」

　　

【
史
料
一
】
は
天
平
宝
字
四
年
（
七
六
〇
）
に
行
わ
れ
た
法
花
経
四
十
五
部
三
百

六
十
巻
・
金
剛
般
若
経
四
十
五
部
四
十
五
巻
・
理
趣
経
四
十
五
部
四
十
五
巻
（
い
わ

ゆ
る
百
三
十
五
部
経
）
の
用
度
文
で
あ
る
。
こ
の
写
経
事
業
は
光
明
皇
太
后
が
母
の

県
犬
養
三
千
代
の
追
福
の
た
め
に
発
願
し
た
も
の
で
、
天
平
宝
字
四
年
正
月
十
一

日
の
太
師
（
藤
原
仲
麻
呂
）
宣
（
一
四
ノ
三
六
七
）
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

【
史
料
一
】
を
み
て
み
る
と
、
ま
ず
経
典
名
と
巻
数
を
書
き
上
げ
、
写
経
に
必
要

な
紙
（
経
紙
・
凡
紙
）
、
筆
・
墨
、
経
典
の
体
裁
に
関
わ
る
綺
・
帙
・
軸
・
染
料
、

燃
料
、
銭
、
浄
衣
、
人
功
、
食
料
、
仕
丁
、
そ
の
他
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
【
史
料

一
】
は
写
経
所
か
ら
造
東
大
寺
司
に
提
出
さ
れ
、
次
官
の
署
名
を
も
ら
っ
た
が
、

物
品
の
数
量
変
更
の
た
め
写
経
所
に
差
し
戻
さ
れ
、
数
量
の
訂
正
を
朱
で
書
き
込

み
、
そ
れ
を
も
と
に
正
文
を
書
き
直
し
て
提
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
【
史
料

一
】
は
控
え
と
し
て
写
経
所
政
所
に
残
し
、
物
品
の
収
納
時
に
そ
の
日
付
等
に
つ

い
て
追
記
し
、
勾
点
等
を
付
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

写
経
所
文
書
に
み
え
る
用
度
文
の
記
載
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
２
で
あ

る
。
「
写
経
所
文
書
」
に
お
け
る
写
経
関
係
の
現
存
最
古
の
文
書
は
、
藤
原
光
明

子
家
の
神
亀
四
〜
五
年
（
七
二
七
〜
八
）
の
も
の
だ
が
（
一
ノ
三
八
一
〜
三
八
三
）
、

表
２
の
よ
う
に
、
現
存
す
る
用
度
文
は
天
平
二
十
年
（
七
四
八
）
の
も
の
が
初
見
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
天
平
末
年
頃
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、
用
度
文
の
形
式
が
あ

る
程
度
確
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
用
度
文
の
多
く
に
は
、
筆
墨
等
に
つ
い
て
、

申
請
物
品
を
列
挙
し
た
項
と
、
申
請
す
る
銭
の
用
途
を
列
挙
し
た
部
分
の
両
方
に

記
載
が
み
え
る
。
二
カ
所
の
筆
墨
の
数
量
は
同
じ
で
あ
り
、
な
ぜ
重
複
し
て
記
載

し
て
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
書
き
方
は
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
他
の
項
目

や
物
品
の
書
き
方
で
も
、
順
序
が
入
れ
替
わ
っ
た
り
物
品
の
種
類
が
増
減
し
た
り

す
る
も
の
の
、
一
定
の
形
式
が
み
ら
れ
る
。
題
籤
軸
が
つ
け
ら
れ
て
写
経
事
業
終

了
後
も
保
管
さ
れ
た
用
度
文
も
あ
る
の
で
、
案
主
が
次
の
写
経
事
業
の
用
度
文
を

作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
見
本
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

【
史
料
一
】
は
表
２
№
15
に
あ
た
る
が
、
記
載
さ
れ
た
物
品
の
種
類
を
比
較
す

る
と
、
典
型
的
な
用
度
文
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
用
度
文
に
記
載
さ
れ
た

内
容
に
は
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
特
に
食
料
・
雑
器
な
ど
数
多
く
の
物
品
を
請
求
し
た

も
の
と
、
経
典
の
書
写
に
必
要
最
低
限
の
物
品
で
あ
る
紙
筆
墨
の
み
の
請
求
に
と

ど
ま
る
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
前
者
は
表
２
№
24
大
般
若
経
二
部
千
二
百
巻
、
後

者
は
№
13
心
経
百
巻
や
№
28
仁
王
経
疏
一
部
五
巻
の
写
経
事
業
の
用
度
文
に
み
ら

れ
る
。
案
主
に
は
、
経
典
何
巻
・
経
紙
何
張
の
写
経
な
ら
ば
、
ど
の
物
品
・
人
員

が
ど
れ
だ
け
必
要
か
と
い
う
目
安
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
用
度
文

で
何
を
ど
れ
だ
け
申
請
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
請
求
先
で
あ
る
発
願
者
の
意

向
、
写
経
の
重
要
度
や
緊
急
度
な
ど
に
よ
り
、
調
整
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

管
見
の
限
り
奈
良
時
代
に
は
四
百
以
上
の
写
経
事
業
が
行
わ
れ
な
が
ら
、
用
度

文
が
三
十
四
例
し
か
現
存
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
全
て
の
写
経
事
業
に
お
い
て

用
度
文
が
作
成
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

用
度
文
が
現
存
し
な
い
写
経
事
業
で
も
、
造
東
大
寺
司
や
内
裏
な
ど
か
ら
写
経
に

必
要
な
物
品
が
収
納
さ
れ
て
い
る
例
は
多
い
。
総
合
的
な
用
度
文
が
作
成
さ
れ
な

く
て
も
、
「
筆
墨
申
請
」
な
ど
個
別
に
物
品
の
申
請
文
書
を
作
成
し
、
写
経
所
に

必
要
な
物
品
が
収
納
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
写
経
事
業
終
了
後
、
決
算
と
し
て
物
品
の
用
残
報
告
が
作
成
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
。
用
度
文
と
用
残
報
告
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
申
請
さ
れ
た
物
品
が
、

実
際
は
ど
れ
だ
け
収
納
さ
れ
て
使
用
さ
れ
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

用
度
文
と
用
残
報
告
が
共
に
現
存
す
る
の
は
、
前
述
の
天
平
宝
字
四
年
の
百
三

十
五
部
経
と
、
天
平
宝
字
六
〜
七
年
（
七
六
二
〜
三
）
の
大
般
若
経
二
部
千
二
百
巻
の

写
経
事
業
で
あ
る
。
表
３
に
あ
げ
た
百
三
十
五
部
経
に
よ
る
と
、
用
度
文
と
用
残

報
告
の
数
量
が
一
致
す
る
の
は
わ
ず
か
六
品
目
だ
け
で
あ
る
。
用
度
文
は
あ
く
ま

で
計
画
で
あ
り
、
実
際
に
収
納
さ
れ
た
物
品
の
量
や
種
類
が
か
な
り
異
な
る
こ
と

が
わ
か
る
。
特
に
銭
の
場
合
、
収
納
さ
れ
た
銭
の
用
途
は
、
あ
る
程
度
案
主
の
采

配
に
任
せ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
食
料
、
食
膳
・
調
理
用
具
な
ど
は
、
食

　
　
　

　
　
　

事
の
メ
ニ
ュ
ー
や
備
品
の
不
足
具
合
に
応
じ
て
、
変
更
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
２
）
個
別
の
物
品

　

写
経
事
業
に
お
い
て
は
、
様
々
な
文
書
が
や
り
と
り
さ
れ
、
帳
簿
類
が
活
用
さ

れ
る
。
前
述
の
百
三
十
五
部
経
で
は
、
表
４
に
あ
げ
た
よ
う
な
関
係
史
料
が
残
っ

て
い
る
。
用
度
文
（
c
）
、
銭
用
帳
（
e
）
、
充
装
潢
帳
（
g
）
（
n
）
、
充
紙
筆
墨

帳
（
h
）
、
充
本
帳
（
i
）
、
校
帳
（
m
）
、
手
実
帳
（
l
）
、
布
施
申
請
（
o
）
、

用
残
報
告
（
x
）
と
い
っ
た
他
の
個
別
写
経
事
業
に
も
共
通
す
る
形
式
の
も
の
が
一

通
り
そ
ろ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
複
数
の
帳
簿
類
が
現
存
す
る
お
か
げ
で
、
ひ

と
つ
だ
け
の
史
料
で
は
判
明
し
な
い
物
品
の
動
き
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

た
と
え
ば
、
用
度
文
（
c
）
で
は
綺
八
十
丈
一
尺
、
軸
四
百
五
十
枚
が
現
物
で
請

求
さ
れ
て
い
る
が
、
書
写
が
終
了
し
布
施
申
請
（
o
）
も
提
出
さ
れ
た
後
に
よ
う
や

く
、
写
経
所
別
当
の
安
都
雄
足
か
ら
「
彼
一
百
三
十
五
部
経
綺
軸
、
以
其
残
、
令

買
市
頭
（
軸
朱
頂
）
」
と
指
示
が
出
た
（
r
）
。
写
経
所
で
は
そ
れ
ら
を
購
入
し
て

一
千
五
十
文
（
綺
七
十
丈
直
）
、
三
百
六
十
文
（
朱
頂
軸
四
百
五
十
枚
直
）
を
請
求
し

た
が
（
s
）
、
用
残
報
告
（
x
）
で
は
、
用
い
た
銭
の
内
訳
の
項
に
、
一
貫
五
十
文

（
綺
七
十
丈
直
）
、
二
百
八
十
八
文
（
朱
頂
軸
三
百
六
十
枚
直
）
と
あ
る
。
残
り
九
十

本
分
の
朱
頂
軸
の
銭
が
最
終
的
に
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
た
の
か
現
存
の
史
料
で

は
わ
か
ら
な
い
。
綺
緒
に
つ
い
て
は
、
用
度
文
（
c
）
で
は
法
花
経
と
理
趣
経
は
巻

別
一
丈
八
尺
、
金
剛
般
若
経
は
巻
別
一
丈
六
尺
と
し
て
、
合
計
八
十
丈
一
尺
が
計

上
さ
れ
た
。
緒
の
長
さ
の
差
は
、
一
巻
平
均
二
十
二
，
五
張
の
法
花
経
と
一
巻
二

十
張
の
理
趣
経
、
そ
し
て
一
巻
十
三
張
の
金
剛
般
若
経
と
い
う
、
一
巻
あ
た
り
の

経
紙
の
予
定
枚
数
か
ら
わ
か
る
巻
物
の
太
さ
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
。
綺
に
つ

い
て
も
七
十
丈
分
の
銭
し
か
支
出
さ
れ
ず
、
各
巻
に
は
予
定
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
少
し

短
い
緒
が
取
り
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
写
経
所
文
書
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
写
経
事
業
ご
と
に
整
理
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
用
度
文
・
収
納
帳
・
用
帳
・
充
帳
・
用
残
報
告
等
に
み
え
る
物
品

に
つ
い
て
、
一
連
の
運
用
状
況
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ど
の
よ
う
な
物
品

を
ど
れ
だ
け
請
求
す
る
予
定
だ
っ
た
の
か
、
実
際
に
は
ど
れ
だ
け
収
納
さ
れ
た
の

か
、
い
つ
誰
が
ど
の
よ
う
に
用
い
た
の
か
、
ど
れ
だ
け
使
用
し
て
ど
れ
だ
け
残

り
、
ど
れ
だ
け
返
上
し
た
の
か
、
ま
た
は
別
の
写
経
事
業
に
転
用
し
た
の
か
。
全

て
の
写
経
事
業
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
ま
だ
で
き
て
い
な
い
が
、
現
時
点
で

わ
か
る
範
囲
で
、
経
典
の
書
写
に
直
接
関
わ
る
物
品
の
特
徴
を
あ
げ
た
の
が
表
５

で
あ
る
。

　

常
写
や
間
写
の
①
経
紙
（
○
番
号
は
表
５
に
対
応
）
は
、
﹇
間
紙
検
定
并
便
用
帳
﹈

（
九
ノ
三
六
七
〜
三
七
〇
+
九
ノ
三
七
〇
〜
三
八
〇
+
三
ノ
四
八
五
〜
四
八
六
+
一
一
ノ
三

六
四
〜
三
六
六
）
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
紙
の
種
類
や
色
、
枚
数
が
細
か

く
記
載
さ
れ
、
あ
る
経
典
に
使
用
す
る
紙
が
ど
こ
か
ら
収
納
さ
れ
た
の

か
、
も
し
く
は
ど
の
写
経
事
業
の
紙
を
転
用
し
た
の
か
、
残
紙
を
ど
の
写

経
事
業
に
転
用
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
管
理
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て

②
凡
紙
は
、
す
べ
て
の
写
経
事
業
に
お
い
て
申
請
・
収
納
さ
れ
た
わ
け
で

は
な
く
、
写
経
所
内
で
臨
機
応
変
に
再
利
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ

る
。
③
筆
墨
は
、
支
給
・
返
上
記
録
が
細
か
く
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
て
い
た
も

の
の
、
ま
だ
ま
だ
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
多
い
。
筆
墨
の
請
求

や
支
給
は
現
物
と
銭
の
場
合
が
両
方
あ
る
が
、
銭
で
請
求
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
各
写
経
事
業
ご
と
の
財
政
と
使
用
実
態
と
を
、
効
率
的
に
調
整
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
⑦
櫃
に
は
、
カ
ギ
や
据
え
付
け
る
机
が
付
属
し

た
経
典
奉
請
用
の
櫃
、
経
紙
な
ど
の
物
品
を
移
動
す
る
た
め
の
櫃
、
写
経

所
内
で
物
品
を
保
管
す
る
た
め
の
櫃
な
ど
が
あ
る
。
な
か
で
も
小
明
櫃

は
、
各
経
師
が
写
経
中
の
経
巻
を
納
入
す
る
の
に
使
用
す
る
た
め
、
経
師

の
人
数
分
請
求
さ
れ
る
が
、
紙
筆
墨
と
違
っ

て
個
人
に
支
給
さ
れ
た
記
録
が
な
い
。
⑨
硯

も
ま
れ
に
用
度
文
で
請
求
さ
れ
る
場
合
は
、

経
師
一
人
に
つ
き
ひ
と
つ
と
い
う
意
識
が
あ

る
よ
う
だ
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
分
配

さ
れ
て
い
た
の
か
わ
か
ら
な
い
。

（
３
）
小
結

　

そ
れ
ぞ
れ
の
写
経
事
業
の
用
度
文
か
ら

は
、
ど
の
よ
う
な
物
品
が
写
経
事
業
に
必
要

で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
。
用
度
文
に
計
上
さ

れ
た
物
品
は
あ
く
ま
で
見
積
も
り
で
あ
り
、

帳
簿
類
と
比
較
検
討
す
る
と
、
実
際
に
納
入

さ
れ
て
写
経
所
で
使
用
さ
れ
た
数
量
や
種
類

は
異
な
る
。
し
か
し
そ
の
相
違
点
か
ら
、
物

品
運
用
の
計
画
と
実
態
が
浮
き
彫
り
と
な
る

の
で
あ
る
。

　

筆
墨
申
請
、
充
紙
筆
墨
、
充
本
、
手
実
、

行
事
、
上
日
、
布
施
申
請
な
ど
に
は
、
写
経

生
の
個
人
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
史
料
か
ら
、
各
写
経
生
が
ど
の
よ
う
な
物

品
を
使
用
し
て
写
経
事
業
を
行
っ
た
か
が
わ

か
る
が
、
基
本
的
に
手
本
と
す
る
本
経
と
紙

筆
墨
の
支
給
・
返
上
、
担
当
経
巻
の
用
紙
数
（
正
用
・
空
破
・
返
上
）
し
か
記
入
さ

れ
て
い
な
い
。

　

写
経
堂
で
使
わ
れ
る
物
品
の
な
か
で
、
経
紙
な
ど
新
写
経
典
に
使
用
さ
れ
る
も

の
は
、
写
経
事
業
ご
と
に
収
納
さ
れ
、
余
れ
ば
紙
一
枚
・
筆
一
本
単
位
で
細
か
く

チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
て
返
上
し
、
他
の
写
経
事
業
に
転
用
す
る
場
合
は
便
用
記
録
が
あ

る
。
し
か
し
、
机
や
小
明
櫃
な
ど
は
、
少
量
で
は
あ
る
が
写
経
所
に
収
納
さ
れ
て

い
る
の
に
、
写
経
生
の
個
人
あ
て
に
支
給
記
録
が
な
い
。
硯
や
そ
れ
に
類
す
る
も

の
、
装
潢
・
校
生
の
墨
な
ど
も
、
確
実
に
使
用
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
支
給

記
録
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
物
品
ご
と
の
運
用
状
況
の
違
い
に
注
目
し
て
検
討
す

る
こ
と
で
、
写
経
堂
の
内
部
構
造
が
み
え
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
二
　
写
経
所
に
お
け
る
物
品
の
運
用

　

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
各
写
経
事
業
ご
と
に
収
納
さ
れ
る
物
品
と
、
ま

れ
に
し
か
収
納
さ
れ
な
い
物
品
、
ま
た
個
々
の
写
経
生
あ
て
の
支
給
記
録
が
あ
る

物
品
と
支
給
記
録
が
な
い
物
品
が
あ
る
。

　

写
経
事
業
で
は
、
案
主
が
作
業
の
段
階
に

応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
帳
簿
を
作
成
し
管
理
す

る
。
経
紙
や
筆
墨
の
支
給
返
却
記
録
が
徹
底

し
て
い
る
の
は
、
最
後
に
手
実
と
照
ら
し
合

わ
せ
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
り
、
布
施
支
給

と
直
結
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に

対
し
て
、
耐
久
性
の
あ
る
硯
や
机
、
小
明
櫃

な
ど
は
、
写
経
事
業
ご
と
に
交
換
す
る
必
要
は
な
く
誰
が
使
っ
て
も
問
題
は
な

い
。

　

写
経
生
個
人
に
支
給
・
返
却
す
る
帳
簿
が
な
い
物
品
は
、
写
経
事
業
ご
と
に
メ

ン
バ
ー
が
入
れ
替
わ
る
写
経
生
個
人
に
支
給
す
る
の
で
は
な
く
、
経
師
・
校
生
・

装
潢
の
作
業
場
所
、
こ
れ
を
仮
に
〈
座
席
〉
と
呼
称
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
〈
座

席
〉
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
個
人
あ
て
の
支
給
記
録

が
な
い
の
は
、
写
経
生
個
人
に
支
給
し
た
の
で
は
な
く
、
案
主
が
管
理
す
る
写
経

堂
の
各
〈
座
席
〉
に
割
り
当
て
た
物
品
だ
か
ら
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
職
掌
ご
と

に
、
前
章
で
抽
出
し
た
物
品
の
性
質
を
整
理
し
、
〈
座
席
〉
で
運
用
さ
れ
た
物
品

を
検
討
し
て
み
た
い
（
表
６
）
。

（
１
）
案
主

　

案
主
は
、
常
写
・
間
写
・
私
願
経
書
写
、
経
典
の
確
保
や
出
納
な
ど
、
写
経
所

の
運
営
・
管
理
を
同
時
に
遂
行
す
る
。
写
経
事
業
別
、
用
途
別
に
多
数
の
帳
簿
や

報
告
書
を
作
成
し
、
写
経
生
や
物
品
を
効
率
的
に
管
理
し
て
い
た
。

　

写
経
所
は
堂
（
作
業
場
）
と
曹
司
（
事
務
局
）
か
ら
構
成
さ
れ
、
他
の
律
令
官

司
、
特
に
作
業
場
の
必
要
な
現
業
官
司
で
も
同
じ
よ
う
な
構
造
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
造
東
大
寺
司
か
ら
写
経
所
に
配
属
さ
れ
た
案
主
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
担

当
を
分
担
し
、
共
同
で
運
営
す
る
体
制
で
あ
っ
た
。
案
主
曹
司
（
案
主
曹
所
・
案
主

所
）
に
は
櫃
が
あ
り
、
櫃
記
等
に
記
載
す
る
こ
と
で
物
品
を
種
類
別
に
管
理
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
（
八
ノ
五
八
〇
、
一
〇
ノ
四
四
五
）
。
こ
の
櫃
に
は
内
裏
や
造
東
大

寺
司
か
ら
収
納
さ
れ
た
物
品
や
、
写
経
生
か
ら
返
上
さ
れ
た
物
品
が
納
め

ら
れ
て
い
た
。
金
字
経
の
時
に
瑩
生
（
校
生
が
兼
任
す
る
場
合
あ
り
）
が
使
用

す
る
猪
牙
な
ど
、
特
別
な
場
合
に
し
か
使
用
し
な
い
も
の
は
、
案
主
が
保

管
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
案
主
の
〈
座
席
〉
は
堂
と
曹
司
の
両
方

に
あ
り
、
適
宜
使
い
分
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

栄
原
永
遠
男
氏
は
、
写
経
所
の
事
務
局
に
設
置
さ
れ
た
〈
反
古
箱
〉
と

い
う
概
念
を
想
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
案
主
の
手
元
に
置
か
れ
た
櫃
や

〈
反
古
箱
〉
な
ど
に
整
理
さ
れ
た
凡
紙
、
反
古
紙
の
使
い
方
に
は
、
そ
の

残
存
状
況
か
ら
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
一
定
の
ル
ー
ル
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

白
紙
（
表
裏
と
も
未
使
用
）
の
凡
紙
は
、
「
公
文
料
」
と
し
て
提
出
文
書

や
帳
簿
作
成
に
使
用
さ
れ
た
。
ま
た
写
経
生
の
手
実
等
の
作
成
の
た
め
に

も
使
用
さ
れ
た
。
つ
ぎ
に
、
端
継
・
裹
紙
な
ど
に
使
用
さ
れ
た
あ
と
の
白

紙
の
反
古
紙
は
、
案
主
の
手
元
に
返
却
さ
れ
た
場
合
は
、
帳
簿
作
成
や
写

経
生
の
手
実
等
作
成
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た
。
紙
が
短
く
切
断
さ
れ
て
い

た
り
、
多
少
し
わ
に
な
っ
た
り
も
し
て
い
る
が
、
写
経
所
内
で
の
帳
簿
類

に
使
用
す
る
に
は
十
分
の
状
態
で
あ
ろ
う
。
一
次
利
用
さ
れ
、
背
面
の
み

空
白
の
反
古
紙
は
、
案
主
の
手
元
で
帳
簿
作
成
に
使
用
さ
れ
た
。
一
次
面
の
情
報

は
す
で
に
必
要
な
く
、
破
棄
さ
れ
た
と
は
い
え
、
表
裏
が
混
同
し
て
は
い
け
な
い

と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
た
め
か
、
写
経
生
に
配
布
し
て
手
実
等
を
書
か
せ
る
こ
と

は
な
く
、
案
主
の
責
任
の
も
と
で
新
た
に
貼
り
継
が
れ
、
二
次
利
用
さ
れ
た
よ
う
で

あ
る
。
つ
ま
り
、〈
反
古
箱
〉
の
中
は
、
そ
の
状
態
に
よ
っ
て
区
分
け
が
さ
れ
、
使

用
目
的
が
分
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
経
師
等
の
浄
衣
は
用
度
文
や
収
納
帳
等
に
散
見
さ
れ
る
が
、
案
主
の
浄
衣

に
つ
い
て
は
写
経
所
文
書
中
の
記
載
例
が
非
常
に
少
な
い
。
経
師
等
が
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
単
位
に
召
集
さ
れ
る
非
常
勤
職
員
だ
っ
た
の
に
対
し
、
案
主
は
造
東
大
寺
司
か

ら
定
期
的
に
浄
衣
を
受
け
取
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
用
度
文
の

人
功
の
部
分
に
も
、
経
師
・
装
潢
・
校
生
・
題
師
・
雑
使
・
膳
部
・
駆
使
丁
な
ど
は
あ

げ
ら
れ
る
が
、
案
主
は
計
上
さ
れ
な
い
。
案
主
は
、
写
経
事
業
を
管
理
す
る
側
の
ス

タ
ッ
フ
で
あ
り
、
個
別
写
経
事
業
の
予
算
に
は
組
み
込
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
。

（
２
）
経
師

　

経
師
の
中
核
を
占
め
る
の
は
い
く
つ
も
の
写
経
事
業
に
携
わ
る
経
験
者
だ
が
、

写
経
事
業
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
単
位
で
あ
り
、
作
業
が
な
い
と
き
は
も
と
の
所
属
に

戻
っ
た
り
、
別
の
写
経
所
に
出
向
し
た
り
す
る
。
大
量
の
写
経
事
業
の
時
は
、
あ

ち
こ
ち
に
招
集
が
か
け
ら
れ
、
写
経
生
が
か
き
集
め
ら
れ
た
。
同
時
期
に
常
写
と

間
写
を
掛
け
持
ち
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
経
師
忍
海
広
次
は
、
天
平
勝
宝
五
年

（
七
五
三
）
八
月
八
日
か
ら
二
十
七
日
ま
で
は
法
花
経
一
部
の
経
紙
を
支
給
さ
れ
、

そ
れ
が
終
わ
る
と
す
ぐ
に
八
月
二
十
九
日
か
ら
九
月
十
九
日
に
か
け
て
、
別
の
写

経
事
業
で
あ
る
八
十
花
厳
経
一
部
の
経
紙
を
支
給
さ
れ
て
い
る
（
一
〇
ノ
五
六

六
）
。
ベ
テ
ラ
ン
の
経
師
で
あ
る
忍
海
広
次
は
、
案
主
に
よ
っ
て
休
む
間
も
な
く
次

か
ら
次
へ
と
写
経
事
業
に
割
り
当
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

経
師
は
写
経
事
業
ご
と
に
〈
座
席
〉
に
振
り
分
け
ら
れ
、
小
明
櫃
に
本
経
と
新

写
経
典
を
入
れ
、
下
纏
に
筆
墨
な
ど
の
用
具
を
ま
と
め
て
保
管
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
経
師
は
、
各
〈
座
席
〉
に
備
え
付
け
ら
れ
た
硯
や
小
明
櫃
と
、
案
主
か
ら
配

布
さ
れ
た
式
・
敷
・
下
纏
を
使
い
、
写
経
事
業
ご
と
に
支
給
さ
れ
る
経
紙
と
筆
墨

を
用
い
て
書
写
し
た
の
で
あ
る
。

　

机
に
関
す
る
記
載
は
非
常
に
少
な
い
が
、
経
師
が
書
写
す
る
の
に
使
っ
た
机
と

し
て
は
、
「
書
机
」
が
あ
げ
ら
れ
る
（
六
ノ
三
八
六
）
。
宝
亀
三
年
（
七
七
二
）
、
始

二
部
一
切
経
が
奉
写
先
一
切
経
司
よ
り
奉
写
一
切
経
所
へ
移
管
さ
れ
る
に
あ
た
っ

て
、
使
い
か
け
の
物
品
が
ま
と
め
て
収
納
さ
れ
た
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
ひ
と

つ
の
経
巻
を
複
数
人
で
写
す
場
合
も
あ
り
、
写
経
事
業
ご
と
に
割
り
当
て
ら
れ
た

区
画
の
〈
座
席
〉
に
ま
と
ま
っ
て
座
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
３
）
装
潢

　

装
潢
と
は
、
天
平
か
ら
宝
亀
年
間
ま
で
約
三
十
年
も
写
経
所
文
書
に
み
え
る
能

登
忍
人
な
ど
、
比
較
的
特
定
の
者
が
長
期
間
務
め
る
専
門
技
術
職
で
あ
る
。
装
潢

作
業
の
四
工
程
と
し
て
、
経
を
書
写
す
る
前
に
行
う
継
・
打
・
界
と
、
書
写
後
に

行
う
装
書
が
あ
る
。
継
と
は
、
書
写
す
る
経
巻
の
張
数
に
合
わ
せ
て
大
豆
糊
で
経

紙
を
貼
り
継
い
で
、
巻
首
（
巻
尾
に
も
付
け
た
可
能
性
あ
り
）
に
端
継
紙
を
貼
り
継

ぎ
、〈
仮
軸
〉
を
付
け
る
。
打
と
は
、
経
巻
を
紙
打
石
な
ど
で
た
た
い
て
、
紙
の
緊

密
度
、
平
滑
度
を
高
め
、
滲
み
を
お
さ
え
る
。
界
と
は
、
縦
横
の
界
線
を
引
く
作

業
で
あ
る
。
書
写
・
校
正
終
了
後
、
端
継
紙
を
取
り
外
し
、
表
紙
付
け
、
端
切
、

軸
付
け
、
緒
付
け
を
す
る
の
が
装
書
で
あ
る
。

　

装
潢
に
は
何
千
張
の
紙
が
一
度
に
充
て
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
、
仕
事
内
容
が
多

岐
に
渡
る
た
め
用
具
も
多
く
、
あ
る
程
度
広
い
作
業
空
間
が
必
要
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
装
潢
の
指
示
の
も
と
、
仕
丁
が
紙
打
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
天
平
十
一

年
頃
〜
勝
宝
初
年
頃
に
は
「
装
潢
所
」
が
み
え
、
紙
打
を
行
う
「
紙
屋
」
が
天
平

十
七
年
後
半
〜
十
八
年
頃
設
置
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。

　

端
継
紙
や
仮
帙
、
〈
仮
軸
〉
な
ど
は
、
装
潢
が
写
経
開
始
に
あ
た
っ
て
取
り
付

け
た
も
の
を
、
書
写
終
了
後
に
取
り
外
す
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
再
利
用
す
る
と
い

う
、
装
潢
を
中
心
と
し
た
作
業
用
備
品
の
サ
イ
ク
ル
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
は
案
主
の
管
理
下
に
は
な
い
物
品
の
動
き
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
案
主
が
管

理
す
る
帳
簿
に
は
記
載
さ
れ
ず
、
写
経
所
文
書
に
は
残
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

（
４
）
校
生

　

校
正
は
、
基
本
的
に
別
々
の
校
生
が
二
回
行
う
。
案
主
や
経
師
、
装
潢
な
ど
が

兼
任
す
る
こ
と
も
あ
る
。

　

宝
亀
三
年
に
奉
写
先
一
切
経
司
よ
り
奉
写
一
切
経
所
へ
収
納
さ
れ
た
も
の
の
な

か
に
「
校
書
長
机
」
（
六
ノ
三
八
六
）
が
み
え
る
。
本
経
と
新
写
経
典
を
大
き
く
広

げ
て
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
い
く
た

め
か
、
「
長
机
」
と
い
う
か
ら

に
は
、
経
師
の
机
よ
り
長
い
形

状
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

（
５
）
小
結

　

以
上
の
よ
う
に
物
品
は
様
々

な
か
た
ち
で
運
用
さ
れ
る
。
表

６
で
示
し
た
ス
タ
ッ
フ
ご
と
に

取
り
扱
う
物
品
の
動
き
を
模
式

図
に
し
た
の
が
図
１
で
あ
る
。

写
経
堂
の
備
品
は
案
主
が
管
理

し
て
い
る
た
め
、
申
請
・
収
納
記
録
の
み
残
り
、
支
給
記
録
は
残
ら
な
い
。
机
な

ど
耐
久
性
の
あ
る
備
品
は
、
造
東
大
寺
司
管
下
の
写
経
所
に
な
る
前
、
光
明
・
皇

后
宮
職
の
写
経
所
時
代
か
ら
引
き
続
き
使
わ
れ
て
き
た
も
の
が
多
数
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
造
石
山
寺
写
経
所
、
始
二
部
一
切
経
が
奉
写
一
切
経
所
に
移
管
さ
れ
た

時
な
ど
、
写
経
す
る
場
や
写
経
所
自
体
の
場
所
が
移
転
す
る
場
合
は
、
多
数
の
備

品
が
準
備
さ
れ
た
り
移
動
し
た
り
す
る
。
こ
れ
ら
の
備
品
は
写
経
事
業
ご
と
に
準

備
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
必
要
に
応
じ
て
随
時
補
充
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
ま
と
め

　

写
経
事
業
に
必
要
な
物
品
は
、
用
度
文
で
見
積
も
り
が
作
成
さ
れ
、
収
納
さ
れ

た
。
写
経
堂
で
は
基
本
的
に
一
切
経
が
書
写
さ
れ
て
お
り
、
必
要
な
物
品
は
随
時

収
納
さ
れ
て
い
た
。
十
分
な
物
品
が
収
納
さ
れ
な
い
間
写
の
個
別
写
経
事
業
も
多

か
っ
た
が
、
案
主
の
采
配
に
よ
り
、
常
写
や
予
算
の
潤
沢
な
間
写
の
物
品
を
転
用

す
る
な
ど
し
て
対
処
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
新
写
経
典
の
材
料
と
な
る
物
品

（
経
紙
や
軸
な
ど
）
は
経
典
と
し
て
完
成
す
る
と
奉
請
さ
れ
る
が
、
写
経
生
た
ち

が
作
業
に
使
う
物
品
（
机
や
硯
、
櫃
な
ど
）
は
、
写
経
堂
の
備
品
と
し
て
長
く
使
用

さ
れ
た
。
筆
・
墨
な
ど
の
消
耗
品
は
写
経
用
紙
数
に
応
じ
て
収
納
さ
れ
る
が
、
一

定
の
使
用
限
度
を
超
え
て
も
、
様
々
な
用
途
に
使
い
続
け
ら
れ
た
。
案
主
は
納

帳
、
充
帳
、
用
帳
な
ど
多
く
の
帳
簿
を
使
っ
て
、
こ
れ
ら
の
物
品
を
管
理
し
た
の

で
あ
る
。

　

写
経
堂
内
は
、
案
主
、
経
師
、
校
生
、
装
潢
そ
れ
ぞ
れ
の
作
業
場
に
わ
か
れ
て

お
り
、
各
〈
座
席
〉
に
必
要
な
物
品
が
備
え
付
け
ら
れ
た
。
写
経
事
業
ご
と
に
写

経
生
の
メ
ン
バ
ー
が
入
れ
替
わ
る
た
び
、
〈
座
席
〉
に
振
り
分
け
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
正
倉
院
文
書
研
究
で
は
、
ど
の
よ
う
に
組
織
が
変
遷
し
て
き
た

か
、
個
別
写
経
事
業
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
な
ど
は
検
討
さ
れ
て
き
た
が
、

写
経
所
の
具
体
的
な
内
部
構
造
を
見
通
す
こ
と
は
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
。
物

品
の
運
用
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
堂
の
内
部
構
造
を
垣
間

見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

本
論
で
は
、
写
経
所
の
物
品
運
用
に
つ
い
て
、
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
を
提
示
し
た
に

す
ぎ
な
い
。
個
々
の
物
品
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
詳
細
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
ま
た
、
時
期
ご
と
の
変
遷
、
写
経
所
組
織
の
変
遷
に
即
し
て
考
え
る

必
要
が
あ
る
。

　

写
経
所
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
ご
と
に
分
業
体
制
を
整
え
た
、
き
わ
め
て
組

織
的
な
経
典
製
作
工
房
で
あ
る
。
造
東
大
寺
司
を
中
心
と
す
る
他
の
造
営
・
造
物

関
係
の
組
織
も
、
同
様
の
体
制
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
写
書
手
・
造
紙
手
・
造

筆
手
な
ど
を
抱
え
る
図
書
寮
は
、
写
経
所
と
よ
く
似
た
性
格
を
持
つ
官
司
と
考
え

ら
れ
、
写
経
所
の
運
営
と
類
似
す
る
点
も
多
い
と
思
わ
れ
る
。
令
外
官
で
あ
る
写

経
所
の
特
殊
性
も
あ
ろ
う
が
、
以
上
の
よ
う
な
堂
の
内
部
構
造
を
念
頭
に
お
い
て

一
般
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
古
代
に
お
け
る
手
工
業
的
な
組
織
の
あ
り
方

を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
事
務
的
な
官
司
と
の
相
違
点
は
今
後

検
討
し
た
い
が
、
奈
良
時
代
の
官
司
が
実
務
レ
ベ
ル
で
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
運

用
さ
れ
て
い
た
か
、
そ
の
一
端
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

【
注
】

（
１
）
栄
原
永
遠
男
ａ
『
奈
良
時
代
の
写
経
と
内
裏
』
（
塙
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
、
同
ｂ

『
奈
良
時
代
写
経
史
研
究
』
（
塙
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
、
同
ｃ
『
正
倉
院
文
書
入

門
』
（
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
一
年
）
、
杉
本
一
樹
『
日
本
古
代
文
書
の
研
究
』

（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）
、
山
下
有
美
『
正
倉
院
文
書
と
写
経
所
の
研
究
』

（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）
な
ど
多
数
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
い

る
。
桑
原
祐
子
「
正
倉
院
文
書
の
訓
読
と
注
釈
請
暇
不
参
解
編
」
（
一
）
（
二
）

（
奈
良
女
子
大
学
二
十
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
報
告
書V

ol.

四
・
九　

二
〇
〇
五

年
、
二
〇
〇
七
年
）
、
宮
川
久
美
「
正
倉
院
文
書
の
訓
読
と
注
釈
月
借
銭
解
編
」
第

一
〜
第
七
分
冊
（
『
奈
良
佐
保
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
十
六
〜
二
十
四
号
、
二
〇

〇
九
年
〜
二
〇
一
七
年
）
は
請
暇
不
参
解
・
月
借
銭
解
に
一
通
ず
つ
訓
読
と
注
釈
を

加
え
た
も
の
で
あ
る
。

（
２
）
奈
良
時
代
に
国
家
的
な
写
経
事
業
を
行
っ
た
機
関
は
、
内
裏
系
統
の
写
経
機
関
と
、

「
写
経
所
文
書
」
が
残
る
皇
后
宮
職
系
統
の
写
経
機
関
が
あ
る
。
組
織
も
名
称
も
さ

ま
ざ
ま
な
変
遷
を
た
ど
る
が
、
本
論
文
で
は
、
史
料
に
名
称
が
明
記
さ
れ
て
い
る
場

合
以
外
は
、
便
宜
的
に
「
写
経
所
」
で
統
一
す
る
。

（
３
）
渡
部
陽
子
ａ
「
正
倉
院
文
書
に
お
け
る
「
荒
紙
」
「
悪
紙
」
」
（
栄
原
永
遠
男
編

『
日
本
古
代
の
王
権
と
社
会
』
塙
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
、
同
ｂ
「
「
下
纏
」
と

「
式
」
「
敷
」
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
二
、
二
〇
一
一
年
）
、
同
ｃ
「
正
倉

院
文
書
に
み
え
る
帙
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
三
、
二
〇
一
三
年
）
、
同
ｄ

「
正
倉
院
文
書
に
み
え
る
浄
衣
」
（
栄
原
永
遠
男
編
『
正
倉
院
文
書
の
歴
史
学
・
国

語
学
的
研
究
│
解
移
牒
案
を
読
み
解
く
│
』
和
泉
書
院
、
二
〇
一
六
年
）
、
同
ｅ

「
正
倉
院
文
書
に
み
え
る
櫃
」
（
栄
原
永
遠
男
・
佐
藤
信
・
吉
川
真
司
編
『
東
大
寺

の
新
研
究
二　

歴
史
の
な
か
の
東
大
寺
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
七
年
）

（
４
）
吉
田
孝
氏
は
、
写
経
事
業
の
予
算
案
を
整
理
し
て
そ
の
形
式
を
提
示
し
た
（
吉
田
孝

「
律
令
時
代
の
交
易
」
（
『
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
三

年
）
）
。
こ
れ
ら
の
予
算
案
は
「
造
東
大
寺
司
解　

申
請
奉
写
経
用
度
物
事
」
と
書

き
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
端
裏
書
や
題
籤
に
は
「
用
度
文
」
と
書
か
れ
た
も
の

が
散
見
さ
れ
る
た
め
、
こ
の
形
式
の
文
書
は
当
時
「
用
度
文
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
な
お
本
論
で
は
、
写
経
事
業
開
始
に
あ
た
っ
て
必
要
な
物
品
類
を
書

き
だ
し
た
も
の
を
「
用
度
文
」
と
し
、
個
別
の
物
品
の
み
を
申
請
す
る
文
書
や
、
写

経
事
業
の
途
中
で
物
品
を
追
加
申
請
す
る
文
書
は
用
度
文
と
は
み
な
さ
な
い
。

（
５
）
『
大
日
本
古
文
書
（
編
年
）
』
一
四
巻
二
九
二
頁
〜
三
〇
〇
頁
。
以
下
『
大
日

古
』
、
一
四
ノ
二
九
二
〜
三
〇
〇
と
略
す
。
ま
た
本
論
文
に
お
い
て
「　

」
で
示
す

史
料
名
は
『
大
日
古
』
の
も
の
、
﹇　

﹈
で
示
す
の
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編

『
正
倉
院
文
書
目
録
』
の
も
の
で
あ
る
。

（
６
）
栄
原
永
遠
男
「
光
明
皇
太
后
没
前
の
写
経
事
業
群
」
（
前
掲
注
１
著
書
ｂ
）

（
７
）
表
５
に
あ
げ
た
物
品
の
う
ち
、
経
紙
・
凡
紙
に
つ
い
て
は
注
３
拙
稿
ａ
・
ｂ
、
帙
は

拙
稿
ｃ
、
浄
衣
は
拙
稿
ｄ
、
櫃
は
拙
稿
ｅ
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
た
。

（
８
）
桑
原
祐
子
「
墨
の
記
述
―
墨
頭
・
墨
端
と
助
数
詞
」
（
『
正
倉
院
文
書
の
国
語
学
的

研
究
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）
、
濱
道
孝
尚
「
写
経
所
に
お
け
る
「
私
書
」

の
書
写
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
三
、
二
〇
一
三
年
）

（
９
）
仁
王
経
疏
一
部
五
巻
の
用
度
文
で
は
、
経
紙
・
凡
紙
、
菟
毛
筆
一
管
半
と
墨
一
挺
を

買
う
た
め
の
銭
を
申
請
し
て
い
る
（
表
２
№
28
、
一
六
ノ
三
七
五
〜
三
七
六
）
。
筆

そ
の
も
の
を
一
管
と
半
分
だ
け
授
受
す
る
と
い
う
の
は
、
物
理
的
に
不
可
能
で
あ

る
。
同
じ
年
に
行
わ
れ
た
梵
網
経
四
十
巻
・
四
分
僧
戒
本
経
十
巻
・
四
分
尼
戒
本
経

十
巻
の
用
度
文
で
は
、
菟
毛
筆
一
管
（
四
十
文
）
を
も
っ
て
写
紙
百
五
十
張
、
墨
一

挺
（
三
十
文
）
を
も
っ
て
写
紙
三
百
張
と
あ
る
（
表
２
№
30
、
一
六
ノ
三
四
二
、
二

五
ノ
三
四
〇
）
。
筆
一
管
と
半
分
だ
と
、
二
百
二
十
五
張
を
写
す
こ
と
が
で
き
、
仁

王
経
疏
で
申
請
さ
れ
た
経
紙
は
百
九
十
一
張
で
あ
る
か
ら
、
十
分
で
あ
る
。
写
経
所

は
、
筆
墨
の
現
物
で
は
な
く
、
菟
毛
筆
一
管
半
の
銭
六
十
文
と
墨
一
挺
の
銭
三
十
文

と
い
う
よ
う
に
、
銭
を
申
請
す
る
こ
と
で
、
用
紙
数
に
応
じ
た
詳
細
な
計
画
を
た
て

る
こ
と
が
で
き
る
。
写
経
事
業
ご
と
に
筆
墨
そ
の
も
の
を
準
備
す
る
の
で
は
な
く
、

必
要
な
銭
を
収
納
し
て
、
写
経
所
の
在
庫
分
を
順
次
使
用
す
る
。
様
々
な
写
経
事
業

を
断
続
的
に
行
う
写
経
所
だ
か
ら
こ
そ
可
能
と
な
る
、
筆
墨
の
合
理
的
な
運
用
方
法

で
あ
る
。

（
10
）
山
下
有
美
「
写
経
機
構
の
内
部
構
造
と
運
営
」
（
前
掲
注
１
著
書
）

（
11
）
栄
原
永
遠
男
『
正
倉
院
文
書
入
門
』
（
前
掲
注
１
著
書
ｃ
）

（
12
）
端
継
に
つ
い
て
は
、
杉
本
一
樹
「
端
継
・
式
敷
・
裹
紙
」
（
前
掲
注
１
著
書
）
。
史

料
上
に
は
〈
仮
軸
〉
に
関
す
る
記
載
は
み
え
な
い
が
、
端
継
の
二
次
利
用
と
考
え
ら

れ
る
続
修
後
集
第
二
二
巻
が
、
軸
付
紙
の
形
状
を
な
す
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
仮
の
軸

が
取
り
付
け
ら
れ
た
と
す
る
。
書
写
中
は
、
巻
首
に
取
り
付
け
ら
れ
た
端
継
が
、
軸

付
紙
と
仮
表
紙
の
役
割
を
兼
ね
た
と
考
え
ら
れ
、
書
写
終
了
後
、
巻
首
に
は
正
式
な

表
紙
が
、
巻
尾
に
は
正
式
な
軸
が
取
り
付
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
13
）
大
隅
亜
希
子
「
装
潢
組
織
の
展
開
と
布
施
支
給
の
変
遷
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』

六
、
一
九
九
九
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

（
大
阪
市
立
大
学
都
市
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
）

─98─

（
10
）

（
11
）

論　文

写経事業ごとに収納される物品
用　途

Ａ
Ａ
Ｃ

Ａ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｄ
Ｄ
Ｂ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｄ
Ｄ
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｄ
Ｄ

帙
櫃

凡紙

本経
経紙

菟毛筆
狸毛筆

墨
凡紙
浄衣
布施
食料
経紙

鹿毛筆
軸
緒

発装の竹
表紙
凡紙

大豆糊
糊篩
浄衣
布施
食料
本経

新写経典
浄衣
布施
食料

奉請用
帳簿、文書、手実作成用

奉請
奉請
残は便用残は便用

書写
題書（題師のみ）
書写
式・敷・下纏

界
装書
装書
装書
装書
継（端継）、打（裹紙）、仮帙
継
継

奉請
奉請、残は返却・便用
返却、残は転用
返却、残は転用
返却、残は転用
残は転用、継続使用
次の写経事業で着用
各自が受取
各自が消費
奉請、残は返却・便用
残は継続使用
奉請
奉請
奉請
奉請、残は返却・便用
残は転用、継続使用
残は転用、継続使用
残は転用、継続使用
次の写経事業で着用
各自が受取
各自が消費
奉請
奉請
次の写経事業で着用
各自が受取
各自が消費

Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ

Ｃ
Ｃ
＊
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｃ
＊
Ｃ

Ｃ
Ｃ
＊
＊
＊
＊
Ｃ
Ｃ

机机
座具

古い筆墨
硯

刀子
大豆糊

櫃
反古紙

机
座具
硯

小明櫃

机
座具
硯
墨

刀子
砥石

紙打石
仮軸
櫃

机
座具
硯
筆

雌黄
墨

猪牙
櫃

帳簿作成用
帳簿作成用
経典納、公文納、雑物納
帳簿、案文作成帳簿、案文作成

界（紫紙金字経の時は銀墨）
装書
装書
打
継（取り付け）、装書（外す）
作業中の経典収納

誤字の校正用
手実記載用
瑩（金字経のみ）
作業中の経典収納

書写中の経典収納

用　途写経終了後の動き
写経堂に備え付けの物品

案
主

経
師

装
潢

校
生

表６　写経所における物品の運用

Ａ　経典そのもの・付属するもの・・・・・・・・・・・新写の経典・本経は奉請・返却。
Ｂ　新写経典に使用するもの・・・・・・・・・・・・・余れば案主に一度返却。案主が管理し、別の機会に便用する。
Ｃ　写経の作業中に使用されるもの・・・・・・・・返却されず、写経堂に備え付けの物品として次回以降も使用。
 （＊：史料上で装潢・校生に支給されたことは確認出来ないが、Ｃに類すると考えられるもの）
  ※座具･･･薦、蓆、簀など
  ※ただし浄衣のみ、〈座席〉に固定されるのではなく、写経生個人に属する。
Ｄ　その他（←今回は検討対象外）・・・・・・・・・食料など消費されるもの、作業の対価である布施など。



　
　
は
じ
め
に

　

正
倉
院
文
書
研
究
で
は
、
文
書
論
、
組
織
論
、
個
別
写
経
事
業
な
ど
に
つ
い
て

研
究
が
進
ん
で
い
る
。
写
経
生
に
関
し
て
も
、
月
借
銭
、
請
暇
に
つ
い
て
の
研
究

が
あ
る
。
し
か
し
、
写
経
所
と
は
ど
の
よ
う
な
環
境
で
あ
っ
た
か
、
具
体
的
に
ど

の
よ
う
に
作
業
を
し
て
い
た
か
、
ま
だ
わ
か
っ
て
い
な
い
点
が
多
い
。

　

正
倉
院
文
書
の
大
半
を
占
め
る
「
写
経
所
文
書
」
は
、
写
経
所
に
お
け
る
写
経

事
業
に
関
す
る
文
書
・
帳
簿
類
で
あ
り
、
人
や
物
品
の
や
り
取
り
や
状
況
が
記
載

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
私
は
、
こ
れ
ら
の
文
書
や
帳
簿
類
を
詳
細
に
検
討
す
る

こ
と
に
よ
り
、
い
く
つ
か
の
物
品
に
焦
点
を
当
て
て
そ
の
機
能
を
考
え
て
き
た
。

本
論
で
は
、
物
品
の
申
請
・
収
納
・
支
給
・
使
用
状
況
・
返
却
な
ど
に
つ
い
て
、

写
経
事
業
ご
と
に
整
理
し
な
が
ら
具
体
的
に
検
討
し
、
誰
が
・
い
つ
・
ど
こ
で
・

何
を
・
何
の
た
め
に
・
ど
の
よ
う
に
使
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
写
経
所
の
空
間
構
造
を
見
通
し
た
い
。

　

律
令
制
下
の
役
所
に
つ
い
て
、
組
織
の
具
体
的
な
運
用
ま
で
わ
か
る
史
料
は
、

　
　
　
　

写
経
所
文
書
以
外
に
な
い
。
木
簡
は
貴
重
な
一
次
史
料
だ
が
、
断
片
的
な
情
報
し

か
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
写
経
所
文
書
も
、
全
て
の
文
書
や
帳
簿
群
が
現
存
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
江
戸
末
期
か
ら
明
治
時
代
に
行
わ
れ
た
「
整

理
」
に
よ
っ
て
ば
ら
ば
ら
に
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
原
本
調
査
や
、
史
料
内

容
の
丹
念
な
研
究
成
果
に
よ
り
、
多
く
の
情
報
を
体
系
的
に
得
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

造
東
大
寺
司
管
下
の
写
経
所
は
、
写
経
と
い
う
宗
教
行
為
を
行
う
場
で
あ
る
と

同
時
に
、
分
業
体
制
に
よ
る
組
織
運
営
を
行
う
工
房
的
な
性
格
を
も
つ
役
所
で
も

あ
る
。
写
経
所
文
書
を
使
っ
て
写
経
所
の
内
部
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
図
書
寮
な
ど
他
の
一
般
官
司
に
つ
い
て
も
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

表
１
は
写
経
所
の
構
成
員
と
そ
の
役
割
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
論
で
は
、

正
倉
院
文
書
に
み
え
る
物
品
が
、
写
経
事
業
の
中
で
ど
の
よ
う
に
機
能
し
運
用
さ

れ
て
い
た
か
を
総
合
的
に
考
え
た
い
。
ま
ず
、
用
度
文
（
用
度
申
請
）・
用
残
報
告
や

帳
簿
類
に
よ
り
、
写
経
事
業
に
お
け
る
物
品
の
申
請
・
使
用
状
況
を
検
討
す
る
。

次
に
、
個
別
写
経
事
業
で
使
わ
れ
る
物
品

を
、
そ
の
性
質
ご
と
に
分
別
し
、
職
掌
ご

と
に
整
理
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
奈
良

時
代
の
写
経
所
が
ど
の
よ
う
な
空
間
だ
っ

た
の
か
、
内
部
構
造
を
立
体
的
に
解
明
す

る
た
め
の
見
通
し
を
た
て
た
い
。
な
お
、

広
義
の
写
経
所
と
は
、
写
経
に
関
す
る
作

業
を
行
う
写
経
堂
に
加
え
、
経
師
等
が
生

活
す
る
食
堂
（
料
理
供
養
所
）
、
宿
所
な
ど

も
含
ま
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
様
々
な

物
品
が
使
用
さ
れ
る
が
、
本
論
の
検
討
対
象
は
、
写
経
堂
に
限
定
す
る
。

　
　
一
　
用
度
文
に
み
え
る
物
品

（
１
）
用
度
文

　

個
別
写
経
事
業
を
始
め
る
に
あ
た
り
、
写
経
所
の
事
務
官
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ

た
予
算
案
（
見
積
書
兼
請
求
書
）
が
用
度
文
（
用
度
申
請
）
で
あ
る
。
用
度
文
の
書
き
出

し
は
「
写
経
所
解
」「
写
書
所
解
」
ま
た
は
「
造
東
大
寺
司
解
」
な
ど
と
な
っ
て
お

り
、
写
経
所
の
案
主
が
下
書
き
を
作
成
し
、
造
東
大
寺
司
政
所
で
清
書
さ
れ
、
太
政

官
も
し
く
は
写
経
事
業
の
発
願
主
に
提
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
用
度
文
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
写
経
事
業
を
遂
行
す
る
に
あ
た
っ
て
必
要
と
判
断
さ
れ
た
物
品

が
列
挙
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
典
型
的
な
用
度
文
の
例
と
し
て
、
長
く
な
る
が
【
史

料
一
】
を
あ
げ
る
（
「　

」
は
追
記
、
＊
は
朱
書
き
、
文
字
は
抹
消
、
勾
点
は
省
略
、
波

線
は
筆
者
に
よ
る
）
。

【
史
料
１
】

﹇
東
寺
写
経
所
解
（
案
）
﹈
（
続
修
後
集
五
、
一
四
ノ
二
九
二
〜
三
〇
〇
）

東
寺
写
経
所
解　

申
請
応
奉
写
経
用
度
物
事

合
経
壱
伯
参
拾
伍
部
四
百
五
十
巻　
　
　

　

法
花
経
卌
五
部
三
百
六
十
巻　

 

「
請
随
求
陀
羅
尼
壇
□
」

　

金
剛
般
若
経
卌
五
部
卌
五
巻

　

理
趣
経
卌
五
部
卌
五
巻

応
用
紙
壱
万
玖
伯
参
張

　

経
紙
一
万
三
百
十
張

　
　

九
千
五
百
八
十
五
張
見
写
料

　
　
　

八
千
□
百
張
法
花
経
□
五
部
料
部
別
百
八
十
張

　
　
　

五
百
八
十
五
□
□
剛
般
若
経
卌
五
巻
料
巻
別
十
三
張

　
　
　

九
百
張
理
□
経
卌
五
巻
料
巻
別
廿
張

　
　

二
百
廿
五
張
表
紙
料　
以
一
張
着
二
巻

　

五
百
張
破
料

凡
紙
伍
佰
玖
拾
参
張

　

二
百
五
十
八
張
一
万
三
百
十
張
端
料　
以
一
張
着
卌
張

　

一
百
卅
五
張
敷
紙
并
下
纏
式
料

　

一
百
張
裹
紙
料　
以
一
裹
打
紙
百
張

　

一
百
張
雑
用
料

菟
毛
筆
玖
拾
壱
管　
以
一
管
写
紙
百
五
十
張

墨
参
拾
弐
挺　
以
一
挺
写
紙
三
百
張

界
料
鹿
毛
筆
拾
管

綺
漆
拾
陸
丈
伍
寸 

　

六
十
八
丈
八
尺
五
寸
法
花
経
三
百
六
十
巻
理
趣
経
卌
五
巻
料
巻
別
一
尺
七
寸

　

七
丈
二
尺
金
剛
般
若
経
卌
五
巻
料
巻
別
一
尺
六
寸

扶
壱
佰
参
拾
伍
枚 

各
長
一
尺
七
寸

軸
肆
佰
伍
拾
枚

黄
蘗
弐
佰
肆
拾
伍
斤 

以
一
斤
染
紙
卌
張

橡
壱
斗
伍
升 

以
一
升
染
表
紙
十
五
張

（
以
下
省
略
･
･
･
荒
炭
、
薪
、
銭
（
菟
毛
筆
、
墨
、
鹿
毛
筆
、
生
菜
、
荒
炭
、
薪
）
、

浄
衣
料
（
絁
・
綿
・
細
布
・
調
布
・
祖
布
）
、
木
履
、
菲
）

経
師
肆
拾
伍
人　

装
潢
参
人　

校
生
陸
人　

雑
使
伍
人　

優
婆
夷
壱
人

　

合
陸
拾
人
単
功
弐
仟
伍
拾
陸
人

　

一
千
三
百
六
十
九
人
経
師 

人
別
写
紙
七
張

　

一
百
九
十
一
人
装
潢 

人
別
作
紙
五
十
張

　

二
百
十
六
人
校
生 

人
別
校
紙
六
十
張

　

一
百
五
十
人
雑
使  

卅
日
単

　

卅
人
優
婆
夷  

卅
日
単

米
肆
拾
斛
肆
升

（
以
下
食
料
省
略
…
糯
米
、
塩
、
醤
、
滓
醤
、
末
醤
、
酢
、
海
藻
、
滑
海
藻
、
心
太
、
芥

子
、
胡
麻
油
、
小
麦
、
大
豆
、
小
豆
、
漬
菜
、
漬
薑
）

　　
　

砥
壱
顆

　
　

刀
子
参
柄　

　
　

仕
丁
壱
拾
伍
人

「
不
」
折
薦
畳
玖
拾
枚

　　

以
前
、
応
奉
写
一
百
卅
五
部
之
経
用
度
之
物
、
所
請
如

　

件
、
謹
解

　
　
　
　
　
　

天
平
宝
字
四
年
正
月
十
五
日
主
典
正
八
位
上
安
都
宿
祢「
雄
足
」

　

次
官
従
五
位
下
高
麗
朝
臣
「
大
山
」

　　

【
史
料
一
】
は
天
平
宝
字
四
年
（
七
六
〇
）
に
行
わ
れ
た
法
花
経
四
十
五
部
三
百

六
十
巻
・
金
剛
般
若
経
四
十
五
部
四
十
五
巻
・
理
趣
経
四
十
五
部
四
十
五
巻
（
い
わ

ゆ
る
百
三
十
五
部
経
）
の
用
度
文
で
あ
る
。
こ
の
写
経
事
業
は
光
明
皇
太
后
が
母
の

県
犬
養
三
千
代
の
追
福
の
た
め
に
発
願
し
た
も
の
で
、
天
平
宝
字
四
年
正
月
十
一

日
の
太
師
（
藤
原
仲
麻
呂
）
宣
（
一
四
ノ
三
六
七
）
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

【
史
料
一
】
を
み
て
み
る
と
、
ま
ず
経
典
名
と
巻
数
を
書
き
上
げ
、
写
経
に
必
要

な
紙
（
経
紙
・
凡
紙
）
、
筆
・
墨
、
経
典
の
体
裁
に
関
わ
る
綺
・
帙
・
軸
・
染
料
、

燃
料
、
銭
、
浄
衣
、
人
功
、
食
料
、
仕
丁
、
そ
の
他
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
【
史
料

一
】
は
写
経
所
か
ら
造
東
大
寺
司
に
提
出
さ
れ
、
次
官
の
署
名
を
も
ら
っ
た
が
、

物
品
の
数
量
変
更
の
た
め
写
経
所
に
差
し
戻
さ
れ
、
数
量
の
訂
正
を
朱
で
書
き
込

み
、
そ
れ
を
も
と
に
正
文
を
書
き
直
し
て
提
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
【
史
料

一
】
は
控
え
と
し
て
写
経
所
政
所
に
残
し
、
物
品
の
収
納
時
に
そ
の
日
付
等
に
つ

い
て
追
記
し
、
勾
点
等
を
付
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

写
経
所
文
書
に
み
え
る
用
度
文
の
記
載
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
２
で
あ

る
。
「
写
経
所
文
書
」
に
お
け
る
写
経
関
係
の
現
存
最
古
の
文
書
は
、
藤
原
光
明

子
家
の
神
亀
四
〜
五
年
（
七
二
七
〜
八
）
の
も
の
だ
が
（
一
ノ
三
八
一
〜
三
八
三
）
、

表
２
の
よ
う
に
、
現
存
す
る
用
度
文
は
天
平
二
十
年
（
七
四
八
）
の
も
の
が
初
見
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
天
平
末
年
頃
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、
用
度
文
の
形
式
が
あ

る
程
度
確
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
用
度
文
の
多
く
に
は
、
筆
墨
等
に
つ
い
て
、

申
請
物
品
を
列
挙
し
た
項
と
、
申
請
す
る
銭
の
用
途
を
列
挙
し
た
部
分
の
両
方
に

記
載
が
み
え
る
。
二
カ
所
の
筆
墨
の
数
量
は
同
じ
で
あ
り
、
な
ぜ
重
複
し
て
記
載

し
て
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
書
き
方
は
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
他
の
項
目

や
物
品
の
書
き
方
で
も
、
順
序
が
入
れ
替
わ
っ
た
り
物
品
の
種
類
が
増
減
し
た
り

す
る
も
の
の
、
一
定
の
形
式
が
み
ら
れ
る
。
題
籤
軸
が
つ
け
ら
れ
て
写
経
事
業
終

了
後
も
保
管
さ
れ
た
用
度
文
も
あ
る
の
で
、
案
主
が
次
の
写
経
事
業
の
用
度
文
を

作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
見
本
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

【
史
料
一
】
は
表
２
№
15
に
あ
た
る
が
、
記
載
さ
れ
た
物
品
の
種
類
を
比
較
す

る
と
、
典
型
的
な
用
度
文
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
用
度
文
に
記
載
さ
れ
た

内
容
に
は
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
特
に
食
料
・
雑
器
な
ど
数
多
く
の
物
品
を
請
求
し
た

も
の
と
、
経
典
の
書
写
に
必
要
最
低
限
の
物
品
で
あ
る
紙
筆
墨
の
み
の
請
求
に
と

ど
ま
る
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
前
者
は
表
２
№
24
大
般
若
経
二
部
千
二
百
巻
、
後

者
は
№
13
心
経
百
巻
や
№
28
仁
王
経
疏
一
部
五
巻
の
写
経
事
業
の
用
度
文
に
み
ら

れ
る
。
案
主
に
は
、
経
典
何
巻
・
経
紙
何
張
の
写
経
な
ら
ば
、
ど
の
物
品
・
人
員

が
ど
れ
だ
け
必
要
か
と
い
う
目
安
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
用
度
文

で
何
を
ど
れ
だ
け
申
請
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
請
求
先
で
あ
る
発
願
者
の
意

向
、
写
経
の
重
要
度
や
緊
急
度
な
ど
に
よ
り
、
調
整
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

管
見
の
限
り
奈
良
時
代
に
は
四
百
以
上
の
写
経
事
業
が
行
わ
れ
な
が
ら
、
用
度

文
が
三
十
四
例
し
か
現
存
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
全
て
の
写
経
事
業
に
お
い
て

用
度
文
が
作
成
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

用
度
文
が
現
存
し
な
い
写
経
事
業
で
も
、
造
東
大
寺
司
や
内
裏
な
ど
か
ら
写
経
に

必
要
な
物
品
が
収
納
さ
れ
て
い
る
例
は
多
い
。
総
合
的
な
用
度
文
が
作
成
さ
れ
な

く
て
も
、
「
筆
墨
申
請
」
な
ど
個
別
に
物
品
の
申
請
文
書
を
作
成
し
、
写
経
所
に

必
要
な
物
品
が
収
納
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
写
経
事
業
終
了
後
、
決
算
と
し
て
物
品
の
用
残
報
告
が
作
成
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
。
用
度
文
と
用
残
報
告
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
申
請
さ
れ
た
物
品
が
、

実
際
は
ど
れ
だ
け
収
納
さ
れ
て
使
用
さ
れ
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

用
度
文
と
用
残
報
告
が
共
に
現
存
す
る
の
は
、
前
述
の
天
平
宝
字
四
年
の
百
三

十
五
部
経
と
、
天
平
宝
字
六
〜
七
年
（
七
六
二
〜
三
）
の
大
般
若
経
二
部
千
二
百
巻
の

写
経
事
業
で
あ
る
。
表
３
に
あ
げ
た
百
三
十
五
部
経
に
よ
る
と
、
用
度
文
と
用
残

報
告
の
数
量
が
一
致
す
る
の
は
わ
ず
か
六
品
目
だ
け
で
あ
る
。
用
度
文
は
あ
く
ま

で
計
画
で
あ
り
、
実
際
に
収
納
さ
れ
た
物
品
の
量
や
種
類
が
か
な
り
異
な
る
こ
と

が
わ
か
る
。
特
に
銭
の
場
合
、
収
納
さ
れ
た
銭
の
用
途
は
、
あ
る
程
度
案
主
の
采

配
に
任
せ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
食
料
、
食
膳
・
調
理
用
具
な
ど
は
、
食

　
　
　

　
　
　

事
の
メ
ニ
ュ
ー
や
備
品
の
不
足
具
合
に
応
じ
て
、
変
更
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
２
）
個
別
の
物
品

　

写
経
事
業
に
お
い
て
は
、
様
々
な
文
書
が
や
り
と
り
さ
れ
、
帳
簿
類
が
活
用
さ

れ
る
。
前
述
の
百
三
十
五
部
経
で
は
、
表
４
に
あ
げ
た
よ
う
な
関
係
史
料
が
残
っ

て
い
る
。
用
度
文
（
c
）
、
銭
用
帳
（
e
）
、
充
装
潢
帳
（
g
）
（
n
）
、
充
紙
筆
墨

帳
（
h
）
、
充
本
帳
（
i
）
、
校
帳
（
m
）
、
手
実
帳
（
l
）
、
布
施
申
請
（
o
）
、

用
残
報
告
（
x
）
と
い
っ
た
他
の
個
別
写
経
事
業
に
も
共
通
す
る
形
式
の
も
の
が
一

通
り
そ
ろ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
複
数
の
帳
簿
類
が
現
存
す
る
お
か
げ
で
、
ひ

と
つ
だ
け
の
史
料
で
は
判
明
し
な
い
物
品
の
動
き
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

た
と
え
ば
、
用
度
文
（
c
）
で
は
綺
八
十
丈
一
尺
、
軸
四
百
五
十
枚
が
現
物
で
請

求
さ
れ
て
い
る
が
、
書
写
が
終
了
し
布
施
申
請
（
o
）
も
提
出
さ
れ
た
後
に
よ
う
や

く
、
写
経
所
別
当
の
安
都
雄
足
か
ら
「
彼
一
百
三
十
五
部
経
綺
軸
、
以
其
残
、
令

買
市
頭
（
軸
朱
頂
）
」
と
指
示
が
出
た
（
r
）
。
写
経
所
で
は
そ
れ
ら
を
購
入
し
て

一
千
五
十
文
（
綺
七
十
丈
直
）
、
三
百
六
十
文
（
朱
頂
軸
四
百
五
十
枚
直
）
を
請
求
し

た
が
（
s
）
、
用
残
報
告
（
x
）
で
は
、
用
い
た
銭
の
内
訳
の
項
に
、
一
貫
五
十
文

（
綺
七
十
丈
直
）
、
二
百
八
十
八
文
（
朱
頂
軸
三
百
六
十
枚
直
）
と
あ
る
。
残
り
九
十

本
分
の
朱
頂
軸
の
銭
が
最
終
的
に
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
た
の
か
現
存
の
史
料
で

は
わ
か
ら
な
い
。
綺
緒
に
つ
い
て
は
、
用
度
文
（
c
）
で
は
法
花
経
と
理
趣
経
は
巻

別
一
丈
八
尺
、
金
剛
般
若
経
は
巻
別
一
丈
六
尺
と
し
て
、
合
計
八
十
丈
一
尺
が
計

上
さ
れ
た
。
緒
の
長
さ
の
差
は
、
一
巻
平
均
二
十
二
，
五
張
の
法
花
経
と
一
巻
二

十
張
の
理
趣
経
、
そ
し
て
一
巻
十
三
張
の
金
剛
般
若
経
と
い
う
、
一
巻
あ
た
り
の

経
紙
の
予
定
枚
数
か
ら
わ
か
る
巻
物
の
太
さ
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
。
綺
に
つ

い
て
も
七
十
丈
分
の
銭
し
か
支
出
さ
れ
ず
、
各
巻
に
は
予
定
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
少
し

短
い
緒
が
取
り
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
写
経
所
文
書
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
写
経
事
業
ご
と
に
整
理
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
用
度
文
・
収
納
帳
・
用
帳
・
充
帳
・
用
残
報
告
等
に
み
え
る
物
品

に
つ
い
て
、
一
連
の
運
用
状
況
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ど
の
よ
う
な
物
品

を
ど
れ
だ
け
請
求
す
る
予
定
だ
っ
た
の
か
、
実
際
に
は
ど
れ
だ
け
収
納
さ
れ
た
の

か
、
い
つ
誰
が
ど
の
よ
う
に
用
い
た
の
か
、
ど
れ
だ
け
使
用
し
て
ど
れ
だ
け
残

り
、
ど
れ
だ
け
返
上
し
た
の
か
、
ま
た
は
別
の
写
経
事
業
に
転
用
し
た
の
か
。
全

て
の
写
経
事
業
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
ま
だ
で
き
て
い
な
い
が
、
現
時
点
で

わ
か
る
範
囲
で
、
経
典
の
書
写
に
直
接
関
わ
る
物
品
の
特
徴
を
あ
げ
た
の
が
表
５

で
あ
る
。

　

常
写
や
間
写
の
①
経
紙
（
○
番
号
は
表
５
に
対
応
）
は
、
﹇
間
紙
検
定
并
便
用
帳
﹈

（
九
ノ
三
六
七
〜
三
七
〇
+
九
ノ
三
七
〇
〜
三
八
〇
+
三
ノ
四
八
五
〜
四
八
六
+
一
一
ノ
三

六
四
〜
三
六
六
）
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
紙
の
種
類
や
色
、
枚
数
が
細
か

く
記
載
さ
れ
、
あ
る
経
典
に
使
用
す
る
紙
が
ど
こ
か
ら
収
納
さ
れ
た
の

か
、
も
し
く
は
ど
の
写
経
事
業
の
紙
を
転
用
し
た
の
か
、
残
紙
を
ど
の
写

経
事
業
に
転
用
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
管
理
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て

②
凡
紙
は
、
す
べ
て
の
写
経
事
業
に
お
い
て
申
請
・
収
納
さ
れ
た
わ
け
で

は
な
く
、
写
経
所
内
で
臨
機
応
変
に
再
利
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ

る
。
③
筆
墨
は
、
支
給
・
返
上
記
録
が
細
か
く
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
て
い
た
も

の
の
、
ま
だ
ま
だ
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
多
い
。
筆
墨
の
請
求

や
支
給
は
現
物
と
銭
の
場
合
が
両
方
あ
る
が
、
銭
で
請
求
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
各
写
経
事
業
ご
と
の
財
政
と
使
用
実
態
と
を
、
効
率
的
に
調
整
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
⑦
櫃
に
は
、
カ
ギ
や
据
え
付
け
る
机
が
付
属
し

た
経
典
奉
請
用
の
櫃
、
経
紙
な
ど
の
物
品
を
移
動
す
る
た
め
の
櫃
、
写
経

所
内
で
物
品
を
保
管
す
る
た
め
の
櫃
な
ど
が
あ
る
。
な
か
で
も
小
明
櫃

は
、
各
経
師
が
写
経
中
の
経
巻
を
納
入
す
る
の
に
使
用
す
る
た
め
、
経
師

の
人
数
分
請
求
さ
れ
る
が
、
紙
筆
墨
と
違
っ

て
個
人
に
支
給
さ
れ
た
記
録
が
な
い
。
⑨
硯

も
ま
れ
に
用
度
文
で
請
求
さ
れ
る
場
合
は
、

経
師
一
人
に
つ
き
ひ
と
つ
と
い
う
意
識
が
あ

る
よ
う
だ
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
分
配

さ
れ
て
い
た
の
か
わ
か
ら
な
い
。

（
３
）
小
結

　

そ
れ
ぞ
れ
の
写
経
事
業
の
用
度
文
か
ら

は
、
ど
の
よ
う
な
物
品
が
写
経
事
業
に
必
要

で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
。
用
度
文
に
計
上
さ

れ
た
物
品
は
あ
く
ま
で
見
積
も
り
で
あ
り
、

帳
簿
類
と
比
較
検
討
す
る
と
、
実
際
に
納
入

さ
れ
て
写
経
所
で
使
用
さ
れ
た
数
量
や
種
類

は
異
な
る
。
し
か
し
そ
の
相
違
点
か
ら
、
物

品
運
用
の
計
画
と
実
態
が
浮
き
彫
り
と
な
る

の
で
あ
る
。

　

筆
墨
申
請
、
充
紙
筆
墨
、
充
本
、
手
実
、

行
事
、
上
日
、
布
施
申
請
な
ど
に
は
、
写
経

生
の
個
人
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
史
料
か
ら
、
各
写
経
生
が
ど
の
よ
う
な
物

品
を
使
用
し
て
写
経
事
業
を
行
っ
た
か
が
わ

か
る
が
、
基
本
的
に
手
本
と
す
る
本
経
と
紙

筆
墨
の
支
給
・
返
上
、
担
当
経
巻
の
用
紙
数
（
正
用
・
空
破
・
返
上
）
し
か
記
入
さ

れ
て
い
な
い
。

　

写
経
堂
で
使
わ
れ
る
物
品
の
な
か
で
、
経
紙
な
ど
新
写
経
典
に
使
用
さ
れ
る
も

の
は
、
写
経
事
業
ご
と
に
収
納
さ
れ
、
余
れ
ば
紙
一
枚
・
筆
一
本
単
位
で
細
か
く

チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
て
返
上
し
、
他
の
写
経
事
業
に
転
用
す
る
場
合
は
便
用
記
録
が
あ

る
。
し
か
し
、
机
や
小
明
櫃
な
ど
は
、
少
量
で
は
あ
る
が
写
経
所
に
収
納
さ
れ
て

い
る
の
に
、
写
経
生
の
個
人
あ
て
に
支
給
記
録
が
な
い
。
硯
や
そ
れ
に
類
す
る
も

の
、
装
潢
・
校
生
の
墨
な
ど
も
、
確
実
に
使
用
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
支
給

記
録
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
物
品
ご
と
の
運
用
状
況
の
違
い
に
注
目
し
て
検
討
す

る
こ
と
で
、
写
経
堂
の
内
部
構
造
が
み
え
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
二
　
写
経
所
に
お
け
る
物
品
の
運
用

　

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
各
写
経
事
業
ご
と
に
収
納
さ
れ
る
物
品
と
、
ま

れ
に
し
か
収
納
さ
れ
な
い
物
品
、
ま
た
個
々
の
写
経
生
あ
て
の
支
給
記
録
が
あ
る

物
品
と
支
給
記
録
が
な
い
物
品
が
あ
る
。

　

写
経
事
業
で
は
、
案
主
が
作
業
の
段
階
に

応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
帳
簿
を
作
成
し
管
理
す

る
。
経
紙
や
筆
墨
の
支
給
返
却
記
録
が
徹
底

し
て
い
る
の
は
、
最
後
に
手
実
と
照
ら
し
合

わ
せ
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
り
、
布
施
支
給

と
直
結
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に

対
し
て
、
耐
久
性
の
あ
る
硯
や
机
、
小
明
櫃

な
ど
は
、
写
経
事
業
ご
と
に
交
換
す
る
必
要
は
な
く
誰
が
使
っ
て
も
問
題
は
な

い
。

　

写
経
生
個
人
に
支
給
・
返
却
す
る
帳
簿
が
な
い
物
品
は
、
写
経
事
業
ご
と
に
メ

ン
バ
ー
が
入
れ
替
わ
る
写
経
生
個
人
に
支
給
す
る
の
で
は
な
く
、
経
師
・
校
生
・

装
潢
の
作
業
場
所
、
こ
れ
を
仮
に
〈
座
席
〉
と
呼
称
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
〈
座

席
〉
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
個
人
あ
て
の
支
給
記
録

が
な
い
の
は
、
写
経
生
個
人
に
支
給
し
た
の
で
は
な
く
、
案
主
が
管
理
す
る
写
経

堂
の
各
〈
座
席
〉
に
割
り
当
て
た
物
品
だ
か
ら
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
職
掌
ご
と

に
、
前
章
で
抽
出
し
た
物
品
の
性
質
を
整
理
し
、
〈
座
席
〉
で
運
用
さ
れ
た
物
品

を
検
討
し
て
み
た
い
（
表
６
）
。

（
１
）
案
主

　

案
主
は
、
常
写
・
間
写
・
私
願
経
書
写
、
経
典
の
確
保
や
出
納
な
ど
、
写
経
所

の
運
営
・
管
理
を
同
時
に
遂
行
す
る
。
写
経
事
業
別
、
用
途
別
に
多
数
の
帳
簿
や

報
告
書
を
作
成
し
、
写
経
生
や
物
品
を
効
率
的
に
管
理
し
て
い
た
。

　

写
経
所
は
堂
（
作
業
場
）
と
曹
司
（
事
務
局
）
か
ら
構
成
さ
れ
、
他
の
律
令
官

司
、
特
に
作
業
場
の
必
要
な
現
業
官
司
で
も
同
じ
よ
う
な
構
造
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
造
東
大
寺
司
か
ら
写
経
所
に
配
属
さ
れ
た
案
主
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
担

当
を
分
担
し
、
共
同
で
運
営
す
る
体
制
で
あ
っ
た
。
案
主
曹
司
（
案
主
曹
所
・
案
主

所
）
に
は
櫃
が
あ
り
、
櫃
記
等
に
記
載
す
る
こ
と
で
物
品
を
種
類
別
に
管
理
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
（
八
ノ
五
八
〇
、
一
〇
ノ
四
四
五
）
。
こ
の
櫃
に
は
内
裏
や
造
東
大

寺
司
か
ら
収
納
さ
れ
た
物
品
や
、
写
経
生
か
ら
返
上
さ
れ
た
物
品
が
納
め

ら
れ
て
い
た
。
金
字
経
の
時
に
瑩
生
（
校
生
が
兼
任
す
る
場
合
あ
り
）
が
使
用

す
る
猪
牙
な
ど
、
特
別
な
場
合
に
し
か
使
用
し
な
い
も
の
は
、
案
主
が
保

管
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
案
主
の
〈
座
席
〉
は
堂
と
曹
司
の
両
方

に
あ
り
、
適
宜
使
い
分
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

栄
原
永
遠
男
氏
は
、
写
経
所
の
事
務
局
に
設
置
さ
れ
た
〈
反
古
箱
〉
と

い
う
概
念
を
想
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
案
主
の
手
元
に
置
か
れ
た
櫃
や

〈
反
古
箱
〉
な
ど
に
整
理
さ
れ
た
凡
紙
、
反
古
紙
の
使
い
方
に
は
、
そ
の

残
存
状
況
か
ら
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
一
定
の
ル
ー
ル
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

白
紙
（
表
裏
と
も
未
使
用
）
の
凡
紙
は
、
「
公
文
料
」
と
し
て
提
出
文
書

や
帳
簿
作
成
に
使
用
さ
れ
た
。
ま
た
写
経
生
の
手
実
等
の
作
成
の
た
め
に

も
使
用
さ
れ
た
。
つ
ぎ
に
、
端
継
・
裹
紙
な
ど
に
使
用
さ
れ
た
あ
と
の
白

紙
の
反
古
紙
は
、
案
主
の
手
元
に
返
却
さ
れ
た
場
合
は
、
帳
簿
作
成
や
写

経
生
の
手
実
等
作
成
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た
。
紙
が
短
く
切
断
さ
れ
て
い

た
り
、
多
少
し
わ
に
な
っ
た
り
も
し
て
い
る
が
、
写
経
所
内
で
の
帳
簿
類

に
使
用
す
る
に
は
十
分
の
状
態
で
あ
ろ
う
。
一
次
利
用
さ
れ
、
背
面
の
み

空
白
の
反
古
紙
は
、
案
主
の
手
元
で
帳
簿
作
成
に
使
用
さ
れ
た
。
一
次
面
の
情
報

は
す
で
に
必
要
な
く
、
破
棄
さ
れ
た
と
は
い
え
、
表
裏
が
混
同
し
て
は
い
け
な
い

と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
た
め
か
、
写
経
生
に
配
布
し
て
手
実
等
を
書
か
せ
る
こ
と

は
な
く
、
案
主
の
責
任
の
も
と
で
新
た
に
貼
り
継
が
れ
、
二
次
利
用
さ
れ
た
よ
う
で

あ
る
。
つ
ま
り
、〈
反
古
箱
〉
の
中
は
、
そ
の
状
態
に
よ
っ
て
区
分
け
が
さ
れ
、
使

用
目
的
が
分
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
経
師
等
の
浄
衣
は
用
度
文
や
収
納
帳
等
に
散
見
さ
れ
る
が
、
案
主
の
浄
衣

に
つ
い
て
は
写
経
所
文
書
中
の
記
載
例
が
非
常
に
少
な
い
。
経
師
等
が
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
単
位
に
召
集
さ
れ
る
非
常
勤
職
員
だ
っ
た
の
に
対
し
、
案
主
は
造
東
大
寺
司
か

ら
定
期
的
に
浄
衣
を
受
け
取
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
用
度
文
の

人
功
の
部
分
に
も
、
経
師
・
装
潢
・
校
生
・
題
師
・
雑
使
・
膳
部
・
駆
使
丁
な
ど
は
あ

げ
ら
れ
る
が
、
案
主
は
計
上
さ
れ
な
い
。
案
主
は
、
写
経
事
業
を
管
理
す
る
側
の
ス

タ
ッ
フ
で
あ
り
、
個
別
写
経
事
業
の
予
算
に
は
組
み
込
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
。

（
２
）
経
師

　

経
師
の
中
核
を
占
め
る
の
は
い
く
つ
も
の
写
経
事
業
に
携
わ
る
経
験
者
だ
が
、

写
経
事
業
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
単
位
で
あ
り
、
作
業
が
な
い
と
き
は
も
と
の
所
属
に

戻
っ
た
り
、
別
の
写
経
所
に
出
向
し
た
り
す
る
。
大
量
の
写
経
事
業
の
時
は
、
あ

ち
こ
ち
に
招
集
が
か
け
ら
れ
、
写
経
生
が
か
き
集
め
ら
れ
た
。
同
時
期
に
常
写
と

間
写
を
掛
け
持
ち
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
経
師
忍
海
広
次
は
、
天
平
勝
宝
五
年

（
七
五
三
）
八
月
八
日
か
ら
二
十
七
日
ま
で
は
法
花
経
一
部
の
経
紙
を
支
給
さ
れ
、

そ
れ
が
終
わ
る
と
す
ぐ
に
八
月
二
十
九
日
か
ら
九
月
十
九
日
に
か
け
て
、
別
の
写

経
事
業
で
あ
る
八
十
花
厳
経
一
部
の
経
紙
を
支
給
さ
れ
て
い
る
（
一
〇
ノ
五
六

六
）
。
ベ
テ
ラ
ン
の
経
師
で
あ
る
忍
海
広
次
は
、
案
主
に
よ
っ
て
休
む
間
も
な
く
次

か
ら
次
へ
と
写
経
事
業
に
割
り
当
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

経
師
は
写
経
事
業
ご
と
に
〈
座
席
〉
に
振
り
分
け
ら
れ
、
小
明
櫃
に
本
経
と
新

写
経
典
を
入
れ
、
下
纏
に
筆
墨
な
ど
の
用
具
を
ま
と
め
て
保
管
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
経
師
は
、
各
〈
座
席
〉
に
備
え
付
け
ら
れ
た
硯
や
小
明
櫃
と
、
案
主
か
ら
配

布
さ
れ
た
式
・
敷
・
下
纏
を
使
い
、
写
経
事
業
ご
と
に
支
給
さ
れ
る
経
紙
と
筆
墨

を
用
い
て
書
写
し
た
の
で
あ
る
。

　

机
に
関
す
る
記
載
は
非
常
に
少
な
い
が
、
経
師
が
書
写
す
る
の
に
使
っ
た
机
と

し
て
は
、
「
書
机
」
が
あ
げ
ら
れ
る
（
六
ノ
三
八
六
）
。
宝
亀
三
年
（
七
七
二
）
、
始

二
部
一
切
経
が
奉
写
先
一
切
経
司
よ
り
奉
写
一
切
経
所
へ
移
管
さ
れ
る
に
あ
た
っ

て
、
使
い
か
け
の
物
品
が
ま
と
め
て
収
納
さ
れ
た
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
ひ
と

つ
の
経
巻
を
複
数
人
で
写
す
場
合
も
あ
り
、
写
経
事
業
ご
と
に
割
り
当
て
ら
れ
た

区
画
の
〈
座
席
〉
に
ま
と
ま
っ
て
座
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
３
）
装
潢

　

装
潢
と
は
、
天
平
か
ら
宝
亀
年
間
ま
で
約
三
十
年
も
写
経
所
文
書
に
み
え
る
能

登
忍
人
な
ど
、
比
較
的
特
定
の
者
が
長
期
間
務
め
る
専
門
技
術
職
で
あ
る
。
装
潢

作
業
の
四
工
程
と
し
て
、
経
を
書
写
す
る
前
に
行
う
継
・
打
・
界
と
、
書
写
後
に

行
う
装
書
が
あ
る
。
継
と
は
、
書
写
す
る
経
巻
の
張
数
に
合
わ
せ
て
大
豆
糊
で
経

紙
を
貼
り
継
い
で
、
巻
首
（
巻
尾
に
も
付
け
た
可
能
性
あ
り
）
に
端
継
紙
を
貼
り
継

ぎ
、〈
仮
軸
〉
を
付
け
る
。
打
と
は
、
経
巻
を
紙
打
石
な
ど
で
た
た
い
て
、
紙
の
緊

密
度
、
平
滑
度
を
高
め
、
滲
み
を
お
さ
え
る
。
界
と
は
、
縦
横
の
界
線
を
引
く
作

業
で
あ
る
。
書
写
・
校
正
終
了
後
、
端
継
紙
を
取
り
外
し
、
表
紙
付
け
、
端
切
、

軸
付
け
、
緒
付
け
を
す
る
の
が
装
書
で
あ
る
。

　

装
潢
に
は
何
千
張
の
紙
が
一
度
に
充
て
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
、
仕
事
内
容
が
多

岐
に
渡
る
た
め
用
具
も
多
く
、
あ
る
程
度
広
い
作
業
空
間
が
必
要
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
装
潢
の
指
示
の
も
と
、
仕
丁
が
紙
打
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
天
平
十
一

年
頃
〜
勝
宝
初
年
頃
に
は
「
装
潢
所
」
が
み
え
、
紙
打
を
行
う
「
紙
屋
」
が
天
平

十
七
年
後
半
〜
十
八
年
頃
設
置
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。

　

端
継
紙
や
仮
帙
、
〈
仮
軸
〉
な
ど
は
、
装
潢
が
写
経
開
始
に
あ
た
っ
て
取
り
付

け
た
も
の
を
、
書
写
終
了
後
に
取
り
外
す
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
再
利
用
す
る
と
い

う
、
装
潢
を
中
心
と
し
た
作
業
用
備
品
の
サ
イ
ク
ル
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
は
案
主
の
管
理
下
に
は
な
い
物
品
の
動
き
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
案
主
が
管

理
す
る
帳
簿
に
は
記
載
さ
れ
ず
、
写
経
所
文
書
に
は
残
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

（
４
）
校
生

　

校
正
は
、
基
本
的
に
別
々
の
校
生
が
二
回
行
う
。
案
主
や
経
師
、
装
潢
な
ど
が

兼
任
す
る
こ
と
も
あ
る
。

　

宝
亀
三
年
に
奉
写
先
一
切
経
司
よ
り
奉
写
一
切
経
所
へ
収
納
さ
れ
た
も
の
の
な

か
に
「
校
書
長
机
」
（
六
ノ
三
八
六
）
が
み
え
る
。
本
経
と
新
写
経
典
を
大
き
く
広

げ
て
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
い
く
た

め
か
、
「
長
机
」
と
い
う
か
ら

に
は
、
経
師
の
机
よ
り
長
い
形

状
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

（
５
）
小
結

　

以
上
の
よ
う
に
物
品
は
様
々

な
か
た
ち
で
運
用
さ
れ
る
。
表

６
で
示
し
た
ス
タ
ッ
フ
ご
と
に

取
り
扱
う
物
品
の
動
き
を
模
式

図
に
し
た
の
が
図
１
で
あ
る
。

写
経
堂
の
備
品
は
案
主
が
管
理

し
て
い
る
た
め
、
申
請
・
収
納
記
録
の
み
残
り
、
支
給
記
録
は
残
ら
な
い
。
机
な

ど
耐
久
性
の
あ
る
備
品
は
、
造
東
大
寺
司
管
下
の
写
経
所
に
な
る
前
、
光
明
・
皇

后
宮
職
の
写
経
所
時
代
か
ら
引
き
続
き
使
わ
れ
て
き
た
も
の
が
多
数
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
造
石
山
寺
写
経
所
、
始
二
部
一
切
経
が
奉
写
一
切
経
所
に
移
管
さ
れ
た

時
な
ど
、
写
経
す
る
場
や
写
経
所
自
体
の
場
所
が
移
転
す
る
場
合
は
、
多
数
の
備

品
が
準
備
さ
れ
た
り
移
動
し
た
り
す
る
。
こ
れ
ら
の
備
品
は
写
経
事
業
ご
と
に
準

備
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
必
要
に
応
じ
て
随
時
補
充
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
ま
と
め

　

写
経
事
業
に
必
要
な
物
品
は
、
用
度
文
で
見
積
も
り
が
作
成
さ
れ
、
収
納
さ
れ

た
。
写
経
堂
で
は
基
本
的
に
一
切
経
が
書
写
さ
れ
て
お
り
、
必
要
な
物
品
は
随
時

収
納
さ
れ
て
い
た
。
十
分
な
物
品
が
収
納
さ
れ
な
い
間
写
の
個
別
写
経
事
業
も
多

か
っ
た
が
、
案
主
の
采
配
に
よ
り
、
常
写
や
予
算
の
潤
沢
な
間
写
の
物
品
を
転
用

す
る
な
ど
し
て
対
処
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
新
写
経
典
の
材
料
と
な
る
物
品

（
経
紙
や
軸
な
ど
）
は
経
典
と
し
て
完
成
す
る
と
奉
請
さ
れ
る
が
、
写
経
生
た
ち

が
作
業
に
使
う
物
品
（
机
や
硯
、
櫃
な
ど
）
は
、
写
経
堂
の
備
品
と
し
て
長
く
使
用

さ
れ
た
。
筆
・
墨
な
ど
の
消
耗
品
は
写
経
用
紙
数
に
応
じ
て
収
納
さ
れ
る
が
、
一

定
の
使
用
限
度
を
超
え
て
も
、
様
々
な
用
途
に
使
い
続
け
ら
れ
た
。
案
主
は
納

帳
、
充
帳
、
用
帳
な
ど
多
く
の
帳
簿
を
使
っ
て
、
こ
れ
ら
の
物
品
を
管
理
し
た
の

で
あ
る
。

　

写
経
堂
内
は
、
案
主
、
経
師
、
校
生
、
装
潢
そ
れ
ぞ
れ
の
作
業
場
に
わ
か
れ
て

お
り
、
各
〈
座
席
〉
に
必
要
な
物
品
が
備
え
付
け
ら
れ
た
。
写
経
事
業
ご
と
に
写

経
生
の
メ
ン
バ
ー
が
入
れ
替
わ
る
た
び
、
〈
座
席
〉
に
振
り
分
け
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
正
倉
院
文
書
研
究
で
は
、
ど
の
よ
う
に
組
織
が
変
遷
し
て
き
た

か
、
個
別
写
経
事
業
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
な
ど
は
検
討
さ
れ
て
き
た
が
、

写
経
所
の
具
体
的
な
内
部
構
造
を
見
通
す
こ
と
は
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
。
物

品
の
運
用
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
堂
の
内
部
構
造
を
垣
間

見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

本
論
で
は
、
写
経
所
の
物
品
運
用
に
つ
い
て
、
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
を
提
示
し
た
に

す
ぎ
な
い
。
個
々
の
物
品
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
詳
細
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
ま
た
、
時
期
ご
と
の
変
遷
、
写
経
所
組
織
の
変
遷
に
即
し
て
考
え
る

必
要
が
あ
る
。

　

写
経
所
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
ご
と
に
分
業
体
制
を
整
え
た
、
き
わ
め
て
組

織
的
な
経
典
製
作
工
房
で
あ
る
。
造
東
大
寺
司
を
中
心
と
す
る
他
の
造
営
・
造
物

関
係
の
組
織
も
、
同
様
の
体
制
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
写
書
手
・
造
紙
手
・
造

筆
手
な
ど
を
抱
え
る
図
書
寮
は
、
写
経
所
と
よ
く
似
た
性
格
を
持
つ
官
司
と
考
え

ら
れ
、
写
経
所
の
運
営
と
類
似
す
る
点
も
多
い
と
思
わ
れ
る
。
令
外
官
で
あ
る
写

経
所
の
特
殊
性
も
あ
ろ
う
が
、
以
上
の
よ
う
な
堂
の
内
部
構
造
を
念
頭
に
お
い
て

一
般
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
古
代
に
お
け
る
手
工
業
的
な
組
織
の
あ
り
方

を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
事
務
的
な
官
司
と
の
相
違
点
は
今
後

検
討
し
た
い
が
、
奈
良
時
代
の
官
司
が
実
務
レ
ベ
ル
で
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
運

用
さ
れ
て
い
た
か
、
そ
の
一
端
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

【
注
】

（
１
）
栄
原
永
遠
男
ａ
『
奈
良
時
代
の
写
経
と
内
裏
』
（
塙
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
、
同
ｂ

『
奈
良
時
代
写
経
史
研
究
』
（
塙
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
、
同
ｃ
『
正
倉
院
文
書
入

門
』
（
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
一
年
）
、
杉
本
一
樹
『
日
本
古
代
文
書
の
研
究
』

（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）
、
山
下
有
美
『
正
倉
院
文
書
と
写
経
所
の
研
究
』

（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）
な
ど
多
数
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
い

る
。
桑
原
祐
子
「
正
倉
院
文
書
の
訓
読
と
注
釈
請
暇
不
参
解
編
」
（
一
）
（
二
）

（
奈
良
女
子
大
学
二
十
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
報
告
書V

ol.

四
・
九　

二
〇
〇
五

年
、
二
〇
〇
七
年
）
、
宮
川
久
美
「
正
倉
院
文
書
の
訓
読
と
注
釈
月
借
銭
解
編
」
第

一
〜
第
七
分
冊
（
『
奈
良
佐
保
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
十
六
〜
二
十
四
号
、
二
〇

〇
九
年
〜
二
〇
一
七
年
）
は
請
暇
不
参
解
・
月
借
銭
解
に
一
通
ず
つ
訓
読
と
注
釈
を

加
え
た
も
の
で
あ
る
。

（
２
）
奈
良
時
代
に
国
家
的
な
写
経
事
業
を
行
っ
た
機
関
は
、
内
裏
系
統
の
写
経
機
関
と
、

「
写
経
所
文
書
」
が
残
る
皇
后
宮
職
系
統
の
写
経
機
関
が
あ
る
。
組
織
も
名
称
も
さ

ま
ざ
ま
な
変
遷
を
た
ど
る
が
、
本
論
文
で
は
、
史
料
に
名
称
が
明
記
さ
れ
て
い
る
場

合
以
外
は
、
便
宜
的
に
「
写
経
所
」
で
統
一
す
る
。

（
３
）
渡
部
陽
子
ａ
「
正
倉
院
文
書
に
お
け
る
「
荒
紙
」
「
悪
紙
」
」
（
栄
原
永
遠
男
編

『
日
本
古
代
の
王
権
と
社
会
』
塙
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
、
同
ｂ
「
「
下
纏
」
と

「
式
」
「
敷
」
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
二
、
二
〇
一
一
年
）
、
同
ｃ
「
正
倉

院
文
書
に
み
え
る
帙
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
三
、
二
〇
一
三
年
）
、
同
ｄ

「
正
倉
院
文
書
に
み
え
る
浄
衣
」
（
栄
原
永
遠
男
編
『
正
倉
院
文
書
の
歴
史
学
・
国

語
学
的
研
究
│
解
移
牒
案
を
読
み
解
く
│
』
和
泉
書
院
、
二
〇
一
六
年
）
、
同
ｅ

「
正
倉
院
文
書
に
み
え
る
櫃
」
（
栄
原
永
遠
男
・
佐
藤
信
・
吉
川
真
司
編
『
東
大
寺

の
新
研
究
二　

歴
史
の
な
か
の
東
大
寺
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
七
年
）

（
４
）
吉
田
孝
氏
は
、
写
経
事
業
の
予
算
案
を
整
理
し
て
そ
の
形
式
を
提
示
し
た
（
吉
田
孝

「
律
令
時
代
の
交
易
」
（
『
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
三

年
）
）
。
こ
れ
ら
の
予
算
案
は
「
造
東
大
寺
司
解　

申
請
奉
写
経
用
度
物
事
」
と
書

き
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
端
裏
書
や
題
籤
に
は
「
用
度
文
」
と
書
か
れ
た
も
の

が
散
見
さ
れ
る
た
め
、
こ
の
形
式
の
文
書
は
当
時
「
用
度
文
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
な
お
本
論
で
は
、
写
経
事
業
開
始
に
あ
た
っ
て
必
要
な
物
品
類
を
書

き
だ
し
た
も
の
を
「
用
度
文
」
と
し
、
個
別
の
物
品
の
み
を
申
請
す
る
文
書
や
、
写

経
事
業
の
途
中
で
物
品
を
追
加
申
請
す
る
文
書
は
用
度
文
と
は
み
な
さ
な
い
。

（
５
）
『
大
日
本
古
文
書
（
編
年
）
』
一
四
巻
二
九
二
頁
〜
三
〇
〇
頁
。
以
下
『
大
日

古
』
、
一
四
ノ
二
九
二
〜
三
〇
〇
と
略
す
。
ま
た
本
論
文
に
お
い
て
「　

」
で
示
す

史
料
名
は
『
大
日
古
』
の
も
の
、
﹇　

﹈
で
示
す
の
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編

『
正
倉
院
文
書
目
録
』
の
も
の
で
あ
る
。

（
６
）
栄
原
永
遠
男
「
光
明
皇
太
后
没
前
の
写
経
事
業
群
」
（
前
掲
注
１
著
書
ｂ
）

（
７
）
表
５
に
あ
げ
た
物
品
の
う
ち
、
経
紙
・
凡
紙
に
つ
い
て
は
注
３
拙
稿
ａ
・
ｂ
、
帙
は

拙
稿
ｃ
、
浄
衣
は
拙
稿
ｄ
、
櫃
は
拙
稿
ｅ
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
た
。

（
８
）
桑
原
祐
子
「
墨
の
記
述
―
墨
頭
・
墨
端
と
助
数
詞
」
（
『
正
倉
院
文
書
の
国
語
学
的

研
究
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）
、
濱
道
孝
尚
「
写
経
所
に
お
け
る
「
私
書
」

の
書
写
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
三
、
二
〇
一
三
年
）

（
９
）
仁
王
経
疏
一
部
五
巻
の
用
度
文
で
は
、
経
紙
・
凡
紙
、
菟
毛
筆
一
管
半
と
墨
一
挺
を

買
う
た
め
の
銭
を
申
請
し
て
い
る
（
表
２
№
28
、
一
六
ノ
三
七
五
〜
三
七
六
）
。
筆

そ
の
も
の
を
一
管
と
半
分
だ
け
授
受
す
る
と
い
う
の
は
、
物
理
的
に
不
可
能
で
あ

る
。
同
じ
年
に
行
わ
れ
た
梵
網
経
四
十
巻
・
四
分
僧
戒
本
経
十
巻
・
四
分
尼
戒
本
経

十
巻
の
用
度
文
で
は
、
菟
毛
筆
一
管
（
四
十
文
）
を
も
っ
て
写
紙
百
五
十
張
、
墨
一

挺
（
三
十
文
）
を
も
っ
て
写
紙
三
百
張
と
あ
る
（
表
２
№
30
、
一
六
ノ
三
四
二
、
二

五
ノ
三
四
〇
）
。
筆
一
管
と
半
分
だ
と
、
二
百
二
十
五
張
を
写
す
こ
と
が
で
き
、
仁

王
経
疏
で
申
請
さ
れ
た
経
紙
は
百
九
十
一
張
で
あ
る
か
ら
、
十
分
で
あ
る
。
写
経
所

は
、
筆
墨
の
現
物
で
は
な
く
、
菟
毛
筆
一
管
半
の
銭
六
十
文
と
墨
一
挺
の
銭
三
十
文

と
い
う
よ
う
に
、
銭
を
申
請
す
る
こ
と
で
、
用
紙
数
に
応
じ
た
詳
細
な
計
画
を
た
て

る
こ
と
が
で
き
る
。
写
経
事
業
ご
と
に
筆
墨
そ
の
も
の
を
準
備
す
る
の
で
は
な
く
、

必
要
な
銭
を
収
納
し
て
、
写
経
所
の
在
庫
分
を
順
次
使
用
す
る
。
様
々
な
写
経
事
業

を
断
続
的
に
行
う
写
経
所
だ
か
ら
こ
そ
可
能
と
な
る
、
筆
墨
の
合
理
的
な
運
用
方
法

で
あ
る
。

（
10
）
山
下
有
美
「
写
経
機
構
の
内
部
構
造
と
運
営
」
（
前
掲
注
１
著
書
）

（
11
）
栄
原
永
遠
男
『
正
倉
院
文
書
入
門
』
（
前
掲
注
１
著
書
ｃ
）

（
12
）
端
継
に
つ
い
て
は
、
杉
本
一
樹
「
端
継
・
式
敷
・
裹
紙
」
（
前
掲
注
１
著
書
）
。
史

料
上
に
は
〈
仮
軸
〉
に
関
す
る
記
載
は
み
え
な
い
が
、
端
継
の
二
次
利
用
と
考
え
ら

れ
る
続
修
後
集
第
二
二
巻
が
、
軸
付
紙
の
形
状
を
な
す
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
仮
の
軸

が
取
り
付
け
ら
れ
た
と
す
る
。
書
写
中
は
、
巻
首
に
取
り
付
け
ら
れ
た
端
継
が
、
軸

付
紙
と
仮
表
紙
の
役
割
を
兼
ね
た
と
考
え
ら
れ
、
書
写
終
了
後
、
巻
首
に
は
正
式
な

表
紙
が
、
巻
尾
に
は
正
式
な
軸
が
取
り
付
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
13
）
大
隅
亜
希
子
「
装
潢
組
織
の
展
開
と
布
施
支
給
の
変
遷
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』

六
、
一
九
九
九
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

（
大
阪
市
立
大
学
都
市
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
）

─99─

（
12
）

奈良時代写経所の空間構造〔渡部〕



　
　
は
じ
め
に

　

正
倉
院
文
書
研
究
で
は
、
文
書
論
、
組
織
論
、
個
別
写
経
事
業
な
ど
に
つ
い
て

研
究
が
進
ん
で
い
る
。
写
経
生
に
関
し
て
も
、
月
借
銭
、
請
暇
に
つ
い
て
の
研
究

が
あ
る
。
し
か
し
、
写
経
所
と
は
ど
の
よ
う
な
環
境
で
あ
っ
た
か
、
具
体
的
に
ど

の
よ
う
に
作
業
を
し
て
い
た
か
、
ま
だ
わ
か
っ
て
い
な
い
点
が
多
い
。

　

正
倉
院
文
書
の
大
半
を
占
め
る
「
写
経
所
文
書
」
は
、
写
経
所
に
お
け
る
写
経

事
業
に
関
す
る
文
書
・
帳
簿
類
で
あ
り
、
人
や
物
品
の
や
り
取
り
や
状
況
が
記
載

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
私
は
、
こ
れ
ら
の
文
書
や
帳
簿
類
を
詳
細
に
検
討
す
る

こ
と
に
よ
り
、
い
く
つ
か
の
物
品
に
焦
点
を
当
て
て
そ
の
機
能
を
考
え
て
き
た
。

本
論
で
は
、
物
品
の
申
請
・
収
納
・
支
給
・
使
用
状
況
・
返
却
な
ど
に
つ
い
て
、

写
経
事
業
ご
と
に
整
理
し
な
が
ら
具
体
的
に
検
討
し
、
誰
が
・
い
つ
・
ど
こ
で
・

何
を
・
何
の
た
め
に
・
ど
の
よ
う
に
使
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
写
経
所
の
空
間
構
造
を
見
通
し
た
い
。

　

律
令
制
下
の
役
所
に
つ
い
て
、
組
織
の
具
体
的
な
運
用
ま
で
わ
か
る
史
料
は
、

　
　
　
　

写
経
所
文
書
以
外
に
な
い
。
木
簡
は
貴
重
な
一
次
史
料
だ
が
、
断
片
的
な
情
報
し

か
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
写
経
所
文
書
も
、
全
て
の
文
書
や
帳
簿
群
が
現
存
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
江
戸
末
期
か
ら
明
治
時
代
に
行
わ
れ
た
「
整

理
」
に
よ
っ
て
ば
ら
ば
ら
に
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
原
本
調
査
や
、
史
料
内

容
の
丹
念
な
研
究
成
果
に
よ
り
、
多
く
の
情
報
を
体
系
的
に
得
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

造
東
大
寺
司
管
下
の
写
経
所
は
、
写
経
と
い
う
宗
教
行
為
を
行
う
場
で
あ
る
と

同
時
に
、
分
業
体
制
に
よ
る
組
織
運
営
を
行
う
工
房
的
な
性
格
を
も
つ
役
所
で
も

あ
る
。
写
経
所
文
書
を
使
っ
て
写
経
所
の
内
部
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
図
書
寮
な
ど
他
の
一
般
官
司
に
つ
い
て
も
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

表
１
は
写
経
所
の
構
成
員
と
そ
の
役
割
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
論
で
は
、

正
倉
院
文
書
に
み
え
る
物
品
が
、
写
経
事
業
の
中
で
ど
の
よ
う
に
機
能
し
運
用
さ

れ
て
い
た
か
を
総
合
的
に
考
え
た
い
。
ま
ず
、
用
度
文
（
用
度
申
請
）・
用
残
報
告
や

帳
簿
類
に
よ
り
、
写
経
事
業
に
お
け
る
物
品
の
申
請
・
使
用
状
況
を
検
討
す
る
。

次
に
、
個
別
写
経
事
業
で
使
わ
れ
る
物
品

を
、
そ
の
性
質
ご
と
に
分
別
し
、
職
掌
ご

と
に
整
理
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
奈
良

時
代
の
写
経
所
が
ど
の
よ
う
な
空
間
だ
っ

た
の
か
、
内
部
構
造
を
立
体
的
に
解
明
す

る
た
め
の
見
通
し
を
た
て
た
い
。
な
お
、

広
義
の
写
経
所
と
は
、
写
経
に
関
す
る
作

業
を
行
う
写
経
堂
に
加
え
、
経
師
等
が
生

活
す
る
食
堂
（
料
理
供
養
所
）
、
宿
所
な
ど

も
含
ま
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
様
々
な

物
品
が
使
用
さ
れ
る
が
、
本
論
の
検
討
対
象
は
、
写
経
堂
に
限
定
す
る
。

　
　
一
　
用
度
文
に
み
え
る
物
品

（
１
）
用
度
文

　

個
別
写
経
事
業
を
始
め
る
に
あ
た
り
、
写
経
所
の
事
務
官
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ

た
予
算
案
（
見
積
書
兼
請
求
書
）
が
用
度
文
（
用
度
申
請
）
で
あ
る
。
用
度
文
の
書
き
出

し
は
「
写
経
所
解
」「
写
書
所
解
」
ま
た
は
「
造
東
大
寺
司
解
」
な
ど
と
な
っ
て
お

り
、
写
経
所
の
案
主
が
下
書
き
を
作
成
し
、
造
東
大
寺
司
政
所
で
清
書
さ
れ
、
太
政

官
も
し
く
は
写
経
事
業
の
発
願
主
に
提
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
用
度
文
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
写
経
事
業
を
遂
行
す
る
に
あ
た
っ
て
必
要
と
判
断
さ
れ
た
物
品

が
列
挙
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
典
型
的
な
用
度
文
の
例
と
し
て
、
長
く
な
る
が
【
史

料
一
】
を
あ
げ
る
（
「　

」
は
追
記
、
＊
は
朱
書
き
、
文
字
は
抹
消
、
勾
点
は
省
略
、
波

線
は
筆
者
に
よ
る
）
。

【
史
料
１
】

﹇
東
寺
写
経
所
解
（
案
）
﹈
（
続
修
後
集
五
、
一
四
ノ
二
九
二
〜
三
〇
〇
）

東
寺
写
経
所
解　

申
請
応
奉
写
経
用
度
物
事

合
経
壱
伯
参
拾
伍
部
四
百
五
十
巻　
　
　

　

法
花
経
卌
五
部
三
百
六
十
巻　

 

「
請
随
求
陀
羅
尼
壇
□
」

　

金
剛
般
若
経
卌
五
部
卌
五
巻

　

理
趣
経
卌
五
部
卌
五
巻

応
用
紙
壱
万
玖
伯
参
張

　

経
紙
一
万
三
百
十
張

　
　

九
千
五
百
八
十
五
張
見
写
料

　
　
　

八
千
□
百
張
法
花
経
□
五
部
料
部
別
百
八
十
張

　
　
　

五
百
八
十
五
□
□
剛
般
若
経
卌
五
巻
料
巻
別
十
三
張

　
　
　

九
百
張
理
□
経
卌
五
巻
料
巻
別
廿
張

　
　

二
百
廿
五
張
表
紙
料　
以
一
張
着
二
巻

　

五
百
張
破
料

凡
紙
伍
佰
玖
拾
参
張

　

二
百
五
十
八
張
一
万
三
百
十
張
端
料　
以
一
張
着
卌
張

　

一
百
卅
五
張
敷
紙
并
下
纏
式
料

　

一
百
張
裹
紙
料　
以
一
裹
打
紙
百
張

　

一
百
張
雑
用
料

菟
毛
筆
玖
拾
壱
管　
以
一
管
写
紙
百
五
十
張

墨
参
拾
弐
挺　
以
一
挺
写
紙
三
百
張

界
料
鹿
毛
筆
拾
管

綺
漆
拾
陸
丈
伍
寸 

　

六
十
八
丈
八
尺
五
寸
法
花
経
三
百
六
十
巻
理
趣
経
卌
五
巻
料
巻
別
一
尺
七
寸

　

七
丈
二
尺
金
剛
般
若
経
卌
五
巻
料
巻
別
一
尺
六
寸

扶
壱
佰
参
拾
伍
枚 

各
長
一
尺
七
寸

軸
肆
佰
伍
拾
枚

黄
蘗
弐
佰
肆
拾
伍
斤 

以
一
斤
染
紙
卌
張

橡
壱
斗
伍
升 

以
一
升
染
表
紙
十
五
張

（
以
下
省
略
･
･
･
荒
炭
、
薪
、
銭
（
菟
毛
筆
、
墨
、
鹿
毛
筆
、
生
菜
、
荒
炭
、
薪
）
、

浄
衣
料
（
絁
・
綿
・
細
布
・
調
布
・
祖
布
）
、
木
履
、
菲
）

経
師
肆
拾
伍
人　

装
潢
参
人　

校
生
陸
人　

雑
使
伍
人　

優
婆
夷
壱
人

　

合
陸
拾
人
単
功
弐
仟
伍
拾
陸
人

　

一
千
三
百
六
十
九
人
経
師 

人
別
写
紙
七
張

　

一
百
九
十
一
人
装
潢 

人
別
作
紙
五
十
張

　

二
百
十
六
人
校
生 

人
別
校
紙
六
十
張

　

一
百
五
十
人
雑
使  

卅
日
単

　

卅
人
優
婆
夷  

卅
日
単

米
肆
拾
斛
肆
升

（
以
下
食
料
省
略
…
糯
米
、
塩
、
醤
、
滓
醤
、
末
醤
、
酢
、
海
藻
、
滑
海
藻
、
心
太
、
芥

子
、
胡
麻
油
、
小
麦
、
大
豆
、
小
豆
、
漬
菜
、
漬
薑
）

　　
　

砥
壱
顆

　
　

刀
子
参
柄　

　
　

仕
丁
壱
拾
伍
人

「
不
」
折
薦
畳
玖
拾
枚

　　

以
前
、
応
奉
写
一
百
卅
五
部
之
経
用
度
之
物
、
所
請
如

　

件
、
謹
解

　
　
　
　
　
　

天
平
宝
字
四
年
正
月
十
五
日
主
典
正
八
位
上
安
都
宿
祢「
雄
足
」

　

次
官
従
五
位
下
高
麗
朝
臣
「
大
山
」

　　

【
史
料
一
】
は
天
平
宝
字
四
年
（
七
六
〇
）
に
行
わ
れ
た
法
花
経
四
十
五
部
三
百

六
十
巻
・
金
剛
般
若
経
四
十
五
部
四
十
五
巻
・
理
趣
経
四
十
五
部
四
十
五
巻
（
い
わ

ゆ
る
百
三
十
五
部
経
）
の
用
度
文
で
あ
る
。
こ
の
写
経
事
業
は
光
明
皇
太
后
が
母
の

県
犬
養
三
千
代
の
追
福
の
た
め
に
発
願
し
た
も
の
で
、
天
平
宝
字
四
年
正
月
十
一

日
の
太
師
（
藤
原
仲
麻
呂
）
宣
（
一
四
ノ
三
六
七
）
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

【
史
料
一
】
を
み
て
み
る
と
、
ま
ず
経
典
名
と
巻
数
を
書
き
上
げ
、
写
経
に
必
要

な
紙
（
経
紙
・
凡
紙
）
、
筆
・
墨
、
経
典
の
体
裁
に
関
わ
る
綺
・
帙
・
軸
・
染
料
、

燃
料
、
銭
、
浄
衣
、
人
功
、
食
料
、
仕
丁
、
そ
の
他
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
【
史
料

一
】
は
写
経
所
か
ら
造
東
大
寺
司
に
提
出
さ
れ
、
次
官
の
署
名
を
も
ら
っ
た
が
、

物
品
の
数
量
変
更
の
た
め
写
経
所
に
差
し
戻
さ
れ
、
数
量
の
訂
正
を
朱
で
書
き
込

み
、
そ
れ
を
も
と
に
正
文
を
書
き
直
し
て
提
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
【
史
料

一
】
は
控
え
と
し
て
写
経
所
政
所
に
残
し
、
物
品
の
収
納
時
に
そ
の
日
付
等
に
つ

い
て
追
記
し
、
勾
点
等
を
付
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

写
経
所
文
書
に
み
え
る
用
度
文
の
記
載
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
２
で
あ

る
。
「
写
経
所
文
書
」
に
お
け
る
写
経
関
係
の
現
存
最
古
の
文
書
は
、
藤
原
光
明

子
家
の
神
亀
四
〜
五
年
（
七
二
七
〜
八
）
の
も
の
だ
が
（
一
ノ
三
八
一
〜
三
八
三
）
、

表
２
の
よ
う
に
、
現
存
す
る
用
度
文
は
天
平
二
十
年
（
七
四
八
）
の
も
の
が
初
見
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
天
平
末
年
頃
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、
用
度
文
の
形
式
が
あ

る
程
度
確
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
用
度
文
の
多
く
に
は
、
筆
墨
等
に
つ
い
て
、

申
請
物
品
を
列
挙
し
た
項
と
、
申
請
す
る
銭
の
用
途
を
列
挙
し
た
部
分
の
両
方
に

記
載
が
み
え
る
。
二
カ
所
の
筆
墨
の
数
量
は
同
じ
で
あ
り
、
な
ぜ
重
複
し
て
記
載

し
て
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
書
き
方
は
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
他
の
項
目

や
物
品
の
書
き
方
で
も
、
順
序
が
入
れ
替
わ
っ
た
り
物
品
の
種
類
が
増
減
し
た
り

す
る
も
の
の
、
一
定
の
形
式
が
み
ら
れ
る
。
題
籤
軸
が
つ
け
ら
れ
て
写
経
事
業
終

了
後
も
保
管
さ
れ
た
用
度
文
も
あ
る
の
で
、
案
主
が
次
の
写
経
事
業
の
用
度
文
を

作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
見
本
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

【
史
料
一
】
は
表
２
№
15
に
あ
た
る
が
、
記
載
さ
れ
た
物
品
の
種
類
を
比
較
す

る
と
、
典
型
的
な
用
度
文
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
用
度
文
に
記
載
さ
れ
た

内
容
に
は
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
特
に
食
料
・
雑
器
な
ど
数
多
く
の
物
品
を
請
求
し
た

も
の
と
、
経
典
の
書
写
に
必
要
最
低
限
の
物
品
で
あ
る
紙
筆
墨
の
み
の
請
求
に
と

ど
ま
る
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
前
者
は
表
２
№
24
大
般
若
経
二
部
千
二
百
巻
、
後

者
は
№
13
心
経
百
巻
や
№
28
仁
王
経
疏
一
部
五
巻
の
写
経
事
業
の
用
度
文
に
み
ら

れ
る
。
案
主
に
は
、
経
典
何
巻
・
経
紙
何
張
の
写
経
な
ら
ば
、
ど
の
物
品
・
人
員

が
ど
れ
だ
け
必
要
か
と
い
う
目
安
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
用
度
文

で
何
を
ど
れ
だ
け
申
請
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
請
求
先
で
あ
る
発
願
者
の
意

向
、
写
経
の
重
要
度
や
緊
急
度
な
ど
に
よ
り
、
調
整
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

管
見
の
限
り
奈
良
時
代
に
は
四
百
以
上
の
写
経
事
業
が
行
わ
れ
な
が
ら
、
用
度

文
が
三
十
四
例
し
か
現
存
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
全
て
の
写
経
事
業
に
お
い
て

用
度
文
が
作
成
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

用
度
文
が
現
存
し
な
い
写
経
事
業
で
も
、
造
東
大
寺
司
や
内
裏
な
ど
か
ら
写
経
に

必
要
な
物
品
が
収
納
さ
れ
て
い
る
例
は
多
い
。
総
合
的
な
用
度
文
が
作
成
さ
れ
な

く
て
も
、
「
筆
墨
申
請
」
な
ど
個
別
に
物
品
の
申
請
文
書
を
作
成
し
、
写
経
所
に

必
要
な
物
品
が
収
納
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
写
経
事
業
終
了
後
、
決
算
と
し
て
物
品
の
用
残
報
告
が
作
成
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
。
用
度
文
と
用
残
報
告
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
申
請
さ
れ
た
物
品
が
、

実
際
は
ど
れ
だ
け
収
納
さ
れ
て
使
用
さ
れ
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

用
度
文
と
用
残
報
告
が
共
に
現
存
す
る
の
は
、
前
述
の
天
平
宝
字
四
年
の
百
三

十
五
部
経
と
、
天
平
宝
字
六
〜
七
年
（
七
六
二
〜
三
）
の
大
般
若
経
二
部
千
二
百
巻
の

写
経
事
業
で
あ
る
。
表
３
に
あ
げ
た
百
三
十
五
部
経
に
よ
る
と
、
用
度
文
と
用
残

報
告
の
数
量
が
一
致
す
る
の
は
わ
ず
か
六
品
目
だ
け
で
あ
る
。
用
度
文
は
あ
く
ま

で
計
画
で
あ
り
、
実
際
に
収
納
さ
れ
た
物
品
の
量
や
種
類
が
か
な
り
異
な
る
こ
と

が
わ
か
る
。
特
に
銭
の
場
合
、
収
納
さ
れ
た
銭
の
用
途
は
、
あ
る
程
度
案
主
の
采

配
に
任
せ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
食
料
、
食
膳
・
調
理
用
具
な
ど
は
、
食

　
　
　

　
　
　

事
の
メ
ニ
ュ
ー
や
備
品
の
不
足
具
合
に
応
じ
て
、
変
更
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
２
）
個
別
の
物
品

　

写
経
事
業
に
お
い
て
は
、
様
々
な
文
書
が
や
り
と
り
さ
れ
、
帳
簿
類
が
活
用
さ

れ
る
。
前
述
の
百
三
十
五
部
経
で
は
、
表
４
に
あ
げ
た
よ
う
な
関
係
史
料
が
残
っ

て
い
る
。
用
度
文
（
c
）
、
銭
用
帳
（
e
）
、
充
装
潢
帳
（
g
）
（
n
）
、
充
紙
筆
墨

帳
（
h
）
、
充
本
帳
（
i
）
、
校
帳
（
m
）
、
手
実
帳
（
l
）
、
布
施
申
請
（
o
）
、

用
残
報
告
（
x
）
と
い
っ
た
他
の
個
別
写
経
事
業
に
も
共
通
す
る
形
式
の
も
の
が
一

通
り
そ
ろ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
複
数
の
帳
簿
類
が
現
存
す
る
お
か
げ
で
、
ひ

と
つ
だ
け
の
史
料
で
は
判
明
し
な
い
物
品
の
動
き
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

た
と
え
ば
、
用
度
文
（
c
）
で
は
綺
八
十
丈
一
尺
、
軸
四
百
五
十
枚
が
現
物
で
請

求
さ
れ
て
い
る
が
、
書
写
が
終
了
し
布
施
申
請
（
o
）
も
提
出
さ
れ
た
後
に
よ
う
や

く
、
写
経
所
別
当
の
安
都
雄
足
か
ら
「
彼
一
百
三
十
五
部
経
綺
軸
、
以
其
残
、
令

買
市
頭
（
軸
朱
頂
）
」
と
指
示
が
出
た
（
r
）
。
写
経
所
で
は
そ
れ
ら
を
購
入
し
て

一
千
五
十
文
（
綺
七
十
丈
直
）
、
三
百
六
十
文
（
朱
頂
軸
四
百
五
十
枚
直
）
を
請
求
し

た
が
（
s
）
、
用
残
報
告
（
x
）
で
は
、
用
い
た
銭
の
内
訳
の
項
に
、
一
貫
五
十
文

（
綺
七
十
丈
直
）
、
二
百
八
十
八
文
（
朱
頂
軸
三
百
六
十
枚
直
）
と
あ
る
。
残
り
九
十

本
分
の
朱
頂
軸
の
銭
が
最
終
的
に
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
た
の
か
現
存
の
史
料
で

は
わ
か
ら
な
い
。
綺
緒
に
つ
い
て
は
、
用
度
文
（
c
）
で
は
法
花
経
と
理
趣
経
は
巻

別
一
丈
八
尺
、
金
剛
般
若
経
は
巻
別
一
丈
六
尺
と
し
て
、
合
計
八
十
丈
一
尺
が
計

上
さ
れ
た
。
緒
の
長
さ
の
差
は
、
一
巻
平
均
二
十
二
，
五
張
の
法
花
経
と
一
巻
二

十
張
の
理
趣
経
、
そ
し
て
一
巻
十
三
張
の
金
剛
般
若
経
と
い
う
、
一
巻
あ
た
り
の

経
紙
の
予
定
枚
数
か
ら
わ
か
る
巻
物
の
太
さ
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
。
綺
に
つ

い
て
も
七
十
丈
分
の
銭
し
か
支
出
さ
れ
ず
、
各
巻
に
は
予
定
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
少
し

短
い
緒
が
取
り
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
写
経
所
文
書
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
写
経
事
業
ご
と
に
整
理
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
用
度
文
・
収
納
帳
・
用
帳
・
充
帳
・
用
残
報
告
等
に
み
え
る
物
品

に
つ
い
て
、
一
連
の
運
用
状
況
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ど
の
よ
う
な
物
品

を
ど
れ
だ
け
請
求
す
る
予
定
だ
っ
た
の
か
、
実
際
に
は
ど
れ
だ
け
収
納
さ
れ
た
の

か
、
い
つ
誰
が
ど
の
よ
う
に
用
い
た
の
か
、
ど
れ
だ
け
使
用
し
て
ど
れ
だ
け
残

り
、
ど
れ
だ
け
返
上
し
た
の
か
、
ま
た
は
別
の
写
経
事
業
に
転
用
し
た
の
か
。
全

て
の
写
経
事
業
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
ま
だ
で
き
て
い
な
い
が
、
現
時
点
で

わ
か
る
範
囲
で
、
経
典
の
書
写
に
直
接
関
わ
る
物
品
の
特
徴
を
あ
げ
た
の
が
表
５

で
あ
る
。

　

常
写
や
間
写
の
①
経
紙
（
○
番
号
は
表
５
に
対
応
）
は
、
﹇
間
紙
検
定
并
便
用
帳
﹈

（
九
ノ
三
六
七
〜
三
七
〇
+
九
ノ
三
七
〇
〜
三
八
〇
+
三
ノ
四
八
五
〜
四
八
六
+
一
一
ノ
三

六
四
〜
三
六
六
）
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
紙
の
種
類
や
色
、
枚
数
が
細
か

く
記
載
さ
れ
、
あ
る
経
典
に
使
用
す
る
紙
が
ど
こ
か
ら
収
納
さ
れ
た
の

か
、
も
し
く
は
ど
の
写
経
事
業
の
紙
を
転
用
し
た
の
か
、
残
紙
を
ど
の
写

経
事
業
に
転
用
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
管
理
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て

②
凡
紙
は
、
す
べ
て
の
写
経
事
業
に
お
い
て
申
請
・
収
納
さ
れ
た
わ
け
で

は
な
く
、
写
経
所
内
で
臨
機
応
変
に
再
利
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ

る
。
③
筆
墨
は
、
支
給
・
返
上
記
録
が
細
か
く
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
て
い
た
も

の
の
、
ま
だ
ま
だ
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
多
い
。
筆
墨
の
請
求

や
支
給
は
現
物
と
銭
の
場
合
が
両
方
あ
る
が
、
銭
で
請
求
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
各
写
経
事
業
ご
と
の
財
政
と
使
用
実
態
と
を
、
効
率
的
に
調
整
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
⑦
櫃
に
は
、
カ
ギ
や
据
え
付
け
る
机
が
付
属
し

た
経
典
奉
請
用
の
櫃
、
経
紙
な
ど
の
物
品
を
移
動
す
る
た
め
の
櫃
、
写
経

所
内
で
物
品
を
保
管
す
る
た
め
の
櫃
な
ど
が
あ
る
。
な
か
で
も
小
明
櫃

は
、
各
経
師
が
写
経
中
の
経
巻
を
納
入
す
る
の
に
使
用
す
る
た
め
、
経
師

の
人
数
分
請
求
さ
れ
る
が
、
紙
筆
墨
と
違
っ

て
個
人
に
支
給
さ
れ
た
記
録
が
な
い
。
⑨
硯

も
ま
れ
に
用
度
文
で
請
求
さ
れ
る
場
合
は
、

経
師
一
人
に
つ
き
ひ
と
つ
と
い
う
意
識
が
あ

る
よ
う
だ
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
分
配

さ
れ
て
い
た
の
か
わ
か
ら
な
い
。

（
３
）
小
結

　

そ
れ
ぞ
れ
の
写
経
事
業
の
用
度
文
か
ら

は
、
ど
の
よ
う
な
物
品
が
写
経
事
業
に
必
要

で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
。
用
度
文
に
計
上
さ

れ
た
物
品
は
あ
く
ま
で
見
積
も
り
で
あ
り
、

帳
簿
類
と
比
較
検
討
す
る
と
、
実
際
に
納
入

さ
れ
て
写
経
所
で
使
用
さ
れ
た
数
量
や
種
類

は
異
な
る
。
し
か
し
そ
の
相
違
点
か
ら
、
物

品
運
用
の
計
画
と
実
態
が
浮
き
彫
り
と
な
る

の
で
あ
る
。

　

筆
墨
申
請
、
充
紙
筆
墨
、
充
本
、
手
実
、

行
事
、
上
日
、
布
施
申
請
な
ど
に
は
、
写
経

生
の
個
人
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
史
料
か
ら
、
各
写
経
生
が
ど
の
よ
う
な
物

品
を
使
用
し
て
写
経
事
業
を
行
っ
た
か
が
わ

か
る
が
、
基
本
的
に
手
本
と
す
る
本
経
と
紙

筆
墨
の
支
給
・
返
上
、
担
当
経
巻
の
用
紙
数
（
正
用
・
空
破
・
返
上
）
し
か
記
入
さ

れ
て
い
な
い
。

　

写
経
堂
で
使
わ
れ
る
物
品
の
な
か
で
、
経
紙
な
ど
新
写
経
典
に
使
用
さ
れ
る
も

の
は
、
写
経
事
業
ご
と
に
収
納
さ
れ
、
余
れ
ば
紙
一
枚
・
筆
一
本
単
位
で
細
か
く

チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
て
返
上
し
、
他
の
写
経
事
業
に
転
用
す
る
場
合
は
便
用
記
録
が
あ

る
。
し
か
し
、
机
や
小
明
櫃
な
ど
は
、
少
量
で
は
あ
る
が
写
経
所
に
収
納
さ
れ
て

い
る
の
に
、
写
経
生
の
個
人
あ
て
に
支
給
記
録
が
な
い
。
硯
や
そ
れ
に
類
す
る
も

の
、
装
潢
・
校
生
の
墨
な
ど
も
、
確
実
に
使
用
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
支
給

記
録
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
物
品
ご
と
の
運
用
状
況
の
違
い
に
注
目
し
て
検
討
す

る
こ
と
で
、
写
経
堂
の
内
部
構
造
が
み
え
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
二
　
写
経
所
に
お
け
る
物
品
の
運
用

　

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
各
写
経
事
業
ご
と
に
収
納
さ
れ
る
物
品
と
、
ま

れ
に
し
か
収
納
さ
れ
な
い
物
品
、
ま
た
個
々
の
写
経
生
あ
て
の
支
給
記
録
が
あ
る

物
品
と
支
給
記
録
が
な
い
物
品
が
あ
る
。

　

写
経
事
業
で
は
、
案
主
が
作
業
の
段
階
に

応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
帳
簿
を
作
成
し
管
理
す

る
。
経
紙
や
筆
墨
の
支
給
返
却
記
録
が
徹
底

し
て
い
る
の
は
、
最
後
に
手
実
と
照
ら
し
合

わ
せ
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
り
、
布
施
支
給

と
直
結
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に

対
し
て
、
耐
久
性
の
あ
る
硯
や
机
、
小
明
櫃

な
ど
は
、
写
経
事
業
ご
と
に
交
換
す
る
必
要
は
な
く
誰
が
使
っ
て
も
問
題
は
な

い
。

　

写
経
生
個
人
に
支
給
・
返
却
す
る
帳
簿
が
な
い
物
品
は
、
写
経
事
業
ご
と
に
メ

ン
バ
ー
が
入
れ
替
わ
る
写
経
生
個
人
に
支
給
す
る
の
で
は
な
く
、
経
師
・
校
生
・

装
潢
の
作
業
場
所
、
こ
れ
を
仮
に
〈
座
席
〉
と
呼
称
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
〈
座

席
〉
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
個
人
あ
て
の
支
給
記
録

が
な
い
の
は
、
写
経
生
個
人
に
支
給
し
た
の
で
は
な
く
、
案
主
が
管
理
す
る
写
経

堂
の
各
〈
座
席
〉
に
割
り
当
て
た
物
品
だ
か
ら
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
職
掌
ご
と

に
、
前
章
で
抽
出
し
た
物
品
の
性
質
を
整
理
し
、
〈
座
席
〉
で
運
用
さ
れ
た
物
品

を
検
討
し
て
み
た
い
（
表
６
）
。

（
１
）
案
主

　

案
主
は
、
常
写
・
間
写
・
私
願
経
書
写
、
経
典
の
確
保
や
出
納
な
ど
、
写
経
所

の
運
営
・
管
理
を
同
時
に
遂
行
す
る
。
写
経
事
業
別
、
用
途
別
に
多
数
の
帳
簿
や

報
告
書
を
作
成
し
、
写
経
生
や
物
品
を
効
率
的
に
管
理
し
て
い
た
。

　

写
経
所
は
堂
（
作
業
場
）
と
曹
司
（
事
務
局
）
か
ら
構
成
さ
れ
、
他
の
律
令
官

司
、
特
に
作
業
場
の
必
要
な
現
業
官
司
で
も
同
じ
よ
う
な
構
造
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
造
東
大
寺
司
か
ら
写
経
所
に
配
属
さ
れ
た
案
主
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
担

当
を
分
担
し
、
共
同
で
運
営
す
る
体
制
で
あ
っ
た
。
案
主
曹
司
（
案
主
曹
所
・
案
主

所
）
に
は
櫃
が
あ
り
、
櫃
記
等
に
記
載
す
る
こ
と
で
物
品
を
種
類
別
に
管
理
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
（
八
ノ
五
八
〇
、
一
〇
ノ
四
四
五
）
。
こ
の
櫃
に
は
内
裏
や
造
東
大

寺
司
か
ら
収
納
さ
れ
た
物
品
や
、
写
経
生
か
ら
返
上
さ
れ
た
物
品
が
納
め

ら
れ
て
い
た
。
金
字
経
の
時
に
瑩
生
（
校
生
が
兼
任
す
る
場
合
あ
り
）
が
使
用

す
る
猪
牙
な
ど
、
特
別
な
場
合
に
し
か
使
用
し
な
い
も
の
は
、
案
主
が
保

管
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
案
主
の
〈
座
席
〉
は
堂
と
曹
司
の
両
方

に
あ
り
、
適
宜
使
い
分
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

栄
原
永
遠
男
氏
は
、
写
経
所
の
事
務
局
に
設
置
さ
れ
た
〈
反
古
箱
〉
と

い
う
概
念
を
想
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
案
主
の
手
元
に
置
か
れ
た
櫃
や

〈
反
古
箱
〉
な
ど
に
整
理
さ
れ
た
凡
紙
、
反
古
紙
の
使
い
方
に
は
、
そ
の

残
存
状
況
か
ら
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
一
定
の
ル
ー
ル
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

白
紙
（
表
裏
と
も
未
使
用
）
の
凡
紙
は
、
「
公
文
料
」
と
し
て
提
出
文
書

や
帳
簿
作
成
に
使
用
さ
れ
た
。
ま
た
写
経
生
の
手
実
等
の
作
成
の
た
め
に

も
使
用
さ
れ
た
。
つ
ぎ
に
、
端
継
・
裹
紙
な
ど
に
使
用
さ
れ
た
あ
と
の
白

紙
の
反
古
紙
は
、
案
主
の
手
元
に
返
却
さ
れ
た
場
合
は
、
帳
簿
作
成
や
写

経
生
の
手
実
等
作
成
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た
。
紙
が
短
く
切
断
さ
れ
て
い

た
り
、
多
少
し
わ
に
な
っ
た
り
も
し
て
い
る
が
、
写
経
所
内
で
の
帳
簿
類

に
使
用
す
る
に
は
十
分
の
状
態
で
あ
ろ
う
。
一
次
利
用
さ
れ
、
背
面
の
み

空
白
の
反
古
紙
は
、
案
主
の
手
元
で
帳
簿
作
成
に
使
用
さ
れ
た
。
一
次
面
の
情
報

は
す
で
に
必
要
な
く
、
破
棄
さ
れ
た
と
は
い
え
、
表
裏
が
混
同
し
て
は
い
け
な
い

と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
た
め
か
、
写
経
生
に
配
布
し
て
手
実
等
を
書
か
せ
る
こ
と

は
な
く
、
案
主
の
責
任
の
も
と
で
新
た
に
貼
り
継
が
れ
、
二
次
利
用
さ
れ
た
よ
う
で

あ
る
。
つ
ま
り
、〈
反
古
箱
〉
の
中
は
、
そ
の
状
態
に
よ
っ
て
区
分
け
が
さ
れ
、
使

用
目
的
が
分
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
経
師
等
の
浄
衣
は
用
度
文
や
収
納
帳
等
に
散
見
さ
れ
る
が
、
案
主
の
浄
衣

に
つ
い
て
は
写
経
所
文
書
中
の
記
載
例
が
非
常
に
少
な
い
。
経
師
等
が
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
単
位
に
召
集
さ
れ
る
非
常
勤
職
員
だ
っ
た
の
に
対
し
、
案
主
は
造
東
大
寺
司
か

ら
定
期
的
に
浄
衣
を
受
け
取
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
用
度
文
の

人
功
の
部
分
に
も
、
経
師
・
装
潢
・
校
生
・
題
師
・
雑
使
・
膳
部
・
駆
使
丁
な
ど
は
あ

げ
ら
れ
る
が
、
案
主
は
計
上
さ
れ
な
い
。
案
主
は
、
写
経
事
業
を
管
理
す
る
側
の
ス

タ
ッ
フ
で
あ
り
、
個
別
写
経
事
業
の
予
算
に
は
組
み
込
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
。

（
２
）
経
師

　

経
師
の
中
核
を
占
め
る
の
は
い
く
つ
も
の
写
経
事
業
に
携
わ
る
経
験
者
だ
が
、

写
経
事
業
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
単
位
で
あ
り
、
作
業
が
な
い
と
き
は
も
と
の
所
属
に

戻
っ
た
り
、
別
の
写
経
所
に
出
向
し
た
り
す
る
。
大
量
の
写
経
事
業
の
時
は
、
あ

ち
こ
ち
に
招
集
が
か
け
ら
れ
、
写
経
生
が
か
き
集
め
ら
れ
た
。
同
時
期
に
常
写
と

間
写
を
掛
け
持
ち
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
経
師
忍
海
広
次
は
、
天
平
勝
宝
五
年

（
七
五
三
）
八
月
八
日
か
ら
二
十
七
日
ま
で
は
法
花
経
一
部
の
経
紙
を
支
給
さ
れ
、

そ
れ
が
終
わ
る
と
す
ぐ
に
八
月
二
十
九
日
か
ら
九
月
十
九
日
に
か
け
て
、
別
の
写

経
事
業
で
あ
る
八
十
花
厳
経
一
部
の
経
紙
を
支
給
さ
れ
て
い
る
（
一
〇
ノ
五
六

六
）
。
ベ
テ
ラ
ン
の
経
師
で
あ
る
忍
海
広
次
は
、
案
主
に
よ
っ
て
休
む
間
も
な
く
次

か
ら
次
へ
と
写
経
事
業
に
割
り
当
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

経
師
は
写
経
事
業
ご
と
に
〈
座
席
〉
に
振
り
分
け
ら
れ
、
小
明
櫃
に
本
経
と
新

写
経
典
を
入
れ
、
下
纏
に
筆
墨
な
ど
の
用
具
を
ま
と
め
て
保
管
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
経
師
は
、
各
〈
座
席
〉
に
備
え
付
け
ら
れ
た
硯
や
小
明
櫃
と
、
案
主
か
ら
配

布
さ
れ
た
式
・
敷
・
下
纏
を
使
い
、
写
経
事
業
ご
と
に
支
給
さ
れ
る
経
紙
と
筆
墨

を
用
い
て
書
写
し
た
の
で
あ
る
。

　

机
に
関
す
る
記
載
は
非
常
に
少
な
い
が
、
経
師
が
書
写
す
る
の
に
使
っ
た
机
と

し
て
は
、
「
書
机
」
が
あ
げ
ら
れ
る
（
六
ノ
三
八
六
）
。
宝
亀
三
年
（
七
七
二
）
、
始

二
部
一
切
経
が
奉
写
先
一
切
経
司
よ
り
奉
写
一
切
経
所
へ
移
管
さ
れ
る
に
あ
た
っ

て
、
使
い
か
け
の
物
品
が
ま
と
め
て
収
納
さ
れ
た
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
ひ
と

つ
の
経
巻
を
複
数
人
で
写
す
場
合
も
あ
り
、
写
経
事
業
ご
と
に
割
り
当
て
ら
れ
た

区
画
の
〈
座
席
〉
に
ま
と
ま
っ
て
座
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
３
）
装
潢

　

装
潢
と
は
、
天
平
か
ら
宝
亀
年
間
ま
で
約
三
十
年
も
写
経
所
文
書
に
み
え
る
能

登
忍
人
な
ど
、
比
較
的
特
定
の
者
が
長
期
間
務
め
る
専
門
技
術
職
で
あ
る
。
装
潢

作
業
の
四
工
程
と
し
て
、
経
を
書
写
す
る
前
に
行
う
継
・
打
・
界
と
、
書
写
後
に

行
う
装
書
が
あ
る
。
継
と
は
、
書
写
す
る
経
巻
の
張
数
に
合
わ
せ
て
大
豆
糊
で
経

紙
を
貼
り
継
い
で
、
巻
首
（
巻
尾
に
も
付
け
た
可
能
性
あ
り
）
に
端
継
紙
を
貼
り
継

ぎ
、〈
仮
軸
〉
を
付
け
る
。
打
と
は
、
経
巻
を
紙
打
石
な
ど
で
た
た
い
て
、
紙
の
緊

密
度
、
平
滑
度
を
高
め
、
滲
み
を
お
さ
え
る
。
界
と
は
、
縦
横
の
界
線
を
引
く
作

業
で
あ
る
。
書
写
・
校
正
終
了
後
、
端
継
紙
を
取
り
外
し
、
表
紙
付
け
、
端
切
、

軸
付
け
、
緒
付
け
を
す
る
の
が
装
書
で
あ
る
。

　

装
潢
に
は
何
千
張
の
紙
が
一
度
に
充
て
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
、
仕
事
内
容
が
多

岐
に
渡
る
た
め
用
具
も
多
く
、
あ
る
程
度
広
い
作
業
空
間
が
必
要
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
装
潢
の
指
示
の
も
と
、
仕
丁
が
紙
打
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
天
平
十
一

年
頃
〜
勝
宝
初
年
頃
に
は
「
装
潢
所
」
が
み
え
、
紙
打
を
行
う
「
紙
屋
」
が
天
平

十
七
年
後
半
〜
十
八
年
頃
設
置
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。

　

端
継
紙
や
仮
帙
、
〈
仮
軸
〉
な
ど
は
、
装
潢
が
写
経
開
始
に
あ
た
っ
て
取
り
付

け
た
も
の
を
、
書
写
終
了
後
に
取
り
外
す
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
再
利
用
す
る
と
い

う
、
装
潢
を
中
心
と
し
た
作
業
用
備
品
の
サ
イ
ク
ル
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
は
案
主
の
管
理
下
に
は
な
い
物
品
の
動
き
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
案
主
が
管

理
す
る
帳
簿
に
は
記
載
さ
れ
ず
、
写
経
所
文
書
に
は
残
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

（
４
）
校
生

　

校
正
は
、
基
本
的
に
別
々
の
校
生
が
二
回
行
う
。
案
主
や
経
師
、
装
潢
な
ど
が

兼
任
す
る
こ
と
も
あ
る
。

　

宝
亀
三
年
に
奉
写
先
一
切
経
司
よ
り
奉
写
一
切
経
所
へ
収
納
さ
れ
た
も
の
の
な

か
に
「
校
書
長
机
」
（
六
ノ
三
八
六
）
が
み
え
る
。
本
経
と
新
写
経
典
を
大
き
く
広

げ
て
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
い
く
た

め
か
、
「
長
机
」
と
い
う
か
ら

に
は
、
経
師
の
机
よ
り
長
い
形

状
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

（
５
）
小
結

　

以
上
の
よ
う
に
物
品
は
様
々

な
か
た
ち
で
運
用
さ
れ
る
。
表

６
で
示
し
た
ス
タ
ッ
フ
ご
と
に

取
り
扱
う
物
品
の
動
き
を
模
式

図
に
し
た
の
が
図
１
で
あ
る
。

写
経
堂
の
備
品
は
案
主
が
管
理

し
て
い
る
た
め
、
申
請
・
収
納
記
録
の
み
残
り
、
支
給
記
録
は
残
ら
な
い
。
机
な

ど
耐
久
性
の
あ
る
備
品
は
、
造
東
大
寺
司
管
下
の
写
経
所
に
な
る
前
、
光
明
・
皇

后
宮
職
の
写
経
所
時
代
か
ら
引
き
続
き
使
わ
れ
て
き
た
も
の
が
多
数
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
造
石
山
寺
写
経
所
、
始
二
部
一
切
経
が
奉
写
一
切
経
所
に
移
管
さ
れ
た

時
な
ど
、
写
経
す
る
場
や
写
経
所
自
体
の
場
所
が
移
転
す
る
場
合
は
、
多
数
の
備

品
が
準
備
さ
れ
た
り
移
動
し
た
り
す
る
。
こ
れ
ら
の
備
品
は
写
経
事
業
ご
と
に
準

備
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
必
要
に
応
じ
て
随
時
補
充
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
ま
と
め

　

写
経
事
業
に
必
要
な
物
品
は
、
用
度
文
で
見
積
も
り
が
作
成
さ
れ
、
収
納
さ
れ

た
。
写
経
堂
で
は
基
本
的
に
一
切
経
が
書
写
さ
れ
て
お
り
、
必
要
な
物
品
は
随
時

収
納
さ
れ
て
い
た
。
十
分
な
物
品
が
収
納
さ
れ
な
い
間
写
の
個
別
写
経
事
業
も
多

か
っ
た
が
、
案
主
の
采
配
に
よ
り
、
常
写
や
予
算
の
潤
沢
な
間
写
の
物
品
を
転
用

す
る
な
ど
し
て
対
処
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
新
写
経
典
の
材
料
と
な
る
物
品

（
経
紙
や
軸
な
ど
）
は
経
典
と
し
て
完
成
す
る
と
奉
請
さ
れ
る
が
、
写
経
生
た
ち

が
作
業
に
使
う
物
品
（
机
や
硯
、
櫃
な
ど
）
は
、
写
経
堂
の
備
品
と
し
て
長
く
使
用

さ
れ
た
。
筆
・
墨
な
ど
の
消
耗
品
は
写
経
用
紙
数
に
応
じ
て
収
納
さ
れ
る
が
、
一

定
の
使
用
限
度
を
超
え
て
も
、
様
々
な
用
途
に
使
い
続
け
ら
れ
た
。
案
主
は
納

帳
、
充
帳
、
用
帳
な
ど
多
く
の
帳
簿
を
使
っ
て
、
こ
れ
ら
の
物
品
を
管
理
し
た
の

で
あ
る
。

　

写
経
堂
内
は
、
案
主
、
経
師
、
校
生
、
装
潢
そ
れ
ぞ
れ
の
作
業
場
に
わ
か
れ
て

お
り
、
各
〈
座
席
〉
に
必
要
な
物
品
が
備
え
付
け
ら
れ
た
。
写
経
事
業
ご
と
に
写

経
生
の
メ
ン
バ
ー
が
入
れ
替
わ
る
た
び
、
〈
座
席
〉
に
振
り
分
け
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
正
倉
院
文
書
研
究
で
は
、
ど
の
よ
う
に
組
織
が
変
遷
し
て
き
た

か
、
個
別
写
経
事
業
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
な
ど
は
検
討
さ
れ
て
き
た
が
、

写
経
所
の
具
体
的
な
内
部
構
造
を
見
通
す
こ
と
は
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
。
物

品
の
運
用
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
堂
の
内
部
構
造
を
垣
間

見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

本
論
で
は
、
写
経
所
の
物
品
運
用
に
つ
い
て
、
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
を
提
示
し
た
に

す
ぎ
な
い
。
個
々
の
物
品
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
詳
細
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
ま
た
、
時
期
ご
と
の
変
遷
、
写
経
所
組
織
の
変
遷
に
即
し
て
考
え
る

必
要
が
あ
る
。

　

写
経
所
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
ご
と
に
分
業
体
制
を
整
え
た
、
き
わ
め
て
組

織
的
な
経
典
製
作
工
房
で
あ
る
。
造
東
大
寺
司
を
中
心
と
す
る
他
の
造
営
・
造
物

関
係
の
組
織
も
、
同
様
の
体
制
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
写
書
手
・
造
紙
手
・
造

筆
手
な
ど
を
抱
え
る
図
書
寮
は
、
写
経
所
と
よ
く
似
た
性
格
を
持
つ
官
司
と
考
え

ら
れ
、
写
経
所
の
運
営
と
類
似
す
る
点
も
多
い
と
思
わ
れ
る
。
令
外
官
で
あ
る
写

経
所
の
特
殊
性
も
あ
ろ
う
が
、
以
上
の
よ
う
な
堂
の
内
部
構
造
を
念
頭
に
お
い
て

一
般
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
古
代
に
お
け
る
手
工
業
的
な
組
織
の
あ
り
方

を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
事
務
的
な
官
司
と
の
相
違
点
は
今
後

検
討
し
た
い
が
、
奈
良
時
代
の
官
司
が
実
務
レ
ベ
ル
で
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
運

用
さ
れ
て
い
た
か
、
そ
の
一
端
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

【
注
】

（
１
）
栄
原
永
遠
男
ａ
『
奈
良
時
代
の
写
経
と
内
裏
』
（
塙
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
、
同
ｂ

『
奈
良
時
代
写
経
史
研
究
』
（
塙
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
、
同
ｃ
『
正
倉
院
文
書
入

門
』
（
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
一
年
）
、
杉
本
一
樹
『
日
本
古
代
文
書
の
研
究
』

（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）
、
山
下
有
美
『
正
倉
院
文
書
と
写
経
所
の
研
究
』

（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）
な
ど
多
数
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
い

る
。
桑
原
祐
子
「
正
倉
院
文
書
の
訓
読
と
注
釈
請
暇
不
参
解
編
」
（
一
）
（
二
）

（
奈
良
女
子
大
学
二
十
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
報
告
書V

ol.

四
・
九　

二
〇
〇
五

年
、
二
〇
〇
七
年
）
、
宮
川
久
美
「
正
倉
院
文
書
の
訓
読
と
注
釈
月
借
銭
解
編
」
第

一
〜
第
七
分
冊
（
『
奈
良
佐
保
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
十
六
〜
二
十
四
号
、
二
〇

〇
九
年
〜
二
〇
一
七
年
）
は
請
暇
不
参
解
・
月
借
銭
解
に
一
通
ず
つ
訓
読
と
注
釈
を

加
え
た
も
の
で
あ
る
。

（
２
）
奈
良
時
代
に
国
家
的
な
写
経
事
業
を
行
っ
た
機
関
は
、
内
裏
系
統
の
写
経
機
関
と
、

「
写
経
所
文
書
」
が
残
る
皇
后
宮
職
系
統
の
写
経
機
関
が
あ
る
。
組
織
も
名
称
も
さ

ま
ざ
ま
な
変
遷
を
た
ど
る
が
、
本
論
文
で
は
、
史
料
に
名
称
が
明
記
さ
れ
て
い
る
場

合
以
外
は
、
便
宜
的
に
「
写
経
所
」
で
統
一
す
る
。

（
３
）
渡
部
陽
子
ａ
「
正
倉
院
文
書
に
お
け
る
「
荒
紙
」
「
悪
紙
」
」
（
栄
原
永
遠
男
編

『
日
本
古
代
の
王
権
と
社
会
』
塙
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
、
同
ｂ
「
「
下
纏
」
と

「
式
」
「
敷
」
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
二
、
二
〇
一
一
年
）
、
同
ｃ
「
正
倉

院
文
書
に
み
え
る
帙
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
三
、
二
〇
一
三
年
）
、
同
ｄ

「
正
倉
院
文
書
に
み
え
る
浄
衣
」
（
栄
原
永
遠
男
編
『
正
倉
院
文
書
の
歴
史
学
・
国

語
学
的
研
究
│
解
移
牒
案
を
読
み
解
く
│
』
和
泉
書
院
、
二
〇
一
六
年
）
、
同
ｅ

「
正
倉
院
文
書
に
み
え
る
櫃
」
（
栄
原
永
遠
男
・
佐
藤
信
・
吉
川
真
司
編
『
東
大
寺

の
新
研
究
二　

歴
史
の
な
か
の
東
大
寺
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
七
年
）

（
４
）
吉
田
孝
氏
は
、
写
経
事
業
の
予
算
案
を
整
理
し
て
そ
の
形
式
を
提
示
し
た
（
吉
田
孝

「
律
令
時
代
の
交
易
」
（
『
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
三

年
）
）
。
こ
れ
ら
の
予
算
案
は
「
造
東
大
寺
司
解　

申
請
奉
写
経
用
度
物
事
」
と
書

き
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
端
裏
書
や
題
籤
に
は
「
用
度
文
」
と
書
か
れ
た
も
の

が
散
見
さ
れ
る
た
め
、
こ
の
形
式
の
文
書
は
当
時
「
用
度
文
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
な
お
本
論
で
は
、
写
経
事
業
開
始
に
あ
た
っ
て
必
要
な
物
品
類
を
書

き
だ
し
た
も
の
を
「
用
度
文
」
と
し
、
個
別
の
物
品
の
み
を
申
請
す
る
文
書
や
、
写

経
事
業
の
途
中
で
物
品
を
追
加
申
請
す
る
文
書
は
用
度
文
と
は
み
な
さ
な
い
。

（
５
）
『
大
日
本
古
文
書
（
編
年
）
』
一
四
巻
二
九
二
頁
〜
三
〇
〇
頁
。
以
下
『
大
日

古
』
、
一
四
ノ
二
九
二
〜
三
〇
〇
と
略
す
。
ま
た
本
論
文
に
お
い
て
「　

」
で
示
す

史
料
名
は
『
大
日
古
』
の
も
の
、
﹇　

﹈
で
示
す
の
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編

『
正
倉
院
文
書
目
録
』
の
も
の
で
あ
る
。

（
６
）
栄
原
永
遠
男
「
光
明
皇
太
后
没
前
の
写
経
事
業
群
」
（
前
掲
注
１
著
書
ｂ
）

（
７
）
表
５
に
あ
げ
た
物
品
の
う
ち
、
経
紙
・
凡
紙
に
つ
い
て
は
注
３
拙
稿
ａ
・
ｂ
、
帙
は

拙
稿
ｃ
、
浄
衣
は
拙
稿
ｄ
、
櫃
は
拙
稿
ｅ
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
た
。

（
８
）
桑
原
祐
子
「
墨
の
記
述
―
墨
頭
・
墨
端
と
助
数
詞
」
（
『
正
倉
院
文
書
の
国
語
学
的

研
究
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）
、
濱
道
孝
尚
「
写
経
所
に
お
け
る
「
私
書
」

の
書
写
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
三
、
二
〇
一
三
年
）

（
９
）
仁
王
経
疏
一
部
五
巻
の
用
度
文
で
は
、
経
紙
・
凡
紙
、
菟
毛
筆
一
管
半
と
墨
一
挺
を

買
う
た
め
の
銭
を
申
請
し
て
い
る
（
表
２
№
28
、
一
六
ノ
三
七
五
〜
三
七
六
）
。
筆

そ
の
も
の
を
一
管
と
半
分
だ
け
授
受
す
る
と
い
う
の
は
、
物
理
的
に
不
可
能
で
あ

る
。
同
じ
年
に
行
わ
れ
た
梵
網
経
四
十
巻
・
四
分
僧
戒
本
経
十
巻
・
四
分
尼
戒
本
経

十
巻
の
用
度
文
で
は
、
菟
毛
筆
一
管
（
四
十
文
）
を
も
っ
て
写
紙
百
五
十
張
、
墨
一

挺
（
三
十
文
）
を
も
っ
て
写
紙
三
百
張
と
あ
る
（
表
２
№
30
、
一
六
ノ
三
四
二
、
二

五
ノ
三
四
〇
）
。
筆
一
管
と
半
分
だ
と
、
二
百
二
十
五
張
を
写
す
こ
と
が
で
き
、
仁

王
経
疏
で
申
請
さ
れ
た
経
紙
は
百
九
十
一
張
で
あ
る
か
ら
、
十
分
で
あ
る
。
写
経
所

は
、
筆
墨
の
現
物
で
は
な
く
、
菟
毛
筆
一
管
半
の
銭
六
十
文
と
墨
一
挺
の
銭
三
十
文

と
い
う
よ
う
に
、
銭
を
申
請
す
る
こ
と
で
、
用
紙
数
に
応
じ
た
詳
細
な
計
画
を
た
て

る
こ
と
が
で
き
る
。
写
経
事
業
ご
と
に
筆
墨
そ
の
も
の
を
準
備
す
る
の
で
は
な
く
、

必
要
な
銭
を
収
納
し
て
、
写
経
所
の
在
庫
分
を
順
次
使
用
す
る
。
様
々
な
写
経
事
業

を
断
続
的
に
行
う
写
経
所
だ
か
ら
こ
そ
可
能
と
な
る
、
筆
墨
の
合
理
的
な
運
用
方
法

で
あ
る
。

（
10
）
山
下
有
美
「
写
経
機
構
の
内
部
構
造
と
運
営
」
（
前
掲
注
１
著
書
）

（
11
）
栄
原
永
遠
男
『
正
倉
院
文
書
入
門
』
（
前
掲
注
１
著
書
ｃ
）

（
12
）
端
継
に
つ
い
て
は
、
杉
本
一
樹
「
端
継
・
式
敷
・
裹
紙
」
（
前
掲
注
１
著
書
）
。
史

料
上
に
は
〈
仮
軸
〉
に
関
す
る
記
載
は
み
え
な
い
が
、
端
継
の
二
次
利
用
と
考
え
ら

れ
る
続
修
後
集
第
二
二
巻
が
、
軸
付
紙
の
形
状
を
な
す
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
仮
の
軸

が
取
り
付
け
ら
れ
た
と
す
る
。
書
写
中
は
、
巻
首
に
取
り
付
け
ら
れ
た
端
継
が
、
軸

付
紙
と
仮
表
紙
の
役
割
を
兼
ね
た
と
考
え
ら
れ
、
書
写
終
了
後
、
巻
首
に
は
正
式
な

表
紙
が
、
巻
尾
に
は
正
式
な
軸
が
取
り
付
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
13
）
大
隅
亜
希
子
「
装
潢
組
織
の
展
開
と
布
施
支
給
の
変
遷
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』

六
、
一
九
九
九
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

（
大
阪
市
立
大
学
都
市
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
）

─100─

（
13
）

論　文

図1　写経所における物品の動きの模式図
　　　　 （ＡＢＣＤの分類は表6参照）

発願者（内裏など）

A・B・C・D A：本経・新写経典

造東大寺司（→写経所で案主が管理）

A：本経など
B：経紙・筆墨など
C：凡紙など
D：布施など

写経堂…経師・装潢・校生

A：本経・新写経典
B：残った経紙など

C：消耗品（凡紙など）で、残ったものは転用・継続利用
　　備品（机、硯など）は長期間継続利用
D：食料は消費、布施は各自に支給
　　



　
　
は
じ
め
に

　

正
倉
院
文
書
研
究
で
は
、
文
書
論
、
組
織
論
、
個
別
写
経
事
業
な
ど
に
つ
い
て

研
究
が
進
ん
で
い
る
。
写
経
生
に
関
し
て
も
、
月
借
銭
、
請
暇
に
つ
い
て
の
研
究

が
あ
る
。
し
か
し
、
写
経
所
と
は
ど
の
よ
う
な
環
境
で
あ
っ
た
か
、
具
体
的
に
ど

の
よ
う
に
作
業
を
し
て
い
た
か
、
ま
だ
わ
か
っ
て
い
な
い
点
が
多
い
。

　

正
倉
院
文
書
の
大
半
を
占
め
る
「
写
経
所
文
書
」
は
、
写
経
所
に
お
け
る
写
経

事
業
に
関
す
る
文
書
・
帳
簿
類
で
あ
り
、
人
や
物
品
の
や
り
取
り
や
状
況
が
記
載

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
私
は
、
こ
れ
ら
の
文
書
や
帳
簿
類
を
詳
細
に
検
討
す
る

こ
と
に
よ
り
、
い
く
つ
か
の
物
品
に
焦
点
を
当
て
て
そ
の
機
能
を
考
え
て
き
た
。

本
論
で
は
、
物
品
の
申
請
・
収
納
・
支
給
・
使
用
状
況
・
返
却
な
ど
に
つ
い
て
、

写
経
事
業
ご
と
に
整
理
し
な
が
ら
具
体
的
に
検
討
し
、
誰
が
・
い
つ
・
ど
こ
で
・

何
を
・
何
の
た
め
に
・
ど
の
よ
う
に
使
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
写
経
所
の
空
間
構
造
を
見
通
し
た
い
。

　

律
令
制
下
の
役
所
に
つ
い
て
、
組
織
の
具
体
的
な
運
用
ま
で
わ
か
る
史
料
は
、

　
　
　
　

写
経
所
文
書
以
外
に
な
い
。
木
簡
は
貴
重
な
一
次
史
料
だ
が
、
断
片
的
な
情
報
し

か
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
写
経
所
文
書
も
、
全
て
の
文
書
や
帳
簿
群
が
現
存
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
江
戸
末
期
か
ら
明
治
時
代
に
行
わ
れ
た
「
整

理
」
に
よ
っ
て
ば
ら
ば
ら
に
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
原
本
調
査
や
、
史
料
内

容
の
丹
念
な
研
究
成
果
に
よ
り
、
多
く
の
情
報
を
体
系
的
に
得
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

造
東
大
寺
司
管
下
の
写
経
所
は
、
写
経
と
い
う
宗
教
行
為
を
行
う
場
で
あ
る
と

同
時
に
、
分
業
体
制
に
よ
る
組
織
運
営
を
行
う
工
房
的
な
性
格
を
も
つ
役
所
で
も

あ
る
。
写
経
所
文
書
を
使
っ
て
写
経
所
の
内
部
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
図
書
寮
な
ど
他
の
一
般
官
司
に
つ
い
て
も
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

表
１
は
写
経
所
の
構
成
員
と
そ
の
役
割
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
論
で
は
、

正
倉
院
文
書
に
み
え
る
物
品
が
、
写
経
事
業
の
中
で
ど
の
よ
う
に
機
能
し
運
用
さ

れ
て
い
た
か
を
総
合
的
に
考
え
た
い
。
ま
ず
、
用
度
文
（
用
度
申
請
）・
用
残
報
告
や

帳
簿
類
に
よ
り
、
写
経
事
業
に
お
け
る
物
品
の
申
請
・
使
用
状
況
を
検
討
す
る
。

次
に
、
個
別
写
経
事
業
で
使
わ
れ
る
物
品

を
、
そ
の
性
質
ご
と
に
分
別
し
、
職
掌
ご

と
に
整
理
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
奈
良

時
代
の
写
経
所
が
ど
の
よ
う
な
空
間
だ
っ

た
の
か
、
内
部
構
造
を
立
体
的
に
解
明
す

る
た
め
の
見
通
し
を
た
て
た
い
。
な
お
、

広
義
の
写
経
所
と
は
、
写
経
に
関
す
る
作

業
を
行
う
写
経
堂
に
加
え
、
経
師
等
が
生

活
す
る
食
堂
（
料
理
供
養
所
）
、
宿
所
な
ど

も
含
ま
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
様
々
な

物
品
が
使
用
さ
れ
る
が
、
本
論
の
検
討
対
象
は
、
写
経
堂
に
限
定
す
る
。

　
　
一
　
用
度
文
に
み
え
る
物
品

（
１
）
用
度
文

　

個
別
写
経
事
業
を
始
め
る
に
あ
た
り
、
写
経
所
の
事
務
官
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ

た
予
算
案
（
見
積
書
兼
請
求
書
）
が
用
度
文
（
用
度
申
請
）
で
あ
る
。
用
度
文
の
書
き
出

し
は
「
写
経
所
解
」「
写
書
所
解
」
ま
た
は
「
造
東
大
寺
司
解
」
な
ど
と
な
っ
て
お

り
、
写
経
所
の
案
主
が
下
書
き
を
作
成
し
、
造
東
大
寺
司
政
所
で
清
書
さ
れ
、
太
政

官
も
し
く
は
写
経
事
業
の
発
願
主
に
提
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
用
度
文
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
写
経
事
業
を
遂
行
す
る
に
あ
た
っ
て
必
要
と
判
断
さ
れ
た
物
品

が
列
挙
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
典
型
的
な
用
度
文
の
例
と
し
て
、
長
く
な
る
が
【
史

料
一
】
を
あ
げ
る
（
「　

」
は
追
記
、
＊
は
朱
書
き
、
文
字
は
抹
消
、
勾
点
は
省
略
、
波

線
は
筆
者
に
よ
る
）
。

【
史
料
１
】

﹇
東
寺
写
経
所
解
（
案
）
﹈
（
続
修
後
集
五
、
一
四
ノ
二
九
二
〜
三
〇
〇
）

東
寺
写
経
所
解　

申
請
応
奉
写
経
用
度
物
事

合
経
壱
伯
参
拾
伍
部
四
百
五
十
巻　
　
　

　

法
花
経
卌
五
部
三
百
六
十
巻　

 

「
請
随
求
陀
羅
尼
壇
□
」

　

金
剛
般
若
経
卌
五
部
卌
五
巻

　

理
趣
経
卌
五
部
卌
五
巻

応
用
紙
壱
万
玖
伯
参
張

　

経
紙
一
万
三
百
十
張

　
　

九
千
五
百
八
十
五
張
見
写
料

　
　
　

八
千
□
百
張
法
花
経
□
五
部
料
部
別
百
八
十
張

　
　
　

五
百
八
十
五
□
□
剛
般
若
経
卌
五
巻
料
巻
別
十
三
張

　
　
　

九
百
張
理
□
経
卌
五
巻
料
巻
別
廿
張

　
　

二
百
廿
五
張
表
紙
料　
以
一
張
着
二
巻

　

五
百
張
破
料

凡
紙
伍
佰
玖
拾
参
張

　

二
百
五
十
八
張
一
万
三
百
十
張
端
料　
以
一
張
着
卌
張

　

一
百
卅
五
張
敷
紙
并
下
纏
式
料

　

一
百
張
裹
紙
料　
以
一
裹
打
紙
百
張

　

一
百
張
雑
用
料

菟
毛
筆
玖
拾
壱
管　
以
一
管
写
紙
百
五
十
張

墨
参
拾
弐
挺　
以
一
挺
写
紙
三
百
張

界
料
鹿
毛
筆
拾
管

綺
漆
拾
陸
丈
伍
寸 

　

六
十
八
丈
八
尺
五
寸
法
花
経
三
百
六
十
巻
理
趣
経
卌
五
巻
料
巻
別
一
尺
七
寸

　

七
丈
二
尺
金
剛
般
若
経
卌
五
巻
料
巻
別
一
尺
六
寸

扶
壱
佰
参
拾
伍
枚 

各
長
一
尺
七
寸

軸
肆
佰
伍
拾
枚

黄
蘗
弐
佰
肆
拾
伍
斤 

以
一
斤
染
紙
卌
張

橡
壱
斗
伍
升 

以
一
升
染
表
紙
十
五
張

（
以
下
省
略
･
･
･
荒
炭
、
薪
、
銭
（
菟
毛
筆
、
墨
、
鹿
毛
筆
、
生
菜
、
荒
炭
、
薪
）
、

浄
衣
料
（
絁
・
綿
・
細
布
・
調
布
・
祖
布
）
、
木
履
、
菲
）

経
師
肆
拾
伍
人　

装
潢
参
人　

校
生
陸
人　

雑
使
伍
人　

優
婆
夷
壱
人

　

合
陸
拾
人
単
功
弐
仟
伍
拾
陸
人

　

一
千
三
百
六
十
九
人
経
師 

人
別
写
紙
七
張

　

一
百
九
十
一
人
装
潢 

人
別
作
紙
五
十
張

　

二
百
十
六
人
校
生 

人
別
校
紙
六
十
張

　

一
百
五
十
人
雑
使  

卅
日
単

　

卅
人
優
婆
夷  

卅
日
単

米
肆
拾
斛
肆
升

（
以
下
食
料
省
略
…
糯
米
、
塩
、
醤
、
滓
醤
、
末
醤
、
酢
、
海
藻
、
滑
海
藻
、
心
太
、
芥

子
、
胡
麻
油
、
小
麦
、
大
豆
、
小
豆
、
漬
菜
、
漬
薑
）

　　
　

砥
壱
顆

　
　

刀
子
参
柄　

　
　

仕
丁
壱
拾
伍
人

「
不
」
折
薦
畳
玖
拾
枚

　　

以
前
、
応
奉
写
一
百
卅
五
部
之
経
用
度
之
物
、
所
請
如

　

件
、
謹
解

　
　
　
　
　
　

天
平
宝
字
四
年
正
月
十
五
日
主
典
正
八
位
上
安
都
宿
祢「
雄
足
」

　

次
官
従
五
位
下
高
麗
朝
臣
「
大
山
」

　　

【
史
料
一
】
は
天
平
宝
字
四
年
（
七
六
〇
）
に
行
わ
れ
た
法
花
経
四
十
五
部
三
百

六
十
巻
・
金
剛
般
若
経
四
十
五
部
四
十
五
巻
・
理
趣
経
四
十
五
部
四
十
五
巻
（
い
わ

ゆ
る
百
三
十
五
部
経
）
の
用
度
文
で
あ
る
。
こ
の
写
経
事
業
は
光
明
皇
太
后
が
母
の

県
犬
養
三
千
代
の
追
福
の
た
め
に
発
願
し
た
も
の
で
、
天
平
宝
字
四
年
正
月
十
一

日
の
太
師
（
藤
原
仲
麻
呂
）
宣
（
一
四
ノ
三
六
七
）
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

【
史
料
一
】
を
み
て
み
る
と
、
ま
ず
経
典
名
と
巻
数
を
書
き
上
げ
、
写
経
に
必
要

な
紙
（
経
紙
・
凡
紙
）
、
筆
・
墨
、
経
典
の
体
裁
に
関
わ
る
綺
・
帙
・
軸
・
染
料
、

燃
料
、
銭
、
浄
衣
、
人
功
、
食
料
、
仕
丁
、
そ
の
他
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
【
史
料

一
】
は
写
経
所
か
ら
造
東
大
寺
司
に
提
出
さ
れ
、
次
官
の
署
名
を
も
ら
っ
た
が
、

物
品
の
数
量
変
更
の
た
め
写
経
所
に
差
し
戻
さ
れ
、
数
量
の
訂
正
を
朱
で
書
き
込

み
、
そ
れ
を
も
と
に
正
文
を
書
き
直
し
て
提
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
【
史
料

一
】
は
控
え
と
し
て
写
経
所
政
所
に
残
し
、
物
品
の
収
納
時
に
そ
の
日
付
等
に
つ

い
て
追
記
し
、
勾
点
等
を
付
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

写
経
所
文
書
に
み
え
る
用
度
文
の
記
載
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
２
で
あ

る
。
「
写
経
所
文
書
」
に
お
け
る
写
経
関
係
の
現
存
最
古
の
文
書
は
、
藤
原
光
明

子
家
の
神
亀
四
〜
五
年
（
七
二
七
〜
八
）
の
も
の
だ
が
（
一
ノ
三
八
一
〜
三
八
三
）
、

表
２
の
よ
う
に
、
現
存
す
る
用
度
文
は
天
平
二
十
年
（
七
四
八
）
の
も
の
が
初
見
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
天
平
末
年
頃
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、
用
度
文
の
形
式
が
あ

る
程
度
確
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
用
度
文
の
多
く
に
は
、
筆
墨
等
に
つ
い
て
、

申
請
物
品
を
列
挙
し
た
項
と
、
申
請
す
る
銭
の
用
途
を
列
挙
し
た
部
分
の
両
方
に

記
載
が
み
え
る
。
二
カ
所
の
筆
墨
の
数
量
は
同
じ
で
あ
り
、
な
ぜ
重
複
し
て
記
載

し
て
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
書
き
方
は
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
他
の
項
目

や
物
品
の
書
き
方
で
も
、
順
序
が
入
れ
替
わ
っ
た
り
物
品
の
種
類
が
増
減
し
た
り

す
る
も
の
の
、
一
定
の
形
式
が
み
ら
れ
る
。
題
籤
軸
が
つ
け
ら
れ
て
写
経
事
業
終

了
後
も
保
管
さ
れ
た
用
度
文
も
あ
る
の
で
、
案
主
が
次
の
写
経
事
業
の
用
度
文
を

作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
見
本
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

【
史
料
一
】
は
表
２
№
15
に
あ
た
る
が
、
記
載
さ
れ
た
物
品
の
種
類
を
比
較
す

る
と
、
典
型
的
な
用
度
文
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
用
度
文
に
記
載
さ
れ
た

内
容
に
は
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
特
に
食
料
・
雑
器
な
ど
数
多
く
の
物
品
を
請
求
し
た

も
の
と
、
経
典
の
書
写
に
必
要
最
低
限
の
物
品
で
あ
る
紙
筆
墨
の
み
の
請
求
に
と

ど
ま
る
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
前
者
は
表
２
№
24
大
般
若
経
二
部
千
二
百
巻
、
後

者
は
№
13
心
経
百
巻
や
№
28
仁
王
経
疏
一
部
五
巻
の
写
経
事
業
の
用
度
文
に
み
ら

れ
る
。
案
主
に
は
、
経
典
何
巻
・
経
紙
何
張
の
写
経
な
ら
ば
、
ど
の
物
品
・
人
員

が
ど
れ
だ
け
必
要
か
と
い
う
目
安
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
用
度
文

で
何
を
ど
れ
だ
け
申
請
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
請
求
先
で
あ
る
発
願
者
の
意

向
、
写
経
の
重
要
度
や
緊
急
度
な
ど
に
よ
り
、
調
整
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

管
見
の
限
り
奈
良
時
代
に
は
四
百
以
上
の
写
経
事
業
が
行
わ
れ
な
が
ら
、
用
度

文
が
三
十
四
例
し
か
現
存
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
全
て
の
写
経
事
業
に
お
い
て

用
度
文
が
作
成
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

用
度
文
が
現
存
し
な
い
写
経
事
業
で
も
、
造
東
大
寺
司
や
内
裏
な
ど
か
ら
写
経
に

必
要
な
物
品
が
収
納
さ
れ
て
い
る
例
は
多
い
。
総
合
的
な
用
度
文
が
作
成
さ
れ
な

く
て
も
、
「
筆
墨
申
請
」
な
ど
個
別
に
物
品
の
申
請
文
書
を
作
成
し
、
写
経
所
に

必
要
な
物
品
が
収
納
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
写
経
事
業
終
了
後
、
決
算
と
し
て
物
品
の
用
残
報
告
が
作
成
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
。
用
度
文
と
用
残
報
告
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
申
請
さ
れ
た
物
品
が
、

実
際
は
ど
れ
だ
け
収
納
さ
れ
て
使
用
さ
れ
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

用
度
文
と
用
残
報
告
が
共
に
現
存
す
る
の
は
、
前
述
の
天
平
宝
字
四
年
の
百
三

十
五
部
経
と
、
天
平
宝
字
六
〜
七
年
（
七
六
二
〜
三
）
の
大
般
若
経
二
部
千
二
百
巻
の

写
経
事
業
で
あ
る
。
表
３
に
あ
げ
た
百
三
十
五
部
経
に
よ
る
と
、
用
度
文
と
用
残

報
告
の
数
量
が
一
致
す
る
の
は
わ
ず
か
六
品
目
だ
け
で
あ
る
。
用
度
文
は
あ
く
ま

で
計
画
で
あ
り
、
実
際
に
収
納
さ
れ
た
物
品
の
量
や
種
類
が
か
な
り
異
な
る
こ
と

が
わ
か
る
。
特
に
銭
の
場
合
、
収
納
さ
れ
た
銭
の
用
途
は
、
あ
る
程
度
案
主
の
采

配
に
任
せ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
食
料
、
食
膳
・
調
理
用
具
な
ど
は
、
食

　
　
　

　
　
　

事
の
メ
ニ
ュ
ー
や
備
品
の
不
足
具
合
に
応
じ
て
、
変
更
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
２
）
個
別
の
物
品

　

写
経
事
業
に
お
い
て
は
、
様
々
な
文
書
が
や
り
と
り
さ
れ
、
帳
簿
類
が
活
用
さ

れ
る
。
前
述
の
百
三
十
五
部
経
で
は
、
表
４
に
あ
げ
た
よ
う
な
関
係
史
料
が
残
っ

て
い
る
。
用
度
文
（
c
）
、
銭
用
帳
（
e
）
、
充
装
潢
帳
（
g
）
（
n
）
、
充
紙
筆
墨

帳
（
h
）
、
充
本
帳
（
i
）
、
校
帳
（
m
）
、
手
実
帳
（
l
）
、
布
施
申
請
（
o
）
、

用
残
報
告
（
x
）
と
い
っ
た
他
の
個
別
写
経
事
業
に
も
共
通
す
る
形
式
の
も
の
が
一

通
り
そ
ろ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
複
数
の
帳
簿
類
が
現
存
す
る
お
か
げ
で
、
ひ

と
つ
だ
け
の
史
料
で
は
判
明
し
な
い
物
品
の
動
き
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

た
と
え
ば
、
用
度
文
（
c
）
で
は
綺
八
十
丈
一
尺
、
軸
四
百
五
十
枚
が
現
物
で
請

求
さ
れ
て
い
る
が
、
書
写
が
終
了
し
布
施
申
請
（
o
）
も
提
出
さ
れ
た
後
に
よ
う
や

く
、
写
経
所
別
当
の
安
都
雄
足
か
ら
「
彼
一
百
三
十
五
部
経
綺
軸
、
以
其
残
、
令

買
市
頭
（
軸
朱
頂
）
」
と
指
示
が
出
た
（
r
）
。
写
経
所
で
は
そ
れ
ら
を
購
入
し
て

一
千
五
十
文
（
綺
七
十
丈
直
）
、
三
百
六
十
文
（
朱
頂
軸
四
百
五
十
枚
直
）
を
請
求
し

た
が
（
s
）
、
用
残
報
告
（
x
）
で
は
、
用
い
た
銭
の
内
訳
の
項
に
、
一
貫
五
十
文

（
綺
七
十
丈
直
）
、
二
百
八
十
八
文
（
朱
頂
軸
三
百
六
十
枚
直
）
と
あ
る
。
残
り
九
十

本
分
の
朱
頂
軸
の
銭
が
最
終
的
に
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
た
の
か
現
存
の
史
料
で

は
わ
か
ら
な
い
。
綺
緒
に
つ
い
て
は
、
用
度
文
（
c
）
で
は
法
花
経
と
理
趣
経
は
巻

別
一
丈
八
尺
、
金
剛
般
若
経
は
巻
別
一
丈
六
尺
と
し
て
、
合
計
八
十
丈
一
尺
が
計

上
さ
れ
た
。
緒
の
長
さ
の
差
は
、
一
巻
平
均
二
十
二
，
五
張
の
法
花
経
と
一
巻
二

十
張
の
理
趣
経
、
そ
し
て
一
巻
十
三
張
の
金
剛
般
若
経
と
い
う
、
一
巻
あ
た
り
の

経
紙
の
予
定
枚
数
か
ら
わ
か
る
巻
物
の
太
さ
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
。
綺
に
つ

い
て
も
七
十
丈
分
の
銭
し
か
支
出
さ
れ
ず
、
各
巻
に
は
予
定
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
少
し

短
い
緒
が
取
り
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
写
経
所
文
書
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
写
経
事
業
ご
と
に
整
理
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
用
度
文
・
収
納
帳
・
用
帳
・
充
帳
・
用
残
報
告
等
に
み
え
る
物
品

に
つ
い
て
、
一
連
の
運
用
状
況
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ど
の
よ
う
な
物
品

を
ど
れ
だ
け
請
求
す
る
予
定
だ
っ
た
の
か
、
実
際
に
は
ど
れ
だ
け
収
納
さ
れ
た
の

か
、
い
つ
誰
が
ど
の
よ
う
に
用
い
た
の
か
、
ど
れ
だ
け
使
用
し
て
ど
れ
だ
け
残

り
、
ど
れ
だ
け
返
上
し
た
の
か
、
ま
た
は
別
の
写
経
事
業
に
転
用
し
た
の
か
。
全

て
の
写
経
事
業
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
ま
だ
で
き
て
い
な
い
が
、
現
時
点
で

わ
か
る
範
囲
で
、
経
典
の
書
写
に
直
接
関
わ
る
物
品
の
特
徴
を
あ
げ
た
の
が
表
５

で
あ
る
。

　

常
写
や
間
写
の
①
経
紙
（
○
番
号
は
表
５
に
対
応
）
は
、
﹇
間
紙
検
定
并
便
用
帳
﹈

（
九
ノ
三
六
七
〜
三
七
〇
+
九
ノ
三
七
〇
〜
三
八
〇
+
三
ノ
四
八
五
〜
四
八
六
+
一
一
ノ
三

六
四
〜
三
六
六
）
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
紙
の
種
類
や
色
、
枚
数
が
細
か

く
記
載
さ
れ
、
あ
る
経
典
に
使
用
す
る
紙
が
ど
こ
か
ら
収
納
さ
れ
た
の

か
、
も
し
く
は
ど
の
写
経
事
業
の
紙
を
転
用
し
た
の
か
、
残
紙
を
ど
の
写

経
事
業
に
転
用
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
管
理
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て

②
凡
紙
は
、
す
べ
て
の
写
経
事
業
に
お
い
て
申
請
・
収
納
さ
れ
た
わ
け
で

は
な
く
、
写
経
所
内
で
臨
機
応
変
に
再
利
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ

る
。
③
筆
墨
は
、
支
給
・
返
上
記
録
が
細
か
く
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
て
い
た
も

の
の
、
ま
だ
ま
だ
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
多
い
。
筆
墨
の
請
求

や
支
給
は
現
物
と
銭
の
場
合
が
両
方
あ
る
が
、
銭
で
請
求
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
各
写
経
事
業
ご
と
の
財
政
と
使
用
実
態
と
を
、
効
率
的
に
調
整
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
⑦
櫃
に
は
、
カ
ギ
や
据
え
付
け
る
机
が
付
属
し

た
経
典
奉
請
用
の
櫃
、
経
紙
な
ど
の
物
品
を
移
動
す
る
た
め
の
櫃
、
写
経

所
内
で
物
品
を
保
管
す
る
た
め
の
櫃
な
ど
が
あ
る
。
な
か
で
も
小
明
櫃

は
、
各
経
師
が
写
経
中
の
経
巻
を
納
入
す
る
の
に
使
用
す
る
た
め
、
経
師

の
人
数
分
請
求
さ
れ
る
が
、
紙
筆
墨
と
違
っ

て
個
人
に
支
給
さ
れ
た
記
録
が
な
い
。
⑨
硯

も
ま
れ
に
用
度
文
で
請
求
さ
れ
る
場
合
は
、

経
師
一
人
に
つ
き
ひ
と
つ
と
い
う
意
識
が
あ

る
よ
う
だ
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
分
配

さ
れ
て
い
た
の
か
わ
か
ら
な
い
。

（
３
）
小
結

　

そ
れ
ぞ
れ
の
写
経
事
業
の
用
度
文
か
ら

は
、
ど
の
よ
う
な
物
品
が
写
経
事
業
に
必
要

で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
。
用
度
文
に
計
上
さ

れ
た
物
品
は
あ
く
ま
で
見
積
も
り
で
あ
り
、

帳
簿
類
と
比
較
検
討
す
る
と
、
実
際
に
納
入

さ
れ
て
写
経
所
で
使
用
さ
れ
た
数
量
や
種
類

は
異
な
る
。
し
か
し
そ
の
相
違
点
か
ら
、
物

品
運
用
の
計
画
と
実
態
が
浮
き
彫
り
と
な
る

の
で
あ
る
。

　

筆
墨
申
請
、
充
紙
筆
墨
、
充
本
、
手
実
、

行
事
、
上
日
、
布
施
申
請
な
ど
に
は
、
写
経

生
の
個
人
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
史
料
か
ら
、
各
写
経
生
が
ど
の
よ
う
な
物

品
を
使
用
し
て
写
経
事
業
を
行
っ
た
か
が
わ

か
る
が
、
基
本
的
に
手
本
と
す
る
本
経
と
紙

筆
墨
の
支
給
・
返
上
、
担
当
経
巻
の
用
紙
数
（
正
用
・
空
破
・
返
上
）
し
か
記
入
さ

れ
て
い
な
い
。

　

写
経
堂
で
使
わ
れ
る
物
品
の
な
か
で
、
経
紙
な
ど
新
写
経
典
に
使
用
さ
れ
る
も

の
は
、
写
経
事
業
ご
と
に
収
納
さ
れ
、
余
れ
ば
紙
一
枚
・
筆
一
本
単
位
で
細
か
く

チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
て
返
上
し
、
他
の
写
経
事
業
に
転
用
す
る
場
合
は
便
用
記
録
が
あ

る
。
し
か
し
、
机
や
小
明
櫃
な
ど
は
、
少
量
で
は
あ
る
が
写
経
所
に
収
納
さ
れ
て

い
る
の
に
、
写
経
生
の
個
人
あ
て
に
支
給
記
録
が
な
い
。
硯
や
そ
れ
に
類
す
る
も

の
、
装
潢
・
校
生
の
墨
な
ど
も
、
確
実
に
使
用
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
支
給

記
録
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
物
品
ご
と
の
運
用
状
況
の
違
い
に
注
目
し
て
検
討
す

る
こ
と
で
、
写
経
堂
の
内
部
構
造
が
み
え
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
二
　
写
経
所
に
お
け
る
物
品
の
運
用

　

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
各
写
経
事
業
ご
と
に
収
納
さ
れ
る
物
品
と
、
ま

れ
に
し
か
収
納
さ
れ
な
い
物
品
、
ま
た
個
々
の
写
経
生
あ
て
の
支
給
記
録
が
あ
る

物
品
と
支
給
記
録
が
な
い
物
品
が
あ
る
。

　

写
経
事
業
で
は
、
案
主
が
作
業
の
段
階
に

応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
帳
簿
を
作
成
し
管
理
す

る
。
経
紙
や
筆
墨
の
支
給
返
却
記
録
が
徹
底

し
て
い
る
の
は
、
最
後
に
手
実
と
照
ら
し
合

わ
せ
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
り
、
布
施
支
給

と
直
結
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に

対
し
て
、
耐
久
性
の
あ
る
硯
や
机
、
小
明
櫃

な
ど
は
、
写
経
事
業
ご
と
に
交
換
す
る
必
要
は
な
く
誰
が
使
っ
て
も
問
題
は
な

い
。

　

写
経
生
個
人
に
支
給
・
返
却
す
る
帳
簿
が
な
い
物
品
は
、
写
経
事
業
ご
と
に
メ

ン
バ
ー
が
入
れ
替
わ
る
写
経
生
個
人
に
支
給
す
る
の
で
は
な
く
、
経
師
・
校
生
・

装
潢
の
作
業
場
所
、
こ
れ
を
仮
に
〈
座
席
〉
と
呼
称
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
〈
座

席
〉
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
個
人
あ
て
の
支
給
記
録

が
な
い
の
は
、
写
経
生
個
人
に
支
給
し
た
の
で
は
な
く
、
案
主
が
管
理
す
る
写
経

堂
の
各
〈
座
席
〉
に
割
り
当
て
た
物
品
だ
か
ら
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
職
掌
ご
と

に
、
前
章
で
抽
出
し
た
物
品
の
性
質
を
整
理
し
、
〈
座
席
〉
で
運
用
さ
れ
た
物
品

を
検
討
し
て
み
た
い
（
表
６
）
。

（
１
）
案
主

　

案
主
は
、
常
写
・
間
写
・
私
願
経
書
写
、
経
典
の
確
保
や
出
納
な
ど
、
写
経
所

の
運
営
・
管
理
を
同
時
に
遂
行
す
る
。
写
経
事
業
別
、
用
途
別
に
多
数
の
帳
簿
や

報
告
書
を
作
成
し
、
写
経
生
や
物
品
を
効
率
的
に
管
理
し
て
い
た
。

　

写
経
所
は
堂
（
作
業
場
）
と
曹
司
（
事
務
局
）
か
ら
構
成
さ
れ
、
他
の
律
令
官

司
、
特
に
作
業
場
の
必
要
な
現
業
官
司
で
も
同
じ
よ
う
な
構
造
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
造
東
大
寺
司
か
ら
写
経
所
に
配
属
さ
れ
た
案
主
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
担

当
を
分
担
し
、
共
同
で
運
営
す
る
体
制
で
あ
っ
た
。
案
主
曹
司
（
案
主
曹
所
・
案
主

所
）
に
は
櫃
が
あ
り
、
櫃
記
等
に
記
載
す
る
こ
と
で
物
品
を
種
類
別
に
管
理
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
（
八
ノ
五
八
〇
、
一
〇
ノ
四
四
五
）
。
こ
の
櫃
に
は
内
裏
や
造
東
大

寺
司
か
ら
収
納
さ
れ
た
物
品
や
、
写
経
生
か
ら
返
上
さ
れ
た
物
品
が
納
め

ら
れ
て
い
た
。
金
字
経
の
時
に
瑩
生
（
校
生
が
兼
任
す
る
場
合
あ
り
）
が
使
用

す
る
猪
牙
な
ど
、
特
別
な
場
合
に
し
か
使
用
し
な
い
も
の
は
、
案
主
が
保

管
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
案
主
の
〈
座
席
〉
は
堂
と
曹
司
の
両
方

に
あ
り
、
適
宜
使
い
分
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

栄
原
永
遠
男
氏
は
、
写
経
所
の
事
務
局
に
設
置
さ
れ
た
〈
反
古
箱
〉
と

い
う
概
念
を
想
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
案
主
の
手
元
に
置
か
れ
た
櫃
や

〈
反
古
箱
〉
な
ど
に
整
理
さ
れ
た
凡
紙
、
反
古
紙
の
使
い
方
に
は
、
そ
の

残
存
状
況
か
ら
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
一
定
の
ル
ー
ル
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

白
紙
（
表
裏
と
も
未
使
用
）
の
凡
紙
は
、
「
公
文
料
」
と
し
て
提
出
文
書

や
帳
簿
作
成
に
使
用
さ
れ
た
。
ま
た
写
経
生
の
手
実
等
の
作
成
の
た
め
に

も
使
用
さ
れ
た
。
つ
ぎ
に
、
端
継
・
裹
紙
な
ど
に
使
用
さ
れ
た
あ
と
の
白

紙
の
反
古
紙
は
、
案
主
の
手
元
に
返
却
さ
れ
た
場
合
は
、
帳
簿
作
成
や
写

経
生
の
手
実
等
作
成
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た
。
紙
が
短
く
切
断
さ
れ
て
い

た
り
、
多
少
し
わ
に
な
っ
た
り
も
し
て
い
る
が
、
写
経
所
内
で
の
帳
簿
類

に
使
用
す
る
に
は
十
分
の
状
態
で
あ
ろ
う
。
一
次
利
用
さ
れ
、
背
面
の
み

空
白
の
反
古
紙
は
、
案
主
の
手
元
で
帳
簿
作
成
に
使
用
さ
れ
た
。
一
次
面
の
情
報

は
す
で
に
必
要
な
く
、
破
棄
さ
れ
た
と
は
い
え
、
表
裏
が
混
同
し
て
は
い
け
な
い

と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
た
め
か
、
写
経
生
に
配
布
し
て
手
実
等
を
書
か
せ
る
こ
と

は
な
く
、
案
主
の
責
任
の
も
と
で
新
た
に
貼
り
継
が
れ
、
二
次
利
用
さ
れ
た
よ
う
で

あ
る
。
つ
ま
り
、〈
反
古
箱
〉
の
中
は
、
そ
の
状
態
に
よ
っ
て
区
分
け
が
さ
れ
、
使

用
目
的
が
分
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
経
師
等
の
浄
衣
は
用
度
文
や
収
納
帳
等
に
散
見
さ
れ
る
が
、
案
主
の
浄
衣

に
つ
い
て
は
写
経
所
文
書
中
の
記
載
例
が
非
常
に
少
な
い
。
経
師
等
が
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
単
位
に
召
集
さ
れ
る
非
常
勤
職
員
だ
っ
た
の
に
対
し
、
案
主
は
造
東
大
寺
司
か

ら
定
期
的
に
浄
衣
を
受
け
取
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
用
度
文
の

人
功
の
部
分
に
も
、
経
師
・
装
潢
・
校
生
・
題
師
・
雑
使
・
膳
部
・
駆
使
丁
な
ど
は
あ

げ
ら
れ
る
が
、
案
主
は
計
上
さ
れ
な
い
。
案
主
は
、
写
経
事
業
を
管
理
す
る
側
の
ス

タ
ッ
フ
で
あ
り
、
個
別
写
経
事
業
の
予
算
に
は
組
み
込
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
。

（
２
）
経
師

　

経
師
の
中
核
を
占
め
る
の
は
い
く
つ
も
の
写
経
事
業
に
携
わ
る
経
験
者
だ
が
、

写
経
事
業
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
単
位
で
あ
り
、
作
業
が
な
い
と
き
は
も
と
の
所
属
に

戻
っ
た
り
、
別
の
写
経
所
に
出
向
し
た
り
す
る
。
大
量
の
写
経
事
業
の
時
は
、
あ

ち
こ
ち
に
招
集
が
か
け
ら
れ
、
写
経
生
が
か
き
集
め
ら
れ
た
。
同
時
期
に
常
写
と

間
写
を
掛
け
持
ち
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
経
師
忍
海
広
次
は
、
天
平
勝
宝
五
年

（
七
五
三
）
八
月
八
日
か
ら
二
十
七
日
ま
で
は
法
花
経
一
部
の
経
紙
を
支
給
さ
れ
、

そ
れ
が
終
わ
る
と
す
ぐ
に
八
月
二
十
九
日
か
ら
九
月
十
九
日
に
か
け
て
、
別
の
写

経
事
業
で
あ
る
八
十
花
厳
経
一
部
の
経
紙
を
支
給
さ
れ
て
い
る
（
一
〇
ノ
五
六

六
）
。
ベ
テ
ラ
ン
の
経
師
で
あ
る
忍
海
広
次
は
、
案
主
に
よ
っ
て
休
む
間
も
な
く
次

か
ら
次
へ
と
写
経
事
業
に
割
り
当
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

経
師
は
写
経
事
業
ご
と
に
〈
座
席
〉
に
振
り
分
け
ら
れ
、
小
明
櫃
に
本
経
と
新

写
経
典
を
入
れ
、
下
纏
に
筆
墨
な
ど
の
用
具
を
ま
と
め
て
保
管
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
経
師
は
、
各
〈
座
席
〉
に
備
え
付
け
ら
れ
た
硯
や
小
明
櫃
と
、
案
主
か
ら
配

布
さ
れ
た
式
・
敷
・
下
纏
を
使
い
、
写
経
事
業
ご
と
に
支
給
さ
れ
る
経
紙
と
筆
墨

を
用
い
て
書
写
し
た
の
で
あ
る
。

　

机
に
関
す
る
記
載
は
非
常
に
少
な
い
が
、
経
師
が
書
写
す
る
の
に
使
っ
た
机
と

し
て
は
、
「
書
机
」
が
あ
げ
ら
れ
る
（
六
ノ
三
八
六
）
。
宝
亀
三
年
（
七
七
二
）
、
始

二
部
一
切
経
が
奉
写
先
一
切
経
司
よ
り
奉
写
一
切
経
所
へ
移
管
さ
れ
る
に
あ
た
っ

て
、
使
い
か
け
の
物
品
が
ま
と
め
て
収
納
さ
れ
た
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
ひ
と

つ
の
経
巻
を
複
数
人
で
写
す
場
合
も
あ
り
、
写
経
事
業
ご
と
に
割
り
当
て
ら
れ
た

区
画
の
〈
座
席
〉
に
ま
と
ま
っ
て
座
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
３
）
装
潢

　

装
潢
と
は
、
天
平
か
ら
宝
亀
年
間
ま
で
約
三
十
年
も
写
経
所
文
書
に
み
え
る
能

登
忍
人
な
ど
、
比
較
的
特
定
の
者
が
長
期
間
務
め
る
専
門
技
術
職
で
あ
る
。
装
潢

作
業
の
四
工
程
と
し
て
、
経
を
書
写
す
る
前
に
行
う
継
・
打
・
界
と
、
書
写
後
に

行
う
装
書
が
あ
る
。
継
と
は
、
書
写
す
る
経
巻
の
張
数
に
合
わ
せ
て
大
豆
糊
で
経

紙
を
貼
り
継
い
で
、
巻
首
（
巻
尾
に
も
付
け
た
可
能
性
あ
り
）
に
端
継
紙
を
貼
り
継

ぎ
、〈
仮
軸
〉
を
付
け
る
。
打
と
は
、
経
巻
を
紙
打
石
な
ど
で
た
た
い
て
、
紙
の
緊

密
度
、
平
滑
度
を
高
め
、
滲
み
を
お
さ
え
る
。
界
と
は
、
縦
横
の
界
線
を
引
く
作

業
で
あ
る
。
書
写
・
校
正
終
了
後
、
端
継
紙
を
取
り
外
し
、
表
紙
付
け
、
端
切
、

軸
付
け
、
緒
付
け
を
す
る
の
が
装
書
で
あ
る
。

　

装
潢
に
は
何
千
張
の
紙
が
一
度
に
充
て
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
、
仕
事
内
容
が
多

岐
に
渡
る
た
め
用
具
も
多
く
、
あ
る
程
度
広
い
作
業
空
間
が
必
要
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
装
潢
の
指
示
の
も
と
、
仕
丁
が
紙
打
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
天
平
十
一

年
頃
〜
勝
宝
初
年
頃
に
は
「
装
潢
所
」
が
み
え
、
紙
打
を
行
う
「
紙
屋
」
が
天
平

十
七
年
後
半
〜
十
八
年
頃
設
置
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。

　

端
継
紙
や
仮
帙
、
〈
仮
軸
〉
な
ど
は
、
装
潢
が
写
経
開
始
に
あ
た
っ
て
取
り
付

け
た
も
の
を
、
書
写
終
了
後
に
取
り
外
す
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
再
利
用
す
る
と
い

う
、
装
潢
を
中
心
と
し
た
作
業
用
備
品
の
サ
イ
ク
ル
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
は
案
主
の
管
理
下
に
は
な
い
物
品
の
動
き
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
案
主
が
管

理
す
る
帳
簿
に
は
記
載
さ
れ
ず
、
写
経
所
文
書
に
は
残
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

（
４
）
校
生

　

校
正
は
、
基
本
的
に
別
々
の
校
生
が
二
回
行
う
。
案
主
や
経
師
、
装
潢
な
ど
が

兼
任
す
る
こ
と
も
あ
る
。

　

宝
亀
三
年
に
奉
写
先
一
切
経
司
よ
り
奉
写
一
切
経
所
へ
収
納
さ
れ
た
も
の
の
な

か
に
「
校
書
長
机
」
（
六
ノ
三
八
六
）
が
み
え
る
。
本
経
と
新
写
経
典
を
大
き
く
広

げ
て
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
い
く
た

め
か
、
「
長
机
」
と
い
う
か
ら

に
は
、
経
師
の
机
よ
り
長
い
形

状
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

（
５
）
小
結

　

以
上
の
よ
う
に
物
品
は
様
々

な
か
た
ち
で
運
用
さ
れ
る
。
表

６
で
示
し
た
ス
タ
ッ
フ
ご
と
に

取
り
扱
う
物
品
の
動
き
を
模
式

図
に
し
た
の
が
図
１
で
あ
る
。

写
経
堂
の
備
品
は
案
主
が
管
理

し
て
い
る
た
め
、
申
請
・
収
納
記
録
の
み
残
り
、
支
給
記
録
は
残
ら
な
い
。
机
な

ど
耐
久
性
の
あ
る
備
品
は
、
造
東
大
寺
司
管
下
の
写
経
所
に
な
る
前
、
光
明
・
皇

后
宮
職
の
写
経
所
時
代
か
ら
引
き
続
き
使
わ
れ
て
き
た
も
の
が
多
数
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
造
石
山
寺
写
経
所
、
始
二
部
一
切
経
が
奉
写
一
切
経
所
に
移
管
さ
れ
た

時
な
ど
、
写
経
す
る
場
や
写
経
所
自
体
の
場
所
が
移
転
す
る
場
合
は
、
多
数
の
備

品
が
準
備
さ
れ
た
り
移
動
し
た
り
す
る
。
こ
れ
ら
の
備
品
は
写
経
事
業
ご
と
に
準

備
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
必
要
に
応
じ
て
随
時
補
充
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
ま
と
め

　

写
経
事
業
に
必
要
な
物
品
は
、
用
度
文
で
見
積
も
り
が
作
成
さ
れ
、
収
納
さ
れ

た
。
写
経
堂
で
は
基
本
的
に
一
切
経
が
書
写
さ
れ
て
お
り
、
必
要
な
物
品
は
随
時

収
納
さ
れ
て
い
た
。
十
分
な
物
品
が
収
納
さ
れ
な
い
間
写
の
個
別
写
経
事
業
も
多

か
っ
た
が
、
案
主
の
采
配
に
よ
り
、
常
写
や
予
算
の
潤
沢
な
間
写
の
物
品
を
転
用

す
る
な
ど
し
て
対
処
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
新
写
経
典
の
材
料
と
な
る
物
品

（
経
紙
や
軸
な
ど
）
は
経
典
と
し
て
完
成
す
る
と
奉
請
さ
れ
る
が
、
写
経
生
た
ち

が
作
業
に
使
う
物
品
（
机
や
硯
、
櫃
な
ど
）
は
、
写
経
堂
の
備
品
と
し
て
長
く
使
用

さ
れ
た
。
筆
・
墨
な
ど
の
消
耗
品
は
写
経
用
紙
数
に
応
じ
て
収
納
さ
れ
る
が
、
一

定
の
使
用
限
度
を
超
え
て
も
、
様
々
な
用
途
に
使
い
続
け
ら
れ
た
。
案
主
は
納

帳
、
充
帳
、
用
帳
な
ど
多
く
の
帳
簿
を
使
っ
て
、
こ
れ
ら
の
物
品
を
管
理
し
た
の

で
あ
る
。

　

写
経
堂
内
は
、
案
主
、
経
師
、
校
生
、
装
潢
そ
れ
ぞ
れ
の
作
業
場
に
わ
か
れ
て

お
り
、
各
〈
座
席
〉
に
必
要
な
物
品
が
備
え
付
け
ら
れ
た
。
写
経
事
業
ご
と
に
写

経
生
の
メ
ン
バ
ー
が
入
れ
替
わ
る
た
び
、
〈
座
席
〉
に
振
り
分
け
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
正
倉
院
文
書
研
究
で
は
、
ど
の
よ
う
に
組
織
が
変
遷
し
て
き
た

か
、
個
別
写
経
事
業
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
な
ど
は
検
討
さ
れ
て
き
た
が
、

写
経
所
の
具
体
的
な
内
部
構
造
を
見
通
す
こ
と
は
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
。
物

品
の
運
用
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
堂
の
内
部
構
造
を
垣
間

見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

本
論
で
は
、
写
経
所
の
物
品
運
用
に
つ
い
て
、
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
を
提
示
し
た
に

す
ぎ
な
い
。
個
々
の
物
品
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
詳
細
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
ま
た
、
時
期
ご
と
の
変
遷
、
写
経
所
組
織
の
変
遷
に
即
し
て
考
え
る

必
要
が
あ
る
。

　

写
経
所
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
ご
と
に
分
業
体
制
を
整
え
た
、
き
わ
め
て
組

織
的
な
経
典
製
作
工
房
で
あ
る
。
造
東
大
寺
司
を
中
心
と
す
る
他
の
造
営
・
造
物

関
係
の
組
織
も
、
同
様
の
体
制
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
写
書
手
・
造
紙
手
・
造

筆
手
な
ど
を
抱
え
る
図
書
寮
は
、
写
経
所
と
よ
く
似
た
性
格
を
持
つ
官
司
と
考
え

ら
れ
、
写
経
所
の
運
営
と
類
似
す
る
点
も
多
い
と
思
わ
れ
る
。
令
外
官
で
あ
る
写

経
所
の
特
殊
性
も
あ
ろ
う
が
、
以
上
の
よ
う
な
堂
の
内
部
構
造
を
念
頭
に
お
い
て

一
般
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
古
代
に
お
け
る
手
工
業
的
な
組
織
の
あ
り
方

を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
事
務
的
な
官
司
と
の
相
違
点
は
今
後

検
討
し
た
い
が
、
奈
良
時
代
の
官
司
が
実
務
レ
ベ
ル
で
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
運

用
さ
れ
て
い
た
か
、
そ
の
一
端
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

【
注
】

（
１
）
栄
原
永
遠
男
ａ
『
奈
良
時
代
の
写
経
と
内
裏
』
（
塙
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
、
同
ｂ

『
奈
良
時
代
写
経
史
研
究
』
（
塙
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
、
同
ｃ
『
正
倉
院
文
書
入

門
』
（
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
一
年
）
、
杉
本
一
樹
『
日
本
古
代
文
書
の
研
究
』

（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）
、
山
下
有
美
『
正
倉
院
文
書
と
写
経
所
の
研
究
』

（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）
な
ど
多
数
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
い

る
。
桑
原
祐
子
「
正
倉
院
文
書
の
訓
読
と
注
釈
請
暇
不
参
解
編
」
（
一
）
（
二
）

（
奈
良
女
子
大
学
二
十
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
報
告
書V

ol.

四
・
九　

二
〇
〇
五

年
、
二
〇
〇
七
年
）
、
宮
川
久
美
「
正
倉
院
文
書
の
訓
読
と
注
釈
月
借
銭
解
編
」
第

一
〜
第
七
分
冊
（
『
奈
良
佐
保
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
十
六
〜
二
十
四
号
、
二
〇

〇
九
年
〜
二
〇
一
七
年
）
は
請
暇
不
参
解
・
月
借
銭
解
に
一
通
ず
つ
訓
読
と
注
釈
を

加
え
た
も
の
で
あ
る
。

（
２
）
奈
良
時
代
に
国
家
的
な
写
経
事
業
を
行
っ
た
機
関
は
、
内
裏
系
統
の
写
経
機
関
と
、

「
写
経
所
文
書
」
が
残
る
皇
后
宮
職
系
統
の
写
経
機
関
が
あ
る
。
組
織
も
名
称
も
さ

ま
ざ
ま
な
変
遷
を
た
ど
る
が
、
本
論
文
で
は
、
史
料
に
名
称
が
明
記
さ
れ
て
い
る
場

合
以
外
は
、
便
宜
的
に
「
写
経
所
」
で
統
一
す
る
。

（
３
）
渡
部
陽
子
ａ
「
正
倉
院
文
書
に
お
け
る
「
荒
紙
」
「
悪
紙
」
」
（
栄
原
永
遠
男
編

『
日
本
古
代
の
王
権
と
社
会
』
塙
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
、
同
ｂ
「
「
下
纏
」
と

「
式
」
「
敷
」
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
二
、
二
〇
一
一
年
）
、
同
ｃ
「
正
倉

院
文
書
に
み
え
る
帙
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
三
、
二
〇
一
三
年
）
、
同
ｄ

「
正
倉
院
文
書
に
み
え
る
浄
衣
」
（
栄
原
永
遠
男
編
『
正
倉
院
文
書
の
歴
史
学
・
国

語
学
的
研
究
│
解
移
牒
案
を
読
み
解
く
│
』
和
泉
書
院
、
二
〇
一
六
年
）
、
同
ｅ

「
正
倉
院
文
書
に
み
え
る
櫃
」
（
栄
原
永
遠
男
・
佐
藤
信
・
吉
川
真
司
編
『
東
大
寺

の
新
研
究
二　

歴
史
の
な
か
の
東
大
寺
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
七
年
）

（
４
）
吉
田
孝
氏
は
、
写
経
事
業
の
予
算
案
を
整
理
し
て
そ
の
形
式
を
提
示
し
た
（
吉
田
孝

「
律
令
時
代
の
交
易
」
（
『
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
三

年
）
）
。
こ
れ
ら
の
予
算
案
は
「
造
東
大
寺
司
解　

申
請
奉
写
経
用
度
物
事
」
と
書

き
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
端
裏
書
や
題
籤
に
は
「
用
度
文
」
と
書
か
れ
た
も
の

が
散
見
さ
れ
る
た
め
、
こ
の
形
式
の
文
書
は
当
時
「
用
度
文
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
な
お
本
論
で
は
、
写
経
事
業
開
始
に
あ
た
っ
て
必
要
な
物
品
類
を
書

き
だ
し
た
も
の
を
「
用
度
文
」
と
し
、
個
別
の
物
品
の
み
を
申
請
す
る
文
書
や
、
写

経
事
業
の
途
中
で
物
品
を
追
加
申
請
す
る
文
書
は
用
度
文
と
は
み
な
さ
な
い
。

（
５
）
『
大
日
本
古
文
書
（
編
年
）
』
一
四
巻
二
九
二
頁
〜
三
〇
〇
頁
。
以
下
『
大
日

古
』
、
一
四
ノ
二
九
二
〜
三
〇
〇
と
略
す
。
ま
た
本
論
文
に
お
い
て
「　

」
で
示
す

史
料
名
は
『
大
日
古
』
の
も
の
、
﹇　

﹈
で
示
す
の
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編

『
正
倉
院
文
書
目
録
』
の
も
の
で
あ
る
。

（
６
）
栄
原
永
遠
男
「
光
明
皇
太
后
没
前
の
写
経
事
業
群
」
（
前
掲
注
１
著
書
ｂ
）

（
７
）
表
５
に
あ
げ
た
物
品
の
う
ち
、
経
紙
・
凡
紙
に
つ
い
て
は
注
３
拙
稿
ａ
・
ｂ
、
帙
は

拙
稿
ｃ
、
浄
衣
は
拙
稿
ｄ
、
櫃
は
拙
稿
ｅ
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
た
。

（
８
）
桑
原
祐
子
「
墨
の
記
述
―
墨
頭
・
墨
端
と
助
数
詞
」
（
『
正
倉
院
文
書
の
国
語
学
的

研
究
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）
、
濱
道
孝
尚
「
写
経
所
に
お
け
る
「
私
書
」

の
書
写
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
三
、
二
〇
一
三
年
）

（
９
）
仁
王
経
疏
一
部
五
巻
の
用
度
文
で
は
、
経
紙
・
凡
紙
、
菟
毛
筆
一
管
半
と
墨
一
挺
を

買
う
た
め
の
銭
を
申
請
し
て
い
る
（
表
２
№
28
、
一
六
ノ
三
七
五
〜
三
七
六
）
。
筆

そ
の
も
の
を
一
管
と
半
分
だ
け
授
受
す
る
と
い
う
の
は
、
物
理
的
に
不
可
能
で
あ

る
。
同
じ
年
に
行
わ
れ
た
梵
網
経
四
十
巻
・
四
分
僧
戒
本
経
十
巻
・
四
分
尼
戒
本
経

十
巻
の
用
度
文
で
は
、
菟
毛
筆
一
管
（
四
十
文
）
を
も
っ
て
写
紙
百
五
十
張
、
墨
一

挺
（
三
十
文
）
を
も
っ
て
写
紙
三
百
張
と
あ
る
（
表
２
№
30
、
一
六
ノ
三
四
二
、
二

五
ノ
三
四
〇
）
。
筆
一
管
と
半
分
だ
と
、
二
百
二
十
五
張
を
写
す
こ
と
が
で
き
、
仁

王
経
疏
で
申
請
さ
れ
た
経
紙
は
百
九
十
一
張
で
あ
る
か
ら
、
十
分
で
あ
る
。
写
経
所

は
、
筆
墨
の
現
物
で
は
な
く
、
菟
毛
筆
一
管
半
の
銭
六
十
文
と
墨
一
挺
の
銭
三
十
文

と
い
う
よ
う
に
、
銭
を
申
請
す
る
こ
と
で
、
用
紙
数
に
応
じ
た
詳
細
な
計
画
を
た
て

る
こ
と
が
で
き
る
。
写
経
事
業
ご
と
に
筆
墨
そ
の
も
の
を
準
備
す
る
の
で
は
な
く
、

必
要
な
銭
を
収
納
し
て
、
写
経
所
の
在
庫
分
を
順
次
使
用
す
る
。
様
々
な
写
経
事
業

を
断
続
的
に
行
う
写
経
所
だ
か
ら
こ
そ
可
能
と
な
る
、
筆
墨
の
合
理
的
な
運
用
方
法

で
あ
る
。

（
10
）
山
下
有
美
「
写
経
機
構
の
内
部
構
造
と
運
営
」
（
前
掲
注
１
著
書
）

（
11
）
栄
原
永
遠
男
『
正
倉
院
文
書
入
門
』
（
前
掲
注
１
著
書
ｃ
）

（
12
）
端
継
に
つ
い
て
は
、
杉
本
一
樹
「
端
継
・
式
敷
・
裹
紙
」
（
前
掲
注
１
著
書
）
。
史

料
上
に
は
〈
仮
軸
〉
に
関
す
る
記
載
は
み
え
な
い
が
、
端
継
の
二
次
利
用
と
考
え
ら

れ
る
続
修
後
集
第
二
二
巻
が
、
軸
付
紙
の
形
状
を
な
す
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
仮
の
軸

が
取
り
付
け
ら
れ
た
と
す
る
。
書
写
中
は
、
巻
首
に
取
り
付
け
ら
れ
た
端
継
が
、
軸

付
紙
と
仮
表
紙
の
役
割
を
兼
ね
た
と
考
え
ら
れ
、
書
写
終
了
後
、
巻
首
に
は
正
式
な

表
紙
が
、
巻
尾
に
は
正
式
な
軸
が
取
り
付
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
13
）
大
隅
亜
希
子
「
装
潢
組
織
の
展
開
と
布
施
支
給
の
変
遷
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』

六
、
一
九
九
九
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

（
大
阪
市
立
大
学
都
市
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
）
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は
じ
め
に

　

正
倉
院
文
書
研
究
で
は
、
文
書
論
、
組
織
論
、
個
別
写
経
事
業
な
ど
に
つ
い
て

研
究
が
進
ん
で
い
る
。
写
経
生
に
関
し
て
も
、
月
借
銭
、
請
暇
に
つ
い
て
の
研
究

が
あ
る
。
し
か
し
、
写
経
所
と
は
ど
の
よ
う
な
環
境
で
あ
っ
た
か
、
具
体
的
に
ど

の
よ
う
に
作
業
を
し
て
い
た
か
、
ま
だ
わ
か
っ
て
い
な
い
点
が
多
い
。

　

正
倉
院
文
書
の
大
半
を
占
め
る
「
写
経
所
文
書
」
は
、
写
経
所
に
お
け
る
写
経

事
業
に
関
す
る
文
書
・
帳
簿
類
で
あ
り
、
人
や
物
品
の
や
り
取
り
や
状
況
が
記
載

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
私
は
、
こ
れ
ら
の
文
書
や
帳
簿
類
を
詳
細
に
検
討
す
る

こ
と
に
よ
り
、
い
く
つ
か
の
物
品
に
焦
点
を
当
て
て
そ
の
機
能
を
考
え
て
き
た
。

本
論
で
は
、
物
品
の
申
請
・
収
納
・
支
給
・
使
用
状
況
・
返
却
な
ど
に
つ
い
て
、

写
経
事
業
ご
と
に
整
理
し
な
が
ら
具
体
的
に
検
討
し
、
誰
が
・
い
つ
・
ど
こ
で
・

何
を
・
何
の
た
め
に
・
ど
の
よ
う
に
使
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
写
経
所
の
空
間
構
造
を
見
通
し
た
い
。

　

律
令
制
下
の
役
所
に
つ
い
て
、
組
織
の
具
体
的
な
運
用
ま
で
わ
か
る
史
料
は
、

　
　
　
　

写
経
所
文
書
以
外
に
な
い
。
木
簡
は
貴
重
な
一
次
史
料
だ
が
、
断
片
的
な
情
報
し

か
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
写
経
所
文
書
も
、
全
て
の
文
書
や
帳
簿
群
が
現
存
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
江
戸
末
期
か
ら
明
治
時
代
に
行
わ
れ
た
「
整

理
」
に
よ
っ
て
ば
ら
ば
ら
に
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
原
本
調
査
や
、
史
料
内

容
の
丹
念
な
研
究
成
果
に
よ
り
、
多
く
の
情
報
を
体
系
的
に
得
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

造
東
大
寺
司
管
下
の
写
経
所
は
、
写
経
と
い
う
宗
教
行
為
を
行
う
場
で
あ
る
と

同
時
に
、
分
業
体
制
に
よ
る
組
織
運
営
を
行
う
工
房
的
な
性
格
を
も
つ
役
所
で
も

あ
る
。
写
経
所
文
書
を
使
っ
て
写
経
所
の
内
部
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
図
書
寮
な
ど
他
の
一
般
官
司
に
つ
い
て
も
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

表
１
は
写
経
所
の
構
成
員
と
そ
の
役
割
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
論
で
は
、

正
倉
院
文
書
に
み
え
る
物
品
が
、
写
経
事
業
の
中
で
ど
の
よ
う
に
機
能
し
運
用
さ

れ
て
い
た
か
を
総
合
的
に
考
え
た
い
。
ま
ず
、
用
度
文
（
用
度
申
請
）・
用
残
報
告
や

帳
簿
類
に
よ
り
、
写
経
事
業
に
お
け
る
物
品
の
申
請
・
使
用
状
況
を
検
討
す
る
。

次
に
、
個
別
写
経
事
業
で
使
わ
れ
る
物
品

を
、
そ
の
性
質
ご
と
に
分
別
し
、
職
掌
ご

と
に
整
理
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
奈
良

時
代
の
写
経
所
が
ど
の
よ
う
な
空
間
だ
っ

た
の
か
、
内
部
構
造
を
立
体
的
に
解
明
す

る
た
め
の
見
通
し
を
た
て
た
い
。
な
お
、

広
義
の
写
経
所
と
は
、
写
経
に
関
す
る
作

業
を
行
う
写
経
堂
に
加
え
、
経
師
等
が
生

活
す
る
食
堂
（
料
理
供
養
所
）
、
宿
所
な
ど

も
含
ま
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
様
々
な

物
品
が
使
用
さ
れ
る
が
、
本
論
の
検
討
対
象
は
、
写
経
堂
に
限
定
す
る
。

　
　
一
　
用
度
文
に
み
え
る
物
品

（
１
）
用
度
文

　

個
別
写
経
事
業
を
始
め
る
に
あ
た
り
、
写
経
所
の
事
務
官
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ

た
予
算
案
（
見
積
書
兼
請
求
書
）
が
用
度
文
（
用
度
申
請
）
で
あ
る
。
用
度
文
の
書
き
出

し
は
「
写
経
所
解
」「
写
書
所
解
」
ま
た
は
「
造
東
大
寺
司
解
」
な
ど
と
な
っ
て
お

り
、
写
経
所
の
案
主
が
下
書
き
を
作
成
し
、
造
東
大
寺
司
政
所
で
清
書
さ
れ
、
太
政

官
も
し
く
は
写
経
事
業
の
発
願
主
に
提
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
用
度
文
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
写
経
事
業
を
遂
行
す
る
に
あ
た
っ
て
必
要
と
判
断
さ
れ
た
物
品

が
列
挙
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
典
型
的
な
用
度
文
の
例
と
し
て
、
長
く
な
る
が
【
史

料
一
】
を
あ
げ
る
（
「　

」
は
追
記
、
＊
は
朱
書
き
、
文
字
は
抹
消
、
勾
点
は
省
略
、
波

線
は
筆
者
に
よ
る
）
。

【
史
料
１
】

﹇
東
寺
写
経
所
解
（
案
）
﹈
（
続
修
後
集
五
、
一
四
ノ
二
九
二
〜
三
〇
〇
）

東
寺
写
経
所
解　

申
請
応
奉
写
経
用
度
物
事

合
経
壱
伯
参
拾
伍
部
四
百
五
十
巻　
　
　

　

法
花
経
卌
五
部
三
百
六
十
巻　

 

「
請
随
求
陀
羅
尼
壇
□
」

　

金
剛
般
若
経
卌
五
部
卌
五
巻

　

理
趣
経
卌
五
部
卌
五
巻

応
用
紙
壱
万
玖
伯
参
張

　

経
紙
一
万
三
百
十
張

　
　

九
千
五
百
八
十
五
張
見
写
料

　
　
　

八
千
□
百
張
法
花
経
□
五
部
料
部
別
百
八
十
張

　
　
　

五
百
八
十
五
□
□
剛
般
若
経
卌
五
巻
料
巻
別
十
三
張

　
　
　

九
百
張
理
□
経
卌
五
巻
料
巻
別
廿
張

　
　

二
百
廿
五
張
表
紙
料　
以
一
張
着
二
巻

　

五
百
張
破
料

凡
紙
伍
佰
玖
拾
参
張

　

二
百
五
十
八
張
一
万
三
百
十
張
端
料　
以
一
張
着
卌
張

　

一
百
卅
五
張
敷
紙
并
下
纏
式
料

　

一
百
張
裹
紙
料　
以
一
裹
打
紙
百
張

　

一
百
張
雑
用
料

菟
毛
筆
玖
拾
壱
管　
以
一
管
写
紙
百
五
十
張

墨
参
拾
弐
挺　
以
一
挺
写
紙
三
百
張

界
料
鹿
毛
筆
拾
管

綺
漆
拾
陸
丈
伍
寸 

　

六
十
八
丈
八
尺
五
寸
法
花
経
三
百
六
十
巻
理
趣
経
卌
五
巻
料
巻
別
一
尺
七
寸

　

七
丈
二
尺
金
剛
般
若
経
卌
五
巻
料
巻
別
一
尺
六
寸

扶
壱
佰
参
拾
伍
枚 

各
長
一
尺
七
寸

軸
肆
佰
伍
拾
枚

黄
蘗
弐
佰
肆
拾
伍
斤 

以
一
斤
染
紙
卌
張

橡
壱
斗
伍
升 

以
一
升
染
表
紙
十
五
張

（
以
下
省
略
･
･
･
荒
炭
、
薪
、
銭
（
菟
毛
筆
、
墨
、
鹿
毛
筆
、
生
菜
、
荒
炭
、
薪
）
、

浄
衣
料
（
絁
・
綿
・
細
布
・
調
布
・
祖
布
）
、
木
履
、
菲
）

経
師
肆
拾
伍
人　

装
潢
参
人　

校
生
陸
人　

雑
使
伍
人　

優
婆
夷
壱
人

　

合
陸
拾
人
単
功
弐
仟
伍
拾
陸
人

　

一
千
三
百
六
十
九
人
経
師 

人
別
写
紙
七
張

　

一
百
九
十
一
人
装
潢 

人
別
作
紙
五
十
張

　

二
百
十
六
人
校
生 

人
別
校
紙
六
十
張

　

一
百
五
十
人
雑
使  

卅
日
単

　

卅
人
優
婆
夷  

卅
日
単

米
肆
拾
斛
肆
升

（
以
下
食
料
省
略
…
糯
米
、
塩
、
醤
、
滓
醤
、
末
醤
、
酢
、
海
藻
、
滑
海
藻
、
心
太
、
芥

子
、
胡
麻
油
、
小
麦
、
大
豆
、
小
豆
、
漬
菜
、
漬
薑
）

　　
　

砥
壱
顆

　
　

刀
子
参
柄　

　
　

仕
丁
壱
拾
伍
人

「
不
」
折
薦
畳
玖
拾
枚

　　

以
前
、
応
奉
写
一
百
卅
五
部
之
経
用
度
之
物
、
所
請
如

　

件
、
謹
解

　
　
　
　
　
　

天
平
宝
字
四
年
正
月
十
五
日
主
典
正
八
位
上
安
都
宿
祢「
雄
足
」

　

次
官
従
五
位
下
高
麗
朝
臣
「
大
山
」

　　

【
史
料
一
】
は
天
平
宝
字
四
年
（
七
六
〇
）
に
行
わ
れ
た
法
花
経
四
十
五
部
三
百

六
十
巻
・
金
剛
般
若
経
四
十
五
部
四
十
五
巻
・
理
趣
経
四
十
五
部
四
十
五
巻
（
い
わ

ゆ
る
百
三
十
五
部
経
）
の
用
度
文
で
あ
る
。
こ
の
写
経
事
業
は
光
明
皇
太
后
が
母
の

県
犬
養
三
千
代
の
追
福
の
た
め
に
発
願
し
た
も
の
で
、
天
平
宝
字
四
年
正
月
十
一

日
の
太
師
（
藤
原
仲
麻
呂
）
宣
（
一
四
ノ
三
六
七
）
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

【
史
料
一
】
を
み
て
み
る
と
、
ま
ず
経
典
名
と
巻
数
を
書
き
上
げ
、
写
経
に
必
要

な
紙
（
経
紙
・
凡
紙
）
、
筆
・
墨
、
経
典
の
体
裁
に
関
わ
る
綺
・
帙
・
軸
・
染
料
、

燃
料
、
銭
、
浄
衣
、
人
功
、
食
料
、
仕
丁
、
そ
の
他
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
【
史
料

一
】
は
写
経
所
か
ら
造
東
大
寺
司
に
提
出
さ
れ
、
次
官
の
署
名
を
も
ら
っ
た
が
、

物
品
の
数
量
変
更
の
た
め
写
経
所
に
差
し
戻
さ
れ
、
数
量
の
訂
正
を
朱
で
書
き
込

み
、
そ
れ
を
も
と
に
正
文
を
書
き
直
し
て
提
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
【
史
料

一
】
は
控
え
と
し
て
写
経
所
政
所
に
残
し
、
物
品
の
収
納
時
に
そ
の
日
付
等
に
つ

い
て
追
記
し
、
勾
点
等
を
付
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

写
経
所
文
書
に
み
え
る
用
度
文
の
記
載
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
２
で
あ

る
。
「
写
経
所
文
書
」
に
お
け
る
写
経
関
係
の
現
存
最
古
の
文
書
は
、
藤
原
光
明

子
家
の
神
亀
四
〜
五
年
（
七
二
七
〜
八
）
の
も
の
だ
が
（
一
ノ
三
八
一
〜
三
八
三
）
、

表
２
の
よ
う
に
、
現
存
す
る
用
度
文
は
天
平
二
十
年
（
七
四
八
）
の
も
の
が
初
見
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
天
平
末
年
頃
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、
用
度
文
の
形
式
が
あ

る
程
度
確
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
用
度
文
の
多
く
に
は
、
筆
墨
等
に
つ
い
て
、

申
請
物
品
を
列
挙
し
た
項
と
、
申
請
す
る
銭
の
用
途
を
列
挙
し
た
部
分
の
両
方
に

記
載
が
み
え
る
。
二
カ
所
の
筆
墨
の
数
量
は
同
じ
で
あ
り
、
な
ぜ
重
複
し
て
記
載

し
て
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
書
き
方
は
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
他
の
項
目

や
物
品
の
書
き
方
で
も
、
順
序
が
入
れ
替
わ
っ
た
り
物
品
の
種
類
が
増
減
し
た
り

す
る
も
の
の
、
一
定
の
形
式
が
み
ら
れ
る
。
題
籤
軸
が
つ
け
ら
れ
て
写
経
事
業
終

了
後
も
保
管
さ
れ
た
用
度
文
も
あ
る
の
で
、
案
主
が
次
の
写
経
事
業
の
用
度
文
を

作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
見
本
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

【
史
料
一
】
は
表
２
№
15
に
あ
た
る
が
、
記
載
さ
れ
た
物
品
の
種
類
を
比
較
す

る
と
、
典
型
的
な
用
度
文
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
用
度
文
に
記
載
さ
れ
た

内
容
に
は
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
特
に
食
料
・
雑
器
な
ど
数
多
く
の
物
品
を
請
求
し
た

も
の
と
、
経
典
の
書
写
に
必
要
最
低
限
の
物
品
で
あ
る
紙
筆
墨
の
み
の
請
求
に
と

ど
ま
る
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
前
者
は
表
２
№
24
大
般
若
経
二
部
千
二
百
巻
、
後

者
は
№
13
心
経
百
巻
や
№
28
仁
王
経
疏
一
部
五
巻
の
写
経
事
業
の
用
度
文
に
み
ら

れ
る
。
案
主
に
は
、
経
典
何
巻
・
経
紙
何
張
の
写
経
な
ら
ば
、
ど
の
物
品
・
人
員

が
ど
れ
だ
け
必
要
か
と
い
う
目
安
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
用
度
文

で
何
を
ど
れ
だ
け
申
請
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
請
求
先
で
あ
る
発
願
者
の
意

向
、
写
経
の
重
要
度
や
緊
急
度
な
ど
に
よ
り
、
調
整
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

管
見
の
限
り
奈
良
時
代
に
は
四
百
以
上
の
写
経
事
業
が
行
わ
れ
な
が
ら
、
用
度

文
が
三
十
四
例
し
か
現
存
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
全
て
の
写
経
事
業
に
お
い
て

用
度
文
が
作
成
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

用
度
文
が
現
存
し
な
い
写
経
事
業
で
も
、
造
東
大
寺
司
や
内
裏
な
ど
か
ら
写
経
に

必
要
な
物
品
が
収
納
さ
れ
て
い
る
例
は
多
い
。
総
合
的
な
用
度
文
が
作
成
さ
れ
な

く
て
も
、
「
筆
墨
申
請
」
な
ど
個
別
に
物
品
の
申
請
文
書
を
作
成
し
、
写
経
所
に

必
要
な
物
品
が
収
納
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
写
経
事
業
終
了
後
、
決
算
と
し
て
物
品
の
用
残
報
告
が
作
成
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
。
用
度
文
と
用
残
報
告
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
申
請
さ
れ
た
物
品
が
、

実
際
は
ど
れ
だ
け
収
納
さ
れ
て
使
用
さ
れ
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

用
度
文
と
用
残
報
告
が
共
に
現
存
す
る
の
は
、
前
述
の
天
平
宝
字
四
年
の
百
三

十
五
部
経
と
、
天
平
宝
字
六
〜
七
年
（
七
六
二
〜
三
）
の
大
般
若
経
二
部
千
二
百
巻
の

写
経
事
業
で
あ
る
。
表
３
に
あ
げ
た
百
三
十
五
部
経
に
よ
る
と
、
用
度
文
と
用
残

報
告
の
数
量
が
一
致
す
る
の
は
わ
ず
か
六
品
目
だ
け
で
あ
る
。
用
度
文
は
あ
く
ま

で
計
画
で
あ
り
、
実
際
に
収
納
さ
れ
た
物
品
の
量
や
種
類
が
か
な
り
異
な
る
こ
と

が
わ
か
る
。
特
に
銭
の
場
合
、
収
納
さ
れ
た
銭
の
用
途
は
、
あ
る
程
度
案
主
の
采

配
に
任
せ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
食
料
、
食
膳
・
調
理
用
具
な
ど
は
、
食

　
　
　

　
　
　

事
の
メ
ニ
ュ
ー
や
備
品
の
不
足
具
合
に
応
じ
て
、
変
更
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
２
）
個
別
の
物
品

　

写
経
事
業
に
お
い
て
は
、
様
々
な
文
書
が
や
り
と
り
さ
れ
、
帳
簿
類
が
活
用
さ

れ
る
。
前
述
の
百
三
十
五
部
経
で
は
、
表
４
に
あ
げ
た
よ
う
な
関
係
史
料
が
残
っ

て
い
る
。
用
度
文
（
c
）
、
銭
用
帳
（
e
）
、
充
装
潢
帳
（
g
）
（
n
）
、
充
紙
筆
墨

帳
（
h
）
、
充
本
帳
（
i
）
、
校
帳
（
m
）
、
手
実
帳
（
l
）
、
布
施
申
請
（
o
）
、

用
残
報
告
（
x
）
と
い
っ
た
他
の
個
別
写
経
事
業
に
も
共
通
す
る
形
式
の
も
の
が
一

通
り
そ
ろ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
複
数
の
帳
簿
類
が
現
存
す
る
お
か
げ
で
、
ひ

と
つ
だ
け
の
史
料
で
は
判
明
し
な
い
物
品
の
動
き
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

た
と
え
ば
、
用
度
文
（
c
）
で
は
綺
八
十
丈
一
尺
、
軸
四
百
五
十
枚
が
現
物
で
請

求
さ
れ
て
い
る
が
、
書
写
が
終
了
し
布
施
申
請
（
o
）
も
提
出
さ
れ
た
後
に
よ
う
や

く
、
写
経
所
別
当
の
安
都
雄
足
か
ら
「
彼
一
百
三
十
五
部
経
綺
軸
、
以
其
残
、
令

買
市
頭
（
軸
朱
頂
）
」
と
指
示
が
出
た
（
r
）
。
写
経
所
で
は
そ
れ
ら
を
購
入
し
て

一
千
五
十
文
（
綺
七
十
丈
直
）
、
三
百
六
十
文
（
朱
頂
軸
四
百
五
十
枚
直
）
を
請
求
し

た
が
（
s
）
、
用
残
報
告
（
x
）
で
は
、
用
い
た
銭
の
内
訳
の
項
に
、
一
貫
五
十
文

（
綺
七
十
丈
直
）
、
二
百
八
十
八
文
（
朱
頂
軸
三
百
六
十
枚
直
）
と
あ
る
。
残
り
九
十

本
分
の
朱
頂
軸
の
銭
が
最
終
的
に
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
た
の
か
現
存
の
史
料
で

は
わ
か
ら
な
い
。
綺
緒
に
つ
い
て
は
、
用
度
文
（
c
）
で
は
法
花
経
と
理
趣
経
は
巻

別
一
丈
八
尺
、
金
剛
般
若
経
は
巻
別
一
丈
六
尺
と
し
て
、
合
計
八
十
丈
一
尺
が
計

上
さ
れ
た
。
緒
の
長
さ
の
差
は
、
一
巻
平
均
二
十
二
，
五
張
の
法
花
経
と
一
巻
二

十
張
の
理
趣
経
、
そ
し
て
一
巻
十
三
張
の
金
剛
般
若
経
と
い
う
、
一
巻
あ
た
り
の

経
紙
の
予
定
枚
数
か
ら
わ
か
る
巻
物
の
太
さ
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
。
綺
に
つ

い
て
も
七
十
丈
分
の
銭
し
か
支
出
さ
れ
ず
、
各
巻
に
は
予
定
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
少
し

短
い
緒
が
取
り
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
写
経
所
文
書
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
写
経
事
業
ご
と
に
整
理
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
用
度
文
・
収
納
帳
・
用
帳
・
充
帳
・
用
残
報
告
等
に
み
え
る
物
品

に
つ
い
て
、
一
連
の
運
用
状
況
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ど
の
よ
う
な
物
品

を
ど
れ
だ
け
請
求
す
る
予
定
だ
っ
た
の
か
、
実
際
に
は
ど
れ
だ
け
収
納
さ
れ
た
の

か
、
い
つ
誰
が
ど
の
よ
う
に
用
い
た
の
か
、
ど
れ
だ
け
使
用
し
て
ど
れ
だ
け
残

り
、
ど
れ
だ
け
返
上
し
た
の
か
、
ま
た
は
別
の
写
経
事
業
に
転
用
し
た
の
か
。
全

て
の
写
経
事
業
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
ま
だ
で
き
て
い
な
い
が
、
現
時
点
で

わ
か
る
範
囲
で
、
経
典
の
書
写
に
直
接
関
わ
る
物
品
の
特
徴
を
あ
げ
た
の
が
表
５

で
あ
る
。

　

常
写
や
間
写
の
①
経
紙
（
○
番
号
は
表
５
に
対
応
）
は
、
﹇
間
紙
検
定
并
便
用
帳
﹈

（
九
ノ
三
六
七
〜
三
七
〇
+
九
ノ
三
七
〇
〜
三
八
〇
+
三
ノ
四
八
五
〜
四
八
六
+
一
一
ノ
三

六
四
〜
三
六
六
）
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
紙
の
種
類
や
色
、
枚
数
が
細
か

く
記
載
さ
れ
、
あ
る
経
典
に
使
用
す
る
紙
が
ど
こ
か
ら
収
納
さ
れ
た
の

か
、
も
し
く
は
ど
の
写
経
事
業
の
紙
を
転
用
し
た
の
か
、
残
紙
を
ど
の
写

経
事
業
に
転
用
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
管
理
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て

②
凡
紙
は
、
す
べ
て
の
写
経
事
業
に
お
い
て
申
請
・
収
納
さ
れ
た
わ
け
で

は
な
く
、
写
経
所
内
で
臨
機
応
変
に
再
利
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ

る
。
③
筆
墨
は
、
支
給
・
返
上
記
録
が
細
か
く
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
て
い
た
も

の
の
、
ま
だ
ま
だ
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
多
い
。
筆
墨
の
請
求

や
支
給
は
現
物
と
銭
の
場
合
が
両
方
あ
る
が
、
銭
で
請
求
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
各
写
経
事
業
ご
と
の
財
政
と
使
用
実
態
と
を
、
効
率
的
に
調
整
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
⑦
櫃
に
は
、
カ
ギ
や
据
え
付
け
る
机
が
付
属
し

た
経
典
奉
請
用
の
櫃
、
経
紙
な
ど
の
物
品
を
移
動
す
る
た
め
の
櫃
、
写
経

所
内
で
物
品
を
保
管
す
る
た
め
の
櫃
な
ど
が
あ
る
。
な
か
で
も
小
明
櫃

は
、
各
経
師
が
写
経
中
の
経
巻
を
納
入
す
る
の
に
使
用
す
る
た
め
、
経
師

の
人
数
分
請
求
さ
れ
る
が
、
紙
筆
墨
と
違
っ

て
個
人
に
支
給
さ
れ
た
記
録
が
な
い
。
⑨
硯

も
ま
れ
に
用
度
文
で
請
求
さ
れ
る
場
合
は
、

経
師
一
人
に
つ
き
ひ
と
つ
と
い
う
意
識
が
あ

る
よ
う
だ
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
分
配

さ
れ
て
い
た
の
か
わ
か
ら
な
い
。

（
３
）
小
結

　

そ
れ
ぞ
れ
の
写
経
事
業
の
用
度
文
か
ら

は
、
ど
の
よ
う
な
物
品
が
写
経
事
業
に
必
要

で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
。
用
度
文
に
計
上
さ

れ
た
物
品
は
あ
く
ま
で
見
積
も
り
で
あ
り
、

帳
簿
類
と
比
較
検
討
す
る
と
、
実
際
に
納
入

さ
れ
て
写
経
所
で
使
用
さ
れ
た
数
量
や
種
類

は
異
な
る
。
し
か
し
そ
の
相
違
点
か
ら
、
物

品
運
用
の
計
画
と
実
態
が
浮
き
彫
り
と
な
る

の
で
あ
る
。

　

筆
墨
申
請
、
充
紙
筆
墨
、
充
本
、
手
実
、

行
事
、
上
日
、
布
施
申
請
な
ど
に
は
、
写
経

生
の
個
人
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
史
料
か
ら
、
各
写
経
生
が
ど
の
よ
う
な
物

品
を
使
用
し
て
写
経
事
業
を
行
っ
た
か
が
わ

か
る
が
、
基
本
的
に
手
本
と
す
る
本
経
と
紙

筆
墨
の
支
給
・
返
上
、
担
当
経
巻
の
用
紙
数
（
正
用
・
空
破
・
返
上
）
し
か
記
入
さ

れ
て
い
な
い
。

　

写
経
堂
で
使
わ
れ
る
物
品
の
な
か
で
、
経
紙
な
ど
新
写
経
典
に
使
用
さ
れ
る
も

の
は
、
写
経
事
業
ご
と
に
収
納
さ
れ
、
余
れ
ば
紙
一
枚
・
筆
一
本
単
位
で
細
か
く

チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
て
返
上
し
、
他
の
写
経
事
業
に
転
用
す
る
場
合
は
便
用
記
録
が
あ

る
。
し
か
し
、
机
や
小
明
櫃
な
ど
は
、
少
量
で
は
あ
る
が
写
経
所
に
収
納
さ
れ
て

い
る
の
に
、
写
経
生
の
個
人
あ
て
に
支
給
記
録
が
な
い
。
硯
や
そ
れ
に
類
す
る
も

の
、
装
潢
・
校
生
の
墨
な
ど
も
、
確
実
に
使
用
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
支
給

記
録
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
物
品
ご
と
の
運
用
状
況
の
違
い
に
注
目
し
て
検
討
す

る
こ
と
で
、
写
経
堂
の
内
部
構
造
が
み
え
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
二
　
写
経
所
に
お
け
る
物
品
の
運
用

　

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
各
写
経
事
業
ご
と
に
収
納
さ
れ
る
物
品
と
、
ま

れ
に
し
か
収
納
さ
れ
な
い
物
品
、
ま
た
個
々
の
写
経
生
あ
て
の
支
給
記
録
が
あ
る

物
品
と
支
給
記
録
が
な
い
物
品
が
あ
る
。

　

写
経
事
業
で
は
、
案
主
が
作
業
の
段
階
に

応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
帳
簿
を
作
成
し
管
理
す

る
。
経
紙
や
筆
墨
の
支
給
返
却
記
録
が
徹
底

し
て
い
る
の
は
、
最
後
に
手
実
と
照
ら
し
合

わ
せ
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
り
、
布
施
支
給

と
直
結
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に

対
し
て
、
耐
久
性
の
あ
る
硯
や
机
、
小
明
櫃

な
ど
は
、
写
経
事
業
ご
と
に
交
換
す
る
必
要
は
な
く
誰
が
使
っ
て
も
問
題
は
な

い
。

　

写
経
生
個
人
に
支
給
・
返
却
す
る
帳
簿
が
な
い
物
品
は
、
写
経
事
業
ご
と
に
メ

ン
バ
ー
が
入
れ
替
わ
る
写
経
生
個
人
に
支
給
す
る
の
で
は
な
く
、
経
師
・
校
生
・

装
潢
の
作
業
場
所
、
こ
れ
を
仮
に
〈
座
席
〉
と
呼
称
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
〈
座

席
〉
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
個
人
あ
て
の
支
給
記
録

が
な
い
の
は
、
写
経
生
個
人
に
支
給
し
た
の
で
は
な
く
、
案
主
が
管
理
す
る
写
経

堂
の
各
〈
座
席
〉
に
割
り
当
て
た
物
品
だ
か
ら
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
職
掌
ご
と

に
、
前
章
で
抽
出
し
た
物
品
の
性
質
を
整
理
し
、
〈
座
席
〉
で
運
用
さ
れ
た
物
品

を
検
討
し
て
み
た
い
（
表
６
）
。

（
１
）
案
主

　

案
主
は
、
常
写
・
間
写
・
私
願
経
書
写
、
経
典
の
確
保
や
出
納
な
ど
、
写
経
所

の
運
営
・
管
理
を
同
時
に
遂
行
す
る
。
写
経
事
業
別
、
用
途
別
に
多
数
の
帳
簿
や

報
告
書
を
作
成
し
、
写
経
生
や
物
品
を
効
率
的
に
管
理
し
て
い
た
。

　

写
経
所
は
堂
（
作
業
場
）
と
曹
司
（
事
務
局
）
か
ら
構
成
さ
れ
、
他
の
律
令
官

司
、
特
に
作
業
場
の
必
要
な
現
業
官
司
で
も
同
じ
よ
う
な
構
造
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
造
東
大
寺
司
か
ら
写
経
所
に
配
属
さ
れ
た
案
主
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
担

当
を
分
担
し
、
共
同
で
運
営
す
る
体
制
で
あ
っ
た
。
案
主
曹
司
（
案
主
曹
所
・
案
主

所
）
に
は
櫃
が
あ
り
、
櫃
記
等
に
記
載
す
る
こ
と
で
物
品
を
種
類
別
に
管
理
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
（
八
ノ
五
八
〇
、
一
〇
ノ
四
四
五
）
。
こ
の
櫃
に
は
内
裏
や
造
東
大

寺
司
か
ら
収
納
さ
れ
た
物
品
や
、
写
経
生
か
ら
返
上
さ
れ
た
物
品
が
納
め

ら
れ
て
い
た
。
金
字
経
の
時
に
瑩
生
（
校
生
が
兼
任
す
る
場
合
あ
り
）
が
使
用

す
る
猪
牙
な
ど
、
特
別
な
場
合
に
し
か
使
用
し
な
い
も
の
は
、
案
主
が
保

管
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
案
主
の
〈
座
席
〉
は
堂
と
曹
司
の
両
方

に
あ
り
、
適
宜
使
い
分
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

栄
原
永
遠
男
氏
は
、
写
経
所
の
事
務
局
に
設
置
さ
れ
た
〈
反
古
箱
〉
と

い
う
概
念
を
想
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
案
主
の
手
元
に
置
か
れ
た
櫃
や

〈
反
古
箱
〉
な
ど
に
整
理
さ
れ
た
凡
紙
、
反
古
紙
の
使
い
方
に
は
、
そ
の

残
存
状
況
か
ら
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
一
定
の
ル
ー
ル
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

白
紙
（
表
裏
と
も
未
使
用
）
の
凡
紙
は
、
「
公
文
料
」
と
し
て
提
出
文
書

や
帳
簿
作
成
に
使
用
さ
れ
た
。
ま
た
写
経
生
の
手
実
等
の
作
成
の
た
め
に

も
使
用
さ
れ
た
。
つ
ぎ
に
、
端
継
・
裹
紙
な
ど
に
使
用
さ
れ
た
あ
と
の
白

紙
の
反
古
紙
は
、
案
主
の
手
元
に
返
却
さ
れ
た
場
合
は
、
帳
簿
作
成
や
写

経
生
の
手
実
等
作
成
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た
。
紙
が
短
く
切
断
さ
れ
て
い

た
り
、
多
少
し
わ
に
な
っ
た
り
も
し
て
い
る
が
、
写
経
所
内
で
の
帳
簿
類

に
使
用
す
る
に
は
十
分
の
状
態
で
あ
ろ
う
。
一
次
利
用
さ
れ
、
背
面
の
み

空
白
の
反
古
紙
は
、
案
主
の
手
元
で
帳
簿
作
成
に
使
用
さ
れ
た
。
一
次
面
の
情
報

は
す
で
に
必
要
な
く
、
破
棄
さ
れ
た
と
は
い
え
、
表
裏
が
混
同
し
て
は
い
け
な
い

と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
た
め
か
、
写
経
生
に
配
布
し
て
手
実
等
を
書
か
せ
る
こ
と

は
な
く
、
案
主
の
責
任
の
も
と
で
新
た
に
貼
り
継
が
れ
、
二
次
利
用
さ
れ
た
よ
う
で

あ
る
。
つ
ま
り
、〈
反
古
箱
〉
の
中
は
、
そ
の
状
態
に
よ
っ
て
区
分
け
が
さ
れ
、
使

用
目
的
が
分
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
経
師
等
の
浄
衣
は
用
度
文
や
収
納
帳
等
に
散
見
さ
れ
る
が
、
案
主
の
浄
衣

に
つ
い
て
は
写
経
所
文
書
中
の
記
載
例
が
非
常
に
少
な
い
。
経
師
等
が
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
単
位
に
召
集
さ
れ
る
非
常
勤
職
員
だ
っ
た
の
に
対
し
、
案
主
は
造
東
大
寺
司
か

ら
定
期
的
に
浄
衣
を
受
け
取
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
用
度
文
の

人
功
の
部
分
に
も
、
経
師
・
装
潢
・
校
生
・
題
師
・
雑
使
・
膳
部
・
駆
使
丁
な
ど
は
あ

げ
ら
れ
る
が
、
案
主
は
計
上
さ
れ
な
い
。
案
主
は
、
写
経
事
業
を
管
理
す
る
側
の
ス

タ
ッ
フ
で
あ
り
、
個
別
写
経
事
業
の
予
算
に
は
組
み
込
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
。

（
２
）
経
師

　

経
師
の
中
核
を
占
め
る
の
は
い
く
つ
も
の
写
経
事
業
に
携
わ
る
経
験
者
だ
が
、

写
経
事
業
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
単
位
で
あ
り
、
作
業
が
な
い
と
き
は
も
と
の
所
属
に

戻
っ
た
り
、
別
の
写
経
所
に
出
向
し
た
り
す
る
。
大
量
の
写
経
事
業
の
時
は
、
あ

ち
こ
ち
に
招
集
が
か
け
ら
れ
、
写
経
生
が
か
き
集
め
ら
れ
た
。
同
時
期
に
常
写
と

間
写
を
掛
け
持
ち
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
経
師
忍
海
広
次
は
、
天
平
勝
宝
五
年

（
七
五
三
）
八
月
八
日
か
ら
二
十
七
日
ま
で
は
法
花
経
一
部
の
経
紙
を
支
給
さ
れ
、

そ
れ
が
終
わ
る
と
す
ぐ
に
八
月
二
十
九
日
か
ら
九
月
十
九
日
に
か
け
て
、
別
の
写

経
事
業
で
あ
る
八
十
花
厳
経
一
部
の
経
紙
を
支
給
さ
れ
て
い
る
（
一
〇
ノ
五
六

六
）
。
ベ
テ
ラ
ン
の
経
師
で
あ
る
忍
海
広
次
は
、
案
主
に
よ
っ
て
休
む
間
も
な
く
次

か
ら
次
へ
と
写
経
事
業
に
割
り
当
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

経
師
は
写
経
事
業
ご
と
に
〈
座
席
〉
に
振
り
分
け
ら
れ
、
小
明
櫃
に
本
経
と
新

写
経
典
を
入
れ
、
下
纏
に
筆
墨
な
ど
の
用
具
を
ま
と
め
て
保
管
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
経
師
は
、
各
〈
座
席
〉
に
備
え
付
け
ら
れ
た
硯
や
小
明
櫃
と
、
案
主
か
ら
配

布
さ
れ
た
式
・
敷
・
下
纏
を
使
い
、
写
経
事
業
ご
と
に
支
給
さ
れ
る
経
紙
と
筆
墨

を
用
い
て
書
写
し
た
の
で
あ
る
。

　

机
に
関
す
る
記
載
は
非
常
に
少
な
い
が
、
経
師
が
書
写
す
る
の
に
使
っ
た
机
と

し
て
は
、
「
書
机
」
が
あ
げ
ら
れ
る
（
六
ノ
三
八
六
）
。
宝
亀
三
年
（
七
七
二
）
、
始

二
部
一
切
経
が
奉
写
先
一
切
経
司
よ
り
奉
写
一
切
経
所
へ
移
管
さ
れ
る
に
あ
た
っ

て
、
使
い
か
け
の
物
品
が
ま
と
め
て
収
納
さ
れ
た
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
ひ
と

つ
の
経
巻
を
複
数
人
で
写
す
場
合
も
あ
り
、
写
経
事
業
ご
と
に
割
り
当
て
ら
れ
た

区
画
の
〈
座
席
〉
に
ま
と
ま
っ
て
座
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
３
）
装
潢

　

装
潢
と
は
、
天
平
か
ら
宝
亀
年
間
ま
で
約
三
十
年
も
写
経
所
文
書
に
み
え
る
能

登
忍
人
な
ど
、
比
較
的
特
定
の
者
が
長
期
間
務
め
る
専
門
技
術
職
で
あ
る
。
装
潢

作
業
の
四
工
程
と
し
て
、
経
を
書
写
す
る
前
に
行
う
継
・
打
・
界
と
、
書
写
後
に

行
う
装
書
が
あ
る
。
継
と
は
、
書
写
す
る
経
巻
の
張
数
に
合
わ
せ
て
大
豆
糊
で
経

紙
を
貼
り
継
い
で
、
巻
首
（
巻
尾
に
も
付
け
た
可
能
性
あ
り
）
に
端
継
紙
を
貼
り
継

ぎ
、〈
仮
軸
〉
を
付
け
る
。
打
と
は
、
経
巻
を
紙
打
石
な
ど
で
た
た
い
て
、
紙
の
緊

密
度
、
平
滑
度
を
高
め
、
滲
み
を
お
さ
え
る
。
界
と
は
、
縦
横
の
界
線
を
引
く
作

業
で
あ
る
。
書
写
・
校
正
終
了
後
、
端
継
紙
を
取
り
外
し
、
表
紙
付
け
、
端
切
、

軸
付
け
、
緒
付
け
を
す
る
の
が
装
書
で
あ
る
。

　

装
潢
に
は
何
千
張
の
紙
が
一
度
に
充
て
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
、
仕
事
内
容
が
多

岐
に
渡
る
た
め
用
具
も
多
く
、
あ
る
程
度
広
い
作
業
空
間
が
必
要
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
装
潢
の
指
示
の
も
と
、
仕
丁
が
紙
打
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
天
平
十
一

年
頃
〜
勝
宝
初
年
頃
に
は
「
装
潢
所
」
が
み
え
、
紙
打
を
行
う
「
紙
屋
」
が
天
平

十
七
年
後
半
〜
十
八
年
頃
設
置
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。

　

端
継
紙
や
仮
帙
、
〈
仮
軸
〉
な
ど
は
、
装
潢
が
写
経
開
始
に
あ
た
っ
て
取
り
付

け
た
も
の
を
、
書
写
終
了
後
に
取
り
外
す
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
再
利
用
す
る
と
い

う
、
装
潢
を
中
心
と
し
た
作
業
用
備
品
の
サ
イ
ク
ル
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
は
案
主
の
管
理
下
に
は
な
い
物
品
の
動
き
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
案
主
が
管

理
す
る
帳
簿
に
は
記
載
さ
れ
ず
、
写
経
所
文
書
に
は
残
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

（
４
）
校
生

　

校
正
は
、
基
本
的
に
別
々
の
校
生
が
二
回
行
う
。
案
主
や
経
師
、
装
潢
な
ど
が

兼
任
す
る
こ
と
も
あ
る
。

　

宝
亀
三
年
に
奉
写
先
一
切
経
司
よ
り
奉
写
一
切
経
所
へ
収
納
さ
れ
た
も
の
の
な

か
に
「
校
書
長
机
」
（
六
ノ
三
八
六
）
が
み
え
る
。
本
経
と
新
写
経
典
を
大
き
く
広

げ
て
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
い
く
た

め
か
、
「
長
机
」
と
い
う
か
ら

に
は
、
経
師
の
机
よ
り
長
い
形

状
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

（
５
）
小
結

　

以
上
の
よ
う
に
物
品
は
様
々

な
か
た
ち
で
運
用
さ
れ
る
。
表

６
で
示
し
た
ス
タ
ッ
フ
ご
と
に

取
り
扱
う
物
品
の
動
き
を
模
式

図
に
し
た
の
が
図
１
で
あ
る
。

写
経
堂
の
備
品
は
案
主
が
管
理

し
て
い
る
た
め
、
申
請
・
収
納
記
録
の
み
残
り
、
支
給
記
録
は
残
ら
な
い
。
机
な

ど
耐
久
性
の
あ
る
備
品
は
、
造
東
大
寺
司
管
下
の
写
経
所
に
な
る
前
、
光
明
・
皇

后
宮
職
の
写
経
所
時
代
か
ら
引
き
続
き
使
わ
れ
て
き
た
も
の
が
多
数
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
造
石
山
寺
写
経
所
、
始
二
部
一
切
経
が
奉
写
一
切
経
所
に
移
管
さ
れ
た

時
な
ど
、
写
経
す
る
場
や
写
経
所
自
体
の
場
所
が
移
転
す
る
場
合
は
、
多
数
の
備

品
が
準
備
さ
れ
た
り
移
動
し
た
り
す
る
。
こ
れ
ら
の
備
品
は
写
経
事
業
ご
と
に
準

備
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
必
要
に
応
じ
て
随
時
補
充
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
ま
と
め

　

写
経
事
業
に
必
要
な
物
品
は
、
用
度
文
で
見
積
も
り
が
作
成
さ
れ
、
収
納
さ
れ

た
。
写
経
堂
で
は
基
本
的
に
一
切
経
が
書
写
さ
れ
て
お
り
、
必
要
な
物
品
は
随
時

収
納
さ
れ
て
い
た
。
十
分
な
物
品
が
収
納
さ
れ
な
い
間
写
の
個
別
写
経
事
業
も
多

か
っ
た
が
、
案
主
の
采
配
に
よ
り
、
常
写
や
予
算
の
潤
沢
な
間
写
の
物
品
を
転
用

す
る
な
ど
し
て
対
処
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
新
写
経
典
の
材
料
と
な
る
物
品

（
経
紙
や
軸
な
ど
）
は
経
典
と
し
て
完
成
す
る
と
奉
請
さ
れ
る
が
、
写
経
生
た
ち

が
作
業
に
使
う
物
品
（
机
や
硯
、
櫃
な
ど
）
は
、
写
経
堂
の
備
品
と
し
て
長
く
使
用

さ
れ
た
。
筆
・
墨
な
ど
の
消
耗
品
は
写
経
用
紙
数
に
応
じ
て
収
納
さ
れ
る
が
、
一

定
の
使
用
限
度
を
超
え
て
も
、
様
々
な
用
途
に
使
い
続
け
ら
れ
た
。
案
主
は
納

帳
、
充
帳
、
用
帳
な
ど
多
く
の
帳
簿
を
使
っ
て
、
こ
れ
ら
の
物
品
を
管
理
し
た
の

で
あ
る
。

　

写
経
堂
内
は
、
案
主
、
経
師
、
校
生
、
装
潢
そ
れ
ぞ
れ
の
作
業
場
に
わ
か
れ
て

お
り
、
各
〈
座
席
〉
に
必
要
な
物
品
が
備
え
付
け
ら
れ
た
。
写
経
事
業
ご
と
に
写

経
生
の
メ
ン
バ
ー
が
入
れ
替
わ
る
た
び
、
〈
座
席
〉
に
振
り
分
け
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
正
倉
院
文
書
研
究
で
は
、
ど
の
よ
う
に
組
織
が
変
遷
し
て
き
た

か
、
個
別
写
経
事
業
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
な
ど
は
検
討
さ
れ
て
き
た
が
、

写
経
所
の
具
体
的
な
内
部
構
造
を
見
通
す
こ
と
は
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
。
物

品
の
運
用
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
堂
の
内
部
構
造
を
垣
間

見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

本
論
で
は
、
写
経
所
の
物
品
運
用
に
つ
い
て
、
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
を
提
示
し
た
に

す
ぎ
な
い
。
個
々
の
物
品
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
詳
細
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
ま
た
、
時
期
ご
と
の
変
遷
、
写
経
所
組
織
の
変
遷
に
即
し
て
考
え
る

必
要
が
あ
る
。

　

写
経
所
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
ご
と
に
分
業
体
制
を
整
え
た
、
き
わ
め
て
組

織
的
な
経
典
製
作
工
房
で
あ
る
。
造
東
大
寺
司
を
中
心
と
す
る
他
の
造
営
・
造
物

関
係
の
組
織
も
、
同
様
の
体
制
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
写
書
手
・
造
紙
手
・
造

筆
手
な
ど
を
抱
え
る
図
書
寮
は
、
写
経
所
と
よ
く
似
た
性
格
を
持
つ
官
司
と
考
え

ら
れ
、
写
経
所
の
運
営
と
類
似
す
る
点
も
多
い
と
思
わ
れ
る
。
令
外
官
で
あ
る
写

経
所
の
特
殊
性
も
あ
ろ
う
が
、
以
上
の
よ
う
な
堂
の
内
部
構
造
を
念
頭
に
お
い
て

一
般
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
古
代
に
お
け
る
手
工
業
的
な
組
織
の
あ
り
方

を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
事
務
的
な
官
司
と
の
相
違
点
は
今
後

検
討
し
た
い
が
、
奈
良
時
代
の
官
司
が
実
務
レ
ベ
ル
で
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
運

用
さ
れ
て
い
た
か
、
そ
の
一
端
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

【
注
】

（
１
）
栄
原
永
遠
男
ａ
『
奈
良
時
代
の
写
経
と
内
裏
』
（
塙
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
、
同
ｂ

『
奈
良
時
代
写
経
史
研
究
』
（
塙
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
、
同
ｃ
『
正
倉
院
文
書
入

門
』
（
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
一
年
）
、
杉
本
一
樹
『
日
本
古
代
文
書
の
研
究
』

（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）
、
山
下
有
美
『
正
倉
院
文
書
と
写
経
所
の
研
究
』

（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）
な
ど
多
数
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
い

る
。
桑
原
祐
子
「
正
倉
院
文
書
の
訓
読
と
注
釈
請
暇
不
参
解
編
」
（
一
）
（
二
）

（
奈
良
女
子
大
学
二
十
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
報
告
書V

ol.

四
・
九　

二
〇
〇
五

年
、
二
〇
〇
七
年
）
、
宮
川
久
美
「
正
倉
院
文
書
の
訓
読
と
注
釈
月
借
銭
解
編
」
第

一
〜
第
七
分
冊
（
『
奈
良
佐
保
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
十
六
〜
二
十
四
号
、
二
〇

〇
九
年
〜
二
〇
一
七
年
）
は
請
暇
不
参
解
・
月
借
銭
解
に
一
通
ず
つ
訓
読
と
注
釈
を

加
え
た
も
の
で
あ
る
。

（
２
）
奈
良
時
代
に
国
家
的
な
写
経
事
業
を
行
っ
た
機
関
は
、
内
裏
系
統
の
写
経
機
関
と
、

「
写
経
所
文
書
」
が
残
る
皇
后
宮
職
系
統
の
写
経
機
関
が
あ
る
。
組
織
も
名
称
も
さ

ま
ざ
ま
な
変
遷
を
た
ど
る
が
、
本
論
文
で
は
、
史
料
に
名
称
が
明
記
さ
れ
て
い
る
場

合
以
外
は
、
便
宜
的
に
「
写
経
所
」
で
統
一
す
る
。

（
３
）
渡
部
陽
子
ａ
「
正
倉
院
文
書
に
お
け
る
「
荒
紙
」
「
悪
紙
」
」
（
栄
原
永
遠
男
編

『
日
本
古
代
の
王
権
と
社
会
』
塙
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
、
同
ｂ
「
「
下
纏
」
と

「
式
」
「
敷
」
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
二
、
二
〇
一
一
年
）
、
同
ｃ
「
正
倉

院
文
書
に
み
え
る
帙
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
三
、
二
〇
一
三
年
）
、
同
ｄ

「
正
倉
院
文
書
に
み
え
る
浄
衣
」
（
栄
原
永
遠
男
編
『
正
倉
院
文
書
の
歴
史
学
・
国

語
学
的
研
究
│
解
移
牒
案
を
読
み
解
く
│
』
和
泉
書
院
、
二
〇
一
六
年
）
、
同
ｅ

「
正
倉
院
文
書
に
み
え
る
櫃
」
（
栄
原
永
遠
男
・
佐
藤
信
・
吉
川
真
司
編
『
東
大
寺

の
新
研
究
二　

歴
史
の
な
か
の
東
大
寺
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
七
年
）

（
４
）
吉
田
孝
氏
は
、
写
経
事
業
の
予
算
案
を
整
理
し
て
そ
の
形
式
を
提
示
し
た
（
吉
田
孝

「
律
令
時
代
の
交
易
」
（
『
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
三

年
）
）
。
こ
れ
ら
の
予
算
案
は
「
造
東
大
寺
司
解　

申
請
奉
写
経
用
度
物
事
」
と
書

き
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
端
裏
書
や
題
籤
に
は
「
用
度
文
」
と
書
か
れ
た
も
の

が
散
見
さ
れ
る
た
め
、
こ
の
形
式
の
文
書
は
当
時
「
用
度
文
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
な
お
本
論
で
は
、
写
経
事
業
開
始
に
あ
た
っ
て
必
要
な
物
品
類
を
書

き
だ
し
た
も
の
を
「
用
度
文
」
と
し
、
個
別
の
物
品
の
み
を
申
請
す
る
文
書
や
、
写

経
事
業
の
途
中
で
物
品
を
追
加
申
請
す
る
文
書
は
用
度
文
と
は
み
な
さ
な
い
。

（
５
）
『
大
日
本
古
文
書
（
編
年
）
』
一
四
巻
二
九
二
頁
〜
三
〇
〇
頁
。
以
下
『
大
日

古
』
、
一
四
ノ
二
九
二
〜
三
〇
〇
と
略
す
。
ま
た
本
論
文
に
お
い
て
「　

」
で
示
す

史
料
名
は
『
大
日
古
』
の
も
の
、
﹇　

﹈
で
示
す
の
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編

『
正
倉
院
文
書
目
録
』
の
も
の
で
あ
る
。

（
６
）
栄
原
永
遠
男
「
光
明
皇
太
后
没
前
の
写
経
事
業
群
」
（
前
掲
注
１
著
書
ｂ
）

（
７
）
表
５
に
あ
げ
た
物
品
の
う
ち
、
経
紙
・
凡
紙
に
つ
い
て
は
注
３
拙
稿
ａ
・
ｂ
、
帙
は

拙
稿
ｃ
、
浄
衣
は
拙
稿
ｄ
、
櫃
は
拙
稿
ｅ
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
た
。

（
８
）
桑
原
祐
子
「
墨
の
記
述
―
墨
頭
・
墨
端
と
助
数
詞
」
（
『
正
倉
院
文
書
の
国
語
学
的

研
究
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）
、
濱
道
孝
尚
「
写
経
所
に
お
け
る
「
私
書
」

の
書
写
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
十
三
、
二
〇
一
三
年
）

（
９
）
仁
王
経
疏
一
部
五
巻
の
用
度
文
で
は
、
経
紙
・
凡
紙
、
菟
毛
筆
一
管
半
と
墨
一
挺
を

買
う
た
め
の
銭
を
申
請
し
て
い
る
（
表
２
№
28
、
一
六
ノ
三
七
五
〜
三
七
六
）
。
筆

そ
の
も
の
を
一
管
と
半
分
だ
け
授
受
す
る
と
い
う
の
は
、
物
理
的
に
不
可
能
で
あ

る
。
同
じ
年
に
行
わ
れ
た
梵
網
経
四
十
巻
・
四
分
僧
戒
本
経
十
巻
・
四
分
尼
戒
本
経

十
巻
の
用
度
文
で
は
、
菟
毛
筆
一
管
（
四
十
文
）
を
も
っ
て
写
紙
百
五
十
張
、
墨
一

挺
（
三
十
文
）
を
も
っ
て
写
紙
三
百
張
と
あ
る
（
表
２
№
30
、
一
六
ノ
三
四
二
、
二

五
ノ
三
四
〇
）
。
筆
一
管
と
半
分
だ
と
、
二
百
二
十
五
張
を
写
す
こ
と
が
で
き
、
仁

王
経
疏
で
申
請
さ
れ
た
経
紙
は
百
九
十
一
張
で
あ
る
か
ら
、
十
分
で
あ
る
。
写
経
所

は
、
筆
墨
の
現
物
で
は
な
く
、
菟
毛
筆
一
管
半
の
銭
六
十
文
と
墨
一
挺
の
銭
三
十
文

と
い
う
よ
う
に
、
銭
を
申
請
す
る
こ
と
で
、
用
紙
数
に
応
じ
た
詳
細
な
計
画
を
た
て

る
こ
と
が
で
き
る
。
写
経
事
業
ご
と
に
筆
墨
そ
の
も
の
を
準
備
す
る
の
で
は
な
く
、

必
要
な
銭
を
収
納
し
て
、
写
経
所
の
在
庫
分
を
順
次
使
用
す
る
。
様
々
な
写
経
事
業

を
断
続
的
に
行
う
写
経
所
だ
か
ら
こ
そ
可
能
と
な
る
、
筆
墨
の
合
理
的
な
運
用
方
法

で
あ
る
。

（
10
）
山
下
有
美
「
写
経
機
構
の
内
部
構
造
と
運
営
」
（
前
掲
注
１
著
書
）

（
11
）
栄
原
永
遠
男
『
正
倉
院
文
書
入
門
』
（
前
掲
注
１
著
書
ｃ
）

（
12
）
端
継
に
つ
い
て
は
、
杉
本
一
樹
「
端
継
・
式
敷
・
裹
紙
」
（
前
掲
注
１
著
書
）
。
史

料
上
に
は
〈
仮
軸
〉
に
関
す
る
記
載
は
み
え
な
い
が
、
端
継
の
二
次
利
用
と
考
え
ら

れ
る
続
修
後
集
第
二
二
巻
が
、
軸
付
紙
の
形
状
を
な
す
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
仮
の
軸

が
取
り
付
け
ら
れ
た
と
す
る
。
書
写
中
は
、
巻
首
に
取
り
付
け
ら
れ
た
端
継
が
、
軸

付
紙
と
仮
表
紙
の
役
割
を
兼
ね
た
と
考
え
ら
れ
、
書
写
終
了
後
、
巻
首
に
は
正
式
な

表
紙
が
、
巻
尾
に
は
正
式
な
軸
が
取
り
付
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
13
）
大
隅
亜
希
子
「
装
潢
組
織
の
展
開
と
布
施
支
給
の
変
遷
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』

六
、
一
九
九
九
年
）
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